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令 和 元 年 第 ５ 回

決算特別委員会記録
沖縄県議会 (定例会 )

（ 第 １ 号 ）





－1－

令 和 元 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

年月日 令和元年10月３日 (木曜日)

開 会 午後５時39分

散 会 午後５時57分

場 所 第７委員会室

本委員会に付託された事件

（10月３日付託）

１ 乙第27号議案 平成30年度沖縄県水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について

２ 乙第28号議案 平成30年度沖縄県工業用水道

事業会計未処分利益剰余金の処分について

３ 認定第１号 平成30年度沖縄県一般会計決算

の認定について

４ 認定第２号 平成30年度沖縄県農業改良資金

特別会計決算の認定について

５ 認定第３号 平成30年度沖縄県小規模企業者

等設備導入資金特別会計決算の認定について

６ 認定第４号 平成30年度沖縄県中小企業振興

資金特別会計決算の認定について

７ 認定第５号 平成30年度沖縄県下地島空港特

別会計決算の認定について

８ 認定第６号 平成30年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計決算の認定について

９ 認定第７号 平成30年度沖縄県下水道事業特

別会計決算の認定について

10 認定第８号 平成30年度沖縄県所有者不明土

地管理特別会計決算の認定について

11 認定第９号 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善

資金特別会計決算の認定について

12 認定第10号 平成30年度沖縄県中央卸売市場

事業特別会計決算の認定について

13 認定第11号 平成30年度沖縄県林業・木材産

業改善資金特別会計決算の認定について

14 認定第12号 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

15 認定第13号 平成30年度沖縄県宜野湾港整備

事業特別会計決算の認定について

16 認定第14号 平成30年度沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定に

ついて

17 認定第15号 平成30年度沖縄県産業振興基金

特別会計決算の認定について

18 認定第16号 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計決算の認定につい

て

19 認定第17号 平成30年度沖縄県中城湾港マリ

ン・タウン特別会計決算の認定について

20 認定第18号 平成30年度沖縄県駐車場事業特

別会計決算の認定について

21 認定第19号 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

22 認定第20号 平成30年度沖縄県公債管理特別

会計決算の認定について

23 認定第21号 平成30年度沖縄県国民健康保険

事業特別会計決算の認定について

24 認定第22号 平成30年度沖縄県病院事業会計

決算の認定について

25 認定第23号 平成30年度沖縄県水道事業会計

決算の認定について

26 認定第24号 平成30年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の認定について

委員の選任

令和元年10月３日、本委員会の委員は議長の指名

で次のとおり選任された。

山 川 典 二君 花 城 大 輔君

末 松 文 信君 具志堅 透君

照 屋 守 之君 当 山 勝 利君

亀 濱 玲 子さん 照 屋 大 河君

仲宗根 悟君 親 川 敬君

新 垣 光 栄君 新 垣 清 涼君

瀬 長 美佐雄君 玉 城 武 光君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 乙第27号議案 平成30年度沖縄県水道事業会

決算特別委員会記録（第１号）



－2－

計未処分利益剰余金の処分について

４ 乙第28号議案 平成30年度沖縄県工業用水道

事業会計未処分利益剰余金の処分について

５ 認定第１号 平成30年度沖縄県一般会計決算

の認定について

６ 認定第２号 平成30年度沖縄県農業改良資金

特別会計決算の認定について

７ 認定第３号 平成30年度沖縄県小規模企業者

等設備導入資金特別会計決算の認定について

８ 認定第４号 平成30年度沖縄県中小企業振興

資金特別会計決算の認定について

９ 認定第５号 平成30年度沖縄県下地島空港特

別会計決算の認定について

10 認定第６号 平成30年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計決算の認定について

11 認定第７号 平成30年度沖縄県下水道事業特

別会計決算の認定について

12 認定第８号 平成30年度沖縄県所有者不明土

地管理特別会計決算の認定について

13 認定第９号 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善

資金特別会計決算の認定について

14 認定第10号 平成30年度沖縄県中央卸売市場

事業特別会計決算の認定について

15 認定第11号 平成30年度沖縄県林業・木材産

業改善資金特別会計決算の認定について

16 認定第12号 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

17 認定第13号 平成30年度沖縄県宜野湾港整備

事業特別会計決算の認定について

18 認定第14号 平成30年度沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定に

ついて

19 認定第15号 平成30年度沖縄県産業振興基金

特別会計決算の認定について

20 認定第16号 平成30年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計決算の認定につい

て

21 認定第17号 平成30年度沖縄県中城湾港マリ

ン・タウン特別会計決算の認定について

22 認定第18号 平成30年度沖縄県駐車場事業特

別会計決算の認定について

23 認定第19号 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

24 認定第20号 平成30年度沖縄県公債管理特別

会計決算の認定について

25 認定第21号 平成30年度沖縄県国民健康保険

事業特別会計決算の認定について

26 認定第22号 平成30年度沖縄県病院事業会計

決算の認定について

27 認定第23号 平成30年度沖縄県水道事業会計

決算の認定について

28 認定第24号 平成30年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の認定について

29 閉会中継続審査について

30 決算特別委員会運営要領について

31 理事の選任

委員長、副委員長の互選

令和元年10月３日、玉城武光君が委員長に、山川

典二君が副委員長に選任された。

理事の選任

令和元年10月３日、末松文信君、当山勝利君及び

新垣光栄君が理事に選任された。

出席委員

委員長 玉 城 武 光君

副委員長 山 川 典 二君

委 員 花 城 大 輔君 末 松 文 信君

具志堅 透君 当 山 勝 利君

亀 濱 玲 子さん 照 屋 大 河君

仲宗根 悟君 親 川 敬君

新 垣 光 栄君 新 垣 清 涼君

瀬 長 美佐雄君 金 城 泰 邦君

金 城 勉君 當 間 盛 夫君

欠席委員

照 屋 守 之君
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○下地広道議会事務局政務調査課主幹 決算特別委

員会設置後、初めての委員会でありますので委員長

及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、末松文信委員が年長者であります。

よって、この際、末松文信委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

末松文信委員、委員長席に御着席願います。

（末松文信委員、委員長席に着席）
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○末松文信年長委員 ただいまから、決算特別委員

会を開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。

委員長の互選は、指名推選による方法と投票によ

る方法がありますが、いずれの方法によるか御協議

をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推薦

人を玉城武光君とし、指名は委員長の職務

を行う委員が行う旨の協議があった。）

○末松文信年長委員 再開いたします。

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり指名推選によることとし、私から指名

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には玉城武光君を指名いたします。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○末松文信年長委員 御異議なしと認めます。

よって、委員長には玉城武光君が選任されました。

ただいま委員長が選任されましたので、委員長と

交代いたします。

休憩いたします。

（休憩中に、年長委員退席、委員長着席）

○玉城武光委員長 再開いたします。

このたび、委員各位の御推挙により、決算特別委

員長に就任しました玉城武光でございます。

委員会の運営につきましては公正・中立を旨と

し、円滑に進めてまいりたいと存じますので、各委

員の御指導と御協力を賜りますようお願いいたしま

す。
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○玉城武光委員長 次に、副委員長の互選を行いま

す。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか御協

議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、互選の方法を指名推選、被推薦

人を山川典二君とし、指名は委員長が行う

旨の協議があった。）

○玉城武光委員長 再開いたします。

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり指名推選によることとし、委員長の

私から指名したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には山川典二君を指名いたしま

す。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、副委員長には山川典二君が選任されまし

た。

ただいま副委員長が選任されましたので、御挨拶

を自席でお願いいたします。

○山川典二委員 よろしくお願いいたします。

○玉城武光委員長 以上で、委員長及び副委員長の

互選は終わりました。
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○玉城武光委員長 休憩いたします。

（休憩中に、議題の取り扱いについて協議）

○玉城武光委員長 再開いたします。

乙第27号議案及び乙第28号議案の議決議案２件並

びに認定第１号から認定第24号までの決算24件を一

括して議題といたします。

ただいま議題となりました議決議案２件及び決算

24件については、閉会中に審査することとし、議長

に対して、閉会中継続審査の申し出をしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。
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○玉城武光委員長 次に、決算特別委員会運営要領

について、御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、事務局から決算特別委員会運営

要領案の概要説明後に協議を行い、案のと

おり決することで意見の一致を見た。）

○玉城武光委員長 再開いたします。

決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり決することに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。
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○玉城武光委員長 次に、ただいま決定されました

決算特別委員会運営要領に基づき、委員長及び副委

員長のほかに、理事の選任が必要でありますので、

理事３人の選任について御協議をお願いいたしま

す。

休憩いたします。

（休憩中に、理事の選任について協議）

○玉城武光委員長 再開いたします。

これより、理事３人の選任について、お諮りいた

します。

理事に末松文信委員、当山勝利委員及び新垣光栄

委員の３人を指名したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願いいたします。

次に、お諮りいたします。

ただいま決定されました決算特別委員会運営要領

に基づく、各常任委員会への閉会中調査の依頼につ

きましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、10月16日 水曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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決算特別委員会運営要領

この要領は、「決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対する
調査依頼について）」（平成28年10月12日議会運営委員会決定）に定めるもの
のほか、決算特別委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し、必要な事項
を定めることにより、委員会の円滑な運営に資するものとする。

１ 委員席の配置
別紙１のとおりとする。

２ 審査日程
審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要があるときは、

委員会に諮り変更することができる。

３ 各常任委員会に対する調査依頼
(1) 決算特別委員長(以下「委員長」という。）は、別添様式１により各常任委
員長に閉会中調査を依頼するものとする。

(2) 各常任委員長は、上記の閉会中調査終了後に別添様式２により決算調査
報告書（以下「調査報告書」という。）を委員長に提出するものとする。
なお、調査報告書に記載する特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項等とするものとする。

４ 説明員
決算の概要説明は、会計管理者、病院事業局長及び企業局長が行い、決算審査意

見の概要説明は代表監査委員が行うものとする。

５ 決算及び決算審査意見の概要説明に対する質疑
(1) 質疑の時間は、委員１人10分とする。
(2) 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるものとする。
その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び譲渡をされる委員
について報告するものとする。また、譲渡をする委員は譲渡をされた委員が質疑を
する間は着席しなければならない。

(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4) 質疑時間の終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電子音等
で報知する。

(5) 質疑は一問一答方式で、自席から起立の上で行うものとする。
(6) 質疑の順序は多数会派順とする。

６ 調査報告書に対する質疑
(1) 常任委員長に対する質疑の通告は、別添様式３により政務調査課に提出する
ものとする。

(2) 委員長は、調査報告書に対し質疑の通告がなされた場合には、別添様式
４により当該常任委員長の出席を求めるものとする。

(3) 常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し２回を超えないものとす
る。

７ 要調査事項に対する質疑
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(1) 要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）を行うため知事等に出席
を求めることが決定された場合、知事等への総括質疑の通告締切日時は、決算特
別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休日を除く。）の午後３時とし、
別添様式３により政務調査課に提出するものとする。

(2) 各委員の質疑の時間は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

８ 理事会
(1) 理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。
(2) 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。
(3) 理事は、委員会の円滑な運営について委員長及び副委員長に協力し、委員間の連
絡調整に当たる。

(4) 理事会は、委員会の決定に基づき要調査事項及び特記事項の取り扱い並
びに総括質疑の実施の必要性等について協議を行うものとする。

雑 則
以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員会に諮っ
て定める。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

事務局
説 明 員 席

玉 城 武 光

委 員 長

亀濱玲子委員 当山勝利委員 末松文信委員 花城大輔委員 山川典二委員

親川敬委員 仲宗根悟委員 照屋大河委員 金城泰邦委員 照屋守之委員 具志堅透委員

瀬長美佐雄委員 新垣清涼委員 新垣光栄委員 當間盛夫委員 金城勉委員
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別紙２

決算特別委員会審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

決算特別委員会
本 会 議 ○委員長及び副委員長の互選

令 和 元 年
木

及 び 各 ○閉会中継続審査の件
1 0 月 ３ 日 委 員 会 ○委員会運営要領の件

終 了 後 ○理事の選任
○各常任委員会に対する調査依頼の件

決算特別委員会
○概要説明
・平成 30年度一般会計及び特別会計決算 会 計 管 理 者
・平成 30年度企業会計決算
･平成30年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰 病 院 事 業 局 長

10月 1 6日 水 午前10時 余金の処分について
平成30年度沖縄県工業用水道事業会計未処分 企 業 局 長
利益剰余金の処分について
・一般会計、特別会計及び企業会計に対する審 代 表 監 査 委 員
査意見

○会計管理者及び代表監査委員に対する質疑

1 0月 1 7日 木 午前10時
各常任委員会

関 係 室 部 局
○所管事務に係る決算事項の調査

各常任委員会
1 0月 1 8日 金 午前10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局

○決算調査報告書記載内容等についての協議

1 0月 2 1日 月 決算調査報告書整理日

1 0月 2 3日 水 決算調査報告書整理日

決算特別委員への決算調査報告書の配付
（午前９時）

1 0月 2 4日 木
各常任委員長に対する質疑の通告締め切り
（午後３時）

決算特別委員会
○各常任委員長に対する質疑

10月 2 5日 金 午前10時 ○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱い等に
ついての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

決算特別委員会
○総括質疑
○採決
･平成30年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰

1 0月 2 8日 月 午前10時 余金の処分について
･平成30年度沖縄県工業用水道事業会計未処分
利益剰余金の処分について
･平成30年度一般会計及び特別会計決算
･平成30年度企業会計決算
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（平成28年10月12日議会運営委員会決定）

決算議案の審査等に関する基本的事項
（常任委員会に対する調査依頼について）

決算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的
とし、各常任委員会において決算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立
場から所管事務に係る決算事項を調査する方式としたところである。こうした
決算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、
決算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 決算特別委員会の開催場所について
決算特別委員会は第７委員会室で行うものとする。

２ 審査日程について
決算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な決算特別

委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。

３ 調査依頼事項について
（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に

規定する所管事務に係る決算事項とする。
（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

４ 各常任委員会における調査について
（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。
（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの

とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間
及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡する委員
は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電

子音等で報知する。
（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派

から質疑を行い、第１多数会派は最後に行うものとする。
（６）監査委員である議員は調査には加わらないものとする。
（７）各常任委員会での採決は行わないものとする。

５ 決算調査報告書の作成及び配付について
（１）決算調査報告書（以下「調査報告書」という。）は、各常任委員会での

協議に基づき各常任委員長が作成するものとする。この場合、各常任委員
会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任することが
できるものとする。

（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な
内容、決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（以下「要
調査事項」という。）及び特記事項とする。
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（３）要調査事項について
ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする
委員は、その該当事項を要調査事項とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委
員が要調査事項とする理由等を説明した後、決算特別委員会における調
査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上で、要調
査事項を決算特別委員会に報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査
事項として報告することについて反対の意見が述べられた場合には、決
算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するものとする。

（４）調査報告書は、決算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日
（県の休日を除く。）の正午までに決算特別委員に配付するものとする。

（５）調査報告書の様式は別に定めるものとする。

６ 調査報告書に対する質疑について
（１）調査報告書に関し、常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には、

当該常任委員長の出席を求めるものとする。
（２）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、決算特別委員会において調

査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く。）の午後３時とする。

７ 要調査事項に対する質疑について
（１）審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という。）

を行うため知事等の出席を求める場合には、決算特別委員会において質疑
を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定するものと
する。

（２）知事等への総括質疑は、上記（１）において決定した要調査事項につい
てまず決算特別委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員からの
質疑を行うものとする。

８ 質疑の時間及び方法等について
決算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は当該委

員会において決定するものとする。

９ 理事会について
決算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同

委員会に理事会を設置するものとする。
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（別紙１）
決算議案の審査日程

年月日 委員会 時間 事項 関係室部局等

９月定例会

会期中

(１日目)

決算特別

委員会

本会議及

び各委員

会終了後

○委員長及び副委員長の互選

○閉会中継続審査の件

○委員会運営要領の件

○理事の選任

○各常任委員会に対する調査依頼の件

以降

閉会中

(２日目)

決算特別

委員会
10時

○令和○年度一般会計及び特別会計決算

　の概要説明

○令和○年度企業会計決算の概要説明

○決算審査意見概要説明

○会計管理者及び代表監査委員に対する

　質疑

会 計 管 理 者

病 院 事 業 局 長

企 業 局 長

代 表 監 査 委 員

(３日目)
各常任

委員会
10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局

(４日目)
各常任

委員会
10時

○所管事務に係る決算事項の調査

○決算調査報告書記載内容等についての

　協議

関 係 室 部 局

(５日目) ○決算調査報告書整理日

(６日目) ○決算調査報告書整理日

(７日目)
○決算特別委員への決算調査報告書の配付

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り

報告書配付

時刻:午前９時

質疑通告締め切

り時刻:午後3時

(８日目)
決算特別

委員会
10時

○常任委員長に対する質疑

○「要調査事項」及び「特記事項」の

　取り扱い等についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

(９日目)
決算特別

委員会
10時

○総括質疑

○採決
関 係 室 部 局 等
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 末 松 文 信

委 員 長 玉 城 武 光





令 和 元 年 1 0 月 1 6 日

令 和 元 年 第 ５ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 １ 号 ）
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令 和 元 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和元年10月16日 (水曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午後４時31分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県水道事業会計

第５回議会 未処分利益剰余金の処分につい

乙第27号議案 て

２ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県工業用水道事

第５回議会 業会計未処分利益剰余金の処分

乙第28号議案 について

３ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について

認定第１号

４ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県農業改良資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

５ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県小規模企業者

第５回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

６ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中小企業振興

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

７ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県下地島空港特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

８ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県母子父子寡婦

第５回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

９ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県下水道事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

10 令 和 元 年 平成30年度沖縄県所有者不明土

第５回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

11 令 和 元 年 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

12 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中央卸売市場

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

13 令 和 元 年 平成30年度沖縄県林業・木材産

第５回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第11号 について

14 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

15 令 和 元 年 平成30年度沖縄県宜野湾港整備

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

16 令 和 元 年 平成30年度沖縄県国際物流拠点

第５回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

17 令 和 元 年 平成30年度沖縄県産業振興基金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

18 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

19 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港マリ

第５回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

20 令 和 元 年 平成30年度沖縄県駐車場事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第18号

21 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

第５回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

22 令 和 元 年 平成30年度沖縄県公債管理特別

第５回議会 会計決算の認定について

認定第20号

23 令 和 元 年 平成30年度沖縄県国民健康保険

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第21号 て

24 令 和 元 年 平成30年度沖縄県病院事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第22号

25 令 和 元 年 平成30年度沖縄県水道事業会計

第５回議会 決算の認定について

認定第23号

決算特別委員会記録（第１号）
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26 令 和 元 年 平成30年度沖縄県工業用水道事

第５回議会 業会計決算の認定について

認定第24号

出席委員

委員長 玉 城 武 光君

副委員長 山 川 典 二君

委 員 花 城 大 輔君 末 松 文 信君

具志堅 透君 照 屋 守 之君

当 山 勝 利君 亀 濱 玲 子さん

照 屋 大 河君 仲宗根 悟君

親 川 敬君 新 垣 光 栄君

新 垣 清 涼君 瀬 長 美佐雄君

金 城 泰 邦君 金 城 勉君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

会 計 管 理 者 伊 川 秀 樹君

企 業 局 長 金 城 武君

病 院 事 業 局 長 我那覇 仁君

代 表 監 査 委 員 當 間 秀 史君

監 査 委 員 事 務 局 長 安慶名 均君

3ii4

○玉城武光委員長 ただいまから、決算特別委員会

を開会いたします。

令和元年第５回議会乙第27号議案及び同乙第28号

議案の議決議案２件、令和元年第５回議会認定第１号

から同認定第24号までの決算24件を一括して議題と

いたします。

本日の説明員として、会計管理者、病院事業局長、

企業局長及び代表監査委員の出席を求めております。

それでは、審査日程に従い、会計管理者、病院事

業局長及び企業局長から決算の概要説明並びに代表

監査委員から決算審査意見の概要説明を聴取した後、

会計管理者及び代表監査委員に対する質疑を行いま

す。

なお、病院事業局長及び企業局長に対する質疑は、

調査を依頼しております常任委員会において、明

10月17日及び18日に行われます。

まず初めに、会計管理者から令和元年第５回議会

認定第１号から同認定第21号までの決算21件につい

て概要説明を求めます。

伊川秀樹会計管理者。

○伊川秀樹会計管理者 おはようございます。

それでは、ただいま議案となっております認定第

１号から第21号までの平成30年度沖縄県一般会計決

算及び特別会計決算について、その概要を御説明い

たします。

本日は、サイドブックスに掲載されております平

成30年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書（抜粋）

により説明をさせていただきます。

平成30年度沖縄県歳入歳出決算書につきましては

サイドブックスに掲載しておりますが、ページ数が

多いことから、説明資料といたしまして決算書を抜

粋して作成をしております。また、参考資料として

平成30年度歳入歳出決算の概要も掲載しております

ので、適宜、参考にしていただければと思います。

ただいま青いメッセージで通知いたしました平成

30年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書（抜粋）

をタップし、資料をごらんください。

それでは、決算書（抜粋）に沿って御説明をして

まいりたいと思います。

決算書（抜粋）資料４ページをごらんください。

資料のページは両端に付しておりまして、中央の

数字は決算書のページをあらわしております。

一般会計の歳入歳出決算事項別明細書、歳入の総

括表となっております。表は、款別１の県税から15の

県債までの、左から右に予算現額、調定額、収入済

額、不納欠損額、収入未済額となっております。

それでは、一番下の行の歳入合計欄で御説明いた

します。

予算現額は、４ページ一番下の右端の金額で7977億

9015万322円、収入済額は7346億1062万2416円となっ

ております。予算現額に対する収入済額の割合、収

入率は92.1％となっております。

不納欠損額は２億6538万6113円となっております。

不納欠損額の主なものは、款別で１の県税１億3090万

8088円、14の諸収入１億733万3286円となっておりま

す。

収入未済額は34億773万7587円となっております。

収入未済額の主なものは、１の県税17億1660万

5406円、８の使用料及び手数料７億4524万5917円、

14の諸収入８億5900万4226円となっております。

次に、６ページをごらんください。

歳入歳出決算事項別明細書、歳出の総括表であり

ます。表は、款別１の議会費から14の予備費の、左

から右に予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用

額となっております。

それでは、一番下の行の歳出合計欄で御説明をい

たします。

予算現額、７ページ一番下の左端の金額となって

おります。7977億9015万322円に対し、支出済額は

7245億4139万8618円となっております。予算現額に

対する支出済額の割合、執行率は90.8％となってお
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ります。

翌年度繰越額は、繰越明許費が581億8140万6197円、

事故繰越が１億5776万8440円となっております。繰

越明許費の主なものは、８の土木費331億1550万

3090円､事故繰越の主なものは､土木費8601万8000円

となっております。

不用額は149億957万7067円となっております。不

用額の主なものは、10の教育費23億4788万7699円、

２の総務費22億5071万4500円となっております。

次に、実質収支について御説明いたします。

８ページをごらんください。

一般会計の実質収支に関する調書で、単位は千円

で表示しております。

１の歳入総額7346億1062万2000円、２の歳出総額

7245億4139万9000円となっております。３の歳入歳

出差引額、いわゆる形式収支額は100億6922万3000円、

歳入歳出差引額から、４の翌年度へ繰り越すべき財

源59億9900万4000円を差し引いた、５の実質収支額

は40億7021万9000円となります。

次に、農業改良資金特別会計などの20の特別会計

について御説明いたします。

それでは、10ページをよろしくお願いいたします。

20の特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳入の総

括表となっております。表は、１の農業改良資金特

別会計から20の国民健康保険事業特別会計までの会

計別となっております。

特別会計の歳入について、歳入合計欄で御説明を

いたします。

12ページをごらんください。

予算現額の計は、12ページ右端の金額2638億3741万

9771円、収入済額は2680億4358万5547円となってお

ります。収入率は101.6％となっております。

不納欠損額は952万1682円となっております。

収入未済額は36億6129万1455円となっております。

次に、14ページをごらんください。

特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳出となって

おります。

16ページをごらんください。

歳出合計欄となっておりますので、合計欄で御説

明をいたします。

予算現額、17ページの左端の金額となります。

2638億3741万9771円に対し、支出済額2607億2077万

2672円となっております。執行率は98.8％となって

おります。

翌年度繰越額は、繰越明許費が13億2588万2300円

となっており、不用額は17億9076万4799円となって

おります。

以上で、令和元年第５回沖縄県議会認定第１号か

ら第21号、平成30年度沖縄県一般会計決算及び特別

会計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○玉城武光委員長 会計管理者の説明は終わりまし

た。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

の概要説明を求めます。

當間秀史代表監査委員。

○當間秀史代表監査委員 おはようございます。よ

ろしくお願いします。

それでは、審査意見の概要を御説明いたします。

サイドブックスに掲載されております平成30年度

沖縄県歳入歳出決算審査意見書により御説明させて

いただきます。ただいま青いメッセージで通知しま

した平成30年度沖縄県歳入歳出決算審査意見書を

タップしてください。

それでは、右から左に画面をスクロールしていた

だき、意見書の１ページを表示ください。

第１、審査の概要について御説明いたします。

平成30年度の沖縄県歳入歳出決算につきましては、

地方自治法第233条第２項の規定により知事から令和

元年８月１日及び同月30日付で審査に付されました。

監査委員は同決算書及び関係書類について審査を

行い、９月９日に知事へ審査意見書を提出いたしま

した。

審査の対象となった会計は、一般会計及び20の特

別会計であります。

審査に当たっては、決算の計数は正確であるか、

決算の様式は所定の様式に従って調製されているか、

予算執行は法令に適合して行われているか、財政運

営は合理的かつ健全に行われているか、財産の取得、

管理及び処分は適正に行われているかなどの諸点に

主眼を置き、決算書と関係諸帳簿及び証拠書類等と

の照合を行い実施しました。

右から左に画面をスクロールしていただき、意見

書の２ページを御表示ください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。

平成30年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関す

る調書及び財産に関する調書の計数は、それぞれ関

係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、いずれも正

確であると認められました。

また、予算の執行、収入及び支出に関する事務並

びに財産の取得、管理及び処分については、一部に
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是正または改善を要する事項が見られたものの、お

おむね適正に処理されていると認められました。

次に２、審査意見であります。

歳入歳出決算の状況につきましては、所管である

会計管理者から説明がありましたので、私の説明は

割愛させていただきます。

右から左に画面をスクロールしていただき、意見

書の３ページを御表示ください。

８行目をごらんください。

平成30年度の一般会計及び特別会計は、合理的か

つ健全に運営され、予算に計上された各般の事務事

業についてはおおむね適正に執行されていました。

しかし、事業の遂行に当たっては、一部に是正また

は改善を要する事項があることから、次の４点に留

意し、適切な措置を講ずるよう要望しております。

１点目は、（１）行財政運営についてであります。

平成30年度決算の状況を普通会計ベースで見ます

と、歳入では地方税等の増により、自主財源が前年

度に比べ１億3000万円、0.1％増加しております。歳

入全体に占める割合も33.6％と、前年度に比べ1.0ポ

イント上回っております。しかし、全体の66.4％を

地方交付税や国庫支出金等の依存財源が占めている

ことから、依然として国の予算の動向や地方財政対

策に大きく影響を受ける財政構造となっております。

歳出では、義務的経費及び投資的経費が減となっ

ております。

決算額や指標の数値に変動はあるものの、県の財

政構造に大きな変化は見られない反面、高齢化の進

行等に伴い、今後とも社会保障関係費等の義務的経

費の増加が見込まれることから、引き続き、経費節

減や効率的・効果的な事業執行に努めるとともに、

産業振興による安定的な税源の涵養等、歳入確保に

向けた不断の取り組みが必要だと考えております。

県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画の実現を確

かなものとするために、平成30年度からの４年間を

実施期間とする沖縄県行政運営プログラムを策定し、

県民ニーズに対応した質の高い行政サービスの提供

に取り組んでいるところです。引き続き、同プログ

ラムに基づき県民福祉の一層の増進に向け、歳入と

歳出のバランスがとれた持続力のある行政運営に努

めていただくよう要望しております。

右から左に画面をスクロールしていただき、意見

書の４ページを御表示ください。

２点目は、（２）収入未済額の縮減及び不納欠損処

理についてであります。

まず、平成30年度の収入未済額は、一般会計と特

別会計の合計で70億6902万9042円となっており、前

年度と比べ、８億3599万6909円、10.6％減少してお

ります。収入未済額の主なものは、一般会計で県税

が17億1660万5406円、諸収入が８億5900万4226円、

使用料及び手数料が７億4524万5917円、特別会計で

小規模企業者等設備導入資金が29億4969万7517円、

農業改良資金が３億9584万5421円及び母子父子寡婦

福祉資金が１億331万8894円となっております。

収入未済額の縮減は、住民負担の公平性と歳入の

確保の観点から重要な課題であります。

今後とも、新たな未収金の発生防止と効率的で実

効性のある徴収を図るため、契約などの債権発生時

に滞納に備えた方策をとることや、滞納初期におけ

る状況把握等による納付・償還指導、福祉制度の活

用など、関係機関と連携し、債務者の実情に即した

さまざまな方策を講ずるよう要望しております。

次に、平成30年度の不納欠損額は、一般会計と特

別会計の合計額で２億7490万7795円となっておりま

す。

債権の管理については、債権を放置したまま時効

を迎えることのないよう、個々の債務者の実態把握

に努めるとともに、督促、差し押さえ及び債務の承

認等関係法令に基づく措置を的確に講ずるなど適切

に対処する必要があります。また、不納欠損として

整理すべきものについては、適切に事務手続を進め

るよう要望しております。

３点目は、（３）事業執行についてであります。

一般会計の予算の執行率は90.8％で、前年度を

0.5ポイント下回っております。また、特別会計の予

算執行率については98.8％で、前年度を0.6ポイント

上回っております。

翌年度繰越額は、一般会計が583億3917万4637円、

特別会計が13億2588万2300円、合計で596億6505万

6937円となっており、前年度に比べ48億8714万

2844円、8.9％増加しております。

右から左に画面をスクロールしていただき、意見

書の５ページを表示ください。

不用額は、一般会計が149億957万7067円、特別会

計が17億9076万4799円、合計で167億34万1866円と

なっており、前年度に比べ17億3324万5979円、9.4％

減少しております。

事業の執行に当たっては、事前に関係機関との十

分な調整を行った上で所要経費を見積もり、進捗状

況を的確に把握しながら適切な対応を図り、不用額

の圧縮に努めるよう要望しております。

４点目は、（４）会計処理等についてであります。

財務会計事務については、契約や支出に係る事務、

財産や備品の管理に係る事務、証紙収入に係る事務
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などについて、財務規則に定められた手続によらな

い不適正なものが見られました。

特に一部執行機関の事業について、組織的意思決

定を欠いた不適正な会計処理が行われ、内部統制が

機能しないまま支出命令がなされておりました。ま

た、出納機関においては、十分な審査がなされず、

不適正な支出が行われておりました。

このため、職員にあっては、法令遵守が求められ

ていることに留意して職務を遂行し、管理職員等に

おいては、決裁に際しての精査はもとより、業務の

進捗管理を徹底し、内部統制が機能するよう取り組

んでいただきたい。また、出納員においては、事務

処理が法令等に適合しているか注意深く確認し、出

納事務の適正な執行に努めていただきたいと考えて

おります。

今般、地方自治法等の一部が改正され、地方公共

団体の長は令和２年度より内部統制体制を整備し、

毎会計年度、内部統制に関して評価した報告書に監

査委員の意見を付して議会に提出するとともに、公

表することとされています。

内部統制を強化し、最少の経費で最大の効果を上

げるという行財政運営の基本原則にのっとり、さま

ざまな取り組みを通して、より一層確かな事業管理、

適切な事務処理に努めるよう要望しております。

以上が審査意見であります。

なお、６ページ以降に、会計管理者において調製

された平成30年度沖縄県歳入歳出決算書等に基づい

た決算の概要を記載しておりますので、御参照くだ

さい。

以上で、沖縄県歳入歳出決算審査意見の概要説明

を終わります。

○玉城武光委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、病院事業局長から令和元年第５回議会認定

第22号の決算について概要説明を求めます。

我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 おはようございます。

それでは、病院事業局の平成30年度決算の概要に

ついて、サイドブックスに掲載されております平成

30年度沖縄県病院事業会計決算書に基づいて、御説

明申し上げます。

決算書の15ページをごらんください。

初めに、事業概要から御説明いたします。

事業報告書の１の概況の（１）総括事項について、

ア、沖縄県病院事業は、県立北部病院を初め６つの

県立病院と16カ所の附属診療所を運営し、イ、医師

や看護師等の医療技術員の確保とともに、施設及び

医療機器の充実を図るなど、医療水準の向上に努め

ております。エ、業務状況については、入院患者延

べ数が64万6516人、外来患者延べ数が76万8199人で、

総利用患者延べ数は141万4715人となり、前年度と比

べて１万4250人の減少となりました。

次に、決算状況について御説明いたします。恐縮

ですが、１ページに戻りまして御説明いたします。

まず、決算報告書の（１）収益的収入及び支出に

ついて、収入の第１款病院事業収益は、合計590億

6941万9000円に対して、決算額は560億8628万5225円

で、差額は29億8313万3775円となっております。そ

の主な要因は、第１項の医業収益において、29億

1468万8503円の差額が生じたことによるものであり

ます。

次に、支出の第１款病院事業費用は、当初予算額

に流用額等を加えた合計582億9751万9400円に対し

て、決算額は557億6491万8376円で、不用額は25億

3260万1024円となっております。その主な要因は、

第１項の医業費用において、24億2799万645円の不用

が生じたことによるものであります。

２ページをごらんください。

（２）資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、当初予算額に補正予算額等を加えた

合計110億439万4000円に対して、決算額は91億9401万

9180円で、差額は18億1037万4820円となっておりま

す。その主な要因は、第１項の企業債において、15億

8574万7000円の差額が生じたことによるものであり

ます。

次に、支出の第１款資本的支出は、当初予算額に

補正予算額等を加えた合計128億5233万1828円に対し

て、決算額は111億7646万7498円で、翌年度への繰越

額が４億4946万6880円で、不用額が12億2639万7450円

となっております。その主な要因は、第１項の建設

改良費において、12億2336万4373円の不用が生じた

ことによるものであります。

３ページをごらんください。

平成30年４月１日から平成31年３月31日までの損

益計算書について、１の医業収益は入院収益、外来

収益などを合計した480億6047万7563円で、２の医業

費用は給与費、材料費、経費などを合計した541億

4438万8552円で、１の医業収益から２の医業費用を

差し引いた医業損失は60億8391万989円となっており

ます。

３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金、国庫補助金などの合計で76億9552万9640円となっ

ております。

４ページをごらんください。
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４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した20億7080万4736円で、医

業外収益から医業外費用を差し引きますと56億

2472万4904円の利益を計上しているものの、経常損

失は４億5918万6085円となっております。

５の特別利益は２億1699万8863円で、６の特別損

失は２億3605万7238円であり、差し引き1905万8375円

の損失を計上しており、当年度純損失は４億7824万

4460円となっております。

当年度未処理欠損金は93億2617万9271円で、これ

は前年度繰越欠損金88億4804万2499円から利益剰余

金変動額10万7688円を差し引き、当年度純損失を加

えた額となっております。

５ページをごらんください。

剰余金計算書について、表の右の欄、資本合計を

ごらんください。

前年度末残高マイナス５億9527万7560円に対し、

前年度処分額が０円、当年度変動額はマイナス４億

7824万4460円で、当年度末残高はマイナス10億7352万

2020円となっております。

下の欠損金処理計算書について、１行目、当年度

末残高の未処理欠損金は93億2617万9271円で、これ

につきましては全額を翌年度に繰り越すことになり

ます。

６ページをごらんください。

平成31年３月31日現在における貸借対照表につい

て、まず、資産の部における１の固定資産は、（１）

の有形固定資産と、７ページに移りまして（２）の

無形固定資産、（３）の投資を合わせた合計で461億

7684万9238円となっております。２の流動資産は、

（１）の現金預金、（２）の未収金、（３）の貯蔵品

などを合わせた合計で144億4202万7583円となってお

ります。１の固定資産、２の流動資産を合わせた資

産合計は606億1887万6821円となっております。

８ページをごらんください。

次に、負債の部における３の固定負債は、（１）の

企業債、（２）の他会計借入金などを合わせた合計で

370億9885万4909円となっております。４の流動負債

は、（２）の企業債、（３）の他会計借入金、（４）の

リース債務などを合わせた合計で92億4281万8970円

となっております。５の繰延収益で、（１）の長期前

受金から収益化累計額を差し引いた繰延収益合計は

153億5072万4962円となっております。３の固定負債、

４の流動負債、５の繰延収益を合わせた負債合計は

616億9239万8841円となっております。

９ページをごらんください。

資本の部における資本金合計は18億7858万4732円

となっております。７の剰余金は、（１）の資本剰余

金、（２）の利益剰余金の合計でマイナス29億5210万

6752円となっております。６の資本金と７の剰余金

を合わせた資本合計はマイナス10億7352万2020円で、

これに負債合計を加えた負債資本合計は606億1887万

6821円となっております。

以上で、認定第22号平成30年度沖縄県病院事業会

計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

○玉城武光委員長 病院事業局長の説明は終わりま

した。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査意見

の概要説明を求めます。

當間秀史代表監査委員。

○當間秀史代表監査委員 それでは、審査意見の概

要を説明いたします。

サイドブックスに掲載されております平成30年度

沖縄県病院事業会計決算審査意見書により御説明さ

せていただきます。ただいま青いメッセージで通知

しました平成30年度沖縄県病院事業会計決算審査意

見書をタップお願いします。

それでは、右から左に画面をスクロールしていた

だきまして、意見書の１ページを表示ください。

第１、審査の概要について御説明いたします。

まず１、審査の対象であります。

平成30年度の沖縄県病院事業会計決算につきまし

ては、地方公営企業法第30条第２項の規定により、

知事から令和元年８月１日付で審査に付されました。

監査委員は、同決算書及び関係書類について審査

を行い、９月９日に知事へ審査意見書を提出いたし

ました。

次に２、審査の手続であります。

審査に当たっては、病院事業の運営が常に経済性

を発揮するとともに、その本来の目的である公共の

福祉を増進するように運営されているかどうかにつ

いて、決算書及び決算附属書類と関係書類等との照

合などを行い実施しました。

右から左へ画面をスクロールしていただきまして、

意見書の２ページを御表示ください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。

審査に付された決算諸表は、地方公営企業法等の

関係法規に準拠して作成され、その計数は正確であ

り、平成30年度の経営成績及び平成31年３月31日現

在の財政状態を適正に表示しているものと認められ

ました。
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（１）経営成績及び（２）財政状態につきまして

は、所管である病院事業局長から説明がありました

ので、私の説明は割愛させていただきます。

右から左へ画面をスクロールしていただきまして、

意見書の４ページを御表示ください。

２、審査意見であります。

県立病院は、救急医療、小児・周産期医療、離島

・僻地医療、精神医療などの政策医療を提供すると

ともに、地域医療を確保することにより県民の生命

及び健康を守り、生活の安心を支える重要な役割を

担っております。

このため、その機能を持続的に果たすことができ

るよう、経営の安定化が求められております。

しかしながら、平成30年度決算は４億7824万4460円

の純損失を計上しました。その結果、当年度末の累

積欠損金は93億2617万9271円に拡大するとともに、

資本合計は10億7352万2020円のマイナスとなり、前

年度に引き続き極めて厳しい状況にあります。

県立病院が公的医療としての役割を果たすために

は、職員一人一人が収益の向上と費用の縮減を意識

し、組織が一丸となって経営改善に向けて早急に取

り組むことが必要であります。

今後の病院運営に当たっては次の事項に留意し、

適切な措置を講じるよう要望しております。

１点目は、（１）経営改善の取り組みについてであ

ります。

県立病院が本県における基幹病院として、また、

地域における中核病院として、今後も必要な医療を

適切かつ安定的に提供していくためには自律的な経

営のもと、健全経営を確保する必要があります。

そのため、医業収益の確保や医業費用の縮減など

に取り組み、手元流動性の確保などに向けて実効性

のある対策を講ずるよう要望しております。

右から左へ画面をスクロールしていただき、意見

書の５ページを御表示ください。

２点目は、（２）医師等医療スタッフの確保につい

てであります。

地域の医療ニーズに対応して、良質で安定した医

療サービスを提供するためには、医師、看護師など

の医療スタッフを安定的に確保する必要があります。

県立病院の一部では、医師の欠員等により、診療

科の休診や診療制限を行っているところがあること

から、良質な医療の提供を図るため、引き続き医師、

看護師など医療スタッフの安定的な確保と定着を図

るとともに、働き方改革への取り組みを進めていた

だくよう要望しております。

３点目は、（３）会計事務について是正・改善を要

する事項についてであります。

病院事業局の定期監査を実施した結果、昨年度に

引き続き契約や支出、各種手当に係る基本的な会計

事務の不適正な処理が多く確認され、依然として指

摘件数が多い状況にあります。

このため、発生原因を分析するとともに、事務担

当者に対する研修はもとより管理監督者に対する階

層別研修や事務指導を持続的に行うほか、膨大となっ

ている事務量を適正かつ効率的に処理するための抜

本的かつ効果的な方策を組織として検討するよう要

望しております。

画面をスクロールしていただき、意見書の６ペー

ジを御表示ください。

４点目は、（４）昨年度の審査意見についてであり

ます。

平成29年度決算審査意見書において、病院事業会

計の貸借対照表中、その他流動資産に計上されてい

る6500万円のうち6000万円の内容が明らかでないた

め、精査していただきたいとの意見を付してありま

した。

病院事業局は、その後行った検証の結果に基づき、

平成30年度決算において必要な訂正を行っており、

審査の結果、その他流動資産の内容については、財

政状態を適正に表示しているものと認められました。

以上が審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である病院事業局

長において調製された平成30年度沖縄県病院事業会

計決算書等に基づいた決算の概要を記載しておりま

すので、御参照ください。

以上で、沖縄県病院事業会計決算審査意見の概要

説明を終わります。

○玉城武光委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

次に、企業局長から令和元年第５回議会乙第27号

議案及び同乙第28号議案の議決議案２件、令和元年

第５回議会認定第23号及び同認定第24号の決算２件

について概要説明を求めます。

金城武企業局長。

○金城武企業局長 おはようございます。

平成30年度の水道事業会計及び工業用水道事業会

計の決算並びに両会計決算の結果生じました未処分

利益剰余金の処分について、その概要を御説明申し

上げます。

本日は、サイドブックスに掲載されております決

算書及び議案書（その２）により御説明させていた

だきます。

初めに、認定第23号平成30年度沖縄県水道事業会
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計決算について、御説明いたします。

ただいま通知しました決算書の１ページをタップ

してごらんください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明を申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計297億

2675万2000円に対して、決算額は299億8207万7944円

で予算額に比べて２億5532万5944円の増収となって

おります。その主な要因は、第１項の営業収益にお

ける給水収益の増加によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

301億1130万2648円に対して、決算額は293億8652万

4386円で、翌年度繰越額が１億5468万1685円、不用

額が５億7009万6577円となっております。不用額の

主な内容は、第１項の営業費用における修繕費等の

減少によるものであります。

２ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明を申し

上げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計142億

9707万3000円に対して、決算額は104億4632万1728円

で、予算額に比べて38億5075万1272円の減収となっ

ております。その主な要因は、建設改良工事の繰り

越しに伴い、第２項の国庫補助金が減少したことな

どによるものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計194億

4570万5986円に対して、決算額は152億4646万5950円

で、翌年度への繰越額が38億1852万1033円、不用額

が３億8071万9003円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良

費において、工事計画の変更等に不測の日数を要し

たことによるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明を申し上げます。

１の営業収益156億5945万２円に対して、２の営業

費用は270億28万6024円で113億4083万6022円の営業

損失が生じております。

３の営業外収益は129億2447万9467円に対して、

４ページの４の営業外費用は12億2928万8387円で、

右端の上のほうになりますが116億9519万1080円の営

業外利益が生じており、経常利益は３億5435万5058円

となっております。

５の特別利益、６の特別損失を加味した当年度の

純利益は３億9791万576円となり、この当年度純利益

が、当年度未処分利益剰余金となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について、御説明

を申し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高447億9752万5888円に対し、当年度変動

額が４億2393万8987円増加したことにより、資本合

計の当年度末残高は452億2146万4875円となっており

ます。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高３億9791万576円の全額を、今後の企業債

償還に充てるため、議会の議決を経て、減債積立金

に積み立てることにしております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明を申し上げます。

まず、資産の部につきましては、８ページの中段

あたりになりますが、資産合計4361億271万171円と

なっております。

負債の部につきましては、次のページの９ページ

の下のほう、負債合計3908億8124万5296円となって

おります。

資本の部につきましては、10ページの下から２行

目になりますが、資本合計452億2146万4875円となっ

ております。

なお、11ページから13ページは決算に関する注記、

また、15ページ以降につきましては、決算に関する

附属書類となっておりますので、後ほど御確認をい

ただきたいと思います。

以上で、認定第23号平成30年度沖縄県水道事業会

計決算の概要説明を終わります。

続きまして、ただいま通知いたしました決算書の

47ページをタップしてごらんください。

引き続きまして、認定第24号平成30年度沖縄県工

業用水道事業会計決算について御説明を申し上げま

す。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

６億7029万9000円に対して、決算額は６億6384万

4856円で、予算額に比べて645万4144円の減収となっ

ております。その主な要因は、第３項の特別利益の

減少によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は予算額

合計６億7394万9472円に対して、決算額は６億4635万

2834円で、翌年度への繰越額が293万7195円、不用額

が2465万9443円となっております。不用額の主な内

容は、第１項の営業費用における負担金等の減少に

よるものであります。
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次に、48ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

収入の第１款資本的収入は、予算額合計１億7619万

3000円に対して、決算額は１億2104万5000円で、予

算額に比べて5514万8000円の減収となっております。

その主な要因は、第１項の国庫補助金が翌年度へ繰

り延べになったこと等によるものであります。

次に、支出の第１款資本的支出は、予算額合計１億

1753万5256円に対して、決算額は9964万9540円で、

翌年度への繰越額が1454万3052円、不用額は334万

2664円となっております。不用額の主な内容は、第

１項の建設改良費における入札執行残等によるもの

であります。

次に、49ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明を申し上げます。

１の営業収益２億7599万8555円に対して、２の営

業費用は６億1204万205円で、営業損失が３億3604万

1650円生じております。

３の営業外収益３億6576万5822円に対して、これ

は50ページのほうになりますが、４の営業外費用が

1264万2361円で、右端上のほうになりますが、３億

5312万3461円の営業外利益が生じており、経常利益

は1708万1811円となっております。

５の特別損失を加味した当年度の純利益は1706万

8685円となり、この当年度純利益が、当年度未処分

利益剰余金となっております。

次に、51ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高14億65万1027円に対し、当年度変動額

が1706万8692円増加したことにより、資本合計の当

年度末残高は14億1771万9719円となっております。

次に、52ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明を申し上

げます。

右端にあります未処分利益剰余金については、当

年度末残高1706万8685円の全額を、今後の建設改良

費に充てるため、議会の議決を経て、建設改良積立

金に積み立てることにしております。

次に、53ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明を申し上げます。

まず、資産の部については54ページの中段あたり

になりますが、資産合計67億6969万8097円となって

おります。

負債の部につきましては、55ページの下のほうに

なりますが、負債合計53億5197万8378円となってお

ります。

資本の部につきましては、56ページの下から２行

目になりますが、資本合計14億1771万9719円となっ

ております。

なお、57ページから59ページは決算に関する注記、

また、61ページ以降につきましては、決算に関する

附属書類となっておりますので、後ほど御確認いた

だきたいと思います。

以上で、認定第24号平成30年度沖縄県工業用水道

事業会計決算の概要説明を終わります。

次に、当該決算と関連のあります議案として提出

しております未処分利益剰余金の処分について、そ

の概要を御説明申し上げます。

ただいま通知をいたしました議案書（その２）の

89ページをタップしてごらんください。

乙第27号議案平成30年度沖縄県水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について御説明をいたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、地方公営企業法第32条第２項の規

定により議会の議決を必要とすることから、提出し

たものであります。

内容につきましては、平成30年度水道事業会計の

未処分利益剰余金３億9791万576円の処分について、

今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金

に積み立てるものであります。

続きまして、90ページをごらんください。

乙第28号議案平成30年度沖縄県工業用水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について御説明いたしま

す。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、水道事業会計と同様に、議会の議

決を必要とすることから、提出したものであります。

内容につきましては、平成30年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金1706万8685円の処分につい

て、今後の建設改良費に充てるため、全額を建設改

良積立金に積み立てるものであります。

以上で、乙第27号議案及び乙第28号議案の説明を

終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○玉城武光委員長 企業局長の説明は終わりました。

次に、代表監査委員から令和元年第５回議会認定

第23号及び同認定第24号に対する審査意見の概要説

明を求めます。

當間秀史代表監査委員。

○當間秀史代表監査委員 それでは、審査意見の概

要を説明いたします。

サイドブックスに掲載されております平成30年度
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沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水道事業会計

決算審査意見書により御説明させていただきます。

ただいま通知しました平成30年度沖縄県水道事業

会計及び沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見書

をタップしてください。

それでは、右から左に画面をスクロールしていた

だき、意見書の１ページを御表示ください。

第１、審査の概要について御説明いたします。

１、審査の対象であります。

平成30年度の沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業

用水道事業会計決算につきましては、地方公営企業

法第30条第２項の規定により、知事から、令和元年

８月１日付で審査に付されました。

監査委員は、同決算書及び関係書類について審査

を行い、９月９日に知事へ審査意見書を提出しまし

た。

次に２、審査の手続であります。

審査に当たっては、水道事業及び工業用水道事業

の運営が常に経済性を発揮するとともに、その本来

の目的である公共の福祉を増進するように運営され

ているかどうかについて、決算書及び決算附属書類

と関係書類等との照合などを行い実施しました。

右から左へ画面をスクロールしていただき、意見

書の２ページを御表示ください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

まず１、審査結果であります。

審査に付された決算諸表は、地方公営企業法等の

関係法規に準拠して作成され、その計数は正確であ

り、平成30年度の経営成績及び平成31年３月31日現

在の財政状態を適正に表示しているものと認められ

ました。

水道事業会計の経営成績及び財政状態について、

また、４ページから記載しております工業用水道事

業会計の経営成績及び財政状態につきましては、所

管である企業局長から説明がありましたので、私の

説明は割愛させていただきます。

右から左へ画面をスクロールしていただき、意見

書の６ページを御表示ください。

次に２、審査意見であります。

平成30年度は沖縄県企業局中長期計画の初年度に

当たり、企業局においては同計画の基本理念のもと、

施策目標である安全で安心な水の供給、安定した水

の供給、健全な経営の持続、県民に信頼され満足度

の高い水道の実現に向けた施策、取り組みを進めて

おります。

平成30年度の経営成績は、水道事業会計、工業用

水道事業会計ともに純利益を計上しているものの、

施設の更新や耐震化などにより各事業会計を取り巻

く経営環境は厳しい状況にあります。

今後とも、同計画で掲げられた施策目標の実現に

向けた施策、取り組みを着実に推進し、さらなる経

営基盤の強化に努めていただくよう要望しておりま

す。

まず、水道事業会計については、３億9791万576円

の純利益を計上しております。

純利益は、前年度に比較して２億7625万2033円減

少しており、これは動力費や交付金などの営業費用

が増加したことなどによるものであります。

今後、給水収益がおおむね横ばいで推移する一方

で、施設の耐震化や老朽化に伴う修繕・更新による

資金需要の増加などから、経営状況は厳しくなるこ

とが予想されています。

事業運営に当たっては、同計画に掲げる施策目標

の達成に向けて、各種施策、取り組みを着実に推進

するよう要望しております。

また、沖縄本島周辺離島８村への水道用水供給事

業の広域化の実施については、各村との調整を十分

に行って取り組むことを要望しております。

次に、工業用水道事業会計については、1706万

8685円の純利益を計上しております。

純利益は、前年度に比較して1777万9197円減少し

ております。これは、長期前受金戻入の減などによ

り営業外収益が減少したことなどによるものであり

ます。

また、施設利用率は53.4％で、施設規模に見合っ

た需要が確保されておらず、供給単価は給水原価を

6.91円下回っており、経営環境は依然として厳しい

状況にあります。

今後の事業運営に当たっては、水道用水供給事業

と連動して経営の効率化に努めるとともに、関係機

関と連携を図りながら、工業用水道の布設沿線地域

に立地する企業の需要開拓を推進し、経営の健全化

を図っていただくよう要望しております。

以上が審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である企業局長に

おいて調製された平成30年度沖縄県水道事業会計及

び沖縄県工業用水道事業会計決算書等に基づいた決

算の概要を記載しておりますので、御参照ください。

以上で、沖縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水

道事業会計の決算審査意見の概要説明を終わります。

○玉城武光委員長 代表監査委員の説明は終わりま

した。

以上で、令和元年第５回議会乙第27号議案及び同
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乙第28号議案、令和元年第５回議会認定第１号から

同認定第24号までの決算の概要説明及び同審査意見

の概要説明は終わりました。

我那覇仁病院事業局長及び金城武企業局長、御苦

労さまでした。

どうぞ御退席ください。

休憩いたします。

（休憩中に、病院事業局長及び企業局長退室）

○玉城武光委員長 再開いたします。

これより会計管理者及び代表監査委員に対する質

疑を行います。

なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

会運営要領に従って行うことにいたします。

本日の委員会は、決算議案の概要及び決算審査意

見書の概要を聴取し、大局的な観点から決算の全体

的な状況などについて審査することにしております。

なお、決算議案に係る各部局ごとの詳細な審査に

ついては、本特別委員会の依頼により所管の常任委

員会において審査することになっております。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することのな

いよう簡潔に発言するよう御協力をお願いいたしま

す。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、資

料の該当ページをタブレットの通知機能により委員

みずから通知し、質疑を行うよう御協力をお願いい

たします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので、

あらかじめ御了承願います。

質疑時間の譲渡です。

山川委員から５分、具志堅委員から10分、末松委

員から10分、質疑時間を照屋守之委員に譲渡したい

との申し出がありましたので、御報告いたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

山川典二委員。

○山川典二委員 よろしくお願いします。

平成30年の沖縄県病院事業会計決算審査意見書に

基づいて、質問をさせていただきます。

決算審査意見書の２ページ、審査の結果及び意見、

その中の経営成績と財政状態、病院事業局長は決算

書の数字を羅列したばっかりでお帰りになりました

から、監査の立場でこの決算審査に当たって、経営

成績そして財政状態の中身を、簡潔でよろしいです

から御説明お願いします。

○當間秀史代表監査委員 平成30年度の病院事業の

決算の状況としましては、収益は一定程度伸びてお

りますが、費用もある程度伸びているという状況の

中で、医業収益はやはり赤字となっているというこ

とがありまして、それを受けて、累積欠損金も当然

のことながら積み重なってきたということで、今回

は、昨年度から引き続いております資本のほう、い

わゆる債務超過ということで、資本の合計は昨年が

６億円、今回これに４億円が加わって、10億円債務

超過となっている、マイナスという状況です。

○山川典二委員 ４ページの審査意見のほうで、先

ほども代表監査から御説明はありましたけれども、

４ページの審査意見の中に、平成30年度決算の病院

事業収益が559億7300万6066円に対し、病院事業費用

は564億5125万526円、純損失は４億7824万円余り。

その結果、累積は、先ほど数字はお示ししませんで

したけれども、累積欠損金は93億2617万9271円、そ

して、資本合計で10億7352万2020円のマイナスで、

これは剰余金から処理をしますから、既にその資本

の部分では負債が資本を上回っている状況というこ

とでございます。この中で、前年度に引き続き、極

めて厳しい状況にあると先ほど代表監査はおっしゃ

いましたけども、この極めて厳しいという認識内容

はどういうことでしょうか。

○當間秀史代表監査委員 この極めて厳しいという

監査委員の認識ですけども、この表現は前年度から

の表現となっております。極めて厳しいという表現

なんですけども、これは前年度から資本合計がマイ

ナスになってきたということがあって、こういう民

間でいう債務超過の状況があることからそういう表

現となっております。

○山川典二委員 去年の新聞記事、ことしの新聞記

事、代表監査が謝花副知事にこの監査意見書を提出

したときに、そのとき去年も厳しい状況であると。

それに対して謝花副知事は、病院事業局が一丸となっ

て取り組むと。ところが、今回もこれだけの赤字に

なって、累積が93億円近く。ことしも大変厳しいと

おっしゃっていますが、監査の立場から、この赤字

の原因はいろいろと指摘もありますけども、本当に

これを解消するために何が必要だというふうに、監

査のお立場でよろしいですから、お考えでしょうか。

考え方を聞かせてください。

○當間秀史代表監査委員 基本的に病院経営ですの

で、まず医業収益のほうで、診療単価とかあるいは

病床の効率的な利用とかによる収益をふやすという

ことと、医業費用、薬品であるとか診療材料費の縮

小を図る、あるいは委託業務等の費用の縮小を図る
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ということとともに、あわせて職員一人一人の意識

改革が必要かと思っております。

○山川典二委員 一般会計から、今赤字の大変厳し

い財政内容ですから、総額で82億円近く繰り入れを

しています。一般会計から82億円繰り入れして、ま

だ赤字なんですよ。やっぱりこれは構造的に問題が

あるというふうに認識せざるを得ませんが、私は監

査の立場でもっと厳しく、これは指摘をすべきだと

いうふうに思いますね。ただ、極めて厳しい状況で

あるだけじゃなくて、具体的に。私は公立病院の役

目、そして離島も抱えておりますから、これは大変

重要な役割がある。ところが、一方で経済性の―健

全経営も発揮しなければいけないという、もちろん

立場もある。そういう意味では、病院事業局内部だ

けではなかなか処理できませんので、私はある意味

監査の立場で厳しく、これは不適当な会計処理等も

あるわけでありますから、会計のほうになるんです

けど。そういうことをもっともっと厳しく、私は書

いて構わないと思います。そうじゃないとこれはも

う大変ですよ、今後のこの病院事業経営というのは。

この監査の報告に対しまして、病院事業局からある

いは局長から、何らかのレスポンスとか、そういう

のはありましたか。

○當間秀史代表監査委員 今のところ、そういった

反応はございません。

○山川典二委員 これは、また所管の常任委員会で

あとは任せますけれども、やはり監査で指摘したも

のに対して、各事業部で非常に厳しい状況のあるよ

うなところは、やはりこれはもう少し意見交換とい

いますかね、そういうものも私は必要だというふう

に思いますが、これは会計の責任者も含めてお二人

の意見をいただきたいんですが、そういうことって

必要じゃないかなと思うんですが、いかがですか。

○當間秀史代表監査委員 おっしゃるとおりだと思

います。ただ、この決算審査意見書の限界もちょっ

とありまして、これは県立病院７病院の全体の総ま

とめの中の意見書となっております。ただ、病院は

やっぱり一事業体ごと、北部から八重山までのそう

いった病院ごとに経営を見ていくのが一番よくて、

それぞれの病院について経営の意見を交わすという

のがいいのかなとは思っております。今回見ても、

宮古病院とそれから南部病院は黒字になっておりま

す。

そういった中で、全体をトータルすると赤字とい

うような状況があるので、今後詳細なそういう病院

の分析も必要になってくるかと、我々としてもそう

いうのもしながら、病院とはやっぱり意見交換をし

ていくべきだろうなと考えております。

○伊川秀樹会計管理者 私のほうでもお答えしたい

ところなんですけども、実は地方公営企業法とあと

は地方自治法によりまして、病院事業局と企業局は

私の所管外となっておりますので、よろしくお願い

します。

○山川典二委員 ありがとうございました。

今のように、代表監査のこの意見、非常に貴重で

ありますので、それはぜひ実施できるように、また

今後取り組んでいただければありがたいなと思いま

す。

終わります。ありがとうございました。

○玉城武光委員長 花城大輔委員。

○花城大輔委員 数字の質問に入る前に、実はきの

うからかなりもやもやしていまして、確認したいこ

とがあります。

この決算委員会の質疑、何のためにやるのか確認

したいです。

○玉城武光委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から、決算についての説

明を受け各委員の質疑を通して議会として

しっかり審査していくものであるとの説明

があった。）

○玉城武光委員長 再開いたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 実は、２週間前に職員の方が訪ね

てきて、１週間前に質問の内容が欲しいというふう

にありましのたで、作成をしてお渡しをしました。

そしたら、この内容は本日は聞けないよということ

で、ちょっとびっくりはしたんですけど、見直して

みたところ、なるほど常任委員会で質疑する内容の

ものだなというふうに理解はしました。そして、も

う一度つくり直してお渡ししましたら、これは経労

委員会で聞いてくださいということでありましたが、

私は経労委員ではありませんので、この内容に非常

に興味がありますから答弁できる人を準備できない

んですかということを言いましたら、無言でありま

した。私は、こういうふうに制限された内容でやる

ものに対して非常に疑問を持っていますけど、これ

誰か説明できますかね。

○玉城武光委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から、本日の決算特別委

員会では決算の全体概要を聴取した上で審

査し、各部局の詳細な審査については、本

委員会の依頼により所管の常任委員会で調

査することになっている旨の説明があっ

た。）
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○玉城武光委員長 再開いたします。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 常任委員会に付託する内容がある

ということも理解はしていますし、ただ、私細かい

説明を求めているわけでもなくて、内容も聞かずに

入り口からそういうふうにやるというのは、非常に

疑問を感じます。この職員の方が自分の考えでやっ

たとは思いません。なので、非常に今後のあり方に

ついて、私は一言くぎを刺しておきたいと思います。

では、本来の質問に移りたいと思いますけども、

平成29年度の収入済額に対して、平成30年度は2.7％

減額されているわけです。この予算が減額されてい

る中で、非常に県の内容としては苦しくなっている

ものだと私は思っていたんですが、実はその中で支

出済額が、さらに予算が減った分よりも支出済額が

減っているんですよ。これはどういうふうに理解を

すればいいのかということを説明求めたいと思いま

す。

○伊川秀樹会計管理者 多分、今のお話の部分とい

うのは、歳入総額から歳出総額を引いた形式収支額

というんですかね、その部分についての御質問だと

思うんですけれども、確かに昨年と比べまして、国

庫で、歳入部分で約206億円、歳出部分で224億円と

いうことで減額になっている中において、形式収支

額を見ますと18億円増という状況になっております。

形式収支というのは御承知のように、今お話があっ

た歳入決算総額から歳出決算総額を引いた額という

ことであらわしておりまして、歳入部分というのは、

それぞれの国の財政制度等によって、今回国庫等が

影響を受けているということと、あとは、歳出総額

はその時々の財政需要等によって予算の現額等が変

わっていくという中におきまして、今回大きな要因

が、減額された中において翌年度の繰り越しが実際

583億円ということで、前年度に比較して約45億円が

増。あとは、不用額は24億円減額されたということ

などが影響して、形式収支18億円という数字になっ

ているかと考えております。

○花城大輔委員 繰り返しになりますけども、収入

も減ったけれども、支出も減ったわけですよ。ただ、

今の県政の内容を見てみると、予算が足りなくて非

常に困っている分野があらゆるところに出てきてい

ると思うんです。なので、この形式収支額がふえて

いることは、どういうふうに理解すればいいんです

かと聞いているんですけど。

○伊川秀樹会計管理者 形式収支の意味合い等は先

ほど御説明しましたけれども、形式収支は繰り越し

等の事業等の財源を引く前の数字でございますので、

実質的に今年度の黒字額等をあらわす財政の指標が、

資料の１ページの下にあります実質収支額ですね。

それに、さらに前年度の実質収支を引いた純粋な今

年度の黒字額が単年度収支額ということで、そこら

辺が40億円とか５億円ということで黒字額を計上し

ている中において、18億円というのは、大変申しわ

けないんですけども、繰り返しになりますけども、

歳入総額から歳出総額を引いた単純な差額だという

ことで御理解いただければと思います。

○花城大輔委員 それでは、この支出済額の決算額

については、当初予定していた支出済額からどの程

度達成されたと理解すればいいですか。

○伊川秀樹会計管理者 予算のそれぞれの各部局、

各課の予算の執行状況等、細かい事業等の達成度と

いうのは各常任委員会の中で議論されます主要政策

の達成状況等がございますけれども、ここでどの程

度歳出の中において予算が執行されるかというので

いいますと、予算の執行率、支出割合ということで、

執行率で表現いたしますと、平成30年度決算ベース

では90.8％、昨年度は91.3％ということで、0.5ポイ

ントの減ということで予算執行状況も落ちている状

況です。

○花城大輔委員 一般的に見ると使われていない

じゃないかと、予算残っているじゃないかというふ

うな見られ方もするんで、ちょっと気になったので

質問しましたけど。

次に、平成30年度歳入歳出決算の概要の中の２ペー

ジの歳入の状況であります。財産収入が非常に前年

度より上回っているというふうになっています。こ

れ、30億7796万円が47億円になっている。これは、

大きく増加している内訳は何でしょうか。

○伊川秀樹会計管理者 御承知のように今年度はか

なりふえている状況でありまして、その主な原因が、

警察の共済等がございましたサザンプラザ海邦の売

却、土地・建物、その売却が主たる要因で、約13億

円という内容でございます。

○花城大輔委員 47億円のうちの13億円がサザンプ

ラザ海邦。ほかにはどういったものがあるんですか。

○伊川秀樹会計管理者 あとは細かいものの積み上

げになっていきますけれども、県有地等の貸付地が

ございまして、それの売り払い増によって約３億円

ないし４億円ほどの不動産売払収入等がございます。

○花城大輔委員 あと、この歳入の内訳の中で、非

常に、如実に増加しているものがあと幾つかありま

す。例えば、寄附金も4900万円だったものが10億円

を超えるようになっていますけど、これどのような

ことがあって、このように寄附金がふえてきたのか、
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お願いします。

○伊川秀樹会計管理者 平成29年度、おっしゃると

おり約4995万円、この金額から今年度約10億円と上

がっておりますけれども、この主な理由は、沖縄県

の土地開発公社がございますけれども、土地開発公

社の中の事業等が非常に好調でございまして、皆さ

ん御承知のように、豊見城地先等の部分の売却等が

非常に進んでおりまして、今回土地開発公社のほう

から―公社の状況は総務省の管轄になりますけれど

も、総務省等と相談をした中において、自主的な寄

附金ということで、約10億円の寄附金が公社から県

のほうに入っております。

○花城大輔委員 次に、その下のほうにある市町村

たばこ税の交付金、これは皆増ということは、去年

までなかったものが新しく組み込まれたというふう

に理解をしているんですけれども、去年まで市町村

交付金はなかったんですか。何か仕組みが変わった

のでしょうか。

○伊川秀樹会計管理者 市町村たばこ税、県交付金

なんですけれども、制度が特に変わったわけではな

くて、税務課等の中においては、制度の中において

消費・購入が行われる市町村とたばこ税収の帰属市

町村との乖離を是正するための制度がございまして、

今回その制度の中において交付金が支払われるとい

うことで聞いている状況です。

○花城大輔委員 次に、３ページのほうの不納欠損

額と収入未済額についてなんですけれども、この不

納欠損額が収入未済額にかわるタイミングというか、

規則みたいなものがあったら教えてください。

○伊川秀樹会計管理者 収入未済額、まずこれから

最初に始まるんですけれども、当該年度の歳入とい

うことで、調定された徴収金のうち、債務者等の支

払い等何らかの理由によりまして、当該年度の出納

閉鎖、５月31日ですけれども、それまでに納入され

なかったものが収入未済額ということで計上されて

いきます。その収入未済額は、そこで終わることで

はなくて、今年度発生した収入未済額につきまして

は、繰り越しということで調定をいたしまして、翌

年度以降も引き続きその収入未済の徴収に努めてい

くということで、債権管理でありますけれども、と

いうことになります。その中で、債権管理を各部の

各事業課で対応をしておりますけれども、その債権

管理をしている中において、公法上の債権であれば

５年で一般的には時効が完成しますので、この公法

上の債権の場合に５年の時効が完成した場合には、

既に調定された歳入で徴収ができないということで、

認定確認できたもので不納欠損。あとは、民法上の

債権ということで、一般的には―これ全てが10年で

はないんですけれども、民法上の一般的な時効の期

限が10年になっておりますので、例えば、一般的に

は死亡したとか、債権債務者の住所等が不明等で徴

収不可能だという場合には、時効の援用等をいただ

いて、最終的には不納欠損、収入ができないものと

いうことで整理していくという関係になっておりま

す。

○花城大輔委員 いわゆる時効が来れば不納欠損額

という理解でいいんですかね。

これは、この不納欠損額として処理したものに対

して、債務者へはどのような扱いになるんですか。

例えば、そのまま請求は続けるだとか、もしくはも

うこれは一切免除されるのか、その辺はどうなって

いますか。

○伊川秀樹会計管理者 債権管理ということで徴収

を続けてきたんですけれども、こういう方々の場合

には経済困窮者ないし、あとは破産等ということで、

経済的な理由が多目になっておりますので、今のよ

うに最終的に不納欠損、時効の援用ということにな

りますので、そこで債権債務関係は消滅いたします

ので、請求等は行われないことになるというふうに

考えております。

○花城大輔委員 民間と違ってお役所といいますか、

その辺の債務者に対する請求のやり方というのは、

例えば内容証明を送って終わりとか、追跡が非常に

甘いような気もします。なので、この辺は民間に倣

うといいますか、少し監査のほうからも一言、言っ

ていただけたらなというふうに思っております。

そして、不用額が13.8％の減にはなっています。

これは前々から総務部長が全庁を挙げてこの不用額

の削減に取り組んでいるというお話があって、その

結果だとは思うんですけれども、ただ、金額がまだ

149億円と非常に多いというふうにも思っておりま

す。県としては、この辺どのような考え方をしてい

るか、お願いします。

○當間秀史代表監査委員 不用額149億円ですけれど

も、この不用額が生じる理由としましては、事業を

実施した場合における実績が減ったという実績減、

それから入札をしたときの執行残、年度途中の予期

せぬ事情による不用とか、あるいは災害復旧などの、

その性質上やむを得ない事情があって不用になると

いうことの理由になりますけれども、可能な限り縮

減に努める必要があると考えております。監査委員

としましては、事業の執行に当たっては、事前に関

係機関との十分な調整を図った上での所要経費の見

積もり、進捗状況を的確に把握しながら適切な対応
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を図る等々により、圧縮に努めることを要望してい

るところです。

○花城大輔委員 続いて、平成30年度沖縄県歳入歳

出決算書の２ページと３ページ、平成30年度沖縄県

一般会計決算書。これ、当初立てた予算に対して、

その予算が実際に機能するのかということを調べて、

調定額というものを算出しますね。この調定額とい

うのが出てくる時期というのは、どの段階で決定す

るんですか。

○伊川秀樹会計管理者 一般的な部分で、沖縄県の

財務規則等で調定する場合には収入金―国庫補助事

業等はわかりやすい一例だと思いますけれども、事

業の交付申請をしまして、交付決定をいただければ

国から示達等が来ますので、その部分をいただいて、

事業課において収入を行う時期が来ておりますので

調定を行うということで、調定の場合、収入金があ

るときがその調定を行う時期ということでよろしい

かと思います。

○花城大輔委員 これを見てみると、当初予算を立

てて調定額が出て、そして決算額が調定額と同じも

のと、調定額と違うものがありますね。これも、こ

の収入の種類といいますか、その内容によってこの

違いが出てくるというふうに理解していいのか、説

明をお願いしたいと思います。

○伊川秀樹会計管理者 昨今の経済状況は非常に好

景気の中において、わかりやすいのは全体的な県税

の部分だと思いますけれども、多分、税務課等にお

いて、過去の徴収実績等をもとに当初予算を組んで、

あとは一般財源ですので、県税ですね、９月とそれ

ぞれの四半期ごと、ないしは上半期の徴収状況を見

ながら調定をして、２月補正等で最終的に、決算補

正と言われている２月補正で、最終の金額の調定を

して繰り入れてはいきますけれども、今回も調定額

と決算額、多分県税全体の中で数十億円の差額は出

ていると思いますけれども、やっぱりこういう景気

が好調な場合には、法人事業税ないし個人県民税の

伸び等は思ったより伸びるということで、こういう

上振れは出てきますね。あと、地方交付税等の場合

には、算定基準がはっきりしていて金額等のそごは

そんなに生じないんですけれども、特別交付税、今

回のような災害等に対応するのが特別交付税ですの

で、他の地域、他の都道府県を見たところ、災害等

が発生した場合には特別交付税の見積もり等が非常

に難しくなってきますので、その場合には下振れと

いうことで影響が出てくる状況はあります。

○花城大輔委員 それでは、次の質問なんですけど、

また戻って平成30年度歳入歳出決算の概要の中の

11ページの歳出の状況でありますけど、小規模企業

者等設備導入資金特別会計、これ平成29年度は１億

7000万円、これが平成30年度では６億円ということ

で、非常に大幅に増加をしています。今、企業の景

気がいいと言われている中で、このように大幅に増

加をして施策を立てるということはどのような背景

があるのか。また、今の中小企業の状況をどのよう

に把握しているのか、その説明をお願いしたいと思

います。

○當間秀史代表監査委員 まず、小規模企業者等設

備導入資金特別会計ですけれども、支出済額が大幅

に増になっているところですけれども、これは延滞

先からの元金及び利子収入が多く入ってきまして、

それで独立行政法人中小企業基盤整備機構へ償還金

として支出したということで、それによる増加です。

なお、この小規模企業者等設備導入資金の貸付事業

については平成26年度で終了をしております。です

から、今は償還、お金を返すだけの会計となってお

ります。

それから、中小企業振興資金特別会計の支出済額

が大幅増になった要因ですけれども、これは特別会

計から一般会計への繰出金５億円があったことから、

大幅増となっております。これは特別会計の資金規

模の適正化を図るため、当面貸付原資として利用す

る予定のない余剰金について一般会計へ戻したとい

うことを確認しております。

以上です。

○花城大輔委員 それでは、似たような予算になる

かと思うんですが、小規模企業者等設備導入資金の

特別会計の収入未済額が約29億4900万円となってお

ります。これは、単純にこれは滞納をしている企業

がこれだけの額があるということの理解でよろしい

でしょうか。

○當間秀史代表監査委員 そのように理解していた

だきたいと思います。

○花城大輔委員 また、同じくこの附属書類の中で、

中小企業振興資金特別会計においては、収入未済額

がゼロになっているんですね。これはどのように理

解すればよろしいんでしょうか。

○伊川秀樹会計管理者 中小企業振興資金特別会計

の内容なんですけれども、沖縄県の産業振興公社に

対しまして、同公社が実施する中小企業機械類の貸

与事業に必要な資金の貸し付けを行っておりまして、

同公社の場合には県と締結した金銭消費貸借契約に

基づきまして、毎年度契約上どおりの返済を行って

いるということで、収入未済が発生しない状況であ

ります。
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○花城大輔委員 同じ項目で、不用額が２億3000万

円程度残っています。これ、まだまだ融資可能枠が

あるという見方でいいのか。そして、先ほども申し

ましたけれども、今の沖縄県内の企業のトレンドと

いいますか、この借入金に対する銀行以外で県がや

る理由とかも含めてお願いをしたいと思います。

○伊川秀樹会計管理者 県がやる理由というのはま

ず置いておきまして、今お話の部分の平成30年度の

貸し付けの実態なんですけれども、枠そのものが４億

円ありますけれども、実績は委員御指摘のとおり、

執行率は約43％前後ですかね、ちょっと低率であり

まして、県とか公社、商工労働部等の所管からの話

ですと、関係機関はもとより販売店とかディーラー

等への本制度の周知徹底、利用促進をお願いしてい

るということです。制度の、県が対応をしていく部

分というのは、大変申しわけないんですけれども所

管部のほうで対応をしていただければと思います。

○花城大輔委員 あと少し質問があったんですけれ

ども、冒頭にお話しした内容に合わせて、ここで質

問を終わりたいと思います。ぜひこの決算委員会の

内容、進め方については御一考をいただきたいとい

うふうに思います。

終わります。

○玉城武光委員長 休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時15分再開

○玉城武光委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 お願いします。

質疑に入ります前に、所見を申し上げたいと思っ

ております。これは交付金支出に係る決算審査の場

でありますから交付金支出に関する所見にしたいと

思っておりますけれども。私は、今起こっている会

食問題、これは癒着の疑惑とかあるいは官製談合の

疑惑とか、そういうふうなことも含めて、これが交

付金の疑惑につながっているというふうに考えてお

ります。これは本会議でも、その会食の写真が示さ

れましたけれども、これまさに知事と受託業者、県

職員で、万国津梁の委員の方々の写真です。この写

真を見ると、一目瞭然、何かおかしくないですかと

いうことになっております。いろんな県民の方々に

聞いてみても、これはないでしょうと。特に、知事

のそばに座っている方が沖縄事務所の所長で、これ

相当親しい間柄なんですよ。この方が９月30日付で

おやめになられて、今いないというふうなことを考

えていくと、これは監査の立場からも、この状況を

見過ごせないと思っておりますよ。ですから、そう

いうふうなことも含めて、私どもは百条委員会をつ

くって、やっぱり県民にこれは真相を究明したほう

がいいというふうな考え方です。昨日の、知事の契

約前夜の受託者との会食問題に係る百条委員会の設

置がされなかったということは、私は非常に残念に

思っています。特に、これまで百条委員会の設置を

行ってきた与党の議員の皆様方の賛同が得られな

かったこと、これも残念ですね。百条委員会で説明

を尽くして、疑惑を晴らすことが知事や与党議員の

責任じゃないかなと思っているわけですけれども、

問題がないと言っているわけですから、そこはしっ

かり堂々と百条委員会を設置して対応をすべきだろ

うというふうに思っているわけです。ちなみに私は

４期目になりますけど、この期間に２回、百条委員

会が設置されております。真相究明を行ってきまし

た。この現在の与党の議員の方々が、積極的に百条

委員会をつくってやろうという形で２回やってきま

した。また、口利き問題では、何でかわからんけど

百条委員会が設置されないと。我々が提案しても与

党議員が反対をしたというふうな経緯もあります。

この口利き問題はどうなったかというと、裁判で口

利きが認定された。ということからすると、やっぱ

り我々は県議会の責任として、そういう裁判という

前にきちっと真相究明をしていれば、裁判まで発展

をしなかったんだろうなというふうに思っておりま

すけれども。そういうようなことも含めて、今考え

ております。10月10日に玉城知事が定例記者会見で、

受託者との会食問題について、猛省と謝罪の表明を

やっております。私は県議会では、これは本会議で

も言いましたけれども、知事に対してこの件を質問

しているんですよ。そのものとして、非常に違和感

と、知事に対する不信感を今、持っております。沖

縄自民党の議員に対しては、知事は、プライベート

な会合、仕事の話はしなかった、誰がいるか知らな

かった、このような趣旨の答弁で、会食参加は問題

なしとしておりました。10月10日の会見では猛省、

謝罪です。理解できないんですよ、どう考えても。

９月30日の県議会で取り上げてから、10月10日の会

見まで12日間あるわけですよね。本会議での質問、

委員会での審査、あるいは別にしても、この疑惑の

内容がどんどん明らかになってきました。玉城知事

も、その様子をずっと注視しながら把握をしていた

はずですよ。そこで10月10日での会見での表明だと

思いますけれども、玉城知事は、私から考えると、

やっぱり議会ではそういうふうに言っていますから、

先に議会に説明をしてから会見をするということが
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筋だろうと思っておりますけれども、私は議長に申

し入れをしております。この件については我々、対

応をしたいなと思っておりますけれども。議会で問

題視されて、いろんな質問を受けてやったのに、議

会には説明せずにああいう会見をする。議会でなぜ

やらないといけないかといったら、私どもの質問に

対して答弁していますから、私どもは知事の答弁に

よって質問が変わっていきます。ですから、我々の

答弁はあのとおり来ているわけですよ。ところが、

最初から謝罪というふうなことで議会で言っていれ

ば、質問内容ががらっと変わっていくわけです。で

すから、そういうことも含めてですね。しかも、15日

閉会、その前日14日に訪米するわけですよね。全く

理解ができないですね。知事は、新聞報道にもあり

ましたように、まだ相手先が決まっていないとか、

訪米に行って、そういうような報道もあって、全く

理解ができないですよ。10月10日の知事の会見の猛

省、謝罪は、明らかに癒着疑惑、談合疑惑を与えた

ことに対するものだと私は考えております。談合疑

惑等に対する猛省、謝罪、そう捉えております。そ

うすると、知事はこの責任を認めて、わびたことに

なると私は考えております。もし玉城知事は、当初

からそういう形でプライベートだから問題ないとい

うふうな形にすると、あの会見で猛省とか謝罪をす

る必要はありませんよ。会見すらやる必要はないん

じゃないですか。正しいわけですからね。ですから、

このことからも、10月10日の会見については、玉城

知事が官製談合や癒着疑惑に対する猛省や謝罪であ

ると考えているわけであります。ですから、その責

任の所在をしっかり確認するために、やっぱり百条

委員会の設置が必要だというふうに今考えているわ

けです。同時に、この問題はとにかく大変不可解な

ことが非常に多いんですよ。会食に参加した徳森り

まさんが９月30日に退職したこと。既に2100万円余

りが支払われていること。会食に参加した鈴木さん

が、業務の延長線の話をした。そのような趣旨の報

道もあり、あるいはまた万国津梁会議の委員もこの

会合に参加しているわけですよね。この委員という

のは、受託者2400万円から委員の報酬が支払われる

わけですよ。そのような形で、さまざまな、まだ解

明すべき点がありますけれども、定例会も終わりま

した。玉城知事による官製談合疑惑、玉城県政の官

製談合疑惑を解明するプロジェクトチームというの

を私どもは立ち上げております。ですから、一つ一

つこれまでのものを検証をしながら、やっぱりこれ

は百条委員会を設置して、しっかり取り組みをして

いくということが今県議会に求められているんだろ

うなと。県民はじっと、これを注視しています、きょ

うの新報にも、社説のほうにも、やっぱり県民への

説明責任を果たすという、そういうふうなこともあ

りますから、やっぱりこれはどう考えても知事の今

のやり方は説明責任を果たしていないということが

言えるんだろうというふうに思っております。

以上を申し上げて質疑に入りますけれども、まず

監査の役割、責任、お願いします。

○當間秀史代表監査委員 監査委員は地方自治法第

199条第１項によりまして、普通地方公共団体の財務

に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に

係る事業の管理を監査するということになっており

ます。

○照屋守之委員 この今の監査の種類とか、それと

今、監査委員事務局の体制、職員数も含めてお願い

します。

○當間秀史代表監査委員 お答えします。

まず、監査委員事務局の職員体制としては18名、

監査委員は４名というのは御存じのことかとは思い

ます。監査の種別としては、いわゆる定期の監査、

それから随時監査、行政監査、それから財政的援助

団体の監査、現金出納の検査もありますし、指定金

融機関の監査もあります。また、さらに住民の請求

による監査、あるいは議会の請求による監査、知事

の要求による監査等もございます。

○照屋守之委員 知事部局、執行機関との関係はど

うですか。

○當間秀史代表監査委員 地方自治法第198条の３の

規定により、監査委員は、その職務を遂行するに当

たっては常に公正不偏の態度を保持して監査をしな

ければならないとされ、また、同じく地方自治法の

138条の２により、みずからの判断と責任において、

誠実に事務を管理し執行する義務を負うとされてお

ります。また、196条第１項によりまして、監査委員

は、議会の同意を得て知事が選任し、罷免の際にも

議会の同意が必要とされ、監査の任命に議会の関与

を求めていることから、独立性が付与されていると

されています。

○照屋守之委員 そうしますと、これは一般の県民

からすると、これ誰のための、何のための監査です

か。

○當間秀史代表監査委員 これにつきましては監査

基準のほうで定めておりますけれども、監査の目的

というのは、県の事務事業が住民の福祉の増進に寄

与し、かつ最小の経費で最大の効果を上げているか、

また、その組織運営が合理的に合理化されているか

について監査をするということでございます。
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○照屋守之委員 例えば、一般競争入札とか指名競

争入札、委託契約、さまざまな契約形態があります

よね。その経緯とか契約の内容とか金額とかについ

て、どのように監査をしますか。

○當間秀史代表監査委員 ある程度一般的に申し上

げますと、監査については監査委員事務局の職員が、

監査当日、支出案件を選びまして、予算執行伺いで

あるとか支出負担行為書及び支出調書など、一連の

書類の提出を求めて、関係職員の説明を受けながら、

手続が規則等に基づき処理されているか、関係書類

が整っているかを確認します。また、監査は事務事

業の全てを監査するのではなくて、一般的に用いら

れている監査の対象の一部を抽出して行う試査とい

う方法で実施しております。この試査の抽出に当たっ

ては、金額の大きなもの、そして特にミスを犯しや

すいもの、ほかのものと比較して特異なものを優先

的に選択するなど、監査の効率化を図っているとこ

ろです。

○照屋守之委員 例えば、私ども県議会議員、我々

も執行部機関をチェックするという権限が与えられ

ておりまして、我々の部分で限界があるときに、い

ろんな外にもお願いしたりするわけですけど、私ど

も県議会議員が皆さん方に今、この件のこういう状

況で皆さん方、日常的にその監査をしていると、こ

の案件についてしっかりやってもらいたいと、これ

の目的はこうこうこうだという形で要望したときに、

皆さん方は監査として対応できるんですか。

○當間秀史代表監査委員 これにつきましては、議

会の場合は議会からの監査の請求によって監査でき

るということになっておりますけど、その際はやは

り議会の議決を経ることが必要になるのかなとは思

います。さらに、住民監査請求があればそれは当然

受けますけれども、一般的に議員個別にこれを監査

してくれといった場合、それについては今のところ、

特にこのことが一般的に公な事実として周知されて

いる場合等において、監査委員協議会、監査委員４名

おりますので、その４名の監査委員の合議をもって

監査を決定すると。それは随時監査になるかと思い

ますけれども、そういう手法はあると思います。

○照屋守之委員 不透明なことがあって、例えば契

約上の問題とか公のお金の支出の問題等も含めて、

これはやっぱり少しおかしいんじゃないのというふ

うなことがあったときに、これを例えば指摘したと

きにどうやって皆さん方は対応するんですか。

○當間秀史代表監査委員 その指摘された内容の精

度といいますか確度も当然検討をしますし、一般的

にそういった問題、新聞等で問題になった事案につ

きましては、通常、その事案が終わった当該年度の

翌年度に、定期監査の一環の中で重点的に監査をす

るというようなことをしております。これまでも県

税の公金横領であるとか、若夏学院においての公金

横領、あるいは今回の小禄高校での役務費の流用問

題については、次年度の定期監査において重点的に

監査をするということを考えております。

○照屋守之委員 皆様方は監査として、後ほど確認

をしますけれども、さまざまいろんな指摘事項があ

りますよね。実態はこうだ、こういう指摘をすると

いうことをやりますけれども、今、こういうような

問題が起こっているから確認できないかというふう

にしたら、それはその年度が終わって、次の定期監

査で重点的にやるとかというふうに、そんな悠長な

ことを言っていられますか。これは、その期間に起

こっていることを―先ほど監査の目的は、県民のた

めにやるわけでしょ、県民の住民福祉。それは議会

では、例えばいろんな、さまざまな問題がある、マ

スコミにも取り上げられているということになれば、

そこはしっかりその時点から、何も言わなくても監

査として動くべきなんじゃないんですか。何のため

に定期の監査、随時監査、そういうふうなものがあ

るんですか。そこは、どういうふうにあれですか。

今、実際起こっているものについて、報道も含めて、

そういう形で起こっているものについて、公金にか

かわるというふうな部分があったときに、それは今、

既にそういうふうな監査体制に入っているんですか、

どうですか。

○當間秀史代表監査委員 今、そういった現に新聞

報道とかでされている事案につきまして、即、今監

査をするかというと、その事案の内容を、要するに

今ここで監査を行わなければ公金の流出が継続的に

行われるという緊急かつ差し迫った事態の場合につ

きましては、当然監査としても随時監査を行う、監

査委員全員に諮って行うことになるかと思いますけ

れども、そうでなければ定期監査の一環の中で重点

的な監査をするというのが通常の手法となっていま

す。

○照屋守之委員 公金の流出の可能性があればそこ

は考えるということですね。わかりました。

この監査に当たっての関係法令、先ほど地方自治

法と言っていました。そのほかにも関係法令はあり

ますか。

○當間秀史代表監査委員 監査に当たっての関係法

令、お話のあった地方自治法、それから同じく本施

行令、施行規則、それから地方公営企業法、あるい

は監査委員条例であるとか、沖縄県財務規則、沖縄
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県公有財産規則。入札等に関しては、例えば独占禁

止法とか、補助金に関しては補助金適正化法という

のもございます。

○照屋守之委員 その契約等さまざまについて、執

行部が守るべき関係法令というのはどういうのがあ

りますか。

○當間秀史代表監査委員 契約の問題となりますと、

契約につきましては、これも地方自治法の規定に基

づきまして、売買、賃借、請負、その他の契約につ

いては、県といえども私法上の契約になりますので、

私人の場合と同じように契約自由の原則であるとか、

信義誠実の原則、それから契約の効力、その他契約

の実態については民法、商法等の私法の適用を受け

ることとなります。

○照屋守之委員 そういうことも含めて、先ほどか

ら申し上げておりますように、皆様方がきちっと監

査というのを関係法令に基づいてしっかりやる。執

行部もそういうふうな体制にある。ところが、往々

にしてこのそれぞれの関係法令を何か余り、その定

めというか、そういうふうなものを基本にしていな

いようなことが見受けられたりとか、そういうのが

あるんですよ。例えば、そういう契約問題で受託団

体が法的な縛りがあるものについて、そこをきちっ

と契約をお願いする県が精査をしていないとか、そ

ういうふうな活動の中身とか、あるいはまた関係法

令に対して余り、大丈夫ですかというぐらいの、そ

ういうふうなことが起こったりしますけれども、そ

ういうことについては、なかなか皆様方のところに

数字的なものではあらわれてきませんね。こういう

ふうなことが本来一番大事なんですよ。きちっと法

令、あるいは手続、条例とか規則にのっとった形で

その契約をする、あるいは契約の適格団体であるか

という、そういうふうなものが大事なんだけど、そ

ういうふうなものがもしなされていないとしたら、

そこは皆様方がその交付金を扱う側として、これは

どう対応をしますか。

○當間秀史代表監査委員 契約に際してというか、

契約する前に、県というのは、例えば工事であれば

入札とかの中で入札参加資格要件というのがありま

すので、その中できちっと契約者が適格であるかど

うかは当然判断されております。また、プロポーザ

ル方式についても、これは審査会の中で当然資格審

査はされているという前提のもとで、我々は監査を

進めているところであります。

○照屋守之委員 監査の代表監査が言うことではな

いんじゃないですか、今のは。先ほど言いましたよ

うに、公正、不党、独立と言っていませんでしたか。

何で、今のお話は執行部側のお話じゃないですか。

だから、そこは執行部がそういうふうにもちろんやっ

ている。それが本当に正しいのかどうかというのも

含めて、きちっと調べていくのが監査の立場じゃな

いですか。皆さん方はそう言うけど、我々が収集し

た情報では、こういうふうになっています、ああい

うふうになっています、これどうなっていますかと

いうのが、中立的で、公正・公平、不党な形の監査

のありようじゃないですか。向こうがそう言ってい

るからそれでいいという、これは全く議会と同じじゃ

ないですか。もう一回お願いします。

○當間秀史代表監査委員 おっしゃることもよくわ

かりますけれども、ただ、監査をするにおいて、あ

る程度そういった資格審査については、執行部のほ

うできちんと当然、法令に従ってなされているとい

う前提のもとに、我々はそれから数字のチェックに

入っていきます。この執行部がやる資格審査の一つ

一つについて監査をするとなると、とても全ての部

局の監査事務を全うすることはできないということ

はあろうかと思います。

○照屋守之委員 法的な存在とそういうような監査

の果たす役割、責任というふうなことの説明と今の

説明はおかしいですよ。執行部が説明するのが正し

いという前提で監査するんですか。沖縄県の監査は

そうやっているんですか。独立しているんでしょ。

これは、ありようがおかしいですよ。後でこの辺の

具体的なものを詰めましょうね。今の執行部前提と

いうのは、先ほどからずっと説明している監査の法

的な役割等も含めて、この今の説明はおかしいです

よ。

次に、この意見書の５ページ、まず10行目から12行

目の説明、具体的な事例も含めてお願いできますか。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えします。

今のは、意見書の10行目は、（４）の会計処理等に

ついての冒頭の部分だと思いますが、この内容は契

約に係る事務が適正でなかったものについては、予

定価格調書の未作成、あるいは見積書をとっていな

かったもの、分割による随意契約等がありました。

また、支出にかかわる事務としては、適正じゃなかっ

たものとしては、支払い遅延、旅費の過不足払い、

支出負担行為等のおくれ等があります。それから、

財産、備品の管理に係るものについては、公有財産

及び備品登録の不備、あるいは備品の忘失等があり

ます。証紙収入、収納に係る部分については、県証

紙の消印漏れ、あるいは証紙収納のおくれ、証紙収

納簿が作成されていないというような事案がござい

ました。
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以上です。

○照屋守之委員 次に、13行目から16行目の説明と、

これも具体的に説明お願いできますか。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えします。

この不適正な会計処理があったという部分であり

ますけれども、これは、具体的な内容としては、保

健医療部において執行された事業の一部において、

予算執行伺いや支出負担行為の決裁、あるいは公印

審査等を欠いたまま補助金の交付決定通知書が外部

に送付されるなどの不適正な事務処理、会計処理が

ございました。また、組織内での予算の管理、事務

事業の進捗管理がなされておらず、国への請求事務

のおくれ等がありまして、国庫補助金の全部または

一部が受け入れをされないままに、県費で補助金の

支出命令が行われていたというような事案でござい

ます。

○照屋守之委員 次、17行、18行、説明、具体的な

事例をお願いできますか。

○安慶名均監査委員事務局長 不適切な支出を行っ

ていたという部分でございますが、この保健医療部

の案件に関して、監査委員から会計管理者に対しま

して次のような指摘を行いました。会計管理者は支

出の際、財務規則第58条の審査の確認、地方自治法

第232の４第２項及び財務規則第76条に定める支出負

担行為の審査を実施していなかったということにつ

いて述べた部分でございます。

○照屋守之委員 19から20行、この指摘が適正に行

われているか、監査としてどのようにチェックして

いきますか。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えします。

まず、執行機関におきましては、地方自治法及び

沖縄県の財務規則等に基づき、適切な事務処理、財

務処理を実施し、業務の進捗管理を徹底する必要が

あります。また、出納機関においては、事務処理が

法令等に適合しているか注意深く確認をし、出納事

務の適正な執行に努める必要があることを述べてお

ります。現在このような指摘をして、こういった取

り扱いをした理由あるいは防止策の取り組みと、こ

の監査委員の指摘に対する措置状況の報告を求めて

いるところでございます。

○照屋守之委員 次に、21行目から23行目の説明と、

具体的な事例をお願いできますか。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えします。

職員におきましては、地方自治法及び沖縄県財務

規則に基づき適切な事務処理、財務処理を実施し、

管理職員においてはその決裁文書の内容等について

精査をし、日々業務の進捗管理を徹底する必要があ

ります。また、組織的なチェック体制の強化によっ

て、事務処理の適正な執行を確保する必要があると

いうことを述べております。

○照屋守之委員 26から31行目の説明とこの現状、

そして、これは監査委員の体制も強化すべきじゃな

いかなと思っておりますけれども、そのことも含め

て御説明をお願いできますか。

○安慶名均監査委員事務局長 地方自治法が一部改

正をされまして、知事は令和２年度から内部統制体

制を整備し、毎会計年度、内部統制評価報告書を作

成し、これに監査委員の意見を付して議会に提出す

るとともに公表することが義務づけられております。

国のガイドラインによりますと、監査委員はこの知

事が作成をした内部統制評価報告書について、評価

手続に沿って適切に実施をされたかどうか、また、

評価結果の判断が適切に行われているかどうか、こ

ういった観点から審査を行い、意見を付すこととさ

れております。それから、監査委員の体制でござい

ますが、今後内部統制評価報告書の審査等が現在の

業務に加わってまいりますので、監査委員事務局、

監査委員の抱える業務は増加するということが見込

まれてはおります。今後の実施状況を踏まえながら、

その体制等も含めていろいろと検討をしていくこと

になろうかと思います。

○照屋守之委員 この５ページの会計処理等につい

て、財務会計等事務については契約や支出に係る事

務、財務規則等に定めた手続によらない不適正なも

のが見られた。それに対して、執行機関及び出納機

関においては、内部統制を十分に機能させ、法令等

に基づく適正な会計処理を行わなければならないと

いうふうに言っていますね。ですから、先ほど當間

代表監査委員がおっしゃっているのは、執行部がこ

れがいいという前提では、こういうことってできな

いんですよ。先ほどの答弁、訂正したほうがいいん

じゃないですか。あの答弁が前提になっていたら、

こういうことはできませんよ、監査は。訂正したほ

うがいいんじゃないですか、どうですか。

○當間秀史代表監査委員 私が申し上げているのは、

要するに監査をするに際して特に行うことは、財務

の執行に関する事務を重点的に見るところがありま

す。ですから、その基礎となっている、例えば入札

資格の要件審査とかというものについては、これは

当然、執行部で適正に審査されているという認識の

もとで現在の監査が成り立っています。ただ、おっ

しゃるように、今後の監査の中でいろいろな事案が

出てくる中で、執行部において資格審査がされてい

ないということが顕著になってくれば、当然それは
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監査の対象にはなってくると思います。

○照屋守之委員 こういうことがあるんですね。契

約のときとか事業を進めていく上では何ら問題ない

と。ところが、このような会食問題みたいなもので

疑惑を指摘されて、沖縄県の事務所長がいつの間に

か退職してしまう。その後、説明がなされないわけ

ですね。既に2166万円が支払われていると。この支

払いも含めて、やっぱり疑問を持ちますよ。そうす

ると、その当時は問題ないにしても、このような現

状を見ていると、監査の立場から、あら、一体これ

どういうことなのかなというふうな形で疑問を持つ。

既にお金も支払いされているわけですよ、90％が。

これは会計処理の立場から、チェックせざるを得な

い状況じゃないですか。どうですか。

○當間秀史代表監査委員 ですから、今おっしゃる

案件については、これは平成30年度会計の事業だと

思いますので、翌年度、監査委員においては重点的

にといいますか、特に意を用いて監査をするという

ことになると思います。

○照屋守之委員 ですから代表監査は、こういうこ

とがあって通常こうだけど、特別な事例があればそ

れは考えないといけないというふうな答弁がありま

すけれども。定期監査もやっているわけですよね。

随時監査、行政監査、いろんな監査の形態があるわ

けですよね。毎月毎月、そういう契約金でお金が支

払われたという、そういう事例もあるわけですよね。

それは、この定期監査とかそういうふうなものでわ

かるんじゃないですか。2166万円支払いがされてい

ますよ。これ、通常の検査で今年度やっているんじゃ

ないですか、どうですか。

○當間秀史代表監査委員 定期監査の事業年度は、

その暦年で１月から12月まで行っておりまして、今

回我々が監査しているのは昨年の１月から12月分を

監査しているということでございます。

○照屋守之委員 いや、監査というのは、今は決算

のトータルのことだけど、毎月毎月その年度１年間

を、定期的にいろいろやっているわけでしょ。この

間にお金が出ていくわけですよ。このお金が、今言っ

たように2166万円出ているわけですよ。それはもち

ろん、お金が出ていくのは皆さん方、定期的に監査

するからわかっているわけでしょ。監査しているわ

けでしょ今、やっているわけでしょ。やっているか、

やっていないか、それを教えてください。

○當間秀史代表監査委員 今おっしゃった事案につ

いては、まだやっておりません。さっき申し上げた

ように、暦年で監査をします。ことしの事案はこと

しの事案として、次年度の１月以降に監査が入ると

いうことになります。ことしの１月から12月分につ

いては、翌年の１月から監査が入っていくというこ

とでございます。

○照屋守之委員 それでは、今実際にある事業があっ

て、まだ事業終わっていませんけど、90％が既に支

払われております。先ほど言いましたように、そこ

の責任者、沖縄の所長はそこにいらっしゃいません。

お金は払ったのに、いらっしゃいません。本部はヤ

マトにあるわけですけど。ですから、そういうふう

な不透明なことが起こってくると、県民からすると、

仕事はさせたのにというふうな不安があります。で

すから、この支払った分の内容というか、そこはき

ちっと監査としてチェックする必要があると思って

おります。これはやっていただけますか。

○當間秀史代表監査委員 申し上げたように、来年

実施、重点的というか、意を用いて監査することに

なると思います。

○照屋守之委員 今起こっていることを、来年と言

われてもね。これは県民のそういうふうなのに合わ

ないんじゃないですか。おかしいでしょ。今そうい

う形で言って、その進捗状況の中でのそういうのを

きちっとやらないと、おかしな話ですよ。同時に、

この支払いは、皆様方がそういうふうな形でいろん

な県の財政をチェックして、問題を指摘して改善を

求めているわけですね。今、こういうふうなものが

起こっている、どうですかというものについて迅速

に調べて対応するというのが監査の責務であって、

改善を求める人たちが、これ問題があるから調べて

もらえませんか、いやいやこれは来年ですって、こ

んな監査ってありますか。これは監査の方々も含め

て、やっぱりそういうふうな指摘される部分につい

ては、議会でもいろんなことが起こっているし、報

道もあるしという。それは当然皆さん方、これ関心

があるでしょ、今起こっていることについて。そこ

をしっかりやるのが監査の立場じゃないですか。ど

うですか。

○當間秀史代表監査委員 先ほど、定期監査につい

ては、そういうことだということであります。前年

の暦年分をやるということです。ただ、それ以外に

も先ほど御質問にお答えしましたけれども、随時監

査であるとか、あるいは住民監査請求による監査、

知事の求めによる監査、議会による監査については、

随時監査と同じように、そういう定期監査のように

暦年を定めてやるものとは違いますので、できるも

のだとは考えておりますけれども、ただ、監査委員

自体としてこれを今、随時監査をしなければならな

いという場合においては、先ほども申し上げました
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けども、いわゆる公金の流出が今、監査をしないと

継続的に行われているという緊急かつ非常な場合に

おいて、そういう随時監査は行われるものと認識し

ております。

○照屋守之委員 先ほど申し上げておりますように、

沖縄事務所は設置したけど住所だけ、ペーパーカン

パニー、そういう形で契約をして、ある問題が発覚

したらこの沖縄事務所の責任者が退職されていなく

なる、90％支払いがされているということになると、

もうこれは県民からすると、こんなゆゆしき問題あ

りませんよ。あと10％あるから、もしかしたらこれ

も全部支払いする可能性がある。だからそこは、きっ

ちり随時監査という仕組みがあれば、そういうふう

な形でやっていかないと。そのときには、この契約

自体、契約の背景とか中身も含めて、もちろん皆さ

ん方はこの契約にのっとってそういう支払いがされ

ているということを確認しますけれども、そこも含

めてしっかり随時監査あたりで検討して対応してく

ださい。どうですか。

○當間秀史代表監査委員 先ほど申し上げたように、

随時監査というのは、緊急かつ非常なときに行うと

いうことが常でございますので、今お話のあった件

については、随時監査になじむとは余り考えられま

せん。考えられませんというか、該当しないのかな

という感じがします。また、この問題については、

監査委員４名おりますけども、それぞれ独任制でご

ざいまして、監査委員全員の合議を必要としており

ますので、その辺の部分がありますので、私からは

やるとかやらないとかいう回答はすぐにはいたしか

ねます。

○照屋守之委員 すぐには出さなくても、検討して

ください。やっぱりこれは先ほどの監査そのもの自

体が、法的な立場で、こういう法律で、中立でしっ

かり県民の側に立って行政をチェックしていく、会

計をチェックしていくという立場ですから、そこは

今起こっている問題とか、その可能性については憂

慮してしっかり対応しないといけないんじゃないで

すか。これ検討してくださいね。

もう一つは、この契約の内容ですね。契約の内容

と、実際にそれを実施されていること、支払いの関

係、こういうふうなものが不透明だなと。例えば、

契約がこれだけあったら、実際は５あるのが３やっ

ているというふうなことがあって、支払いはもう既

に90％されていると。こういう事態になれば、もう

即、調べてみないといけないんじゃないですか。県

民の公金ですよ、財産ですよ。契約の内容と、実際

にやっているものが違って支払いをされているとい

う、こういうふうなものがあると。そこはしっかり

監査として何らかの形で対応しないといけないん

じゃないですか。今起こっているわけです、どうで

すか。

○當間秀史代表監査委員 繰り返しになりますけれ

ども、そういった事案につきましては通常、定期監

査の中で行っているということです。これまでもそ

ういった公金横領の問題とかの事例がありましたけ

ども、こういった問題につきましても、やはり定期

監査の中で、翌暦年に監査を実施しているというと

ころであります。

○照屋守之委員 皆様方は、この指摘をしている部

分と、実際にこういう形でお願いをしても対応しな

いということであれば、これはどういうことですか、

監査というのは。県民の福祉の向上のためにやると

いう、公正公平にやるという言い方で、せめてこう

いうものについては引き取って、監査の責任として

引き取らせてもらえませんか、検討させてもらえま

せんかというのが監査の立場じゃないですか。それ

を、ことしのものは来年だ、やれ今こうだああだと

言って、おかしいですよ。だから、こういうものが

あって、お金の流出が危ないよ、契約どおり、ある

いはその中身のとおりそういう事業が実施されてい

ない可能性があるよということを指摘しても、ああ

そうですかと、その程度ですか。一番腑に落ちない

のは、その資料を見ていると、総括責任者という人

件費が５万2700円という県の見積書があって、１人、

人件費が。それに沿ったような形で、県は2407万

7000円、受託者も2407万7000円。１社だけ、金額も

入れてぴったりそれも合う。中身を見ていると、総

括責任者が、県の見積もりが１人５万2700円、専門

員が３万7900円。こんな発注契約の５万2700円とい

う、１人１日、こんなのありますか。これを調べて

みる必要はありませんか、どうですか。

○當間秀史代表監査委員 当然、定期監査の中でそ

ういったものもしっかり監査はさせていただくとい

うことになります。

○照屋守之委員 今指摘しているんですよ、私は県

議会で。住民監査請求、我々は県民のための監視機

能、チェック機能を持っている議会の場ですよ、こ

こは公の。こういう場でこういうことが起こってい

るよということを言っても、不思議に思いませんか。

県の発注する、皆さん方いろんな案件扱っています

よね。この総括責任者が１人５万2700円、20日で100万

円ですよ。こういう積算を県がやるんですよ。それ

で受託するんですよ、１社ですよ。こういうことに

対して定期監査でやる。今の問題ですよ。５万2700円
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というのが、そういうのがありますか、単価で。ど

ういう職が５万2700円に相当するんですか。監査は

どう把握しているんですか、教えてください。

○當間秀史代表監査委員 申しわけございませんが、

委託料の人件費等については、こちらでは把握して

いないところであります。

○玉城武光委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員からどのような基準や

目安等で監査を行っているのかを答弁する

よう指摘がされた。）

○玉城武光委員長 再開いたします。

當間秀史代表監査委員。

○當間秀史代表監査委員 監査委員が行う監査とい

うものにつきましては、例えば、工事であれば入札

の手続であるとか、契約の方法であるとか、それか

ら支払いの方法であるとか、そういうものは監査で

きますけど、工事の積算内容につきましては、監査

委員事務局の体制もそうですけれども、そういった

技術的な部分の職員はおりませんし、当然、監査委

員にもそういった方はおりませんので、そういった

部分の監査は行っていないところであります。一方、

監査のそういう技術面の専門知識が不足している部

分については、ある程度、施工管理の部分の監査と

して外部委託を行っているところであります。

○照屋守之委員 そういうことをおっしゃらずに、

今、議会で指摘しているわけですから。後で、後ほ

ど資料で提示してください。だって、そうしないと

皆様方は何を根拠に、監査なんかできませんでしょ。

だって、この数字が妥当なのかどうかもわからない

で、言うなれば、執行部が出されるものを適正に事

務処理されたらそれでオーケーという話でしょ。県

民が知りたいのは、こういう工事で、１人、人件費

５万2700円、これが妥当なのかどうか。１日ですよ、

皆さん。これ、恐らく１時間でも５万2700円ですよ。

県の参与が２万7000円です、１日。ですから、そう

いうふうなことを何でそういうかと言ったら、この

金額で積み上げていくと、これ2400万円で契約され

ています。これを通常の金額で契約したら、これが

2000万円になる可能性があるんですよ。そうしたら、

400万円は損失じゃないですか、県民にとって。同じ

仕事をするのに。だから、監査もそういう観点で、

最小の経費で最大の効果と言っているわけでしょ。

具体的にはそういうことなんですよ。そうじゃない

ですか。単価がこれだけ上げれば、いいですか、時

間をかければ、ばんと上がりますよ。これ、５万2700円

の根拠がしっかりなければ、この2400万円というの

は2000万円になる可能性がある、もっと下がる可能

性がある。こういうことを言っているわけですよ。

それを誰がチェックするんですかという話です。執

行部に出されればそれでいいよという、おかしいで

しょ。ですから、私が言っているのは、契約の１社

で満額の受注があったこの写真。こういうふうな具

体的なものの支払い、３回にわたってそういう支払

いもされているじゃないですか。90％ですよ。こう

いうことを、今、実態を我々が、皆様方が知らない

のであればいいですよ。今、公にこういう形で話し

ている。一般質問でもそういうようなことが言われ

ている。知事もそういう形でわびているというふう

な形からすると、当然そこは重点的に、こういうふ

うな部分の契約はどうだったか、あれはどうだった

かというチェックするべきでしょ。これはぜひ、要

望しておきますからお願いします。

いずれにしても、とにかく今回起こっている問題

については、来年と言わず、随時、逐次チェックし

ていただいて、契約者の適格性から、先ほど申し上

げましたように、監査はその法律のもとにやってい

る。もちろん契約者もその法律のもとにやっていま

すから、本当にこの法に照らしたそういう団体なの

か、組織なのかということを、改めて監査委員で協

議をしてもらって、どういうふうな対応ができるか、

そこはぜひ要望しておきます。

○玉城武光委員長 再開いたします。

當間代表監査委員から発言の訂正があります。

○當間秀史代表監査委員 私の先ほどの答弁の中で、

監査委員事務局の体制を18人と申し上げましたけど

も、これは代表監査も含んでいまして、正確には職

員だけで17名ということになります。

おわびして訂正します。

○照屋守之委員 保健医療部の件ですけれども、こ

れは、私は文教厚生委員会ですから、そこで改めて

中身についてはやりますけれども、この２件の不適

正な会計処理ということですけど、この監査が今指

摘している説明をお願いできますか。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えいたします。

先ほども代表からも答弁ございましたが、監査委

員においては例年１月から８月にかけて定期監査を

実施しております。この中で、ことしの６月の５日

から７日にかけて事務局の職員が実施をしました保

健医療部の定期監査において、収入及び支出に係る

証拠書類が未整理、未編綴という事業がありまして、

それで内容を確認したところ、予算執行伺いや支出

負担行為の決裁、あるいは公印審査等を欠いたまま

補助金交付決定通知書が外部に送付されるなどの不

適正な事務処理、会計処理が確認できたところでご
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ざいます。この不適正な事務処理等について指摘を

し、その内容等を明らかにするよう報告を求めたと

ころでございます。

以上です。

○照屋守之委員 この事務処理で、知事の印鑑も部

長の印鑑も知らないうちに押してということがあっ

たようですけど、これは事実ですか。

○安慶名均監査委員事務局長 正当な決裁手続を経

ないまま押印をされていたというのは事実でござい

ます。

○照屋守之委員 大変なことですね。部長、知事の

印鑑を押して勝手に出す。こういうのを公文書偽造

というんですか。これは後で確認しましょうね。

當間代表監査委員はマスコミに対して、財務事務

職員の作法や立ち振る舞いなど基本的なものができ

ていないと指摘しておりますね。これはどういうこ

とですか。

○當間秀史代表監査委員 いわゆる財務を司る職員

というか、基本的に財務執行に当たっては、地方自

治法であるとか、あるいは地方財政法、さらには財

務規則というものを基本的にマスターして、それに

従って行動をする必要がありまして、基本的にそう

いったものができていないという意味であります。

○照屋守之委員 県の代表監査委員から、作法や振

る舞いなど基本的なものができていない財務事務職

員。沖縄県大丈夫ですか、これで。だって県の職員っ

て優秀な職員なんですよ、みんな。厳しい試験を受

けて採用されて。何で今どきこういう、県の職員に

対して立ち振る舞い、礼儀作法。これ、ですから今

問題になっている、飲食問題になっている関連のも

の、こんなことがあったら何でも起きますよ。それ

も財務事務職員でしょ。印鑑もまた自分で押すんで

しょ。これが今の県政だと。不正がないのがおかし

いんじゃないですか。どう処分されていますか。

○當間秀史代表監査委員 本件につきましては、当

該部である保健医療部から総務部、もっと詳しくは

人事課のほうに、職員の非違行為ということでの報

告がなされておりまして、現在総務部において、こ

の職員の行為の対応について調査をしているところ

と聞いております。

○照屋守之委員 これは財務事務職員の作法や振る

舞いという、こういう基本的なものから監査に指摘

をされるような今の沖縄県政ですから、先ほど言い

ましたように、この会食問題、そういうのも含めて

何でもありじゃないですか、こういうのを含めて。

今の當間代表監査委員の説明でよくわかりましたよ。

これはまさにそういう基本的なものができていない

からこうなるんですね。今御指摘のとおりですよ。

ですから、こういうふうな今の県政のありようです

から、監査はとにかく相当体制を強化して、今起こっ

ていることにもすぐ対応するというふうな仕組みに

ならないと、もうよりどころは誰もいないですよ、

県民は。あそこはもう基本的なものしか、そういう

職員の方々が仕事をするわけでしょ。それを皆さん

方は信頼して、それを預かって監査するわけでしょ。

おかしいんじゃないですか。改めましょうよ。

以上です。

○玉城武光委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 よろしくお願いします。

先ほど来あります、決算意見書の５ページのとこ

ろの会計処理の、不適切な会計処理があったと。予

算伺いや決裁、公印申請のないまま処理されていた

ということで、職員の処分に関しては先ほど御答弁

があったのでそれはそれとして、今この事態をその

まま放置している状況というのは適正なのかどうな

のか、お伺いします。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えいたします。

先ほども答弁したところではありますけれども、

現在、監査委員のほうでは当該部局に対して、その

ことが起きたてんまつとかその後の対策等含めて、

措置状況を正式に求めているところでございます。

それに答える形で、当該部局ではその原因の確認と

か、あるいは今後どういう体制をとってそういうこ

とが起きないようにするか、そういうことは当該部

局のほうで今検討されているところだというふうに

考えております。

○当山勝利委員 その対応はわかるんですけども、

こういう不適切な処理があったことに対して、これ

は適法ではないですよね、この条例等も含めて。そ

れに対して何もしなくていいんですかということを

聞いているんですが。

○當間秀史代表監査委員 具体的に言うと、例えば

公文書偽造であるとかそういう部分の話だとは思い

ますけども、これは一義的に保健医療部の中で今後

この行った行為についての法的な精査も当然してい

くということになろうかと思います。そういうもの

を受けて、措置の方針が決まりましたら、監査委員

に報告が来るということになっております。

○当山勝利委員 法的な精査とおっしゃいましたか。

それは具体的にどういうことを指すんですか。

○當間秀史代表監査委員 例えば、補助金適正化法

等に触れるのか、あるいは刑法の公文書偽造、有印、

そういう部分等も今、検討がされるものと考えてお

ります。
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○当山勝利委員 そういうことをすれば、そのこと

はそのままでいいということなんですか。そのまま

県として支出的にはもう問題なしということになる

んですか。要するに、その職員さんが処分されたり、

こういうことでした、事のてんまつはこうでしたと

いうふうにしてしまえば、これはこれでもうおしま

いということなんですか。それとも、それ以外に何

かとるべき方法があるのか、ないんですか。

○當間秀史代表監査委員 この件については既にも

う支出も終わって、当該病院の中部病院に支出もさ

れておりますので、支出自体としては完結はしてい

るということになります。

○当山勝利委員 これ、例えば国のほうからの指摘

によって別のことに波及するとか、そういうことは

ないんですか。それを、もし起こらないようにする

ことがあれば、何かとるべき方法はないですか。

○伊川秀樹会計管理者 当山委員からの御質問の部

分なんですけども、今、監査委員事務局から指摘が

あるように、会計課、監査委員事務局といたしまし

ては、今回の命令権者、保健医療部の地域保健課長

の支出命令なんですけども、この支出命令には琉大

病院と県立の５病院と―正当な債権者からの請求書

がついていたということと、先ほど、公印の使用等

に不適切な部分はありますけれども、知事印を押し

た交付決定書、確定通知書がついていて、その部分

については保健医療部長の原本証明がついていたと

いうことで、会計課としては適切に支出はしており

ますけれども、実は先ほどからお話があるように、

支出負担行為というのはイコール補助金の交付決定

という行為なんですけれども、それについて決裁が

ない状態なんです。決裁のない状態ということであ

るのであれば、実は適切な行為ではないので、その

部分について、先ほど代表監査委員からもお話があっ

た部分で、適切な法的な対応、処理、改めて決裁を

とるという方法がありますけれども、これは行政の

一般的な法理論として瑕疵の治癒ということで整理

されておりまして、判例とかそういう事例等もござ

います。

○当山勝利委員 その瑕疵の治癒、それは行うべき

ものなのかどうなのか、お伺いします。

○伊川秀樹会計管理者 こちらは出納機関、会計部

門ですので、制度上はやっぱり執行機関、知事部と

は牽制的な立場、役割分担が違いますので、改めて

予算執行伺いがなければ予算執行伺いをどうするの

か、負担行為書の請書をどうするのかとか、交付決

定をどうするかということは、やっぱり主体的な―

保健医療部の中において改めて確認するということ

だと考えております。

○当山勝利委員 過去に沖縄県でこういうことは

あったでしょうか。また、ほかの都道府県でもこう

いうことはあったのでしょうか。

○伊川秀樹会計管理者 平成29年度決算において、

全く同様な一例ではございませんけれども、鳥取県

において似たようなそういう瑕疵の治癒とか、民法

等に基づく追認という形で適切に対応をされた事例

はございますし、沖縄県でも全く同様の事例ではな

いんですけれども、7000万円以上の動産の契約と購

入の場合には議会の議決が必要なんですけれども、

平成25年なんですけれども、議会の議決を得ないま

まに契約等を行った行為があるんですけれども、そ

こら辺は後ほど議会に説明をして、議会の議決を得

てさかのぼって適切に対応をしたという事例がござ

います。

○当山勝利委員 その過去の沖縄県で起こった事例

に似たような形で、今回も本来だったらやらないと

いけないですよというような先ほど来の答弁だと思

いますが、これはもう法的にもそこら辺は、きちん

とそういうふうに手続をとれば認められるような事

案なんでしょうか。

○伊川秀樹会計管理者 認められるかどうかという

のは、こちらのほうでの権限ではございませんので、

先ほどの繰り返しになりますけれども、保健医療部

の担当課において自主的に判断をされるべきことだ

というふうに考えています。ただ、こちらとしても

いろいろ課題はございますので、総務私学課の法律

相談と顧問弁護士等との意見交換は終わったところ

です。

○当山勝利委員 そういうことをしないと国の補助

金等に影響があるようなこともあるのかなと思って

いますけれども、そこら辺はどう判断されますか。

○伊川秀樹会計管理者 これも、財源としてどの補

助金を使うかどうかというのは執行部のほうで確認

されますので、国の補助金等交付要綱、交付申請、

交付決定、事業の完了等に伴っての国庫の受け入れ

等の事務は執行部、保健医療部での業務になります

ので、そこら辺で判断、確認をされるべきことだと

思います。こちらとしては、きちんと受け入れがあ

るのであれば、その調定に基づいて歳入受け入れを

行うという、会計上の処理は行うまでということに

なります。

○当山勝利委員 ありがとうございます。

最後にこの件に関して、いろいろ県にはチェック

機能があると思うんですけれども、最終、最後のそ

の監査でここは見つかったというのがちょっと腑に
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落ちなくてですね。そこら辺、結局はチェック機能

が、ある行為によっては、今回のような行為によっ

てはチェックし切れないというのがあるのかなと思

いますが、その件について、代表監査の何か意見あ

りますか。

○當間秀史代表監査委員 今回の問題は、惹起され

た点は２点あります。１つは、基本的に、その担当

職員が基本的な財務規則等の知識がなかったという

ことと、管理職員の進捗管理、内部統制が機能をし

ていなかったことが要因だと考えられますので、こ

の２点について今後体制を強化すればこういうこと

もなかろうかと思うところです。

○当山勝利委員 わかりました。

次に移りますが、決算意見書の８ページがあると

思います。この８ページの諸収入で、収入未済額が

８億5900万円ほどありますけども、この収入未済額

についての主要因について御答弁ください。

○伊川秀樹会計管理者 全体で８億5900万4226円と

いうことで、対前年比１億5000万円ほどの増という

ことになっておりますけれども、主たる内容が違約

金及び延滞利息ということで、内容としましては、

農林水産部におけます水産海洋技術センター取水管

の復旧工事の契約解除に伴う前払金の返還がありま

すけれども、これは約6600万円ほど。あとは、国庫

補助金返還金に伴う損害賠償金、これは土木建築部

ですけれども、具体的な内容としましては、識名ト

ンネルの国庫返還に伴う賠償金ということで約１億

3760万円という内容になっております。

○当山勝利委員 わかりました。

そうすると、次なんですけれども、９ページの同

じく今度は不納欠損なんですが、これも収入未済額

のほうが相当額的に前年度よりふえていますけれど

も、これの主要因について教えてください。

○伊川秀樹会計管理者 これも、不納欠損の主たる

内容も違約金及び延滞利息等の雑入等が中心でござ

いまして、主たる内容が、談合違約金の２件の約

2700万円。あとは、立ち退き等を命じられたにもか

かわらずそれに応じなかったということでの県営住

宅の損害賠償金で約4000万円という内容になってい

ます。

○当山勝利委員 昨年度、要するに雑入の中の（節）

雑入で見ると、結局収入未済額が２億円ほどふえて

います。不納欠損も約4000万円ぐらいふえているの

で、結果として２億四、五千万円ぐらい収入未済額

がふえていることになるんですけれども、先ほど答

弁された例えば農水に関することとか、それから識

名トンネルに関するものとか等々によって、それだ

けふえたというふうに理解していいんでしょうかね。

○伊川秀樹会計管理者 主たる内容がその２つが主

に中心になっておりますので、そのとおりだと思っ

ております。

○当山勝利委員 わかりました。

次、10ページの繰越明許なんですが、平成29年度

も30年度も繰り越しが500億円以上あります。どうし

ても繰り越しが出るのは理解できはするんですけど

も、にしてもちょっと額が大きい。土木によっては

330億円とか、農水によっては、次のページにありま

す100億円等々あって、これだけの繰り越しが出ると

いうのも、ちょっといかがなものかなとは思ってい

るんですけども、そこら辺について全国の事例と比

べてどうなのか、多いのか少ないのか。財政規模等

がありますので、なかなかそこの単純な比較はでき

ないとは思うんですけども、そこら辺の比較とか、

それから、監査としてこれが適正だと思われるかど

うか、御意見もいただけたらと思います。

○伊川秀樹会計管理者 繰越額581億円という、事故

繰等を含めると583億円ということで、予算額に占め

る割合は7.3％ということなんですけれども、特に全

国的とか、九州などで決算統計の中で、比較する資

料としてはなかなかないんですけれども、予算額と

の関係で繰越額の平均を九州の８県で確認しますと、

予算規模等が全然違うんですけれども、都道府県に

よってですね。平均で約680億円、割合は沖縄県の

7.3％に対して、7.6％という状況です。

○当山勝利委員 580億円として、沖縄県内の那覇を

除いたそれ以外の市は、財政規模的にいうとこれぐ

らいでも多いぐらいのお金が繰り越しされているの

で、ちょっと私は大きいんじゃないのかなと個人的

には思っていますけれども、そこら辺はまた別途さ

せていただきます。

12ページの一時借入金というのが４月20日から

22日と25日までと、４日間借り入れがありましたと

いうことですけれども、これの借り入れをされた理

由について伺います。

○伊川秀樹会計管理者 昨年の４月20日から22日ま

で、25日ということで４日間なんですけれども、一

時的に資金不足が生じておりまして、それの最大で

いえばソフト交付金と―沖縄振興特別推進交付金の

支払いなんですけれども、支払いが集中する出納整

理期間において、国庫受け入れまでの間があって一

時借入金が生じておりまして、全体で借入額としま

しては174億円ほど借り入れまして、その支払利息と

しまして１万4288円ということになっております。

本県の場合には、一借りの場合には借用証書等の借
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り入れの契約ではなくて、債権現金等の部分の中に

おける当座貸越契約がございますので、その契約に

基づいての指定ないしは代理金融機関からの一借り

という対応でやっております。

○当山勝利委員 そういう事態が起こり得るために

銀行ともいろいろ取引されているのはよくわかるん

ですけれども、なるべくこういうことを回避するよ

うな、何か県にはそういうシステムはないんですか。

○伊川秀樹会計管理者 県内でも各市町村、県でも

そうですけども、条例の中には繰りかえ運用という

ことで制度的にはうたっておりますけれども、本県

においては債権を現金にかえての繰りかえ運用は可

能ではあるんですけれども、その部分は対応をして

いないですけれども、一借りをしないように済むと

いうことで、年末とか出納整理期間においての国庫

の支払いが一時的に集中することが生じますので、

国庫の受け入れを各部局にお願いしまして、早期の

対応とか。あとは総務部財政課に、ソフト交付金等

の精算額の受け入れの前倒しをしていただきたいと

いうことで、いろいろ対応策は練っている状況です。

○当山勝利委員 そういう資金的な運用はできるけ

れども、されていないということなんですけども、

それは何か理由があるんですか。

○伊川秀樹会計管理者 基金の場合には、どうして

もその基金の目的等で基金の財源等ございますので、

その基金の事業等の資金繰りに影響が生じないよう

にというのも一つありますけれども、以前、繰りか

え運用をしていた時期が平成の１桁の時代にありま

したけれども、一時期、監査におきましてそういう

繰りかえ運用等は基金の目的等からすると好ましく

ないという部分もあって今、控えておりまして、た

だ、これだけの基金等がある中においては今後どう

するかというのは一つの研究課題だとは思っていま

す。

○玉城武光委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 よろしくお願いいたします。何点

か質疑をさせていただきたいと思います。

決算意見書の２ページから３ページ、内容的には

歳入歳出決算書の58、59にある県税についての質問

になりますので、よろしくお願いいたします。

県税の状況あるいは取り組みについてですけれど

も、平成30年度の一般会計の歳入決算額というのが、

前年比2.7％減額しているという中にあっても、県税

は43億211万円という3.4％の増加というふうになっ

ております。これについて言うと、県が昨年策定い

たしました沖縄県の行政運営プログラムについての

この進捗状況の中を見ると、県税収入の確保は順調

というふうに評価をされている状況であります。そ

の内容について、もう少し詳しく伺いたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。

○伊川秀樹会計管理者 県税の部分につきましては、

おっしゃるとおり毎年税収等の伸びが大きいという、

一般財源の中での伸びが大きいということで見てお

りますけれども、理由等につきましては、法人事業

税、法人県民税の増収によるということが主な内容

だとは聞いております。今後、県経済の状況が堅調

であるという部分と、企業収益の増加、納税義務者

が増加しているということと、あと収納率、収入率

の向上に努めている部分もございますので、そこら

辺が大きな要因かなとは考えております。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

こういう財政状況にあっても、この税収が、県税

がふえていくということに関して言うと、六十何％

の国からの予算で運営している中にあっては少し希

望が持てるかなというふうにも評価したいと思いま

す。

続いて、一般会計の収入未済額と不納欠損につい

てお伺いしたいと思いますけれども、同じように決

算書では59ページ、意見書では４ページです。収入

未済額が一般会計、特別会計、合計で70億円という

ふうになっておりますが、前年比で約８億円、10.6％

減少をしているというふうな数字になっているよう

でございます。これについて、代表監査からこの評

価について少しお聞きしたいというふうに思います。

○當間秀史代表監査委員 収入未済額がかなり、おっ

しゃるように減っております。特に県税に係る未収

金がこれまでは多かったんですが、これが今回２億

1500万円程度減少をしたということでございます。

県税におきましては、かなり徴収に努力をしており

まして、現在、県税の収納率というのは99.1％で、

全国３位というような状況がありまして、県税にお

きましてはコンビニ収納は当然ですけれども、今、

インターネットを使ったクレジット払い等々も取り

組んでいて、このような成績となっているところで

す。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

続いて、決算書の59ページで、これは会計管理者

に教えていただきたいんですけれど、県税の過誤納

金というのがありますよね。それについての御説明

をいただけますか。

○伊川秀樹会計管理者 平成30年度、県税過誤納金

なんですけれども、約６億7000万円、前年度で４億

9000万円ですので、金額にしまして１億8000万円ほ

ど、率にして35.9％の増ということなんですけれど
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も、主な発生要因というのは税務課あたりから聞き

及んでいるところによりますと、法人２税等の申告

納付において税額の変更等が伴いまして、後ほど過

払いとなった部分につきまして、過誤納金というこ

とで発生しているということを聞いているところで

す。

○亀濱玲子委員 これは、毎年、余り予測できない

ので、この金額が変動するというのは、何か行政運

営としてはいたし方がない状況というふうに捉えて

いいんですか。

○伊川秀樹会計管理者 このあたりは、総務部税務

課のほうで細かい理由を聞いてほしいんですけれど

も、どうしても中間報告を行う義務がある法人等の

部分があるということで、前事業年度の確定年税額

の２分の１を中間納付で納める必要があるというこ

となどから、制度的な部分があるようには聞いてお

ります。

○亀濱玲子委員 少しこれが見えないというか、も

う少しこれが何とかなるのではないかというふうに

思って見ていたんですけど、この変動が大きいので、

何か工夫ができるものかどうかについては、会計管

理者がお答えできる範疇ではないということであれ

ば、これはまた後で少し調べてみたいかなというふ

うに思います。

続いて、特別会計の収入未済額についてですけれ

ど、この中で特徴的な、さきに小規模企業の分につ

いては質疑がされておりますので、母子父子寡婦福

祉資金１億円余、そして農業改良資金３億円余の収

入未済額がありますけど、これについて御説明いた

だけますか。

○伊川秀樹会計管理者 母子寡婦等につきましては、

母子家庭と、寡婦等の経済的な自立、生活意欲の助

長ということでの貸付金が主たる内容にはなってお

りますけれども、収入未済ということで、今回、約

１億300万円、前年度が約１億1500万円ほどですので、

約1100万円ほど減っておりますけれども、部のほう

におきまして債権推進マニュアル等に基づいた個別

の償還指導等を行ったことが功を奏しているのでは

ないかと思っております。

あと、農業改良資金の収入未済額ですけれども、

前年度４億1000万円ほど、今回３億9000万円という

ことで約2000万円ほど、5.2％の減ということなんで

すけれども、こちらも部で独自に農業改良資金の債

権管理マニュアルを作成したということで、電話等

による訪問とか、文書による催告、連帯保証人等と

の面談等、あとは、どの債権にも言える部分なんで

すけども、民間債権の回収会社、サービサーへの回

収委託ということを始めたというふうに聞いており

ます。

○亀濱玲子委員 では、今言っているマニュアルの

話が出ましたので、その前にこの不納欠損ですね、

少しこの母子父子寡婦福祉資金についてお伺いしま

すけど、この不納欠損についての御説明をいただけ

ますか。

○伊川秀樹会計管理者 まず金額、不納欠損額は前

年度190万円、今年度499万円ということで、309万円

の増ということで、約1.6倍ほどの増になっておりま

すけれども、ここら辺も、やっぱり債権の内容等に

応じての債権の分類、そこら辺の中において、債権

推進マニュアルを作成したと聞いておりますので、

その中において正常債権とかということでの債権の

適正な分類を行って、不納欠損等に持っていったの

ではないかと考えております。

○亀濱玲子委員 代表監査委員に聞きますが、いわ

ゆる収入未済額だったり不納欠損だったりについて

は、適切に対応するようにというふうに提言されて

いるわけですけれど、実際、平成28年度につくられ

たりしている適切かつ能率的に債権を管理するマ

ニュアルというのが、ちゃんとこれが機能している

かどうかについては、会計監査のほうとしては、そ

こまでチェックがされるのかどうかはよくわからな

いですけど、それはちゃんと機能しているというふ

うにお考えになっていらっしゃいますか。

○當間秀史代表監査委員 特に債権管理マニュアル

ができて以降、各部局においてそういった債権を有

している担当者のノウハウといいますか、手続が容

易、明らかになったことから、この二、三年におき

まして、収入未済額というものはどんどん減ってき

ているので、やっぱり効果が出てきていると監査委

員としても考えております。

○亀濱玲子委員 常任委員会で聞かなければいけな

いことではあったりするんですが、例えば横断的な、

福祉につなぐことがきちっとできているかとか、あ

るいは幾つかポイントというのが、行政的に、やっ

て解決に向かうべき方法というのがあるんですけれ

ど、それについて提言では書かれておりますが、そ

ういうものについての担当への指導、あるいはチェッ

クみたいなことについては監査委員のほうから何か

提言をするということなどは具体的にはあるんです

か。

○當間秀史代表監査委員 当然、それについては、

例えば福祉制度の活用というといろいろありますけ

ども、生活保護の受給であるとか、あるいは身体障

害者手帳の交付であるとか、そうすれば更生医療も
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受けられますし、自動車税の減免とかもありますの

で、そういうことについて、いわゆる固定化してい

る方々がおりますよね。この方々については、当然、

監査の中でも福祉制度の活用をきちっと進めていた

だきたいというような提言は現場においてはしてお

ります。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

関連するので引き続いて、収入未済額の県営住宅

の使用料の件なんですけど、決算意見書でいうと

22ページになろうかというふうに思いますが、それ

について、かなり大きな額が全体の中でも占めてい

る家賃のことについて説明をいただけますでしょう

か。

○當間秀史代表監査委員 県営住宅の未収金６億

4284万円ほどあります。これについては、ほとんど

生活困窮者等であるとか、あるいは、なかなか資産

があっても払わないという方々もおるようですけど

も、これの徴収強化については、実は沖縄県住宅供

給公社に委託をしておりまして、そこには社会福祉

士等の資格を持つ専門相談員が配置されております

ので、そういう生活困窮者に対しては相談窓口を設

けて対策をとっているということと、滞納を一月し

ますと催促の対象となりまして、文書あるいは電話、

訪問などをやっているということであります。さら

に、長期間固定化した家賃等については、民間の債

権回収会社、いわゆるサービサーですけども、そこ

に委託をお願いしているということであります。こ

れは１年以上支払いのないものが対象となっている

ようです。そういうことで、平成30年度の徴収率と

いうのも、県営住宅につきましては88.1％から88.7％

ということで、0.6％上昇してきているということが

あります。

○亀濱玲子委員 少し改善をされているというとこ

ろですけど、私は県営住宅に関して言うと、今おっ

しゃった民間の債権会社にそれを委ねるとか、それ

はとても私は、むしろ懸念しています。福祉につな

がって、きちっと対応しないといけないというのが

行政の仕事、役割と思っていますが、それを住宅情

報センターが指定管理になり、そして、払わないと

ころの事情がしっかりと行政につながらないまま、

民間の債権会社に追われてしまうというようなこと

も時々聞いたりしますので、そこの丁寧な対応が、

実は収納率のアップというか、回収につながってい

くのではないかというふうに思います。さっきさらっ

と代表監査が民間の債権会社というふうにおっ

しゃったのが、当たり前みたいにおっしゃっている

ようにも思えたので、少し心配をして、むしろ行政

がそこに全部委託する、お任せしているんですと、

聞くと大体、行政はそうおっしゃるんですけど、そ

こに行政がどうやってかかわっていって、これを改

善していけるかというようなことが実は課題だとい

うふうに思っていまして、これについてはお答えで

きる立場にはなかろうというふうに思うので、常任

委員会でまた質疑をしていきたいというふうには思

います。

最後になりますけれども、決算意見書の３ページ

に行財政運営についてという提言があります。その

中で、歳入と歳出のバランスのとれた持続性のある

行政運営を努めてほしいというようなことがまとめ

として書かれておりますけれど、沖縄県がそれにつ

いて計画を立てている沖縄県の行政運営プログラム、

これが平成30年３月に策定されて、この推進状況を

見ると、先ほども何か、県税については順調という

ふうに先ほど私がお話しさせていただいて、ほぼほ

ぼ順調に来ていますということなんですが、その中

で財政状況がややおくれというふうに指摘されてい

る部分があります。それについての説明を会計管理

者に、あるいはその感想、所見を代表監査に、両方

いただきたいと思います。

○當間秀史代表監査委員 沖縄県行政運営プログラ

ムにつきましては、取り組み項目の中に、重点実施

事項として県税収入の確保、それから未収金の解消、

県立病院の経営安定化などがありまして、監査の視

点からも重要な取り組みということで、十分な成果

を上げていただきたいとは思っております。

進捗状況について、全体で86.2％ということで、

順調に進んでいるとは聞いておりますけれども、そ

の進捗がおくれている部分についての内容について

は、こちらでは把握していないところです。申しわ

けないです。

○亀濱玲子委員 これは、会計管理者のほうではい

かがですか。把握されていますか。これは、財政運

営、収支のバランスのとれた持続可能な財政マネジ

メントの強化というふうにうたって進めているわけ

ですね、取り組んでいるわけですね。なので、これ

は会計管理者のほうで、おくれているものについて

どういうふうにお考えかということについて教えて

ください。

○伊川秀樹会計管理者 所管としては財政課が総括

はしておりますけれども、この中身を見ますと、主

たる内容が未収金の回収、解消等に伴っての部分で、

住民の負担の公平性とか、財源の確保という観点か

らも、未収金の徴収対策と発生の未然防止というこ

とが中身になっておりまして、あとは、生活保護の
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返還金とか、児童扶養手当の返還金とか、先ほどの

母子寡婦の貸付金の返還とか、農業改良資金とか、

約７つの細項目が入っておりまして、会計課のほう

では、出納のほうではそこら辺は存じかねます。

○亀濱玲子委員 最後に１つ。このややおくれの大

きな内容は、県立病院の経営安定化なんですよね。

なので、細かいのを寄せ集めたものの、もちろん問

題というのは積み重なって大きく何億となっている

わけですけど、その大きな柱の部分がおくれになっ

ているので、これは根本的な解決に向けて取り組ま

なきゃいけないことなのではないかなと思って質問

をしました。答えられる範囲でよろしくお願いしま

す。

○當間秀史代表監査委員 平成30年度の沖縄県病院

事業会計決算審査意見書の中でも厳しい意見を申し

上げたところです、病院の経営については。やはり、

病院事業経営というのは県民の生命、そして、安心

を守るために欠かせないものでありますので、この

辺についてしっかり取り組んでいただくよう、監査

としても希望しております。

○玉城武光委員長 休憩いたします。

午後３時13分休憩

午後３時29分再開

○玉城武光委員長 再開いたします。

質疑順序の変更の申し出があります。

休憩いたします。

（休憩中に、瀬長美佐雄委員から新垣光栄委

員との質疑順序の変更について申し出があ

り、協議した結果了承された。）

○玉城武光委員長 再開いたします。

質疑順序の変更について、休憩中に御協議をいた

しましたとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○玉城武光委員長 御異議なしと認めます。

よって、さよう決定いたしました。

瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 質問の順番入れかえに御協力い

ただきましてありがとうございました。

まず、病院事業局に係る質問を行います。昨年の

決算審査で大きなテーマにもなりました未払い給与

の支払いという、まとまった額が計上されておりま

したが、それについて、全て未払いについては解決

したということになっているのか、今年度に至って

は改められた給与の、残業についてもしっかりと含

まれた決算ということになっているのか伺います。

○當間秀史代表監査委員 お尋ねの件ですけども、

病院事業局は労働基準監督署から是正勧告を受けて、

平成27年７月22日から平成29年３月31日までの時間

外勤務手当の未払い分を支給することとして、平成

29年度で全て支給したと聞いております。支給総額

は約17億5000万円、対象となった職員は医師566名で

あると聞いております。

これ以降については、全て全額支払いがされてい

るという状況であります。

○瀬長美佐雄委員 厳しい経営の中でも、そういう

きちっと対処したという点では評価したいと思いま

す。県民の命を守るという点で重要な県立病院です

が、医師の欠員というのが指摘にあったかと思いま

す。それについて、医師欠員によって休診状態になっ

ているというその実態についてわかるのであればお

聞かせください。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えいたします。

令和元年の９月１日時点で確認したところですが、

医師不足よる診療休診の診療科は、北部病院の泌尿

器科、中部病院及び八重山病院の眼科の３診療科で

あると聞いております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ、医師を確保して、きちっ

と県民の命を守るという点で業務が遂行できること

を求めたいと思います。

それでは一般会計のほうに移りますが、決算審査

意見書の３ページを中心に行政運営の行財政運営に

ついての部分に係ることで、先ほど亀濱委員からも

ありました、沖縄21世紀ビジョンの後半戦に向かっ

て仕上げの段階ということで、沖縄21世紀ビジョン

策定後順調に伸びているというのは、県税の伸び等

々で示されているかとは思いますが、この間の監査

委員の指摘を受けて、県の行政運営全般について、

改善が図られた、あるいは好調な県税の中での自主

財源の伸びという点では、監査委員はどういうふう

な評価をしているのか伺いたいと思います。総括的

でいいです。

○當間秀史代表監査委員 平成30年度は、普通会計

ベースで見ますと、歳入については県税収入の増に

より自主財源が増加して、自主財源比率が向上して

いると。財政構造の弾力性を示す経常収支比率、実

質公債比率についても前年度より改善しているとい

う状況です。また、地方公共団体の財政状況に係る

統一的な指標として定められています健全化判断比

率の全指標について、健全と判断される基準を満た

しているところであります。

○瀬長美佐雄委員 県税の伸びをこの間さかのぼっ

てみると、沖縄21世紀ビジョンが始まったころと比

較して、県税の税収の伸びというのが、もし答えら

れるのであれば答えていただきたい。
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○伊川秀樹会計管理者 この６年ほどの直近の県税

の伸びですけれども、平成25年度約950億円あった部

分が、平成30年度では1311億円ということで、かな

りの伸びになっておりまして、平成29年度で1267億

円ですので、対前年比でも43億円ほど伸びていると

いう状況で、かなりの推移で県税が伸びているとい

う状況ではございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、国税についてはどう

いうふうな状況になっているのか、順調に伸びてい

るかとは思いますが、伺います。

○伊川秀樹会計管理者 国税につきましては、国税

庁のホームページを参考にしておりますけれども、

沖縄国税局の徴収決定額、平成26年度が3171億円、

27年度が3508億円、28年度は3602億円、29年度が

3831億円ということで、国税のほうでも順調に伸び

ておりまして、平成30年度分については残念ながら

まだ発表はされておりません。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

ちなみに自主財源は強化されているという指摘と

同時に、九州各県の平均等にはまだ追いつかない。

ちなみに九州各県の自主財源比率といいますか、財

政力で比較したら今沖縄はどこまで来ているのかお

願いします。

○伊川秀樹会計管理者 単年度、平成30年度決算で

見ますと、一般会計ベースですけれども、自主財源

比率ということで本県が35.4％。ただ、九州等もか

なり経済等好調で、相対的なものでございまして、

九州の場合43.1％ということで、まだまだ本県の自

主財源比率は九州各県と比べるとかなり、まだまだ

追いついていないという状況ではあります。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

ちなみに、やっぱり沖縄経済をここまで盛り上げ

ていくという一つの効果としては、一括交付金の効

果は大きいと思われますが、ここの３ページの下段

のほうにあるように、沖縄21世紀ビジョンを遂行す

る上では必要な一括交付金を、沖縄県としては3500億

円程度要求しつつも3000億円というふうな状況に

なってしまいました。この決算を見たときに、やっ

ぱり沖縄県の計画に照らして、事業遂行の上でも一

括交付金の減額は、悪い意味での影響を及ぼしてい

るのではないかというのは感想として私は持ってい

ますが、決算という意味で、その観点から見たとき

に所見を伺いたいと思います。

○當間秀史代表監査委員 一括交付金につきまして、

まず推移から申し上げますと、平成26年度が一番ピー

クのころでしたけれども、それと比較すると800億円

ほど削減はされております。当然、それに伴い国庫

支出金のほうも減額されているわけですけれども、

そうした場合に、県の財政規模、２ページでいいま

すと歳入歳出予算現額、これが今回7977億円という

ことで、平成26年度に比べてもかなり規模が小さく

なっているというような状況はあります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに一括交付金に限っての

ことでいいますと、沖縄振興予算ですが、一括交付

金のこの事業の執行率、あるいは繰り越し、不用額

については、どんな状況になっていましたか。

○伊川秀樹会計管理者 まず、ソフト交付金なんで

すけども、平成24年度から始まっておりまして、当

初は803億円というのが始まりの金額でございまし

て、その当時の年度内の執行率は、実は50.9％です

ね。その後、執行率等、課題等が大きく指摘されて

いる中において、平成30年度におきまして88.4％と

いうことで、年度内執行率はかなり上がっておりま

す。ハード交付金は平成24年度815億円、そのときの

年度内執行率ですけれども、59.5％です。それが平

成30年度におきましては71.2％まで上昇してきてお

ります。

以上です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

一括交付金もそういう意味ではしっかりと執行で

きるというふうに対応していると。一括交付金の減

額については政治判断なのかもしれませんが、ぜひ

増額を期待したいと思います。ちなみに、8000億円

に満たない沖縄県の予算ですが、実は8000億円とい

う大台に乗ったのが、米軍の駐留経費の日本負担と

いうふうになっているのが状況です。先ほど、国税

では3800億円を超える、沖縄県民が国税として納め

ているものに照らして8000億円程度の今の振興予算

だという関係もよくよく見ておきたい。

ちなみに自動車税の収納状況について伺いたいと

思いますが、18ページですね。自動車税の税収で、

前年度関係、これについて伺いたいと思います。

○伊川秀樹会計管理者 自動車税の平成30年度決算

における収入額約145億円で収納率は99.1％、平成

29年度は140億円で収納率98.9％ということで、収入

額、収納率とも増加している状況です。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、米軍関係の自動車税

収についてはどういう状況でしょうか。

○伊川秀樹会計管理者 米軍構成員等の自動車税の

調定額、件数でいいますと２万4714件。実は特例税

率が適応されておりまして、例として排気量が２リッ

トルの小型車の場合が大体7500円ということで、そ

の他の車種も含めて計算しますと、税額は約３億円

ということになります。
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○瀬長美佐雄委員 これも県民並みに納めてもらえ

ればどうなのかという点で聞いていますが、ちなみ

に県民と比べて何割軽減されているのかということ

と、県民並みに納めてもらったらどれだけ税収がふ

えるのかわかりますか。

○伊川秀樹会計管理者 同じく小型車の例でいえば、

まず、地方税法でいう標準税率が３万9500円、特例

税率、米軍の場合には7500円ですので、約５分の１程

度という状況になります。ちなみに、先ほどの件数

等で試算しますと、地方税法に定める標準税率で試

算した場合には、約９億円ということで差額は３億

円との差で６億円ということになります。

○瀬長美佐雄委員 復帰後に法の適応ということだ

ろうと思いますので、復帰後の米軍関係の自動車税、

もし本来の県民並みに取った場合の総額、あるいは

その差額はどうなっていますか。

○伊川秀樹会計管理者 復帰後、昭和47年から平成

30年度までの47年間の差額での累計額なんですけれ

ども、これが約285億円ということになります。

○瀬長美佐雄委員 復帰47年、戦後75年目を来年迎

えるという中にあって、これは監査の皆さんの課題

ではありませんが、県民並みに徴収をするというの

が沖縄県の姿勢だと思いますが、それについて取り

組み状況、ぜひ実現するためにというふうなことで

すが、もし、その実現方について意見があれば伺い

たいと思います。

○伊川秀樹会計管理者 この制度等の要望等につい

ては、総務企画委員会と所管部局のほうで確認をし

ていただきたいと思うんですけれども、中身としま

しては、いわゆる渉外知事会、そのあたりのほうで

同様の要望を国に対して行っているということを聞

いております。

○玉城武光委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、質疑をさせていただき

ます。

午前中、審査の概要を説明していただきまして、

ありがとうございます。そこで、まず初めに、この

平成30年度の審査を行った代表監査、そして会計管

理者として、県のこの平成30年度の県の行政運営に

ついて、全体的にどのような評価をしているのか、

感想を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○當間秀史代表監査委員 平成30年度につきまして

は、国庫支出金とかそういうものが減少しておりま

すけれども、一方で県税等の伸びが大きくて、沖縄

県の経済の状況からすると、今後も県税収入は伸び

ていくだろうということがありまして、そういった

中で、財政運営については参考となる指標等もかな

り向上しておりまして、実質公債比率も8.4％、それ

から、県債残高も126億円ほど前年に比べて少なく

なっているという状況がありますので、今後ともこ

のような堅実な財政運営を望んでいるところであり

ます。

○新垣光栄委員 この県税の伸び、自主財源の伸び

が景気によって好調であるということで、それで、

みずから徴収する自主財源について、今後の県の財

政見通しからしても、平成30年度は32％を予定して

いて、それよりも今回は自主財源が前年度よりも１億

3000万円、0.1％増額し、収入全体に占める割合も

33.6％、32％からすると、私はかなりよくなってい

ると思います。

この要因は好景気だけの要因なのか、ほかに要因

はあるのかお伺いいたします。

○當間秀史代表監査委員 好景気の要因、なかなか

難しい問題ですけれども、これまで沖縄県が実施し

てきた沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づいた各種

施策等がかなり実績を上げてきたということだと思

います。

○新垣光栄委員 今おっしゃるとおり、そういう施

策の部分でよくなった点もあると思います。しかし、

県税においては、先ほど収入率が99.1％ということ

で、さらに全国３位ということでお伺いしました。

やはり職員の頑張りも評価していただきたいなと

思っておりますけど、その辺の全国３位になった要

因とか評価というのは、どのように監査委員として

考えておりますか。

○當間秀史代表監査委員 おっしゃるとおり、この

99.1％という数字は、全国３位なのでかなり驚異的

な収納率ではあると思います。県税の職員において

は、これまで、コンビニによるコンビニ収納とか、

あるいはクレジットカードでの引き落とし、さらに

は、県民税につきましては、市町村に法定委託され

ているものですから、市町村が徴収主体となります。

そこについても、県税職員は、市町村職員としての

併任発令を受けて市町村と一緒に徴収をしていくと

いうこと、市町村との協議会を持って、ともに徴収

事務を共同してやっているというような、こういう

努力があって、このような成果が出てきていると思

います。

○新垣光栄委員 今おっしゃるとおりだと私も思っ

ています。この納付の環境の整備、市町村と連携し

たことが私はとてもよかったのではないかなと。や

はり長期的な目線でやっていただいた。私たち、村

議の時代のときにも、県の職員が町村のほうに出向

いていただいて、税務課のほうに出向いていただい
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て、しっかりタッグを組んで連携してやった結果が、

今このような驚異的な数字―先ほど言っていただい

たんですけども結果につながっていると思います。

やはりしっかりとした行財政改革というのは、しっ

かりとしたプランの中で、長期的な目線でやってい

ただけるとこういう効果が出てくると思います。

そのような中でも、県税の徴収未済額というのは

17億1660万円あるわけですけども、その額と同じよ

うに、病院事業会計の未収金として、今、個人負担

分の医療未収金が17億円あるんですけども、その比

率というのは、先ほど県税でしたら99.1％、0.9％で

17億円になっているんですけども、この個人負担医

療分の未収金の分母というか、幾らに対して17億円

あるのか教えていただけないですか。

○當間秀史代表監査委員 申しわけございません。

個人負担分の収納率については把握していないとこ

ろでありまして、今後、この辺の数字も押さえてみ

たいとは思います。

○新垣光栄委員 ぜひ未収金の収納率を上げるため

に、やはり福祉との、先ほど連携ということがあり

ましたとおり、やはり福祉の連携だったり、先ほど

徴収率99.1％というシステム、そのような、県も共

有しながら徴収率に取り組んでいけば、沖縄県の徴

収率の各課の、各部署の徴収率の問題というのは大

分解決していくのではないか。それが解決すると、

より政策的にいろんな取り組みができるのではない

かと思いますので、ぜひ情報を共有しながら横断的

な政策でやっていただきたいと思いますけれども、

御意見をお願いいたします。

○當間秀史代表監査委員 やはり未収金の問題につ

いては、おっしゃるように、各福祉部門であるとか、

そういう、あるいは病院との連携であるとかの、そ

ういう協議が非常に重要となっておりますので、こ

れにつきましては、従来から監査委員としてもこの

重要性を承知しているところでありまして、今回も

監査意見書については、そういう福祉分野との連携

であるとか、あるいは市町村との連携についての状

況を書かせていただいたということであります。

○新垣光栄委員 実例があるものですから、その辺

はやりやすいのではないかなと思っています。

それを踏まえて、あとは内部統制の問題というこ

とで、会計処理等のほうで今、拝見させていただい

ているんですけども、私も一般質問で内部統制のこ

とを聞いたんですけども、答弁がもらえなくて。内

部統制とはどういうものなのか、少しばかり教えて

いただけないですか。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えいたします。

内部統制というのは、一般的には、組織内におい

て業務に支障を来すような要因、これをリスクとし

て識別し、またそれを評価して、それに対して対応

策を講ずるということで、組織の中の人々がそれに

基づいて業務を行っていくプロセス、これを内部統

制といいます。これによって、また事務の適正な執

行を確保するその体制、これが内部統制の体制とい

うふうに考えております。

○新垣光栄委員 私も４年前、この内部統制の講習

を受けたことがあるんですけども、この講習の中で、

やはり日本の行政は世界一の行政だと。その中で、

この内部統制さえしっかりすれば、ほとんどの問題

が解決するというお話を聞かせていただきました。

そこで、内部統制に関して、来年度から整備を急が

れるということで、そういう監査の役目が今後発生

してくるということで、しっかりそのようなシステ

ム化、新しいシステム化に関して、新しい行政運営

の助けになるようなシステムを構築していく上で、

監査委員としてどのように考えているのか、お伺い

します。

○當間秀史代表監査委員 おっしゃるように、地方

自治法の一部改正によって、知事は令和２年度から

内部統制体制を整備して、毎会計年度、内部統制評

価報告書を作成して、監査委員の意見をつけて、そ

れを議会に提出すると。それをまた公表するという

ようなことになっております。内部統制については、

いわゆる監査の指標とも一部重複するようなことが

ありまして、監査としても、この内部統制がしっか

り構築されるのであれば、監査の視点というものも

今後変わってきますので、ある程度、効率的に監査

のほうも実施できるということもありますので、ぜ

ひ内部統制の整備につきましては、県知事部局のほ

うの実施状況を注視していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 変わっていく世界情勢の中で、新

しい対応ができるシステムを導入することが、また

さらなる沖縄県の限りある資源を有効に活用する重

要なポイントとなると思いますので、その辺をしっ

かり、内部統制の管理体制をしっかり構築していた

だきたいと思います。

そして、またちょっと戻るんですけども、自主財

源を高めるための部分で、構成比が大きい地方消費

税の精算金とか県税等があると思うんですけども、

今回、消費税が増税された中で、自主財源における

消費税の影響、そして依存財源における影響を、監

査委員として今どのように感じているか、ちょっと

具体性に欠けるんですけども、来年度、再来年度が

大きく変わると思うんですけども、自主財源、依存
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財源における消費税の影響をどのようにお考えか、

お願いいたします。

○當間秀史代表監査委員 10月１日から消費税が上

がりましたけれども、地方消費税につきましては、

これまでの1.7％から2.2％ということで、0.5ポイン

ト県税収入が当然ふえてくることになります。あわ

せて、個人県民税とか法人事業税も伸びております。

個人県民税が伸びた理由というのは、納税人口が２万

人ふえております。毎年２万人ずつ納税人口もふえ

てきておりますので、こういう状況からすると、来

年もかなり高い伸びで、個人県民税、法人事業税、

そして地方消費税は伸びていくものと思われ、そう

いった中で財政構造を見た場合には、自主財源比率

が今のところ33.6％になっておりますけれども、場

合によっては35％に近づくこともあるのかなと考え

ております。

○新垣光栄委員 今、監査委員のほうから、この消

費税の影響は自主財源比率、県の財政にとってはそ

んなに影響はないのではないかなという表現だった

と思うんですけども、そこで、そのような行政の流

れの中で、今後の財政運営に当たって留意すべき事

項があると思うんですけども、どのようなことを今、

監査委員としては、運営に当たって留意すべき、沖

縄県における財政運営に関して留意すべき事項だと

思っておりますでしょうか。

○當間秀史代表監査委員 各財政指標については、

年々向上はしております。ただ、先ほども申し上げ

た自主財源比率等々を見た場合に、まだ６割、７割

弱は依存財源であるということ。そして、財政力指

数というのも、九州各県に比べても低い状態にあり

ますので、沖縄県というのは、まだまだ脆弱な財政

基盤にあります。ですから、引き続き経費の節減で

あるとか、効率・効果的な執行、そして産業の振興

による税源の涵養等を図る必要があると考えており

ます。

○新垣光栄委員 財源の支出を抑えないといけない

ということでした。それに加えて、私も、運営の経

営に当たって留意すべき事項ということで、県が出

している、老朽化による公共施設の対応とか、病院

事業の厳しい運営状況とかあるんですけども、私は

この病院事業に関しても相当危機感を覚えておりま

すし、これから行われる耐震化などの公共事業の老

朽化の補修に関して、相当危惧しているものがあり

ます。沖縄県はほかの県と比べて、大変耐候性が弱

いというか、内地に行くと余り橋げたなんかさびて

いないんですけども、沖縄県は、ほぼさびていると

いう状況で、早目、早目に維持管理体制を構築しな

いと、大変な財政負担になると思っているんですけ

ども、そのような公共施設の耐久化に関する意見は

なかったのでしょうか。

○當間秀史代表監査委員 施設の老朽化、耐震化等

の今後の経費の懸念については、実は、水道事業会

計の中ではお話をしておりますけど、一般会計、そ

して病院事業会計の中では触れられていないところ

ではあります。沖縄県の県有施設整備基金、こうい

う老朽化した施設の建てかえであるとか、あるいは

長寿命化等々に向けての基金として県有施設整備基

金がありますけれども、これが現在、決算年度でい

うと156億円あるということで、その辺も踏まえなが

ら、今後そういう老朽化施設の建てかえ、あるいは

補修、整備について、監査としても目を向けていき

たいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ公共施設の維持管理、老朽化

対策に関しても、こういう企業局だけではなくて、

一般会計の部分、そして病院事業局の部分もぜひしっ

かり見ていただきたい。そして、量から質への転換

ということで、今回、行政運営プログラムを編集し

ていったわけですから、しっかり質への転換をでき

るように監査の皆さんの御尽力をよろしくお願いい

たします。

以上です。

○玉城武光委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 二、三点、質問をさせていただき

たいと思います。

これまでに委員からのもろもろの質問があったの

で、大体同じような角度だと思うんですが、今年度

の歳入歳出決算における審査意見書によりますと、

皆様の審査意見として、平成30年度の歳入歳出の決

算は、前年度と比較をするとその額というのは下回っ

ているということが審査意見に述べられております。

そういった中で、平成30年度からは、歳出の一つの

要因ともなります沖縄県の国民健康保険事業の特別

会計も新たに平成30年度から設置したということも

記されておりまして、今後はそういった意味では歳

出というのも恐らくまた伸びていくのだろうという

ふうに考えますと、いかにやっぱり歳入というもの

も伸びていくような政策というものが必要なんだろ

うなというものが皆様の意見書を読んでみると感じ

ております。先ほど来もありました３ページには、

行財政の運営についての意見で、沖縄県の財政力指

数というのは、九州平均や全国平均を下回っており、

依然として脆弱な財政構造となっていると。しかも、

高齢化の進行等に伴い、今後とも社会保障関係費等

の義務的経費の増加が見込まれることから、引き続
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き経費節減や効率的、効果的な事業執行に努めると

ともに、産業振興による歳入確保の不断の取り組み

が必要であるというふうに書かれております。この

ように、今後沖縄の財政をしっかりと安定的なもの

にしていくには、歳入の部分においても、産業振興

などしっかりとした不断の取り組みが求められてい

るなと思いますが、まずその点について改めて所見

を伺いたいと思っております。

○當間秀史代表監査委員 沖縄県の行財政運営につ

きましては、諸指標を見ても堅実な財政運営ではあ

ります。ただ、今後、今お話があったような高齢化、

少子化、そして社会保障関係費の伸びというものを

考えますと、やはり今後の支出についてはかなり大

幅な伸びが予想されます。そういったことから、財

政基盤はどうしても沖縄県、全国、九州と比較して

もまだまだ弱いところがありますので、当然、行政

運営の経費節減を図るとともに、県税等の収入の増

を図っていく必要があると考えております。

○金城泰邦委員 ありがとうございました。

同じく、この意見書の５ページにも先ほど来、い

ろいろやりとりがありました。このように、今沖縄

県は歳入もふやし、そして歳出に当たってはしっか

りと無駄のない行政運営が必要である状況でありま

すが、その会計処理におきましては、依然として組

織的決定を欠いた不適正な会計処理が行われていた

と。さらに管理職員等において内部統制が機能しな

かったために、国庫補助金の受け入れがなされない

まま、県補助金の支出命令を行っていた。また、出

納機関においては、上記事業について法令に基づい

た十分な審査がなされず、不適正な支出が行われて

いたというふうにありまして、こういったことが指

摘されております。今後、しっかりと財政を、運営

を健全なものにするという角度から考えましても、

こういった指摘が今後再び起こらないような再発防

止をするための考え方、取り組みが必要だと思って

おりますが、これについても再発防止という意味を

含めて御意見を伺いたいと思います。

○當間秀史代表監査委員 当然、今回起こった事案

は、職員のそういう基本的な財務処理等の知識の不

足と、管理監督者の統制能力といいますか、監督が

十分でなかったということがありますので、今後、

知事部局においては、研修等、いわゆる財務研修及

び監督者研修等を行うという必要があろうかと思い

ます。また一方で、今回、先ほどお話があった内部

統制の評価を確実に行うことがそういった不正な財

務事務の発生を防ぐことになりますので、この部分

についてもしっかり取り組んでいただきたいと思っ

ているところであります。

○金城泰邦委員 ありがとうございました。

今ありました内部統制ということで、同じように

意見の中にも５ページに記されておりますが、今後

令和２年度以降は、地方公共団体の長は、内部統制

体制を整備して、毎会計年度、内部統制に関して評

価した報告書に監査委員の意見を付して議会に提出

するとあります。令和２年度以降というのは、地方

公共団体の長、県知事みずからがその事務上のリス

クを評価していく必要があるということでよろしい

んですか。御答弁お願いいたします。

○安慶名均監査委員事務局長 お答えいたします。

令和２年度から、知事部局においては内部統制体

制をスタートさせて、そしてそれについて評価をす

るということで、今年度はそれに向けて今、知事部

局で作業をしているところでございます。令和２年

度からスタートしますので、その報告書を作成しま

したら、令和３年度になりまして監査委員に提出を

されてきて、それについて監査委員は令和３年度か

ら監査委員は審査の作業をするということになりま

す。

○金城泰邦委員 令和３年度、監査にもそれが付さ

れてくるという御説明でありました。今後、こういっ

た形でしっかりと地方公共団体の長みずからが、県

の財政をしっかりとしたものにするためのリスク

ヘッジ、しっかりやっていただく体制をとってほし

いと思います。

私の質問は以上で終わります。ありがとうござい

ました。

○玉城武光委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 それでは、これまでの質問と関連し

て質問をさせてください。

今、自主財源比率の問題や財政力指数の問題等の

議論がありましたけれども、数字的に見ると、九州

平均より10ポイント前後差があるということなんで

すけど、個別に九州各県の状況で調べてみると、福

岡、熊本などは別にして、あとの県はそんなに大差

はないですよね。大体三十五、六％前後ということ

で、沖縄県も2018年34％の自主財源比率というふう

になっているんですけども、全国平均や九州平均と

比べると10ポイント程度の差があると。この要因と

いうのは、監査の目から見たらどのように映ってい

ますか。

○當間秀史代表監査委員 今、委員から指摘があっ

たように、九州といっても福岡、熊本、鹿児島等に

ついてはやはり高いものがございますけれども、ほ

かの大分、宮崎とかは沖縄県にほぼ近いような状況
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がありまして、この状況を見た場合にやはり福岡県、

熊本県は―大きな企業とか、そういう産業振興と、

農業とか、そういう全体的なバランスがとれている

というようなところはやはり高いような気がいたし

ますので、沖縄県も今後産業の振興、当然、観光業、

あるいは工業ばかりでなく、農業等もバランスよく

振興していくことが肝要かなという気はしておりま

す。

○金城勉委員 そうですね、人口規模でいっても、

福岡、熊本、鹿児島、次に沖縄が来るので、ちょう

ど中間ぐらいの規模の県ですから。そういう意味で

は決して引けをとるような状況ではないので、あと

はそういう生産性を高めて、どう具体的な財源力に

結びつけていくかということが今後の課題かなとい

う思いがします。

次に、国保特別会計について伺いたいんですけれ

ども、この国保特別会計の資料の中に、まず一つ調

定額と収入済額が全く同じ数字になっているんです

ね。この件について御説明いただけますかね。パー

フェクトということでいいんですかね。

○伊川秀樹会計管理者 この歳入と収入の中身、国

庫負担金、補助金等とか、それぞれ交付金とか一般

会計とか、安定化基金からの繰入金がございますけ

れども、それと合わせて一番大きなものが約500億円

ほどあります。市町村等から交付金等もございます

ので、ほとんどが公の部分からの収入ということで、

歳入予算、収入済額が一緒になっているのかなとい

うふうには考えておりますけれども。

○金城勉委員 国保会計が2018年度から県のほうに

移管されたんですけれども、各市町村ごとの国保会

計だと非常に脆弱で、その財政基盤が弱いというこ

ともあって、それを強化、安定化するために県移管

のほうになったんですけれども、これはそういう方

向にちゃんと目標どおり推移しておりますか。ちょっ

と会計監査の皆さん方にはあれかな。

○伊川秀樹会計管理者 細かい事業の目的と方向性

は所管部等になるとは思うんですけども、一般的な

国保特会と都道府県が国保の財政運営の主体となる

ということでの一般的な方向性としては、安定的な

財政基盤、財政運営ですか、あと効率的な事業運営。

今、委員がおっしゃっていた部分だと、小規模な離

島町村などで高額な医療費が発生した場合などのそ

ういう多様なリスクを分散できるとか、あとは市町

村が担ってきた標準的な部分の事業を県が統一的に

担うことができるとかいうことで、そこら辺の当初

の目的というのは達成されているのではないかなと

いう感じはいたしますけど。

○金城勉委員 それで、その保険料、それぞれの市

町村単位でやっていた場合は、それぞれの市町村で

保険料も変わっていたんですけれども、これが県に

移管されたことによって、保険料の標準化というの

はどういう状況かおわかりですか。

○伊川秀樹会計管理者 議会等でのいろんな議論が

あることは承知しておりますけれども、国庫財政運

営の中での、特に今後の方向性を大きく左右する保

険料の標準化の部分ではございますので、大変申し

わけございませんが、関係部局等で確認していただ

ければと思います。

○金城勉委員 済みませんね、ちょっと突っ込んで。

あと、中城湾港（泡瀬地区）の特別会計について、

不用額が平成30年度は極端に上がっているんですけ

ど、この要因についてわかりますか。

○伊川秀樹会計管理者 平成29年度は公債費等の長

期借入利率等が予算時より低くなったということで、

約380万円ほどの不用額ではございましたけれども、

今年度、実は工事関係等での不用額が出ておりまし

て、泡瀬地区の臨海土地造成費の部分で約6100万円。

中身としまして、関係部局等に確認しますと、土地

利用検証作業等の影響を受けたということで、土地

造成ができなかったということでの不用額と聞いて

おります。

○玉城武光委員長 以上で、会計管理者及び代表監

査委員に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、執行部退室）

○玉城武光委員長 再開いたします。

次回は、10月25日 金曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 玉 城 武 光
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令 和 元 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和元年10月17日 (木曜日)

開 会 午前10時２分

散 会 午後５時52分

場 所 第４委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（知事公室、総

認定第１号 務部及び公安委員会所管分）

２ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県所有者不明土

第５回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

３ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県公債管理特別

第５回議会 会計決算の認定について

認定第20号

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君

仲宗根 悟君 玉 城 満君

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君

當 間 盛 夫君

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 池 田 竹 州君

参事兼基地対策課長 溜 政 仁君

辺 野 古 新 基 地 建 設 多良間 一 弘君
問 題 対 策 課 長

防 災 危 機 管 理 課 長 石 川 欣 吾君

総 務 部 長 金 城 弘 昌君

総 務 私 学 課 長 座 安 治君

人 事 課 長 茂 太 強君

行 政 管 理 課 長 森 田 崇 史君

財 政 課 長 武 田 真君

税 務 課 長 小 渡 貞 子さん

管 財 課 長 浦 崎 康 隆君

警 察 本 部 長 筒 井 洋 樹君

警 務 部 長 岡 本 慎一郎君

警 務 部 会 計 課 長 森 本 直 樹君

生 活 安 全 部 長 小 禄 重 信君

交 通 部 長 宮 城 正 明君

警 備 部 長 花 岡 一 央君

3ii4

○渡久地修委員長 ただいまから、総務企画委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和元年第

５回議会認定第１号、同認定第８号及び同認定第20号

の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係決算の

概要説明を求めます。

池田竹州知事公室長。

○池田竹州知事公室長 それでは、平成30年度の知

事公室所管の決算の概要について御説明いたします。

ただいま通知いたしましたのは、平成30年度歳入

歳出決算説明資料、知事公室でございます。

通知をタップしてごらんください。

表紙と目次をスクロールして１ページをごらんく

ださい。

初めに、平成30年度一般会計歳入決算状況につい

て御説明申し上げます。

知事公室所管の歳入決算総額は予算現額34億

4466万9000円に対し、調定額29億9767万5126円、収

入済額29億9767万5126円、過誤納額、不納欠損額、

収入未済額はいずれも０円となっております。また、

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

100％となっております。

次に、歳入を款別に御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額1744万1000円、

調定額及び収入済額ともに4760円となっております。

予算現額に対して収入済額が過小となっている理

由は、証紙収入について、所管する出納事務局にお

いて調定、収入したことによるものであります。

（款）国庫支出金は、予算現額33億6690万円、調

定額及び収入済額ともに29億6056万4505円となって

おります。

総務企画委員会記録（第１号）
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（款）財産収入は、予算現額142万9000円に対し、

調定額及び収入済額ともに115万2624円となっており

ます。

スクロールして２ページをごらんください。

（款）繰入金は、予算現額1052万9000円に対し、

調定額及び収入済額ともに1052万9000円となってお

ります。

（款）諸収入は、予算現額557万円に対し、調定額

及び収入済額ともに582万4237円となっております。

（款）県債は、予算現額4280万円に対し、調定額

及び収入済額ともに1960万円となっております。

以上が、一般会計歳入決算の状況でございます。

スクロールして３ページをごらんください。

次に、平成30年度一般会計歳出決算状況について

御説明申し上げます。

知事公室の歳出総額は、予算現額57億5478万5000円

に対し、支出済額50億5553万5495円、翌年度繰越額

２億7572万4800円、不用額４億2352万4705円となっ

ております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

87.8％、予算現額に対する翌年度繰越額の割合であ

る繰越率は4.8％となっております。

翌年度繰越額２億7572万4800円については、（項）

総務管理費（目）諸費の特定地域特別振興事業が主

なものとなっております。

次に、不用額４億2352万4705円については、主に

（項）総務管理費（目）諸費の１億8689万1102円の

県民投票に係る市町村交付金の実績が予算額を下

回ったことによるものと、（項）防災費（目）防災総

務費の１億8391万2238円の委託料の執行残や補助金、

補助申請件数が見込みより少なかったことによる補

助金の執行残となっております。

以上が、知事公室所管一般会計の平成30年度歳入

歳出決算の状況でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 知事公室長の説明は終わりまし

た。

次に、総務部長から総務部関係決算の概要説明を

求めます。

金城弘昌総務部長。

○金城弘昌総務部長 平成30年度の総務部所管の一

般会計並びに所有者不明土地管理特別会計及び公債

管理特別会計の２つの特別会計の歳入歳出決算につ

いて、お手元にお配りしております平成30年度歳入

歳出決算説明資料に基づいて御説明させていただき

ます。

なお、説明の都合上、ページを前後いたしますが、

あらかじめ御了承ください。

それでは、各タブレットに通知しておりますので

クリックお願いいたします。

１ページをお願いいたします。

それでは、総務部所管の歳入総額について御説明

申し上げます。

予算現額（Ａ）の欄5613億7485万８円、調定額（Ｂ）

の欄5560億8908万8017円、収入済額（Ｃ）の欄5547億

9727万2839円、うち過誤納金６億7596万5571円、不

納欠損額（Ｄ）の欄１億3734万4019円、収入未済額

（Ｅ）の欄18億3043万6730円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

99.8％となっております。

なお、説明資料の右端の欄に沖縄県歳入歳出決算

書の該当ページを記載しておりますので御参照くだ

さい。

２ページをお願します。

続いて、総務部所管の歳出総額について御説明申

し上げます。

予算現額（Ａ）の欄2387億3767万600円に対し、支

出済額（Ｂ）の欄2377億4949万7282円、翌年度繰越

額（Ｃ）の欄7502万5960円、不用額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

９億1314万7358円となっております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

99.6％となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明い

たします。

３ページをお願いいたします。

一般会計の歳入決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管として、予算現額（Ａ）の欄4762億6415万

9008円、調定額（Ｂ）の欄4710億181万6383円、収入

済額（Ｃ）の欄4697億2455万3437円、うち過誤納金

６億7596万5571円、不納欠損額（Ｄ）の欄１億3734万

4019円、収入未済額（Ｅ）の欄18億1588万4498円、

収入比率は、99.7％となっております。

収入済額4697億2455万3437円の主なものは、２行

下の（款）県税1310億6772万2622円。また、５ペー

ジの下から７行目の（款）地方交付税2080億7817万

8000円であります。

３ページにお戻りください。

収入済額のうち過誤納金６億7596万5571円の主な

ものは、２行下の（款）県税６億7547万3461円であ

ります。

過誤納金の主な理由としては、県税に係る減額更

正等による過誤納で、出納整理期間中に還付処理が

できない分であります。
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なお、当該過誤納については、令和元年度におい

て全て還付処理することとしております。

不納欠損額１億3734万4019円の主なものは、２行

下の（款）県税１億3090万8088円であります。

その主なものは、（項）県民税、（項）事業税、次

のページの３行目の（項）軽油引取税、（項）自動車

税となっております。

不納欠損の理由としては、滞納処分できる財産が

ない、滞納者の所在不明等の理由により、関係法令

に基づき不納欠損の処理をしたものであります。

３ページにお戻りください。

収入未済額18億1588万4498円について御説明申し

上げます。

２行下の（款）県税の収入未済額17億1660万5406円

の主なものは、（項）県民税、（項）不動産税、次の

ページの（項）自動車税となっております。

その主な要因としましては、納税者の収入の減、

失業、病気などによる経済的理由や不動産業者の経

営不振による資金難、倒産による滞納などによるも

のであります。

６ページをお願いいたします。

真ん中あたりの（款）財産収入の収入未済額4336万

3556円は、（項）財産運用収入の（目）財産貸付収入

で生じており、その主な要因は、借地人の病気や経

営不振、生活苦などの経済的理由によるものであり

ます。

７ページをお願いいたします。

真ん中あたりの（款）諸収入の収入未済額5591万

5536円の主なものは、（項）雑入の（目）違約金及び

延納利息で、その主な要因は、財産貸付収入と同じ

く借地人の病気や経営不振、生活苦などの経済的理

由によるものであります。

９ページをお願いいたします。

一般会計の歳出決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管として、予算現額（Ａ）の欄1536億2697万

9600円に対し、支出済額（Ｂ）の欄1528億4083万

616円、翌年度繰越額（Ｃ）の欄7502万5960円、不用

額７億1112万3024円、執行率は99.5％となっており

ます。

翌年度繰越額7502万5960円につきましては、（款）

総務費における公共施設のマネジメントを推進する

事業において明許繰越として計上しているものであ

ります。

繰越の理由としましては、県有施設４施設につい

て保全工事を実施したところ、３施設において補修

箇所が増となったことや設計・工事の入札手続に日

数を要したことにより、年度内の工事完了が困難と

なったことによるものであります。

次に、不用額７億1112万3024円について、その主

なものを御説明申し上げます。

２行下の（款）総務費の不用額４億6365万8247円

は、主に（項）総務管理費（目）人事管理費の総務

事務システム開発業務委託の執行残や（目）財産管

理費の那覇県税事務所をワンフロア化する事業にお

いて、３回にわたる入札不調により、事業が執行で

きなかったことなどによるものであります。

10ページをお願いいたします。

１行目の（款）公債費の不用額4838万4949円は、

主に、借入利率が当初見込んでいた利率を下回った

ことによる利子の不用であります。

７行目の（款）諸支出金の不用額2407万9828円は、

主に（項）自動車取得税交付金や、次のページの（項）

利子割交付金の不用であります。

12ページをお願いいたします。

１行目の（款）予備費の不用額１億7500万円は、

年度内の緊急支出に充用したものの残額であります。

以上が平成30年度一般会計における総務部の決算

概要でございます。

引き続き、特別会計の決算概要について御説明い

たします。

13ページをお願いいたします。

所有者不明土地管理特別会計について御説明申し

上げます。

当会計は、所有者不明土地の管理及び調査を行う

ための特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明いたします。

予算現額（Ａ）の欄２億5923万3000円、調定額（Ｂ）

の欄２億6015万8514円、収入済額（Ｃ）の欄２億4560万

6282円、収入未済額（Ｅ）の欄1455万2232円となっ

ております。

収入未済額1455万2232円は、主に４行下の（目）

財産貸付収入903万5488円で、借地人の経済的理由な

どによる滞納額であります。

14ページをお願いいたします。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａ）の欄２億5923万3000円に対し、支

出済額（Ｂ）の欄8155万3546円、不用額１億7767万

9454円となっております。

不用額の主なものは、予備費の支出がなかったこ

とによるものであります。

15ページをお願いいたします。

公債管理特別会計について御説明申し上げます。
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当会計は、公債費を一般会計と区別して管理するた

めの特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａ）の欄848億5145万8000円、調定額（Ｂ）

の欄及び収入済額（Ｃ）の欄は同額で、848億2711万

3120円となっております。

16ページをお願いいたします。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａ）の欄848億5145万8000円に対し、支

出済額（Ｂ）の欄848億2711万3120円、不用額2434万

4880円となっております。

不用額の主なものは（目）利子で、借入利率が当

初見込んでいた利率を下回ったために生じた利子の

減などによる不用であります。

以上が、総務部所管一般会計及び特別会計の平成

30年度歳入歳出決算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。

○渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました。

次に、警察本部長から公安委員会関係決算の概要

説明を求めます。

筒井洋樹警察本部長。

○筒井洋樹警察本部長 公安委員会所管の平成30年

度一般会計歳入歳出決算の概要につきまして、お手

元に配付の平成30年度歳入歳出決算説明資料に基づ

き御説明いたします。

説明資料の１ページをごらんください。

初めに、一般会計の歳入決算の概要について御説

明いたします。

公安委員会所管の歳入決算の総額は、公安委員会

計の行の予算現額27億9890万5000円に対しまして、

調定額24億6865万4478円、収入済額が24億5609万

6478円、不納欠損額は128万2000円、収入未済額は

1127万6000円、調定額に対する収入比率は99.5％と

なっております。

収入未済額、不納欠損額は、ともに（款）諸収入

における（目）過料であります。（目）過料は放置駐

車違反車両の使用者に対する放置違反金であります。

不納欠損の要因は、車両の使用者が転居先不明等で

納付命令が送達できなかったものや、財産がないた

め滞納処分が執行できず、時効が成立したものにつ

いて不納欠損の処理をしたものであります。

以下、各款ごとに順次御説明いたします。

（款）使用料及び手数料でありますが、予算現額

6415万円、調定額、収入済額ともに5955万1435円と

なっております。

（款）国庫支出金は、予算現額10億8411万2000円、

調定額、収入済額ともに７億6726万1555円でありま

す。

（款）財産収入は、予算現額13億7817万1000円、

調定額、収入済額ともに13億7834万7353円でありま

す。

２ページをごらんください。

（款）諸収入は、予算現額２億7247万2000円、調

定額２億6349万4135円、収入済額２億5093万6135円、

不納欠損額128万2000円、収入未済額1127万6000円で

あります。

この不納欠損額及び収入未済額は、先ほど説明い

たしました放置駐車違反車両の使用者が納付する放

置違反金に関するものであります。

以上が、一般会計歳入決算の概要であります。

次に、３ページをごらんください。

一般会計の歳出決算の概要について御説明いたし

ます。

公安委員会の歳出決算は、予算現額341億5918万

1000円に対しまして、支出済額は330億2423万254円、

翌年度繰越額は７億9056万7000円、不用額は３億

4438万3746円、執行率は96.7％となっております。

翌年度繰越額につきまして、（項）警察管理費（目）

警察施設費は５億6095万7000円となっておりますが、

これは糸満警察署庁舎新築工事について、設計内容、

仕様の見直しの必要が生じたことによるものであり

ます。

同じく翌年度繰越額につきまして、（項）警察活動

費（目）交通指導取締費は２億2961万円となってお

りますが、これは信号機電源付加装置整備事業につ

きまして、平成31年２月補正で増額されたことに伴

い、事業量が増加したことにより年度を超えた工期

設定が必要となったものであります。

次に、不用額３億4438万3746円について、その主

なものについて御説明いたします。

（項）警察管理費（目）警察本部費の不用額２億

3522万212円は、主に定年前早期退職者数の減による

退職手当の執行残によるものであります。

（目）装備費の不用額1971万7726円は、主に燃料

費、自動車損害保険料の執行残によるものでありま

す。

次に、（項）警察活動費（目）刑事警察費の不用額

4481万1178円は、主に捜査活動に要する経費、旅費

の執行残によるものであります。

（目）交通指導取締費の不用額1680万1375円は、

主にワンストップサービスの運用経費の執行残によ

るものであります。
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以上が、一般会計歳出決算の概要であります。

特別会計の歳入歳出についてはございません。

以上で、公安委員会所管の平成30年度歳入歳出決

算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○渡久地修委員長 警察本部長の説明は終わりまし

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）にしたがって

行うことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委員

会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由を

求めることにいたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質議の持ち時間については、決算特別委

員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、該

当ページのタブレットの通知機能により委員みずか

ら通知し、質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、委員長の

許可を得てから、重複することがないよう簡潔にお

願いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

○花城大輔委員 よろしくお願いします。

まず、主要施策の成果に関する報告書より公安委

員会のほうから質問させていただきます。

ページ433、安全なまちづくりの推進とあります。

これは刑法犯が、認知件数が16年連続減少したとい

うことで、非常に大きな成果だと思いますけども、

具体的に、地域とどのような連携をとっているのか

説明をお願いします。

○小禄重信生活安全部長 防犯ボランティアとの連

携についてお答えいたします。

県内の防犯ボランティア団体につきましては、平

成15年には98団体、4031名でしたが、令和元年８月

末現在では716団体、２万3638名となっております。

これを平成15年と比較しますと618団体、１万9607名

の増加となっております。

主な活動といたしましては、登下校時における通

学路や公園等の防犯パトロールやあいさつ運動、防

犯広報や防犯意識向上に向けた各種活動、犯罪予防

のための各種防犯活動などとなっております。

県警察といたしましては、防犯ボランティア団体

への犯罪の発生状況等の情報提供や指導・助言、合

同防犯パトロールの実施など、今後も防犯ボランテ

ィアとの連携を深めていくとともに、活動の活性化

に向けた取り組みを推進してまいります。

以上でございます。

○花城大輔委員 実は昨年、サンフランシスコ市警

を訪ねたときに、その地域のボランティア団体の方

と意見交換をする機会があって、そこでは非常に高

いスキルを持ったボランティアがいることがわかり

ました。

例えば交通事故が起こったときに、その地域のボ

ランティアのベストを着ている民間人が交通整理を

したり、またはけがをした人を救助したりとか、非

常に高いレベルがあるんだろうと思っています。

また、私の地元でも20代、30代の青年が夜間に繁

華街をパトロールして、若い世代が被害者にならな

いような、そんな運動もしているんですけども。こ

のボランティア団体に対する支援ですね、このボラ

ンティア団体の人たちが安全にパトロールできるよ

うに、その辺のスキルの向上なんかどのように行っ

ているのか教えていただきたいと思います。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

防犯ボランティア団体を支援するため、防犯ボラ

ンティアの団体へ防犯帽子、防犯ベスト、青色回転

灯等を配付しております。

また、自主防犯活動の活性化や防犯リーダーの育

成等を目的に、防犯ボランティアの研修会を開催さ

せていただいております。

以上でございます。

○花城大輔委員 それと、今、青色灯のパトロール

カーの話もありましたけれども、非常にこれもいい

事業なんだろうとは思っておりますけれども。

今、防犯カメラの必要性とか県内の設置状況はど



－56－

のようになっていますか。

○小禄重信生活安全部長 防犯カメラの必要性につ

いてお答え申し上げます。

防犯カメラにつきましては、犯罪の予防、事件の

速やかな解決など、安全・安心なまちづくりを推進

する上で有効な手段であると認識しているところで

あり、特に、犯罪の多発している地域における犯罪

抑止対策として効果があるものと考えております。

また、防犯カメラの設置主体につきましては、地

方公共団体、地域住民、事業者等といった地域社会

における団体等であるものと考えております。

県警察といたしましては、地方公共団体、地域住

民、事業者等の方々の防犯カメラ設置に関する要望

を把握した場合には、設置主体等に対して、当該地

域における犯罪の発生状況や、防犯対策等に関する

情報提供を行うとともに、防犯カメラの設置場所、

運用要領等に関する助言を行うなど、設置に向けた

支援を積極的に行っているところであります。

以上であります。

○花城大輔委員 今後、ふやしていく方向性である

との理解でよろしいですね。

○小禄重信生活安全部長 ただいまお答えしたとお

り、防犯カメラの有用性と申しますか、非常にある

と考えており、県警察は現在、各自治体の市長さん

だったり町長さん、それから関係職員に対して、警

察署長でありましたり、私もそうですけど、じかに

お会いして、設置の促進と申しますか拡充と申しま

すか、それについて継続的に要請させていただいて

いるところであります。

以上であります。

○花城大輔委員 非常にこれは期待したいと思って

おります。

我々も自民党と公明党で先月、沖縄担当大臣に、

防犯カメラの予算をふやしていただくような要請を

行ったところであります。ぜひ県もそれに足並みを

そろえて、予算の確保をしていただくようお願いし

たいと思っています。

続いて、437ページの子供・女性安全対策事業なん

ですけれども、先ほどのものと関連して、刑法犯の

認知件数は16年連続減少したんだけれども、子供と

女性に対することはまだまだ十分ではないというよ

うな、そんなコメントがあったと思っています。

今、女性の保護を求める駆け込みが、県内でどれ

くらいの件数があるのかお願いします。

○小禄重信生活安全部長 県警察におけるＤＶ相談

件数等についてお答えいたします。

県警察で取り扱ったＤＶ事案の相談件数につきま

しては、平成28年中686件、平成29年中764件、平成30年

中923件と年々増加傾向を示しております。

令和元年８月末の相談件数につきましては719件

で、前年同期比で133件増となっております。

また、ＤＶ事案の検挙件数につきましては、平成

28年中136件、平成29年中128件、平成30年中112件と

なっております。

令和元年８月末の検挙件数につきましては91件で、

前年同期比で14件増となっております。

この検挙件数91件のうち傷害が51件、暴行が26件

であり、総検挙件数の約85％が身体的暴力で占めら

れております。

以上であります。

○花城大輔委員 女性が保護を求めて警察に行って、

一時的にホテルなりどっかで保護すると。これその

後どうなるのか、何か事例のようなもの、紹介でき

るようなものがあればお願いしたいと思います。

○小禄重信生活安全部長 ＤＶ、ストーカー事案の

被害者等が女性相談所や親類、知人宅等へ避難する

ことが困難で、経済的理由によってホテル等への一

時避難をちゅうちょすることが見受けられる場合、

その宿泊費用を公費で負担しております。

宿泊費用を公費負担として被害者等をホテルに一

時避難させた事案は、平成30年度中に５件、９名で

あり、その予算執行額につきましては11万6000円と

なっております。この宿泊費補助の予算措置により、

被害の未然防止や被害の拡大防止が図られ、被害者

等の保護対策に大きな効果が発揮されております。

以上でございます。

○花城大輔委員 課題のところにホテルが繁忙期で

部屋がとれない場合があるとありましたけれども、

実際にそういったことが起こった場合はどのように

対応されているんですか。

○小禄重信生活安全部長 避難措置の際の課題、課

題を踏まえた取り組み等についてお答えさせていた

だきます。

ホテル等への一時避難につきましては、幸いなこ

とに、これまで支障が生じたことはありません。し

かしながら、県警察といたしましては、被害者及び

関係者の安全を確保するため、引き続きホテル等宿

泊施設との連携に努めてまいります。

以上でございます。

○花城大輔委員 また、一時的な保護を求めて訪れ

た方が自主的にそれをまた辞退するというケースも

あると聞いていますけども、どのようなことが今ま

でありましたか。

○小禄重信生活安全部長 御質問にありますように、
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中には被害者等が―こちらとしても一時避難をお勧

めしてもなかなか事情によって受け入れないという

場合もありますけど、県警察といたしましては、やっ

ぱり身の安全、被害者等の安全確保という面から、

説得と申しますか、指導・助言等を加えて、なるべ

くならば、可能であればホテル等へ一時避難してい

ただくという手だてを講じているところであります。

以上です。

○花城大輔委員 断った理由に関してはわかってな

いですか。

○小禄重信生活安全部長 こちらも、そういった御

事情をいろいろお聞きするんですけど、大方はなか

なかそういったお話についてお答えいただけないと

いう、自分でまた適当に避難場所と申しますか、そ

れについて探して対応してきますということもおっ

しゃったりなさいます。

そういった場合は、緊急時に備えて緊急通報装置

でありましたり、110番通報の仕組み、相談の仕組み

等々について指導・助言をしっかりと加え、場合に

よっては、継続的な連絡体制を確保しているという

ところであります。

以上です。

○花城大輔委員 続いて443ページの交通環境の整備

についてなんですけども、昨年の９月に沖縄本島を

直撃した台風の際に、県内各地で信号が停電して、

長いところでは４日から５日、信号がつかない交差

点で車が渋滞を起こしていたという現象があったか

というふうに思っております。

これですね、実際そのときにはどのような問題が

あってどう対応したかということは今、説明できま

すか。

○宮城正明交通部長 信号滅灯の箇所等については、

事前に警察―我々のほうで、この区域であればどの

交差点を優先するとか前もって計画を立てておきま

して、その地域で滅灯があったときは、可能な限り

警察官を配置して、ただ、警察官の人数にはある程

度限りがありますので、優先する場所を調整しなが

ら対策をとっていく。それ以外に電源付加装置つき

の信号機の整備を進めておりますので、停電になっ

ても自家発電等で信号が作動するというような対策

を進めているというような状況です。

○花城大輔委員 県内で同時に同じような事例が起

こった場合の対応の難しさというものは理解をいた

します。

そして、今、地域から一番要望が出ているのは信

号の設置とか標識の設置。そして、私はそれに応え

るだけの予算が確保されてないのかなというふうに

思っているわけですけれども。今現在、地域からど

れぐらいの設置の要望数があって、それにどの程度

応えられているのかというのは把握していますか。

○宮城正明交通部長 ことし８月末現在の要望件数

については596件あります。これをまた警察署のほう

でいろいろ現場の調査とか吟味して、これを警察本

部のほうに上申に行きますけど、警察本部のほうで

は、その事故の状況とか設置の基準等ありますけど

も、交通量あるいは周囲の信号機の配置の状況、そ

れを吟味して正式に設置を決めるというような状況

です。

○花城大輔委員 590件余りの要望があって、それに

対して取捨選択をしないといけない状況は、これは

もう明らかに予算が足りていないんだろうと思うん

ですね。要は必要のないところに信号をつけてくれ

という住民はいないと思うわけですよ。これは実際、

警察が県民の要望に対して応えるためには、今後ど

のようなことが必要になっていると考えていますか。

○宮城正明交通部長 実は信号機の設置の場合は新

設だけではなくて、今2119、これは平成30年度末で

すけれども、信号機の設置があるんですけれども。

この18％に当たるものが更新時期を迎えておりまし

て、これの更新のほうにも予算を充てていかないと

いけないというところもあります。

また、要望のものについては、先ほどの基準に従っ

て新しい道路ができたり、また、その流れによって

交通量あるいは事故の件数というのはいろいろ変

わってきますので、そういった形の中で必要なとこ

ろに新設していったり、あるいはこの流れの変化で

必要性がちょっと弱くなったというところも出てき

ますので、そこは移設という形でやっていきます。

ただ、これを大量に同時に同じ時期に設置しますと、

同じ時期にまた更新を迎えるということもあります

ので、我々としては計画をして平準化を図りながら、

住民の要望に応えていくというふうに作業を進めて

おります。

○花城大輔委員 非常に苦しい状態なんだろうなと

お察しをいたしますけれども。課題のところに載っ

ている老朽化対策についても、保守管理費用の確保

状況についても全て原因は同じだと思うんですよ。

ぜひ総務部長、その辺を考えていただいて、予算の

確保に努めていただきたいなと思っております。

続けて446ページのサイバーセキュリティ対策、こ

れは、この１ページ前の国際テロにも通ずるんです

けど。国会議員の研修会に出たときに、まさしくこ

のサイバーテロの内容でありました。ある外国の空

港がサイバーテロに乗っ取られて、館内を全て違う
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音楽が流れて全ての案内ができなくなって空港が麻

痺しているという状況を動画で見たわけですけども。

国内では、または県内ではそういったことは全く聞

いたこともない、そんなところだと思うんですが。

これは今、この取り組みがうまくいっているのかど

うか、その辺を確認したいと思います。

○花岡一央警備部長 お答えいたします。

まず、警察におきましては、国民生活や経済活動

の基盤となるインフラの中で機能が停止、低下いた

しますと特に大きな混乱を招くと認められる航空で

ありますとか、電力、ガス、水道などの重要な分野

につきまして重要インフラと位置づけて、これらに

対するサイバーテロの未然防止とサイバーテロが発

生した場合の緊急対処能力の向上に努めております。

具体的な取り組みについて申し上げますと、警察と

重要インフラ事業者で構成しております沖縄県サイ

バーテロ対策協議会を設置いたしまして、連絡体制

を確立するとともに、個別に企業を訪問したり対処

訓練を協働で行ったりすることによって、情報の共

有や連携強化を図っているところであります。こう

いった取り組みを通じまして、県内の重要インフラ

事業者の対処能力というのは向上しているものと理

解をしております。

○花城大輔委員 専門性を持った職員数とか、配置

人数的に今のところ十分なのかどうかその辺お願い

します。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

最近のサイバー空間における犯罪動向を踏まえま

すと、県警察においても情報通信技術を有する職員

は必要と考えております。そのため、警察組織内の

教育課程で育成した高い情報技術を有する職員を育

成しているほか、いわゆるＩＴ企業等における勤務

歴を有し、高いＩＴスキルを持つ職員を採用してい

るところであります。県警察といたしましては引き

続き、サイバー空間における動向を踏まえ、高いＩ

Ｔスキルを持つ人材の採用及び育成に努めてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○花城大輔委員 今後もスキルの向上を目指して取

り組んでいただきたいと要望いたしまして知事公室

関係の質問に移りたいと思います。

まず、１ページの危機管理・国民保護対策事業で

あります。これは成果のところに図上訓練の実施を

行ったというふうにありますけども、図上訓練を行っ

た成果は、どのような評価をしているのかお聞かせ

ください。

○池田竹州知事公室長 お答えします。

県では平成30年度、国、市町村と共同で、図上訓

練と実動訓練からなる国民保護共同訓練を実施した

ところであります。

図上訓練につきましては、別途実施したテロを想

定した実動訓練の流れと同期しまして、情報伝達、

初動対応や国による事態認定を踏まえた訓練を本年

１月25日に県庁４階講堂及び各市町村で実施いたし

ました。当該訓練におきまして、関連機関相互の役

割確認や情報連絡体制の強化など、国民保護に対す

る対処能力の向上が図られたものというふうに考え

ております。

○花城大輔委員 今、図上訓練と伴い実動訓練とおっ

しゃいましたけど実際に避難訓練を行ったというこ

とですか。

○池田竹州知事公室長 その前日に、那覇市を会場

にいたしまして避難訓練を伴った実動訓練も実施し

ております。

○花城大輔委員 国、市町村と共同で行ったという

ふうにありますけど、実際、国のどこと連携して行っ

たんですか。

○池田竹州知事公室長 今回の訓練におきまして、

国からは内閣官房、総務省、消防庁、そして県内の

各自衛隊に参加いただきまして、情報連携や事態認

定、そしてこれらに伴う指示、自衛隊における実地

対処活動などに取り組んだところでございます。

○花城大輔委員 自然災害における対応は内閣府、

また、戦争等の有事における対応は内閣官房とあり

ますので、まさにその有事の際を想定しての訓練だ

と理解しますけど、市町村はどの程度参加されてい

ましたか。

○池田竹州知事公室長 まず、実動訓練の会場とな

りました那覇市におきましては、現地対策本部の立

ち上げや消防の活動につきまして、国や県及び近隣

消防などと連携した訓練を行ったところでございま

す。また、全ての市町村を対象にしまして緊急情報

ネットワークシステムによる情報伝達訓練を実施し、

国からの警報の通知や避難情報、救援の情報などを

発信して各市町村での端末での受信確認なども行っ

たところでございます。

○花城大輔委員 この訓練のあり方とか、実際に起

こったときにどう一人でも多く助けることができる

のかということも踏まえて、もう少し周知徹底する

べきだと思っております。

次の質問に移ります。２ページの消防防災ヘリ導

入検討事業の中の市町村に意思確認を行ったとあり

ますけど、今現在、この意思確認の内容はどうなっ

ていますか。
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○石川欣吾防災危機管理課長 意思確認の内容につ

いてですけれども、ハード、ソフト面の整備を推進

していくために、予算確保等を念頭に置きながら長

期間調整を要すると考えておりますので、一定の方

向性として合意を得た上で、整備の準備作業を推進

していくような必要性があるものと考えております。

そのため平成31年３月、全市町村に対しまして、消

防防災ヘリコプターの導入についてという問題とあ

とは導入推進協議会、これは進めていくための仮称

の協議会の名前ですけれども、これに参加する意思

があるかどうかの２点について意思確認を行ったと

いう内容でございます。

○花城大輔委員 なので、意思確認を行った結果ど

うなっていますかということなんです。

○石川欣吾防災危機管理課長 現在ですけれども、

６月18日に市町村の意見交換会をまたやったんです

けれども、それを経た上でまた８月に、再度の意思

確認を行って―今現在の状況というのは、全市町村、

明確な反対はないという状況なんですけれども、残

り６団体のところで、もうちょっと立ちどまって考

える必要があると、事前に協議すべき事項があると

いう団体が６団体になっている状態でございます。

○花城大輔委員 この６団体は反対ではないと、県

がやるならやっていただきたいと。ただ、協議会に

は入りませんよというような意思表明だったんでは

ないですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 入りませんよという

よりは、入る前にもう少し協議をしたほうがいいの

ではないかという意見でございます。

○花城大輔委員 これはどんなことが懸念になって、

そのような態度保留のような形になっているんです

か。

○石川欣吾防災危機管理課長 問題は大きく分けて

４つございまして、まず１つ目が活動範囲や必要性

に関することです。方針として、本島にまず１機配

備するというような調査報告書になっておりますの

で、離島をどう考えるのか、先島、大東をどう考え

るのかという問題が１つ。

それから、隊員の派遣の問題ですね。消防隊員を

各消防本部から招集するような、派遣していただく

ようなスキームになりますので、そもそも消防隊員

が出せるのかというところが１つ。

それからもう一つが、その派遣隊員の人件費に対

する県の負担だったり、支援だったりはあるのかと

いう問題が１つ。

４つ目が市町村間ですね。人件費を案分していた

だくというスキームになるんですけれども、その案

分の内容をどうするかという４つございます。

○花城大輔委員 そもそも、基本的な整理をしてお

かないといけない事項が整理されてなくて、このよ

うな形になっているんだと私は思っていますけども。

この消防防災ヘリ導入を企画して、どれぐらいの期

間を今まで要したのか。そしてどれぐらいの予算を

今まで使用したのか、これ今説明できますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 平成27年度に北部地

域から要請を受けてこの事業は立ち上がっているん

ですけども、平成29年度に1400万円ほどかけて調査

検討事業というのを実施しております。その後、30年

度、昨年度600万円余りをかけて合意形成に至るよう

な、そういう事業を実施したわけでございますので、

足かけ２年、丸２年今はやってきたところでござい

ます。

○花城大輔委員 これは大変失礼な質問になるかも

しれませんけど、２年やってきてこのような、そも

そもの話がまだまだ決まっていない状況というのは、

ひょっとしたら今、県庁内にこの防災ヘリに関する

専門的知識を持っている人がいないんじゃないです

か。いかがですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 専門的な部分という

のが、私たちに欠けているのかというのもありまし

て、実際には事業の部分、委託を含めてアドバイス

をいただきながら進めているところでございます。

○花城大輔委員 非常に進捗が心配になってきます

けど。当初は委託運航する予定だったというふうに

も聞いていますけども、消防庁からは自主運航が望

ましいと、いろんな意味で専門的な知識を持った人

間がそこにいてやるべきだというような話も聞いて

おります。次年度、しっかりと取り組んで、今出て

いる問題を解決していただきたいと思っております。

次は６ページのワシントンの駐在員事業なんです

が、少しずつ予算が減ってしかも執行率が低下をし

ています。毎年、同じような内容ではないかなと私

は思っているんですけど、なぜこういった状況が起

こっていますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

ワシントン駐在員活動事業は前年度の実績を勘案

し予算を計上しております。

平成28年度当初予算については、平成27年度当初

予算に事務所設置時に係る初期費用が含まれていた

ため前年度と比較し563万3000円の減となっておりま

す。

平成30年度当初については、これまでの実績を勘

案し、積算を見直し、前年度比183万7000円の減とし

ております。
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事業費については、事業終了後に精算書類を提出

させ、内容確認を確定しており、執行率は平成27年

度95.3％、平成28年度90.3％、平成29年度97.8％、

平成30年度89％となっております。

今後とも駐在員と連携を図りながら計画的な執行

に努めてまいりたいと考えております。

以上になります。

○花城大輔委員 今、実績という表現がありました

けど、皆様が実績と呼ぶものを我々は実績と認めな

いという議論が平行線でずっとこれまでやってきた

中で、多分このワシントンの駐在員の事業について、

皆さん多分やる気がなくなっているんだろうなと

思っています。来年の予算書に載るか載らないか、

非常に楽しみでありますけども。今回、玉城知事が、

面談日程が決まらないままアメリカに行かせた、こ

れはワシントン事務所の恥だと思いますよ。

質問を終わります。

○渡久地修委員長 花城委員の質疑は終了しました。

中川委員から質問時間の５分を又吉委員に譲渡し

たいとの申し出がありましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので

御承知おき願います。

それでは、質疑を行います。

又吉清義委員。

○又吉清義委員 決算の概要と皆さんの説明を見て、

非常に漠然として細かいところが見えづらいもので

すから、公室長がつくった平成30年度の歳出予算事

項別積算内訳書というものがあるんですが、お手元

にありますか。なければ数字と業務名だけ言います

ので、お手元になければページを言ってもどうしよ

うもないかと思います。業務内容ですので皆さんが

すぐわかるかと思います。皆さんがつくった知事公

室のものですから。例えば、ほとんど基地関係業務

費と基地対策調査費だけですので、それは皆さんが

プロフェッショナルですからおわかりかと思います。

ページは予算書は11ページになるんですが、基地

関係業務費ということで、毎年度４万4000円の専門

家謝礼金とあるんですけど、これはどんな事業を行

いましたか、30年度も。

○溜政仁参事兼基地対策課長 基地問題に関する業

務において、時々専門家の意見を聞くために謝礼金

を支払っているものでして。平成30年につきまして

は、他国地位協定についての報告書を作成する際に、

専門家の意見を聞いたというときに使用をしている

ものでございます。

○又吉清義委員 確かに専門家謝礼金ですから、専

門家の意見を聞いたことはよく御存じです。どういっ

た関係の方から聞きましたかということをもう少し

詳しく説明していただけませんか。もう少し具体的

にお願いいたします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 平成30年は２名の方

から御意見をいただきまして、その２名とも大学教

授でございます。

○又吉清義委員 ですから、もう少し丁寧に説明し

ていただいたら一発で終わるんですが。２名の大学

教授というのはどなたですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

まず、お一人目が法政大学の明田川教授。もう一

人が、東京外語大学の伊勢﨑教授でございます。

○又吉清義委員 ありがとうございます。

次に移ります。次、同じく12ページの基地関係、

同じく業務費で特別旅費、知事等訪米旅費782万

6000円の予算計上なんですが。これは具体的に幾ら

執行して、知事１人で780万円を使うことはあり得な

いと思うんですが、この中身ですね、どういった方

が随行してどういうふうに執行されたか御説明をお

願いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 知事の訪米は昨年

11月11日から16日に行われまして、その際には知事

のほか８名―ワシントン事務所含めて８名、ワシン

トンの事務所を除いて６名の職員が随行しておりま

す。

○又吉清義委員 済みません、ちょっと私の考えが

間違いですか。訪米するということは、知事はまず

沖縄からワシントンに行くわけですよね。まずお一

人ですよね。そして残り６名は、ワシントン事務所

にいる６名の方が随行して行ったということなんで

すか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 大変申しわけござい

ません。

まず、ワシントンに沖縄県から行ったのは知事を

除いて６人になります。それにワシントン事務所の

職員も一緒に同行したという意味で、合計、知事も

含めて９名ということで説明いたしました。

○又吉清義委員 この沖縄から随行して行った方々

というのは、どういった知事との関係の方々ですか。

お名前を述べることもできますか、どういった関係

があるのか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 昨年は知事のほか知

事公室長と知事秘書、それと通訳、基地対策課の副

参事、基地対策課の担当職員、あと辺野古新基地建

設問題対策課の担当職員が随行しております。

○又吉清義委員 じゃあ、このようにすばらしい面
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々の方々、プロフェッショナルな方々が訪米してお

りますが成果等はどういったものがございましたか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明します。

通常、これまでの訪米ですとワシントンＤＣを中

心に訪米していたんですけれども、前回は経済・文

化の中心であるニューヨークを訪問しております。

ニューヨーク大学において講演しておりまして、そ

の中で知事はなぜ沖縄がこのような状況に追い込ま

れたのか、日米安保体制による過重な基地負担をな

ぜ沖縄だけが強いられ続けているのかを説明してお

ります。

また、その後、国連の中満事務次長とお会いして

おります。またワシントンＤＣに移動後、国務省、

国防総省、有識者の方々と面談しております。知事

からは、対話を基本姿勢としているので、お互いそ

れぞれ考え方やこれまでの計画を主張しつつも、対

話によって解決の糸口を見つけていく努力を重ねて

いきたいというお話をしております。ある程度の理

解が得られたものと考えております。

以上になります。

○又吉清義委員 余り時間がありません。

有識者の方々は私たち全く知らないです。後で、

名簿等いただけますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 後ほど。

○又吉清義委員 次ですね、同じく20ページのほう

の委託料というのがあるんですよ、基地対策調査費

委託料なんですが。例えば他国地位協定調査、有識

者連携等推進、国内外情報とありますが、こういっ

た基地対策の委託料というのは、どういった関係に

具体的に委託をしたのか。これが決算書から見えて

こないんですが、それについて御説明お願いいたし

ます。

○溜政仁参事兼基地対策課長 主なものを申し上げ

ます。

平成30年度の他国地位協定調査につきましては、

東京の株式会社アミットというところに委託してお

ります。それと、有識者連携等の推進事業につきま

しては、アメリカでの事業が中心になりますので、

ワシントンコアというところに委託しているという

ところでございます。

以上です。

○又吉清義委員 ちょっと聞こえづらかったんです

が、他国地位協定調査というのは、東京のアンとい

う株式会社ですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 アミット。

○又吉清義委員 ごめんなさい18ページに戻ります

けど。18ページのほうで、基地対策調査でとにかく

頑張っていることよくわかります。その中で、18ペー

ジの辺野古新基地建設問題対策事業ということで、

この事業の中で私びっくりしたんですが、講師等謝

礼金というのが予算で180万円余りも組まれておりま

す。180万円余りの講師というのは、一体、県で何回

ぐらいそういった事業を行ったのか、どういった方

々がやったのか。まず、県で何回この講師を務めて

その事業が行われたか、その実績から御説明しても

らえますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 この

報償費のほうはですね、専門家ということで、環境

分野の専門家でありますとか、いろいろ地盤環境と

かの専門家でありますとか、そういった方からの意

見聴取のためのアドバイザーということで、意見聴

取のために計上しているものでございます。ただ、

平成30年度のほうはですね、こうした専門家からの

意見聴取が少なかったということで不用額が160万円

程度発生しているというような状況でございます。

○又吉清義委員 その中で、今のように講師をお願

いして開催したということでそれでよろしいかと思

いますが、具体的にこういった講師に日当、どのぐ

らいお支払いいたしますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 これ

は日当ではなくて時給という形でお支払いしており

まして、時給4000円から5500円という形での設定に

なっております。

○又吉清義委員 時給4000円から5500円ですか。こ

れは１日約８時間行うと計算していいんですか。そ

れとも、午前午後とか、時給ですから、かかった時

間なんですが、具体的に何時間ぐらいこういったお

話し合いをいたしますか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 意見

聴取の時間帯にもよりますけども、おおむね、通常

２時間程度だというふうに認識しております。

○又吉清義委員 おおむね２時間程度、理解できま

す。それは学識ある有識者の方々ですから、一般の

方々とは違う方々だと思いますので、それなりの専

門職だと思いますので、それはそれでよろしいかと

思います。

次ですね、この下のほうにあります同じく旅費が

あるんですが、ワシントン駐在員活動事業というこ

とで旅費が出ておるんですが、313万円余りですね。

これはワシントン駐在員活動事業費の旅費というの

は、具体的に沖縄県を往復する旅費であるのか、何

の旅費でありますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 委員御指摘のとおり、

沖縄とワシントンの往復の旅費であったり、国内の
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旅費。例えば米国内の知事の訪米の随行の旅費、あ

るいは県人会等々の交流等もございまして、そのと

きにも旅費が支出されるということになっておりま

す。

以上です。

○又吉清義委員 この関係者の方の旅費であるから

それでよろしいかと思います。そうすると、この下

にあります辺野古新基地建設問題対策事業で約

2000万近くの旅費が入っているが、この方々はどの

ような方々なんですか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 辺野

古対策事業における旅費1945万1000円なんですけど

も、これは内訳としましては普通旅費として1183万

9000円が普通旅費となっております。これは普天間

飛行場負担軽減推進会議でありますとか、同作業部

会、あるいは国との調整、そういったものに利用す

るための職員の旅費という形になっております。そ

の他の旅費としては、特別旅費としまして米国シン

ポジウム等の出張の際を見込んで、旅費として職員

分を計上していたものでございます。ただ、これは

先ほど話がありましたとおり、訪米のほうにおきま

して、その中身を代表してできたということで職員

１名のみの執行という形のものになっております。

あとは、この費用弁償につきましては、弁護士さん

のですね、行政報告書の意見交換であるとか、そう

いった弁護士さんの費用、旅費という形になってお

ります。

以上でございます。

○又吉清義委員 今、ちょっとダブりがあるのかな

と思って細かいことは聞きませんけど。この対策事

業の旅費について資料としていただきたいんですが

よろしいでしょうか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 後ほ

ど提供いたします。

○又吉清義委員 先ほど、弁護士等の旅費等も入っ

ているということなんですが。弁護士はまた下のほ

うに辺野古新基地建設問題対策事業、非常勤職員の

通勤費用とか弁護士等費用弁償等が入っております。

この内訳というのは非常勤職員が幾らなのか、弁護

士が幾らなのか、内訳はどのようになっております

か。内訳だけでよろしいですよ。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 費用

弁償のほうにつきましては、予算としましては491万

8000円となっていますけども、非常勤のほうの通勤

費用としまして14万7000円。それから、弁護士さん

の費用弁償としまして477万1000円というような内訳

になってございます。

以上でございます。

○又吉清義委員 次に移らせていただきます。この

19ページにあります同じく基地対策調査費で、米国

でのイベント開催、関係機関との連絡調整費という

予算がついておりますが、これについてどなたがそ

ういった連絡調整を行い、そしてどういうふうに進

めていくのか、その辺を少し御説明していただけま

すか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 今、御指摘の予算に

つきましては、実際のところは事業実施できません

でして不用として処理しております。

以上です。

○又吉清義委員 そうすると、次のほうにあります

沖縄・米国往復、米国内出張。この特別旅費という

のはどなたなのか。先ほどの前のページでは関係職

員のものが313万円入っているということだったんで

すが、この旅費というのはどなたの往復旅費なのか

御説明お願いできますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 この特別旅費につき

ましては、説明の中では米国での調査等って書いて

あるんですけれども、これは主に他国地位協定の調

査のために海外へ行くための特別旅費として使用し

ております。

○又吉清義委員 主に地位協定の予算もかなり組ま

れているものですから。非常に私はまた、辺野古基

地に関する問題かと興味を持って聞いておりますが。

そうすると、同じ特別旅費で米国での情報発信に係

る出張等というのは、これは要するに、地域協定と

辺野古基地と２つ分けてあると理解してよろしいわ

けですね。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 米国

での情報発信に係る出張等というのは、先ほども説

明しましたけれども、当初予定していました米国等

シンポジウムへの出張費として計上しているところ

でありまして、これにつきましては、知事の訪米の

際に講演等にかえてやったということで、実際、米

国等シンポジウムは開催しておりませんので、出張

に行った同行したものの旅費のみ執行しているとい

う状況になります。

以上です。

○又吉清義委員 皆さん、先ほど米国に出張のとき

に随行した方というんですが、そうすると、当初聞

きました知事等訪米費700万円余りもこの担当がつい

て行った。じゃあここを随行していった方というの

は、これとは別のメンバーなんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 先ほどお答えしまし

た知事の訪米の際に、知事含めて７名訪米して、そ
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のうちの６名がうちの基地関係業務費で支出してお

りまして、残り辺野古の職員１名の分を辺野古の費

用で負担しているということでございます。知事の

訪米に関しては、基地関係業務費の中と、辺野古の

費用で賄っております。調査費ではない。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 事項

の基地対策調査費の中で組まれております旅費は辺

野古対策のほうで計上していた旅費になります。こ

れについては、うちの職員１名が訪米に随行して行っ

たというところでございます。

○又吉清義委員 要するに、１名の随行職員とその

出張旅費と、残りの予算は情報発信でそこに活動し

たと理解してよろしいですか。１人の旅費で260万円

は出ないかと思いますけど。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 先ほ

ども言いましたけども、当初は情報発信ということ

で米国等シンポジウムを予定しておりまして、その

ために269万4000円を計上していたところですけれど

も、知事の訪米にあわせまして講演等を行ったもの

ですから、米国等シンポジウムはそれでかえたとい

うことで実施しておりません。ですから執行したの

は１名の旅費という形になりまして、55万5334円を

執行しているという状況で、残りは不用額という形

になっております。

○又吉清義委員 次に移らせていただきます。次、

同じく20ページの先ほどの委託料のほうに移ります

けど、辺野古新基地建設対策事業ということで情報

発信、法律相談等ということで皆さんの当初予算は

2800万円余り組まれています。これは最終的に決算

ではどういうふうに不用額が出たのか、情報発信と

法律相談等というのは具体的にどのような予算内訳

になったのか。プールになっているものですから非

常にわかりづらいんですが。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

まず、情報発信につきましては、先ほど来お伝え

しています米国等シンポジウム等があります。それ

から、パンフレットの作成というものもありまして、

そこあたりが不用額という形になっております。法

律相談につきましては、当初予算のほうの648万円が

計上されていたんですが、予算現額が550万円となり

まして、執行額が518万4000円で、不用額は1032万

4000円という形になっているところでございます。

○又吉清義委員 早過ぎて聞こえづらいんですが、

もう少し落ち着いて御説明できませんか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 じゃ

あ再度。情報発信としましてはパンフレット作成等

の業務と米国等シンポジウムを予定していました。

それを委託料という形で計上しておりましたけれど

も、ここあたりについては実施しませんでしたので

不用額となっております。パンフレット作成等業務

が453万4000円が不用額。シンポジウムに関しては

1710万9000円が不用額という形になっております。

法律相談としては、予算現額が550万8000円で執行額

が518万4000円、不用額が32万4000円という形になっ

ているというところでございます。

以上です。

○又吉清義委員 シンポジウムも開催されなかった

ということですか、ちょっと残念ですね。

次、21ページのほうに移りますけど、この予算も

皆さん、前に沖縄コレクションということで基地対

策調査費で補助金を毎年出しておるんですが、これ

も今年度、沖縄コレクション、補助金は実施はされ

ていないというふうに理解してよろしいんでしょう

か。

○溜政仁参事兼基地対策課長 沖縄コレクションに

つきまして、米国のジョージ・ワシントン大学の図

書館に沖縄コレクションというコーナーを設定して

いるものに対する補助金でございます。当初の予算

が800万、決算額が799万9992円ということになって

おります。

以上です。

○又吉清義委員 今年度は800万円の予算で799万円

で執行されたという理解でよろしいわけですよね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 それで結構です。

○又吉清義委員 やはり執行されてから、皆さんこ

の沖縄コレクション、しっかり事業報告として平成

29年度は計上されているんですよ。１年以上たって

も、平成30年度は掲載されていないものだから、私

はてっきり不用額なのかなとしか解釈していません

でしたが。じゃあ具体的にこの公開セミナーとワー

クショップ、平成30年度はどなたが出ていって行い

ましたか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 公開セミナー及び

ワークショップにつきましては、平成29年度までの

事業でございます。30年度につきましては、図書館

の管理する司書の費用だったり蔵書の整備に充てる

費用として支出をしております。

○又吉清義委員 この平成30年度の790万円余りの出

費というのは図書館の図書費用に充てるということ

なんですか、そういう説明ですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 沖縄コレクションを

管理している司書の方の費用とその蔵書の整備とい

うことに充てております。
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○又吉清義委員 費用に充てることも別に物言わな

いんですが、やはりしかし、趣旨目的を外れており

ませんか。このコレクションというのは、もちろん

費用に充てるものも当たっております。沖縄の文化

芸能も大いにしっかりとそこで行う。そして、基地

問題等についても議論をする。こういうことはせず

に、一管理費だけに790万円を充てたというふうに理

解してよろしいわけですね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 沖縄コレクションの

補助金につきましては、目的として沖縄の歴史、政

治、社会、経済、文化等の図書及び資料の充実化を

図り、沖縄について容易に研究や学習ができる環境

を整備するということが主な目的となっております。

平成30年度はその目的のために人件費及び物件費、

図書の購入等に充てたということでございます。

○又吉清義委員 皆さんの今の説明を聞いていると、

そういった趣旨、目的、図書費に充てたとしか聞こ

えないんですが、先ほどの米国を訪米する中でいろ

んな情報発信、これ、もしかして行われてないのか

なと。先ほどの基地建設問題対策事業で、米国の情

報発信に係る出張料も職員を派遣したんだけどシン

ポジウムは行わなかったというもんですから。です

から、ワシントン事務所の予算も減ったのかなと思

いますけど。その中で具体的にお伺いしますけど、

このように皆さん莫大な予算をかけて訪米もしてお

ります。そして地域でも活動しております。これ、

ここ一、二年じゃなくてワシントンＤＣ事務所を米

国に設置して、訪米であれ知事であれ、多くの方々、

知事公室長、担当課も行っております。その中で、

基地問題の対策事業として具体的に改善された点は

何があるのか、御説明していただけませんか。

○池田竹州知事公室長 私のほうから総括的な形で

お答えさせていただきます。

まず、訪米関係でございますけども、ワシントン

事務所の設置も含めまして、連邦議会調査局、そし

て連邦議員の補佐官などと定期的な意見交換をする

ことで、沖縄の情報発信、特に事件・事故が発生し

たときに迅速な―沖縄の、特に県民の事件や事故に

対する憤りなど適切に伝えて、それは国務、国防両

省からも、そういった情報提供についてはある程度

評価を受けていると思います。

先ほどの沖縄コレクションですけども、今、蔵書

数が何冊か失念していますけども、全米の図書館ネッ

トワークにつながるようになりまして、かなり周知

度も上がっていて沖縄のことを学ぶ方々の利用が非

常にふえているというふうに聞いております。

あと、基地問題全般の中でいきますと、例えば地

位協定の改定につきましては、これまでも日弁連さ

んであるとか、あるいは国政与党でも改正の動きが

ありますけども、全国知事会として昨年初めて決議

に至った、政府に要望として出すという形で、そう

いった面ではある程度の効果を上げているというふ

うに考えております。

○又吉清義委員 今、公室長がおっしゃるとおり、

確かに我々議会も執行部も、事件・事故、これに向

けて努力しているのはよく理解しています。ですか

ら、このように皆さんが莫大な予算をかけて訪米を

する、具体的に基地問題対策事業といういろんな事

業を行う中で、やはりこれはことしだけじゃなくて、

皆さん数年前からやっているわけですよ。ですから、

その中で、実績は何がありましたかと、皆さんとし

て、こういうふうにして解決ができる、やはり一日

も早い危険性の除去、それをするために具体的にど

うあるべきかと。そういった問題を解決するミーグ

チグヮーはまだ見つかりませんか。

○池田竹州知事公室長 特に基地の整理縮小あるい

は普天間飛行場の危険性の除去につきましては、非

常に大切な問題だと思っております。また、嘉手納

飛行場を含めまして、住民の方々の切実な問題であ

る騒音問題などにつきましても、定期的な意見交換

あるいは軍転協の要請などを通して、騒音に関して

は、法の規制をきちんと守るようにということを再

三政府に要請しているところですけども、なかなか

具体化、実現には至ってないのも事実でございます。

ただ、ＰＦＯＳの問題も含め基地への立ち入りとか、

きちんと県として求めるべきことは日米両政府、米

軍に対してきちんと求めていきたいと思っておりま

す。なかなか基地問題、事件・事故への対応なども

含めて具体的にこれがすぐ改善できるというものも

難しい面もございますが、例えば航空機事故の際の

ガイドラインにつきましても７月に改訂されて、一

応、幸いにしてその後事故が発生していないので、

どういう形で運用されるかは注視する必要がありま

すけども。いわゆる内周規制線の中にも日本側が入

れるというような形で改善されている部分もござい

ます。少しずつかもしれませんが、改善できるよう

にこれからも努めてまいりたいと考えております。

○又吉清義委員 私は個人的には、知事公室長、努

力している姿勢もよくわかるんですが、今の皆さん

の対応でよろしいのかなととても疑問を感じるが、

あえて申し述べておきます。皆さん対話するという

中で、私からすると裁判に明け暮れるばっかりです。

既に１億6000万円も使いましたよと。そして30年度

もこれ莫大な予算を使いました。しかし、何ら解決
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はしておりませんよと。対峙をするのではなく、皆

さんが国と一体になって協力したら、13年もかかる

埋め立ては10年もかかりませんよと。私はそのほう

が早い近道だと思うし、皆さんが本当に基地の整理

縮小というのを本当に心の芯から思っているんであ

れば、普天間飛行場が返還されることにより、1100ヘ

クタールが返ってきますよと。すごい基地の整理縮

小と思いますよ。違いますか。

○池田竹州知事公室長 今、委員の御指摘の嘉手納

以南の統合計画ではおっしゃるとおりだと思います。

私どももＳＡＣＯ、そして統合計画に基づく返還は、

ＳＡＣＯ合意当時の内容と異なる辺野古移設を除き

まして、着実に推進をしていくという立場でござい

ます。その間、例えば政府のほうでも地盤改良には

数年かかる。３年、４年かかるというような説明も

ございます。その辺はまだ正確な期間、あるいは全

体の工期なども示されておりませんので、私ども本

当にそれだけ早い時間でできるのかとかなり疑問を

持っております。その間、決して今の普天間飛行場

の危険性が放置されることはあってはならないと考

えておりまして。そのためにも例えば具体的な提案

としまして、航空機、所属機の長期ローテーション

配備、今、訓練の県外移転がされて、それは評価し

ますけれども、１週間とか10日間という非常に短い

期間です。これを２カ月、３カ月という形で県外、

国外でやることで実際に目に見える形で負担軽減が

図られるものと考えておりまして、それをきちんと

日米両政府に求めるとともに、騒音規制措置をきち

んと遵守していただくよう、やはりこれはもう住民

の切なる願いですので、引き続き強くそこはあらゆ

る機会を通じて求めていきたいと思っております。

○又吉清義委員 ですから、あらゆる角度から求め

ていく。であるならば、一日も早く決まった危険除

去に向けてなぜ皆さん鹿児島の馬毛島も行かないん

ですかと、なぜですか。

○池田竹州知事公室長 馬毛島につきましては以前、

公党から要請がありまして、当時の翁長知事が現地

を視察しております。その後、防衛のほうでいわゆ

る地権者と交渉しているところの状況だというふう

に把握しております。その後の状況も推移も見なが

ら、どういった形でのいわゆる訓練の移転とかが実

際に行われるかも踏まえて今後、対応、検討してい

きたいと思います。

○又吉清義委員 最後に、よく基地の過重負担とおっ

しゃいますが、何パーセント以下でしたら過重負担

じゃないんですか。

○池田竹州知事公室長 なかなか数字で申し上げる

のは難しいかと思います。先ほど委員の御指摘もあ

りました統合計画、嘉手納以南が全て返還されたと

しても、69％の専用施設が残るというのがあります。

それを少しでも少なくするために、知事のほうはＳ

ＡＣＯ検証を行うＳＡＣＯＷＡ、あるいは万国津梁

会議におきましても基地のさらなる整理縮小につい

て議論をお願いしているところでございまして、少

しでも、1100ヘクタールの返還は当然やっていただ

きますけど、それで終わりというふうには私どもは

考えておりません。21世紀ビジョンでも将来的には

基地のない沖縄というのが描かれていますので、そ

の実現に向けて取り組んでいきたいと思います。

○又吉清義委員 ありがとうございました。

○渡久地修委員長 中川京貴委員。

○中川京貴委員 平成30年度歳入歳出決算説明資料、

知事公室において質疑を行います。ページは３ペー

ジです。

３ページの、先ほど知事公室の総務費の当初予算

額50億4000万円の中で、補正予算において約５億

4800万円の補正がなされています。しかし、不用額

においては約４億2300万円が出ております。先ほど

知事公室長から主に不用額については説明いただき

ましたが、防災費について質疑いたします。当初予

算においては、32億7140万7000円を組んでおりまし

たが、約1000万円の補正もしております。しかしな

がら今回、１億8000万円の不用額を出した理由につ

いて説明を求めます。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

不用額が１億7519万8000円あるんですけれども、

その内訳としまして、市町村支援事業、これは不発

弾対策補助費なんですけれども7238万4000円。それ

から住宅等開発磁気探査支援事業、これが6793万

4000円。それから広域探査発掘加速化事業3488万円

となっております。この理由なんですけれども、磁

気探査をしていく上で市町村支援事業においては、

市町村事業の関連工事ですね、これにおける設計変

更による磁気探査の数量減がまずございます。それ

から、住宅等開発磁気探査支援事業、これは建築設

計の変更に伴う磁気探査の数量の減。それから、広

域探査発掘加速化事業におきましては、探査中に岩

盤の露出等、湧水、こういうものがございまして、

掘削が困難になったためにそこで探査をやめた数量

減による、そういうものがございます。

○中川京貴委員 知事公室長にお伺いしたいんです

が、我々はですね、これまで自民党本部や関係機関

にも磁気探査はもちろん、不発弾等の予算を要求し

ながら毎年増額されております。しかしながら県に



－66－

おいてですね、こういった形での不用額が出ると我

々も要望しかねるんですが知事公室長どうなんです

か。

○池田竹州知事公室長 私どももなるべく事前に各

市町村、あるいは住宅なども今後の申請見込みなど

をとりまして、不用額が出ないようにあるいは逆に、

申請が年度後半に集中して予算が足りなくなること

がないようにいろいろと調整は図っております。た

だ、一方で住宅探査事業につきましては単年度主義

といいますか、繰り越しが一切認められないという

ことで、どうしても一部事前に見込みとか把握する

んですけども、申請しないというケースも多々あり

ます。そうすると、年度末で申請が行われないよう

な場合はどうしても不用にならざるを得ない部分も

ございます。ただ、少しでも金額を少なくするよう

今後ともそれぞれの事業のやりくり―広域は繰り越

しが認められる部分がありますので、そういったと

ころで何とか対応できないか、少しでも節減には努

めていきたい。不用額の縮減には努めていきたいと

考えております。

○中川京貴委員 ぜひ知事公室、これはいろんな知

恵とテクニックだと思うんですがね。繰り越しがで

きないなら流用はできませんか。

○池田竹州知事公室長 特に規模の大きい広域探査

と住宅のほうにつきましては、年度の前半で申請状

況を見ながら、あるいは例えば９月ごろのそれぞれ

の住宅が多ければ住宅のほうに振り分けるとかいう

対応は今もやっているところでございます。その逆

に、住宅のほうで申請をする予定の方が取り下げた

り、あるいは実際に申請してから取り下げるという

ケースもございます、着工に入る前にですね。そう

いったものを逆に広域にということはやっているん

ですが。広域などだと、実際に探査してみて岩盤が

あったりして調査できないというのを、どうしても

やってみないとわからない部分がございます。そう

いったところを何とか含めて縮減できるように知恵

は絞っていきたいと考えております。

○中川京貴委員 例えばですね、この防災の中で項

目をたくさんつくって、この項目の中で不用額を出

すんじゃなくて当てはめることはできませんか。

○池田竹州知事公室長 不発弾対策の５事業の中で

は、やりくりというのは内閣府のほうから認めてい

ただいてやっているところでございます。どうして

も年明けての申請の取り下げとか、あるいは広域な

どで、特に石灰岩の地質が掘ったら出てきて探査が

できないというのがあると、なかなか年度末で補正

減もできない状況ですので、ある面どういった形で

そういうのが対応できるのかもう少しきちんと検討

はしていきたいと思います。

○中川京貴委員 ぜひこれは要望申し上げたいと思

いますが、なぜその質問しましたかというと、防災

対策について９月の一般質問でも取り上げましたが、

答弁では各市町村の自治会の防災対策について、発

電機やソーラーシステム、県も支援していきたいと

いう答弁ありましたので、その復旧率も含めてまだ

２割ぐらいしか対策ができていないとありましたの

で、そういった不用額を出す前にですね、いろんな

知恵を出して、各市町村の自治会に対する発電機や

ね、またソーラーも含めた。いざ停電になっても水

も電気も使えるような状態にするような知恵を出し

てほしいと思っているんですよ、どう思いますか。

○池田竹州知事公室長 不発弾対策事業は戦後処理

ということで組まれている事業で、５つの事業の中

での流用は認められているんですけど、他の事業へ

の流用は認められていないという面もあります。今、

中川委員がおっしゃいました防災対策につきまして

は、活用できる助成制度あるいは貸与制度もありま

すので、そこはきちんと周知を図って、災害にはき

ちんと備えるような形で促していきたいと思います。

○中川京貴委員 ぜひですね、今、台風やいろんな

災害で電気や水道がとまって―これは後で県警にも

ありますけども。対策が急務ですので、その予算措

置をしていただきたいとこれは要望しておきます。

次はですね、主要施策の成果に対する報告書、平

成30年度、これの12ページをお願いします。

行政改革推進費というのがありまして、これも私

は９月の一般質問で取り上げました。再質問できな

かったのが残念なんですが。これについて執行率が

51％で不用額が出ております。これについて少し説

明をお願いします。

○森田崇史行政管理課長 当該事業の主な経費につ

きましては、行政改革懇話会の委員への謝金や旅費、

それから業務プロセスの見直しに係る研修の委託料

が主体となっております。そのため、研修の委託料

が入札によって残が出たということと、あと旅費関

係で総務省の調整とか、それから行革先進事例の旅

費の執行残ということになっております。

○中川京貴委員 昭和60年から行財政改革が進んで、

稲嶺県政、仲井眞県政といって主な行革があったと

思っています。これはですね、今、成果にあります

けれども、平成30年度から約４年間、この行財政改

革には財源を確保できる行革になっているんでしょ

うか。

○森田崇史行政管理課長 昭和60年11月からスター
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トして７次にわたって行革に取り組んでおりますけ

れども、これまでは量的なものということでしたけ

れども、今回は少し質のほうに転換をしております。

その中でもですね、これまでの行革で実施してきた

歳入と歳出のバランスがとれた持続力のある財政基

盤の確立に向け、引き続き県税収入の確保、それか

ら未収金の解消と財源確保にも取り組んでいるとこ

ろでございます。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

（休憩中に、中川委員から今回の行革は予算

に絡む行革なのか、内部の配置によるもの

なのかと答弁内容への確認がされた。）

○渡久地修委員長 再開いたします。

森田崇史行政管理課長。

○森田崇史行政管理課長 財源につきましても先ほ

ど申しましたとおり、県税収入の確保とかですね、

未収金の解消とかで目標値は捉えおりますけれども、

質のほうにも重点を置いているプランでございます。

○中川京貴委員 これは知事公室長、総務部長、両

方に係るんですが、これからですね、県民ニーズは

高まってまいります。医療費の無料制度、そしてバ

スも無料にしてほしいと。県民からの要望が高い中

でですね、県がやっぱり襟を正してですね、財源を

確保できる。例えば仲井眞県政のときには指定管理

をするとか、課の統合、また、離島におけるいろん

な組織づくりがあったと思っています。その予算財

源を確保しないで行財政改革をする理由がよくわか

らないんですが。

○金城弘昌総務部長 お答えいたします。

今回の平成30年度からスタートしています行政運

営プログラム。これはこれまでの量的な見直しから、

質への転換というふうなことをやったところは先ほ

ど課長が説明したところでございます。ただ、質の

転換といっても、いわゆる歳出と歳入のバランスが

とれた持続力のある財政基盤の確立というのは当然

掲げております。その中では、当然のことながら県

税収入の確保とか、未収金の解消、また新税の導入

とか財源の確保に向けた取り組みは当然ながらやり

ます。ただ一方で、やはり委員御指摘のように、行

政サービス、県民ニーズが多くなってきています。

これまでの行革では、やはり定員を削減していくと

いうところが、ウエートが大きかったところでござ

います。なかなかそういったところが難しいところ

もあるということと、やはり行政サービスを向上さ

せていくためには、一定程度の体制は持ったままで

しっかり行財政改革を進めていくということでござ

います。あわせて21世紀ビジョン基本計画の実行で、

当然ながら自立型経済に向かって歩みを進めていま

すので、税収については御案内のとおり、相当上がっ

てきているところはございますので、当然のことな

がら総務部としましては、行財政運営においては財

政基盤の確立というのは歩みをとめることなく、しっ

かり取り組んでいくことには変わらないと理解して

いただければと思います。

以上でございます。

○中川京貴委員 全国的にですね、地方交付税の削

減や国庫から入ってくる予算がどんどん少なくなっ

てくると思っています。東北の震災や、また台風19号

に伴って国も財源措置をしていくでしょう。

そして、ことしから働き方改革が出まして、市町

村においても臨時職員、また嘱託に対するボーナス

やその給与が上がってまいります。私はそれの成果

は認めますが、臨時・嘱託の予算も、財源も確保し

ないといけないと思っています。どれぐらい確保し

ていますか。

○武田真財政課長 来年度から会計年度任用職員制

度がスタートするんですが、一般会計でいうと10.6億

円ぐらいの増を今見込んでいるところです。

○中川京貴委員 やはりですね、これは知事公室長、

総務部長、来年度に向けての予算措置をお願いした

いと思うんですが。県職員の意識の改革だと思って

います。そういった意味では、無理な職員の配置で

はなくて、やっぱり上司が自分たちの職員をしっか

り適材適所に育てるという意味では―今ばっちりこ

れやっていますか。いかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 職員の人材育成、人材確保は

行政サービスを進める上で大変重要なファクターだ

と思っています。当然ながら階層別の研修はもちろ

んのことさまざまな研修機会、それとまた職場内で

のジョブトレーニングなど含めてですね、その辺に

ついてしっかりやっています。また、あわせてメン

タルヘルス対策も必要でございますので、そういっ

たことにも目配りをしながら取り組みを進めている

ところでございます。

委員の御指摘につきましては、しっかりまた内部

でも考えていきたいと思います。

○中川京貴委員 ぜひお願いしたいと思っています。

最後にですね、警察本部長に質疑をしたいと思っ

ています。

先ほど本部長から説明が少しありました本部の不

用額の主な理由について、糸満警察署の設計変更が

あったということであります。たしかことしで糸満

警察署は完成すると思っております。当初予算から

ですね、私は問題を提起しましたけども、やはりこ
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の糸満警察署の完成に当たって、どういった面で主

に設計変更があったのかお聞きしたいと思います。

○筒井洋樹警察本部長 お答えします。

まず、糸満警察署の件に関しましては、不用額で

はなくて繰り越しでございますので、30年度に設計

変更の結果、工程に変化が生じた結果、翌年度にそ

の予算を繰り越したというものです。設計変更の具

体的な内容につきましては、会計課長のほうから御

説明させていただいてよろしいでしょうか。

○森本直樹警務部会計課長 設計内容の変更につい

て回答させていただきます。

糸満警察署の新築工事につきましては、基本及び

実施設計については平成30年３月に完了しておりま

した。しかしながら、工事発注準備に当たりまして、

工事費が１億2000万円予算超過するということが判

明したところでございます。そこで設計内容及びそ

の仕様について見直しを行う必要が生じたというこ

とでございます。また、建築基準法に基づきます計

画通知申請というものがございますが、この審査期

間についても数回の補正請求等の修正に不測の日数

を要したということが原因でございまして、その結

果、工事契約が12月にずれ込んだということで結果

的に繰り越したということでございます。

以上です。

○中川京貴委員 最後に質問しますが、ぜひ本部長、

地元のニーズに応えるような、やはりここで20年も

30年も警察署があるわけですから、これまでの課題

や今後はこうしてほしいというような要望も含めて

ですね、きちっと設計をして、予算措置を県のほう

にしていただいて、繰り越しとかそういったことが

ないように段階的にやっていただきたいと要望を申

し上げて終わります。

以上です。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時20分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

午前に引き続き質疑を行います。

仲田弘毅委員。

○仲田弘毅委員 執行部の皆さん、大変御苦労さま

です。

平成30年度の主要施策の成果に関する報告書の中

から質問をさせていただきます。

まず総務部長、平成30年度の一般会計予算の当初

予算、最終予算というか、それはどの程度になって

いますか。

○武田真財政課長 お答えします。

平成30年度予算の最終予算額は、一般会計ですが

7977億9015万322円となっております。

○仲田弘毅委員 その最終予算案に対して、不用額

は全体的にどの程度出ていらっしゃいますか。

○武田真財政課長 一般会計の不用額は、149億957万

7000円となっています。

○仲田弘毅委員 やはり政治というのは、特に決算

のときに我々が注意しなくてはいけないと言われる

ことは、少ない予算で最大の効果と成果を上げなさ

いということは、これは政治家あるいは事務方の大

きな課題だというふうに考えています。そのことを

踏まえて今回の決算を私たちは議員としてやらなく

ちゃいけないなとつくづく改めて感じました。

質問は、まずは主要施策の２ページの消防防災ヘ

リについてであります。その件に関しましては、我

々の同僚議員の花城委員、中川委員がやりましたけ

れども、重複しない形で質問、わからないところを

質問させていただきます。

まずは、この事業そのものが市町村長、あるいは

首長さん方に対する説明と合意を取りつけるという

のが大きな事業内容だという答弁がありましたけど、

この中で、反対はしないけれども６団体の皆さんの

中に懸念が生じているという答弁がありました。そ

の懸念ということについて、どういうふうな懸念が

あるのか再度お聞きしたいと思います。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

懸念すべき事項は先ほどお伝えしたところもある

んですけども、まずは１点目が活動範囲ですね。離

島に関して懸念を表明されている団体がおられると

いうところです。それから隊員の派遣ですね。消防

職員を消防隊に派遣するというスキームを考えてお

るんですけれども、そこに各消防から隊員を派遣す

る人材ですね、これに対して今の消防力の中でどう

していくか、どういうローテーションを組んでいく

のか、そういう懸念をされている団体さんがおられ

るというところです。

それから３つ目、これについては、消防防災ヘリ

を入れるに当たって、29年度の調査検討報告の中で

初期投資としてヘリだったり基地を含めて30億円か

かるんですけれども、運営していくに当たっては人

件費のところを市町村に負担していただきたいと説

明させていただいているところなんですけれども、

それに対して、人件費に対して、県から負担だった

り支援だったりできないのかという御意見があると

ころがございます。

それから４つ目、先ほども申し上げましたが、市

町村間で人件費を負担していく中で、その案分の方
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法や案分のあり方について、協議会を立ち上げる前

に方針みたいなものをもうちょっと決めないと、な

かなか市町村としては、自分たちの財政状況を踏ま

えた上でどういう負担をしていくのかという見通し

が見えづらいというところで、もうちょっと議論を

したいという御意見があるところです。

○仲田弘毅委員 このことは、以前に消防署の統合

合併問題がありましたよね。あのときの状況を今、

自分なりに考えているんですが。やはりこれは県の

しっかりした指導のもとにやっていかないと、あの

ような状況が今回起こるということは、県として私

は大きな失態だなというふうに考えています。しか

も、その消防防災ヘリに関しては、今、南海トラフ

がどうのこうのと言われる中で絶対必要な機材であ

りますし、また、その組織も大きな課題だというふ

うに考えています。県としても絶対必要だと考えて

いる、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。

○池田竹州知事公室長 お答えします。

消防防災ヘリにつきましては、都道府県で現在配

置されていないのは佐賀県と沖縄県で、佐賀県は実

はもう発注して令和２年度から運用を開始すると。

沖縄県だけが持っていない状況でございます。沖縄

県が離島県であるという状況なども考えると、県と

してもそこは必要だと思っております。

一方で、自治法でありますとか消防組織法で、消

防行政は市町村の業務とされておりまして、都道府

県は、防災ヘリにつきましては広域的な観点からそ

れを支援するということで、41市町村全てに賛同い

ただいて導入に向けて協議会を設立するということ

が何より大事だと考えています。そのために今、

ちょっと時間はかかっていますけれども、懸念の内

容について丁寧に説明して、あるいは試算なども消

防の協力を得ながら幾つか案を示して、なるべく早

目に全市町村の同意を取りつけて導入に向けて進め

ていきたいと考えています。

○仲田弘毅委員 公室長、これ沖縄県は全国でも47都

道府県の中で唯一の島嶼県、離島県でありますし、

先ほど答弁がありましたように、島嶼県の中のまた

離島ということになりますと、大きな離島振興の中

でも定住性を含めてそこで頑張っていくためにはそ

ういったものをしっかり整備していく必要があると

いうふうに考えています。ぜひ一日でも早くお願い

したいと思います。

次に、３ページの辺野古移設問題についてであり

ます。これを具体的に説明をお願いします。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

県のほうにおきましては、辺野古に新基地をつく

らせないという知事の公約、それから普天間飛行場

の負担軽減という知事の公約の実現に向けて取り組

んでいるところですけども、平成30年度におきまし

ては、平成30年８月に公有水面埋立承認取り消しと

いうものを行いまして、工事が約２カ月間中止され

たというようなほか、国土交通大臣による埋め立て

承認取り消しの執行停止決定、これに対しまして、

国地方係争処理委員会に審査申し出、それから、関

与取り消しの提起というようなものを行っておりま

す。また、マスコミへの対応でありますとか、沖縄

県の取り組み状況といったものを情報発信を行って

きたというところです。

あと、普天間飛行場の負担軽減に関する取り組み

としましては、普天間飛行場負担軽減推進作業部会

が県内で始めて開催されまして、政府に対しまして

一日も早い運用停止など喫緊の課題についての要望、

協議を行ったというような事業の中身になっており

ます。

以上です。

○仲田弘毅委員 多良間課長、この予算は、4000万

円ほど決算額出ているわけですが、これは裁判費用

にも使われているんですか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 訴訟

につきましては、どういった訴訟が提起されるかと

いうのは見込まれないものですから、当初予算では

計上しておりません。訴訟が必要になった場合に既

決予算でありますとか、あるいは総務部の予算から

流用したりして使っております。

○仲田弘毅委員 過去６回訴訟が行われているので

すが、その内容についてどうでしょうか。総額は先

ほど答弁で１億6000万円かかったというお話でした

が、この中から使われているか使われてないかとい

うことですから、使われてないということですよね。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 平成

30年度の訴訟等に係る費用につきましては弁護士へ

の委託料、それから印紙代とかの役務費といったも

のがございます。委託料としましては360万6120円が

昨年度使われております。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 公室長、部長も含めてぜひお聞き

していただきたいんですが、過去６回―ことし提訴

したもの入れましたら７回になりますが、過去６回

は１件が取り下げ、３件が和解、あと２件は県が敗

訴しているんですよね。その裁判の中で、今現状で

告訴して敗訴をして、今、裁判中の中でも辺野古の

危険性の除去という中で工事はどんどん進んでいる
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わけですよ。そういったことに対して、その担当部

局の長として１人ずつコメントをいただきたい。

○池田竹州知事公室長 お答えします。

公有水面埋め立てにつきましては所管の土木建築

部から行政指導を繰り返し行ってきたところです。

環境保全の措置でありますとか、幾つか疑問があっ

てそういう対応をとってきたと。それについて、残

念ながら国のほうは行政指導には従わずに工事を続

けてきていると。それで昨年８月、聴聞手続を経て

公有水面埋め立ての撤回、取り消しを行ったところ

でございます。その後、２カ月は工事がとまりまし

たが、国のほうがいわゆる審査請求という手法を用

いまして４月５日に国土交通大臣の裁決が出て工事

を再開していると。それにつきまして、私ども行政

指導はその後もやっているんですけども、工事を中

断して私どもの疑問点に答えいただけないというこ

とで７月、８月に関与取り消し訴訟、抗告訴訟を提

起させていただいたところです。行政指導とあわせ

まして、当然、知事のほうから対話によって解決し

てほしいというのは、これまで総理とは５度お会い

させていただいていますので、その都度申し上げて

いるところでございます。県としては訴訟が目的で

はなく、あくまでも解決を図るために対話を呼びか

けていますので、粘り強く対応していきたいと考え

ております。

○金城弘昌総務部長 総務部は予算編成といいます

かね、所管をしております。当然ながら部局のほう

で必要な事業に係る予算要求があって、それにつき

ましては総務部としましても社会情勢とか県民ニー

ズ、事業の熟度、必要性等もしっかりヒアリングし

ながら予算編成をしているところでございます。

以上でございます。

○仲田弘毅委員 時間がありませんので次に行きま

す。７ページ、不発弾処理についてです。

まずはですね、30年度の不発弾の発掘、あるいは

探査、処理件数についてお願いします。

○石川欣吾防災危機管理課長 処理件数についてで

すけども、広域探査については実施件数が87件、住

宅支援事業は170件、市町村支援事業が22件というふ

うになっております。

○仲田弘毅委員 その中で、午前中に答弁もありま

したけれども、不用額に関して磁気探査の要望が年

々少なくなっているという課題の報告もあるんです

が、年々少なくなっている要因は何でしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 一概に要望が少なく

なっているとは―今おっしゃられたところはあると

思いますが、住宅探査については逆にふえているよ

うな状況です。広域探査は若干減少傾向にあるとは

言えると思います。

以上です。

○仲田弘毅委員 不発弾処理費用については仲井眞

県政のころに、我々自由民主党は一生懸命、県政と

一緒になって国に訴えて、随分増額させていただい

たという経緯があります。ですからその予算をしっ

かり無駄なく県民に行政サービスができるような体

制づくりぜひやっていただきたい。そういったこと

で、この質問をさせていただきましたけれども。た

だですね、市町村の単独の公共工事の中において相

当支障が出ていると、進捗がままならない工事があ

るんだというお話があるんですが、そのことに対し

てはどうでしょうか。

○石川欣吾防災危機管理課長 市町村支援事業の中

では、やはり年度内に工事が完了しないというのが

ありまして、繰り越しについても認めてもらってい

る事例がございます。

○仲田弘毅委員 今41市町村がですね、一括交付金

等―特別交付金含めてそうなんですが、それの３カ

年連続の減額のために継続事業がままならないと。

そういったことを含めて県としては今、各市町村と

ハード、ソフト役割分担で分担金をちゃんと割り振

りやられていると思うんですが、その影響も大きい

と思うんですよね。ですから、今後そういった一括

交付金の減額等も含めて、それも配慮しながら県と

してはどういった指導をやっていくのかお聞きした

いと思います。

○石川欣吾防災危機管理課長 磁気探査の中でいい

ますと、一括交付金事業、多分それは市町村公共工

事そのものかとは思うんですけれども、その中で磁

気探査の部分は、ほぼ国庫の補助のほうで出るもの

でございますし、市町村0.5という負担割合もあるん

ですけれども交付税で返ってきておりますので、い

ろんなスケジュール感があるかとは思いますけれど

も、なるべく探査をして着工していただきたいとい

う思いには変わりはございません。

○仲田弘毅委員 やはり県と市町村が一緒になって

ですね、地域を構築していくという大きな課題だと

思いますのでよろしくお願いします。

多分、最後になると思いますが、総務部について

質問させていただきます。

９ページ、私立学校の振興事業であります。

○金城弘昌総務部長 主要施策のほうにも書いてあ

りますけど、いわゆる私立学校の健全な育成、教育

内容の充実を図るということで、県のほうでは私立

学校の運営に要する経費について助成をしているよ
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うな事業をやっているところでございます。

○仲田弘毅委員 高等学校あるいは小学校、中学校

の私学の子供たちに対する授業料等含めての一部助

成というのがありますが、これは規定基準みたいな

ものがあるんですか。

○座安治総務私学課長 それぞれ、小中高校につい

ては基準が違うんですけど、今現在ですね、高等学

校については、公立をベースにして、公立の授業料

相当額、年間11万8000円です。その額ですけれども、

世帯の所得に応じて2.5倍まで増額するような制度に

なっております。それから、小中につきましては年

収400万円未満の世帯を対象として、一人頭年間10万

円、これは実証事業の一環としてやっているもので

すけれども、そういう支援がございます。

○仲田弘毅委員 そういうふうに助成することに

よって教育の機会均等が図られているという、これ

は私学の大きなこれまでの実績だというふうに思っ

ています。それと、もう一点は私学がこれだけ頑張っ

てきたおかげで、今現在の沖縄県の教育レベルが大

幅に改善されたということも私は理解しているつも

りであります。その中でですね、残念ながら改築促

進事業の中で２校が予定されていたものが、１校に

限定されたという報告でありますが、１校になった

という理由は何でしょうか。

○座安治総務私学課長 平成30年度の当初予算では

２校改築の支援を予定しておりました。ただ、１校

は実施したんですけれども、もう１校に関しまして

は事業の実施―昨今の建築費の増加もあって、建築

計画を見直す必要が生じたということでですね、平

成30年度は見送ったというところでございます。こ

れについては今年度、また実施していく予定となっ

ております。

○仲田弘毅委員 いずれにしても、これは私立であ

ろうが公立であろうが、沖縄県の子供たちであるこ

とは間違いありません。そして、この子供たちが将

来の沖縄県を担っていくこともまたしかりでありま

す。こういった子供たちの教育しっかりやることが

一番大事でありますし、子供たちが１日の大半を過

ごす学校、その施設環境をしっかり我々大人が見守っ

ていくということが大事だと考えておりますので、

行政のほうもその認識をともにしながら頑張ってい

ただければなと、そういうふうに思います。

以上です。

○渡久地修委員長 宮城一郎委員。

○宮城一郎委員 よろしくお願いいたします。

まず、知事公室のほうからですね、今、発信させ

ていただきました主要事業の６ページ、重点施策事

業名、ワシントン駐在員活動事業というところでご

ざいます。当初予算が7100万円、そして、決算が6300万

円という形で、ある意味節約モードで平成30年度は

運営されたのかなというふうに思います。

一方で、先ほど仲田委員からもありましたけれど

も、最小の投資で最大の効果をというところですね。

そういう意味では、今、ちまたのほうでは上下院の

軍事委員会で辺野古というか、普天間の再編計画で

すね、こちらのもう一度計画の見直し等々について

言及されたり、あるいは国外のほうからも今のこの

辺野古移設問題についての、それに着眼した報道等

ですね、定量的にはなかなか判断が難しいながらも、

ある程度その効果というのは何年か続けてきた事業

ということの中で成果があらわれつつあるのかなと

いうふうに思っています。

そこで、このワシントン事務所の事業内容なんで

すけども、今こちらのほうに事業内容がある程度、

限られたスペースで書かれてはいるんですが、改め

てですね、ワシントン事務所の機能、目的等々をも

しこの部分で語れない部分もありましたら教えてい

ただきたいなというふうに思っています。

○池田竹州知事公室長 お答えします。

ワシントン駐在は沖縄の基地問題に関連する情報

収集、そして沖縄の正確な状況の発信などを主な役

割としておりますけども、基地問題以外につきまし

ても、例えば米国沖縄県人会のさまざまなイベント

などへの参加、そして経済、文化など多方面で活躍

する北米ウチナーンチュと情報交換なども行ってお

ります。また、日本政府、観光局等と意見交換も行

いまして、沖縄観光のＰＲとか物産情報の発信に関

する協力依頼などについても取り組んでいるところ

でございます。

○宮城一郎委員 今、公室長からのお話もありまし

たけれども、米国県人会とのイベント等によって交

流、広報とかを行っているということなんですが、

先日ですね、県議会のほうで８月に北米県人会の

110周年の移住事業に14名ほどだったと思いますが参

加してまいりました。そのときにワシントン事務所

からこの県人会イベントへの参加等々がございまし

たでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 出席しているという

ことです。

○宮城一郎委員 ３日間ほどのイベントだったと思

うんですけど、出席された内容を教えていただきた

いと思います。

○溜政仁参事兼基地対策課長 先ほど出席している

と申し上げましたけれども、今ちょっと確認がとれ
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ておりません。申しわけないです。

○宮城一郎委員 もし、こちらも確認不足で失礼が

あったらお許しください。

滞在中、私どももいろいろとセレモニー等々出席

させていただいて、ワシントン事務所のほうからの

職員の方とお目にかかる機会は記憶にないですね。

沖縄からいらしたのは、文化観光スポーツ部の統括

監を筆頭にお三方ですね。通訳の方も含めると４名

ですね。知事含め三役と部長級の出席がなかったわ

けです。お話を聞くと、県人会のほうから知事、あ

るいは三役は大変公務が御多忙とのことですので、

無理に御出席は結構ですよというお話があったよう

なんですが。そのあたりに、非常に多くの県人を抱

える北米において、少しお互いが遠慮し合うような

間柄というか、県人会も遠慮し合う、そして、ワシ

ントンのほうからも特に出席がなかったのはちょっ

と残念なのかなというふうに思っているんですね。

ただ、いろいろと県人会の方とお話しすると、たく

さんの課題をやっぱり持っていらして、例えば日本

人墓地の中で熊本県と鹿児島県は県人用のエリアで

くくられてしっかり管理がされているものの、沖縄

県人会はまだ他府県とドボンになっていて、いろい

ろと管理の面で困難な部分があったりすると。そう

いう中で、財政面ですとかあるいは人の問題ですと

か、そういったことを例えば県に県人会が相談した

い場合にですね、少し方法を探りあぐねているとい

う現状があった中で、ワシントン事務所がそういう

機能を持ち得ないかなということを感じた次第なん

です。その辺、いかがでしょうか。

○池田竹州知事公室長 先ほどの110周年の出席につ

いては、私も後で調べて文化観光スポーツ部のほう

で統括監の対応としたと。秘書課のほうに出席依頼

が入らないとなかなかそこら辺がつかめない部分も

ございます。ただ、北米県人会全体ではないかもし

れませんけども、ワシントンＤＣの県人会には定期

的に参加して意見交換をしていますので、そういっ

た県人会のニーズもつかんだものについては、適切

に本庁のほうにフィードバックするような形で対応

していければと思います。

○宮城一郎委員 これからもこの決算も踏まえて、

ことしも来年もこのワシントン事務所が永続されて

いくと思うんですが、近い例えとして、八重山支庁

や宮古支庁のようにですね、大変広大なエリアでは

あるんですけども、ワシントン事務所が北米県人の

さまざまな相談事を受けられるような機能を持って

ほしいなというふうに思っておりまして、ぜひこの

事業内容にですね、そういったテイストのものも厚

みを増していっていただきたいなと思っています。

その際には、知事公室予算だけでは難しいというふ

うな判断もあるかもしれませんし、そういったとこ

ろを少し部局を超えて検討していただきたいなとい

うふうに思うんですけどいかがでしょうか。

○池田竹州知事公室長 例えば今年度ですけども、

ワシントンＤＣの桜祭りに今回初めて県人会がブー

スを設けて参加をしたというのがございます。そう

いったところも必要な予算についてはそれぞれの所

管する部局とも働きかけながら対応していければと

いうふうに考えております。

○宮城一郎委員 続いて総務部なんですけども、今、

発信させていただいた通知のほうで、ちょっとあれ

と思うところがあるかと思います。実は、これはあ

したの企画部が所管する事業なんですけども、この

事業に関連して、税徴収の部分があるものですから、

残念ながら企画部と総務部が日にちを分けておりま

すので、税収、徴収の部分で少しお尋ねさせていた

だけたらと思います。もし、事務局、委員長、私の

質問のやり方おかしければ途中でとめていただいて

も結構ですので、よろしくお願いします。

移住促進、3700万円の当初予算に加えて補正増額

して進めてきて、非常にお金が必要ということで、

ある程度の効果を示していらっしゃるとは思うんで

す。一方で、これも６月の議会で少し御質問させて

いただいたんですけども、住民票を移さない移住者

ですね、この人たちがしっかりと行政サービスを受

けるための納税を行った上で、そういう観点のバッ

クアップもとられて、この移住促進事業が進められ

ているのかというと、非常に私疑問を持っていると

ころなんです。お尋ねしたいのは、税徴収を預かる

総務部として移住者であろうとなかろうと、この沖

縄県に定住する人たちから、この税徴収の区別とい

うのがあるのか。すべからくしっかりと税を支払っ

ていただく、納税していただくというお考えなのか

というところを教えてください。

○小渡貞子税務課長 今委員がおっしゃっているの

は、市民に対する県民税の部分にかかる部分かなと

思いますので、そちらのほうからお答えしていきた

いと思います。まず、個人の県民税につきましては、

個人の方、法人及び法人ではない社団とか、いろい

ろな方に市県民税というのはかかるんですけれども、

その中で個人につきましては、県内に住所を持つ方

について課税されることになっております。この住

所ということにつきまして、地方税法の中では明確

にどこを住所とするという規定がありません。それ

で、そういう地方税法に規定がない場合は民法のほ
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うにいきますので、民法の中で住所が生活の本拠地

となっています。その生活の本拠地につきまして、

税法ができた後に住民基本台帳法というのができま

したので、その住民基本台帳に登載されている住所

があるところで課税されるということになるんです

けれども、地方税法は住民基本台帳法に載るという

ことになっていませんので、まず生活の本拠がどこ

にあるのかというのを確認することになります。そ

の中で、例え住民基本台帳に住所がなくても、例え

ば沖縄県を生活の本拠にする、那覇市を生活の本拠

にしているということが確認されるのであれば、那

覇市のほうで市県民税を徴収することができるとい

うことになっております。実態調査という形になる

と思います。そちらのほうで住まれているかと。な

ので今、例えば移住促進でやられているということ

であれば、こちらに移住促進、つまり誘致というと

おかしいですけど、勧誘して来ている方もおります

ので、そちらのほうで確認ができるのかなと。ただ、

生活の本拠をこちらに完璧に移しているのかどうか

とか、そこら辺を調査する必要がありますので、そ

こら辺は調査しないといけないと考えております。

以上です。

○宮城一郎委員 ありがとうございます。

この実態調査というのは、どこがやるべきものだ

と思いますか。

○小渡貞子税務課長 市県民税につきましては、賦

課徴収につきまして市町村に全て委任されている形

になっております。県のほうでは市町村のほうから

報告を受けまして、この税を集めていただいている

形になりますので、その調査も含めまして市町村の

ほうで実施するというふうに考えております。

○宮城一郎委員 では現状を―県が県民税を徴収す

るに当たって、実態調査らしきものが行われていて、

十分な状態だと考えていますか。

○小渡貞子税務課長 各市町村のほうでどこまで調

査をしているのかというのは県税のほうではそこま

で確認してないんですけれども、県税のほうでは徴

収、つまり課税をしたけれども徴収できないものに

ついての調査についての協力とかは行っているんで

すけれども、課税する前の段階についての調査につ

いてはそこまでは把握していないというのが実情で

す。

○宮城一郎委員 ありがとうございました。

非常に新しい発見もあって、あしたの企画部への

質問にうまく反映させていけたらなと考えておりま

す。

以上です。ありがとうございます。

○渡久地修委員長 当山勝利委員。

○当山勝利委員 それでは、質疑をさせていただき

ます。

今、通知を出させていただきました決算意見書の

５ページになりますが、きのう決算特別委員会があ

りまして、その中でもあったんですけども、会計処

理の中にですね。一部執行機関の事業について不適

切な支出がなされたということがありまして、その

職員の処分に関しては一義的には総務部のほうでと

いうことであったものですから、きょう質疑させて

いただきたいと思っております。まず、総務部とし

て、この不適切な支出に関してどういうことが行わ

れているのか、どの程度把握されているのかお伺い

します。

○茂太強人事課長 お答えします。

まず昨日、代表監査のほうから答弁がございまし

た。総務部に報告書が出されているという話でござ

いますけども、これについては９月４日付に人事課

のほうですね、提出されております。現在、受け取っ

た報告書をもとに精査している段階となっておりま

して、その受け取った内容について、また部局にこ

れはどういうことかとか精査をしている段階でござ

います。その精査が整い次第、また当事者、またそ

の関係者含めてヒアリングを行っていきたいと考え

ています。報告書の概要なんですけれども、これも

精査中なんで詳細には申し上げられないところです

けれども、概要だけ簡単に言いますと、この報告書

によるとですね、同部の職員が国庫補助の対象とな

る県内医療機関に対する２つの補助事業、これは運

営費補助と施設整備補助の２つになります。その補

助についてですね、国庫補助金の受け入れ事務を行

わず収入未済を生じさせたという事実。あと、医療

機関に対する補助金交付手続に際して、上司の決裁

を受けずにさらに無断で公印を使用し、交付決定通

知書を作成し交付していたという報告がなされてい

る状況でございます。

以上です。

○当山勝利委員 いろいろ今、調べていらっしゃる

段階なんでなかなか答弁しにくいところもあると思

うんですけれども。何名の方がこれにかかわったか

わかりませんが、当然として処分されるべき事案と

考えてよろしいでしょうか。

○茂太強人事課長 事実関係を今、詳細に詰めてい

るところなので、正直答えづらいんですけども。た

だ、部局から上がってきた報告書によると厳正に対

処してもらいたいという報告書になっております。

○当山勝利委員 本来でしたらこういうことは考え
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にくい、起こり得ないはずのものがですね、上司の

決裁も経ていない、それから公印も申請もせずに押

されて書類が処理されているということですので、

ふだん皆様方のお仕事からすると普通は考えられな

いことがここでは起きているということなんですけ

ども。ここはやはりもう一度、こういう再発防止と

いうのをきちんと、公務員の倫理にもかかわること

だと思いますので、もう一回そこら辺は確認しなが

ら、また職員の方々にもきちんと事件の詳細と再発

防止をするための何らかの手続もしくは啓発をする

べきだと思うんですけれども、そこら辺はどのよう

に考えてらっしゃいますか。

○金城弘昌総務部長 お答えいたします。

これについては９月４日に保健医療部から話が

あったということですけど、その前にも委員監査で

８月のあたりから私どもの総務部のほうに、いわゆ

る不適正な会計事務処理があったという報告がござ

いました。それで、総務部としても当然のことなが

ら再発防止ということで、まず管理者等により事務

処理の確認を徹底することという注意喚起の文書を

発送させていただきました。

あわせて今回は国庫の請求の受け入れのふぐあい

等もございましたので、そういうふうな国庫支出金

の受け入れ漏れのための防止策とか適正執行管理な

ども早速取りかからせていただきました。国庫に関

する関係について、財政課のほうでも所管しており

ますので、執行部としましても定期的に報告するよ

うなことも求めたところでございます。

あわせて、今回、会計事務処理の不適切というこ

とがございましたので、まず、研修内容の徹底と事

務処理マニュアルについてもですね、一連の事務の

流れをしっかり確認できるような形のまずは会計事

務のところはやっています。公印の管理についても

今回ありましたので、公印管理の徹底も、いろいろ

今回は本人が無断で押したというのもありましたの

で、公印を押すものと求めるものを分けてやるといっ

たこともやって、こういうふうな事態が起こらない

ように再発防止をしっかり取り組んでいきたいと思

います。

以上でございます。

○当山勝利委員 この件では最後になりますが、き

のう会計責任者のほうから治癒に関しての、治癒を

する必要があるような旨の答弁があったんですね。

当然、総務部としてもそこら辺はきちんと―当事者

は保健医療部ですのでそこがやらなきゃいけないと

いうふうにはあったんですけども、管理する側とし

てですね、そこら辺をきちんとさせる必要があると

思いますけどもいかがでしょうか。

○金城弘昌総務部長 この事案は保健医療部で起

こっていますけど、それは保健医療部の問題という

ことではなくてですね、県全体、知事部局全体でい

ま一度、財務会計の処理についてもしっかり把握を

して、また担当に任せることなど組織で点検できる

ようなこともしっかり取り組んでいきたいと思いま

す。

以上でございます。

○当山勝利委員 わかりました、よろしくお願いし

ます。

次に、同じく決算意見書の17ページで、県税の収

入の件に関してお伺いします。きのうも決算特別委

員会でいろいろ質疑もありました。この中でも年々

税収がふえていると、県税がふえているということ

であったんですけど、もう一度、まず何年連続して

この県税がふえているのか伺います。

○小渡貞子税務課長 お答えいたします。

県税の収入につきましては、平成24年度から７年

連続で増加しております。

○当山勝利委員 ７年連続で、じゃあその７年前と

平成30年を比べて、額で幾らふえてて、率でいうと

どれだけ増加したかお願いします。

○小渡貞子税務課長 平成24年度から７年連続で増

加となっているんですけれども、増加する直近の平

成27年度と平成30年度を比較しますと、県税収入済

額の増加額が403億9542万円、増加率は44.6％となっ

ております。

訂正させていただきます。

24年度から７年連続で増加しているんですけれど

も、増加する前の年、平成23年度から平成30年度ま

で比較しますと、増加額で403億9542万円、増加率が

44.6％となっております。

○当山勝利委員 じゃあ７年間で税収が約1.5倍にふ

えているということですよね。県の経済が上向きだっ

ていうことがよくわかるんですが。ただですね、直

近の平成29年度から30年度で見ると、平成28年度か

ら29年度と、そんなに税の伸びの額がそんなに変わっ

てないような感じがして、ちょっとさらに過去より

も伸び率の額でいうと鈍化をしているのかなという

―伸びてはいるんですよ、ふえてはいるんだけど鈍

化をしているかなというような数字にも見えなくは

ないんですが、どのような感想をお持ちでしょうか。

○小渡貞子税務課長 県税収入済額の対前年度増加

率については平成26年度が7.8％、27年度が12.9％、

28年度が６％、29年度が3.5％、30年度が3.4％、確

かに数字的には少なくなっているように見えるんで
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すけれども、実は税収につきましては税制改正等の

影響とかもありまして、平成26年度、27年度及び28年

度につきましては消費税と法人事業税の税率改正が

行われております。その特殊要因がありまして、平

成26年度、27年度、28年度につきましては、伸びが

大きく見えているんですけれども、消費税、法人事

業税が平準化されてきた平成29年度、30年度につき

ましても大体3.5％台で推移しておりますので、県税

収入済額は順調に推移していると、税率改正に伴う

伸びの分がなければ大体これぐらいだろうなという

形で考えております。推移していると考えます。

○当山勝利委員 わかりました。

こういう状況の中で、将来的にも県税はまだまだ

ふえていく方向であるというように皆さんは推測さ

れているのかどうかお伺いします。

○小渡貞子税務課長 税制改正がありますので、絶

対に県税が伸びるとかということを言えるわけでは

なく経済状況とかもありますので。ただ、今の状況

からすると経済は堅調に推移していると言われてお

りますので当分まだ伸びると。あと、消費税の平準

化する年もありますし、法人事業税につきまして税

率改正がありましたので、その分県に戻ってくる部

分というのは大きくなるというふうに考えておりま

す。

○当山勝利委員 わかりました。

それと、自主財源比率のほうも平成23年度からで

いいので、どれだけ高くなったか御答弁ください。

○武田真財政課長 自主財源比率になりますが、平

成24年度時点での自主財源の比率は27.7％でした。

それ以降上昇傾向を示しておりまして、直近の平成

30年度は33.6％で5.8ポイント増となっている状況に

あります。

○当山勝利委員 県税がふえるということで、さら

に自主財源比率は改善していくんだろうなと推測さ

れるわけですけど。ただ、経常収支比率がなかなか

改善傾向にないというのが見えてくるんですけど、

これの理由はなぜでしょうか。

○武田真財政課長 経常収支比率の算出の方法なん

ですけど、地方税とか交付税を中心とした経常的な

一般財源、それに対する経常的な人件費や経費等の

経常的な経費に対する割合という形になっています。

平成30年度の経常収支比率でいいますと95.7％とい

う数字になっております。過去５年間でも93から96の

あたりでずっと推移しておりますが、どうしても分

母となる収入の部分なんですけど、経常的な収入で

すね、一般財源になりますけど、地方税はたしかに

ふえていくんですけど、地方税がふえると逆に交付

税では減要因になるということで、それに対して一

方で分母のほうは社会保障費の増がありますので、

そういったところで余り大きな改善がなく、大体同

じスパンぐらいの93から96あたりでずっと推移して

いるという状況になっております。

○当山勝利委員 これは税収入がふえても、なかな

か今後も改善しそうもないなというところでしょう

か。

○武田真財政課長 先ほど申し上げたとおり、地方

税がふえると交付税の減要因になっている。一般財

源はそんなに大きくふえるわけではないというとこ

ろを捉えて、一方で社会保障費が今後増加する傾向

があると。今後、大きく改善するというのにつなが

らないのかなと考えております。

○当山勝利委員 わかりました。

あと、財政力指数のほうは年々、改善傾向にある

というのはデータで見てとれるんですけども、この

沖縄県のように財政力指数が高くなっているとこ

ろってまずあるんでしょうか。また、全国で今、何

位ぐらいに来ているでしょうか。

○武田真財政課長 直近の平成30年度の本県の財政

力指数は、0.35628という数字になっています。これ

は全国で36位の数字になっております。先ほど、今

ほかの都道府県はどうかというお話がございました

が、過去５年間においてですね、同様に上がり続け

ている都道府県は、本県を含め32都道府県が過去５年

間ずっと率が改善されていっている状況にあります。

○当山勝利委員 その伸び率も結構高いのかなと、

沖縄県は高くなっているのかなと思いますけど。ま

たこれは勉強させてください。

では、別のほうに移ります。同じ総務部の成果報

告書の15ページのほうになります。

このファシリティマネジメント推進事業の中に、

劣化度調査及び耐震診断というのがありますけども、

まず、劣化度調査をされたんですがその結果が示さ

れていないので、結果についてお伺いします。

○浦崎康隆管財課長 こちらに今記載ありますよう

に、劣化度調査につきましては、35施設52棟実施し

ております。劣化度調査と申しますのは、建物の建

築部位、設備機器ごとに劣化度状況を調査するもの

となっておりまして、それぞれ調査報告書を作成し

て施設管理者へ提供を行っております。施設管理者

においては、この調査結果をもとにしまして、今後

策定する個別施設計画の中で修繕等について検討さ

れるものと考えております。劣化度調査につきまし

ては、これまで平成26年度から実施しておりまして、

118施設を実施しております。そして、今年度は残り
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３施設となっておりまして、劣化度調査実施の全て

の施設を調査終了ということになっております。

○当山勝利委員 じゃあ全て劣化度調査したんだけ

ども問題はなかったというふうに、それとも幾つ何

か問題があったとか、早急に対応しなきゃいけなかっ

たとかそういう施設はあったんでしょうか。

○浦崎康隆管財課長 劣化度調査の結果ですね、早

急に対応が必要というのはございません。ただ、老

朽化の度合いにもよりますので、それにつきまして

は随時、改修等を行っているという状況です。

○当山勝利委員 それはそちらの担当のほうで、警

察署だったら公安さんのほうでということで、やっ

ていかれるということですね。

○浦崎康隆管財課長 各部局において対応されるも

のと考えております。

○当山勝利委員 わかりました。

次に、外壁等修繕ということで予防保全をされて

いるというんですが、具体的にどのような保全かど

この施設か、などと書いてありますが、ちょっと御

説明ください。

○浦崎康隆管財課長 予防保全工事の内容ですけれ

ども、主に屋上の防水でありましたり、ひび割れ等

の補修、あと外壁塗装などを行うことによって建物

の躯体の保護を目的とした工事となっております。

平成30年度ですけれども、４施設実施しておりまし

て八重山保健所、宮古保健所、あと安全運転学校中

部分校、埋蔵文化センターの４施設になっておりま

す。

○当山勝利委員 コンクリートの建物の長寿命化で

防水塗装等されているということだと思います。今

後、こういう長寿命化に向けてやられていくという

計画のものは何棟ぐらいあるか把握されていますか。

○浦崎康隆管財課長 予防保全工事につきましては、

今年度２施設を予定しております。順調に今進めて

いるところですけども、今後も幾つかは残ってはお

りますけども、今後ちょっと予算要求も含めながら

検討していきたいと思っています。

○当山勝利委員 わかりました。

沖縄の場合は、塩害とかコンクリート剥離とかす

ごい起こしやすいんですけども、その予防保全工事

をやることによって長寿命化が図れると専門家の方

からは聞いていますので、ぜひそういうこともしっ

かりやっていただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。

それでは、また公安さんのほうに行かさせていた

だきます。

成果報告書で441ページ。今、送らせていただきま

した。飲酒運転根絶対策についてですが、新聞等の

報道にもありまして、ここ何年か増加傾向が続いて

いるということなんですけど、まず、何年増加して

いるのかお伺いします。

○宮城正明交通部長 お答えします。

飲酒運転の検挙の件数ですけれども、これ平成に

入りまして一番のピークが平成10年の１万5000件

台っていうのが一番ピークになります。それ以降、

減少傾向を示して、平成18年に福岡で飲酒運転によ

る悲惨な事故がありました。それと平成21年には、

当県で飲酒運転根絶条例の制定があったと、そうい

うのをやって１万件を切って、9000件、8000件とい

う形で下がっていきまして、その後、平成26年に

1200件、ここまで下がりました。これが最小値にな

ります。以降、こんなに飲酒検挙は下がってくるも

のの、人身事故に占める飲酒絡みの人身事故は御存

じのとおり27年連続ワーストというような記録も

あったりして、なかなか飲酒運転が減らないという

ことで、その段階から飲酒運転取り締まりを強化し

ました。強化した段階で平成27年以降はまた増加傾

向になりまして、平成29年、30年と2000件台まで上

がったということです。

以上です。

○当山勝利委員 モラルの問題なので、なかなか難

しいとは思うんですけど、啓発活動等いろいろされ

ていると思いますが、もう一度確認の意味でどうい

うことをされているのかお伺いします。

○宮城正明交通部長 取り締まりを強化したら数字

が、検挙件数がふえるということで、やはり県民の

意識の欠如というのは非常に大きいということもあ

りまして、県警としましてはいろいろな対策、啓発

活動を行っているところでありますけども、学生を

含めた一般ドライバー、その家族、あるいは高齢者

等を含めた飲酒運転根絶に向けた交通安全教育を進

めているのも一つでありますけれども、それ以外に、

例えば飲酒運転根絶の対策をとっている優良事業所、

これはこの事業所のほうで出勤時あるいは社用車を

運行前にアルコールチェックを強化しているとか、

朝礼とかいろいろ集まるときに飲酒運転防止の教養

をしているとか、そういう企業、今48事業所に対し

て優良事業所として認定をして、企業を挙げて飲酒

運転根絶の取り組みをしてもらうというのが１つ。

それと飲酒運転根絶アドバイザーというのを、これ

は飲酒運転の事故の被害者、当事者、あるいはアル

コールの専門知識を有する医者等25名に委嘱して、

それぞれの立場で教養、講演等をやっていただいて

いると。それと、社員の教育をするリーダー的な立
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場をする人を養成しまして、その人たちのほうから

また社員教育をしてもらう。また、近々開催予定で

ありますけれども、この条例制定を受けた翌年から

ことし10回目になりますけれども、飲酒運転根絶県

民大会等を実施しまして、この中で飲酒運転根絶に

ついての啓発というのを強化しているところであり

ます。

以上です。

○当山勝利委員 そういうことをしてもなかなか、

一旦下がったものがまたふえているという残念な結

果ではありますが、しっかり努力されて頑張ってく

ださい。

それでは、次に移ります。サイバーセキュリティ

対策について伺いますけども、平成30年度のサイバー

犯罪の件数について伺います。

○小禄重信生活安全部長 平成30年の県内における

サイバー犯罪の検挙件数、内容等についてお答えい

たします。

平成30年中のサイバー犯罪の検挙件数につきまし

ては133件で、前年に比較しますと11件の減少となっ

ております。これの主な内訳といたしましては児童

買春、児童ポルノ規制法犯が40件と最も多く、次い

で県青少年保護育成条例違反29件、詐欺24件などと

なっております。

以上でございます。

○当山勝利委員 全国的に同様な傾向なのかもしれ

ませんけど、沖縄県としてこういう特徴があります

よというのはあるでしょうか。

○小禄重信生活安全部長 お答えいたします。

平成30年中のサイバー犯罪として分類された事件

の検挙件数133件のうち児童買春、児童ポルノ規制法

違反、県青少年保護育成条例違反及び児童福祉法違

反の児童が被害者となる犯罪の検挙が70件と検挙全

体の52.6％を占めている点が県内の特徴として挙げ

られるものと認識しております。

以上でございます。

○当山勝利委員 それを防ぐために各学校で小学生、

中学生、高校生も含めていろいろ啓発活動をされて

いると思うんですけども、もう一度、例えば学校で

どの程度やっているとかわかりますか。

○小禄重信生活安全部長 児童の被害未然防止のた

めの県警察の取り組みにつきましては、児童がサイ

バー犯罪被害に遭わないように県教育庁等の関係機

関や民間事業者等々と連携し、例えば街頭補導及び

サイバーパトロール、サイバー補導による被害児童

の早期発見保護活動等々のほか、県民に対しまして

はテレビとかラジオ、新聞等の各種広報媒体を活用

した広報啓発活動、加えまして児童生徒や保護者に

対するＳＮＳ等利用の危険性の周知とフィルタリン

グ利用の普及啓発などの被害防止対策を強化してい

るところであります。具体的にどれぐらいかという

ことで、平成30年度中のサイバー犯罪に関する広報

啓発、講話等ですけど、それにつきまして説明を加

えますと、例えば児童生徒を対象のものにつきまし

ては回数で244回、人数につきましては受講人数とい

うことで４万9160人。例えば保護者、教職員は125回

の2360人等々となっております。合計しますと610回

で１万8509人の方にそういったことを行っていると

いうところです。

以上であります。

○当山勝利委員 なかなか皆さん警察だけで全員の

生徒をというのは難しいので、例えば先生方にそう

いうスキルを身につけてもらって、先生方からやっ

ていただくとかというようなことも必要かなと思い

ますけれども、そこら辺はどのように取り組まれて

いますでしょうか。

○小禄重信生活安全部長 非常に大切な点だと思っ

ております。先ほど答弁させていただきましたけど、

保護者とか教職員からの求めも数多くありますので、

例えば30年中は125回、2362名に教職員等々に対して

講話等を行い、そういったスキルを身につけてもらっ

ていると。児童生徒に間接的ながら実施していただ

くと。引き続き県警といたしましては保護者とか教

職員の皆様方に対してもしっかりとこういった講話

を続けてまいりたいと考えております。

○当山勝利委員 ぜひ子供たちから犯罪―どうして

もそういうネット環境を使った犯罪が多くなってい

ますので、ネットリテラシーを身につけてもらう。

やはり、警察だけではどうしようもないので、本当

に保護者も含めて巻き込むような形でやっていくの

が必要かなと思います。よろしくお願いします。

以上です。

○小禄重信生活安全部長 済みません、児童生徒、

それから保護者、教職員に対する実施回数と延べの

人数ですけど、少し間違っておりますので訂正しま

す。児童生徒に対するものにつきましては、平成30年

度中384回、10万283人。保護者、教職員に対しまし

ては179回、7450人となっています。

以上でございます。

○渡久地修委員長 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 それでは、県警公安決算からお願

いしましょうね。

説明資料２ページ。諸収入の過料というところな

んですけれども、当初予算１億3000万円余りで収入
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済額が１億1900万―１億2000万円近い収入があると

いうことなんですが。この収入の中身というんでしょ

うかね、過料の反則金だと思うんですけど、どういっ

た金額を積み重ねてこの額になっているのかお聞き

したいので、よろしくお願いします。

○宮城正明交通部長 過料の中身につきましては、

放置駐車違反金になります。

○仲宗根悟委員 もう一度確認しますが、この過料

の中身は放置駐車のみの数字なんですか。

○宮城正明交通部長 そのとおりです。

○仲宗根悟委員 今回、不納欠損額で処理しないと

いけなくなった額が128万円余りですよね。収入未済

額が1100万円余りということで、この時効は恐らく

５年たったらもう時効なのかなと思うんですけれど

も、時効を迎えない未収額のほうが1100万円あると

いうことなんですけれども。戻りますけれども、収

入済額の中で収入未済から１億1900万円に、過年度

収入というんでしょうかね、この収入未済から上がっ

てくる数字というのも例年あるんでしょうか。

○宮城正明交通部長 先ほど委員がおっしゃったよ

うに時効が５年でありますので、それを迎えてこの

不納欠損になるまでのものは収入未済、収入済みに

ならない限り未済として積み残し、積み上げていく

形になります。

以上です。

○仲宗根悟委員 質問変えましょうね。

今回、１億1900万円の収入済額の中のうちの未収

入額で上がってくる額というのも把握していますか。

○宮城正明交通部長 収入済額の内訳については把

握をしておりません。

○仲宗根悟委員 今、その過料は駐車違反が全てだ

というようなお話なんですが。私も一度、駐車して

帰ってきたらバンドをかけられて、翌日銀行に振り

込みはしたんですけれども、ただ、そこには運転手

との違反切符をこうやりとりはなくて車にかけられ

ている状況なんですよね。ということは、車の所有

者に対して、後日請求書が行くというようなことに

なろうかと思うんですが。今、レンタカーですとか

というような数が大分ふえていて、こちらは駐車違

反だけどというようなお話なんですが、よくバス専

用レーンを走っていてとめられるレンタカーもかな

りいるような気がするんですよ。話を戻しますが、

駐車している間に切符を切られているレンタカーで

すね、所有者に当たる会社に請求が来るわけですね。

その辺のところはどういう状況ですか。

○宮城正明交通部長 例えば駐車違反をして、そこ

に違反者がいればこれは当然切符処理になりますし

反則金を支払いますが、この反則金というのは国庫

のほうに入ります。ここで収入未済等になっている

のは、放置駐車違反金ということで、いわゆる運転

者がその場にいないというものに対して運転者がわ

かりませんので、一応その所有者のほうに使用責任

という形で請求をかけております。今、委員が質問

ありましたレンタカーについては、収入未済の中に

はございません。

○仲宗根悟委員 よくわかりました。

実は、反則金の中にはバス専用レーンだとか、あ

るいは進入禁止に入っていって違反行為で切られる

のか、支払いが滞っていて、またそれが後日請求が

行くのかと思いました。今回は駐車のみだというよ

うな数字ですので、質問は続けませんのでよろしく

お願いします。終わりましょうね。

あと、知事公室なんですが、特定地域特別振興事

業の旧軍飛行場の件なんですが、どうもタブレット

から探せなくてごめんなさい、そのままでよろしい

でしょうか。

補正の中でも今回、嘉手納の地主会のほうが基本

設計の策定として上がってきたというような内容

だったんですけれども、今回、ことしの予算の中で

４地域がまだ未解決で残っていて、適宜、解決に向

けて頑張っていくんだというようなお話をされてお

りました。全体的に未解決にされてどういった事業

で全体でまず幾つあったのか、そしてこれまで実施

した地域の数、それぞれの事業費とまではいきませ

んけれども、その数だけで結構ですのでよろしくお

願いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 お答えいたします。

特定地域特別振興事業の対象となる箇所なんです

けれども、それは６市町村９カ所ございます。その

うち、現在着手済みというか完了しているのも含め

まして５市町村６カ所ということになっております。

○仲宗根悟委員 予算の中でもお話がありましたけ

れども、この事業費のほうが33年度までを一区切り

とするというような中で、33年度までに解決するた

めには31年度予算の中までにスタートさせていきた

いというようなお話がありました。残る箇所という

んでしょうかね、実施のめどというんでしょうか、

今どの辺を進めていらっしゃるのかですね。地主会、

市町村含めて知事公室のほうはどういっためどづけ

されているんでしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 委員御指摘のとおり、

今年度でのめどづけというのが必要かと思っており

ます。先ほど説明したとおりですね、６カ所につい

ては事業が着手、完了しているところなんですけれ
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ども、残りの３カ所についてはまだというか、なか

なか厳しい。今のところめどが立っていない状況に

あります。

○仲宗根悟委員 残り３カ所というのは、宮古、石

垣―石垣は２カ所でしたかね。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御指摘のとおり、宮

古の旧海軍兵舎跡地主会と石垣の２カ所の白保飛行

場地主会と平得飛行場地主会との３カ所になります。

○仲宗根悟委員 この未解決で残ったのが９カ所と

いうことなんですが、そもそも沖縄離島含めて15カ

所か16カ所、旧軍関係で使用した土地絡みというの

があったと。９つの地域が残っていてその振興費に

乗っかって団体方式で解決を図っていこうというの

がこの事業の趣旨だと思うんですよ。これまで９カ

所以外のこの15カ所から16カ所あった地域でですね、

ここは９カ所が未解決ですから解決をした地域なわ

けですよね。その解決したいきさつにもいろいろあっ

て複雑といいましょうか、地主の感情ですとか、旧

軍が手がけたんですけれども使用しなくて、そのま

ま旧地主のほうに戻ったケースだとか、あるいは軍

政府の中で払い下げされたり、いろんな特殊な解決

をしてきた地域があるというのが隣近所といいま

しょうかね、同地域だとか同シマの中で起こってい

るということからすると、余り気持ちがいい話では

なくて、自分たちは国有地の扱いになっているんだ

ということで個人補償を求めてみたり、一括払いを

求めてきたり、何とかせえっていうのが旧地主の恐

らく感情だと思うんですよ。そこを団体方式で、皆

さん基本的には３つ挙げられておりましたよね。そ

こからしか、もう団体方式でしかやらないと、これ

を粘り強く説得してやっていくというようなお話

だったと思うんですが。しっかり残された期間の中

で皆さんも汗を流しながら頑張っていかなくちゃい

けないと思うんですけれども。この辺のところのしっ

かり交渉だとか、あるいは市町村を通してですね、

この予算をどうにか活用して団体方式でやっていき

たいというのが皆さんの事業主体だと思うんですが。

ぜひ、めどづけというんでしょうか、これはこうい

う決意で臨んでいきたいというようなことは、知事

公室の全体で臨まなくちゃいけない、解決しなくちゃ

いけない事業だと思うんですが、そこのところ公室

長はどうお考えでしょうか。

○池田竹州知事公室長 旧軍飛行場の関係の事業に

つきましては委員からございましたように、いろい

ろな飛行場、全部で16カ所たしかあったと思います

が、経緯を見ております。特別地域振興事業の対象

となる地主会が９つありまして、３つがまだ着手に

至っていないところでございます。私どもが聞いて

いる限りはその３つの地主会は個人補償という形で

求めているということで、なかなか団体補償に切り

かえがいっていない状況でございます。この点につ

きましては、石垣市、そして、宮古島市とも連携し

て引き続き取り組んでいきたいと思っています。

○仲宗根悟委員 ぜひ、知事公室を挙げて粘り強く

汗かいて頑張っていただきたいと思います。

以上です。終わります。

○渡久地修委員長 警察本部交通部長から答弁を訂

正したいとの申し出がありますので発言を許可しま

す。

宮城正明交通部長。

○宮城正明交通部長 先ほど仲宗根委員からの収入

未済の中にレンタカーがあるかという質問に対して、

そうである旨の回答をしましたけども、これは不納

欠損の中にはレンタカーはございませんの誤りです。

レンタカーにつきましては、そういう放置駐車違反

だった場合は、こちらのほうからこの車が放置駐車

違反をしましたというレンタカー会社に行くシステ

ムをつくっておりまして、ファックスで送るんです

けれども。レンタカー会社が責任を持ってその運転

者に対して出頭を促す。もし出頭がない場合は、当

然のことながら、レンタカー会社が放置駐車違反金

を支払うと。不納欠損に至らないということは収入

未済にならない前に処理をしていると思われます。

以上です。

○渡久地修委員長 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 午前中に各部の決算説明概要をい

ただきありがとうございます。

それでは、早速、今送った所有者不明土地管理の

特別会計のほうから質問させていただきます。

この財産収入の中でですね、収入未済額の収入比

率が今回70％ということで悪いんですけども、何を

今貸し付けているのかお伺いいたします。

○浦崎康隆管財課長 所有者不明土地、県で管理し

ている1505筆ございますけれども、このうち123筆に

ついて貸し付けを行っておりまして、その貸し付け

の収入となっております。

○新垣光栄委員 今、県の収入率が99.1％というこ

とでかなりいい中でですね、この70％というのは

ちょっと頑張らないといけないなと思っているんで

すけども。その比率の中で、当年度の収入の額の部

分の収入比率と過年度分の未済額の中に過年度分の

収入額、そして収入率というのがあるんですけど、

やはり長期になると悪くなると思うんですけども、

その辺の数字を押さえてありますか。
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○浦崎康隆管財課長 30年度現年分の収入済額が

2050万4877円となっています。そして、過年度分に

つきましては、76万854円となっております。

○新垣光栄委員 過年度分が割と少ないんで、この

収入率をアップするのは割と簡単ではないかなと。

頑張っていただきたいなと思いますのでよろしくお

願いします。

そして次ですね、繰越金のほうで今、当初予定額

が１億4273万円になっているんですけど。この額に

関しては、去年度の支出に関する調書の中の実質収

支額の１億5915万8000円の部分があると思うんです

けど、これがですね、そのまま本来なら予算額に回

るはずなのに、なぜ収入額のほうでそういうふうに

合わせているのか。本来であれば当初予算から繰り

越しで明確になった数字なのに、当初予算の中で８割

になっているのかお伺いいたします。

○浦崎康隆管財課長 繰越金が確定した後にですね、

例えば委託料の支出でありますとか人件費の支払い

ですとか、そういったものがあって、最終的に繰り

越した後に支出が多くなってマイナスで確定してい

るというような状況になっていると思います。

○新垣光栄委員 ぜひですね、確定しているんであ

るんだったら、そのまま予算に本来なら計上すべき

ではないかなと思っておりますのでよろしくお願い

します。

次にですね、公債のほうの部分にいきます。公債

のほうの部分今タップしましたけど。公債のほうで、

そこも同じような現象ではないかなと思っておりま

す。今、金利のほうで公債の次のページかな、金利

のほうがかなり不用額があるんですけども、これを

元金等に流用してですね、かなり比率―当初予算と

違って不用額があるんですけども、そのほうの金利

というのは流動的な金利なのか、固定金利なのかお

伺いいたします。

○武田真財政課長 県債に絡む金利ですので、銀行

だったり政府機関からからお金を借りて、それに対

して償還をしていって、それに伴う利子になります。

不用が大きく見えると思うんですが、これは設定利

率、予算の段階では1.1％という利率で設定していま

す。この利率の考え方は財務省の国債費と同じ利率

で設定させていただいているんですが、実際の借り

入れの段階ではかなり低利に借りられるということ

で、その部分が不用になっているということになっ

ています。

○新垣光栄委員 この利率っていうのは決まってい

て、そのような設定で今借りているということです

か。

○武田真財政課長 予算のときの設定利率と実際の

借入利率が違うというところが不用になっていると

いうことです。

○新垣光栄委員 これは理解しているんですけども、

これは固定金利ではないんですか。変動金利の中で

そういうふうに設定して―借り入れするときは本来

であれば、私たちでも固定金利であればある程度わ

かるんですけども変動になっているんですか。

○武田真財政課長 既発債、過去に借り入れたもの

については利率が固まっていますのでその分は算定

できるんですけど、新発債って言っていまして５月

以降に新年度に入って借り入れる部分、この部分は

利率が当初の予定よりも落ちるということの不用に

なっております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

今タップいたしました。次に、財産収入の部分で

ですね、運用収入の部分、そして売り払い収入の部

分がありますけれども、今年度この財産、売り払い

したこの内容を詳しくお願いいたします。

○浦崎康隆管財課長 こちらのほうは普通財産の土

地の売り払い代になっておりまして、一般貸付地、

あと未利用地合わせて39件の売り払いで、こちらに

ありますように９億9905万3000円となっております。

○新垣光栄委員 このように今、県は行財政改革の

中でですね、県有地を現金化しようという流れがあ

るんですけども、そのような方針があるのかどうか

お聞きしたい。

○浦崎康隆管財課長 公有財産管理運用方針という

のがございまして、それに基づき不要な普通財産に

ついては売り払いをしていくというような方針に

なっております。

○新垣光栄委員 この不要な財産というのは、今回、

県警の部分もだと思うんですけども、この不要な財

産というのは利益が入らない財産なのか、利益を生

んでいる財産も今、売り払いをしているんですか。

○浦崎康隆管財課長 基本的には一般貸付地と言い

まして、個人や法人に貸し付けている一般貸付地で

あったり、あとは、契約未済地と言いまして、例え

ば生活道路になっているような道路として使われて

いる、そういう土地を基本的には順次売っていくと

いうような方針になっております。

○新垣光栄委員 私はこの財産を生む土地というの

は、かえって残すべきではないかなと。今後の県の

収入源になると思いますので。その辺は、私は以前

からですね、間違っているんではないかなと。キャッ

シュフローの観点からしてもですね、やはり財産、

流動する資産が入る部分の活用が今後の県の財政の
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補完的役割が大きくなるんではないかと。もっともっ

と活用したほうがですね、売り払いをするんではな

くて、これを活用するほうが私は県にとっては有利

ではないかなと思っているんですけども、どういう

お考えでしょうか。

○浦崎康隆管財課長 県の財産につきましてはです

ね、基本的にはまず庁内で行政利用するというのが

まず前提になっております。その後に、もし庁内の

利用がなければ所在の市町村に売り払うと。それで

も市町村の活用がない場合は一般競争入札で売り払

うというような方針、手順になっております。

○新垣光栄委員 ぜひですね、行政の運用ではなく

経営的な立場で、今後財政をふやしていかないと大

変苦しい面になっていくと思いますので、売り払う

のは簡単ではあるんですけど運用するのは難しいと

思いますので、ぜひその辺も発想も取り入れてです

ね、今後やっていただけないかなと思っております。

よろしくお願いいたします。

続きまして、公室のほうは基地から派生する問題

と米軍・軍属から派生する―同じように私たちは捉

えているんですけども。私は公室のほうでは基地か

ら派生する部分に特化してるんではないかなと思っ

ているんですけども、この米軍・軍属から派生する

問題についてはどういうふうに捉えていらっしゃい

ますか。

○池田竹州知事公室長 主要施策で幾つか基地問題

の解決として上げさせていただいております。基地

問題は直接基地に起因する事件・事故、そして騒音

とか環境汚染などもさまざまなものがございます。

それを含めて一応、主要政策としては今こういう形

で報告させていただいておりますが、基地そのもの

の問題、基地の返還も含めて、そして米軍の事件、

事故の対策など知事公室としては全体的に取り組ん

でいるところでございます。

○新垣光栄委員 その件に関してですね、私たちこ

の事件、事故に関して、やはりこの後の処理という

のは泣き寝入りしている部分があって、かなり沖縄

県では、被害に遭った方々はかなり苦しい思いをし

ていると思います。そこで何度かですね、この人た

ちを救うためにそういう対策室などが必要ではない

かなと言ってきたんですけども、それは国の問題だ

とか防衛省の問題だということで蹴られてきたんで

すけども、その件に関してはどう思っておりますか。

○池田竹州知事公室長 今、委員からもございまし

たが、まず、県民が米軍関係の事件、事故に巻き込

まれた場合の対応につきましては、当然、被害者の

心情などにも十分配慮した上で基地の提供責任者で

ある国のほうで誠実に対応するというのが第一であ

ろうというふうに思っております。また、米軍関係

者における事故の相談窓口としましては、沖縄被害

者支援センター、沖縄県交通事故相談所に加えまし

て、県警におかれましても各所管、警察署などで事

故の相談などが行われていると聞いております。ま

た、外国人との結婚、離婚など、そういったトラブ

ルにつきましては、男女共同参画センター―てぃる

るのほうで相談対応も行っていると聞いております。

このような関係機関が連携して県としては取り組ん

でいるようなところでございます。

○新垣光栄委員 やはり基地をこれだけ抱えている

県としてはですね、相談のできる窓口がぜひ必要で

はないかと思っております。ヒューマン・ライツ・

ウォッチとか、組織的なですね、沖縄県特有の事件

・事故が多く発生している中で必要ではないかと

思っていますので、ぜひですね、その辺を検討して

いただきたいと思います。どうでしょうか。

○池田竹州知事公室長 今、国に対して例えば沖縄

防衛局などと意見交換するときにはきちんとした対

応をしてほしいというのは県として当然、さまざま

な機会を捉えて申し入れているところです。今、既

存のさまざまな研究機関についても、横の連携をよ

り密にしてしっかりと取り組んでいきたいと考えて

おります。

○新垣光栄委員 続きまして、ワシントン事務所の

件なんですけども、先ほどから何人かの方が質問さ

れているんですけれども。今回ですね、観光、そし

て交流等にも力を入れていただきたいという、また、

入れているということで報告書にもありますけども。

もう少し文化交流だけではなく観光とか、せっかく

ワシントンに事務所がありますから、ぜひそういう

観光とかも文化交流も力を入れれば―もう少しこれ

だけの経費をかけているんであれば、もっと活用で

きるんではないかなと思っています。その辺はどう

でしょうか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 ほかの委員のときに

も公室長からも御説明ありましたけれども、ワシン

トン事務所は、本来は沖縄の基地問題に関する情報

収集、あるいは沖縄の正確な情報等の情報発信を主

な役割としておりますが、基地問題以外につきまし

ても、今さまざまな取り組みを行っておりまして、

例えば県人会のイベント等への参加、ほかにも経済

文化等の多方面で活躍するウチナーンチュとの情報

交換等を行っております。また、日本政府の観光局

とかあるいは物産の関係とかとも意見交換を行って

おりまして、委員御指摘の観光等への関係について
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もアプローチしているというところでございます。

○新垣光栄委員 そしてもう一つ、観光交流のほか

にですね、今回、知事も所信表明の中で関係者の皆

さんを沖縄に招聘をしてですね、沖縄のことをもっ

と理解できれば基地問題も解決するんではないかな

ということを所信表明しています。こういう米軍、

アメリカの議員の方々とかですね、そういう基地問

題の解決に向けて支援をしている方々の招聘という

のは、今どのように考えているのかお伺いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 米国等で活躍されて

いる方が沖縄の現状というのを見ていただくってい

うことは重要だと考えております。ワシントン駐在

においては多方面に、有識者、連邦議会の関係者等

々、面談等を行っているわけですけれども、その際

には必ずですね、沖縄を訪問し現状をごらんいただ

きたいということで働きかけを行っているところで

ございます。今後とも連邦議会関係者等の沖縄への

誘致等には取り組んでまいりたいなと思っておりま

す。

○新垣光栄委員 これは現実にできそうですか、今

の体制の中では。

○溜政仁参事兼基地対策課長 今のところ招聘の予

算を取っているわけではございませんで、ぜひその

機会があれば沖縄に来ていただきたいという働きか

けをしているというところでございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、不用額が出るんであれば、

不用額を出さずにその辺をしっかりやっていただき

たいなと思っております。

最後になりますけれども、ファシリティーマネジ

メントについてお伺いいたします。

今後、このマネジメントを進めていく上でですね、

先ほども答弁がありましたけれども、やはり土木部、

各部との対応がいろいろ沖縄県の各部との連携が必

要になると思うんですけども、その辺をどのように

して取り組んでいくかを教えていただきたいと思い

ます。

○浦崎康隆管財課長 現在、県では沖縄県公共施設

等総合管理計画というのを策定しておりまして、こ

れに基づき各施設ごとに、各部局ごとに個別施設計

画の策定を進めております。その中で、中長期的な

維持管理であったり、更新の費用の全体的な把握に

も努めております。個別計画の策定後ですね、個別

計画の内容を踏まえたコスト縮減の数値目標という

のを設定することにし―これはインフラも施設も含

めて全体的なコスト縮減等の数値目標を設定して、

また、社会情勢や県民ニーズの変化に対応できるよ

うに随時、ＰＤＣＡサイクルを回しながら、この計

画の充実を図っていきたいと考えております。また、

計画的な維持管理であったり先ほどおっしゃってい

ましたように長寿命化ですとか施設総量の適正化、

そういったものを進めながらコストの縮減を図りな

がら引き続き取り組みを進めていきたいと考えてい

ます。

○新垣光栄委員 これは平成32年度までに策定する

こととなっている個別施設計画を策定しているんで

すけども、その流れの中でですね、今、答弁あった

ようにこれからだということなんですけども。実際

に動き出すのはですね、令和何年度から―早目に私

は動いたほうがいいと思っているんですけれども、

何年度から予定していますか。

○浦崎康隆管財課長 令和２年度中に個別計画の策

定を終える予定となっております。その後は、令和

３年度に総合管理計画やできた計画をフィードバッ

クして全体的な目標を定めるという作業が少し残っ

ておりますので、できるだけ早目にスタートできる

ように今後も取り組んでいきたいと思います。

○渡久地修委員長 休憩いたします。

午後３時18分休憩

午後３時35分再開

○渡久地修委員長 再開いたします。

休憩前に引き続き質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 監査委員の決算意見書で質疑をい

たします。

決算の特に歳入についての概要的なお話になると

思います。監査からも指摘されておりますが、先ほ

どもいろいろ答弁がありました。この間、県税も伸

びてきている、自主財源比率も改善してきていると

いう中で、ですが指摘もあるように歳入も予算も決

算も前年度よりも下回っているという形で、歳入と

しては減っているわけですね。この大きな原因が、

ずっと指摘されているように、国からの振興予算の

減額が大きな原因だと思います。特に、一括交付金

についてはこの委員会でもいろいろ議論してきまし

た。これまで国は執行率の問題や繰り越しの問題等

を指摘して減額をしてきたわけですが、今その問題

は改善されたのでしょうか。

○武田真財政課長 今、委員の御指摘の執行率、ソ

フト交付金のお話だと思いますが、平成29年度の国

の概算要求の時点で執行率が課題という形で予算が

削減されたという経緯がございます。それ以前から

県のほうでは執行率の改善に向けて取り組んでいた

ところではありますが、30年度におけるソフト交付

金の執行状況で見ますと、執行率は全体で88.5％、
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これ県、市分を全部合わせてなんですけど、88.5％

で前年度に比べますと9.5％改善しております。

また、不用額につきましても、全体で12億円と前

年度よりも64億円改善しているというふうな形で、

執行率は徐々に上がっていると認識しております。

○比嘉瑞己委員 皆さんの努力、また市町村も努力

してですね、新しい制度をどんどんよくしていって

いるわけです。ですが、こうやって改善しているに

もかかわらず、来年度の概算要求では過去最低の一

括交付金の額だと言われていますが、この算定方法

はどういうふうになっていると国に説明は受けてい

るんですか。

○武田真財政課長 令和２年度の沖縄振興予算の概

算要求において、一括交付金の要求額というのは平

成30年度水準と同規模となっております。内閣府に

説明をお願いしたところ、一括交付金については２年

連続対前年度比での増額要求を行ったんですが、増

額の幅について、県の要望額の金額を踏まえて100億

円程度の増額にしたというふうな形の説明はござい

ました。

○比嘉瑞己委員 そうは言っても皆さんの実際の要

望額との開きというのは大きいと聞いているんです

けれども、皆さんはどう受けとめていますか。

○武田真財政課長 概算要求が、内閣府が行った後

の知事コメントでもありましたとおり、まず、概算

要求額の満額確保。それから、一括交付金について

は組みかえも含めて、要求額以上の額を確保してい

ただきたいという形で要請を重ねているところであ

ります。

○比嘉瑞己委員 この沖縄振興のために、沖縄県や

市町村の自主性を尊重するというふうに始まったは

ずなのに、査定のやり方もすごく見えにくい。皆さ

んはちゃんとこれとこれが必要だというふうに積み

上げて持っていっているんですけれども、国からの

説明はとてもそれに応えるものにはなっていないと

思います。その点はですね、この決算を生かして次

年度にしっかりと予算獲得のために頑張っていただ

きたいと思います。要求どおりにもらえないことに

よってさまざまな影響が出てきているわけですが、

特にハード交付金のほうの減額がかなり開きがある

と聞いております。実際にハード交付金についての

影響については皆さん、この間政府に要請するとき

にいろいろ資料も持っていっているみたいですけれ

ども、県民生活への影響はどのようなものを懸念し

ておりますか。

○武田真財政課長 ハード交付金を活用している事

業としては、道路、下水道とかの社会資本整備であ

るとか、かんがい施設、圃場整備、農業農産施設整

備、そういったさまざまな分野に活用されておりま

す。この交付金がここ数年、減額が続いているとい

うことで、庁内部局からも市町村のほうからもです

ね、インフラ整備で一部の進捗がおくれているとか、

計画的な執行に関連して支障が生じているというよ

うな声は出ていると認識しております。

○比嘉瑞己委員 細かくはここでは聞けないですが、

中でもやっぱり県民の命や安全にかかわる問題とい

うのも見受けられます。特に学校施設がかなり老朽

化が進んでいる中で、ちゃんと計画どおりに改築が

進んでいるのか心配なんですが、その分野について

は少し詳しい説明をお願いします。

○武田真財政課長 ８月に行ったいわゆる国庫要請

の中では、ハード交付金に係る予算減額の影響事例

についてまとめた資料も作成いたしました。その中

で、教育関係ですね、具体的な学校名でいいますと

開邦高校であるとか、八重山農林高校とかにおいて

改築事業の着手がおくれているとか、あと中部農林、

美来工科、美里工業の特別装置の整備がなかなか着

手できない、そういった具体的な事例を御紹介して

おります。

○比嘉瑞己委員 今のは県立高校ですけれども、市

町村の小中学校ではどうでしょう。

○武田真財政課長 教育関係の予算配分については

基本的に教育委員会のほうで行っておりますが、教

育委員会によると、市町村事業についてはできる限

り要望に近づけるような形で対応していると聞いて

おります。

○比嘉瑞己委員 この問題、最後総務部長に聞きた

いんですけれども、こうやって県は努力して改善を

続けている。市町村にも影響が行かないように、小

中学校には優先的にやって、そのしわ寄せで県立高

校がおくれているというところもあるんですね。だ

から、一括交付金の政府の算定の仕方というのが、

かなり漠然としか見えないものですから、これだけ

沖縄県が必要だというふうに皆さん資料もしっかり

つくっていっているわけですから、これちゃんと県

の要求額を確保できるように努力するべきだと思い

ますが、最後に部長の見解をお聞かせください。

○金城弘昌総務部長 一括交付金については、県も

当然ながら市町村もいろいろ増額要望が、強い要望

がございました。３年連続減額という中でですね、

やはりハードについては特に事業進捗に影響が出て

いるというのがございますので。県としては12月の

いわゆるの政府予算決定もですね、しっかり沖縄振

興予算の満額確保、それと一括交付金でも増額がで
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きるように、内閣府としっかり意見交換しながら取

り組みを進めていきたいと思います。

以上でございます。

○比嘉瑞己委員 続いて、主要施策の成果に関する

報告書でお願いいたします。

ワシントン事務所について私からも聞きたいと思

います。もう開設から数年たちましたが昨年度の実

績について概要をお聞かせください。

○溜政仁参事兼基地対策課長 御説明いたします。

ワシントン駐在はこれまで５度の知事訪米の対応、

米国政府連邦議会、関係者等、延べ1104名との意見

交換を通したネットワークの構築、あるいは公聴会

やシンポジウム等でのリアルタイムな情報収集等、

米国シンポジウムの開催、米国版パンフレットの作

成など沖縄の基地問題の解決に向け、米国政府等へ

の働きかけを行っているところでございます。

以上です。

○比嘉瑞己委員 面談者が延べ1104名というのはな

かなかの数字だと思います。この中でいろんな連邦

議員初め有識者とも会っていると思うんですけれど

も、決算ですので昨年度振り返って、この面談の中

で特筆すべき面談、また報告できるものがあればお

願いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 具体的にお名前を申

し上げるというのはちょっと難しいところなんです

けれども、例えば上院下院議員の補佐官等との関係

者との面談においては、在沖米軍が関係する事件・

事故、普天間基地の危険な状況と辺野古移設の問題

点、米軍基地周辺の地下水汚染に関する意見交換等

を行っております。連邦議会調査局との面談も行っ

ておりまして、いわゆる軟弱地盤を含む辺野古移設

の問題点の説明を行っており、このような情報提供

が今回、新聞でも出ておりましたが、連邦議会調査

局の報告書につながったものと理解しております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 私も今質問しようと思ったんです

が、このほど報道で向こうの議会の調査局の報告書

がことしも発表されて、かなり沖縄のことも書かれ

ている。県民の多くがいろんな理由で反対をしてい

る。県民投票のことや軟弱地盤のこともちゃんと書

かれているんですよね。その結論として、在沖米軍

が駐留し続けることは同盟にとって難題が残されて

いるというところで結論づけています。こういった

ワシントン事務所のさまざまな活動やいろんな皆さ

んの取り組みが、こうやって議会のほうにも声が届

くようになっているというのが一番大きな成果だと

思います。ところで、この連邦議会調査局の報告書

は米国でどういった影響を持つものなのか、いま一

度説明をお願いします。

○溜政仁参事兼基地対策課長 連邦議会調査局の年

次報告によりますと、まずこの連邦議会調査局の役

割というものは、全ての連邦議員及び委員会に対し

て専ら直接従事し、彼らの立法、監督、代表機能を

支援しており、最も有益で適切な形で最高レベルの

調査、分析及び情報面に関する支援を提供すること

に従事しているとされております。連邦議会調査局

の報告書については、連邦議会議員が政策決定の際、

参考とするなど連邦議会議員に影響力のある報告書

であると考えております。

以上です。

○比嘉瑞己委員 この報告書を公室長は読まれまし

たか。この報告書に対する公室長の見解をお聞かせ

ください。

○池田竹州知事公室長 該当部分だけですけど一応

目は通しました。県民投票も委員御指摘のように報

告されておりますし、沖縄の最近の状況についてか

なり的確に捉えていただいているというふうに考え

ております。

○比嘉瑞己委員 そこでなんですけれども、こうやっ

て向こうにも声が届いている中で、先ほど光栄委員

からもありましたけど、私もやはり関係者を沖縄に

招聘するべきだと思います。私は３回アメリカに行

きましたけれども、やはり直接お話しして、向こう

が反応を示すのは沖縄の世論についてでした。この

間行ったときも県民投票の話をしたときにはですね、

彼らもかなり意識しているような感じがありました。

その世論をこういった報告書だけではなく、実際こ

の沖縄の地で肌で感じてもらうというのはとても意

味のあることだと思うんですよね。昨年のこの決算

特別委員会では、実は連邦委員も沖縄に来ているよ

うですよと皆さんは情報として持っているけれども、

やっぱり米軍が呼んで基地の中から見る沖縄ではな

くて、沖縄県が招聘してしっかりとこの沖縄の目線

で沖縄の世論を知ってもらう、基地問題をしっかり

とつかんでもらうことが大切だと思うんですよ。こ

れは真剣に検討すべきだと思うんですが、いかがで

すか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 先ほどもお答えした

ところですけれども、ワシントン駐在においては連

邦議会議員、関係者等の面談の際には沖縄の訪問と

いうのを御提案しているところでございます。今後

も引き続きそういうアプローチは続けていきたいと

考えているところでございます。

以上になります。
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○比嘉瑞己委員 公室長から答弁を求めたいんです

けど、米国議会にも影響を与えるし、また国内の世

論もかなりかなり注目されると思うんですよ。

これは真剣に検討していただきたいんですけれど

も、公室長いかがですか。

○池田竹州知事公室長 有識者につきましては、万

国津梁会議のメンバーとしてマイク・モチヅキ教授

が入っていたりという形で、ある面やっている面も

ございます。一方で、連邦議員あるいは連邦議会の

職員について県としてどういった形で、仮に呼ぶと

すればアプローチができるかについては、大変難し

い面もあると聞いておりますが、どのような形で米

国の、現地の方の声を沖縄の声を直接見ていただけ

るかについては研究してまいりたいと思います。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。

次に基地対策費でお願いします。去年を振り返り

ますと、皆さんいろんな取り組みして、特に日米地

位協定の問題は全国知事会がああいった形で動いた

というのは大きな成果だと思います。この沖縄の基

地問題を考えるときに、一つの視点としてですね、

私は日本が負担している在日米軍の駐留費、この視

点をぜひもっと大きく全国に発信すべきだと思って

います。それで、日本が負担している在日米軍関係

費の推移はどのようになっていますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 防衛省の資料により

ますと在日米軍関係経費は、平成26年度予算が4667億

円、平成31年度予算が5823億円であり、平成26年度

予算と比較して1156億円、24.8％の増加となってお

ります。

以上です。

○比嘉瑞己委員 地位協定の24条には在日米軍の駐

留費の負担について定められていますが、どのよう

に書かれていますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 日米地位協定第24条

第１項には、日本国には合衆国軍隊を維持すること

に伴う全ての経費は第２項に規定するところにより、

日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存

続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担す

ることが合意される。第２項には、日本国が第２条

及び第３条に定める全ての施設及び区域並びに路線

権をこの協定の存続期間中、合衆国に負担をかけな

いで提供し、かつ相当の場合には施設及び区域並び

に路線権の所有者及び提供者に補償を行うことが合

意されると記載されております。

○比嘉瑞己委員 ちょっとわかりづらいやつですけ

れども、日本が負担するのは限定的なものなんです

よね。それ以外は米国が負担するというのが24条な

んですが、しかし今、思いやり予算であったりＳＡ

ＣＯの関連費だったり、米軍再編費というのが予算

に計上されて日本が負担しています。これは地位協

定上も支払い義務はないと思いますが、沖縄県はど

のように思っていますか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 防衛省は在日米軍駐

留経費負担、いわゆる思いやり予算は、在日米軍の

駐留を円滑かつ安定的にするための施策として我が

国が在日米軍駐留経費を自主的に負担する経費、Ｓ

ＡＣＯ関連経費は、沖縄県民の負担を軽減するため

に、ＳＡＣＯ最終報告の内容を実施するための経費、

あと米軍再編経費は、米軍再編事業のうち地元の負

担軽減に資する措置に係る経費と説明しております。

○比嘉瑞己委員 いずれも日本が自主的にやってい

る、地位協定上も支払い義務がないお金だと私は思

います。こういった実態を示していくことが国民の

世論を喚起する一つの方法だと思います。

ちなみに、辺野古の新基地の建設費用は幾らで、

その負担割合、日本の負担は幾らですか。

○多良間一弘辺野古新基地建設問題対策課長 お答

えいたします。

埋立工事に要する費用の額というのは、公有水面

埋立承認願書の資金計画書において示されておりま

して平成26年９月の変更承認時期の額としましては、

約2405億円とされています。また、平成27年６月15日

の参議院外交防衛委員会における中谷防衛大臣の答

弁としましては、埋立工事後の飛行場整備等に要す

る経費等も含めて、少なくとも3500億円以上と見込

んでいるというふうに答弁されております。ただ、

今後、御存じのとおり軟弱地盤に対する地盤改良工

事とかも必要になるわけですけども、そうした費用

等も含めた辺野古新基地建設に係る全体としての総

費用というものはこれまで国会、あるいは国民とし

て示されていることはないと承知しております。ま

た、この費用負担の部分ですけども、資金計画書に

おきましては埋立工事の費用の財源は国費と示され

ておりますので、全て日本側の負担になると承知し

ております。

○比嘉瑞己委員 県の試算では２兆5000億円以上。

何で米軍の新しい基地建設を国民の税金でつくらな

ければならないのか。このことはやっぱり県民の中

でも、また全国の人々に知ってもらうことが、沖縄

への関心がもっと高まると思います。ちなみにです

が、各国に駐留米軍がいるわけですが、そこでの経

費負担割合は日本と比較してどうですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 少し古いんですけど

も、2004年の米国防衛省の報告書によりますと、日
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本は74.5％、イタリアは41％、韓国は40％、ドイツ

は30％となっております。

○比嘉瑞己委員 公室長、私たちは総務企画委員会

でドイツに視察に行ったときに、向こうの権威ある

平和団体の人たちと話したときに、そこの博士の方

が言っていたんですけども、日本がお金を出すから

アメリカとしては辺野古が唯一なんだ、答えは簡単

じゃないですかという意見がありました。私はその

とおりだと思うんですよね。やっぱりその問題をもっ

とアピールしなければいけない。このＱ＆Ａにもあ

りそうでないんですよ、この在日米軍の日本の負担。

こういった項目を万国津梁会議でもテーマで設ける

なりもっと世論を広げるべきだと思いますが、最後

にお願いします。

○池田竹州知事公室長 駐留経費の日本負担は先ほ

ど課長からも答弁しましたが、他国と比べると高い

というのがございます。ただ、この負担については

さまざまな意見があるというふうに考えております。

それにつきましてはですね、今後どういった形で対

応できるか、私どもとしてもしっかりと研究してい

きたいと思います。

○比嘉瑞己委員 この負担のあり方はいろんな意見

があるというふうに思います。ですがやはり事実を

まず知らせてもらう、それを国民がどう判断するか

というところが大切だと思うんです。これだけ消費

税も増税されている一方で、本当に米軍に対するお

金が必要なのか。トランプ政権があれだけまた負担

を求めてきているわけですから、これはしっかり議

論することは大事だと思いますのでよろしくお願い

します。

終わります。

○渡久地修委員長 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。

まず、ことしの30年度の主要施策の成果報告書を

通して確認したいと思います。

まず、１ページの危機管理・国民保護対策事業費

の取り組みなんですが、執行率が52％ということで

半分は不用額になっておりますけど、この理由を教

えていただけますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 お答えします。

執行率が52.9％になった主な理由なんですけれど

も、国民保護訓練におきまして、国の指導もありま

して、当初、弾道ミサイルを想定した訓練として、

一部委託によって実施することを考えていたところ

です。しかしながら、国際情勢の変化がありまして、

平成30年６月22日の官房長官の記者会見にありまし

たけれども、弾道ミサイルに備えた訓練を当面見合

わせる、こういうような政府の方針もありまして、

国と調整した結果ですね、年度の途中でありました

が、当初の訓練想定をテロ事案に変更して実施した

と、そういうことがあります。テロ事案に関しては、

過去、平成25年に実施したノウハウがありましたの

で、委託を行わずに県において独自の訓練シナリオ

を作成したということもございまして、大きく経費

が減となったところです。

あともう一つなんですけど、この事業なんですが、

国民保護共同訓練とは別に、Ｊアラートの新型受信

機導入、これについての予算も計上されておりまし

て、その入札における入札残が発生しまして、これ

だけの額になったというところでございます。

以上です。

○上原章委員 Ｊアラートの新型受信機の導入は当

初予算にも我々はこれ説明受けていたんですけども、

入札がうまくいかなかったということですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 執行残ですので思っ

たよりも低く入ったということでございます。

○上原章委員 当初予算、その導入金額、それから

実施する金額は幾らですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 Ｊアラートの新型受

信機に関する当初見込み、執行残として210万7000円

が節減されたことになっております。当初予算額が

359万7000円。これが149万円になったことによって

210万円余りの残が出たということでございます。

○上原章委員 このＪアラートの新型機というのは

もう全部配置されて問題ない体制になっているとい

うことで認識していいんですか。

○石川欣吾防災危機管理課長 そのとおりでござい

ます。

○上原章委員 国民保護対策ということなんですけ

ど、今いろんな災害が起きたり、地域の防災力を高

めなくちゃいけないとかいろいろあるんですけど、

特に防災訓練とかも日ごろからしっかりやっておか

なくちゃいけないとか思うんですけど。特に、災害

時の要援護者の避難支援ガイドラインというのを行

政は整えなくちゃいけないと思うんですけど、これ

も皆さん県のほうの担当として今かかわっています

か。

○石川欣吾防災危機管理課長 要支援者につきまし

ては、福祉部局のほうで所管しております。

○上原章委員 わかりました。しっかり体制を整え

ていただきたいと思います。

次に、同じく知事公室の防災ヘリ、何名かの委員

が取り上げております。私も再三、議会でも取り上

げているんですが。この防災ヘリの導入について、
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先ほど４つの市町村とのいろんな合意形成を図る中

でですね、最終的な６団体がまだということでした

けど。特に運営費の部分で県が配分する中での県の

役割の予算の部分、それから市町村の―先ほど隊員

の人件費というようなお話が出ましたけど、この県

が持つべき部分というのはどういったのを想定され

ていますか。

○石川欣吾防災危機管理課長 県が持つべき部分が

年間２億円余りあるんですけども、パイロットの運

航委託だとかですね、運航調整とか燃料だったり、

あとは施設の管理だったり機体の維持管理だったり、

そういったものは全て県で持つというスキームを想

定しているところです。

○上原章委員 全国の今、この防災ヘリ、私も幾つ

か調べてみたんですけど、結構、ランニングコスト

の部分ではですね、10分の10県がしっかり取り組ん

でいるところが多いんですよね。今言ったように市

町村が持つ部分は隊員の派遣費だと思うんですけど、

この辺しっかり丁寧にそれぞれの市町村に説明して

いただいてですね、沖縄県にとっては重要な取り組

みだと思っております。これまで自衛隊とか保安庁

のいろんな支援もいただくんですけども、県の防災

ヘリですので、県が主導して、これは絶対必要なん

だということを市町村の、また離島の皆さんも含め

てですね―私は、部長これしっかり丁寧にやってい

かないと、日にちずっと置いていて進むものではな

いと思うんですがいかがですか。

○池田竹州知事公室長 私ども41市町村全てが協議

会に参加していただきたいと考えております。今、

幸い導入に反対している自治体は一つもございませ

ん。協議会設立前に、先ほど課長が説明しているよ

うな懸念事項をまずはきちんとどういった形で解決

するかを示してほしいというのがありますので、例

えば市町村間の負担のあり方についても幾つか他県

の例を参考に何パターンかつくってみまして、それ

をきちんと説明して市町村の懸念をまずは払拭して、

さらに場合によっては市長会、町村会とも連携して、

まとまって協議会に参加していただけるよう取り組

んでいきたいと思います。

○上原章委員 広域化いろいろありますけど、防災

についてはですね、県の導入―防災ヘリについては

県が主導しないと前に進まないのかなと。特に、沖

縄県の場合、他県は周りに―やっぱり海洋県ですの

で、いざというとき応援いただくのは時間かかるわ

けですから、しっかり自分たちの県主導で防災の体

制づくりは早目にやっていただきたい。備えに関し

てはやり過ぎということはないと思っています。本

土で本当に想定外のいろんな災害がいろいろありま

すけどね、しっかり沖縄県は沖縄県として体制をつ

くっていただきたいとお願いします。

同じく知事公室の基地対策事業、４ページですけ

れども、この中に米軍施設・区域の整理縮小及び基

地被害防止等に向けた取り組みということになって

おります。特に、私がきょう確認したいのは、嘉手

納以南の返還というのが統合計画で打ち出されても

う６年になりますかね。６施設・区域の返還が非常

に重要かなと思っているんですが、対象市町村との

県との連携はどうなっていますか。

○池田竹州知事公室長 これまでキャンプ瑞慶覧の

西普天間住宅地区を初め62ヘクタール近くが返還さ

れております。現在、牧港補給地区及びキャンプ瑞

慶覧の移設先となるトリイ通信施設や嘉手納弾薬地

区、そしてキャンプ瑞慶覧及びキャンプ・ハンセン

におきまして、日米合同委員会で合意されたマスター

プランに基づきまして文化財調査、造成工事などが

行われています。トリイ通信施設は私も知事と一緒

に見させていただきましたが、文化財が想定以上に

多いということでそこに時間を要しているという話

もしておりました。

○上原章委員 辺野古については非常に県と国が法

廷闘争にもなっている形ですけど、ぜひ嘉手納以南

の返還については、私は積極的に県も市町村もかか

わっていただいて、進められるところはどんどん進

めてほしいなと思っているんですが。これ全ての今

の進捗の部分は部長はもう現地は見てますか、今の

進捗状況。

○池田竹州知事公室長 私は、トリイ通信施設と嘉

手納弾薬庫の移設先については見させていただきま

した。それ以外はまだ現地の確認は行っていないと

ころです。

○上原章委員 ぜひですね、金武のキャンプ・ハン

センとか大がかりな工事も進んでいると聞いていま

す。それから、知花弾薬庫、ああいったところの交

通渋滞が懸念されるような、地元の市長さんもおっ

しゃっていますけど。この辺もぜひ県も積極的に直

接かかわって、それぞれの地域の市町村と連携をとっ

てですね、日米にしっかり、特に日本政府に求めて

いただきたいと思っていますがいかがですか。

○池田竹州知事公室長 今、委員御指摘いただきま

した例えば軍転協などでも移設先に負担が生じるこ

とがないようというのは、毎年、政府に対して要望

しているところでございます。軍転協などでの意見

交換―首長さんもほとんどいらっしゃいますので、

―なども通じて懸念の払拭には努めていきたいと思
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います。

○上原章委員 各市町村、対象となる市町村、国と

直接いろいろやりとりはしていると聞いていますけ

ど、やっぱり県がかかわることで大きな推進にもな

ると思いますのでよろしくお願いします。

あと、総務のなんですけど、総務部長、12ページ

の行政改革の推進についてですが、効率化、無駄ゼ

ロ等にしっかり私は取り組んでいただいていると思

うんですが、質の向上というのが非常にわかりにく

いんですけど、もう少し詳しく教えてもらえますか。

○森田崇史行政管理課長 県では平成30年３月に行

政運営プログラムを策定して平成30年から令和３年

度までの４年間実施しているところです。その中で、

県財政情報の公表とか働き方改革と職場改革の整備

とか、あと観光振興を目的とする新税の導入など、

一応29項目に取り組んでいるところでございます。

これまでは、先ほども申し上げたとおり財政効果と

いいますか、そういったことに主眼を置いて取り組

んできたところですけれども、今回のプランにつき

ましてはやはり働き方改革とか、そういった行政の

効率化というんでしょうか、そういったものも含め

ながら取り組んでいくということで質の向上という

ことを図っていこうということでございます。

○上原章委員 この懇話会というのは、どういった

メンバーで、何名ぐらいでやっているんですか。

○森田崇史行政管理課長 行財政改革懇話会につい

ては今15名の委員でやっておりまして、学識経験者

が５名、それから産業経済関係が４名、労働が１名、

福祉が１名、医療が１名、ＮＰＯが１名、生活が１名

に教育が１名というふうな感じでございます。

○上原章委員 これは年に何回ぐらいそういう懇話

会は開かれるんですか。

○森田崇史行政管理課長 基本的には年に１回とい

う形で、ことしの８月16日に開催した懇話会では委

員のほうからも、もう一回ぐらいはやったほうがい

いんじゃないかということで今、委員からいろいろ

意見を聞きながら開催するかどうかを検討している

ところでございます。

○上原章委員 この執行率も51％、半分は不用額と

なっているわけなんですけど、１回とか２回とかで

本当に皆さんが目指す質の向上に、本当に図れるの

かなとちょっと心配なんですが。前、この行革の中

でですね、結構、積極的に棚卸しとか、中身の精査

をしっかりやって県民にわかりやすく、皆さん県の

取り組みを我々としても評価をしながらやっていた

んですけど、こういった取り組みっていうのは今は

全くやっていないんですか。

○森田崇史行政管理課長 一時期やっていた棚卸し

とか、そういったものというのは今現在はやってい

ない状況でございます。例えば項目を簡単に申し上

げますと、県民向けというんでしょうかね、要する

に、県から発信する情報の伝わり方を伝わりやすく

するためにはどうしたほうがいいかとか。あと、行

政データの活用はどうしたほうがいいかとか。それ

から、県財政情報の公表ということで、いかにわか

りやすくそういったことを県民のほうに伝えられる

かとか、そういったふうな方向にも主眼を置いてい

るというところでございます。それから、以前と同

じように当然に組織の見直しとか定員、それから両

県立大学の独法化に向けた取り組みとか、そういっ

た基本的なこともやりつつ、新たにそういった県民

目線とか、それから職員というんでしょうか、その

働き方とかそういったことにも視点を置いていると

いう改革でございます。

○上原章委員 非常に言葉がなかなか行政用語は、

県民にどういう形でつながるか、届くかあれですけ

ども。私は棚卸しのあのときに、非常に県民にとっ

ても直接参加型というふうに、非常にわかりやすかっ

たのかなと思うんですが、やっぱり今後、こういっ

た取り組みも検討できないかなと思うんですがいか

がですかね。

○森田崇史行政管理課長 今プランは一応令和３年

度まで続きますけれども、もう次のプランに向けて、

年明けぐらいからはまたいろいろ検討していかない

といけませんので、その中でちょっと委員の意見も

聞きながら検討していきたいと思います。

○上原章委員 部長どうですかね、総務部長として。

一つ一つの事業の検証というのは必要だと思うんで

すがいかがですか。

○金城弘昌総務部長 行財政運営改革は、不断の業

務の見直しというのは当然だと思っています。特筆

的に業務の棚卸しとかというのはやりましたけど、

今回、特に委員のほうから求められたのは、いかに

県民サービスの向上に役立つかということで、例え

ば電子申請みたいなやつを、いわゆるペーパーレス

化するような取り組みをやったらいいんじゃないか

とか、あと県庁の働き方なんかもしっかり考えて、

民間より率先して取り組みしたほうがいいんじゃな

いかというふうな厳しい御意見等もありました。そ

の中で、当然仕事の見直しはやっていきますので、

懇話会の委員に県議会でもこういう御意見がありま

したよということはしっかり伝えながら、取り組み

は進めていきたいと思います。

○上原章委員 わかりました。よろしくお願いしま
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す。

あと主要施策には載っていませんけど、去年です

かねスタートした新規事業で、沖縄県官民一体ニュー

ウェーブ人材育成事業、これについて内容と効果お

聞かせ願えますか。今回２年目に入っていると思う

んですが。

○茂太強人事課長 お答えします。

沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業でご

ざいますけれども、当該事業は平成29年度から新規

事業として立ち上げております。その事業はですね、

もともと前身の事業として平成26年度から事業がご

ざいまして、その名称が国際戦略推進人材育成事業

と申しまして、このときは沖縄県の職員のみを海外

に行かせていたという事業でございました。それで

今回、この新しい事業、29年度に始まった当該事業

については、21世紀ビジョンの実現に向けてですね、

部局横断型の実効性のある施策の展開、それとグロー

バル化に対応できる人材の育成、それとともに官民

の連携強化が重要になってくるんだというものから、

今回の事業をつくったわけでございまして、内容と

いうことからいうと、県職員と民間企業の職員合同

でアジア等に派遣する研修となっています。その中

で、調査研究、現地の視察等を行うことによって、

世界を見据えた施策を推進する人材を育成すること

を目的に実施しているという概要になります。総事

業費が30年の決算ですけども、決算が694万1000円と

なっております。平成30年度でございますけども、

中国福建省に派遣しております。県から12名、民間

から９名、総勢21名の職員で構成して訪問し、貿易、

物流、それと観光、ＩＴをテーマに現地の調査を行っ

ています。調査やっただけかじゃなくて、それをい

ろいろ視察して調査して、その中で各グループ分け

していわゆる施策をつくるわけです。その施策を報

告会という形で報告してもらおうという形の仕組み

になっています。この研修でまとめた施策案ですけ

ども、即事業化につながるわけではございませんけ

れども、今後参加した職員が行政の課題に対応する

際、本研修の経験、あるいは人的なつながりができ

たわけですから、そういったものが今後役立つとい

うふうに期待しているところです。成果なんですけ

れども、我々はこの事業を通してですね、いろいろ

アンケート調査、派遣された職員に対していろいろ

調査をしております。その中で、まず県職員からは、

民間のスピード感とか戦略とか業務の進め方、そう

いったものに刺激を受けたという感想が出てきてお

ります。それと民間職員からはですね、県の施策、

相互理解の促進が進んだ、そういう声が上がってき

ておりまして、官民ともに視野の拡大であるとかモ

チベーションの向上、そういったものがアンケート

からうかがえるのかなというふうに感じております。

そういった事業になっています。

○上原章委員 わかりました。頑張っていただきた

いと思います。

最後に、警務部長、新規事業で国際化に対応する

警察基盤整備事業ということであります。約600万円、

この内容と効果をお聞かせ願えますか。非常に重要

な事業かなと思うんですが。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

御指摘の沖縄県の国際化に対応する警察整備基盤

事業については、沖縄県を訪れる外国人観光客の方

々に対して満足のいく質の高い行政サービスを提供

することを目的として、各種警察基盤の整備を図る

ものでございまして、具体的な内容としましては県

警察の部内通訳人の育成のほか、災害発生時の避難

誘導などの案内メッセージが複数の言語、英語、中

国語、韓国語、そして日本語ですけども、こういっ

た言語で収録されている拡声器の整備でありますと

か、あるいは外国語で表記された交番員不在の連絡

板、水難事故防止の看板の設置などの取り組みを行っ

ております。これら基盤を整備する取り組みにより

まして、県警察の外国語対応力が強化され行政サー

ビスの質が向上することで、沖縄県を訪れる外国人

観光客が沖縄県の良好な治安を体感して、沖縄県の

さらなる観光振興にもつながることが期待できるも

のというふうに考えております。

以上です。

○上原章委員 いわゆる警察官の語学力を高めてい

こうという事業なんですか。それとも、あくまでも

通訳をこの警察業務の中で、先ほどの幾つかの言語

に対応できる体制をつくろうということ、どちらな

んですか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

いずれもでございまして、部内通訳人を育成して

いこうということで、今現在、県警内に７言語89人

の通訳人がおるんですけども、こういった者に対す

る語学研修によって語学力をさらに強化していくと

いう取り組みもありますし、先ほど申しましたけど

も、幾つかの複数の外国語で収録された避難メッセー

ジを放送することができる拡声器の整備等々の取り

組みを並行的に行っているものでございます。

○上原章委員 先ほども別の委員からありましたけ

ど、レンタカーを借りて県内を観光する外国人の皆

さんが、バスレーン等を理解できなくてそこで捕まっ

ていたり、いろんなところの中でいろいろトラブル
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が―そのときに言葉がなかなか現場の警察官と意思

の疎通ができないという現状を幾つか私見たことあ

るんですけど、こういった場合の対応というのはど

うなりますか。

○岡本慎一郎警務部長 お答えいたします。

例えばですね、交番に勤務する地域警察官などに

はアプリで翻訳機能が活用できる携帯端末機を整備

する。あるいは、これは警察の会計課になりますけ

れども、翻訳機を配付して外国人への対応に利用し

たりとか、こういった取り組みを行っております。

○渡久地修委員長 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 最後です。よろしくお願いします。

まず、意見書のほうから概略的にお尋ねしたいん

ですが、自主財源、常に言われるように県は低いと

いうことで、その中で依然として国の予算の動向や

中央財政体制に大きく影響を受ける財政構造に沖縄

県はなっているんだと、依存だということがあるん

ですけど。先ほどいろんな質問の中から、一括交付

金が減額されたんだとか、これをふやせだというよ

うな部分があるんですけど、我々沖縄県としてこの

依存体制、依存体質の脱却というもの、この辺はど

う考えるんですか。

○金城弘昌総務部長 財政構造の話で、当然ながら

依存財源には国庫支出金を初めとした費用ございま

す。また、自主財源には県税を初めとした費用がご

ざいます。どこを目指すかっていうふうな目標みた

いなものは当然持ち合わせていませんけど、平均値、

例えば九州平均だったりとか全国平均と、そういう

ところは一定程度、目標というか、目指す目安には

なるのかなと思っています。自主財源の比率が高ま

ると、それだけ行政の自主性、安定的な施策の展開

ができるというふうになっておりますので、それは

しっかりやっていかないといけないのかなと思って

います。

○當間盛夫委員 自主財源が伸びる、先ほどの県税

が伸びてきているという部分。これからまだ沖縄の

景気的には伸びるということで、自主財源が伸びる

というのはいいんだが、自主財源を伸ばす一つのも

のは依存財源減らすことだよね。そうなると、自主

財源ふえてくるわけよ、その分は。その辺をどうと

るのかなというところがあるんですけど。その中で

この振興特別措置法に基づく高率補助が沖縄県はあ

るじゃないですか。皆さんがこれをどう出している

のかがわからないんですけど、この沖縄の高率補助

は必要だと。いや、一方で有識者の皆さんは、この

高率補助が沖縄の弊害になっているんだというよう

な言われ方をするようなところもある。国も高率補

助に対してのものを言われる部分が最近出てきてい

るということになるんですけど。例えば、次なる振

興のものでこの高率補助が認められないということ

になったときに、皆さんの財政構造上どういうよう

な形になるんですか。

○金城弘昌総務部長 高率補助、これは沖振法があっ

て、いわゆる沖縄が抱える特殊な事情、課題を解決

するために措置されている制度でございますので、

この沖縄の抱える課題が解決されない限りはずっと

続ける、続くべきものだというふうに認識をしてお

ります。ですから、高率補助がまだ課題が解決され

ていないというふうな認識でございますので、そこ

はずっと続けていくように国のほうに働きかけてい

くのかなと思っております。ただ一方、當間委員御

指摘のように、高率補助が廃止された場合の影響と

いうことですけど、これは当然ながら本土並みの補

助率というふうになりますので、その分を一般財源

で補うとか、県債発行とかということになりますの

で、財政負担が将来的には増加するというふうなこ

とになるのかなと思います。

以上でございます。

○當間盛夫委員 高率補助がなくなった場合には、

今言うように、予算規模が縮小するよね。高率補助

分、使う事業を減らさないといけなくなるわけだか

ら。もうなくなるわけだから。その分の予算規模が

今、7000億円台の予算規模が縮小してくると。この

分の県債が今6000億円の推移をしているというのが

あるんだけど、他方、同じ類似県の九州を見ても、

県債を含めた借金的なものは、大体がもう１兆円近

くの部分が累計見てもあるというふうな形になって

くると、沖縄もそういった部分での借金を抱えてし

まうというようなところがあるんですけど。皆さん、

この高率補助に向かっての国とのやりとりはどうい

うふうにしているんですか。

○金城弘昌総務部長 企画部のほうで今、総点検を

していて、ここはいわゆる制度を含めて整理してい

くことになるのかなと思っています。それはもう、

一緒に歩調を合わせて取り組みを進めるということ

で、主体は企画部のほうで今検討しているというこ

とです。

○當間盛夫委員 わかりました。

次、不用額の件なんですけど。トータルで特別会

計を含めて今回167億円ということで、先ほど一括交

付金だけの分なのかな、12億円ということでお話が

あったんですが、これは何か内訳があるのか。

○武田真財政課長 30年度予算における執行実績で

見た場合には、トータルで、先ほど御案内したとお
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りソフト交付金で12億円の不用額が発生しましたが、

そのうち県分が４億6000万円、市町村分が７億4000万

円というふうな数字になっております。

○當間盛夫委員 この一括交付金、なかなか今、ソ

フトも減らされ、ハードも先ほどあるように相当に

ハードのほうが減らされている中で、市町村が物す

ごい影響を受けている。

一方で、今度の概算要求でもそうなんですけど、

国がやる部分で30億円だったものが今度55億円にふ

やすというような流れからすると、皆さん、予算折

衝、内閣府とどういう形になっているのかなと。う

まくいっているのかなというところもあるんですけ

ど、その辺はどう捉えればいいんですか我々は。

○武田真財政課長 令和２年度の国庫要請に向けて

も、５月の中ごろから内閣府との打ち合わせを何回

か重ねてまいりました。昨年までと違って、単なる

積み上げ以外にもですね、個別の市町村の声である

とか産業界の声であるとか、そういったものも届け

ております。さらには、先ほど御案内したとおり、

ハード交付金で具体的にどういった支障が生じてい

るというものもあわせて御説明してまいりました。

さらには、その中で我々が声高にお願いしたのは、

国直轄事業と地方向けの補助金を一体となって整備

することで、インフラは有効に機能するんだという

ことを何度か御説明をさせていただきました。そう

いった新たな説明について、工夫をさせていただい

たところなんですが、結果としては30年度並みの概

算要求となったというふうに受けとめているところ

であります。

○當間盛夫委員 部長これは提言なんですけど、皆

さん今後の財政の見通しというのは多分、財政が出

していると思うんですけど、毎年は出していないわ

けよね。みんなに聞くと４年に一遍だということが

あるんですけど。皆さんから、この財政の運営に当

たっての留意すべき事項の中に、老朽化する公共施

設に対応する経費ってのがこれから出てくるわけよ

ね。公共施設のいろんな部分で。これが資料的な分

やると箱物だけでも年間300億円だと、インフラ整備

含めると700億円のものが出てくるというような部

分。指摘があるように、病院事業でも今度は赤字的

な分がなってくるということというような、病院事

業のあり方だとか、中城湾港の部分だとかというの

もある。私が先ほど指摘したように、高率補助の部

分で新たな振興策でどのような形になるのかわから

ないということになってきたときに、皆さんその辺

は今後の財政の見通しの中で、こういうものが出て

きたときに県の財政がどうなるんだというような部

分だとか、例えば新たな振興の中で、高率補助がな

いといったときの県の財政的な規模の縮小だとか、

県債というか県の借金のものがどうなるんだという

見通しというのは、僕は次年度に向けて、新たな振

興に向かって僕はやるべきだというふうに思うんで

すけど、この辺はどうかな。提言というよりも、ちょっ

と考えを聞かせてください。

○金城弘昌総務部長 委員御指摘のように、財政収

支見通し４年に１回ぐらいで出しているところでご

ざいます。一定の過程を経た上での試算ということ

になっています。高率補助がなくなったらどうする

かという試算までやるかどうかというのは別なのか

もしれませんけど、そういうふうな国との関係、ま

た、総点検を見据えた上での今後の県の取り組み、

そういったことも十分ににらみながら、財政見通し

は収支見通しは立てていくことになるのかなと思っ

ています。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。

次に、成果に関する報告書の部分で、知事公室の

ほうからちょっとお尋ねしたいんですけど。皆さん

の成果の部分で、辺野古基地の建設に対するものだ

とか基地対策だとか、基地対策調査費だとか、ワシ

ントンの駐在という形であるんだけど、これは辺野

古をとめるためにその分の事業を皆さんやっている

わけよね。ワシントンの駐在にしても、そういった

ものを情報を発信するという形で7000万円から

8000万円使うという形になっている。これトータル

的にすると皆さん、概算でいいのでどれぐらいの予

算になるんですか。

○溜政仁参事兼基地対策課長 基地問題に関する基

地対策課と辺野古対策課の予算、基地関連業務費、

基地対策調整費、ワシントン駐在員活動事業費、あ

と辺野古新基地建設問題対策事業、４事業合計で30年

度の決算額では約１億8464万円になります。

○當間盛夫委員 今、重立った４事業のものだけで

１億8000万なんだけど、皆さん裁判費用だとかいろ

んなもろもろ考えると、予算的にどうなのかなとい

うところもある。これは、デニー知事は基本的に対

話はしようと、対話で解決はということがあるんだ

けど、司法にそのことがやる。しかし、対話って言

いながら対案は出さないということでいいんですか。

○池田竹州知事公室長 沖縄県としましては、普天

間飛行場の代替施設につきましては、私ども県外、

国外ということをかねてから主張しているところで

ございます。ただ、私ども地方自治体として特定の

場所を想定した対案というのは、提案するというの

は妥当ではないだろうというふうに思っております。
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○當間盛夫委員 これはもう続けても意味ない。い

いです、その分は終わります。

○渡久地修委員長 財政課長より発言の申し出があ

りますので許可します。

○武田真財政課長 決算書のほうの市町村へのソフ

ト交付金の推進交付金の不用額は８億3800万円余り

となっておりますが、先ほど私が申した市町村分の

不用額７億4400万円というのは国費ベース、あくま

で国庫ベースの不用額になっております。

○當間盛夫委員 次、県警本部の皆さんにちょっと

お願いをしたいんですが。以前から、先ほど国際化

のお話もあったんですけど、いろいろとレンタカー

での海外の観光客の皆さんだとかっていう形の中で。

那覇空港の落とし物の部分で、実際には、本来は空

港の落とし物のほうが多いという中で。空港ターミ

ナルともっといろんな形で話をしながら、空港で管

理ができるような方向性を持ったほうがいいんじゃ

ないかということが、なかなかそれが県がやらない、

やっていないんだよ、県は。何か空港に話はしたら

しいんだけど、空港が面倒くさがってやらないとい

うところがあるんですけど。今、豊見城署で落とし

物の状況っていうんですか、これはどういうふうな

状況になっているんですか。職員の数も含めてちょっ

と説明してもらえますか。

○岡本慎一郎警務部長 豊見城署では、特に拾得届

けの受理が増加しておりまして、一般職員２名を増

配置して、６人から８人に増配置しまして体制強化

を図っております。しかしながら、拾得物品のシス

テムへの登録作業ですとか、あるいは落とし物をさ

れた方からの問い合わせへの対応、その返還のため

の業務等々が急増しておりまして、豊見城署の担当

職員は一日でも早く返還できるようにということで、

必要に応じて早朝ですとか休日出勤等も行っている

という状況にございます。

○當間盛夫委員 これ今、増加しているというお話

ではあるんですが、この一、二年でいいですので、

その増加の何か数値は出せるんですか。

○岡本慎一郎警務部長 豊見城警察署ですと、平成

29年中の受理件数が４万2752件でございましたが、

平成30年中になりますと、これが４万3427件とプラ

ス675件の増となってございます。先ほども御説明し

ましたが、繰り返しになって恐縮ですけども、一般

職員が８人でこういった拾得物への対応を豊見城署

では行っております。

○當間盛夫委員 本部長のほうも知事のほうにこう

いう状況だということは再三申し上げているものだ

というふうにも思っています。豊見城署だけではな

くて、交番のほうでもそういう業務をやっていると。

本来、ほかでもやる業務がある中でのこの拾得物の

ということが、交番内でも負担になっているかどう

かはあれにしても、そういう業務があるということ

になると、この一般事務っていうんですか、この分

の増員というのはなかなか図られていないというの

があるんですけど。皆さんからはこれは県のほうに

は要望していないんですか。

○筒井洋樹警察本部長 お答えをいたします。

一般職員につきましては、増員要求は例年させて

いただいているんですけれども、なかなか知事部局

のほうも一般職員の増員を抑えておられるという事

情もあるようで、それはお認めいただけていないと

いう状況にあります。私どもとしては、豊見城が那

覇空港との関係で非常に負担が重たいものですから、

ほかの所属の一般職員を何とかやりくりして、２名

捻出をして６名から８名にふやしたというようなこ

ともありますけれども、なかなかちょっとこれ以上

そういうこともできないということでありますので、

またことしもお願いを引き続きするとともに、それ

以外の業務負担の軽減方策についても考えたいと

思っております。

○當間盛夫委員 総務部長、人事を扱って、人事に

かかわる総務部長ですので、今の本部長からのもの

は再三要望があると思うんですよ、その分はね。一

般職員って全然ふえていないと。類似県、他府県に

比べても我が県の一般職員の県警の増加がないとい

う現状をどう見られていますか。

○森田崇史行政管理課長 お答えします。

県警本部のほうから、平成29年度については拾得

物の増加に伴う業務量の増加ということで、一般職

員の増員について知事部局のほうに要求があったと

ころでございます。知事部局としましては増員する、

一人一人の業務量のほか、一般職員301名の業務量等

についても説明を求めていたところでございます。

30年度以降については、当該案件についての要望は

ないものというふうに考えています。なので、また

今回、一応県警本部のほうからは、事業者の特例施

設占有者制度を活用しながら、いろいろやっていく

というところで今、お話が。事業者が一旦預かれる

ようなモノレールなんかでやっている特例施設占有

者制度というのがあるんですけれども、そういうの

を活用しながらやっていくというところでお話は聞

いているところでございます。

○當間盛夫委員 これは前にも議論したんだけど、

これは県警がやる仕事かって言っているわけさ、だ

から。皆さんが何で那覇空港ターミナルに、そのこ
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とをやりなさいということを何で皆さんがやらない

のっていうこと。皆さん、空港ターミナルは、株主

だよ県のほうが。県警がやるという話じゃないのに、

ずっと増員していないのに、今年度は30年度はあり

ませんでしたというのは、皆さん県警に何かけんか

売っているようでさ。それはね、ずっとそういう拾

得物が問題になっているときから、人員的なものは

言われているわけですから早急な対応を求めます。

以上です。

○渡久地修委員長 以上で、知事公室、総務部及び

警察本部関係決算に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 渡久地 修
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令 和 元 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和元年10月17日 (木曜日)

開 会 午前10時０分

散 会 午後４時10分

場 所 第１委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 認定について（農林水産部及び

認定第１号 労働委員会事務局所管分）

２ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県農業改良資金

第５回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

３ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県沿岸漁業改善

第５回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

４ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中央卸売市場

第５回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

５ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県林業・木材産

第５回議会 業改善資金特別会計決算の認定

認定第11号 について

出席委員

委員長 瑞慶覧 功君

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 大 浜 一 郎君 西 銘 啓史郎君

山 川 典 二君 島 袋 大君

委 員 大 城 一 馬君 新 里 米 吉君

委 員 親 川 敬君 嘉 陽 宗 儀君

委 員 金 城 勉君 大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

農 林 水 産 部 長 長 嶺 豊君

農 林 水 産 総 務 課 長 幸 地 稔君

農 林 水 産 総 務 課
比 嘉 淳君

研 究 企 画 監

流通・加工推進課長 下 地 誠君

農 政 経 済 課 長 島 川 泰 英君

営 農 支 援 課 長 前 門 尚 美さん

園 芸 振 興 課 長 玉 城 聡君

糖 業 農 産 課 長 喜屋武 盛 人君

畜 産 課 長 仲 村 敏君

森 林 管 理 課 長 平 田 功君

水 産 課 長 能 登 拓君

労 働 委 員 会 事 務 局
金 良 多恵子さん

参 事 監 兼 事 務 局 長

3ii4

○瑞慶覧功委員長 ただいまから経済労働委員会を

開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和元年第

５回議会認定第１号、同認定第２号及び同認定第９号

から同認定第11号までの決算５件の調査を一括して

議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び労働委員

会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係決

算の概要説明を求めます。

長嶺豊農林水産部長。

○長嶺豊農林水産部長 おはようございます。よろ

しくお願いいたします。

それでは、農林水産部関係の平成30年度歳入歳出

決算について、その概要を御説明いたします。

本日は、サイドブックスに掲載されております平

成30年度歳入歳出決算説明資料により御説明をさせ

ていただきます。

それでは、ただいま青いメッセージで通知をしま

した平成30年度歳入歳出決算説明資料をタップし、

１ページのほうをごらんいただきたいと思います。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳入

決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳入合計は、表頭の中ほ

どのＡ欄になりますが、予算現額503億9398万3565円

に対し、調定額419億3923万9577円、収入済額413億

5483万1563円、不納欠損額2242万3276円、収入未済

額５億6198万4738円で、調定額に対する収入済額の

割合である収入比率は98.6％となっております。

次に、右から左に画面をスクロールしていただき

まして、２ページをごらんください。

農林水産部における一般会計及び特別会計の歳出

の決算状況の総括表となっております。

経済労働委員会記録（第１号）
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一般会計及び特別会計の歳出の合計は、Ａ欄のほ

うになりますが、予算現額664億5699万6313円に対し、

支出済額526億4695万3494円、予算現額に対する支出

済額の割合である執行率は79.2％で、翌年度繰越額

113億3025万8775円、不用額24億7978万4044円となっ

ております。

次に、一般会計の歳入歳出決算について御説明い

たします。

同じくスクロールしていただき、３ページをごら

んください。

まず、歳入について説明をいたします。

Ａ欄になりますが、予算現額495億662万1565円に

対し、調定額402億2263万2667円、収入済額401億658万

3526円、不納欠損額1877万6085円、収入未済額9727万

3056円で、収入比率は99.7％となっております。

歳入科目についてですが、（款）分担金及び負担金、

（款）使用料及び手数料、（款）国庫支出金、スクロー

ルしていただきまして４ページになりますが、（款）

財産収入、（款）繰入金、スクロールしていただきま

して５ページになりますが、（款）諸収入、それから

（款）県債となっております。

収入未済額について、主なものを御説明いたしま

す。

５ページの表頭の右側のＥ欄になりますが、（款）

諸収入（目）雑入の6702万9540円でございます。

スクロールしていただきまして、６ページをごら

んください。

次に、歳出について御説明いたします。

表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額655億

6963万4313円に対し、支出済額518億8687万4737円、

執行率79.1％、翌年度繰越額112億4635万4775円、不

用額24億3640万4801円となっております。

予算科目の（項）別に申し上げますと、まず（項）

農業費については、Ａ欄になりますが、予算現額193億

1720万5900円に対し、支出済額176億3961万1112円、

執行率91.3％、翌年度繰越額４億618万1600円、不用

額12億7141万3188円となっております。

次に、（項）畜産業費については、Ａ欄になります

けども、予算現額56億2507万8372円に対し、支出済

額41億3152万7643円、執行率73.4％、翌年度繰越額

13億6301万6581円、不用額１億3053万4148円となっ

ております。

スクロールしていただきまして７ページになりま

すが、（項）農地費については、Ａ欄になりますが、

予算現額282億1357万9576円に対し、支出済額202億

6332万5925円、執行率71.8％、翌年度繰越額76億272万

4278円、不用額３億4752万9373円となっております。

次に、（項）林業費については、Ａ欄になりますが、

予算現額19億8820万1000円に対し、支出済額17億

423万6489円、執行率85.7％、翌年度繰越額１億2548万

3000円、不用額１億5848万1511円となっております。

同じくスクロールしていただき、８ページお願い

いたします。

（項）水産業費については、Ａ欄になりますが、

予算現額93億9737万6700円に対し、支出済額79億

3731万4266円、執行率84.5％、翌年度繰越額13億

3672万4160円、不用額１億2333万8274円となってお

ります。

次に、（款）災害復旧費の（項）農林水産施設災害

復旧費については、表のＡ欄になりますが、予算現

額10億2819万2765円に対し、支出済額２億1085万

9302円、執行率20.5％、翌年度繰越額４億1222万

5156円、不用額４億510万8307円となっております。

以上、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いた

しました。

次に、スクロールをしていただきまして、９ペー

ジをごらんください。

次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

決算の概要について御説明いたします。

まず、農業改良資金特別会計について説明いたし

ます。

歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額8537万5000円に対し、調定額５億

8211万1859円、収入済額１億8626万6438円、収入未

済額３億9584万5421円、収入比率は32.0％となって

おります。

収入未済額の主なものは、（款）諸収入（目）農林

水産業費貸付金元利収入の３億1702万6507円で、貸

付金の償還が延滞となっていることによるものであ

ります。

次に、スクロールしていただき、10ページをごら

んください。

歳出につきましては、Ａ欄になりますが、予算現

額8537万5000円に対し、支出済額7952万2094円、執

行率93.1％、不用額585万2906円となっております。

不用額の主なものは、（目）管理指導事務費の585万

1906円で、委託料の執行残等によるものであります。

同じくスクロールをしていただきまして、11ペー

ジをごらんください。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、Ａ欄になりますが、予算現

額２億7720万1000円に対し、調定額５億9015万

6848円、収入済額５億5296万2254円、収入未済額
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3719万4594円で、収入比率は93.7％となっておりま

す。

収入未済額の主なものは、（款）諸収入、（目）農

林水産業費貸付金元利収入の3681万3969円で、貸付

金の償還が延滞となっていることによるものであり

ます。

同じくスクロールをしていただき、12ページをご

らんください。

歳出につきましては、Ａ欄になりますが、予算現

額２億7720万1000円に対し、支出済額２億7045万

4641円、執行率97.6％、不用額674万6359円となって

おります。

不用額の主なものは、（目）貸付事業費の550万円

で、貸付金の執行残によるものであります。

同じくスクロールをしていただき、13ページをご

らんください。

次に、中央卸売市場事業特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、表頭中ほどのＡ欄になりま

すが、予算現額５億881万9000円に対し、調定額４億

2651万9161円、収入済額４億1846万6522円、不納欠

損額144万7191円、収入未済額660万5448円で、収入

比率は98.1％となっております。

収入未済額の主なものは、（款）使用料及び手数料、

（目）市場使用料の371万4432円で、使用料の支払い

が延滞となっていることによるものです。

ただいま通知をいたしました青いメッセージを

タップしていただきまして、15ページをごらんくだ

さい。

歳出につきましては、Ａ欄になりますが、予算現

額５億881万9000円に対し、支出済額４億972万

2594円、執行率80.5％、翌年度繰越額8390万4000円、

不用額1519万2406円となっております。

繰越額については、国の経済対策関連に係る補正

予算によるものであります。

不用額の主なものは、（目）中央卸売市場管理費の

1377万5302円で、委託料の入札残によるものであり

ます。

次に、スクロールをしていただき、16ページをご

らんください。

林業・木材産業改善資金特別会計について御説明

いたします。

歳入につきましては、Ａ欄になりますが、予算現

額1596万7000円に対し、調定額１億1781万9042円、

収入済額9055万2823円、不納欠損額220万円、収入未

済額2506万6219円で、収入比率は76.9％となってお

ります。

収入未済額の主なものは、（款）諸収入、（目）農

林水産業費貸付金元利収入の2202万3666円で、貸付

金の償還が延滞となっていることによるものであり

ます。

スクロールをしていただき、17ページをごらんく

ださい。

歳出につきましては、Ａ欄になりますが、予算現

額1596万7000円に対し、支出済額37万9428円、執行

率2.4％、不用額1558万7572円となっております。

不用額の主なものは、（目）貸付事業費の1500万円

で、貸付金の執行残によるものであります。

以上、農林水産部関係の平成30年度一般会計及び

特別会計の決算概要を御説明いたしました。御審査

のほどよろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 農林水産部長の説明は終わりま

した。

次に、労働委員会事務局長から労働委員会事務局

関係決算の概要説明を求めます。

金良多恵子労働委員会事務局参事監兼事務局長。

○金良多恵子労働委員会事務局参事監兼事務局長

おはようございます。

労働委員会事務局所管の平成30年度一般会計歳入

歳出決算の概要につきまして、サイドブックスに掲

載されております歳入歳出決算説明資料により説明

申し上げます。

それでは、ただいま青いメッセージで通知しまし

た平成30年度歳入歳出決算説明資料をタップし、資

料をごらんください。

それでは、説明資料の１ページをごらんください。

歳入状況について御説明いたします。

決算額は（款）諸収入の13万8545円となっており

ます。その内容は職員手当の過払いによる返納と一

般職非常勤職員の雇用保険料本人負担分でございま

す。

タブレットの画面を右から左にスクロールしてい

ただき、説明資料の２ページを表示ください。

歳出状況について御説明いたします。

予算現額１億3282万5000円に対し、支出済額は１億

2155万円で、執行率は91.5％となっております。

支出の主なものは、委員の報酬や費用弁償等の委

員会の運営費並びに事務局職員の給与や旅費のほか、

需用費等の事務局の運営費でございます。

不用額は1127万4618円で、その主なものは、給料、

職員手当等、人件費の執行残となっております。

以上で労働委員会事務局所管の歳入歳出決算の概

要説明を終わります。御審査のほどよろしくお願い

いたします。
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○瑞慶覧功委員長 労働委員会事務局参事監兼事務

局長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、「決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）」に従って行う

ことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委員会

の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由の説

明を求めることにいたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質疑の持ち時間については、決算特別委

員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、当

該ページをタブレットの通知機能により、委員みず

から通知し、質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願

いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度、委員長の

許可を得てから、重複することがないよう簡潔にお

願いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

大浜一郎委員。

○大浜一郎委員 よろしくお願いいたします。

主要施策の成果に関する報告書から、何点か御質

問させていただきます。

159ページでございますけども、肉用牛肥育素牛の

導入支援に関して、事前に質問内容はお届けしてい

ると思いますが、八重山地域への素牛の導入状況と

肥育牛の頭数の推移についてお答えいただきたいと

思います。

○仲村敏畜産課長 肉用牛肥育素牛導入支援事業に

おける八重山地区の導入実績については、平成29年

度は139頭、平成30年度は170頭となっておりまして、

県全体の25％程度を占めております。

また、八重山地区の肥育牛飼養頭数は、平成28年

2323頭、平成29年2598頭、平成30年2771頭と増加傾

向で推移しております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

続きまして、160ページでございますけど、６次産

業化の推進についてお伺いします。

執行の関係で６次産業化支援事業が30.2％、６次

産業化人材育成活性化事業は93.9％と、非常にちょっ

と落差がある予算執行になっておりますが、特に新

商品に係る費用と販売店施設整備に係る一部補助が

ゼロ件の実績ということでありますが、何が問題あっ

たんですか。

○下地誠流通・加工推進課長 委員からお話のござ

いました補助のゼロ件についてですけれども、当該

事業は６次産業化支援事業という事業で実施してお

りまして、６次産業化に取り組む農林漁業者に対し、

新商品開発や市場評価、販路開拓に必要な経費を補

助しております。

平成26年度に２業者、平成28年度に１業者を補助

しておりますが、しかしながら、補助を受けた事業

者が一定の利益が出た場合、補助金を返還する要件

があることや、補助率が２分の１から３分の１に引

き下げられたことにより、当該補助金を希望する事

業者が少なく、平成30年度はゼロ件となっておりま

す。

県ではこれらの状況を踏まえ、一括交付金を活用

して既存商品の改良や販路開拓など、ノウハウの習

得を目的とする６次産業化人材育成活性化事業を実

施し、平成30年度の加工品改良補助金については、

５事業者の活用があったところです。

○大浜一郎委員 これは25年度からやられている事

業でありますし、６次産業化というのは非常に重要

な政策であったのですが、要するに補助金の割合に

よってこれだけ30％しか執行ができなかったと、

ちょっと疑問なんですよね。

どこまで認知がされて、どのようなフォローがさ

れたのか、少し今の答弁では見えませんが、どうで

すか。

○下地誠流通・加工推進課長 年度前に市町村へ要

望調査などを行い、希望を募っているところです。

ところが、この事業については、先ほど申し上げ

ましたように要件がちょっと厳しくて、この農林省

の国庫補助事業の６次産業化支援事業ではなく、先

ほど申し上げましたように、一括交付金の６次産業

化人材育成活性化事業のほうの商品改良が使い勝手

がいいということで、こちらのほうに流れているよ
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うな経緯がございます。

○大浜一郎委員 それでは人材育成活性化事業の具

体的な効果の確認をさせていただきたいのと、６次

産業化の波及効果を高めるための市町村関係の地域

連携のあり方を検討するという具体策について、お

答えいただきます。

○下地誠流通・加工推進課長 ６次産業化を推進す

る上では市町村など地元関係機関を巻き込んだ地域

連携が課題であったことから、平成30年度から地域

連携プロジェクトとして、うるま市と多良間村のモ

デル的な取り組みを支援しております。

うるま市では、農林漁業者単独の取り組みにおい

て大きな負担となる加工機器などの導入について、

市が整備した加工施設の利用や地元商業高校との商

品共同開発を行うことによって課題解決を図り、商

品改良に結びつけております。

また、多良間村では、事務局機能が十分でない農

業者組織に対して、地域おこし協力隊など行政関係

者が事務局機能を補完し、商品改良過程の進捗管理

や対外的な調整の代行を行うことで、事業者に寄り

添った支援が実現しております。

○大浜一郎委員 ありがとうございました。

163ページです。地産地消推進体制づくりですが、

新規で26店舗、新規登録があって、全体で286店舗と

いう成果とお聞きしていますが、実際ホテルとか、

例えば居酒屋さんとか、県産品使用率の調査をした

ことがあるのかどうなのか。また、学校給食の現場

で地産地消の使用率の現状と、もしくは改善点、本

来はこれだけあるべきだろうという使用比率につい

て、お答えいただきたいと思います。

○下地誠流通・加工推進課長 県では地産地消推進

に係る各種施策を効果的に実施するため、県産農林

水産物の学校給食や、県内ホテルでの利用状況を調

査しております。

29年度の学校給食での県産食材利用率は30.6％で、

県内ホテルでの利用率は32.4％となっており、いず

れもここ数年は３割程度で推移しております。

これらのことを踏まえ、ことし３月に策定した第

４次沖縄県地産地消推進計画における５年後の目標

値として、学校給食での利用率を34％、ホテルにお

ける利用率を36％と設定しております。

また、同利用状況調査によりますと、県産農林水

産物の利用上の主な課題として、価格が不安定であ

ることや、生産の端境期の品目の種類や量の不足な

ど安定供給上の課題に加え、学校給食調理場での人

手不足による下処理等が挙げられているところです。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

今の改善点でいろいろありましたけど、これは具

体的に何か取り組みは今されていますか。

○下地誠流通・加工推進課長 第４次でこれらの課

題を解決するべく、これから取り組むというような

段階になります。

○大浜一郎委員 ぜひとも取り組んでいただいて、

30％と言わずに40とか、50とか、少しハードルを上

げたほうが改善点の克服に力が入るんじゃないかな

と思います。

次、164ページです。県産農林水産物輸出体制構築

事業でありますが、この課題の中について、比較優

位性がある農水産物を絞り込む必要があるという結

論が出ているようですが、今回の事業の中でどのよ

うな品目が輸出体制には有効だと考えておられます

か。

○下地誠流通・加工推進課長 本県の地理的優位性

を生かし、成長著しいアジア圏へ販路拡大を図るた

め、県産農林水産物のさまざまなプロモーションに

取り組んでおります。

これまでの輸出事業の取り組みにより、アジア圏

域での有望な品目としては、比較的認知度が高い黒

糖や他産地との競合が少ないモズク、シークヮーサー

などが有望であり、特に香港では観光地としての沖

縄の認知度の高まりとともに、県産パインやカンショ

も有望な品目であると確認しております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

あと、肉用牛の輸出をしているということであり

ますけど、これはどこのＨＡＣＣＰを使って、通し

て、出荷されていますか。

○仲村敏畜産課長 現在、県内には肉用牛を屠畜し

て海外へ運ぶ食肉センターはございませんので、主

に鹿児島県の屠畜場で屠畜した牛肉が海外へ輸入さ

れております。

○大浜一郎委員 それではやはりコストが高くなる

んじゃないですか。

○仲村敏畜産課長 鹿児島への輸送コストは若干か

かると思いますけれども、輸出事業―条件不利性解

消事業により一部輸送費の支援をしております。

○大浜一郎委員 ですから県内ではＨＡＣＣＰの推

進を今後やっぱりやっていかないと、結局、コスト

高になると思うんですよ。

競争力がなくなっていくので、県内ＨＡＣＣＰの

取り組みを逆に強化していくということも視野に入

れて、これ強力に進めていただきたいと思います。

それと卵を輸出していますが、全品県産品ですか、

鶏卵は。

○仲村敏畜産課長 県内で輸出している卵は、こち
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らでカウントしているのは全て県産品でございます。

○大浜一郎委員 スーパーなんかに行くと、要する

に足らないのでかなり流通物が入っているんですよ。

流通物が入るぐらい、県内市場も賄い切れないん

だけども、これが全量というのが非常に不思議だな

と思ったんですけど、もう一度トン数を教えてくだ

さい。どのくらい送られたんですか。

○仲村敏畜産課長 済みません、もう一度、数量で

すか。

○大浜一郎委員 そう、トン数。

○仲村敏畜産課長 平成30年度実績で鶏卵は66.4ト

ンとなっております。

○大浜一郎委員 わかりました。ありがとうござい

ました。

166ページです。農林水産物流通条件不利性解消事

業ですけど、航空輸送かコストの低い船舶輸送への

転換が必要だとしておられますが、鮮度の保持、特

に離島地域の物流連携はどういうことになっている

んでしょうか。

○下地誠流通・加工推進課長 農林水産物流通条件

不利性解消事業による県外出荷量に占める船舶輸送

の割合は、平成25年度の57.9％から平成30年度は

64.4％へと、航空輸送から船舶輸送へ6.5ポイント移

行しております。

この移行分については、船舶で輸送しても鮮度が

保持されるカボチャやモズクなどの品目の増加によ

るもので、輸送運賃の低い船舶輸送への移行により

補助事業者の輸送コスト低減が図られるものと考え

ているところです。

一方、離島地域の県外出荷量は、平成30年度で１万

7170トンとなっており、平成25年度の１万1203トン

と比べると5967トン増加しており、離島地域におい

ても、県外出荷量の拡大が図られているものと考え

ております。

○大浜一郎委員 ですので、船舶で輸送する際に連

携がうまく―スムーズにいっているかということで

すけど、その辺はどうですか。

○下地誠流通・加工推進課長 船舶で輸送する場合、

リーファーコンテナ―温度管理機能付コンテナ等を

利用して出荷しております。

主にモズクなどがそういうもので県外出荷量が増

加しているということを確認しております。

○大浜一郎委員 離島からの産物が多いのは、何が

多いですか。

○下地誠流通・加工推進課長 宮古だとゴーヤー、

カボチャ、トウガン、ピーマン、モズクの順になり

ます。

八重山だとパイナップル、マグロ、クルマエビ、

モズクという順番になっております。

○大浜一郎委員 ありがとうございます。

これは非常に事業の効果が期待されているもので

すけれども、これは一括交付金を利用していますよ

ね。今後この一括交付金が、要するにあと２年程度

で見直しになるんだけども、この事業については、

今後どのような体制で維持していこうか、具体的な

検討というのはされていますか。

○下地誠流通・加工推進課長 今年度、検討委員会

を立ち上げて、この事業、これまでやってきたこと

の効果検証を確認し、検討委員会を来年まで開催す

る予定なんですけれども、そちらのほうで報告をい

ただいて、それに基づいて令和４年度以降の事業に

ついて検討をしていくと、そういう段取りになって

おります。

○大浜一郎委員 次期振興計画の中にもこれは重要

な施策としても入れる必要があろうと思っています

ので、その辺の努力をぜひお願いしたいと思います。

171ページです。畜産担い手育成総合整備事業であ

りますが、補助金事業が46.8％、交付金事業が

52.2％、課題としては離島地域の工事技術者不足と

ありますけど、これは多分に経年でこのような状況

が起きていると思うんですが、改善点としては、例

えば何を行いましたか。

○仲村敏畜産課長 お答えいたします。

畜産担い手育成総合整備事業は、未利用地や低利

用地を地域の担い手に集積し、草地造成と自給飼料

生産基盤を整備することにより、飼料基盤に立脚し

た安定的な経営体を育成し、地域農業の活性化を図

ることを目的に実施しております。

本事業につきましては沖縄県農業振興公社が事業

実施主体となり、竹富町の黒島、竹富町の小浜、西

表島、久米島町の離島３地区で実施しております。

離島地域における事業実施に当たっては、建設業

界の職人不足の影響もあり、工事技術者の確保が難

しい状況となっております。

特に、本事業の造成工事においては、岩盤を砕き

細かくするストーンクラッシャーやスタビライザー

など、特殊工法が必要な工事地区については対応可

能な業者が限られておりますので、そのため県とし

ましては、農業公社や地元自治体、それから関係事

業者等の連携を密にして、施工箇所を細かく割り振

りして効率的な施工を行うということ、それから工

程管理を徹底するということ、それから事前協議を

頻回に行い強化しているところであります。

これらのことを含めまして、今後は執行率の改善



－101－

に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。

○大浜一郎委員 ありがとうございました。

畜産―これも担い手の育成総合事業はとても大事

な離島での事業だと思っておりますので、関係各位

と連携して執行率を上げて、事業の達成に本当に邁

進してほしいなというふうに思っています。よろし

くお願いします。

182ページです。自然環境に配慮した農業でありま

すが72.8％、対策事業に関しては一括交付金が使わ

れているようでありますけれども、これは目に見え

る効果として、赤土流出防止の推進、自然環境です

けど、目に見える効果としては、経年ではどのよう

な形で数値というのを捉えておりますか。

○前門尚美営農支援課長 県の赤土等流出防止対策

につきましては、平成25年に策定された沖縄県赤土

等流出防止対策基本計画に基づき、平成33年度を目

標年度としまして、関係部局が流出量の削減に取り

組んでいるところであります。農林水産部では、農

地からの流出防止対策に取り組んでおります。当事

業では、東村、石垣市、竹富町など10市町村に農業

環境コーディネーターを13名配置いたしまして、グ

リーンベルトの増殖、植えつけ体制構築など、コー

ディネーターが地域と連携して赤土等流出防止対策

の促進を図っております。

平成24年度から平成30年度までの事業の実績とし

まして、圃場の周囲にグリーンベルトを約180キロ

メートル分設置し、また、圃場の周囲では緑肥の播

種やマルチングを約744ヘクタール分実施しておりま

す。

そのほか、県内各地域では土壌保全の日としまし

て、グリーンベルトの植栽などを農家や関係者など

と実施する普及啓発イベントも開催しております。

県としましては、引き続き関係市町村とともに連

携しながら、流出防止対策に取り組んでまいります。

○大浜一郎委員 グリーンベルトの増殖というのは、

私も現場を見てきたからよくわかるんですが、実際

に大雨のときに赤土はもう大量にやっぱり流れてい

るわけですよね。その辺のところ、どれぐらいの量

が流出しているかというようなことが、経年の間に

どれぐらい目に見えてわかるようになったのか。環

境白書の中にも少しありましたけど、このところが

ね。その辺のところもちょっと教えてほしいんです

よ。この対策がどのような状況になっているのか。

○前門尚美営農支援課長 農地からの赤土の流出状

況でございますけれども、沖縄県の赤土等流出防止

対策基本計画及び同計画の中間評価の中からでござ

いますけれども、平成28年度の農地からの赤土等流

出については、平成５年に比べまして約30％、約9.5ト

ンということで削減しているところでございますけ

れども、農地からの流出割合が相対的に高くなって

おりますので、引き続き営農的対策、土木的対策の

構築による対策が現在求められているところであり

ます。

○大浜一郎委員 わかりました。

これはね、本当に海を汚すと沖縄の自然・文化も

壊してしまうということにやっぱりなっていきます

ので、これ本当は国も交えて対策はしなきゃいけな

いと思っているんですが、ちょっと質問したいんで

すけど。

この赤土流出防止活動資金の確保にかかわる制度

設計というのがあるんですが、これは一体何なんで

すか。

○前門尚美営農支援課長 赤土等流出防止対策につ

いては、農地における流出防止対策を継続的に行っ

ていくことが重要でありますけれども、現在、農地

対策に係る資金の確保というのが課題となっており

ます。

そこで、寄附金確保の方法などについて情報収集

し、赤土等流出防止活動資金の確保に係る仕組みづ

くりというのを検討しております。

具体的に言いますと、寄附をもらえるターゲット

の調査、寄附の実施方法、各種プロモーションなど

の啓発活動を実施しているところであります。

県としましても、引き続き持続的な赤土等流出防

止対策が構築できるように取り組んでまいります。

○大浜一郎委員 これは寄附とか、ＰＲ活動は寄附

がないとできないんですか。

寄附を募ってやるような問題なんですか、これは。

○前門尚美営農支援課長 現在、補助事業のほうで

実施しておりますが、地区の協議会が継続的に活動

をしていくためには、やはり持続的に協議会が自分

たちで自走して活動できるということで、どういう

方がそういう赤土等流出防止活動に共感いただいて

寄附をもらえるかというターゲット調査とあわせて、

ＣＭとかラジオとかでまたプロモーション、赤土等

流出防止対策ということで活動啓発ということをあ

わせて、現在実施しているというところであります。

○大浜一郎委員 よかれと思った農地改良が、基本

的にはこういった形になってきたというようなこと

があるので、これは寄附金を取るんじゃなくて、こ

れはもうとめるんだというようなことでの制度設計

のほうが、はるかに僕は有効だと思いますよ。

また、地域との連携は必要なんですけども、この
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赤土防止対策が進んでいない地域協議会というのは、

実際、何をしているんですか。海が汚れているのに

何をしているんですか。

○前門尚美営農支援課長 現在、赤土等流出防止対

策協議会ですけれども、重点監視海域などを有する

10市町村に設置しておりますが、委員がおっしゃい

ました対策が進んでいない地域協議会というところ

におきましては、対象となる農地面積が広く、また、

移動距離も長い地域であることが原因の一つとなっ

ていると考えられます。

このため県では、各市町村に農業環境コーディネー

ターを配置いたしまして、赤土流出圃場の現状把握、

農家への流出防止対策技術の普及などの支援を行っ

ております。

県としましては、引き続き関係機関とも連携しな

がら、必要な予算の確保に努めてまいります。

あわせて、また各地域の協議会同士の交流会です

とか、研修などを通じて、進んでいる地域の取り組

みの紹介などをすることで対策内容の充実を図って

いきたいと考えております。

○大浜一郎委員 赤土の流出問題が、実はオニヒト

デの増殖を助長しているということもありますから

ね、これは予算確保はもう十分に、もう少し増額し

てもとられるべきだと思いますので、ぜひその辺の

取り組みをお願いしたいと思います。

186ページでありますけれども、特殊病害虫特別防

除事業でありますけれども、84.4％の一括交付金で

もって執行がされてございます。

沖縄の農業は、特殊病害虫との戦いであったと聞

いておりますし、特に八重山地域においては、今後

イムゲーという蒸留酒製造のために芋の生産拡大を

したいという生産者が大分ふえてきているというふ

うに聞いています。単収もいいんでしょうね、多分

に。

しかしながら、イモゾウムシ等々の問題があって、

拡大しても歩どまりが悪いというような意見も

ちょっと聞いておりますが、今後とも防除事業に関

してはもう本当拡大していかなければいけない、農

業生産においてもと思うんですけど。

具体的な見通しは立っていますか。これは一応令

和３年までの事業になっておりますけど、今後どう

でしょうか。

○前門尚美営農支援課長 県ではアリモドキゾウム

シとイモゾウムシの根絶事業を平成13年度より久米

島、また、19年度より津堅島において実施している

ところであります。

久米島のアリモドキゾウムシにつきましては、平

成25年に根絶を達成しております。また、津堅島の

アリモドキゾウムシにつきましても根絶間近で、イ

モゾウムシについては、生息密度が大幅に低下して

おります。

両ゾウムシ根絶の防除地域を拡大していくために

は、両ゾウムシの大量増殖技術及び低コスト人工飼

料の開発、イモゾウムシの有効なモニタリング技術

等を確立する必要がございます。

県としましては、これら技術の開発状況を踏まえ

つつ、久米島、津堅島でのイモゾウムシ類の根絶防

除を行った後、防除地域を拡大し、関係機関と連携

して根絶、防除を進めていく考えであります。

○大浜一郎委員 ありがとうございました。

これは後ほどもう一度聞きたいと思いますが。

最後ですけども、これはちょっと私の個人的意見

ですが、主要施策の成果に関する報告書の中で、水

産関係の主要事業がとっても少ないんですよ。水産

事業が何で主要施策の成果に関する報告書の中でき

ちっと取り上げられていないのか、非常に不思議で

あります。その点どうでしょうか。

○能登拓水産課長 県では本県水産業の振興を図る

ため、平成30年では水産業費としまして72億1942万

円を計上しまして、つくり育てる漁業の推進、流通

体制や生産基盤の整備、漁業者の安全操業の確保、

担い手の確保育成等により水産業の振興に取り組ん

でいるところでございます。

また、平成31年度は前年に比べまして３億6345万

円、率にして５％増となります75億8286万円計上し

まして、取り組みを強化しているところでございま

す。

県としましては、引き続き、本県の地理的特性を

生かした水産業の振興を図るために、各種施策に取

り組んでまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

○大浜一郎委員 私が言っているのは、主要施策の

成果に関する報告書の中で何で少ないのかなと、もっ

と載せるべきじゃなかったかということであります。

○長嶺豊農林水産部長 今委員からの御指摘で、30年

度事業が少ないのではないかということであります

けども、これまでいろんな糸満の新市場とか、そう

いう新しい事業も31年度からできておりまして、そ

ういう意味では、いろいろな調整が進んで大きい事

業をこれから進めていくということもあります。

それから、担い手の育成につきましても、今は未

来のマリンパワー確保・育成一貫支援事業あります

けども、それについても今年度大幅に拡充して、よ

り担い手を確保していこうという取り組みをしてお
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りますので、その時点、時点では、少し主要事業に

出入りがあると思いますけども、引き続き、水産に

ついても振興を強化していくということで考えてお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

○大浜一郎委員 離島では水産物をどうやってみん

なに消費をしてもらうか、どういうふうに加工食品

にして付加価値を上げるか、そういったものに非常

に興味がある若い世代が多いというふうに、私は直

感として感じております。

ぜひそういった施策をどんどん推進していってい

ただきたいし、この成果を確認したいと思っていま

すので、どうかこの辺の取り組みをお願い申し上げ

ます。

○瑞慶覧功委員長 西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 よろしくお願いします。

細部に入る前に、まずは一般会計、平成30年度の

歳出のほうで執行率、繰越率、不用率の推移、過去

３年―平成30年、29年、28年の３年の率を、一般会

計、特別会計おのおの教えてもらえますか。

○幸地稔農林水産総務課長 お答えします。

平成28年度予算現額は、745億3397万円……

○西銘啓史郎委員 休憩お願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から金額は要らないの

で執行率を教えてほしいとの発言があっ

た。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

幸地稔農林水産総務課長。

○幸地稔農林水産総務課長 執行率についてお答え

します。

平成28年度は78.3％、平成29年度は80.0％、平成

30年度は79.1％であります。

続きまして、繰越額ですが、平成28年度は18.6％、

平成29年度は16.6％、平成30年度は17.2％。

続きまして、不用額ですが、平成28年度は3.2％、

平成29年度は3.4％、平成30年度は3.7％となってお

ります。

○西銘啓史郎委員 特別会計もお願いします。

○幸地稔農林水産総務課長 失礼しました。

続きまして、特別会計についてお答えします。

まず、執行率ですが、平成28年度は93.8％、平成29年

度は90.9％、平成30年度は85.7％。

続きまして、繰り越しですが、28年度、29年度は

ございません。30年度繰越額、9.5％。

続きまして、不用額ですが、28年度は6.2％、29年

度は9.1％、30年度は4.9％となっております。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございます。

なぜそういう質問をしたかというと、やはり知事

部局の中でも、一般会計の執行率はやはり土木と農

水というのは他の部局、県全体でも90.8―平成30年

度ある中で、全然もう桁が違う。それもまた後ほど

理由も聞きたいんですけども。

農水部として、まずは一般会計、資料でいうと

６ページですかね、一般会計歳出の部分からいきた

いんですけど、（項）でいくと農業費から畜産業費、

農地費、林業費、８ページになって水産業費、災害

復旧費、農林水産業施設災害復旧費とありますけど。

まず、僕が気になるのが、畜産業費の（目）の畜

産振興費ですけど、細かい内部は別としても執行率

が69.3で、次年度繰り越しが30.2―13億円ぐらいあ

るんですが、畜産は非常に振興上、力を入れている

というふうに理解したんですが、この支出済額、執

行率が低い理由をちょっと御説明いただけますか。

６ページの（項）畜産業費の畜産振興費。

○仲村敏畜産課長 執行率の主な事業としましては、

畜産担い手育成総合整備事業、それから食鳥処理施

設整備事業が平成30年度の主な執行率低下の要因と

なっております。

畜産担い手育成総合整備事業に関しましては―繰

り越し理由としましては、それぞれ地区ごとに異な

るんですけれども、竹富町の黒島のサミン地区では、

草地造成工事等において、伐採、雑木等の処理量が

当初より多く発生しております。

新たに処理用地の確保が必要となりまして、不要

の日数を要して年度内工事が困難となったというこ

とが挙げられます。

竹富町の西表島、小浜島につきましては、予定地

の賃貸借契約等の権利関係に手続上不備が見られま

して、受益者とその関係機関との調整に時間を要し

たため、入札時期がおくれることになっております。

それから、久米島のほうですけれども、久米島の

ほうも畜舎整備の計画予定地のほうが観光名所近く

だったため、遠くのほうへ少し場所を移動してほし

いということで、代替地の選定、それから取得につ

いて時間を要したということで、そちらのほうも繰

り越し手続を行っております。

それから、食鳥処理整備事業ですけれども、こち

らのほうとしましては、昨年の６月から９月まで、

たび重なる台風がありまして、建屋工事のおくれが

生じております。工事の遅延した影響から、現在、

建設業界の職人不足もありまして、スケジュール等

が難しくなりまして、労務者の確保が困難になった

ことで年度内完了が難しくなったということでござ
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います。

○西銘啓史郎委員 ありがとうございます。

同じく一般会計歳出の８ページ、（款）で災害復旧

費なんですけど、これも当初予算が18億円ぐらいあっ

て、減額補正で11億円減らして繰り越しがあって、

結果的には10億円に対して２億円しか使っていない

んですけど、これはどういう理由でしょうか。

○幸地稔農林水産総務課長 災害復旧費につきまし

ては、漁港漁場災害復旧事業費ですが、渡名喜漁港

の沖防波堤工事に想定していた作業船の避難回航等

が必要なくなったことから、工法変更等による不用

であります。

○西銘啓史郎委員 それだけで不用が４億円あるん

ですけど、翌年繰り越しも４億円あるんですけど、

その１つの案件でこれだけの執行率になって、不用

額になっているという理解でいいんですか。

○幸地稔農林水産総務課長 渡名喜漁港につきまし

ては、２億2522万円となっております。

○西銘啓史郎委員 当初予算でも18億円ぐらいいろ

いろ災害復旧費、（款）でありますよね。だから、よっ

ぽど台風か何かわかりませんけども、30年度は台風

もあったとは思うんですけど、当初想定したよりそ

ういうのがなかったのかどうか。その辺の天候的な

ものがあるのか、それとも単なる漁港のあれがなく

なった、２億円なくなったからといっても執行率が

低過ぎるなという気がしていて。または、予算が相

当多過ぎたのか。

○長嶺豊農林水産部長 災害復旧費については、災

害が起こったときにやはり迅速に対応しないといけ

ないということもありまして、過去の災害の被害額

とか、そういうものを勘案しまして見積もって計上

をしております。

ですから、できるだけ迅速に対応するためには、

一定程度、最大値に近い形のものを計上しなければ

いけないという状況もあって、災害がそういう水準

でなかった年については、やはりそういう不用とか

が出てくるというところで御理解いただきたいなと

思っております。

○西銘啓史郎委員 じゃあ、ちょっと災害復旧費の

この過去３年ぐらいの執行率はどのぐらいかわかり

ますか。すぐ出ますか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から２年分の数字でいい

かとの確認があり、委員からそれで構わな

いとの発言があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

幸地稔農林水産総務課長。

○幸地稔農林水産総務課長 災害復旧費の平成29年

の不用額が11.7％、平成30年度不用額が16.6％となっ

ております。

○西銘啓史郎委員 平成29年度の執行率は何％ぐら

いですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、西銘委員から数字がわからなけ

れば後で教えてほしいとの発言があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

西銘啓史郎委員。

○西銘啓史郎委員 私の理解が間違っていなければ、

部長、こういう理解でいいのか。

30年度は当初18億円の当初予算がありましたと。

補正で減額して、11億円をマイナスして、それに繰

り越しを足したら約10億円―30年度の予算ですよね。

支出済みが２億円なので２割しか執行をしていませ

んと。

その残りのうちの４億1200万円は次年度に繰り越

すけれども、４億円は不用額となっていると―30年

度の決算は。

ということは、31年度に４億円が入って、同じよ

うに31年度の当初予算と繰り越しを足したら18億円

ぐらいあるという理解でいいんですかね。31年度の

予算は、ちょっとまだ頭に入っていないんですけど、

災害復旧費としては、大体18億円ぐらいを毎回計上

しているという理解でいいですか。そういう理解で

いいなら、わかりました。

何が申し上げたかったかというと、もちろん災害

はいつ来るかわからないし、本当は使わないのにこ

したことはないですけれども、執行率が低い理由が

何らかの理由で―違う理由で下がっていたらまずい

んじゃないかなと思ったので質問しただけですから、

そういう理解を私もさせていただきます。

それと部長は―平成30年度は部長ではなかったか

もしれませんけれども、先ほどの主要施策がありま

すけれども、34項目ありますね、農水部として。目

次のほうにありますけれども、１から34まであるん

ですけれど。例えばこれもページを見ないと、どこ

の課のあれかわからないですけれども、確かに大浜

委員が言ったように水産関係が少ないような気も、

私も確かにしました。別にこれが、水産に主要施策

がないわけではないでしょうけれども、この１から

34を選ぶのはどんな基準ですか。例えば主要とする

理由ですね。例えばこの順番もですけれど、１番か

ら重要度というわけではないですよね。額の順でも

ないし。

○長嶺豊農林水産部長 ここでは順番が、重要度が



－105－

高いとか、そういうことではないと思いますが、例

えば施策ごとに、生産供給体制の強化であったり、

加工の推進であったり、そういう施策ごとにどちら

かというと並んでいるのではないかなと思いますが、

余りそこの順番は気にしていなかったものですから

……。

基本的には沖縄21世紀ビジョン基本計画に農林水

産部では７つの施策、例えば沖縄ブランドの確立と

生産供給体制の強化、そういう７つの柱で組んでお

りますが、その中でいわゆる施策を推進するために

エンジンとなる事業をここに掲げてあるという理解

をしていただければと思いますけれども。

○西銘啓史郎委員 ということは、21世紀ビジョン

の１から―７番はフロンティア型農林とありますね。

この順番で載っているという理解でいいですか。

○長嶺豊農林水産部長 順番はちょっと違いますけ

れども、その施策を推していく事業としてここに書

かれてあると。

○西銘啓史郎委員 このただいまの155ページには部

課等も入れてもらいました、糖業農産課が入ったり、

次のページも糖業農産課なんですけれど、当然これ

がごちゃごちゃ入れかわりするものですから、何か

見やすい方法がないかなと思ったりですね。

または本当に重要、農水部として平成30年度、１か

ら34あるけれど、本当に力を入れたのはこれですと

いうのが上位、そういう順番も僕らとしては見やす

いですよね。

例えば力の入れ方の、部長として31年度は―今度

決算するときには、今年度はこういうことでやりま

したというのがわかるようにすると、僕らも重要度

がわかれば。下にあるのが低いとかではないですけ

どね、そういうのが何かわかるようにしてほしいな

というのが１点と。あとは、これは一括交付金。以

前、この星印がついているのが一括交付金活用でし

たか。詳細のところについているのが。ということ

は、この１から番号のところにでも打ってもらうと、

一括交付金がわかるようになるじゃないですか、目

次を見れば。その辺も何かいいアイデアがあればま

たお願いしたいと思います。

では、詳細にいきたいと思いますけれども、その

前に部長、先ほどの冒頭の30年度の決算で、当時は

部長ではないにしても、この執行率や繰越率、もち

ろん農水特有の事情とかがあるにしても、本来農水

部としてはどれぐらいまで目指したいとしているん

ですか。執行率や繰り越しを。繰り越しなので事情

はいっぱいあるにしてもですね。

○長嶺豊農林水産部長 まず平成30年度の―先ほど

も説明をしておりますが、執行率については79.1％

ということで、昨年の80％台から執行率としては落

ちているという状況にあります。

目標というよりは、いわゆる当年度計上された予

算については、やはり早目に効果を発現するという

意味では一つの―できれば８割を超えた水準で持っ

ていきたいんですけれども、基本的にはやはり可能

な限り執行に取り組んで、早期の効果発現を目指し

たいというのが、私の基本的な考え方です。

○西銘啓史郎委員 あと、特別会計は先ほど、85.7と

いうことでしたけれども、過去三、四年でも一番低

いような気がするんですが、特別会計は細かいのを

見ていませんのであれですけれど、県全体でも特別

会計というのはもう９割を超える、98％ぐらい超え

ますよね。だから何らかの理由があると思っていて。

実は僕、前の島尻部長のときにも質問した農水の

人員体制とかですね、要は予算執行に当たって、本

当に適正な人員が確保されているのか。例えば人員

が、部長としては言いにくいかもしれませんけれど、

いろんな形で人は減っているけれど、やる業務は変

わらないとか、そういうのがないかなと心配してい

るんですね。

だから、執行率が下がっているのが、そういう人

員にかかわるものであれば、その辺はしっかりやっ

ていくべきじゃないかというような気がするんです

けれど、人員の件については、部長はどう考えてい

らっしゃいますか。31年度４月の段階の人員につい

てですね。農水部として必要人員を確保できている

のか、またはどうなのかというのをお答えいただけ

ますか。

○長嶺豊農林水産部長 我々が事業を執行していく

人材については毎年度、毎年度、県の全庁的な人員

の配置の中で決まってはいきますけれども、やはり

農林水産部としては、その時期、時期のいわゆる社

会情勢を含めて、いろんな事業の需要があるわけで

す。例えば今、ハードの農地農村整備事業につきま

しても、やはり技術者が不足していたり、そういう

現状も踏まえながら、一人一人の個々の資質向上も

含めて執行体制を確立していくということをまず、

やっております。

それから、今、畜産の関係では、いわゆる伝染病

の防疫対策ということで、そこもやはり強化をして

いかなければいけないということで、毎年一気に人

をふやすというのは、なかなか現状としては厳しい

んですが、やはりそういう分野に、毎年何名かを一

つ一つ配置していくとか、いろんな工夫をしながら

できるだけ執行体制を落とさないような形で取り組
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んでいくという考え方でございます。

○西銘啓史郎委員 ぜひ、主要施策34事業あります

けれど、それ以外にもいっぱいあって、それに携わっ

ている職員の方々がいて、部長としても全課のこと

を統括しながら、統括監も含めて目配りしていると

は思うんですけれども、私も細かい事業は全部知り

ませんけれども、要はスタッフの方々が、例えば人

数がいればこれだけできるのにとか何かあるのであ

れば、総務部とも調整しながら必要人員の最低限の

ものは確保するように努力をしていただければと。

これは理由じゃないかもしれませんけれども、そ

の辺はどうお考えですか。

○長嶺豊農林水産部長 毎年、人員の部分について

は、関係部局、総務部とも協議をしながら、調整し

ながら可能な限り、職員の負担も軽減できる部分は

しながらということで、そういう視点を持ちながら

調整を進めていきたいと考えています。

○西銘啓史郎委員 詳細に入っていきますけれども、

主要施策のページ166。

先ほど大浜委員からもちょっと出ましたが、私は

違った観点で質問をしたいと思います。

決算額が26億円ありますけれども、県外出荷重量

で６万5113トンとありますが、これは航空と船舶の

トン数の内訳はわかりますか。航空が何万トン、船

舶が何万トンと。

○下地誠流通・加工推進課長 重さでお答えさせて

いただきます。

航空のほうが２万3210トンになります。船舶のほ

うが４万1902トンになります。

○西銘啓史郎委員 続いて補助金額26億円あります

けれど、億単位でいいですからどんな感じですかね。

航空で何億円、船舶で何億円。

○下地誠流通・加工推進課長 航空のほうが18億円、

船舶のほうが約８億円となります。

○西銘啓史郎委員 それともう一つ、事業の内容で、

沖縄本土間と書いていますけれど、離島沖縄間はな

いんでしたか。

○下地誠流通・加工推進課長 離島から本島経由で

内地のほうに行く場合は、補助いたします。

○西銘啓史郎委員 これはもう平成―３年度で一括

交付金ですかね、なのであれですけれど、やはり水

産物なり、しっかり販路拡大というのは重要だと思

います。

それと、きのうかきょうのテレビで見たんですけ

れど、料理人を招聘して何かやっていました。これ

は農水の事業ですかね。中身でいうとテレビで―メ

モはしたんですけれど、氷も何とかアイスで海水で

どうのこうのというのがテレビでやっていたんです

よ。これは農水の事業ですか。

○下地誠流通・加工推進課長 輸出関係の事業で、

海外の有名なシェフをお招きして、県の農林水産物

の生産地とかを見ていただいて、持ち帰ってそのメ

ニューを考えていただくとか、そういう事業をやっ

ております。

○西銘啓史郎委員 これは主要事業の中に入ってい

ましたか。

○下地誠流通・加工推進課長 164の県産農林水産物

輸出体制構築事業になります。

○西銘啓史郎委員 続いて184ページの災害に強い栽

培施設の導入推進事業ですけれど、これも11億円、

せっかく予算をとりながら６億円ということになっ

ています。

ただし、実績を見ると、13市町村22地区で当初の

予算どおりできているんですが、この半分になった

理由というのはどういう理由でしょうか。

○玉城聡園芸振興課長 184ページに書かれておりま

す13市町村22地区と、実績のほうの13市町村22地区

というのは、たまたま一致しておりますが、内容は

異なっております。

事業内容につきましては、予算要求時の要望につ

いて設定した数でございます。

実績の部分につきましては、29年度の繰り越し

９件、それから30年度の13件、合計で22地区という

形になっております。

○西銘啓史郎委員 これは申請して許可が出なかっ

たというケースもあるんでしょうか。

申請する事業かどうかわからないですけれど、要

はやりたいけどできなかった人がいるのかどうか。

○玉城聡園芸振興課長 計画のほうができ上がって

いる部分につきましては―30年度の事業に関しまし

ては要望が上がって、計画ができ上がった部分に関

しては全て執行しております。

○西銘啓史郎委員 あとは、課題のところの環境制

御設備に係る効果検証ということを詳細に説明して

いただけますか。どういうことなのか教えてくださ

い。

○玉城聡園芸振興課長 課題につきまして、環境制

御の活用を効果的かつ効率的に推進するために、生

産部会やＪＡとの関係機関との意見交換など、生産

現場の課題の拾い上げを実施する。また、生産現場

の技術指導員を対象にいたしまして、環境制御ハウ

スの優良事例や適正な栽培管理に関する講演会を開

催しているところでございます。

○西銘啓史郎委員 もう最後になりますので、ぜひ
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これも、やはり台風銀座の沖縄でそういう災害に強

い施設を入れるというのは大変重要だと思いますの

で、執行率も上がるように、これをどんどん広げる

ように頑張ってください。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 山川典二委員。

○山川典二委員 主要施策の成果に関する報告書か

ら伺いますが、まず、157ページ、先端技術を結集し

た園芸品目競争力強化事業、新規事業ですが伺いま

す。

この中で決算額の事業内容のところに赤い輪の菊、

何と読むんですかね。セキリンですか、アカワです

か。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 アカリンギク

と読みます。

○山川典二委員 この赤輪菊の新品種候補を育成し

たということでありますから、新品種候補を育成し

たということは、ほかにも何かやったんですかね。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 赤輪菊の今回、

新品種候補なんですが、今回のやつは、まず、申請

してから登録になるんですけれど、まだその申請の

段階ということで新品種候補となっておりますが、

それ以外については今のところ準備はしているんで

すが、まだ申請はしていないということです。

○山川典二委員 先端技術を結集したという形であ

るものですから、幾つかあるのかなと思ったんです

が。その下に、菊の生産現場で、赤色ＬＥＤ光線を

利用する場合、製造元が異なる照度計でも測定値の

補正により正確な照度を推測することが可能となっ

たというんですが、これは赤色ＬＥＤ光源が一番い

いんですか、菊の栽培に。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 今現在普及し

ているのは、白色のＬＥＤとか従来の白熱電球でも

あったりするんですが、菊の花芽をもたせないよう

な技術ということで、赤色ＬＥＤを今後使うことに

よって、うまく花芽をコントロールするということ

で、今後この技術を普及するように、実証も含めて、

研究も含めて進めている段階です。

○山川典二委員 青色とか紫とかいろいろなのが、

要するに農業の生産現場にも一部使われていますけ

れども、これが一番いいということですか。今の見

解、今現在。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 今いろんな波

長のものを調べた段階では、赤色が好ましいという

ことで結果が出ております。

○山川典二委員 これは例えば知的所有権みたいな、

そういう技術登録みたいなことも視野に入ったよう

な技術ですか、そうではないですか。そこだけでい

いです。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 一応、知的所

有には当たらないと思います。

○山川典二委員 済みませんが、もし、園芸振興課

のほうも連携してお答えしてほしいのですが、菊の

現在の県内の生産農家数、あるいは出荷額、あるい

は出荷量。そして、時期的に端境期で出すというこ

とでありますけれども、何月から何月ぐらいの時期

に出して、それは全体の生産量のうちの何割ぐらい

かというのを―もしわかれば大ざっぱでいいです。

説明をお願いします。

○玉城聡園芸振興課長 平成29年度の菊の産出額で

74億円、作付面積で784ヘクタール、出荷量といたし

まして２億8370万本となっております。

○山川典二委員 出荷時期と、全体の何％ぐらいに

なるのか。その時期に集中すると思うんですよ。大

ざっぱでいいですよ。

○玉城聡園芸振興課長 出荷時期に関しましては、

年末出しと彼岸出しという形が多いかと思いますが、

おおむね11月から５月ごろの出荷となっております。

○山川典二委員 それで全体の生産額。そこに集中

するわけですよね。例えば８割、９割とかぐらいに

なるのか。大ざっぱでいいですよ。

そしてあと菊の生産農家数もわかれば教えてくだ

さい。

○玉城聡園芸振興課長 小菊に関しましては全国一

の出荷量となっております。

今、シェアのお話でよろしいんでしょうか。

○山川典二委員 要するに、さっきおっしゃった年

末と彼岸の前が集中するという話ですよね。11月か

ら５月の間ですけれど、そこが集中するので、恐ら

く全体の７割なのか８割なのか、それが知りたいん

ですけれど、今すぐ出なければいいですよ。

あと、生産農家数。

○玉城聡園芸振興課長 正確な数字は把握しており

ませんが、500戸程度だったと認識しております。

○山川典二委員 この500戸のうち大体、主な生産地

はどの辺ですか、県内で。

○長嶺豊農林水産部長 菊につきましては南部では

糸満市、八重瀬町。それから中部ではうるま市、北

部では伊江村、それから今帰仁村ということで、拠

点産地でもありますし、そういうところが中心になっ

ているという感じです。

○山川典二委員 先ほど、何か全国一とありました

が、菊の生産の全国トップ３というのはわかるんで

すか。わかれば教えてください。
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○長嶺豊農林水産部長 順位はあれですけれども、

愛知県、福岡、沖縄と。

○山川典二委員 わかりました。

それをなぜ聞いたかといいますと、台風19号の影

響とか15号の影響がありまして、今後それがまた値

段に影響するのかなというふうに思いますし。

先月の台風19号で既に建築資材が3.5倍、平均で今

上がっているんですよ、この１週間以内に。さらに

上がるような可能性があって、それは少なくとも沖

縄にまた影響があるんですが、ちょっとこれは余談

でありますので、ありがとうございました。

次は、160ページの６次産業化の推進ですが、これ

は１点だけお聞きします。

執行率52.9％の理由を説明してください。

○下地誠流通・加工推進課長 不用額が3494万

6000円となっておりまして、予算額が5006万6000円

という関係があります。

これはハード整備用の補助金が、当初予定してい

たんですけれども執行できなかった。というのは、

南部にある牛乳をつくる会社が、ヨーグルトの加工

施設整備ということで補助金交付決定していたんで

すけれども、全国的な乳業設備更新が多くて、需要

増を受けて、製造装置が当初予定の6000万円から

8000万円に上がりまして、２回入札したんですけれ

ども入札できず、その間に提携している酪農農家の

皆さんの廃業が重なって原乳確保ができないという

ことが重なりまして、廃業する皆さんの状況がはっ

きり把握できたのが３月になってからだったもので

すから、減額補正もできずに3000万円余りの不用が

生じたという結果になっております。

○山川典二委員 できましたら、今後この事業の効

果のところでも具体的に６次産業が今―主なもので

いいんですよ。成果も含めて、現状も含めてわかる

ように、次回から出していただければありがたいな

と思います。

次に165ページの県水産物の海外市場拡大事業につ

いて伺いますが、これは水産課のところですが、こ

の中にナマコ類19種類の資源量を県内５地域で推定

したとあるんですが、５地域というのは今、表で説

明できますか。できなければいいですけど、どこで

すか。

○能登拓水産課長 ナマコについての資源量調査に

つきましては、まず国頭村から東村にかけての海域、

２つ目がうるま市、それから３番目が南城市、４番

目が宮古島周辺、５番目が多良間村ということで調

査を行っております。

○山川典二委員 ナマコの種類―19種類ですけども、

主なものはどういうものがあるんですか。３つぐら

いでもいいんですけど。

主にこれは海外市場を目途として、輸出を目途と

しているということで。

○能登拓水産課長 ナマコにつきましては、輸出に

当たって高価格帯で売れる品種、それから中価格帯、

低価格帯といろいろあるんですが、それぞれで調査

を行っています。

そのうち特に高価格帯とされているものについて

はハネジナマコ、イシナマコ、バイカナマコなどに

ついて調べてございます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員がナマコの種類を確認した。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

山川典二委員。

○山川典二委員 これは主に輸出を目標にしていま

すけれども、どの地域に。これでは中国、上海とか

とありますけども、タイとかですね。そこの皆さん

が好むようなナマコなんですかね。

○能登拓水産課長 ナマコにつきましては、基本的

に中華圏で非常に高値で取引をされておりますので、

香港や上海あたりを中心に中華圏への輸出を想定し

てございます。

○山川典二委員 既に県内から出ている実績がある

かもしれませんが、これはキロ当たりで今、幾らぐ

らいするんですかね。大体でいいですよ。

○能登拓水産課長 ハネジナマコの乾燥品になりま

すが、１キロ当たり平均すると10万円程度で取引さ

れているというふうに聞いております。

○山川典二委員 これは非常に可能性のある事業で

すが、とりあえず令和元年度で終了しますが、先の

ことはあれですけれど、今後引き続きできるように、

これはまた、ぜひお願いしたいと。後でまた、部長

でも。継続してやるようなものだと思いますので、

ぜひお願いいたします。

あと、ほかの方も質問する予定だと思いますので、

次に行きますが。１ページ前の164ページの県産農林

水産物輸出体制構築事業の中で、畜産物の輸出量が

181.3トンありますが、その内容をちょっと教えてく

ださい。トン数もわかれば。

○仲村敏畜産課長 平成30年度の輸出量181トンの内

訳ですけれども、豚肉が108.6トン、牛肉が3.9トン、

鶏卵―卵ですね、66.4トン、鶏肉2.3トンというふう

になっております。

輸出量が最も多いのが、豚肉の108.6トン、続いて

鶏卵の66.4トンとなっております。

○山川典二委員 ヤギのほうはなかったんですか、
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一つも。

○仲村敏畜産課長 ヤギにつきましては、県内需要

が多いということがあります。

もう一つは、まだ、屠畜場の整備についてはＨＡ

ＣＣＰが必要ですので、その点でまだ県内での屠畜

というふうには―海外への輸出までの量はございま

せん。

○山川典二委員 ぜひ県内需要もありますけれども、

非常にこれはある意味、非常にニーズが―健康志向

もあるものですから、その辺はまた今後の振興策で

一つ検討してください。

最後になりますが、豚肉との関係で188ページの家

畜伝染病予防事業について伺います。

この中に決算額が9400万円余りありますけれども、

家畜伝染病予防事業で県内での口蹄疫、豚コレラ、

鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の発生を防止した

とありますが、豚コレラのことについて特化して聞

きたいと思いますが、現在、全国的に豚コレラの発

生で対応等、ワクチンの接種とかありますけれども、

県内への影響はどういうふうにお考えですか。

その前に全体像だけ教えていただけますか。豚コ

レラについての状況ですね。

○仲村敏畜産課長 昨年９月に国内で26年ぶりに発

生した豚コレラにつきましては、現在関東まで―岐

阜、愛知で初発がありまして、現在埼玉まで―関東

まで広がっている状況になっております。

豚コレラワクチンにつきましては、現在、発生県

とそれから野生イノシシの感染が見られている県、

それからそのリスクがある県ということで、地域的

なワクチン接種を行う予定になっております。

ただし、ワクチン接種については知事の判断とい

うことになっておりまして、県内での影響ですけれ

ども、全体的な影響ですけれども、ワクチンを打っ

た豚に対して、食肉の風評被害で発生県、ワクチン

接種県の需要が風評被害によって減退するのではな

いかということが言われております。

それからワクチン接種に対する農家負担、コスト

の件です。原則全頭接種になりますので、そのコス

トの負担が長期間発生するのではないかという点で

す。

それから国全体ですけれども、輸入圧力が強まる

おそれがあると言われています。ワクチン接種によっ

て、ＯＩＥによりまして、規定によりまして非清浄

国ということになりますので、同じ非清浄国同士の

国内への輸入について圧力が強まるおそれがあると

いうことです。

それから輸出のほうですけれども、豚コレラのワ

クチン接種に伴いまして、輸出への影響が懸念され

るということであります。

県内への影響ですけれども、まずワクチン接種に

よって県内へのウイルスの侵入リスク自体は、ウイ

ルスが減るものですから減るかと思います。

ただし、豚肉の流通に関しては制限しないと―条

件つき、屠畜場の衛生管理を厳しくして、流通に関

しては豚肉等については制限しないということです

ので、そのような肉が入ってきた場合の懸念という

のが一つあります。

あとは輸出の関係ですけれども、今現在、国は非

接種地域について、アジアを中心に輸出に影響がな

いような理解を求めているというふうに聞いており

ますので、現段階では沖縄県で今輸出している―豚

肉は輸出していないんですけれども、シンガポール

のほうがまだ回答が得られていないという状況で、

香港、マカオ等では通常どおりの輸出ができるとい

うことになっておりますので、今後その輸出の影響

についても注視していく必要があるというふうに考

えております。

○山川典二委員 先ほど、香港に108トンの豚を輸出

しているという話もありましたし、それから、大阪

含めて１府７県で既に豚コレラが出ている。そして

今おっしゃったように、県の対策としては、今の段

階でいいですけれども、どういうふうな処置をする

という、そういう議論はもうなされていると思うん

ですが、そういう対応策みたいなものはあるんです

か。これはもしという話ではあるんですが、ただ、

これだけインバウンドの皆さんもたくさんいらっ

しゃるわけでありますから、その辺だけちょっと、

かいつまんでいいです。簡潔にお願いします。

○仲村敏畜産課長 まず県の防疫対策ですけれども、

平成22年―宮崎での口蹄疫の発生以降、県の家畜伝

染病に対するウイルス侵入防止対策というのは非常

に強化してきております。

また、この中で国内での豚コレラの発生、それか

ら海外での中国、アジアでのアフリカ豚コレラの発

生を受けまして、まず水際防疫については、動物検

疫所と合同で県も全面的に協力しましてキャンペー

ン、それから講習会、研修会、旅行者向け、それか

ら海外技能実習生向けということで、そういう形の

中で水際防疫を強化していっております。

それから農家さん、関係団体のほうですけれども、

豚コレラの侵入防止緊急対策会議、説明会、それか

ら市町村向けの防疫対策会議等々、説明会を実施し

ておりまして、県におきましても初動防疫体制の強

化を図るために、危機管理対策会議の開催、それか
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ら初動防疫の確認のための実働演習ということで、

家畜伝染病の侵入防止、それから迅速な初動防疫体

制の行動の訓練など、万全を期して行っているとこ

ろございます。

○山川典二委員 県民の皆さんでも、まだ、お子さ

んからわからない人たちに、基本的なことでいいで

すから、ちょっと説明をお願いしたいんですが、豚

コレラの感染はどういうふうな形で行われるのか。

それから豚コレラにかかった豚肉を食べても大丈夫

だという話がありますが、その２点について改めて

見解をお願いします。

○仲村敏畜産課長 豚コレラにつきましては、豚が

感染する病気ということでウイルスが原因となって

おります。基本的には排泄物等々から、あと血液等

から感染しますので、まず、感染の様式なんですけ

れども、まず、豚が体内から排泄するものから豚に

感染するのでその排泄物等、それから血液を含んで

おりますので、その肉等。野生イノシシに感染した

経緯ですけれども、今、国の検証委員会では海外か

らの何らかの形で汚染物品が野外に持ち込まれて、

それで野生イノシシに感染して、野生イノシシから

小動物なり、直接なりかはまだわからないですけれ

ども、一般養豚場に入ってきたという形の中で、空

気感染とかそういうものはございませんので、家畜

の排泄物であったり、生体、死体、体液、排泄物と

いう形の中が感染源になります。それから人への感

染なんですけれども、宿主の特異性がありますので、

豚コレラウイルスは人には感染しないということで、

基本的には豚肉を食べても問題ないということにな

ります。

○山川典二委員 先日、那覇空港で干し肉か何かの、

これが何か豚コレラというのが出ていましたけれど

も、そういう食品物でも感染経路として要因がある

ように感じた記事だったんですが、その辺はどうな

んですか。

○仲村敏畜産課長 今現在、日本は発生国、汚染国

からの畜産物の持ち込みは禁止されております。そ

の理由としましては、ソーセージ、ハム等であって

も、加熱処理がされていなければ、ウイルスが残存

して長期間残るということがありますので、例えば

その肉製品等が調理に使われて加熱されずに野外に、

例えば残飯飼料とかを小動物が食べて、そのままウ

イルスを農場に持ち込んだり、ネズミとかそういう

のもありますので。それからごみとしての投棄等で

野生イノシシが食べたりというリスクがありますの

で、加熱されていない畜産物につきましては、全て

汚染国からの輸入は禁止されているということにな

ります。

○山川典二委員 部長、今、仲村さんからいろいろ

説明がございましたけれども、基本的には、今、水

際含めて万全な体制で臨んでいるということであり

ますけれども。ただ、これはどういう感染経路で入っ

てくるかわからないだけに、できるだけその辺はしっ

かりと対応をしていただきたいし、仮に豚コレラが

出るだけで風評被害であるとか、あるいは流通制限

とか輸出に支障が出るとか、あるいは肉が高騰して

外国の安い肉が入ってくるとか、いろんな意味での

影響が考えられるわけでございますので、この辺は

しっかりと、家畜伝染病等の体制をしっかりと、ま

た改めて検証していただきながら、ぜひ豚コレラ防

止策で頑張っていただきたいなと思いますが、見解

をいただいて終わりたいと思います。

○長嶺豊農林水産部長 ただいま委員からもありま

したように、豚コレラの発生が仮にあった場合は、

畜産の経営、特に豚の経営にかなりの影響を及ぼす

ということ。

それから防除に係る一連の作業で、県民のいろい

ろな動きにも制約がかかってくるということで、県

民生活にも大きい影響を及ぼすのではないかなとい

う懸念をしています。

そういう意味からも、まず防疫対策については水

際ということで空港であったり港であったり、そう

いうところのまず水際対策を―これは国と連携しな

がら、協力しながら徹底的にやっていく、現在もそ

ういう体制でやっております。

そういう意味で、あと仮に万が一に発生した場合

の一つの防疫訓練、それから防疫資材の備蓄、そう

いう部分もしっかりとって。

あとは家畜を飼育している養豚場にそれを持ち込

ませないという指導を徹底していきたいと考えてお

ります。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後１時30分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

島袋大委員。

○島袋大委員 済みません、何点かお聞きしたいと

思っています。

主要施策の164ページであります。

事業の効果と課題は見ていますけれども、もう

ちょっと詳しく概要を説明願いたいと思います。

○下地誠流通・加工推進課長 県ではこの事業を生

かして、県産農林水産物のプロモーションなどをア
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ジア圏各地で取り組んでおります。

事業効果につきましては、香港、台湾、シンガポー

ルの飲食店で県産農林水産物を使用したメニューの

提供や香港量販店での県産フェア開催などによるバ

イヤーとの関係構築により、県産農林水産物の一般

消費者への認知度向上や継続した県産品の発注につ

ながっております。

課題としましては、ゴーヤーやマンゴーなど東南

アジア諸国で栽培が盛んな品目との競合やカンショ

などの他県産地と競合する品目など、海外からの輸

入が浸透している品目については価格競争力は弱く、

県産農林水産物のブランド化や差別化に加え、安定

生産、供給などの対策が必要となっております。

○島袋大委員 この一般消費者バイヤー向けの農林

水産のＰＲというふうにありますけれども、これは

県がどういうふうに音頭をとって、バイヤー向けに

どんな形のＰＲをしているんですか。

○下地誠流通・加工推進課長 香港の例を挙げます

と、香港にある和食店を中心に３店舗飲食店を取り

上げまして、そちらで県産食材を使ったメニューの

開発・提供やメディア向けの試食会、また、そうい

う店舗で終わった後の商品の評価とかアンケートな

どをいただいているところです。

主にゴーヤーとかオクラ、シークヮーサーや純黒

糖、紅芋などを使用しております。

○島袋大委員 以前、我々会派でもシンガポール、

香港に行って、たまたまタイムリーでよかったんだ

けれども、県産品今のような形でアピールして、沖

縄県の食材を使った食事会みたいな形で、１人１万

円会費を取っていろんな形でやっているのも見て、

ミーバイが非常に人気があるというような話も来て、

現地の量販店も含めて見たら、沖縄の県産品のブー

スとかもあったんですけれども、こういうのも絡め

て継続でされているという理解でいいんですか。

○下地誠流通・加工推進課長 そのように、定番化

という言い方をしますけれども、棚がずっと置ける

ように頑張っているところです。

○島袋大委員 先ほど、うちの西銘委員からありま

したけど、私もきのうニュースで見たら、国頭漁協

が海外のバイヤーを呼んで、こういった形で販路拡

大に向けて頑張っているということがありましたけ

れども、これは各漁協にこういう販路拡大は任せて、

県が幾らか、この事業で助成金が出ているというこ

とで理解していいんですか。

○下地誠流通・加工推進課長 この事業はシンガ

ポールのほうから料理長、コックさんをお呼びして、

シェフをお呼びして、その予算をこちらで面倒見て、

県内の漁港なり産地なり、そういうところを紹介し

て、県産の食材を使ってもらう、そういうメニュー

を現地でも、帰って考えてもらう。さらには、非常

に有名な人なので、ＳＮＳとかそういうのでＰＲし

てもらうと、そういうような仕組みを考えておりま

す。

○島袋大委員 きのう見て、そういった形で料理人

が、非常に漁協の皆さん方が誠意を見せてこういう

ふうにやっているというようなコメントもありまし

たけれども、県内の漁協でこういった事業をやりた

いという県に問い合わせとか、結構ありますか。

○下地誠流通・加工推進課長 それは、こちらのほ

うから働きかけて実施しているということになりま

す。

○島袋大委員 以前から僕も提案しているように、

ネットでオンライン化して、どの漁協でどういう魚

が揚がっていることによって、県が一覧化、要する

に一つの集約を持つことによって、一々バイヤーが

各漁協に問い合わせすることなく、この漁協がやり

たい、今言う販路拡大をやりたい事業者も含めて、

食いつくような販路拡大をアピールするためにも、

ネット、ＩＴ関係でのオンライン化がずっと必要だ

ということを僕は提案してきましたけれども、まさ

しく今、国頭漁協とかがやっているのが非常に先駆

けて出ているようなもんで、だから漁獲高を上げる

のもしかり、漁民の皆さん方の給与が上がるのが大

前提ですから、沖縄をアピールするために、やっぱ

りこういった事業をすることによって沖縄の漁民の

皆さん方が、今言うような監視業務だけではなくて、

独自で生産して、生活できて、２代目、３代目にま

で引き継ぐようなシステムをつくるのが、この事業

にもイコール合致してくるのにつながってくると思

うんですけれども、そういった動きというのはやっ

ぱりないですか。どういうふうに考えていますか。

○能登拓水産課長 今委員からありましたとおり、

国頭のほうからシンガポールに輸出する際は、ＳＮ

Ｓなどを使って、現地の漁獲の情報をすぐにシンガ

ポールのほうにお伝えをして販売につなげていくと、

輸出につなげていくというふうな取り組みがされて

ございます。

最近の動きですと、船上で既に漁獲物の状況を、

ＩＴを使って市場のほうに情報を提供するといった

ような動きも出てございます。

そういった動きをさらに加速させるという意味で

も、我々のほうとしては、糸満のほうに今建設を進

めています新市場のほうで、そういった取り組みも

強化をしていきたいというふうに考えているところ
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でございます。

○島袋大委員 ぜひともこれは県が動くことによっ

て、県の漁連の皆さん方が音頭をとるかもしれませ

んが、管理させながらどこにどういった、いち早く

魚が揚がっているということを確認できるシステム

は僕は重要だと思いますから、今言うように糸満に

移動するに当たって、そういう設備投資も必要じゃ

ないかなと思っていますから、ひとつお願いしたい

と思っています。

国頭漁港のあの食堂へ行きました。かなり並んで、

僕もびっくりしました。ああいった形で、観光客が

ナビを使って確認して、とれたての魚をすぐ食べる

と、うまいという形で並んで、僕も一緒に入って食

べましたけれども、非常に地域の活性化につながっ

ているなというふうに感じましたので、ひとつまた

皆さん方の御助言と努力のほうを、ひとつまたよろ

しくお願いしたいと思います。

次、165ページであります。海外の市場戦略につい

てという内容でありましたけど、先ほどナマコの話

を聞きましたけれども、この事業はナマコだけなん

ですか。

○能登拓水産課長 県産水産物の海外市場拡大事業

でございますが、県産水産物の海外市場への販路拡

大と定番化を目的に、地方創生推進交付金を活用し

て実施しているものでございます。

事業の中身としましては、先ほどお答えしました

ナマコについては、非常に輸出に当たって今後期待

される品目である一方、県内の資源量が非常に乱獲

によって減少しているという指摘を受けておりまし

たので、そういったことから資源量の調査を行った

ところでございますが、それ以外は現地の―30年に

ついては上海とタイをターゲットにマーケティング

戦略の構築ですとか、それからストックヤードの実

証試験といった内容の取り組みを行っているところ

でございます。

○島袋大委員 課長、済みません。これは今、合致

するナマコの事業が中心ということで理解していい

んですか。ほかの事業もできるということですか。

ナマコオンリーですか。

○能登拓水産課長 資源量の調査についてはナマコ

を行ったところですが、実際にマーケティングを行っ

ているのはマグロ類初め、それからヤイトハタです

とかスジアラ―アカジンですね、それからクルマエ

ビ、モズクといった県産水産物を広く対象にしてい

るところでございます。

○島袋大委員 一つ、我々この間、パラオに行かせ

ていただきました。パラオで養殖業もろもろ含めて、

日本政府が援助して下水道整備や、あるいは養殖場

含めて予算が出て、今地域活性化でパラオやってい

るんですけれども、シャコ貝の養殖場を見学しまし

た。

相当ばかでかいシャコ貝とかもあって、我々視察

のときに、こんな大きいの食べられないでしょとい

う話だったんですけれども、食べてみますかという

ふうに食べましたけれども、非常においしかったで

す。肝もカキみたいな形で非常においしかったんで

すけれども、やっぱり、シャコ貝って年数があって

大きくなる、時間がかかるということなんですけど、

相当この事業を活性化するためにも時間かかります

ねという話をしたら、そうじゃないんだと。これぐ

らいの小ささで海外向けに、要するに観賞用として

販売をしていると。小さいこれぐらいの大きさでも、

３万円から４万円の価格帯で売れていると。であれ

ば、この養殖する技術を沖縄県の子供たちの人材交

流を含めて、指導をしてくれんかという話も投げさ

せていただきました。

だから、今回マグロの―沖縄県はいろんな面でパ

ラオとの関係があるもんだから、そこで人材交流で

あれば、この養殖関係の技術を学ばすのもいいだろ

うという話をして、農業はどうかなと思ったら、やっ

ぱりあそこ、土とか土壌がかなり時間かかるという

こともありましたので、やっぱり漁業であれば養殖

技術、そういったものを含めて沖縄の子たちがここ

で学ぶことによって、新たな産業として養殖の技術

を学べるんであれば、こういう形で合致して、海外

に鑑賞用も含めて販路拡大できるんじゃないかなと

いうふうには感じ取ってきたものですから、その辺

どうですか。

○能登拓水産課長 シャコ貝については、県内でも

栽培漁業センター等で種苗生産なりも行っていると

ころでございます。

パラオとの関係でいいますと、ちょっとまだ今交

渉中な部分もありますので、ちょっと詳細を申し上

げにくいところもございますが、いろいろとパラオ

のほうからも、向こうの漁業の振興あたりで協力を

できないかといった御要望もいただいているところ

はございます。県としてどういったことができるか、

しっかり検討をしてまいりたいと考えております。

○島袋大委員 これは農水の管轄からは外れるはず

ですけど、県内の水産高校も受験する子供たちが減っ

ている中で、あるいは水産技術の高校だけれども、

もう福祉関係の部署も間に入れて学校運営を頑張ろ

うという形で、努力もわかりますけれども、やっぱ

り沖縄の子供たちの、この水産業を非常に活性化す
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るためには、水産高校の中に養殖科とかそういう設

置、専門分野を置くことによって、本当に真の水産

業を担う子供たちが育っていく時代に、育てていく

時代が僕は来るんじゃないかなというふうに思って

いますんで、やっぱりこういう事業も関連して、農

林水産でできる人材交流であればパラオとのいろん

な面で交流も含めてやることによって、次のまたス

テップにつながると思いますから、ひとつまた御尽

力お願いしたいなと思っています。

あと１個、この間シンガポール行ったときにも、

沖縄の販売では何ですかといったら、本土からして

みれば、マンゴーと毛ガニを組み合わせた梱包技術

で、ネット関係で物を日本からとっていると。組み

かえ事業ですね。

沖縄県は何かあるかなと言ったら、モズク単品な

んですよね。モズクだけがシンガポールに輸出され

て、モズクと何かを組み合わせて梱包作業でやれば、

もっといいような形で販路拡大できるんじゃないか

なと思うんだけれども、今のようにナマコをこういっ

た形でやるというのであれば、やっぱりその辺も含

めていろんな面での技術向上も発想もいろいろある

はずですけれども、やっぱり海外に行ったら沖縄は

ほぼ単品でのバイヤーの皆さん方のアンケート率が

高いもんだから、その辺のアンケートはとっている

はずですけど、これからどうしたいという展開の何

か考えはないですか。

○能登拓水産課長 輸出に当たっては、品目を組み

合わせて、いわゆる荷をつくるという作業は重要に

なってくるかと思います。特に水産物を輸出するに

当たっては、鮮度保持をいかにしていくかといった

のが課題になってくるんじゃないかなというふうに

考えております。

そういった意味で、本事業の中で輸送の実証試験

なども取り組んでおりまして、高性能の保冷容器で

すとか、アルミ包材みたいなのを使って、実際に現

地にどのような形で届くかといったところを検証し

ながら進めているところでございます。

シンガポールのほうでいきますと、ヤイトハタあ

たりはやっぱり相当高い評価いただいているところ

がございますので、そういったところに生かしてい

きたいなということで考えているところでございま

す。

○島袋大委員 ひとつ、また頑張っていただきたい

なと思っています。

最後です、184ページ。台風時の自然災害の強化型

パイプハウスの事業の件ですけれども、この辺ちょっ

と細かく説明をお願いします。

○玉城聡園芸振興課長 本事業は、従来の災害に強

い栽培施設とあわせて施設内環境制御設備を一体化

した栽培施設の整備に取り組んでいるところでござ

います。

事業効果につきましては、平成24年度から平成30年

度までの実績といたしまして、強化型パイプハウス、

平張りハウスで222地区、155.7ヘクタールを整備し

てきたところでございます。これによりまして、園

芸産地においては、定時・定量・定品質の生産供給

体制が強化されてきているというふうに認識してお

ります。

○島袋大委員 この事業は新設、また新しく全部つ

くり直すもろもろの事業にしか合致できないですか。

要するに補修とかもろもろはできないということで

すかね。済みません、私もちょっと勉強不足で。

○玉城聡園芸振興課長 本事業では施設の整備と内

部の環境制御装置を一体的に整備するというふうな

仕組みになっております。

従来の、先に施設を整備した部分につきましては、

別の機械整備事業というのがございまして、その中

で加温施設等々の整備は可能となっております。

○島袋大委員 じゃあ補修は違うということですか。

○玉城聡園芸振興課長 この事業では、まだ補修は

いたしておりません。

○島袋大委員 理解できました。

しかし、私の地元もそうですけど、南部一帯を回

りますと、このパイプハウス事業で多額の補助金を

もらって事業をスタートしたのはいいけれども、あ

と問題は補修だと思っていますよ。ビニールハウス

―ネットを張る針金みたいなのを枠に入れていく、

あの間がさびてはまらないと。このおかげでビニー

ルハウスがかなり軽く、飛んでしまうとか。ここの

スパンだけを直せば活用できるのに、新たにやった

ら銀行から借り入れしなさい、農協から借り入れし

なさいと非常にきついというのと、はりのこの柱も

さびて、下が土間から浮いてしまったりとか、ある

いは雨戸の排水がさびて鉄砲の水のようにトマトハ

ウス、ビニールハウスの中に入ってそのトマトが腐

るとか、こういった数多く現場も見て、そういう声

も聞いているんですけれども、やっぱりこの辺の補

修する整備費というのは難しいんですかね。

○玉城聡園芸振興課長 県では園芸施設、栽培施設

の長寿命化を図る取り組みとして、平成25年に沖縄

県園芸施設保守管理マニュアルを作成して、生産現

場において園芸施設の保守点検方法、修繕方法等を

適切に維持管理できるように推進を図っているとこ

ろでございます。
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しかしながら、委員おっしゃるとおり、生産現場

のほうから老朽化施設の修繕についての支援につい

ても要望が上がっているということでございます。

県といたしましては、市町村及びＪＡ関係団体と

連携いたしまして、現地の実情を調査するとともに、

既存の事業での対応について研究してまいりたいと

考えております。

○島袋大委員 なかなかこの辺の事業、ちょっと小

さい事業かもしれないけども、やっぱり周辺に聞い

てみるとかなりの件数があって、その辺の窓口受付

は市町村であったとしても、市町村もなかなか農協

さんと調整をしないといけませんねという話ですけ

れども、農協さんからしてみれば、何でこれぐらい

だったら借り入れしてできるんじゃないのとアドバ

イスがあるかわからないけれども、非常に農家の皆

さん方はその辺が若干懸念されているところが多い

ような感じがしています。

その辺は市町村と連携しているはずですから、

ちょっと確認事項もして、やっていただきたいなと

思っていますので、ひとつよろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 親川敬委員。

○親川敬委員 事前にお知らせしているところだけ

は準備もしていただいていると思いますから、聞き

たいと思います。

まず主要施策の成果に関する報告書の中からいき

たいと思います。163ページの先ほどから話題になっ

ていますけども、地産地消の推進です。１点目に、

ホテルや学校給食での県産農林水産物の利用状況、

調査もしているようですから、その調査結果もお知

らせいただきたいと思います。

○下地誠流通・加工推進課長 平成29年度の学校給

食での県産食材利用率は30.6％、県内ホテルでの利

用率が32.4％、いずれもここ数年は３割程度で推移

しているところです。

○親川敬委員 そこで県内の小中学校の義務教育の

生徒の皆さんって約15万人ぐらい生徒さんがいるん

ですね。それなのに30％、これは３次の地産地消の

ときでも、４次の計画の中でも30％台ということは

余り前進していないと。数字的にはそういう状況が

見えてくるんですけども、そこは、例えば鳥取県、

先進県なんかは利用率70％とか、先進の県もあるん

ですよ。しかも沖縄県というのは、島内で生産すれ

ば島内で消費しようと思えば仕組みがつくれると思

うんですよね。陸続きじゃないから、島内のものは

島内で消費しようと思えば、そういう仕組みつくれ

ると思うんですよ。ところが皆さん、３次計画、４次

計画見ても、いずれにしても30％台だと。そこの中

で、これは全部、ほとんどの市町村が取り組みをさ

れていると思いますけども、把握している範囲内で

いいですから、まず県内で先進的というんですかね、

利用率が高いところ、把握していらっしゃいますか。

高いところの一例でいいです。

○下地誠流通・加工推進課長 市町村ごとにという、

そこまではデータを持っていないです。

○親川敬委員 例えば、皆さんの学校の県産品の利

用調査のときに、これ平成28年度の調査みたいです

けども、例えば宜野座村とか宜野湾市とかは、先進

事例だということで皆さん調査されているんですよ。

県内のいいところは44％とか、40％超えているんで

すね、利用率が。だから、せっかく調査をしたのに、

そういう成果を生かして、地産地消という立場から

すれば、この需要は掘り起こさなくても15万人いる

んですよ、生徒の皆さん。そこをやっぱりもう少し

強力に推進すべきだと思いますけども、この辺の取

り組みはどういうふうに考えていらっしゃいますか。

学校給食における利用率。

○下地誠流通・加工推進課長 ４次計画をつくると

きにも、推進会議の中には教育庁のほうも入ってい

ただいていろいろやりとりさせてもらいましたけど、

その中でいろいろ出てくると、どうしても市町村の

給食費の単価がすごい厳しい額なので県産はなかな

か買えないと。県産についてはどうしても時期的な

問題もあって、特に野菜などは出せる時期が限られ

ているので、そうするとどうしても県外からのもの

に頼ってしまうとかですね。

また、先ほど、午前中も少し話ししましたけれど

も、給食室の人の体制がどうしても少なくて、下処

理をする余裕がないので加工されているものを使う

という、そんな話も結構出たりしてなかなか難しい

ところなんですけども、ただ、我々も手をこまねい

ているわけではなくて、委員先ほどおっしゃったよ

うに、先進地と思われるところに学校の栄養士の方

を集めて学校に行ってもらって、そこで子供と一緒

に野菜を育ててもらって収穫するとか、一緒に料理

をしてもらうとか、そういうことも我々しておりま

すし、また、学校給食会さんが、年に１度ですけど

県産食材を使ったメニューのコンテストを開いてく

れているんですね。そこに各学校の栄養士さんが―

地区ごとに代表を選んでなんですけども、参加して

もらってコンテストして、県産食材をうまく使った

メニューを、おいしかったら表彰すると、そういう

イベントもして地道ながら努力をしていると、そう

いう段階だと思います。

○親川敬委員 決算で見ると2600万円ですか、予算
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的には―決算の数字的には。これは支出項目でいう

と、例えば委託料なのか事業費なのかという分類か

らすれば、主にどの款、目なんですか。使い方です。

○下地誠流通・加工推進課長 委託料が大きいんで

すけれども、それは先ほど申し上げたように、学校

給食とかホテルの調査ですとか、また、おきなわ食

材の店という事業もしておりますけど、そのイベン

トを打つとか周知するとか、そういう委託料が大き

くウエートを占めています。

○親川敬委員 学校給食は先ほどから言っています

ように15万人の児童生徒がいるわけですから、そこ

は供給体制をつくれば需要のところがあるわけです

から、そこはやはり先進県があるわけですから、そ

こはいろんな課題があるでしょうけども、ぜひ取り

組んでいただきたいと思います。

そして、あとホテルですよ。これだけ観光客が

1000万人に届こうかという観光の需要が高い中で、

お客さんが来ていただいている中で、意外とホテル

での県産品の使用がデータ的に見ると伸びていない。

これはどこに原因があるというふうに分析をしてい

ますか。

○下地誠流通・加工推進課長 学校給食でも少しお

話ししましたけれども、結局、先ほども少し言いま

したけれども、ホテル側が求めるだけの量をすぐに

は出せないとか、時期的な問題ですとか、そういう

のが大きなウエートを占めています。

ただ、率でいうと30％で余り変わらないんですけ

れども、違った見方で見ると、量的に見るとホテル

の数は、観光業当然ふえているわけですから、県産

の食材が食べられている量というのは確実にふえて

いると思っております。

○親川敬委員 パーセンテージでいうとそういう状

況になると思います。確かに実質的にはふえてはい

るんですけども、例えば皆さんのデータから見ると、

ピークのときは、平成27年度はホテルでの利用量と

いうのは大きかったようですけども、今でも１万

6000トンの農林水産物が使われているようですけど、

でも観光客の伸びは比例していないですよね。

観光客が伸びれば利用率もふえるのか。もちろん

実質的な量はふえていますよ。でも、それと並行し

てなぜ伸びないのか。ここはホテルの関係者と意見

交換から、何か情報とかあるんですかね。どんなこ

とがあるので利用できていないとか。

○下地誠流通・加工推進課長 先ほども少し申し上

げましたけど、第４次の地産地消推進計画をつくる

ときに、推進本部会議という会議を持ちまして、幹

事会会議を持ちました。そのときに旅館の組合さん

も入っていただいていろいろ意見を伺ったんですけ

ど、先ほども言いましたけれども、やはり定期的な、

安定的な供給が求めても出てこないとか、どうして

もそういう話が結構出てくるんですよね。それを改

善していくように、農林水産部、農林水産業を推進

している我々は頑張らないといけないと思っており

ます。

○親川敬委員 チャンスですからね、やっぱりチャ

ンスを生かさんといかんと思います。いろんな課題

は当然あると思いますよ。でも、これだけ需要があ

るんですから、そこに向かって農林水産物を供給し

ていくということは、ぜひこれからも地産地消とい

う観点からも頑張っていただきたいなと思います。

あと164ページいきましょうかね。ここの県農林水

産物の輸出体制整備事業のことなんですけども、ま

ずは品目別輸出状況を教えていただけますか。

○下地誠流通・加工推進課長 品目別の輸出状況で

す。財務省の貿易統計をもとに沖縄総合事務局が算

出した平成30年沖縄からの農林水産物食品の輸出額

は33億1000万円となっており、前年比で26.4％増と

なっております。

品目別では牛肉が５億3460万円、豚肉が１億3390万

円、ナマコが１億280万円となっております。

中でも台湾での日本産牛肉の輸入が解禁になった

ものですから、牛肉の輸出額が前年比2.4倍の５億円

余りに大きく伸びているという状況にあります。

○親川敬委員 次行きましょうね。

次、165ページですね。先ほどから話題になってい

るナマコの件ですけども、沖縄県では調査をしてい

ますよね、ナマコの資源量ですかね。

そこで、皆さんの調査の内容をちょっと見させて

いただいたら、その中でお尋ねしたいのは、まず過

去の調査項目の中に、過去及び現在の漁獲状況とい

う調査項目があるようですけども、支障のない範囲

内でいいですから、教えていただけたらお願いしま

す。

○能登拓水産課長 各海域ごとに細かく調査してい

るものですから、少し細かい話になってしまいます

が、例えば楚洲、安田の共同漁業権の第２号の海域

あたりですと、浅場のところにクリイロナマコが多

く生息して、漁獲をしてきた経緯があるとかといっ

たことを細かく調べてございます。

最近につきましては、やはり乱獲が進んでいる関

係で、非常に漁獲が全県的に―これは沖縄だけじゃ

なくて全国的な問題ではありますけれど、かなり漁

獲が減っているという状況にございます。

○親川敬委員 なぜこれをお尋ねしたかというと、
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ナマコの輸出額―輸出量の総合事務局が調査した

データがあるんですけれども、極端なんですよね。

平成22年は金額でいうと9700万円、平成23年が２億

2000万円と、こう来て２億円台が来て、平成26年か

ら１億円台と、こういうふうに極端に数字が突出し

たり減ったりしているんですよ。そことの兼ね合い

で、やはり過去及び現在の漁獲状況はどうなのとお

尋ねしたかったんですよ。

データを見ればこれはわかりますから、次行きま

すね。

委託調査をしたときに、提案内容として資源量の

推定及び安定生産に向けた方策の検討ということも

皆さん調査されているようですけれども、その中で

も特に安定生産に向けた方策としてどういう提案が

されていますか。

○能登拓水産課長 この事業につきましては、今年

度も継続して調査をしているところでございまして、

今御質問にあります方策については、今年度取りま

とめていくことにしてございます。

○親川敬委員 ということは、30年度の報告書には

そういう方策が載ってくるということですか、提案

されるということですか。

○能登拓水産課長 31年度、今年度の報告書に載せ

ております。

○親川敬委員 次、そのときにまたお尋ねさせてく

ださい。

次、185ページの鳥獣被害です。その中で、主なも

のでいいですから、品目別に被害状況を教えてくだ

さい。

○前門尚美営農支援課長 沖縄県における農作物の

被害金額は平成30年度は合計8499万8000円となり、

そのうち被害金額の多い順に、野菜類、かんきつ類、

パイナップルとなっております。

平成30年度は野菜類については2500万7000円、か

んきつ類については2020万4000円、パイナップルに

ついては1727万2000円となっており、この３品目で

合計6248万3000円と全体の約74％を占めております。

近年、野菜類については、レタスなどにおいてシ

ロガシラの被害が増加傾向となっております。かん

きつ類についてはカラスの被害がありますが、徐々

にではありますが減少してきております。パイナッ

プルにつきましては、カラスやイノシシの被害があ

り、1500万円前後で増減を推移しております。

○親川敬委員 そこで鳥獣と言われているカラスだ

とかイノシシだとかいるようですけれども、皆さん

が課題として挙げている、彼らには市町村の境って

ないんですよね。我々は人為的に市町村の区切りを

つくっていますけども、それで皆さんが挙げている

地域全体の取り組みが重要だということがあります

けれども、この地域全体の取り組みはどういう計画

をされているのか。

○前門尚美営農支援課長 各市町村協議会において

は、国の鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、イ

ノシシなどの有害鳥獣の捕獲活動や侵入防止施設の

整備を行っているところであります。

そのほかにも、委員のほうからございました北部

９市町村を中心とした沖縄本島北部地区野生鳥獣被

害対策協議会においては、カラスの捕獲活動や広域

的な追い払い活動、捕獲箱の設置を計画しておりま

す。

また、南部地区のほうですけれども、南部７市町

村を中心とした沖縄本島南部地区野生鳥獣被害対策

協議会がありまして、捕獲箱によるシロガシラの捕

獲活動を計画しております。

さらに、県の取り組みとしましては、沖縄県有害

鳥獣捕獲活動支援事業を活用しまして、カラスやシ

ロガシラなどの捕獲鳥類の買い取りによる捕獲活動

強化を現在図っております。

○親川敬委員 こういう形で、特に北部地域はそう

いう取り組みをしているので、これからもぜひ支援

をして鳥獣被害を少しでも減らすような取り組みを

継続していただきたいと思います。あと、190ページ

に行きます。

食鳥処理施設の整備事業の件ですけれども、これ

は皆さんの記述にもあるように、せんだって何とか

落成式も終えて稼働しているようですけれども、そ

のためには食鳥処理施設で処理するためのブロイ

ラーをこれからも安定的に、また増産をせんといけ

ないと思うんですけれども、まずこの食鳥処理施設

で現在予定をしている処理量と、直近でもいいです

から皆さんがつかんでいる数字で将来的にどれぐら

いまで持っていこうとしているのか。その辺の数字

を教えてください。

○仲村敏畜産課長 食鳥処理施設整備事業において、

現在名護市のほうに７月31日に事業が完了しまして、

８月より本格稼働しております。

現在の処理頭数ですけれども、現在、機械の微調

整を随時やっておりまして、１万3000羽が現在処理

量となっております。

将来的な処理量ですけれども、約１万7000羽とい

うことで予定をしております。

○親川敬委員 この１万7000羽の供給体制というの

はどういう状況になっていますか。

○仲村敏畜産課長 整備前の沖縄本島の２社の処理



－117－

羽数がほぼ１万7000羽に近い羽数でしたので、そこ

を受け入れられる羽数ということで考えております。

最大能力もありますので、約２万羽近く処理も可

能になると思いますので、当面は現在のブロイラー

の２社の羽数を全て順調に処理するというところか

ら目標にしております。

○親川敬委員 そこでお尋ねしたかったのは、将来

的にお話がありました２万羽だということであれば、

２万羽に向けたブロイラーの生産体制というのは、

業者的にはどういう計画になっているのか。そこま

で県が把握されているのかなと思ってお尋ねしまし

た。

○仲村敏畜産課長 ブロイラーの生産についての県

の取り組みなんですけれども、県では畜産クラスター

事業などを活用しまして、ブロイラー鶏舎の整備、

それから機械導入など、まずブロイラーの安定生産

をしっかりやった基盤整備の強化を図っているとこ

ろです。

その中で生産性を向上させて、生産効率を上げて

いくというふうな取り組みを強化しているところで

す。

○親川敬委員 終わります。

○瑞慶覧功委員長 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。

まず、食糧自給率の向上について取り組んでいる

と思いますが、到達と目標との関係で今どうなって

いるのかということをお願いします。

○幸地稔農林水産総務課長 県では令和３年度の食

糧自給率の目標値をカロリーベースで45％と設定し、

各種施策に取り組んでいるところであります。

平成28年度の食糧自給率は、確定値でカロリーベー

スが平成23年度の23％から13ポイント増加となる

36％、生産額ベースでは49％から８ポイント増加と

なる57％となっております。

なお、食糧自給率の向上には生産量の拡大が必要

であることから、県としましては引き続き、経営感

覚にすぐれた担い手や、多様な新規就農者の育成・

確保、自然災害や気象変動に対応した耐候性ハウス

等の整備、農業用水源の確保やかんがい施設等の生

産基盤整備などの各種施策の取り組みにより、食糧

自給率の向上に努めてまいります。

○瀬長美佐雄委員 平成30年度の決算なので、平成

30年度に関して設定した自給率、目標、到達という

点ではわかりませんか。

○幸地稔農林水産総務課長 令和３年度の目標はあ

るんですが、平成30年度の目標値は設定しておらな

いところであります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、目標に接近している、

あるいは届かない、見通しについてはどうですか。

○幸地稔農林水産総務課長 現在目標の45％に対し

まして、平成28年度の確定値で36％ということで、

23年度の23％よりはかなり目標値に近づいたものと

いうふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 やっぱりこの到達―目標に執念

を持って取り組むべきだと。今回の台風被害は農産

物も影響を受けて、ちなみに移入に頼るような状況

が、将来的にも本当に食糧供給、生存という意味か

らも、もっとダイナミックに、目標を掲げたならそ

れをやり切るという点で、努力こそ必要かなと思い

ますが、どうでしょうか。

○長嶺豊農林水産部長 今、総務課長のほうから目

標を今45％ということで設定をしております。

実績としては36％ではありますが、やはり食糧自

給率を上げるためには、基本的には２つの方向から

取り組まなければいけないと。

１つは生産量の増加、もう一つは消費の部分から

の取り組み、１つは地産地消であったり、あとは日

本食といいますか、食文化で日本の食材を多く使う、

琉球料理の食材を多く使うといった、そういう両面

から攻めていかなければいけないと思っております。

そういう意味で、いろんな施策がありますけれど

も、それを総合的に実施して、目標到達に向けて粘

り強く取り組んでいきたいと考えています。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、農業分野における

外国人労働者の実態という点で、受け入れ農家がど

ういう傾向にあるのか、確認します。

○前門尚美営農支援課長 本県の農業における外国

人労働者数は、平成30年10月末現在、256名となって

おります。

また、国家戦略特区農業支援外国人受入事業にお

ける外国人労働者の受け入れは平成31年３月から開

始され、令和元年10月１日現在、特定機関３社が外

国人農業支援人材57名を雇用し、17の農業経営体に

派遣を行っております。

品目では、花卉のほうですと菊などが多いです。

果樹ではパイナップル、野菜などがあります。サト

ウキビ等々もございまして、その57名を17農業経営

体のほうに派遣しているところであります。

外国人の労働者の受け入れに当たっては、就労地

の近隣地域での外国人材の住居確保ですとか、あと

農作業の現場における農業専門用語などに関する習

得とか、あと文化や習慣の違いや日常生活に対する

支援などがありまして、県としましても引き続き関

係機関と連携して、農業支援、外国人材の受け入れ
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を円滑に実施するために取り組んでいきたいと思っ

ております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、前年度で一定の方

向性が見えたのかなと思いますが、県立農業大学校

の移転の進捗状況、整備に向けた取り組みについて

確認します。

○前門尚美営農支援課長 お答えいたします。

農業大学校の移転整備については、平成30年８月

31日に移転先を宜野座村と決定したことを受けまし

て、平成31年４月に新県立農業大学校整備基本計画

策定委員会を設置しております。

令和元年度の取り組みにつきましては、沖縄県立

農業大学校の移転に係る施設規模を初め、ゾーニン

グの検討、施設配置計画、概算費用、管理運営など

の検討を行い、基本計画の策定に現在取り組んでい

るところであります。

具体的には、第１回の策定委員会を５月、第２回

を７月に開催しておりまして、その中では施設検討

に関する意見ですとか、あとゾーニングの検討など

を行っております。

今後の予定でございますが、11月下旬に第３回、

そして２月下旬に第４回の策定委員会を予定してお

りまして、引き続き検討を行ってまいりたいと思っ

ております。

○瀬長美佐雄委員 この件については陳情が出され

た経緯があって、米軍の演習とのかかわりで、離発

着訓練に対する懸念というのが大きかったものです

から、それについてはこの策定委員会をつくる準備

は当然進めていく流れの中で、それに対する地域の

懸念は払拭すべきという点での取り組み、基地対策

課とかを含めて演習訓練をやるなと、あるいは閉鎖

せよというふうなものも並行すべきではないかと思

いますが、そこら辺の連携について考え方をお聞か

せください。

○前門尚美営農支援課長 ただいま委員のほうから

ありました件でございますけれども、移転予定地の

宜野座村ともまた定期的に話し合いを持っておりま

して、陳情者に関する方に対しては、定期的に講習

会とか巡回指導ということで、週１回から月１回と

いうことで定期的に意見交換を交えながら、宜野座

村は意見交換をしていると聞いております。

また、県と宜野座村に関しても、定期的に話し合

いをする中で陳情者の方に村のほうが測定器等の貸

し出しをしたりして、騒音レベルの測定をしてもら

うということで、貸し出し等も行ったりとかを現在

やっております。

引き続き、宜野座村、また、移転予定地の松田区

とも連携しながら、丁寧に取り組みを進めていけた

らなと思っております。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。

あと、事業に移りますが、157ページ。

先端技術を結集した園芸品目競争力強化事業とい

うことで、課題について述べていまして、これを今

年度にどのように生かしているのかという点で、絞っ

て伺えますか。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 県では、ゴー

ヤーやヘチマ、菊などを対象とした県産園芸品目の

市場競争力の強化を図る目的として、平成30年度か

ら先端技術のこの事業を実施しているところなので

すが、具体的に言いますとＤＮＡマーカー。ゴーヤー

やヘチマ等のＤＮＡマーカーを開発して、それを品

種育成に行っていくということと、それから現場か

らのニーズを早く取り入れて、それをうまく、この

ＤＮＡマーカー等も活用しながら育種のシステムを

構築するような、新たな品目のゲノム解析、もしく

はＤＮＡマーカーの開発を行っております。

３番目に、園芸品目の安定生産技術も含めて、技

術開発を行っているのが現状です。

今後もこれからの成果、生産現場で展開できるよ

うな現地実証等を通じて、関係団体と連携して取り

組んでまいります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、令和３年までの事業

という点では、来年、再来年に向けて、もう既にそ

ういう意味では品種育成、あるいは技術開発という

点では一定絞られた方向性で、令和３年まで事業化

に対応する。どんな準備状況なのか伺います。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 令和３年まで

には、例えば短太ゴーヤーとか、それから褐変しな

いヘチマ等の品種改良であったり、それから先ほど

議論にもあった赤輪菊の品種育成も、それが栽培技

術も含めて。そして、さらにサヤインゲンの交雑確

認マーカーを作成したり、ゴーヤーのうどんこ病と

いう病気の抵抗性マーカーを使って今度はゴーヤー

の新しい品種をつくったりということで、令和３年

までにはそのようなことをやろうと考えております。

○瀬長美佐雄委員 続きまして、160ページの６次産

業化の推進について、重ならないように確認します

が、この６次産業化に取り組むということで、企業

や個人、実態としてどのような形で取り組まれてい

るのかと、可能性を含めて伺います。

○下地誠流通・加工推進課長 取り組まれている事

例ということでお答えいたします。

６次産業化、農林漁業者さんが対象になるんです

けれども、その皆さんが加工して販売までという事
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業です。

今、成功事例で取り上げますと、今帰仁にある農

業生産法人あいあいファームさんは県産農産物の加

工製造に加え、農産物の収穫体験や加工体験など、

総合体験型ファームでの６次産業化に取り組んでい

る事例がございます。

また、八重山のほうでは農業生産法人有限会社伊

盛牧場さん、自家製牛乳と地域で生産された農産物

を活用し、ジェラートの製造に取り組み、空港や島

内ホテルなど、観光産業と連携し販売に取り組んで

いると、そういうような事例がございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、６次産業化サポート

センターの周知を課題に挙げていますが、そこの活

動状況、あるいは人員体制とかどんな状況なのか、

それこそこの場で周知していただきたいと思います。

○下地誠流通・加工推進課長 ６次産業化サポート

センターについてお答えいたします。

平成26年度から沖縄県６次産業化サポートセン

ターというものを設置しております。

サポートセンターでは、６次産業化の取り組みに

必要な加工技術や販売戦略などの専門的知識を有す

る人材を沖縄県６次産業化プランナーとして10名登

録して、支援を希望する農林漁業者のもとへ派遣し、

きめ細やかな支援活動に努めているところです。

○瀬長美佐雄委員 次は163ページ、お願いします。

地産地消の推進ということで可能性は秘めながら

も、まだ十分生かされていないという議論だと思い

ますが、実は今、学校給食、あるいはホテルで30％

台と、気にしているのはその30％台が意味するのを、

説明を受けたい。

いわゆる学校給食であれば、給食日はそれなりの

量が子供たちに提供されるわけです。ところが、そ

の30％と、学校給食の30％は県内産が賄っていると

いうふうにも受けとめられます。そうじゃなくて、

３割の学校が何らかの形で地元の食材を活用してい

る。そこら辺の関連での確認です。

○下地誠流通・加工推進課長 委員が最初におっ

しゃった30％の県産食材が使われていると、そのほ

うが正しい認識だと思います。

○瀬長美佐雄委員 学校給食で３割は地元産で提供

されているということですか、今のお答えは。

○下地誠流通・加工推進課長 重量ベースでそうい

う調査をしております。

○瀬長美佐雄委員 認識として、学校給食センター

一括で購入して、学校給食センターに大体供給、加

工物もというふうに思っていて、３割も地元の沖縄

県の農家が学校給食を賄っていることになるのか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、執行部から調査方法も含めて答

弁したほうがよいか確認があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

下地誠流通・加工推進課長。

○下地誠流通・加工推進課長 調査のほうから具体

的に説明いたします。

これは県の教育庁にお願いしているんですけれど

も、県内の全学校の給食センター、公立小中高及び

特別支援学校の調理場113施設へ調査をかけていま

す。

調査の対象品目として、野菜が23品目。果物４品

目、畜産物６品目、水産物５品目、計38品目に調査

しまして、重量ベースで全体として平成29年度は

36.6％の利用率があったということです。

○瀬長美佐雄委員 そうすると、それ相当の野菜で

あったり、供給していると思われます。ちなみに、

農家の、その学校給食にかかわるという点では把握

されていますか。戸数とか。

○下地誠流通・加工推進課長 農家のというと少し

答えづらいんですけれども、各学校の給食センター

さんですとか学校さんは、農家から直接というわけ

ではなくて、仲介する流通業者さんとか、そういう

ところからとられている形になっていると、大方は

そうなっていると思います。

○瀬長美佐雄委員 うちも豊見城なので、豊見城の

生産農家、とりわけ野菜農家が学校給食に提供をす

るという、市場から学校給食にという点でいうと、

そうそう今の数字、３割も市内の学校給食を賄って

いるというのはちょっと、きちっと後で確認はしま

すが。課題となっているのは、やっぱり安定供給で

きないという性質上、露地野菜中心で、毎日学校給

食に提供できるのかというのが課題であって、そこ

ら辺にその数字の信憑性がちょっと、ということで

確認しました。質問ではないんですが。

課題は、やっぱり安定的に供給できる体力、技術、

生産力というのを引き上げていかない限りには、ホ

テルだって、あるいは学校給食だって、この課題こ

そ克服しないといけないだろうと思っていますし、

そことのかかわりで言うと、環境に左右されない管

理型生産等々が将来的には伸びていかざるを得ない

のかなと思いまして、そこの分野について農林水産

部の考え方、促進という点ではどんな考えを持って

いますか。

○長嶺豊農林水産部長 まず、学校給食、それから

ホテルに供給する際の課題として、委員おっしゃっ

たように、やはり安定供給というのは大きな課題で
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あります。

それから、学校給食であれば、そこが使いたい品

目が品ぞろえができるかというような課題があると

思います。

生産面でいいますと、特に沖縄の生産、その営農

体系がどうしても冬秋向きというところにシフトし

ているウエートが高いものですから、特に周年、特

に夏場供給する体制というのが、台風とか高温とか、

そういう気象条件もあって難しい面があります。

そういう部分では、やはり施設化を推進して、周

年安定してつくれるような体制は、現在も取り組ん

でおりますが、これについては引き続き強化していっ

て安定生産を確保していきたいと思っています。

やはり品ぞろえについてはなかなか、例えば、よ

く学校で使われる土ものといいますか、ジャガイモ

とかですね、そういうのはなかなか県内ではつくら

れていない部分もあって、重量的なウエートも高い

ものですから、そういうのは割合として反映されて

きますけれども、やはり地場で確実につくれる野菜、

果物等についてしっかり生産体制を整えていって、

学校給食、それから、ホテルについては特に観光客

もこれだけふえておりますので、これまでの県外だ

けを目指していた生産体制から、やはり地場のほう

にも目を向けていく必要があると考えております。

○瀬長美佐雄委員 167ページ、農地の中間管理事業、

これについては農地をそれこそ生かすための事業と

いうことですが、この１億円余りの―決算として１億

600万円余りかかっていますが、これの個々、個別で

言うと、どんな内訳になるんですか。確認します。

○島川泰英農政経済課長 事業の内容につきまして、

まず説明をさせていただきたいと思います。

事業については、先ほど委員からお話がありまし

たとおり、農地中間管理機構が農地の貸し借りの仲

介をするという役割をしております。これの費用、

そして管理費用とかそういったもの、それとあわせ

て、それに管理費用と中間で管理するときの費用と、

貸し付けるときの費用の経費という形でされており

ます。

○瀬長美佐雄委員 それで課題としては広い土地を

集積して生かしてもらうというふうな目的もあると

いうことですが、認定農業者の数はどうなっていま

すか。

○島川泰英農政経済課長 平成30年度の経営体数と

してですけれども、3392になっております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、遊休農地の解消とい

うのも大きな課題かと思いますが、これとの関係で

どういう状況なのか確認します。

○島川泰英農政経済課長 遊休農地、荒廃農地調査

という形で今現在の調査されておりますけれども、

以前、耕作放棄地調査からの変更をされて、どんど

ん変遷してきまして、今、荒廃農地調査という形に

なっております。

今現在の状況は、平成29年実績が今最新でありま

して、3816ヘクタールが耕作放棄地、あるいは荒廃

農地ということになっております。

今の状況、委員からの御質問の状況ですけれども、

この荒廃農地については高齢化に伴う経営の体力が

なくなってとか、あるいは離島においては後継者不

足も含めて、そういったところのいろいろな環境の

中の事情があって、荒廃農地があるという形になっ

ています。

ただ、荒廃農地の解消等について、地域の農業委

員会の指導、あるいは啓蒙だとかも含めて、荒廃農

地にする前の貸し付け、先ほど出た中間管理機構と

かの貸し付けを促進したりだとか、そういったこと

をしているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 次は、169ページから170ページ

にまたがって、新規就農者の支援の取り組みですが、

これについて幾つかの事業があるもので、その事業

の内容や概要についてまず確認します。

○前門尚美営農支援課長 県では一括交付金などを

活用した沖縄県新規就農一貫支援事業が、この

169ページに書いてございますが、この事業の内容で

すけれども、農業施設、機械などの整備を行ったり

とか、あと新規就農コーディネーターなどの配置を

行っております。

また、農業次世代人材投資事業による―これは国

庫の事業でございますが、資金の交付ということで

新規就農を目指す方に年間150万円の資金の交付とい

うことで事業を進めているところです。

このような新規就農対策の事業で就農相談から就

農定着までの一貫した支援というものを市町村関係

機関と現在連携し、推進しているところであります。

その結果、平成24年から平成30年までの７年間で

2331名の新規就農者を育成・確保しております。引

き続き、新規就農者の育成・確保を図り、農業の持

続的な発展に努めてまいりたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 新規の就農者がふえていくとい

うことは本当に重要な事業として、今後も発展させ

てほしいと思いますが、この制度の準備型、経営開

始型それぞれ34名あるいは394名となっていますが、

これ金額的にはどんな到達になりますかね。

○前門尚美営農支援課長 交付の数ですけれども、

全体で428名であります。その中で研修等を行う準備
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型が34名、経営開始型といって就農を始めた方が

394名ですけども、交付金額のほうが準備型34名に対

しまして4637万5000円、経営開始型のほうが394名に

対しまして４億7142万6000円となっております。こ

れは平成30年度の実績でございます。

○瀬長美佐雄委員 394名というのは、その年度、30年

度でスタートしたという理解でいいのか、多分、何

年か交付されるのかなと思っていますが、そことの

関係ではどう理解したらいいですか。

○前門尚美営農支援課長 394名というのはこの年開

始ではなくて、最大５年間給付となっておりますの

で、１年目の方もおれば、最終年―５年の方もいる

ということで、トータルで394名という数字になって

おります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、沖縄県農業次世代人

材投資事業の中での課題の中で、いわゆる実施要綱

の改正に伴って制約を受けたり、緩和されたりと。

この意味するものを教えてください。

○前門尚美営農支援課長 緩和の部分でございます

が、これまでは給付対象者が45歳未満ということで

ございましたが、年齢要件が引き上げということで、

50歳未満ということで、今年度から緩和されており

ます。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

（休憩中に、瀬長委員から限定されたことに

ついて説明してほしいとの発言があった。）

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。

前門尚美営農支援課長。

○前門尚美営農支援課長 準備型の部分でございま

すが、去年まで県立農業大学校ですとか、ＪＡの研

修施設、例えば宜野座村の研修施設と合わせて指導

農業士ということで、地域の先進農家のほうで研修

が準備型の対象であったんですけれども、今年度か

ら地域の指導農業士がなくなりまして、今年度は農

業大学校とかＪＡの施設ということで限定しており

ます。

指導農業士で受けていた研修の部分は、全国農業

会議所で実施しております農の雇用事業のほうに移

行ということで、今年度からなっております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、県立農大生の卒業後

の就農状況というか、その進路についてはどうなっ

ていますか。

○前門尚美営農支援課長 これまで県立農業大学校

では1495名が卒業をしておりますけども、平成30年

度の新卒者は36名となっておりまして、進路状況と

しましては農業が22名、農家などへの研修が２名、

農協への就職が５名、その他が７名となっておりま

して、就農率は66.7％であります。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

次、192ページの未来のマリンパワー確保事業につ

いて、46名と書いていますが、支援の内容について

お伺いします。

○能登拓水産課長 未来のマリンパワー確保・育成

一貫支援事業につきましては、新規漁業就業者の確

保・育成を目的としまして、一括交付金を活用して

実施しているものでございます。

事業の内容としましては、小中学生を対象とした

水産教室の開催、それから高校生を対象としたイン

ターンシップ、今、御質問にありました新規就業３年

未満の就業者を対象に漁具等の経費の一部の支援を

行うものとなってございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、金額的には46名の方

にどの程度交付されたということなんですか。

○能登拓水産課長 済みません、総額は今すぐ出て

こないのですが、１人当たり最大で150万円を上限に

支援をさせていただいております。

○瀬長美佐雄委員 最後になりますけれども、今年

度の令和元年度で終わるということですが、今後も

続けるのか、あるいは27年度からの事業なので、成

果として何名ぐらいそれが支援できたのか。

○能登拓水産課長 本事業ではこれまで113名の方に

支援を行ってきたところでございます。

現場からも非常に要望の強い事業でございますの

で、引き続き継続できるよう予算の要求をしてまい

りたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 御苦労さまです。

何点かお聞きします。

先ほどから特殊病害虫の問題について説明があり

ましたけれども、沖縄の農業における特殊病害虫の

被害というのは、結構非常に出ているんじゃないか

と思うんですが、実態調査はしていますか、金額的

に。

○前門尚美営農支援課長 実際、商品となって出す

ことができていないので、被害金額というのは算出

してはないんですけれども、やはり特殊病害虫、ア

リモドキとかイモゾウムシなどがいるということは、

根絶しないと県外とかに出せないとか、例えばミカ

ンコミバエとかウリミバエがいた場合、例えばマン

ゴーが県外に出せないということで被害の額はかな

り大きくなるということは認識しているんですけれ

ども、被害金額については持ち合わせておりません。

○嘉陽宗儀委員 特に特殊病害虫については、私ずっ

と議員になってから一貫して自分の政治的な課題と
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して皆さん方に協力を求めてきたんですけれども、

そこで特にイモゾウムシ、アリモドキゾウムシの根

絶によって、世界的な飢餓が解決するぞということ

をここで質問したことがあります。

そういう意味では、沖縄で研究が大分進んで、先

進県ですから、これについては皆さん方には自信を

持って沖縄の病害虫対策に、特にイモゾウムシ、ア

リモドキゾウムシについてはこうなっていますよと

いう宣伝ができるようにしないといかんのじゃない

ですか。どうですか。

○前門尚美営農支援課長 ありがとうございます。

アリモドキゾウムシとイモゾウムシについては、

現在、根絶事業ということで取り組んでおりまして、

平成13年より久米島、そして19年より津堅島におい

て実施しているところであります。

久米島のアリモドキゾウムシにつきましても、平

成25年に根絶を達成しております。津堅島のアリモ

ドキゾウムシも寄主植物調査において寄生率がほぼ

ゼロとなっており、根絶対策の最終段階にあること

がありますので、また県や国による確認調査を行う

ために、現在、沖縄県特殊病害虫防除条例に基づく

防除地区として、平成29年10月30日付で津堅島を指

定し、寄主植物の移動規制を実施しているところで

す。

現在は令和２年度の国の駆除確認調査において防

除を強化しておりますので、引き続きまた進めてま

いりたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 ウリミバエについてはどういうふ

うに駆除していますか。

○前門尚美営農支援課長 ミカンコミバエは昭和

61年、そしてウリミバエは平成５年に県全域から根

絶を達成しております。

しかしながら、常に再侵入の危険性が高いという

ことから、根絶後もトラップによる侵入警戒調査と

誘殺剤や不妊虫の放飼による侵入防止防除を継続し

て実施しております。

再定着を防止しまして、今後も果樹とかゴーヤー、

沖縄の特産である果樹とかマンゴーとかの生産振興

ということで、再定着の防止に努めていきたいと思

います。

○嘉陽宗儀委員 私が執念を燃やしているのはやっ

ぱりイモですね、イモゾウムシ。あれがなくなれば

世界的な―例えばアフリカなんかでも飢餓がなくな

るぞと。だから沖縄の果たすべき役割は大きいぞと

いう、皆さん方を激励してきたんですよね。

今、研究所があるでしょ。今では向こうの生産活

動というんですか、実態はどうなっていますか。

○前門尚美営農支援課長 病害虫防除技術センター

で、アリモドキゾウムシ、イモゾウムシということ

で、研究とまた防除対策、駆除調査等々を進めてい

るところでありまして、ただ、不妊虫、津堅島にお

いても先ほど来、津堅島の事例を出しますけれども、

不妊虫放飼を実施しているんですけれども、例えば

低コストの人工飼料の開発の課題ですとか、大量増

殖技術がまだまだ十分ではないですとか、モニタリ

ング技術の開発などの課題があるところから、防除

技術センターでも解決に向けてまた取り組んでいる

ところでありますので、地元の市町村の協力も得な

がら早期の根絶とかを目指していきたいと思ってお

ります。現在ですけれども、津堅島のアリモドキゾ

ウムシの根絶防除ですけれども、寄主植物の除去と

いうことでの実施ですとか、あと残渣芋の回収とか

粉砕、そしてまた農薬散布、不妊虫の地上放飼とい

うことで、週20から30万頭を放飼しております。

そしてまた、イモゾウムシにつきましても、寄主

植物の除去、残渣芋等の回収とか農薬散布、そして

不妊虫の航空放飼、不妊虫の地上放飼ということで

あります。また、ライトトラップも設置しまして隔

週で実施しております。

○嘉陽宗儀委員 ちょっとかみ合わんけど。

非常に難しいのはわかりますから、今一歩踏み出

して、研究所の体制も、例えば、我々イモゾウムシ

でも幼虫を育てるのは沖縄の芋じゃないでしょ、あ

れ。今やっているのは、皆さん方どこから持ってき

ているんですか。

○前門尚美営農支援課長 芋のほうで大量増殖とい

うことであるんですけれども、大量の芋がいるとい

うことで県内産では間に合わず、県外産の芋も使用

しております。

○嘉陽宗儀委員 この県内産の芋で十分間に合うぐ

らい生産しないとね。

○前門尚美営農支援課長 訂正します。

県内産の芋だと害虫の混入があるということで、

県外産の芋の使用をしております。

○嘉陽宗儀委員 そうですよね。いじわる質問じゃ

ないからね。

少なくとも沖縄が果たすべき役割というのは徹底

的にですよというのが僕の強調したい点ですから。

しかし、これは私が議員になってからもう25年ぐら

いなるのに、同じような質問を毎年やっているはず

よ、同じような中身を。進歩がないなと言われてい

るかも知らんけど、それだけ重要だと思うんですよ。

それと、私はこの問題を取り上げるときに、皆さ

ん方は芋は何と呼んでいますか。サツマイモですか。
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○長嶺豊農林水産部長 カンショと呼んでいます。

○嘉陽宗儀委員 僕、同じことを何度も言うけど、

沖縄でもともとあれはサツマイモじゃないでしょ。

野国総管が持ってきてどうのこうのというのは、歴

史のことを言う必要はないけども、少なくとも沖縄

の誇り高き芋なんだということで自覚があればね、

もっと早目に駆除する方法が出てくると思うんです

けど。

決意をちょっと。決意でいいです、同じことを聞

かないように。

○長嶺豊農林水産部長 イモゾウムシ類の根絶につ

いては、委員御指摘のとおり沖縄のカンショ、芋を

生産、あるいは生産安定、それから県内から持ち出

すことができるということで、それを目指して今取

り組んでおります。

実際、アリモドキゾウムシについては一定程度、

増殖技術、実際久米島でも根絶をしておりますし、

進んできておりますが、イモゾウムシについては、

やはりまだまだ大量にふやしていく技術とか、ある

いは餌の開発だとかいろんな課題がありますので、

できるだけ研究員のほうも一生懸命頑張っておりま

す。できるだけ早目にこういう技術が確立できるよ

うな形で、部としても取り組んでいきたいと考えて

おります。

よろしくお願いします。

○嘉陽宗儀委員 このイモゾウムシは、ミバエみた

いに羽生えて飛んでいくわけじゃなくて、芋に寄生

しているでしょ。だから、伊江島か伊平屋、向こう

は全部水田に変えたらイモゾウムシは全部水攻めし

て皆殺ししている、向こうは。

だからあんまり難しいことを考えなくて、稲作か

ら芋に変えるだけでもイモゾウムシを駆除できるん

だから。ちょっと知恵を働かせて、毎年同じような

ことを質問やらんでも済むように、皆さん方がその

気になれば。現地でもそれをやっていますよね、も

う駆除しているんだから。

○前門尚美営農支援課長 委員おっしゃるように、

伊平屋村などでは水田の跡に水を張って、タードー

シイモということで、一旦、水を張って、そして虫

を減らしてカンショをつくるということをやってい

ますし、そうすることで例えば収量が上がるという

のも聞いたことがありますので、そうした現場で使

われている耕種的な防除もあわせて、また栽培指導

の中に組み込んでいきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 ぜひ頑張ってください。

向こうのほうは一生懸命、こっちは褒めてきたけ

ど、県は何も激励もないよと言うからさ。少なくと

も第一線で沖縄の基幹作物をこういうぐあいに守っ

ているというわけですから、やっぱり現地調査をし

て、皆さん方が言うように。全体的な対策をどうす

るかというのを検討してもらえませんか。

○前門尚美営農支援課長 ありがとうございます。

委員のこの御指摘のあった部分、このタードーシ

イモについても、実際の現場で行われている指導等

ということで、また調査とか、現地のほうに確認と

いうことで、また取り入れていきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 ぜひ頑張ってください。

次に、松くい虫対策について。

被害状況と現在どういう対策をしているか、教え

てください。

○平田功森林管理課長 まず松くい虫の駆除の実態

について御説明します。

松くい虫被害の対策につきましては、森林病害虫

等防除法に基づきまして、国庫補助金により保安林

等の公益的機能の高い保全松林において、まず予防

措置として薬剤の散布と薬剤の樹幹注入を、被害木

につきましては、被害拡大防止のため、伐倒駆除を

実施しております。

また、保全松林以外のその他の松林につきまして

は、沖縄振興特別推進交付金によりまして、景観保

全対策として幹線道路周辺等の被害木の伐倒駆除や、

危険木の除去を行うとともに、銘木等の貴重な松の

予防対策として、薬剤樹幹注入を実施しております。

防除対策につきましては、現在防除戦略を策定し

ておりまして、松林の分布状況や被害分布等により、

地域区分を行いまして、選択と集中により防除、駆

除を実施しているところであります。

これら対策の結果、平成30年度の被害量は1234立

方メートルで、これは前年度の約50％の被害量となっ

ていまして、被害のピークとなった平成15年度の３％

の被害量となっております。

○嘉陽宗儀委員 この薬剤散布、これによって駆除

も進んでいるというお話でしたけど、特にこれは全

国的に自然保護の皆さん方から、特殊な生き物たち

を殺すということになるから、これは待ったという

声がかかっていますよね。薬剤散布で貴重な生き物

たちを殺しているから、これについては検討せよと

いう声が上がっているでしょ、薬剤散布で。

○平田功森林管理課長 薬剤散布ですが、薬剤散布

は松の若い枝を食害するマツノマダラカミキリ成虫

の殺虫を目的として、健全な松林に薬剤を散布して

おります。

使用している薬剤なんですが、毒性的には普通物

で、魚毒性もＡ類といいまして、特に魚介類には影
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響がないという、そういう農薬になっております。

この農薬につきましては、野菜類とかにも頻繁に

成分は使われているものでして、特に人体への影響

も障害を生じないということを確認されております。

鳥類への影響につきましても、他県の調査なんで

すけど、薬剤散布をした結果とその前後で鳥類の観

察の羽数と種類数に変化がないということが確認さ

れているところであります。

薬剤散布につきましては、散布前には松林周辺の

公民館であったりとか地域住民への周知を行いまし

て、看板を設置して、住民は入らないような、そう

いう対策をしているところであります。

○嘉陽宗儀委員 できるだけの努力をしてください。

私が松くい虫駆除法の特許を取っているのは知っ

ていますか。

○平田功森林管理課長 承知しております。

○嘉陽宗儀委員 私が取った特許を使って駆除して

いますか。

○平田功森林管理課長 今のところ、いろいろコス

ト的な問題等とか効率性の問題とかがありまして、

まだ採用には至っていないところであります。

○嘉陽宗儀委員 私のは金がかからないような中身

なんですよね。だから、あっちこっちから見物とい

うの、調査というの、来ているんですよ。

特に本土の赤松とか唐松とか、なかなかやりにく

いものも、全部これを使って駆除するといって、駆

除できましたという喜びの声も寄せられていますか

らね。

だから皆さん方のほうには、たかが嘉陽宗儀だと

思って考えているかどうかわかりませんけど、とに

かく全国的にも評価をしてもらって、それで本当に

各地域の松くい虫駆除のために努力していますから、

ぜひ頑張ってください。

前、現場まで行ったけど、やっぱり体制がなって

いない、かわいそうに。

この話はこれぐらいにしますけど、やっぱりちょっ

と沖縄から本腰を入れて、沖縄の松だの、琉球松、

サツマイモ云々って、病害虫は沖縄は亜熱帯性の気

候だから、特に重要視しないといかんと思うんです、

農業の分野でもね。

そういうことで、頑張ってくださいということで、

皆さん方を激励して質問を終わります。

○瑞慶覧功委員長 金城勉委員。

○金城勉委員 どうも御苦労さんです。

まず、皆さんからいただいた沖縄の農林水産業と

いう資料があって、この21世紀ビジョン基本計画に

おける農林水産業の位置づけについて、まず伺いた

いんですけれども、目標として持続的農林水産業の

振興とフロンティア型農林水産業の振興ということ

で掲げているんですけれども、これをわかりやすく

説明いただけますか。

○幸地稔農林水産総務課長 持続的農林水産業の振

興とフロンティア型農林水産業の振興につきまして

は、具体的には７つの施策がありまして、１、沖縄

ブランドの確立と生産供給体制の強化、２、流通・

販売・加工対策の強化、３、農林水産物の安全・安

心の確立、４、農林水産業担い手の育成・確保及び

経営安定対策等の強化、５、農林水産業技術の開発

と普及、６、亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産

業の基盤整備、７、フロンティア型農林水産業の振

興の７つの基本施策を通して振興されるものと考え

ております。

○金城勉委員 この７本柱を基本にしながら事業を

進めていくという、そういうことは書いてあります

ね。

フロンティア型農林水産業の振興というのは、ど

ういうふうに理解すればいいですか。

○幸地稔農林水産総務課長 お答えします。

フロンティア型農林水産業の振興とは、まず１、

農業者みずから加工や販売等に取り組む６次産業化

に対する支援やまたそれによる新たな商品の開発等。

また２、県産農産物の販路拡大を図って、アジア

など海外への展開を行うこと。

それから３つ目に、観光リゾート産業等の他産業

と連携をして農業を振興していくというものであり

ます。

○金城勉委員 それで、皆さんのその具体的な目標

・指標ということもここに示されているんですね。

例えば、農業の就業者数の目標についても、27年

度から33年度への目標についても１万9900人から

２万3000人というふうになっていますね。一方で、

林業は逆に少なくなっている、4600人から4300人。

漁業については３万8000人、同じということなんで

すけれども、農業はこれを増加させていこうという

取り組みになっているんですけども、林業や漁業に

ついては減少もしくは維持となっているんですけど

も、これはこの理念と目標にあわせて、この数字と

いうのはどういうふうに理解したらいいですか。

○幸地稔農林水産総務課長 お答えします。

それぞれ農業・林業・水産業、環境に違いがあり

まして、特に林業・水産業につきましては急激に高

齢化等が進んでいることから、これらについては現

状維持、または多少の減で目標を設定しております。

農業については、多少ながらも増加を目指したい
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というふうに考えております。

○金城勉委員 林業については、そういう産業の種

類として理解できるんですけれども、漁業について

は現状維持というのはどうなんだろうなというひっ

かかりがあるんですけれども。例えばそういう養殖

漁業であるとか、あるいは養殖の海藻であるとか、

そういうふうなことも注目されている中で、発展可

能性というのは非常に期待できるんじゃないかなと

いうふうに思っていたんですけれども、その辺のと

ころはそういう方向にはいかないですか。

○能登拓水産課長 漁業就業者の目標につきまして

は、現在約3800人というところで設定しているとこ

ろでございますが、当初この計画策定に当たって、

非常に全国的にも漁業就業者が急激に減少している

中で立てた目標ということでございます。

ただ、委員御指摘のとおり、昨今モズクを中心に

非常に養殖が盛んに行われて、産出額もふえている

状況もございますので、今後また次期計画を策定す

るに当たっては、そこら辺の目標の設定の仕方につ

いては十分検討させていただきたいというふうに考

えております。

○金城勉委員 そうですね、ぜひ頑張って、減少傾

向あるいは現状維持が精いっぱいと言うんじゃなく

て、やっぱり将来希望ある産業としての育成を、若

手の皆さん方が魅力を感じるような、そういう取り

組み方というものを示していただきたいなと思いま

す。

それで、先ほど病害虫の問題がありましたけれど

も、最近報道などで聞いているんですけれども、外

来の病害虫、これツマジロクサヨトウと発音するん

ですかね、これが非常に猛威を振るうのではないか

という懸念が示されているんですけれども、これの

現状はどうですか。

○前門尚美営農支援課長 ツマジロクサヨトウでご

ざいますけれども、チョウ目のヤガ科の害虫でござ

いまして、トウモロコシとかサトウキビ、そしてソ

ルガムとか80以上の作物を含む、割と広範囲な植物

を加害するということで、2016年にアフリカで侵入

が確認されて、ことしの１月に中国で―雲南省のほ

うで確認されて、５月末までに中国で急激に広がっ

ております。その後、６月に台湾とか韓国で発生が

ありまして、日本での初めての発生が７月３日とい

うことで、鹿児島のほうで初めて確認されておりま

す。

沖縄では７月11日に発見がありまして、恩納村の

ほうで飼料用トウモロコシで初めての発生があった

んですけれども、10月９日現在、沖縄県のほうでは

７市町村ということで恩納村、多良間村、八重瀬町、

宮古島市、石垣市、西原町、中城村などの飼料用ト

ウモロコシですとかサトウキビ、スイートコーンで

の発生があります。

このツマジロクサヨトウの特徴なんですけれども、

10度以下で死滅するんですけれども、沖縄の場合は

なかなか10度以下、10.9度以下では活動が低下する

とあるんですけど、越冬する可能性があるんじゃな

いかということで懸念されておりまして、現在国と

か病害虫防除技術センターのほうでは、継続して県

内各地の調査に当たっております。

また、あわせてフェロモントラップ等も設置して、

被害の早期発見、早期防除ということで今取り組ん

でいるところなんですけれども、なかなかこの新規

病害虫、初めてなものですから、一般の農家の方が

わからないということもありますので、病害虫防除

技術センターが発生予察特殊報ということで発出し

て、あとまたホームページに掲載したりとか、あと

説明会等々をして、今周知をしているところであり

ます。

○金城勉委員 報道などによると、かなりの猛威を

振るうんではないかという懸念が報道されています

よね。それで、なかなかそういう駆除の対策につい

ても抵抗力が強くて難しい、生き延びるんではない

かというふうにも言われているし、その辺は当然全

国的な問題でもあるんでしょうけども、具体的な対

策については、今はどういう状況ですか。

○前門尚美営農支援課長 県のほうでは、このツマ

ジロクサヨトウに関する対策会議ということで、蔓

延防止の周知徹底ということで関係機関とかを集め

て８月６日、９月４日、９月18日に説明会を実施し

ております。

そして、あわせて市町村の広報ですとか、あと農

協とか、県の機関の広報にもこの虫の写真とか、生

態を載せて生産者の方へ周知をしているところです。

そして、国のほうではマニュアル作成ということ

で、現在この虫の生態とかを含めたマニュアル作成

ということでやっています。

そして、繰り返しになるんですけれども、現在、

定期的に―沖縄県全域ということで、この虫の確認

調査ということで、定期的に80カ所以上で今現在継

続して実施して、定着がないように今調査を進めて

いるところであります。

○金城勉委員 非常にそういう害が大きいのではな

いかと懸念されているので、ぜひしっかりした対策

をお願いいたします。

それから次に、ヤギの件なんですけども、今ヤギ
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肉、ウチナーの食文化の非常に重要な部分を占める

んですけれども、ヤギ肉の消費量に対する県内生産

高と割合はどうですか。

○仲村敏畜産課長 まず、生産状況についてなんで

すけれども、現在平成30年の12月末、家畜・家禽等

の飼養状況調査で、県内のヤギの飼養戸数が1484戸

で頭数が１万2035頭ということで、平成25年から６年

連続で増加しているところです。

県内の家畜市場におけるヤギの取引頭数なんです

けれども、こちらはまた屠畜場にいったり、生産の

繁殖にいったりするんですけど、そちらの取引につ

いても1254頭ということで年々増加する傾向にあり

ます。

それからヤギの屠畜実績なんですけれども、平成

30年で2781頭ということで、枝肉重量ベースで約75ト

ンということで、こちらも年々増加傾向にあります。

それで消費量ということで実際に詳細の調査を

行ったことはないんですけれども、ほぼ生産される

ヤギ肉につきましては、県内中心の需要で消費され

ているというふうに認識しております。

○金城勉委員 私が聞きたいのは県内で生産される

ヤギの量と消費量は、もう決定的に少ないんじゃな

いかと。その足りない部分を海外産で輸入して補っ

ているんではないかという話を聞いているんですね。

ですから、そのことを聞きたいんですけど、そう

いう数字は把握していないですか。

○仲村敏畜産課長 沖縄地区税関を通過したヤギ肉

の海外からの輸入量なんですけれども、平成26年か

ら平成30年、同じ量が入ってきておりまして、約100ト

ンということになります。

一方で、県内の生産量は先ほど申し上げましたよ

うに増加傾向にありますので、県内産のヤギ肉の需

要は伸びている、消費量も伸びているというふうに

認識しておりまして、海外からのヤギの輸入量はほ

ぼ横ばいですので消費量は上がっておりまして、県

内産のヤギ肉の消費は上がっているというふうに認

識しているところです。

○金城勉委員 その海外産と県内産の割合というの

はわかりませんか。

○仲村敏畜産課長 平成30年116トンで海外産が輸入

されておりまして、県内産が約75トンですので、単

純に言いますと県内産が……。

○金城勉委員 約６・４ぐらいか。

○仲村敏畜産課長 そうですね、そのようになりま

す。

○金城勉委員 ヤギ好きな人たちといろいろ会話を

すると、ヤギの今後の可能性というのは非常に期待

できるんではないかという話を聞くんですね。ヤギ

肉の好きな県民性ですから、その生産体制をもっと

もっと強化をしてやると、県内の消費も上がるし、

また生産農家の利益にもつながるという声をよく聞

くんですけど、このヤギの生産体制―農家のあり方

というのはどうですか、今。これから、今後につい

ても。

○仲村敏畜産課長 ヤギの生産の状況は先ほどお話

をしたとおり、年々増加しているところです。

一方で、まだ沖縄のヤギは体重が小さいヤギが多

くて、やはり収益性がなかなか乏しいということで、

今現在、沖縄県でヤギにつきましては肉量がとれる

大型化を推進して、目標にしていこうということで、

まずそこで農家の収益性を上げて、経営的なものを

安定させるということを目標にやっております。

平成27年から沖縄県ではおきなわ山羊生産振興対

策事業、それから平成30年度にはおきなわ山羊改良

基盤整備事業ということで、沖縄のヤギの―産肉能

力にすぐれたヤギに改良していってもらおうという

ことで、優良ヤギの購入費に対して助成していると

いう状況です。

一方で飼養者もふえておりまして、今おきなわ山

羊生産振興協議会、ＪＡさんが事務局をやっている

んですけれども、そちらも各地域に生産組合ができ

まして、今現在20組合になっていることで、生産者

のほうも活発にそういう取り組み、生産体制の強化

とあと改良ということで取り組んでいただいている

という現状でございます。

○金城勉委員 非常に期待が持てるというふうに聞

いておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思

います。

それと漁業関係について伺いますけれども、先ほ

ど漁業に携わる人たちの人数が現状維持の目標とい

うことであるんですけども、漁業の経営体の推移も

ちょっと厳しいようですけれども、この辺の状況を

説明いただけますか。

○能登拓水産課長 漁業センサスによりますと、本

県の漁業経営体数は昭和58年の4492経営体をピーク

に減少を続けまして、平成25年には2616経営体となっ

ておりましたが、最新の平成30年のセンサスの統計

によりますと、35年ぶりに増加となる2733経営体と

いう状況になってございます。

○金城勉委員 この長期減少傾向から2733、少し持

ち直した要因というのは何ですか。

○能登拓水産課長 今、分析を進めているところで

はございますが、現場のほうで聞いていますと、モ

ズクあたりを中心に世代交代が進みつつあるという
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ふうな状況を聞いております。

○金城勉委員 ぜひそういうところを、新しい産業

振興の道を探っていただきたいなと思います。

今おっしゃるように、モズクの生産については非

常に価格が安定してきて、むしろことしは品薄で価

格が上がってきた。この辺の状況を説明いただけま

すか。

○能登拓水産課長 モズクの生産につきましては、

平成21年は１万1810トンというところから平成31年

は１万5744トンということで、10年間の間では約

1.3倍にまで増加をしてございます。

ただ、今委員からお話ありましたとおり、平成31年

度産につきましては、昨年が11年ぶりに２万トンを

突破したというような豊作の状況から比較すると、

25％程度の減産となってございます。

委員御指摘のとおり、非常にモズクは品薄という

ことで、全県的に浜の取引価格は上がっている状況

というふうに聞いております。

○金城勉委員 幾らぐらいですか、キロあたり。

○能登拓水産課長 きちんとした市場のデータとか

があるわけではないのであれなんですが、聞いてい

るところではキロ300円から330円程度のものが多い

ように聞いております。

○金城勉委員 もうほぼ倍増だよね。去年あたりで、

２万トンの生産高でキロ当たり150円ぐらいだったと

いうふうに聞いていますからね。だから、ことしは

品薄ということもあって、300円以上にまで高くなっ

てきたと。生産高が減った割には値段が上がったの

で、ほぼ収入としてはとんとんぐらいの確保ができ

たという話も聞いております。

一方で、さらに需要のほうは、市場が求める量と

いうのはどんどんふえてきているようですから、だ

から非常に有望な―沖縄ならではの特産品ですから、

そこは今後もその販売価格、いわゆる生産者の販売

価格というものが今の数字で推移すれば非常に効率

のいい、また若い人たちが希望を持つ産業に、もっ

ともっと飛躍すると思うんですね。その辺の取り組

みについてはどうですか。

○能登拓水産課長 モズクにつきましては、今御指

摘のとおり非常に消費のほうも旺盛でございまして、

供給のほうが若干追いついていないような状況もご

ざいます。

一方で、価格のほうが非常に単価が上がっており

まして、漁業者の手取りとしては一定程度確保がで

きたかなというところがございますが、一方で加工

業者からしますとやっぱり仕入れ価格になってしま

う中、非常に経営的に苦しいというような声も聞い

てございます。

モズクについては、やっぱりまずは安定生産、さ

らには増産といったところにしっかり取り組んで、

その上で一定の安定的な単価を維持する中で、漁業

者の経営をしっかり安定させていくといったところ

が重要かなというふうに考えております。

○金城勉委員 加工業者の云々という話がありまし

たけれども、そうじゃなくて、むしろ今までが安過

ぎたと思うんですよ。そういう生産者がちゃんと潤っ

て、そしてそこから付加価値をつけて、そして販売

すると。そこでみんなが潤うという仕組みにならな

いと、本当に苦労をして育てても買いたたかれて浜

買いされて持っていかれて、あんまり地元には利益

が落ちないというのが今までの形だったので、むし

ろいい方向に向いていると思うんですね。

ですから、このチャンスを捉まえて、そこをベー

スにしながら積み上げていく、そういう発想のほう

がより価値的だと思うんですけれども、そういう方

向でぜひ取り組んでいただきたいと思うのですが、

どうですか。

○能登拓水産課長 モズクにつきましては、さっき

２万トンを超えたときも、価格が下がらずにむしろ

上昇するような傾向が見えまして、非常に旺盛な消

費が見込まれているところでございます。

そういう状況を踏まえまして、県としましてはモ

ズクの高付加価値化に向けて鮮度の保持なども含め

て、またフコイダンなどを含めた機能性の成分など

の調査なども行っておりますので、そういった中で、

高付加価値化の中でしっかりした単価がつくように、

しっかり努力をしていきたいと考えております。

○金城勉委員 それで生産量をアップさせるその手

法、皆さんも３万トンを目標にしていますから、そ

のためには品種改良、そしていろんな自然現象、日

照不足であるとかさまざまなそういう自然環境に見

合う、それに対抗をして育っていけるような品種改

良というものが求められていますから、そういうと

ころもぜひ前向きに取り組んでいただきたいなと

思っております。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 大城憲幸委員。

○大城憲幸委員 言いたいことがあって質問を入れ

ていますので、答弁は簡潔で構いませんから、４時

までに終わるようにしましょう。よろしくお願いし

ます。

成果表の156ページからお願いをいたします。まず

この分蜜糖工場の支援策です。この事業で、製糖期

間を通じて分蜜糖工場の適正操業が図られたという
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ことではあるんですけれども、簡単に簡潔に、まず

30年度、特に設備の整備の部分でどういう事業をし

たのか、簡潔にまず説明ください。

○喜屋武盛人糖業農産課長 分蜜糖振興対策事業で

ございますが、委員おっしゃったとおり製造合理化

事業ということで、老朽化しておる製糖工場の施設

の一部更新とかそういったものをやっておりまして、

今手元に詳細なものがないんですけど、例えば平成

30年度ですとゆがふ製糖におきましては結晶缶の整

備、あと清浄設備ということで、事業費として１億

1724万円を投じて施設の更新等を行っております。

○大城憲幸委員 本島はゆがふ製糖だけ、あとは離

島も老朽化問題があって、石垣も工場の建てかえを

要望していますけれども、本会議場でもやったよう

に今本島には１工場しかない、その１工場が私は早

急な建てかえが必要なんじゃないかということで、

前もお話申し上げました。

皆さんのところでも、なかなかすぐ建てかえとい

う部分はできないけれども、この事業を使って安定

操業できるように頑張りますなんですけれどもね。

その後、どこかの時点で建てかえしないといけな

いと思っているんですけれども、その辺、その後の

議論はどんなですか。建てかえができないのであれ

ば、どういう課題があるのかも含めてお願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 ゆがふ製糖工場の建て

かえに関しましてですが、これまで国の事業の説明

会ですとか、そういった場での製糖工場からの要望、

意見、それから関係者との意見交換、また、去る７月

29日に富川副知事に、ゆがふ製糖の実際の工場の視

察もしていただきまして、その際にも製糖工場のほ

うから建てかえをしたいという要望の意向は確認し

ております。

ただ、議場でも答弁をさせていただきましたが、

製糖工場の建てかえにつきましては、まず設備の設

備費用が多額ということ、それから事業実施主体の

負担が大きいこと、あるいは沖縄本島でおける製糖

工場を建てかえとなりますと、やはりサトウキビの

今後の生産とか、そういった生産量に応じた工場規

模とか、そういったものの生産計画に沿った施設規

模の設定、あるいは、特にゆがふ製糖ですと広域利

用施設における事業主体の選定、あるいは代替―建

てかえる際の用地とか、そういったものの課題があ

るということは認識しております。

そのため、こういった国やゆがふ製糖などと意見

交換なども行いながら、この辺の課題の整理は行っ

ていく必要があるというふうに考えております。

○大城憲幸委員 確認ですけれども、前に話があっ

た、最低でも敷地は１万坪ぐらい必要じゃないか、

事業費は概算で300億円ぐらいになるのではないかと

いうような議論があったんですけれども、大体それ

ぐらいで見ているんですか、皆さん。

○喜屋武盛人糖業農産課長 ゆがふ製糖からの意見

交換では、委員が今おっしゃるとおりの数値を聞い

ております。

○大城憲幸委員 議論があった―結局操業をしなが

ら、今県内に5000戸いるサトウキビ農家の皆さんの

ものを預かりながら工場を建てかえしようとすると、

やっぱり今の敷地では無理だから新たな敷地を探さ

ないといけない。そして、この事業費についても300億

円ということもあるし、また今の国、県の仕組みの

中では、この地元自治体―石垣の場合は石垣市だか

らそんなに難しくないですけれども、県内全体の出

荷者がいる中で、うるま市だけに負担をしてくださ

いという話になっても、なかなかそこはうるま市は

納得できない。だから、そういう仕組みの部分、土

地の部分、事業費の部分、やっぱりその辺を考えた

ときにはどうしても、県全体としてみんなで知恵を

出し合って、新たな仕組みをつくって事業費も捻出

しなければいけないというふうな議論もこれまでも

したつもりなんですよね。

それをスタートするには皆さんがどうしても早急

な建てかえをしないと今後、来年、再来年いつまで

安定操業できるか非常に不安が残るという現状、ぎ

りぎりの状況にきていると思うんです。

それを踏まえて、今後どう取り組んでいきますか。

お願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 まずゆがふ製糖の工場

の建てかえにつきましては、先ほど申しましたとお

り費用が高く、あるいは用地の確保などの課題があ

るということは十分認識しております。

このため県としましては、まず国に対してこの対

応を―今建てかえが対応できる事業につきまして、

委員が先ほど申しましたように運用上のいろいろ課

題があるということですので、その運用上の課題の

改善に向けた国への働きかけをまずやっていく必要

があるのではないかと。

また、予算面ですとか、用地の確保ということな

んですけども、これにつきましてはその課題等につ

いて、県内部の関係部局ともまた情報共有を図って

いかなければいけないというふうに考えております。

○大城憲幸委員 部長はどうですか。

○長嶺豊農林水産部長 まずゆがふ製糖の建てかえ

については、基本的にはこれまで老朽化した部分、

部分の施設の更新については対応をしてきたところ
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ですけども、やはり大がかりのボイラーであったり、

そういう部分が取りかえなければなかなか厳しいと

いう現状も認識はしております。

そういう中で建てかえという方向性が、事業者も

出てきたと思いますが、その中で、先ほど糖業農産

課長から何点かの課題もありましたけれども、用地

につきましてもやはり製糖工場ですので、特に本島

は原料搬入区域がかなり広域だということで、そこ

のアクセスとか、それから機械の冷却に必要な水の

供給だとかということで、用地についても立地がい

ろいろ条件がありますので、その辺を含めて部局間

で相談を受けながら対処する必要があると考えてい

ます。そういう意味では、我々も関係部局にはいろ

いろ情報共有しながら協力を求めていきたいとは

思っております。

最終的には、やはり事業費をどう確保するかとい

う大きい課題がありますけども、これについてまず

現在、既存のメニューとしてはありますが、やはり

大がかりな事業費を確保するということでは課題が

ありますので、そこはしっかり国にもいろいろ相談

しながら確保に努めていきたいと思いますし、また、

県庁内部でもいろんな情報共有をしながら取り組ん

でいきたいと、そういう考えで臨みたいと思います。

○大城憲幸委員 お願いします。今言ったとおりで

すので、とにかく5000戸の農家頑張ってはいるけれ

ども、もう高齢化も進んでいる。本島内は機械化も

なかなか進まないものですから、なかなか極端な増

産が見込めない。しかし5000戸の農家がいるわけで

すから、県内のサトウキビを閉めるわけにもいきま

せん。

ただ、そこは皆さんの思いで今議論を進めないと、

どんどん問題を先送りにしても解決しませんので、

取り組みをお願いします。

次に進みます。

159ページ、肥育牛のほうですね。先ほど少し議論

があったところですけれども、成果表。

午前もありましたけれども、八重山のほうでは非

常に元気になって、肥育基盤もふえていますよとい

う話がありましたけれども、今は県内で大体でいい

ですけれども、子牛が何頭ぐらい年間出荷されて、

何頭ぐらい肥育に回っているか、大体の数字で頭に

入っていますか、お願いします。

○仲村敏畜産課長 平成30年12月末の肥育牛の頭数

ですけれども、雄、雌、合わせて約7100頭です。

子牛の生産頭数が約３万頭ということになってお

ります。

○大城憲幸委員 先ほど来、県内の自給率のお話が

ありました。給食の議論ももっと県内のものを上げ

たほうがいいんじゃないかという話もありました。

今言うように、沖縄は３万頭子牛を生産している

けれども、肉として県内・県外に出て行くもの、あ

るいは県内で消費するのは7000頭ぐらいの基盤しか

ないわけです。やっぱりそこをふやさないといけな

い。

ただ、皆さん御存じのとおり肥育の和牛肉となる

と、レストランで食べると150グラムで8000円、

9000円、１万円する。それは県民がなかなか口に入

るものじゃない。部長ぐらいしか食べられないんじゃ

ないかなと思いますけれども、そういう意味では、

新たにやっぱりもっと安価に輸入牛肉ばっかり沖縄

の観光客に上げるんじゃなくて、県産の肉を上げる

という仕組みをつくらないといけないんじゃないか

というのは前にも少し議論したんですけれども、そ

の辺は調査研究も含めて県で取り組むべきじゃない

かと思うんですが、その辺について考え方をお願い

します。

○仲村敏畜産課長 低コストの牛肉をつくるという

のは、和牛含めて全ての今、牛の目標であります。

その中で、低コスト牛肉の生産につきましては、

まず肥育に関しては生産費の約７割が素牛代、約３割

が飼料代という現状もありまして、やはりその素畜

費が占める割合が多いというのがあります。

もう一つは、国産牛も含めまして全て今、素畜費

が高くなっているということで、その中でこの低コ

スト牛肉の生産をするには、価格の低減化とか、あ

と輸入牛肉とどう差別化を図って農家の収益性を上

げるかというのが課題というふうに考えております。

○大城憲幸委員 八重山農林高校で琉大の先生が肥

育試験をしていますけれども、その辺どんなのかわ

かりますか。

○仲村敏畜産課長 放牧肥育を琉球大学と八重山農

林高校と、赤牛を使って共同試験を実施していると

いうふうに承知しております。

その結果、飼料費―放牧形態ですので飼料費の大

幅な低減効果があったという報告されていることは

承知をしております。

○大城憲幸委員 あれはヒントになると思っていて、

極端に言えば草だけで赤牛は800キロまで太りました

よという報告があるんですよね。

やっぱりこれは―この70万円も80万円もする沖縄

の最高級の子牛ではなくて、逆に赤牛でも、あるい

は酪農から出てくる廃牛でも、そういうようなもの

の買い直しをして、200グラムで2000円とか3000円以

内で食べられるような供給をしないと、なかなか県
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内への畜産物の供給というのは充実してこないと思

うし、我々はそういうのを、これまで沖縄県の畜産

―和牛というのはサシを入れることに頑張ってきま

したけれども、それも頑張っていく。ただ一方で、

この新たな仕組みというのも調査研究をする必要が

あると思いますけれども、ぜひやってほしいと思う

んですが、どうですか、最後に。

○比嘉淳農林水産総務課研究企画監 現在、委員の

おっしゃっているその件ですが、今現在、畜産研究

センターで霜降り牛肉を生産する能力の高い種雄牛

などを選抜して、県産ブランド牛の開発に取り組ん

でいるところではあるんですが、今回委員の提案い

ただいた取り組みについては県内、それから他県の

事例も含めて情報収集をしながら、消費者ニーズを

確認しつつ検討をしてまいりたいと思っております。

○大城憲幸委員 ぜひ検討ください。

○仲村敏畜産課長 追加で試験研究、また含めて県

では、県内肥育牛につきましては現在増頭を推進し

て、取り組みも進めております。

委員のおっしゃったように、やはり低コストでつ

くるのは畜産関係、経営の安定化にもつながります

ので、消費者ニーズ、それから生産者ニーズもござ

います。

やはり肥育放牧となるとかなり広大な面積等も必

要になってきますので、そういったことも、動向を

見きわめつつ、県産肥育牛生産振興に努めてまいり

たいというふうに考えております。

○大城憲幸委員 ぜひ頑張ってください。

次、共済制度、168ページです。

共済制度推進事業ですけれども、この中で効果の

ところで、園芸施設共済加入率が19.8％、20％いか

ないわけですけれども、全国はこれどれぐらいかと

いうのはすぐわかりますか。

お願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 共済加入率、全国との

比較ですけれども、園芸施設共済の棟数の比較と、

要は入っている棟数の割合の比較によりますと、平

成29年度、全国平均60.2％に対し、沖縄県のそのと

きには24.1％という開きとなっております。

○大城憲幸委員 これ前から問題になっているんで

すけれども、特にこういう、あんな台風で毎日のよ

うにビニールハウスが倒れている状況を見ると、沖

縄なんかはもっともっとやっぱりこの保険制度、共

済制度というのを頑張らんといけないなと思うんで

すが、何で全国でこれだけ加入率が６割あるのに、

沖縄は２割前後なんですか。それの一番大きな要因

は何ですか。

○喜屋武盛人糖業農産課長 全国に比べて非常に加

入率が低いというのは、掛金自体がやはり高いとい

う―沖縄の場合、台風が多いということで、それだ

けやっぱり被害が多いということで、どうしても掛

金率が高いということがまず一つの要因かと思われ

ます。

あと最近で言いますと、ちょっと制度の改正等も

あって、これは農業共済の場合は掛金の50％は国の

ほうで補助して負担しておりますので、オールジャ

パンの事業ということで、なかなか沖縄だけに特化

したやり方とか、そういうのができなくて、全国的

なものの流れに合わせるということで、なかなか沖

縄の実情と合わなくて、農家さんの加入が低いのか

なというふうに分析しております。

○大城憲幸委員 一番大きいのはやっぱり掛金が高

過ぎると思うんですよ。300坪でも18万円、19万円と

いう見積もりが出たとか言うけども、なかなかそこ

まで毎年300坪払えないですよね。

だからそれも含めて今あるように、これまでの経

過としては、沖縄は台風が多いから県外よりも沖縄

も極端に掛金が高いというお話だったんですけれど

も、やっぱり国も制度を今度ぐらいから変えてきた。

そして、この被災する率も大分変わってくると思う。

やっぱりこの機会に、この掛金の部分というのは

何とかしないといけない。せっかく国も補助を出す、

県も補助を出す、市町村も補助を出しているけれど

も、入っている農家が２割前後しかいないというの

は、やっぱり何とかみんな知恵を出さないといけな

いと。

そしてもう一つはやっぱりわかりにくい。非常に

制度が―300坪幾らなのって、もう条件一つでがらっ

と変わってくるものですから、補償する額も全然違

うものですからわかりにくい。その辺を―農家にわ

かりやすい仕組みで周知しないと加入率は上がらな

いと思いますので、この機会に強化をお願いしたい

と思うんですけれども、その辺の取り組み、今後の

取り組みについてお願いします。

○喜屋武盛人糖業農産課長 委員おっしゃるとおり、

確かに農家からは非常にわかりにくいという声は聞

こえております。

県では農業共済組合あるいはＪＡ等関係機関と連

携しながら、この共済制度の中身ですとか、それに

ついては今やっていますこの事業の中で推進員とか、

そういったものも配置しておりますので、そういっ

た戸別農家を周りながらしっかりこの推進員も含め

て、共済とも連携しながら、しっかり丁寧に説明を

していく、あるいは生産者やこの関係機関が集まる
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場でそういった共済制度の説明、例えば農業青年ク

ラブの集まりですとか、何かサトウキビの増産大会

とか、そういったものも活用をして、そういった説

明会等、とにかく情報をしっかり発信をしていきな

がら、農家に対してはわかりやすいような説明を、

共済組合とも連携しながらしっかり取り組んでいき

たいと考えております。

○大城憲幸委員 よろしくお願いします。

次行きます、169ページ。

先ほどもありました新規就農者育成の部分ですけ

れども、あったとおりこれは研修期間、あるいは新

規就農をするときに150万円支給されるんですけれど

も、国の予算が前年より減ったということで、なか

なか思うように予算が組めない、支給できないとい

う市町村からの意見が一時期あったんですけれども、

沖縄の場合、そういうことはどうですか、現状はど

うなっていますか。

○前門尚美営農支援課長 令和元年度から年齢要件

というのは45歳から50歳に引き上げられたんですけ

ども、９月末現在、県の要望額に対して国の内示額

が約70％となっておりまして、市町村では経営開始

型の継続分を優先に事業を進めてきたところであり

ます。

また、県では８月末時点の新規採択に係る要望調

査ということに基づいて調査しまして、国に対しま

して新規採択分に係る追加配分の要求を８月末時点

ということで要求を行ってきたところであります。

○大城憲幸委員 だからこれは１年目の人もいるし、

５年目の人もいる。５年間は150万円払いますよとい

う約束でやっているんですよ。それが国の財政的な

事情で３年目だけど払えないとか、そういうような

ことを危惧する声があるんですけれども、その辺は

今十分、いろいろやっているんでしょうけれども、

対応できそうですか。その辺の見通しをお願いしま

す。

○前門尚美営農支援課長 ８月末時点の継続分はお

支払いをしておりまして、８月末時点の新規採択に

係る要望調査に基づきまして、それを農水省の本省

のほうが保留額とか基金を活用しまして、10月１日

付で追加配分が行われたところであります。現在、

県では国に対し計画変更の手続をとっているところ

であります。

なお、また新規採択に係る不足分が若干あります

けれども、市町村と連携しまして、営農の実態確認

等を行いまして、また要件確認、この不足分という

のはちょっと要件が整わなくて保留になったんです

けれども、この要件確認が整った後に12月から翌年

１月をめどに、国ではまた再度追加配分を行うと聞

いておりますので、また引き続き関係機関と連携し

まして、新規就農支援者の育成とか確保に取り組ん

でいきたいと思います。

○大城憲幸委員 よろしくお願いします。

最後に189ページの畜産・酪農収益力強化整備、い

わゆる畜産クラスター事業、これで県内の豚、牛含

めて生産基盤の強化をしているところですけれども、

そういう中で養豚のほう、南部のほうで焼却炉の建

設に伴って大型の養豚場の移転の議論がありました。

その具志頭畜産について、県としてどういった位

置づけの生産基盤であるか、どれぐらいの規模であ

るかを、まず説明をお願いします。

○仲村敏畜産課長 具志頭畜産の件ですけれども、

具志頭畜産は旧具志頭村に昭和53年に設立されまし

て、平成22年に琉球協同飼料株式会社の受託農場と

して、現在養豚の繁殖経営を行っております。

平成30年の12月末の家畜・家禽等飼養状況調査に

よりますと、具志頭畜産の当時の12月末の母豚数は

2531頭でござまして、これは県全体の母豚数２万

3652頭の約10.7％がその具志頭畜産で飼養されてい

ることになります。

○大城憲幸委員 ２万5000頭の母豚ですから、これ

の肥育の規模というと、大体20倍ぐらい、大体そん

な計算になると思います。

だから、本当に県内の１割以上の生産基盤が今、

移転を迫られている。だけれども、報道等は先行し

ていますけれども、現場では報道で知ったというよ

うな声が大きいわけですね。

あれそのまま置いておいて、その事業者と南部の

市町村だけやっていると、なかなか移転って進まな

いと思うんですけれども、県としてどのようにかか

わりますか。お願いします。

○仲村敏畜産課長 我々も詳しい情報は当時知りま

せんでして、八重瀬町に確認したところ、八重瀬町

を含む南部広域行政組合は具志頭畜産の農場をごみ

処理施設の建設候補地として決定をしたと。今後の

予定なんですけれども、その南部広域行政組合と会

社側とで、その農場移転に向けた協議をこれから始

めていくということを聞いております。

委員がおっしゃるように、具志頭畜産の移転がス

ムーズに行われなかった場合につきましては、約10％

の母豚を飼養しておりますので、肉豚生産への影響

が減少するという可能性があります。

県内養豚産業への影響が懸念されますので、県と

しましては、この移転協議の進捗状況を八重瀬町と

情報共有を密にして、県内養豚産業に影響が及ばな
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いように養豚生産基盤の強化などに取り組んでいく

という考え方を持っております。

○大城憲幸委員 今あったとおりで組合のスケ

ジュールからいくと、三、四年でもう移転しなさい

みたいな話になっています。ただ、皆さん御存じの

とおり、２万坪、３万坪の何千頭の養豚場を、そん

なこの辺につくれるわけがありませんので、これは

どうしても、県がリーダーシップをとって、市町村

をまたいだ議論を生産基盤の維持・強化という視点

での取り組みが必要ですので、ぜひとも取り組んで

いただきたいということを要望して終わります。

以上です。

○瑞慶覧功委員長 以上で農林水産部及び労働委員

会事務局関係決算に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

（執行部退席）

○瑞慶覧功委員長 以上で、本日の日程は全て終了

いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 瑞慶覧 功
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令 和 元 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和元年10月17日 (木曜日)

開 会 午前10時１分

散 会 午後３時50分

場 所 第７委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（子ども生活福

認定第１号 祉部及び教育委員会所管分）

２ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県母子父子寡婦

第５回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 次呂久 成 崇君

亀 濱 玲 子さん 比 嘉 京 子さん

平 良 昭 一君 金 城 泰 邦君

欠席委員

西 銘 純 恵さん

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である西銘純

恵さんは調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

子 ど も 生 活 福 祉 部 長 大 城 玲 子さん

福 祉 政 策 課 長 真栄城 守君

保 護 ・ 援 護 課 長 宮 城 和一郎君

青少年・子ども家庭課長 真 鳥 裕 茂君

子 育 て 支 援 課 長 久 貝 仁君

障 害 福 祉 課 長 大 城 行 雄君

消費・くらし安全課長 金 城 真喜子さん

女性力・平和推進課長 榊 原 千 夏さん

教 育 長 平 敷 昭 人君

教 育 支 援 課 長 横 田 昭 彦君

学 校 人 事 課 長 屋 宜 宣 秀君

県 立 学 校 教 育 課 長 玉 城 学君

義 務 教 育 課 長 宇江城 詮君

生 涯 学 習 振 興 課 長 山 城 英 昭君

文 化 財 課 長 濱 口 寿 夫君
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○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和元年第

５回議会認定第１号及び同認定第６号の決算２件の

調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係決算の概要説明を求めます。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 おはようございま

す。

子ども生活福祉部の平成30年度一般会計及び特別

会計の決算概要について、御説明いたします。

ただいまお手元のタブレットへ通知いたしました

平成30年度歳入歳出決算説明書（子ども生活福祉部）

をタップし、ごらんください。

それでは、画面に表示されております表紙、目次

をスクロールしていただき、１ページを表示くださ

い。

歳入決算について御説明いたします。

平成30年度の子ども生活福祉部の歳入決算は、一

般会計と特別会計を合わせますと、予算現額の計

（Ａ）欄ですが176億9041万7416円に対し、調定額（Ｂ）

欄は169億8837万8397円、そのうち収入済額（Ｃ）欄

は165億6854万5644円、不納欠損額（Ｄ）欄は3881万

5458円、収入未済額（Ｅ）欄は３億8101万7295円、

収入比率は97.5％となっており、前年度の収入比率

97.7％に比較して0.2ポイント減少しています。

次に、歳出決算について御説明いたします。

２ページを表示ください。

子ども生活福祉部の歳出決算は、一般会計と特別

会計を合わせますと、予算現額の計（Ａ）欄ですが

809億6262万7000円に対し、支出済額（Ｂ）欄は778億

623万6935円、翌年度繰越額（Ｃ）欄は10億437万

2960円、不用額は21億5201万7105円、執行率は96.1％

となっており、前年度の執行率95.5％に比較して

文教厚生委員会記録（第１号）
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0.6ポイント増加しています。

次に、一般会計の歳入決算について御説明いたし

ます。

３ページを表示ください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳入は款で申し上

げますと、３ページの上から４行目の（款）分担金

及び負担金から５ページの下から５行目（款）県債

までの７つの款から成っております。

それでは３ページにお戻りください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳入決算は、予算

現額の計（Ａ）欄ですが174億4004万9416円に対し、

調定額（Ｂ）欄は166億2287万1935円、そのうち収入

済額（Ｃ）欄は163億1135万2347円、不納欠損額（Ｄ）

欄は3382万1187円、収入未済額（Ｅ）欄は２億7769万

8401円、収入比率は98.1％となっております。

収入未済額（Ｅ）欄のうち、主なものを御説明い

たします。

同じく３ページの上から４行目の（款）分担金及

び負担金の収入未済額（Ｅ）欄4351万8482円は、主

に児童福祉施設負担金に係るもので、施設入所児童

の扶養義務者等の生活困窮や転居先不明などにより

徴収が困難となっております。

５ページを表示ください。

上から５行目の（款）諸収入の収入未済額（Ｅ）

欄２億3170万2281円は、主に生活保護費返還金に係

るもので、債務者の生活困窮等により徴収が困難と

なっております。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

６ページを表示ください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳出は、款で申し

上げますと（款）総務費及び（款）民生費、７ペー

ジの（款）商工費の３つの款からなっております。

６ページにお戻りください。

一番上の子ども生活福祉部計ですが、予算現額の

計（Ａ）欄ですが807億1225万9000円に対し、支出済

額（Ｂ）欄は776億789万9720円、翌年度繰越額（Ｃ）

欄は10億437万2960円、不用額は20億9998万6320円、

執行率は96.2％となっております。

（Ｃ）欄の翌年度繰越額は、障害児者福祉施設等

整備事業費や安心子ども基金事業など９事業に係る

繰越額であります。

繰り越した主な理由は、施設整備における建築確

認等、関係機関との調整に時間を要したことなどに

よるものであります。

次に、一番右端の不用額について御説明いたしま

す。

まず、上から４行目（款）総務費の不用額5388万

9287円は、主に男女共同参画センター維持修繕事業

における入札残等によるものであります。

次に、（款）民生費の不用額20億4024万8983円につ

いて、その主なものを御説明いたします。

（項）社会福祉費の不用額５億9692万9422円は、

（目）老人福祉費の介護給付費等負担事業費におい

て、市町村の給付実績が当初見込みよりも下回った

こと、（目）社会福祉施設費の障害児者福祉施設等整

備事業費において、国庫内示が減となったこと等に

よるものであります。

（項）児童福祉費の不用額12億8826万9616円は、

（目）児童措置費の子どものための教育・保育給付

費において、市町村の給付費支給実績が当初見込み

より下回ったこと等によるものであります。

７ページを表示ください。

下から４行目、（款）商工費の不用額584万8050円

は、（目）計量検定費の計量検定取締費において、ガ

ソリンの執行残や基準分銅の縮減等によるものであ

ります。

８ペ－ジを表示ください。

次に、母子父子寡婦福祉資金特別会計について御

説明いたします。

本特別会計においては、母子及び父子並びに寡婦

福祉法に基づき、母子家庭等の経済的自立と生活意

欲の向上を図るため、修学資金等全12種類の貸付金

を無利子または低利で貸し付けております。

子ども生活福祉部の特別会計の歳入決算は、予算

現額の計（Ａ）欄ですが２億5036万8000円に対し、

調定額（Ｂ）欄は３億6550万6462円、そのうち収入

済額（Ｃ）欄は２億5719万3297円、不納欠損額（Ｄ）

欄は499万4271円、収入未済額（Ｅ）欄は１億331万

8894円、収入比率は70.4％となっております。

収入未済額の１億331万8894円は、主に借受人の多

くが生活困窮等の経済的事情により償還計画どおり

に元金及び利子の償還ができないことによるもので

あります。

９ページを表示ください。

子ども生活福祉部の特別会計の歳出決算は、予算

現額の計（Ａ）欄２億5036万8000円に対し、支出済

額（Ｂ）欄は１億9833万7215円、不用額は5203万

785円、執行率は79.2％となっております。

不用額の5203万785円は、見込みよりも貸付実績が

下回ったことによるものであります。

以上で、子ども生活福祉部の平成30年度一般会計

及び特別会計歳入歳出決算概要の説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。
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○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終

わりました。

次に、教育長から教育委員会関係決算の概要説明

を求めます。

平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 それでは、教育委員会所管の平

成30年度歳入歳出決算について、その概要を御説明

します。

それでは、ただいまお手元のタブレットへ通知い

たしました平成30年度歳入歳出決算説明資料をタッ

プしていただき、ごらんください。

それでは、画面をスクロールしていただきまして、

１ページを表示いただきたいと思います。

初めに、歳入決算状況について御説明いたします。

平成30年度の一般会計歳入決算は、予算減額の計

（Ａ）欄ですが491億9282万4080円に対し、調定額、

（Ｂ）欄になりますが434億9050万8204円、収入済額、

（Ｃ）欄は434億6297万5422円、不能欠損額は（Ｄ）

欄ですけども896万648円、収入未済額は（Ｅ）欄で

すけども、1857万2134円となっております。調定額

に対しまして、収入済額の割合である収入比率は

99.9％となっております。

以下、款別に収入済額、収入未済額の主なものに

ついて御説明いたします。

（款）使用料及び手数料の収入済額は50億5067万

4011円で、その主なものは全日制高等学校授業料で

あります。

２ページをお開きください。

（款）国庫支出金の収入済額は359億7150万1437円

で、その主なものは義務教育給与費でありますとか、

公立高等学校就学支援金、また、沖縄振興公共投資

交付金及び沖縄振興特別推進交付金であります。

次に、（款）財産収入の収入済額は２億997万3193円

で、主なものは土地貸付料や実習生産物売払代であ

ります。

３ページをお開きください。

（款）諸収入の収入済額は５億2362万6781円で、

その主なものは文化財調査受託金、災害共済給付金

であります。

収入未済額1857万2134円の主なものは、談合認定

に係る違約金及び延納利息であります。

また、違約金の一部について、時効援用の申し立

てにより、896万648円が不納欠損額として処理され

ております。

次に、（款）県債の収入済額は17億720万円で、主

なものは県立学校の施設整備に係るものであります。

以上が、平成30年度の歳入決算状況であります。

続きまして、歳出決算状況について御説明いたし

ます。

４ページをお開きください。

教育委員会の合計は、（款）教育費と６ページにな

りますけども（款）災害復旧費の合計となります。

それでは、（款）教育費から御説明いたします。（款）

教育費の決算は、予算現額の計（Ａ）欄ですけども

1691億6089万5971円に対し、支出済額は1630億2583万

713円、翌年度繰越額は39億7588万1185円、不用額は

21億5918万4073円となっております。予算現額に対

する支出済額の割合であります執行率は96.4％であ

ります。

次に、翌年度繰越額（Ｃ）欄ですけども、主なも

のについて項別に御説明いたします。

（項）教育総務費の翌年度繰越額12億9799万1000円

の主なものは、公立学校改築に係る市町村補助事業

によるもので、市町村において学校等関係機関との

調整に日時を要したことなどにより、やむを得ず繰

り越したものであります。

５ページをお開きください。

（項）中学校費の翌年度繰越額9799万7690円の主

なものは、県立中学校新増築に係る施設整備事業に

よるもので、関係機関との調整に日時を要したこと

などにより、やむを得ず繰り越したものであります。

次に、（項）高等学校費の翌年度繰越額22億1604万

102円の主なものは、施設整備において関係機関との

調整に日時を要したことなどにより、やむを得ず繰

り越したものであります。

６ページをお開きください。

（項）特別支援学校費の翌年度繰越額３億6385万

2393円は、施設整備において関係機関との調整に日

時を要したことなどにより、やむを得ず繰り越した

ものであります。

次に、不用額の主なものについて、項別に御説明

いたします。

恐縮ですが、２ページ前の４ページにお戻りくだ

さい。

（項）教育総務費の不用額は３億3542万6513円で、

その主なものは高等学校等奨学のための給付金事業

において、給付金の支給対象者が見込みよりも少な

かったことによるものや、就学支援金等支出事業に

おきまして、県立学校の在籍者が見込みより少なく

なったことによるものであります。

次に、（項）小学校費の不用額は４億2287万1513円

で、主なものは教職員給与費の執行残であります。

５ページをお開きください。

（項）中学校費の不用額は２億6496万6229円で、
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その主なものは教職員給与費の執行残であります。

次に、（項）高等学校費の不用額は５億6867万8561円

で、その主なものは学校施設整備補助事業費の執行

残及び高等学校用地取得事業費の執行残によるもの

であります。

６ページをお開きください。

（項）特別支援学校費の不用額は４億228万889円

で、主のものは教職員給与費の執行残及び施設整備

における執行残によるものであります。

次に、（項）社会教育費の不用額は１億2342万356円

で、その主なものは沖縄振興「知の拠点」施設事業

における入札残等によるものであります。

次に、（項）保健体育費の不用額は4154万12円で、

主なものとして学校保健事業における執行残となっ

ております。

以上が、（款）教育費の決算状況でございます。

次に、（款）災害復旧費について御説明いたします。

（款）災害復旧費の予算現額の計4432万4000円に

対しまして、支出済額は29万7000円、翌年度繰越額

は2655万6640円、不用額は1747万360円となっており

ます。

翌年度繰越額は、昨年９月に発生した台風24号に

より被災した学校施設の復旧工事であり、その後の

災害手続に時間を要したことにより、やむを得ず繰

り越したものであります。

また、不用額は当初の想定よりも学校施設災害が

少なかったことによるものであります。

以上が、教育委員会所管の平成30年度歳入歳出決

算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）に従って行う

ことにいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委員

会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由の

説明を求めることにいたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質疑の持ち時間については、決算特別委

員会に準じて、譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、該

当するページをタブレットの通知機能により、委員

みずから通知し、質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

○新垣新委員 おはようございます。

御説明ありがとうございました。質疑を行います。

生活困窮者の自立支援事業、この決算資料の60ペー

ジ、効果と成果、同時に平成29年度、平成30年度の

対前年度比の成果と効果をお聞かせください。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

委員御質問の生活困窮者自立支援事業でございま

すけれども、複合的な課題を抱えた困窮者に対して、

生活保護に至る一歩手前、生活保護制度が最後のセー

フティーネットだといたしますと、その一歩手前で

支援をする制度となっております。御質問の平成30年

度と平成29年度の実績を、県実施分の事業を比較し

ますと、30年度の生活困窮者住居確保給付金―これ

は必須事業になっています、この利用世帯が58世帯

でありまして、29年度と比較しますと22世帯の増。

続きまして、自立相談支援事業ですね。まず最初に

相談を受ける事業ですけれども、これが30年度766件、

対前年度比が153件の減となっております。続いて、

任意事業のほうにも本県は４事業実施しておりまし

て、まず、就労準備支援事業の利用件数が40件、対

前年度比29年度で比較しますと８件の減。そして、

一時生活支援事業の利用件数が30年度は103件で、

29年度と比較しますと８件の減。そして、家計改善

支援事業というのがございますけども、これが30年

度は116件、29年度と比較しますと33件の増。そして、

子どもの学習支援事業の利用者数が30年度99人、前

年度比較で17名の増となっております。

以上です。

○新垣新委員 まだまだ、生活が困って、この事業
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がまだ周知徹底されていないという問題が、クロー

ズアップされている問題が実はあると私は強く感じ

ています、市町村とか。その問題に関して、今後の

この生活困窮者の自立支援に対して、さらなる周知

徹底はどのように考えていますか。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

委員御指摘のように、生活保護制度がもう70年近

い歴史があるのに対して、この生活困窮者自立支援

事業は平成27年度スタートでございますので、４年

経過して５年目に入っているというところで、周知

が課題となっております。特に、離島や北部地域で

の周知とか、潜在的な支援対象者に対して、これを

早期に発見し、適切につなぐということが課題であ

るわけです。これについて対応するために、県とい

たしましては、この制度のパンフレットを作成し、

県の所管、自治体であります町村役場の関係機関の

窓口に置いていただいたり、支援員が地域に出向い

て、役場や社協の職員、民生委員や自治会の構成員

等に制度説明を行わせてもらったりですね。そして

また、北部地域や離島の自治体については出張相談

会というのを実施しているわけなんですけど、そこ

に赴いた際に、対象地域の家庭にチラシをポスティ

ングなどしているところです。今後ともこの制度を

適切に活用していただくように周知を図ってまいり

たいと考えております。

○新垣新委員 御説明ありがとうございます。努力

を高く評価いたします。

ちょっとお願いがあって、市町村には広報という

のがあります。その広報に生活困窮者自立支援事業

の中身を入れ、ポスティングしたことがありますか。

伺います。

○宮城和一郎保護・援護課長 市町村の広報に、挟

み込むような形で我がほうのビラを配っていただい

た実績があるかどうかは把握しておりませんけども、

そのような方法についても、今後、町村の役場と意

見交換をしながら検討してまいりたいと思います。

○新垣新委員 周知徹底はやはりパンフレットです。

スマホを持っていない方も実は多くいらっしゃいま

す。この制度の活用もぜひお願いいたします。

続きまして、待機児童の問題に行きます。時間が

限られてますので、要点を端的に言います。待機児

童の解消、平成30年度はどのくらい成果が出ている

か、それが１点。対前年度比。そして、保育士確保。

待機児童解消には保育士は欠かせない重要なウエー

トを占めている。この問題に関して、対前年度比、

成果、効果、また、課題をお聞かせください。

○久貝仁子育て支援課長 待機児童の解消に向けて

は、保育所の施設整備、それとあわせて保育士の確

保が重要だと思っております。施設の整備について、

平成30年度の実績については、定員数ですけども、

約6000名の定員の確保を図りました。保育士につい

ては、979名の保育士を確保したところです。

○新垣新委員 ありがとうございます。

それで、今、現時点の待機児童はどのくらいいらっ

しゃいますか。保育士が足りないという中で、たび

重なる、我が党でも私の代表質問、一般質問でも保

育士に対する処遇改善という問題。去年から実は副

知事の答弁を聞いて、検討すると、処遇改善に向け

て、賃金アップも含めて質問しています、私自身も、

我が党も。その問題に関して、具体的に踏み込みま

したかということも伺いたいと思います。毎回、本

会議でも同じような回答をいただいて、それに踏み

込んでいない。課題はわかっているけど、進むとい

う兆しが感じられない。これをやることによって待

機児童の解消はさらに進んでいくという確証を得て

質問をしているものですから、その件に関して答弁

を求めます。

○久貝仁子育て支援課長 現時点での待機児童数は、

４年連続で軽減しておりますけれども、1702名の待

機児童がおります。待機児童の原因としては、いろ

いろ受け皿の確保もありますけども、保育士の確保

が一番大きな課題だと思っております。保育士の処

遇改善については、これまで国によって毎年、公定

価格の改定が行われています。平成24年度から平成

30年度まで約12％の改善が図られ、今年度さらに１％

の上乗せを行っております。また、平成29年度から

は技能、経験に応じて月額5000円以上最大４万円の

処遇改善を実施しております。さらに、県独自の施

策としては、保育士の正規雇用化や、年休取得、休

憩取得及び産休取得等の支援事業など、処遇改善に

も努めているところです。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から保育士の給与改善

の検討等について答弁するよう指摘がされ

た。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

久貝仁子育て支援課長。

○久貝仁子育て支援課長 保育士給与の改善につい

ては全国的な課題になっています。県は、九州各県

保健医療部主管部長会議を通して、現行の職員配置

基準よりも多くの保育士を配置した場合の新たな加

算制度の増設とか、あと、全国知事会においても、

保育士の処遇改善や、保育の質を確保するための研

修体制整備の支援について国に要望しているところ
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です。委員がおっしゃる保育士の処遇は大変重要だ

と思っています。県も、保育現場の抱える課題も確

認しながら、保育士の処遇改善の参考になる施設や

市町村の取り組み、さらには他県における先進的な

取り組みについても積極的に情報収集を行っていま

す。引き続き、改善に向けた支援策について検討し

てまいります。

○新垣新委員 時間がないので要点だけ申し上げま

す。

他の都道府県を参考にというんじゃないですよ。

沖縄県独自であるべきだという課題も―給与等を出

すのは出す。待機児童解消するならする。これで経

済損失―税収が困るという問題が出てきますから。

お母さんが働けないで子供を見るというこういう状

況で―やはり後で、キックバックで税収として戻っ

てきますから。その辺の費用対効果というのもぜひ

県はやるべきだと思うんですね、給料アップ。部長、

担当課長では限界があると思います。これは部長と

して、県三役に、知事にも、担当副知事にも。これ

は毎回、同じことを言っています。これがない限り

直らないです。税収の損失にもなっているんですよ、

実は。当たり前のように。その問題に関して、具体

的に、国は当然のことをやりますよ。沖縄県として

のあるべき姿を出すという形で考えていかないと

直っていかないんですよ、この問題。いかがですか、

部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 保育士の処遇改善

につきましては、本会議でも質問がございました。

県としましては、もちろん国の公定価格の加算分に

ついては要望してまいりますけれども、この間、正

規化に向けて、県単事業で正規雇用化に向けた施設

に対しての補助なども行っておりまして、ある程度、

一定の効果は出ているものとは思っております。た

だ、これは継続することが必要でございますので、

そこに力を入れることと、それから、監査において

も人件費にどの程度回っているかとか、あと、給与

がどのくらいになっているかというところも細かく

見ていくというところで、県としては努力してまい

りたいと考えております。

○新垣新委員 県として、ぜひとも、僕ははっきり

言ってＭＩＣＥなんかより、こういう保育士に、人

に投資するべきだと思っているんですよ。民間にで

きることは、民間でやればいいという考えなんです

よ。あんな巨大な500億円かかるよりも。人に投資す

るということが沖縄県の経済の発展につながってい

くと思いますので、ぜひこの問題は優先課題を高く

お願いしたいと思います。

続きまして、ＤＶ対策推進事業について伺います。

ＤＶと子供の虐待は連動しているという状況も全国

的にクローズアップされて、マスコミ報道等も出て

います。このＤＶに関して、効果と課題をいま一度

お聞かせください。ページ数は111ページになります。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 ＤＶ対策推進

事業ということですけども、この事業につきまして

は、女性相談所における保護の内容の事業と、あと、

ステップハウス事業ということで実施させていただ

いております。まず、女性相談所における一時保護

の状況でございますが、平成30年度につきまして、

一時保護件数が、要保護女子が100名、子供のほうが

107名という格好になってございます。また、一時入

所後の退所後に行く場所として、ステップハウスと

か支援施設がございますけれども、その中でステッ

プハウス―これは一括交付金事業で実施させている

事業で、民間アパートの１室を借りて支援をしてい

る事業でございますが、こちらのほうが30年度の実

績が３世帯という格好になってございます。委員か

らの質問がございました今後の課題というところで

ございますが、現在、ＤＶの相談件数が、全体―相

談としましては、配偶者暴力相談支援センター、そ

れから、てぃるる、県警のほうで相談を受け付けて

いるんですけれども、全体で見ますと増加傾向にあ

るということがございますので、そういった形で、

対応する職員の資質向上とか連携が今後の課題に

なってくるものというふうに認識しております。

○新垣新委員 部長、お聞きします。子供がいて、

お父さんがお母さんをたたく、暴力をする。これは

虐待に当たりますか、伺います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今のような状況で

ありましたら、面前ＤＶということで、心理的虐待

に当たると思います。

○新垣新委員 苦渋の決断でありますけど、虐待に

対しても私、暴力は犯罪だと、女性をたたくのも犯

罪だと、そう強く思っているんですね。その家庭で

育った、今は親になった女性とも向き合って、いろ

んな意見交換もしています。思い出したくはないけ

ど、やらないといけない、勇気を持ってやらないと

いけない課題があります。その件に関して、部長、

子供の虐待防止条例は全国的にありますけど、沖縄

県はちょっとおくれている部分もありますけど、重

ねて、ＤＶ条例、強い形で刑事罰化も含めた検討も

ですね。私は県民を守りたいんですよ。殺人事件と

か、守れる命は守りたいんですよ。その件に関して、

ＤＶ防止条例というのを、罰則化、刑事罰化も含め

て―苦しい立場であるんですけど、命を落とすこと
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があってはならないと思うので、検討していただけ

ませんか、伺います。犯罪なんですよ。犯罪を黙認

しているんです。抑止力、強化が、私は大事だと思っ

ているんですよ。私もこういうことは言いたくない

んだけど、誰でも過ちは犯すんですけど、もうやら

ないと手おくれになってしまう、命。ぜひ検討でき

ませんか、伺います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えします。

平成13年に配偶者からの暴力の防止及び保護に関

する法律、いわゆるＤＶ防止法が施行されたことを

踏まえまして、県では平成18年に沖縄県配偶者等か

らの暴力の防止及び被害者支援計画を策定し、ＤＶ

の防止、そして、被害者支援の施策の充実に努めて

いるところでございます。また、平成15年に制定い

たしました沖縄県男女共同参画推進条例、この条例

の第７条におきまして、男女間の暴力的行為、その

他の行為により男女の人権を侵害してはならないと

規定しているところでございます。今後とも、この

男女共同参画推進条例及び基本計画に基づきまして、

ＤＶ防止及び被害者支援の施策の充実に努めてまい

りたいと考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から刑事罰化について

答弁するよう指摘がされた。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 ただいま課長から

も答弁しましたけれども、ＤＶ法、それから、県の

条例でも定めているところではございます。ただ、

委員おっしゃるように、刑罰化の問題については大

変慎重な議論が必要だと思います。法でも保護命令

が出されたり、いろいろな手だては今のところ打た

れておりますし、県としましては、刑事罰化が必ず

しも抑止につながるかというところも疑問視する声

もございますので、そこは慎重に、県としては研究

が必要かと思います。

○新垣新委員 虐待も、一番怖がるのは誰かわかり

ますか、ＤＶも。警察なんですよ。心理学を私は勉

強してきていますし、警察とも意見交換して、条例

化が一番大事なんですよ。犯罪なんですよ。一番、

そういった大事なポイントを部長、ぜひ理解してほ

しいんですよ。慎重も大事です。しかし、一番怖が

るのは警察なんです。虐待も、ＤＶも。だから、そ

こを言っているんです、私は、ポイントを。これ、

体験にあった方々の意見も聞いて。ですから、これ

を強い検討をいま一度、検討をお願いしたいと思い

ます。私は命を守りたいという気持ちで、苦渋の選

択で質問しているんです。どうかもう一度、再答弁

を求めます。

○大城玲子子ども生活福祉部長 私どもといたしま

しても、ＤＶの問題、それから、虐待の問題は命に

かかわる非常に重要なことだと考えております。そ

のために何が効果的かということは十分考えなけれ

ばいけないことだと思いますので、先ほども申し上

げましたが、刑罰化についてはさまざまな議論もご

ざいますし、意見もございますので、慎重に対応し

てまいりたいと思います。

○新垣新委員 全国的に淫行条例、18歳以下の方と

性行為をしたときに捕まるという条例が重くありま

す。やろうと思えばできます。怖がるのは、一番怖

がるのは警察です。だから、このポイントを鋭く部

長に質問しているんですね。ぜひ強い気持ちを持っ

て、命を守るんだという強い姿勢でお願いします。

暴力を振るうというのは犯罪なんですから、ぜひお

願いいたします。

続きまして、120ページの戦没者遺骨収集事業の成

果と効果を伺います。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えいたします。

戦没者遺骨収集事業につきましては、厚生労働省

が所管しておりますけども、県としては収骨情報等

があった場合に、それを国に報告し、また、国から

要請があることについて協力するといった業務を

行っております。平成30年度決算額が2141万7000円

でありました。昭和の時代には、大体３桁の収骨が

あったわけなんですけども、30年度については戦争

を知る方々の高齢化とか、そういったことで情報が

少なくなってきておりまして10柱の収骨となってお

ります。それと、ボランティア団体の支援等も今後

どう確保していくかというのが課題になっていると

ころであります。

○新垣新委員 ぜひこの問題において頑張っていた

だきたいというのと、来年は、今後糸満市とも連携

をとっていただいて、優先課題で遺骨収集の件で今

後ともお願いしたいことがありますので。きょうは

時間がありませんので、後でまた申し上げをいたし

ます。

続きまして、教育委員会に伺います。スクールカ

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー事業につ

いて、成果と効果を具体的に説明をお願いします。

○宇江城詮義務教育課長 よろしくお願いします。

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カーの効果等についてなんですが、年々スクールカ

ウンセラーも相談実績のほうがふえまして、例えば

教職員の相談も、校内等への研修会、それから、保
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護者に対する研修会や講話、生徒指導部会等への参

加をして指導助言をやっております。児童生徒だけ

ではなくて、教職員や保護者への助言、援助、研修

会等で多くの実績を上げていると報告を受けており

ます。それから、ソーシャルワーカーのほうも、学

校の支援チームと関係機関との連携で、学校復帰や

小学校から中学校へのスムーズな移行ができるよう

に支援を行っていると聞いております。また、家庭

訪問等も通して保護者との信頼関係を築き、行政や

医療機関等へ積極的につなげることで生活環境が好

転するケースも見られたと報告を受けております。

以上でございます。

○新垣新委員 市町村、小中高、まだまだ求めるニー

ズが高いと聞いておりますが、その件に関して平成

30年度はどのように検討しましたか。配置をふやし

てほしいということです。

○宇江城詮義務教育課長 では、お答えします。

スクールカウンセラーとスクールソーシャルワー

カーの事業については、国のほうの事業の補助を受

けまして実施しているところでございます。カウン

セラーにつきましては、平成30年度のほうは、平成

29年度に比べて、学校への配置校が小学校でプラス

15校配置、中学校は全校配置になっております。ソー

シャルワーカーにつきましては、対応の学校数に―

スクールソーシャルワーカーの人数については20名

で変わりありませんが、対応した学校数が、小学校

で平成29年度が34学校、それから平成30年度が37校

と、プラス３増になっております。中学校のほうは、

平成29年度が28校、平成30年度が30校ということで、

プラス２で対応しているところでございます。

○新垣新委員 教育長に伺います。いじめ防止条例

というのは、沖縄県は制定されていますか。全国で

はどうなっていますか。伺います。

○玉城学県立学校教育課長 条例につきましては、

ないというふうに聞いていますが、きちんと把握し

ておりません。あるという県があるとは聞いており

ません。

○新垣新委員 まあいいでしょう。

後で調べていただければ出てくる問題ですから、

いいです。特に私が強調したいのは、一般質問でも

やったんですけど、いじめはしてはいけない。お父

さん、お母さんに感謝、先生に感謝、そういったス

ローガンの読み上げをぜひ検討していただきたいと

言ったんです。なぜかというと、ソーシャルワーカー

の負担も今後減ってくると思いますし、やってはい

けないものはやってはいけないんだと、朝の朝礼、

帰りの会とか、また部活動等、そういった等も教育

委員会としても浸透を図る観点からいじめを防止す

るという観点、そうすることによって、将来的にス

クールソーシャルワーカーの負担も減ってくるだろ

うと思ってですね。まず、お金もかからないで、こ

ういったスローガンの読み上げ、お父さん、お母さ

んに感謝、先生に感謝、みんなと仲よく楽しく過ご

そうという、人の悪口は言ってはいけない、いじめ

は犯罪だと、そういった、私は教育を受けてきたん

です、小学校６年のときに。なくなったんです、実

はあのときに。そういったこと、いいことをぜひ教

育委員会、参考に検討していただけませんかと伺い

たいんですけども、答弁を求めます。

○宇江城詮義務教育課長 お答えいたします。

委員のおっしゃるとおり、いじめは絶対に許され

ないこと、それから友達とは仲よくすること等、い

じめ防止の観点から、とても重要だと考えておりま

す。今、文科省のほうでも、いじめの未然防止には

児童生徒が主体となった活動が、取り組みが効果を

上げていることを報告されておりますので、教育委

員会としましても、児童生徒らが主体的にいじめ防

止に向けた活動をつくり上げ、実践していくように、

いじめと真剣に向き合って、まず、自分事として考

えていくようにやっていきたいと考えております。

このような児童生徒の主体的な取り組みがいじめ防

止に効果が高いと認識しておりますので、そこをま

た各学校に推進していきたいと考えております。

以上です。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員からスローガンをつく

り、教育委員会と市町村が向き合って検討

することについて答弁するよう指摘がされ

た。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 お答えします。

義務教育課長からありましたけども、実は各学校

のほうでは、いじめ防止スローガンと類似したよう

な活動として、例えばいじめ防止の標語であります

とか、いじめゼロ宣言といった、児童生徒が主体と

なった取り組みがなされているわけです。委員の御

提案は、教育委員会等で決まったものをつくってや

るべきじゃないかという御提案なんですけども、実

は先ほど義務教育課長からもありましたように、い

じめ防止には児童生徒がやっぱりいろいろ話し合っ

て、その主体となった活動というのが効果を上げて

いるというのもありますので、委員御提言の趣旨の

いじめはやっぱり許されないものなんだとか、友達
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と仲よくする等の本当に当たり前のことであります。

これは凡事徹底ということで、当たり前のことは当

たり前にやろうという取り組みもやっているわけな

んですけども、そういう取り組みを現在、類似で、

似たようなものを進めているんですけど、それをよ

り推奨して、いじめを防いでいく取り組みにつなげ

ていきたいというのが答弁の趣旨でありますので、

同じ決まった文言で各学校でやるというよりは、こ

ういう取り組みをもっと活発化させていくという話

で取り組めないかという趣旨であります。

○新垣新委員 私、11市だけ調べたんですよ、ポイ

ント、ポイントを。朝の朝礼や帰りの会、部活動等、

全然やっていないんですよ、スローガン読み上げ。

だから、朝の朝礼から帰りの会から、部活動でも浸

透すること、心の道徳って、やってはいけないこと

はやってはいけないんだと、変わっていくと思うん

です。だからこれ、調べているから言っているんで

す。ポイント、ポイント、11市。再度答弁を求めま

す。浸透を図ると、推進していくと。

○平敷昭人教育長 今、学校で取り組まれている―

その文言を読み上げるという形なのかどうかという

のもあるんですけども、今の取り組み方はいろんな

やり方があると思うんですよ。ただ、問題はいじめ

に関して意識を高めるという意味の取り組みは、や

り方をどういうふうにやるか、学年によっても違う

と思いますし、そういうことで、児童会とか生徒会

が主体になった取り組み等の推進を各学校に勧めて

いくということが一番大事かなというふうに考えて

おりますので、いじめ防止スローガン、標語もそう

ですし、そういった類いのものを子供たちが主体的

に取り組んでいけるように、教育委員会としても、

もっとしっかり取り組むように学校に求めていきた

い、指導していきたいと考えています。

○新垣新委員 時間がありませんので申し上げます。

確かに子供たちの主体性も高く、いいことだと思っ

ています。しかし、子供の教育というのは親が教育

をする。学校では先生がまた勉強、学問、教育をし

ていく。これには限界があるんです。まずは、やっ

てはいけないということをお互いがスローガンで読

み上げて、お互いが確認し合って、声を出すことに

よって意識が深まっていくんですよ。このペーパー

用紙で見ただけでは何も変わらないんですよ。声を

出して、きょう一日の協調性、朝の朝礼、帰りの会、

部活動等でも、感謝、感謝ということ、いじめはだ

めだ、だめだという心の道徳観を、声を出すことに

よって変わるんだということが、この福島県会津若

松で。

○狩俣信子委員長 時間過ぎております。

○新垣新委員 新渡戸稲造さんの教えも、福島県で

は当たり前のように行っているんです、調べたら。

○狩俣信子委員長 新垣委員、まとめてください。

○新垣新委員 ですから、その問題の取り組みをぜ

ひお願いしたいということで、再度答弁をお願いい

たします。声を出すことが大事だと、精神論も。

○平敷昭人教育長 委員のいじめ問題についての熱

い思いというか、御提言を重く受けとめたいと思い

ます。それで、やっぱりやり方に関しては、しっか

りいろいろ内部で検討して進めてまいりたいと思い

ます。

○狩俣信子委員長 末松文信委員。

○末松文信委員 さきに通告してありますので、ま

ず、教育委員会のほうです。今の主要施策の成果報

告書の中から、399ページ。

進学力グレードアップ推進事業についての実績と

効果、そして今後の取り組みについてを伺います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

県教育委員会では、県内高校生の県外国公立大学

への進学を推進し、大学等進学率の改善を図るとと

もに、教員の教科指導力の向上を図るため、平成26年

度から本事業を実施しております。実績としまして

は、平成29年度決算額7043万4000円、平成30年度決

算額は6741万4000円となっており、大学訪問、研修

を含む、年間４回の研修を実施しております。効果

としましては、大学等進学率が平成29年度39.7％か

ら、平成30年度40.2％となり、初めて40％台を超え

ることができました。沖縄県全体の県外国公立大学

合格者数については、平成29年度446名から、平成30年

度478名の32名の増。また、難関県外国立大学合格者

数についても、平成29年度45名から平成30年度59名

の14名の増となっております。引き続き、本事業を

１、２年生対象に、県外国公立大学進学へ向け、ま

た、大学等の進学率の改善を図る意味でも、充実し

て、生かして、取り組んでまいりたいというふうに

考えております。

以上でございます。

○末松文信委員 相当の成果が出ているようであり

ますけれども、これまでも何回か伺ったんですが、

沖縄県内で、例えば北部地域からは何名で何％くら

いの生徒が行っているのか、その点について伺いま

す。

○玉城学県立学校教育課長 平成30年度の派遣生徒

340名のうち、北部地区の生徒は７名の参加となって

おります。北部地区の派遣人数については、平成29年

度９人、平成30年度は今申し上げたとおり７人であ
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りますが、今年度につきましては21人と増加してい

く傾向にあるというふうに考えております。

以上でございます。

○末松文信委員 教育長に伺いますけど、この数字

はいいとは思っていますか。

○平敷昭人教育長 いいかどうかという、北部地区

が30年度の決算でいきますと７名ということで、確

かに中部、南部と比べると少ないかなと思っており

ます。これは、基本的には応募していただいて一定

の選考過程を経るわけなんですけども、これについ

ては引き続き周知に努めるとともに、各学校でもこ

の事業について、また意欲を持った生徒を派遣でき

るように、いろんな指導等を行っていければなと思っ

ております。

○末松文信委員 以前にもこの件については周知が

足りないんじゃないかという指摘をさせていただき

ましたけれども、普通ですと、人口割からすると大

体、北部は10％くらい。それからすると、この340名

からすると34名はやっぱり応募して、ちゃんと公平

というか全体的にバランスをとった派遣はしなく

ちゃならないだろうと思っていますけれども、この

ために努力をしてほしいと思いますけども、いかが

ですか。

○玉城学県立学校教育課長 御指摘のとおり、応募

人数が若干少な目でありますので。ただ、校長会あ

るいは進路指導主任研修会におきましても、この事

業については非常にいいプログラムなので応募させ

てくださいというふうな、周知についてはしっかり

やっているところでありますが、少しずつ、拠点校

においては、いわゆる名護高校等についてはそれが

周知できていて、今年度は21名の派遣ができていて、

それを引き続き、また学校のほうにも取り組みを強

化していくように促していきたいなというように考

えております。

○末松文信委員 もう少し具体的にどうするか示し

てくれませんか。長年、私この質疑をやっているん

ですけども、一向に上がらない。おっしゃるように、

29年は９名いたのに30年は７名。こういう実績です

から、これではこの事業が公平に実施されていると

私は思いません。だから、沖縄県全体をどう引き上

げるかという意味では、教育長の責任だと思うので、

これは、ヤンバルは応募がないからと、これで済ま

される話ではないと思うんです。やっぱり子供たち

を教育するためにはそれなりの皆さんの力添えも必

要だと思いますので、今後どうされるのかもう一度

答弁してください。

○平敷昭人教育長 周知の話は当然でございますけ

れども、まずはこの各学校において進学につながる

事業でありますので、この事業でもって県外の大学

を体験してもらう、それでもってさらに勉強を頑張

ろうということの意識を高めるという趣旨の事業で

もあります。生徒の皆さんが意欲、進学に向けて具

体的にそういう大学を目指すということで、日々の

勉強の中で将来を意識して勉強してもらうように、

学校のカリキュラムもやっぱり―今の名護高校です

とフロンティア科という形でやっていますけども、

徐々に成果も上がってきていますし、県外の大学に

も合格する生徒が出ていますので、そういう成果が

上がってくることによって、子供たちの大学を見る

視点も変わってくると思いますので、そういうもの

に取り組んでいく中で、大学を目指す意識を高めて

いくということが大事かなと思っております。

○末松文信委員 私が言っているのは、そうした自

然発生的にやるのはそうなっていると思うんです。

ただ、そういうことでは、ヤンバルの子供たちはこ

の機会に恵まれない、そういうことではよくないん

じゃなかということを指摘しているわけです。です

から、高校、中学校もそうですけど、中高一貫の話

もそういうことにつながるんですよ。ですからもう

少し真剣に、北部の子供たちをどうするかというこ

とについては考えていただきたいと要望しておきま

す。それから、この件についてもう少し伺いたいの

ですが、今、子供たち340名、１人当たりどのくらい

かかっているんですか。

○玉城学県立学校教育課長 委託、もろもろ含めて

応募したり、あるいは講師等もありますので、計算

方法としては決算額を340で単純に割って、およそ

１人当たり19万8000円程度かかっているというふう

に考えております。

○末松文信委員 今のこの19万8000円掛ける340名が

6700万円ということですか。

○玉城学県立学校教育課長 このプログラムの中に

は職員向けの研修等も含まれておりますので、いろ

いろ計算、細かくはやっておりませんが、旅費等、

そういうのを計算すると約20万円前後になるかとい

うふうな形になっております。単価掛けすれば、お

およそその数字になるというふうに考えています。

○末松文信委員 私は何が言いたいかというと、学

生340名に対して、今おっしゃるように先生が222名

参加している。この数字というのは、一体どういう

バランス感覚があってそうなっているのか。

○平敷昭人教育長 この教員の数は、ただの引率と

いうことではなくて、実は先生向けの研修というの

もあります。先生の指導力向上のためのいろんな講
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習を受けたり、いろんな先導的な方の指導を受ける

というものがありますので、ただの、２人、３人に

１人の引率という形ではなくて、生徒のプログラム

と先生のプログラムというのがあるということで御

理解いただければと思います。

○末松文信委員 教育長、これは非常に紛らわしい

ね。教職員の研修であれば、それなりの研修プログ

ラムを組むべきであって、これは今、グレードアッ

プ事業といって生徒向けの感覚で受け取ってきたん

ですけれども、これはちょっと今話を聞くと違うな

という感じですけれども。そうすると、その教職員

の成果というのはどんなものですか。

○玉城学県立学校教育課長 研修プログラムにつき

ましては、授業に卓越した県外の先生方をお呼びし

て、また、県内の先生方を一堂に会して、授業改善

に向けたプログラムを打っています。特に、新学習

指導要領を踏まえた授業改善が求められていること

から、先生方の指導力の向上に向けたプログラムを

打っております。ただ、すぐに成果というふうなこ

とはなかなか言いにくいのではございますけれども、

先生方から、一定の力がつく機会になったというふ

うな報告を受けています。

○末松文信委員 余り時間もないんですけども、た

だこの件については、生徒340名に対して、先生方も

222名とかいう話ではちょっとどうなのかなという疑

問があります。そのことについて、もし改善できる

のであれば改善していただきたいと、こう思ってお

ります。

それから次の、401ページの県外進学大学生支援事

業についてお願いします。

○横田昭彦教育支援課長 県外進学大学生支援事業

等の実績等につきまして、答弁をさせていただきま

す。県外進学大学生支援事業につきましては、平成

28年度以降、毎年25名を採用しております。給付開

始から３年目の平成30年度には75名に対し、決算額

で4741万円を給付しております。これによって、能

力があるにもかかわらず経済的な理由で県外進学を

諦めていた子供たちについて、県から支援すること

によって進学ができたものだというふうに考えてお

ります。

以上でございます。

○末松文信委員 これは決算額が4741万円になって

いますけれども、これは今伺うと25名に対して30万

円支給したと。それから、50人に対して月額７万円

支給しているようですけど、これはあれですか、単

年度でそれだけということで、これは継続して今やっ

ているんですかね。

○横田昭彦教育支援課長 先ほど4741万円と申し上

げたのは、委員のおっしゃるとおり、25名の子供た

ちに支度金と、それから50名の７掛ける12―子供た

ちが３学年おりますので、そこの奨学金を毎年上げ

ていくわけですから、単年度で4741万円ということ

になります。

○末松文信委員 ありがとうございました。

次に、教育長、通告はしていないんですけれども、

今学校で先生がいじめに遭っているということが毎

日のように報道されていますけれども、それに対し

てのコメントと、県内でどういう状況なのか、ちょっ

と教えていただけますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今、他府県、神戸、兵庫

県のお話だと思いますけれども、沖縄県におきまし

ては、県教育委員会、それから市町村教育委員会に

おきまして、教職員に係るハラスメントに関する相

談等を受け付けておりますけれども、それらにおき

まして、同様の事案というのは今のところ、相談と

いうか、聞いておりません。

○末松文信委員 今、報道によると、日ごろからそ

ういう状況があったにもかかわらず、対応してこな

かったというのが実態なものですから、県内でも、

表に出ないかもしれないけれども、そういうことが

実際ないのかどうか、一度調査してみる必要がある

と思いますがどうですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

教職員に係るハラスメントに関する相談は、各服

務監督者が対応しておりまして、県立学校の教職員

については県教育委員会、市町村立学校については

各市町村教育委員会において、それぞれ相談窓口を

設置しているところであります。県につきましては、

学校人事課のほうで直接的に電話、それから電子メー

ルによってもそういう相談ができる形になっており

ます。そのほか、沖縄県の人事委員会がございます

けれども、そちらのほうでも人事管理に関する苦情

相談というのがございまして、そちらのほうに相談

した場合、その対応に応じてアドバイスというか、

助言を行うことになっている。ただ、今、人事委員

会のお話をしたわけなんですが、那覇市のほうにつ

きましては、あちらは公平審査会というのが別途あ

りますので、那覇市の教職員は除く形になります。

以上でございます。

○末松文信委員 私が言っているのは―そういうシ

ステムはよくわかるわけだけどもよくやっていると

思います、このシステムに出てこない、裏のほうで

の状況が指摘されているわけですから、それをどう

把握していくのかということについては、最も大事
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なことだと思うのです。教育長から一言。

○平敷昭人教育長 ただいまの御質問の事案に関し

ましては、本人はそういういじめがあったけど、な

かなか表に出てこなくて、ついに耐えられなくなっ

ていろんなルートで出てきたという形になっている

かと思います。その把握につきましては、先ほど来、

学校人事課長からありましたけども、そういう事案

に関して相談しやすい体制づくりというのが大事だ

と思いますし、これは調査をかけてというよりは、

今ある体制の中でやはりいじめやハラスメント等が

あれば、相談しやすい窓口づくりというのが大事か

と思っております。他県の事案に関しましては、やっ

ぱりいじめをなくす、いじめはだめだと指導すべき

教員が、みずからの同僚にそういうことがあったと

いうことで、本当にあってはならないということで

考えておりますので。我が県は、他県の状況を見て、

しっかりこちらも引き締めてその辺がないように、

把握できるように、信号というか、それが届くよう

に、どういう方法があるかというのは少し考えてみ

たいと思っていますけども。

○末松文信委員 そういう件については、やっぱり

常にアンテナを張りめぐらせておく必要があるかな

と思っておりますので、ぜひお願いしたいと思いま

す。

それから次に、これは教育委員会と子ども生活福

祉部も関連するようですけれども、発達障害児につ

いてということで、この実態と今後の対策それから

課題はどういうのが残っているのか、教えていただ

きたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。

まず、発達障害の実態についてでございますが、

小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性

のある児童生徒は、文部科学省の平成24年度全国調

査では約6.5％というふうになっております。通常学

級に在籍している者のうち、希望する者は通級指導

教室での指導を受けております。また、そのほかに

は、自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍し、指導

を受けております。なお、本県におきましては、平

成29年度に通級による指導を受けている児童生徒数

は、小学校680名、中学校207名の合計887名というふ

うになっております。対策としましては、一般教職

員対象の発達障害の理解・対応に関する研修、全校

種の管理職を対象にした校内支援体制構築に関する

悉皆研修、特別支援学級、通級指導担当者を対象に

した指導力向上研修、あるいは各校種の特別支援教

育コーディネーターを対象にいたしました養成研修

などを実施しておりまして、校内の支援体制の構築

に努めているところであります。また、校種間連携

や、福祉、医療、保健機関との連携など、切れ目な

い支援に努めているところであります。課題といた

しましては、研修等によって発達障害の理解は進ん

でおりますけれども、個々の障害特性に応じた具体

的な支援事例を研究、共有し、積み上げる必要があ

るというふうに考えております。また、先ほど申し

上げましたが、校種間連携や関係機関との連携のさ

らなる強化についても、課題として上げられている

ところであります。

以上でございます。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。

沖縄県の子ども生活福祉部においては、発達障害

に関する体制整備に関しては、発達障害支援体制整

備計画というのを平成31年３月に制定しておりまし

て、平成31年度から35年度までの計画とする、発達

障害児支援体制整備計画を策定しております。その

中の基本方針として、ライフステージを通じた切れ

目のない支援とか、家族などを含めたきめ細かな支

援、地域の身近な場所で受けられる支援体制の構築

を基本方針として、先ほど教育長からもありました

ように、医療、保健、福祉、教育、労働、各分野と

連携をとって、それぞれの立場での支援を行ってい

るところであります。課題としましては幾つかあり

ますが、早期発見とかその辺が―乳幼児健診におけ

る早期発見が最も重要であるのですけれども、全国

に比べて本県の受診率が低くて、その向上が必要で

あるという課題があります。また、発達障害を専門

的に診療できる医療機関が不足しているという課題

もありまして、県ではかかりつけ医等、発達障害の

対応力向上研修を通してそういった養成を行ってい

るところであります。

以上であります。

○末松文信委員 これは最近ちょっと伺った話で、

沖縄市比屋根のほうに発達障害支援センターがある

ようですけれども、こことの連携が非常に重要になっ

てくるかと思いますけれども、伺うと、この親たち

も自分の子供だけに、発達障害ではないんじゃない

かということを言ったりして、なかなか発見がおく

れてしまうという状況があるようです。そういった

意味では、生まれながらにしてどうなのかというこ

とで、早目に発見するとそういう指導もできるけれ

ども、おくれるともう手おくれだというふうな話も

ありますので、大変重要だなと思って今質問してい

るのですけれども、このことについて、教育長も子

ども生活福祉部も、きちんとそういう関係者と連携

をとってもう少し掘り下げていただけませんか。そ
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れについてお二方、御答弁をお願いします。

○平敷昭人教育長 発達障害に関しましては、近年

その認識が深まって、20年の段階では6.5％ほどの生

徒がいると。１クラス当たり二、三名という割合に

なるかと思いますけど、そういう形で、普通の学級

にいながら、やっぱりいろんな課題がある。障害も

いろいろありますので、自閉症でありましたり学習

障害であったり、あとは注意欠陥多動性障害といっ

てなかなか落ちつかないとか、いろんな障害があり

ますので、その障害に応じた支援を、また通級で、

集めて指導する、支援するということをやっており

ます。問題は、発達障害を発見するというのはやは

り、これは今の対策として、先ほどあったと思いま

すが、教員の障害に対する理解を深めるというのも

大事でありますし、管理職もそうですし、そういう

障害を理解して関係機関と連携していくというのが

大事ですので、やっぱりその辺をしっかりやってい

くことで、把握した生徒に対してはしかるべき、障

害の程度に応じて、普通学級なのか特別支援学級な

のかということもこの程度に応じて、しっかり状況

に応じて分けて対応していくということをやってい

きたいと思います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほど課長からも

答弁しましたけれども、県としましても発達障害児

・者についての計画を立ててこれまでも取り組んで

いるところではございますが、先ほど委員からもあ

りましたように、中核機関として沖縄市のほうにあ

ります発達障害者支援センターを設置して、今取り

組んでいるところではございます。ただ、いろいろ

課題もございますので、まずは早期発見できてその

子のライフステージに沿った対応ができるように、

関係機関とも連携して取り組んでまいりたいと思い

ます。

○末松文信委員 ぜひお願いしたいと思います。

また、親たちの会も今ないようで、そういう組織

的に意見の交換ができればいいのかなと思っていま

すので、よろしくお願いします。

それでは次に移りますけれども、先日話題になっ

ていました児童虐待に関する万国津梁会議について

でありますけれども、これのテーマと、それから会

議の支援業務、会議の計画とスケジュールについて

教えていただきたいと思います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

万国津梁会議の児童虐待に関するテーマでござい

ますが、３項目ございまして、まず１つ目、児童虐

待が発生する要因とその予防、早期対応、親子への

支援。２つ目が児童虐待防止のための関係機関の連

携。３つ目が体罰の禁止についてということで議論

をいただきました。会議の計画と今後のスケジュー

ルという御質問でございましたが、万国津梁会議に

つきましては、１回目は７月25日、２回目を10月10日

に開催いたしております。２回目では、１回目の協

議で主な意見が出ましたのでそれを取りまとめた万

国津梁会議の意見案について議論を行っております。

今後、委員との調整を重ねて、児童虐待に関する万

国津梁会議の意見ということで委員長から知事に報

告する予定になってございます。

以上です。

○末松文信委員 知事に報告するのはいつを予定し

ていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 内容の精査を

して各委員に照会をかけて取りまとめるんですけど

も、それが取りまとまった後、委員長の日程と知事

の日程を合わせてやる予定ですが、年内には実施し

たいというふうに考えております。

○末松文信委員 この会議の支援業務について、こ

れはどちらがやっているんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 本事業の委託

先でございますが、４社の法人から成るコンソーシ

アムということで、まず、１つ目が一般社団法人子

ども被災者支援基金、２つ目が公益財団法人みらい

ファンド沖縄、３つ目が沖縄ツーリスト株式会社、

４つ目が株式会社ＷＵＢｐｅｄｉａで構成されたコ

ンソーシアムということになっております。

○末松文信委員 それぞれの役割について教えてく

ださい。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 まず、１つ目

の一般社団法人子ども被災者支援基金につきまして

は、全体の総合調整の役割を担っておりまして、み

らいファンド沖縄、こちらのほうは会議の運営、そ

れから記録などを担っております。沖縄ツーリスト

に関しましては、委員の旅行の手配。それから株式

会社ＷＵＢｐｅｄｉａに関しましては、海外の情報

収集並びに発信というような役割になってございま

す。

○末松文信委員 子ども基金の代表者は、名前を何

というんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 子ども被災者

支援基金の代表は鈴木理恵さんとなっております。

○末松文信委員 その子ども基金の理事に徳森さん

がいると伺っていますけど、これは間違いありませ

んか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 委託業者への
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契約先に関しましては、文化観光スポーツ部の交流

推進課になってございまして、詳細については私ど

ものほうでは把握しておりません。

○末松文信委員 休憩してください。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、末松委員から当該業務を実際に

現場で対応している方だと思うが知らない

ということかと確認がされ、執行部からは

役職については具体的に答えられないとの

答弁があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今お話しがあった

お二人の件ですけれども、第１回目の７月25日の会

議のときには、スタッフとして支援するということ

で、お二人いらっしゃっていました。２回目の10月

10日は、たしか鈴木さんだけいらっしゃっていまし

たということです。

○末松文信委員 この徳森さんは、会社をやめてし

まっているという情報ですが、これは承知していま

すか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 これは新聞報道で

私どもも知りました。

○末松文信委員 支援業務はちゃんとできています

か。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

鈴木基金代表のほうと会場の予約とか運営とかを

調整しながら、10月10日は無事終わりました。

○末松文信委員 それは当初の計画からすると、彼

女も一緒にやるという計画だったと思うので、そう

いう意味からすると、支援業務は不十分になってい

るのではないかというふうに気になっていて聞くん

ですけども、いかがですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 今、どなたが

どの業務をやるかというのは、最初の大枠では、契

約上あったと思いますけれども、今回、無事鈴木さ

んと調整して対応しておりますので、総論的には無

事終わりましたので問題ないかというふうに考えて

おります。

○末松文信委員 いろいろ問題を醸し出しておりま

すので、その辺少し皆さんも気配りしながら対応し

ていただきたいと、このように思っております。

時間もないので、最後に教育長、先ほどグレード

アップ事業の件言いましたけれども、これは周知が

私は足りないと思っていますので、ＰＴＡを通じて

でもいいですし、父母との意見交換、この事業の紹

介、あるいは子供たちにも周知できるような、何か

システムを考えてほしいんですけど、いかがですか。

○平敷昭人教育長 お答えいたします。

ただいまの件につきましては、北部地域の高校の

校長先生と―少し事務局のほうで周知はしているは

ずなんですけども、周知の実態も含めて意見交換し

て、さらに生徒に届くように、充実ができるように

努めてまいりたいと思っております。

○末松文信委員 よろしくお願いします。ありがと

うございます。

以上です。

○狩俣信子委員長 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いしま

す。

2018年度における懲戒処分等の内容と改善等につ

いて御説明をお願いできますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

平成30年度の公立学校職員に対する懲戒処分件数

は17件でございます。その内訳は、飲酒運転が７件、

体罰が５件、交通事故が２件、窃盗が１件、情報漏

えい１件、飲酒後酩酊し住居侵入が１件となってお

ります。

○照屋守之委員 改善は。内容と改善。

○屋宜宣秀学校人事課長 失礼いたしました。

県教育委員会としましては、コンプライアンスリー

ダーによる職場研修、管理職を初めとする各階層別

研修など、あらゆる機会に服務規律の確保と綱紀粛

正を求めてきたところでございます。また、懲戒処

分を行った際には、各学校関係機関に対しまして非

違行為の通知をするわけなんですが、その際に、非

違行為の概要や処分内容等をできるだけ示すように

しまして、改めて綱紀粛正について呼びかけて、喚

起しているところでございます。今後は、これまで

の取り組みに加え、民間企業等の取り組みを参考に

するなど、さまざまな観点からより実行性のある再

発防止策を検討してまいりたいと考えております。

以上です。

○照屋守之委員 確認しますけど、学校の先生方が

飲酒運転とか17件処分されて、懲戒処分があったと

いう、それでいいんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 民間企業が実施しているものも含

めて、これから改善策をとる。どういう意味ですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 まず、これまでの取り組

みということで、校長会等を通じまして呼びかけも

行っております。それから各種ポスター、朝礼の際

の呼びかけ、年に３回の職場内のコンプライアンス



－148－

研修等を行ってきたところでございますが、飲酒運

転の根絶、そういうコンプライアンス違反の件が続

いているものですから。民間企業と申しますのは、

例えばコンプライアンスに厳しい、例えば金融機関

であるとか、そういったところの取り組みですとか、

どういう教材を使っているのか、研修方法とかそう

いうものも参考にしてまいりたいということでござ

います。

以上です。

○照屋守之委員 飲酒運転を防止するのに民間企業

も何もないでしょう。飲酒運転を教職員がこれから

やらないようにする改善策として、民間も含めてど

うのこうのというレベルじゃないでしょう。教育長、

今の報告と改善策で直っていきますか。問題解決し

ていきますか。どう思いますか。

○平敷昭人教育長 お答えします。

先ほど学校人事課長から答弁していますけれども、

この飲酒運転で処分を受ける職員、よくある事例が、

懇親会があったので、どこかの場所で一定時間休ん

だ、数時間睡眠をとった、その後、車を運転したと

ころを捕まったという、まだアルコールの濃度が高

い状態であったとか、そういう、もう抜けただろう

という認識で運転しているところで捕まった事例と

かさまざまあるんですけど、いずれにしても、１杯

飲めば普通４時間くらいはアルコール濃度が高いと

いうものもありますし、その辺のことについては重

々周知をしているつもりではあるんですけども、ア

ルコールが入ると判断力が甘くなってしまっている

ということで、個々の先生方、教職員に届いていな

い部分があるのではないかというふうに考えており

ます。届けているつもりではあるんですが、１万

5000人の教職員がいる中で、どうしてもそういう事

案を起こしてしまう方がいらっしゃると。そういう

ことで、今までは懲戒処分を行った際に、具体的に

こういう経緯でこういうことで捕まって、こういう

処分が行われましたよと、見てわかるようなことを

届けて、その時点では各職員はわかっているはずな

んですけれども。どうしてもいろんな反省会だった

り、そういう場所でやった後に、例えば代行車を呼

んだんだけども来ない。来なくて近くまで運転して

しまったとか、公道に出すまでやってしまったとか、

ちょっと動かしてしまって、いずれも許されないこ

となんですけども、検挙されたということがありま

すので―こちらも処分をするたびにいろんなコメン

トを出させてもらっていますけれども、そのたびに、

こういう事案が毎回起こることに対して県民の皆様

に対して非常に申しわけないという気持ちがござい

ます。そういうことがたびたび起こっているという

ことに対して、今までの行政視点のものでいいのか、

もっと柔軟な発想で職員に注意喚起する方法がない

のかという意味で先ほど人事課長が発言したわけな

んですけども、いろんな方法を試行錯誤もしながら、

職員の自覚に届くようにやってまいりたいという考

えでございます。

○照屋守之委員 非常に余裕のある答弁ですね、教

育長。じゃあ飲酒運転したら免職ですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

教育庁におきましては、懲戒処分の際、最初のと

いうか、飲酒運転をした際には、通常は停職６カ月。

また、複数回起こした場合には、さらに処分を重く

するということで、懲戒免職になった事例がござい

ます。

以上です。

○照屋守之委員 私が飲酒運転したら、一発で首で

すよ。私が飲酒運転したら、一発で私はやめないと

いけませんよ。公務員というのは、そういう立場じゃ

ないですか。教育長、相当余裕がありますね。よく

あるとか、抜けたという自覚のもとにこういうもの

が起こっているという。教職員は、どういう立場で

すか。教職員の仕事は、どういう立場で、どういう

責任がありますか。言ってください。

○平敷昭人教育長 教職員は、特に教員は子供たち

を当然教育するわけですから、その模範となるべき

立場であります。そういう意味で、こういう事案で

処分を受けるということはあってはならないことで

すし、公務員の信頼を損ねる信用失墜行為というこ

とに対して処分をしているところでございます。

○照屋守之委員 模範も模範、社会に影響を与えて

いるんでしょう。沖縄の子供たちに影響与えている

んでしょう。私が何で一発でやめるかといったら、

私も影響を与えているんですよ。そういう存在です

よ。一緒ですよ、皆さん方も。飲酒運転して一発で

免職になるという覚悟を持たないから繰り返される。

どんどん起こってくるんですよ。おかしくないです

か。みずからやめるというくらいの覚悟を決めて酒

を飲ませてください。そうしないと社会的にどうし

ようもないでしょう。どう子供たちに教育するんで

すか。飲酒運転やってもいいよ、１回やってもいい

よ、２回やってもいいよと。こういうことは絶対に

いけませんよという教育をするわけでしょう。教育

者がそういうことをやって逃れる。もう全く話にな

りませんね。こういうことで、教育長がそういう形

で言う。要するに、自覚が足りないわけでしょう。

公務員として、教職員としてその自覚、その責任、
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それが足りないわけでしょう。私はじゃあ、何でや

めるんですか、私は。私はそれで責任があるから覚

悟を決めてやめる。私は自覚しているからですよ、

県議会議員として、影響を与える。だから、以前、

前も市議会議員がやめましたよ、そういう形で、ほ

かのところでも。そういう立場にならないと、再発

防止も何も、６カ月、そういう人たちが現場に戻っ

て子供たちに教えるんですよ。信じられますか。そ

ういう教職員のもとで、子供たちを教育、指導する

んですよ。教育が成り立ちますか。先生、あんたお

かしいでしょう、あんた何やっているんですか。親

に言いますよ。うちの先生はこうこうやってこうやっ

て、うちの担任はこうだよ、ああだよと言いますよ。

教育以前の問題じゃないですか。９月10日の県代表

監査委員の當間代表監査がこういうことを言ってい

るんですよ。職員の作法や振る舞いなど、基本的な

ものができていない。これは県職員のことですよ。

作法や振る舞いなど、基本的なものができていない。

ですから、幾ら県の職員といえども、そういうよう

な立場はともかくとして、基本的なそういうふうな

ものができていない、人間として、人としてという

ことを、代表監査は強く指摘しているわけです。だ

から、そういうふうな指摘をされて、非常に社会に

対して影響力があって、公務員として生活も保障さ

れているという立場の方々が、こういう立ち居振る

舞いをやって。どうですか。こういうことを言って

いるんですよ。監査委員は、県職員に対して、こう

いう基本的な部分がなっていないと。どうですか、

皆さん基本的なことできていますか、教育長。

○平敷昭人教育長 委員御指摘の件は、本当にごもっ

ともな意見であって、職員としてそういう事案を起

こした職員に限らず、県職員は、心していろんな日

ごろの立ち居振る舞いを気をつけてやるべきだと

思っております。先ほど話題になった、処分が軽い

んじゃないかという趣旨の御指摘かと思いますが。

実は、過去に免職ということで、裁判がほかの県で

ありまして、免職というのが量刑としてどうかとい

うことがあって、これまでの処分の基準になったこ

とがございまして。ただ、委員御指摘のように、そ

れぐらい重たい事案なんだという自覚を職員に持た

せるために、我々としても個々の職員の心の届くよ

うなやり方を、今、先ほど来言っているような、行

政のかたい頭じゃない方法で、もっといい方法がで

きないのかということを考えているところでござい

ます。ただ、いずれにしても、委員御指摘の、自覚

が足りないんじゃないかとか、そういうものに関し

ては、ごもっともな御指摘だと考えております。

○照屋守之委員 処分をしようということがあるか

ら、裁判云々が出てくるんですよ。伝えたらいいで

すよ。飲酒運転したら自主的にやめてくださいと。

安慶田副知事が自主的に退職されたでしょう。あの

形ですよ。あれは、やめさせたんじゃないですよ。

そういう形で、こういうふうなものについては社会

的な影響を与える、どうぞ自主的にやめてください

という形で、しっかりそういうこともやってくださ

い。それとやっぱり自覚ですね、立場の自覚、そこ

に尽きると思いますよ。公務員としての立場を自覚

する部分と、個人的な部分がありますよ、我々も。

じゃあこの責任の部分が上回れば、それは踏みとど

まりますよ。ところが、個人の自分のものが上回っ

たら、歯どめがきかない、こういうことが起こる。

これはもう心の問題です。葛藤ですよ。我々はずっ

といつも考えていますよ。県議会議員としてのこと

か、照屋守之個人としてのことかという。だから、

それは立場の自覚ということで、いつもぶつかる。

非常に責任がある、これはやったらいけないという、

そういうふうなことになるわけですよ。これは改め

てもっと時間をとって議論したいと思っていますか

ら、以上で終わります。

万国津梁会議です。先ほどありましたように、最

初の会合はお二人参加して、10月10日は徳森さんは

いなくて、鈴木さんということでした。これは大き

な問題を含んでいますけど、自覚していますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

万国津梁会議ですけれども、万国津梁会議につい

ては、そもそも知事が選任した委員に広く議論をし

ていただいて、そこで出していただいた意見を施策

等に反映するという趣旨で立ち上がった会議でござ

います。その中の今回、基地問題、ＳＤＧｓ、児童

虐待を先行してやるということで開始されましたけ

れども、契約自体は文化観光スポーツ部のほうで実

施しておりまして、我々はそれを踏まえて、児童虐

待の部分を議論していただいた次第でございます。

その中で、その結果―今から意見という形で出てき

ますけども、それがきちんとした形で出てきて、知

事に意見を提言があって、それを施策に、それから

条例に踏まえて反映させていきたいというふうに考

えておる次第でございます。

○照屋守之委員 これ、2407万7000円なんですね。

一つとして今やっていますよ。これと、最初は計画

の段階で５つのカテゴリーがあったんですか。今、

３つですよね。これはわかる程度でいいですから、

説明をお願いできますか。
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○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

今、委員おっしゃるとおり５つの分野で構成され

ておりますけれども、今年度は先行して人権・平和、

情報ネットワーク・行政、それから人材育成・教育

福祉・女性分野、この３つで先行してやるというこ

とでスタートしたということでございます。

○照屋守之委員 残りはいつやるんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 万国津梁会議

の所管は交流推進課のほうで担っているものですか

ら、残りをどうするかというのは、我々のほうでは

お答えいたしかねるということになります。

○照屋守之委員 ６月に１回、２人参加しています

ね。10月には鈴木さんですね。これ予算は、10月10日

は２人分、恐らく予算組まれていると思いますよ。

それはわかっていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 予算の詳細に

ついては、交流推進課のほうで契約をしているもの

の支出ですから、こちらのほうではお答えいたしか

ねます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、照屋委員から文化観光スポーツ

部に万国津梁会議の支援業務の予算の支出

を確認して、後で資料を提供してほしいと

の要望があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 後で教えてください。確認です。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 この件に関し

ましては、交流推進課のほうに伝えて、委員のほう

に報告するようにしたいと思っております。

○照屋守之委員 私は皆さん方に聞いているんです。

皆さん方の事業だから、皆さん方が確認して報告し

てくださいということです。何で向こうから報告さ

せるんですか。これはあそこに聞くことじゃないで

しょう。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、大城子ども生活福祉部長より万

国津梁会議の支援業務の契約について、交

流推進課に確認して照屋委員に伝えたいと

申し出があり、照屋委員も了解した。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

照屋守之委員。

○照屋守之委員 もう一つ、鈴木さんが参加して、

徳森さんが９月30日にやめられたということになっ

ていますね。そうすると、皆さん方、最初の委員会

はこの２人参加してやっているわけですよね。２回

目はそうですよね。この件について向こうに確認し

ましたか。交流推進課ですか、どういう事情でこう

なっているんですか。我々のこの会議についてどう

いう影響を及ぼしますかみたいなことも含めて確認

しましたか。どうですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 この件につい

ては確認はしていないんですけれども、実際、会場

では複数名で対応していますので、その辺で進行と

いいますか、会議は滞りなく開催できたということ

でございます。

○照屋守之委員 ということは、皆様方、この人た

ちがいるいないにかかわらず、この会議は進行でき

るということですか。これは最初からそういう２人

がいて、予算もそういう形で組まれていると思いま

すよ。こういうことを容易に、うかつにそういう答

弁をするというのはどういうことなんですか。この

2400万円の支出、既に2100万円、90％支払いされて

いますよ。我々はそういう観点でいろいろ聞いてい

るんだけど、わからないから向こうに伝えてから答

えると。だって、皆さん方はそれをきちんと持って

おくべきでしょう、今までに。こうなると、百条委

員会でやるしかないでしょう。

以上です。こんな不明なことあるか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

午後０時５分休憩

午後１時21分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 こんにちは。よろしくお願いし

ます。

まず、主要施策の成果に関する報告書の58ページ、

お願いいたします。

こちらの地域福祉推進事業費のほうで、この外国

人介護士候補者受入施設学習支援事業について伺い

たいと思います。こちら、事業内容のほうで２施設

ということであります。決算のほうには２施設で４名

とあります。不用額が238万4000円とあるのですけれ

ども、これは当初の受け入れ予定人数ということで

よろしいのでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

不用額が出ました理由でございますけれども、ま

ず１つは委員の御指摘のとおり、対象者のほうが23名

を予定していたところ、実際の受け入れ件数のほう

が21名ということで、２名予定を下回ったというこ

とがございます。人数については２名の下回りにな

ります。ただ、それとは別に、研修の内容のほうで、
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喀たん吸引研修といったものも予定して予算を組ん

でおりましたけれども、実際には喀たん吸引研修を

受けるという実績がなかったために、この分も合わ

せた不用になっているところでございます。

以上です。

○次呂久成崇委員 これは国家試験合格者の育成を

目的としているということなんですけども、こちら

にあります、これまで40名の受け入れをしていると

いうことなんですけど、何名合格しているのでしょ

うか。そして、県内の施設に就職した方というのは

何名いるのでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

これまで40名を候補者として受け入れまして、こ

のうち11名が介護福祉士国家試験に合格をして資格

を取得しているところでございます。11名の就職先

につきましては現在、県外に７名、そして当初受け

入れた施設、県内施設のほうに４名が就職したとい

うことでございます。ただし、この４名につきまし

ても、その後その施設を退職しまして、現在は県内

には11名いずれもいらっしゃらないという状況に

なっております。

○次呂久成崇委員 これは補助率、全部、国負担に

なるんですか。県の負担もあるんでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 こちらにつきましては全

額、国庫補助事業となっております。

○次呂久成崇委員 ただ、これ、目的がやはり介護

士、そして人材確保ですよね。県内の施設で―国の

予算ではあるのですけども、県内の施設でそういう

学習支援をして、人材育成をして、それが県外にみ

んな就職するということになると、本来の人材確保

というところで、県内の施設には誰も残らないとい

うこの現状を、私、いかがなものかなと思うのです

が、見解を伺いたいと思います。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

この事業につきましては、経済連携協定、つまり

ＥＰＡというふうに通称呼んでおりますけども、そ

れぞれ、日本と、それからインドネシア、フィリピ

ン、ベトナムの３カ国とのＥＰＡに基づく受け入れ

事業となっておりまして、そういう意味では、人材

確保という効果はございますけども、もともとは経

済交流促進という大きな目的がある事業でございま

して、そういう意味でもオールジャパンで取り組ん

でいる事業となっております。そういうこともござ

いまして、この制度的には養成施設で勉強されて、

資格を取得した後につきましては、要件を満たす施

設であれば、どこの施設で就労することについては

特段の縛りがないという、制度的にはそういった制

度となっておりまして、県のほうとしましてはこの

制度を踏まえた事業を実施しているという状況でご

ざいます。

○次呂久成崇委員 そうはいっても、やはり県内で

人材育成をして、それが流出すると。逆に、県外で

その資格をとって県内に入ってきたという方はいな

いんですか。

○真栄城守福祉政策課長 把握している範囲ではい

らっしゃらないようです。

○次呂久成崇委員 なかなか納得ができないんです

けども。

その次の介護福祉士等修学資金等貸付事業のほう

なんですけれども、こちらのほうは当初予算をまた

大幅に増額して、補正を組んで、270名の方を対象に

貸し付けをやっているということなんですね。ただ、

入学者、実際に入学をして貸し付けを利用している

方というのは、こちらにはあるんですけども、減少

傾向にあると。ただ、貸し付けの金額というのはふ

えていっているというこの状況について、説明を伺

いたいと思います。

○真栄城守福祉政策課長 この貸付事業につきまし

ては幾つか種類がございまして、委員の御指摘の部

分は介護福祉士等修学資金等貸付事業といいまして、

いわゆる養成施設のほうで勉強されている方を対象

とした貸し付けになります。それとはまた別に、介

護福祉士の実務者研修受講資金貸付事業という事業

がございます。こちらのほうは平成26年度から新た

に加わったメニューでございますけども、この部分

が実はふえております。この部分がふえているのは、

この介護福祉士の国家資格の受験資格との関係でご

ざいますけども、従来は国家資格の受験資格としま

しては実務経験３年のみでありましたが、平成28年

度から、それに加えまして、実務者研修を修了する

ことという新しい要件が加わっております。この実

務者研修を受けるために必要な資金をこの事業を

使ってお借りしている方々がいらっしゃって、この

方が平成28年度は263件、29年度は264件、30年度で

235件ということで、かなりの人数―金額も含めて占

めている状況でございます。

以上です。

○次呂久成崇委員 先ほどの外国人の施設受け入れ

の件もそうなんですけども、やはりしっかりと県内

の介護施設のほうでも人材確保策というのはやって

いかないといけないと思うんです。これからまた

2025年問題、そして35年問題とあるので、ぜひ、こ

こで人材育成をしたら、やはりここの県内の施設で

頑張ってもらうという取り組みをやっていただきた
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いなというふうに思います。

次、77ページのほうをお願いいたします。

保育対策総合支援事業です。こちらのほうで、認

可外保育施設の衛生・安全対策事業なのですけども、

こちら当初予算のほうで対象施設数が281施設となっ

ています。実際に実施した決算のほうでは162施設と

なっているのですけども、これ差し引いた、当初予

定していた数と比べて残りのこの119施設というの

は、これは実施していないということですか。

○久貝仁子育て支援課長 残りの施設については、

市町村独自でやっている部分があります。例えば那

覇市などは独自でやっておりまして、44施設ござい

ますけども、これを162施設に足すと206施設となり

ます。あと、宮古島市なども独自にこういった補助

も何度もやっておりますので、単純に全ての事業を

やっていないということではありませんが、ただ、

一部の施設によっては申請をしていないというとこ

ろがございます。

○次呂久成崇委員 たしか、一般質問等の中でも、

この認可外施設の立ち入り調査の指摘事項として、

多分そこで従事している皆さんの健康診断の受診、

そちらのほうがやはり指摘事項のほうでも上位に

あったと思うのですよね。やはりこの辺の取り組み

というのはしっかりやっていかないといけないと思

うのですが、これについて具体的に今後どうやって

いくのかというのを伺いたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 本会議でも部長から答弁

あったように、乳幼児もそうなのですけども、職員

の健康診断、あと安全確保については上位のほうで

いつも指摘をされています。この事業については、

健康診断の受診については衛生安全対策にとって大

事なことですので、引き続き、年１回の指導監査で

あるとか、あと園長等が参加した研修会で十分に説

明をしてこの実施を促していきたいというふうに考

えています。

○次呂久成崇委員 これは認可保育園だろうが認可

外だろうが、やはり保育の質というのを考えたとき

に従事している皆さんの受診率も含めて向上させて

いくというのはとても大事な取り組みだと思うので、

ぜひこれは引き続きやっていただきたいなと思いま

す。

次のページの保育士確保対策事業について伺いた

いと思います。今、この保育士試験の受験者支援事

業なのですけれども、平成30年は14市町村というこ

とですが、当初どれくらいの市町村で実施していた

のか。そして、この平成30年の保育士試験では265名

の合格者数のうち、この受講していた皆さん76名が

合格したということなのですけれども、この事業、

平成27年度から始まっていると思います。これまで

の実績、伺いたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 事業当初からの市町村の

実数が手元にありませんけれども、昨年は12市町村

でしたので、今年度は２市町村ふえております。合

格者の実績としましては、平成28年度は39名、平成

29年度は124名、平成30年度は76名となっております。

合計239名となっております。

○次呂久成崇委員 これは課題のほうにもあるので

すけども、この保育士科目の免除期限が３年です。

最長が５年なんですけども、これが平成27年度から

この事業がスタートして、28年、29年、30年と受け

ていったときに、この免除期限というのがもうそろ

そろ切れてくる方も出てくるんじゃないかなと思う

のですが、それは把握していますか。

○久貝仁子育て支援課長 受講生の中で期限が切れ

ている受講生が何名いるかというのは把握しており

ませんけども、委員がおっしゃるとおり、保育士試

験は３年間、最長５年間の合格科目免除があります。

ですので、去年、講座を受けて合格できなくても、

今年度、来年度という形で合格していただきたいと

思っています。今言ったように、どのくらいの人数

の期限が切れるかという把握はしておりません。

○次呂久成崇委員 これはやはり事業として行って

いるので、しっかりと費用対効果等も含めて把握は

していただきたいなと思います。それで、今、各市

町村で第２期の子ども・子育て支援事業計画、こち

らのほうを策定しているかと思うんですね。これか

らまた待機児童、量の確保をしながらどれだけの保

育士というのがまた必要なのかというのは、今の段

階でわかりますか。

○久貝仁子育て支援課長 今、第２期の計画に向け

て取り組んでいます。保育士の確保については、現

計画では令和２年３月末時点では１万200名程度でご

ざいました。現在、今年度の４月１日では既に１万

200名程度確保されています。現行計画では、保育士

の人数についてはある程度進捗は進んでいますけど

も、今後、保育の無償化も含めてさまざまなニーズ

が出てきますので、新たな計画を作成する中で、定

員の確保も含めて保育士の確保も新しい目標の数値

を定めていきたいというように考えています。

○次呂久成崇委員 この保育士養成施設、今５施設

ですかね、県内のほうで。そこで２年間かけてとる

んですけども、これでも1000名ちょっとなんですね。

やはりこの第２期作成していく中で、どれだけの保

育士というのがまた必要なのかというのは把握をし
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ておかないといけないと思いますし、この事業自体、

今年度で終わりですよね、令和元年までというふう

になっているので。であれば、やはりこの第２期の

計画策定していく中で、市町村もどうやってこの確

保をしていくかということがまた大きな課題になっ

てくるんじゃないかなと思いますので、引き続きこ

の事業を継続していくのか、それとも新しく保育士

確保策というのを考えていくのかというのを、ぜひ

取り組みをやっていただきたいなというふうに思い

ます。

80ページの保育士正規雇用化促進事業について伺

いたいと思います。これを私、見てちょっと思った

のですけども、平成30年に助成を行った126施設で

356名ということなのですけども、県内、まず、認可

保育園の施設数わかりますか。

○久貝仁子育て支援課長 平成31年４月１日現在、

保育所の数は805施設となっております。

○次呂久成崇委員 これは認可保育園ですよね。

○久貝仁子育て支援課長 さまざまな形態のもの―

認可保育所が474園、あと認定こども園が130園とか、

さまざまな施設を合計して805施設となっています。

○次呂久成崇委員 その数の中で、平均の正規雇用

率はわかりますか。出してありますか。

○久貝仁子育て支援課長 県が調査をして回答の

あったところによりますと、市立保育所の場合は公

定価格上の基本分単価に含まれる保育士数に正規雇

用の保育士の占める割合を算出した場合、正規雇用

率は71.6％となっております。

○次呂久成崇委員 この補助対象施設のほうでは正

規化雇用率は95％くらいですが、この対象外となっ

ているところもあるわけなんですよね。それの正規

雇用率はわかりますか。

○久貝仁子育て支援課長 県は今、正規雇用率を60％

ということで指導しております。この正規雇用化も

60％をまず満たすということを条件に、施設に対し

て補助をしております。ただ、今県の調査の中で回

答のあった348園のうち、正規雇用率が６割未満と

なっている施設がまだ107施設ございます。ですので、

県としてはこれらの施設を６割以上にすることに

よって、県全体の雇用率の底上げを図っていきたい

というふうに考えています。

○次呂久成崇委員 余り時間がないんですけども、

今おっしゃったように、６割超えるというのが今、

県の目標ではあるのですけれども、ただ、一方では、

もう私立などでもやっぱり９割超えているんですよ

ね。そうすると、県が言っているこれまでの処遇改

善の中で、やはり正規化を進めていくというところ

で６割と、残りの４割というのはやっぱり非正規な

んですよね。これがやはり私は格差を生んでいると

思うんです。保育士の取り合いというんですか、そ

ういう問題も出てくると思うんですよ。ですので、

６割をとりあえず目指すということなのですけども、

最終的に県として何割まで持っていくという目標と

いうのは掲げていますか。

○久貝仁子育て支援課長 公立保育所等も含めてさ

まざまな体系の園があって、私立保育所の場合は70％

超えていますけども、園によって正規雇用率が６割

に満たないところもございます。先ほど答弁したよ

うに、107園の施設がまだ６割に達していませんので、

こういったところを６割以上にすることによって、

これによって県全体の雇用率の底上げにつながると

いうふうに考えています。

○次呂久成崇委員 恐らく、私立認可よりも、公立

のほうがやはりこの正規雇用率というのは物すごく

低いと思うんです。ですので、この第２期の計画策

定していく中で、ぜひ市町村のほうにもこの正規雇

用化の取り組みというのをしっかり、県としてもこ

れは指導していく必要性もあると思いますし、また、

６割と言わず、やはり７割、８割、全国と比べると

やっぱり低いと思うんですよね。そこら辺の取り組

みをやっぱりしっかりやっていただきたいと思いま

すが、最後にこれだけ聞いて終わりたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 委員おっしゃるとおり、

公立保育所については、公立は確かに民間に比べて

低いところがございます。我々、指導監査で公立保

育所に対しても監査をしておりますので、引き続き

粘り強く指導してまいりたいというふうに思ってい

ます。

○狩俣信子委員長 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 よろしくお願いいたします。

まず、生活福祉部から質問させていただきますけ

れども、平成30年度の主要施策の成果の報告書から

質問させていただきます。60ページです。生活困窮

者の自立支援事業、とりわけその中でも生活困窮者

の住居確保給付事業というのがあると思うんですけ

ど、それの実績というか実施状況についてお聞かせ

ください。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

委員御質問の住居確保給付金でございますけども、

この制度は離職等、職を失うなどの理由によって経

済的に困窮し、住居を失ったまたは失うおそれの高

い生活困窮者に対して、就職に向けた活動をするこ

となどを条件にいたしまして、一定期間、家賃相当

額を支給する事業となっております。実施主体は御
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案内のとおり、福祉事務所を設置しております県及

び市でありますけども、県については30町村を所管

しており、平成30年度の利用件数は、平成29年度36世

帯から22世帯増加し58世帯となっております。

○亀濱玲子委員 私、昨年もこれを聞かせていただ

いたんですね。特段、この事業に関して、北部ある

いは離島における潜在的な支援というのにつなぐの

が難しいというのが去年も課題に出ました。どのよ

うに改善されていますか。

○宮城和一郎保護・援護課長 今御指摘のとおりで

ありまして、北部地域とか特に小さい離島などの潜

在的な支援対象者の周知が課題になっているわけで

あります。このことにつきまして特に、昨年と異なっ

た新たな取り組みというのは実はないのでございま

すけども、パンフレットを作成して、町村役場等に

置いていただいたり、支援員が直接役場や社協、民

生委員、自治会の説明に伺う。また、出張相談とい

うのを鋭意行っておりまして、その際に当該地域で

ポスティング活動などを行って周知に努めていると

いう状況であります。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

件数がふえているという状況なので、これについ

ては周知をする方法を自治体としっかりと連携をし

て進めていただきたいというふうに思います。

引き続き、生活支援、自立支援ですけれど、生活

保護の決算書の146ページに、生活扶助の欄がありま

す。その中から聞きますけれど、実は次呂久委員も

委員会で聞かれましたけど、その中で宮古、八重山

の住宅の家賃の高騰が尋常じゃない状況になってい

て、当事者が非常に追い詰められている状況という

のがあるんですね。これは、ふだんは上げないかも

しれないけど、家賃を更新する際とかでは上げる可

能性が法的にはあるわけなんです。なので、厚生労

働省が平成25年の11月に通達した内容によると、特

別基準を設けることができるというふうになってい

ますので、どうぞ積極的にこれに取り組んでいただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

この問題については委員御指摘のとおりの現象が

今、現場で、宮古島市、特に起きているわけであり

ます。通常でありましたら、家賃限度額を超える住

居に入居されている方に対しては基準内の住居の転

居を指導するわけでありますけども、そういった家

賃が軒並み高騰していて、従来どおりの指導ではな

かなか課題が解決できないというようなことがあり

まして、厚生労働省の社会・援護局長通知に基づい

て特別基準を適用することとされています。ちなみ

に基準であると、３万2000円のものが、その基準を

適用した場合は４万1000円が可能になると。県とい

たしましては、地域の実情を注視しながら、保護を

受けている方が適切に住宅扶助を受けられるよう、

この基準の適用について両市と意見交換を行うなど、

各福祉事務所の課題に応じた助言や支援を実施して

まいりたいと考えております。

○亀濱玲子委員 県が担当する町村に関しては、さ

ほどそんな大きな影響はないかもしれません。です

けど、石垣市、宮古島市という、福祉事務所が単体

であるところ、だけども問題が、やっぱり県も一緒

に意見交換して、これに対応するというのはより積

極的であってほしいという、そういうふうに思って

の質問ですので、ぜひ宮古島市、石垣市と会議を持っ

て、ヒアリングをして、調整して、何とかそれを、

ただし書きに当てはめるようにしていただきたい。

いかがでしょうか。

○宮城和一郎保護・援護課長 生活保護行政につき

ましては、各福祉事務所長の権限によって実施され

るわけでありますけども、当然、県全体として適切

に行われるように、県が連絡会議等において、いろ

いろな課題について各福祉事務所から意見を聞きな

がら、適切な方向に向けて助言等を行っているわけ

であります。この問題につきましても、委員御提案

のとおり、県として積極的に両市と意見交換してま

いりたいと思います。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

制度があるわけですから、その制度を活用すると

いうのを積極的に進めるというのはできるはずです。

よろしくお願いいたします。

続いて、主要施策の中の64ページですね。障害者

の生活支援事業の中の、特段、手話通訳の生活支援

に係る実績、課題についてお聞かせ願いたいと思い

ます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

（休憩中に、亀濱委員から意思疎通支援に係

る生活支援について具体的に聞きたいと補

足説明がされた。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

大城行雄障害福祉課長。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。

意思疎通支援事業の中で、地域生活、専門性の高

い支援者の養成・派遣事業ということで実施してお

ります。養成・研修事業については、手話の通訳者

を平成30年度においては２名、累計で81名の手話通

訳者を輩出しております。それから要約筆記者につ

いては８名で、累計で31名というふうになっており
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ます。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

評価をするところであります。障害者情報センター

に委託したり、いろんな方法をやっています。せっ

かく委託しているので、私はこう思うんですよ。今

41市町村の中で27市町村しか手話通訳者の設置とい

う状況に至っていません。要綱もそれしかできてい

ません。これが今の実績です、沖縄県の。ですから、

ぜひ島々を抱えている沖縄県がやれることは、スマ

ホや―キーステーションをつくって、それから24時

間365日、これは部長もお答えいただきましたけども、

これは目標ではありませんが、緊急対策としてでき

る事業なので、ぜひその工夫を来年度していただき

たい。よろしくお願いします。

○大城行雄障害福祉課長 今委員がおっしゃいまし

た遠隔手話通訳サービスの導入については、国にお

いて検討されてきた結果、活用に当たっては、現在

設置、派遣されている手話通訳者の代替として導入

することのないような通知がされています。ただし、

県としましては本県においては、今言った国のサー

ビス、国の通知を慎重に対応することも必要ですけ

ども、本県においては小規模離島地域とか、人材確

保が難しい地域等もあることから、今後、市町村に

おける実態把握に努めつつ、関係機関とも意見交換

をして、これについては対応してまいりたいと考え

ております。

○亀濱玲子委員 関係機関と意見交換をすることも

大事なんですけど、県がどういう方針を持つかです

よ。島々にいる、ふぐあいが生じている人たちの生

活や安全を考えたら、これを率先してやるというの

が県の役割だというふうに思いますので、ぜひこれ

は具体的な目標を持って実施していただきたい。

続いて行きます。成果の報告書の中の67ページで

すけど、私はこれ、とても沖縄県には感謝をしてい

る事業です。児童生徒に対して、軽度・中等度の難

聴児の生徒たちの補助をしているんですよね、補聴

器の補助。ですけど、この執行率が35.1％、とても

もったいないというふうに思っています。なので、

この実施状況をどう捉えているかということと、あ

とはその周知ですね。どういうふうな周知の仕方を

しているかということをお聞かせください。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。

今御指摘がありました軽度・中等度難聴児補聴器

購入費助成事業につきましては、実績としてちょっ

と低いということがありますが、これについては、

積算においては市町村の要望をもとに県において予

算措置をしておりましたが、実際の助成件数が見込

みを下回ったために執行率が低くなっております。

そのことについては、各市町村のそういったニーズ

の把握方法等の今後調査を行っていきたいというの

がまず１点です。それから、そういった周知につい

てですけども、周知については、県ではことしの２月

に全市町村に対して同事業の実施について、市町村

の教育委員会や保健医療関係部局とも連携して対応

するように通知を行ったところでありまして、今後

また未実施の市町村についても、そういった主管課

長会議とか連絡会議を通して周知を引き続き図って

まいりたいというふうに考えております。

○亀濱玲子委員 私、教育長にも伺ってみたいです。

これは福祉だけで完結できるものではないんですよ。

各学校の担任の先生が一番気がつくんです。聞きが

悪いなとか、聞こえてないだろうなと。ですから、

毎年４月に各学校の全校に―沖縄県下の全校にこう

いう制度があるよというのを周知して、そういう対

象になるような生徒はいないのかということを教育

委員会も一緒に動かないと、希望する人が窓口に来

て申請してくださいと―これは申請主義ですから、

申請してくださいでは足りないんですよ。ぜひお考

えをお聞かせください。

○平敷昭人教育長 お答えします。

今聞きますと、チラシ等の配布はないようなんで

すけども、文書等で今、市町村を通して周知してい

るということですので、子ども生活福祉部のほうと

も、この制度の周知の方法等、当然、子供たちの状

況というのは担任の先生が一番気づきやすいという

ことはございますので、その制度の周知については

いい方法をまた考えて、連携して考えてまいりたい

と思います。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。ぜひお願

いします。予算があるのに必要な子に届かないとい

う状況は、決してあってはならないと思いますので、

連携してよろしくお願いいたします。

続いて、報告書の111ページ。

これまでも新垣新委員が質問されましたけれども、

ＤＶ対策推進事業は、実績はお答えいただきました

けど、その中で課題がとても気になります。女性相

談所や福祉事務所の体制強化を図ることが求められ

るというふうに、もう課題は皆さん自覚されている。

これをどういうふうに取り組んでいらっしゃるのか

ということをお聞かせください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

女性相談所の一時保護所につきましては、これま

でも体制を強化する観点から人員増加をしてきたと



－156－

ころではございます。先ほども答弁いたしましたけ

ども、現在、全体の相談件数が増加傾向にあるとい

うのもございますし、そういった中で、今後の体制

強化が必要ということで考えております。県といた

しましては、今後、職員の資質向上も重要ではある

んですけども、相談しやすい体制、入所をしやすい

体制ということで、保育士とか保健師等の専門資格

を有する職員の配置の検討だとか、連携強化等につ

いても検討しているところでございます。

○亀濱玲子委員 相談を受けた後の自立に向けたス

テップハウスの事業もここに書かれておりますけれ

ど、私は、余りにも実績が薄いのではないかという

ふうに思うんですが、これは各市町村、出てくる方

々が自立に向けたステップハウスとすると、各41市

町村とは、どういうふうに体制、連携はとれている

んですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

女性相談所の一時保護所から退所したときに行く

場所として、施設としてはステップハウスであった

り婦人保護施設、うるま婦人寮とか、あとは実家に

帰る方々がいたりします。実際、一時保護所を出た

後の転居先で一番多いのが、実家に戻るというケー

スが47％というような状況になってございます。ス

テップハウスにつきましては、先ほどもお話しした

ように、ＤＶを受けた人を民間アパートで住まわせ

て自立を促すということでございますので、退所す

る際に、女性相談所においてはこういった選択肢も

提供はするんですけども、やはりＤＶを受けた女性

の方というのは加害者に突きとめられるのを恐れて

退職される方が、仕事をやめる方が一般的といいま

すか、多いような傾向にございます。そうなります

と、その後の生活というのは、経済的基盤がしっか

りしていないとなかなか難しいというところがござ

います。ステップハウスに関しましては、家賃も無

料で提供はしているんですけども、その他の生活費

等々もあるものですから、それで選択肢を選ぶ過程

で、実家に帰るとか、そういった方が多いのではな

いかというようなことで分析をしておる次第でござ

います。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

このステップハウス事業は、希望するところのア

パートを借り受けてやるんですか。それとも、決め

られた圏域にあるアパートに入るんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 この保護され

た方の、例えばお子さんを連れていましたら、どこ

がいいかということを調整して、本人の希望に応じ

てアパートを一緒に探して、そこで対応するという

ようなパターンになっています。

○亀濱玲子委員 とてもいい事業だというふうに思

います。これは、そこをきちんと希望するところで

住めるというのであれば、警察とも連携をして、生

活安全課とも連携して、安心してこの方たちの生活

が後にできるように、ぜひこの事業は強化していた

だきたいというふうに思います。よろしくお願いい

たします。

続いて、教育委員会に質問をいたします。392ペー

ジに、沖縄型幼児教育推進事業というのがあります。

沖縄型の幼児教育推進事業ですから、むしろ今が大

事と思うんですけど、もう平成30年度で終わるとい

うことなので、これについての説明をいただいてよ

ろしいですか。

○宇江城詮義務教育課長 それではお答えします。

事業についてなんですが、小学校と幼児教育施設

との結節点となる公立幼稚園にコーディネーターを

配置したことによって、各学校施設間の連絡調整が

円滑となっております。保幼こ小連絡協議会や、幼

児児童の交流会等がスムーズに実施できたという成

果報告も受けております。また、保幼こ小合同研修

会の開催を通して、子供の育ちや学びを確認するこ

とができ、指導内容の改善や相互理解が深まり、幼

児教育の充実につながっているという事業になって

おります。

○亀濱玲子委員 この事業は３市のみでされている

事業なんですかね、今年度が。それで、これを今年

度で終わるというのであれば、新たな展開というの

はどのように引き継がれていくか、少なくとも各市

町村に引き継がれていくか、研修だけではなくて。

それを具体的に次は描かなければいけないと思いま

すけど、これはどのように引き継がれていくのでしょ

うか。

○宇江城詮義務教育課長 各市町村にコーディネー

ターが配置された事業でございますので、今後も市

町村においてコーディネーターを配置して、市町村

の連携体制もぜひ不可欠なことになりますので、次

年度からまた県に設置される幼児教育センターにお

いて、子ども生活福祉部と連携しながら、幼児教育

の充実に努めていきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 よろしくお願いいたします。

続いて、395ページ、複式学級教育環境改善事業。

これがですね、33設置する予定でありました。27設

置されておりますというのが実績です。これについ

ての課題をお聞かせください。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えします。
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今委員がお話しになりましたように、平成30年度

対象学級33学級につきまして、27学級に26人を派遣

いたしましたが、６学級につきましては派遣するこ

とができませんでした。未派遣が生じました理由と

しましては、離島僻地地区では、本島や都市部に比

べまして人口が少なく、教員免許保持者の絶対数が

少ないということで、人材の確保が困難であったた

めであります。人材の確保が一番の理由でございま

す。

以上です。

○亀濱玲子委員 いやいや、大人の側はそれでいい

わけなんですけれど、厳しくて派遣できませんでし

たというこの６学級は、どういうふうに対応されて

いるんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 この学校につきまして、

今の６学級につきまして、派遣できなかったという

ことで、そのまま複式学級のままで、教育というか、

授業を行っている状況であります。

○亀濱玲子委員 ぜひ、離島だから、僻地だからと

いう学習権、子供たちの教育を受ける権利というも

のはしっかり保障していただきたいと思いますので、

これは引き続き努力をしていただきたいというふう

に思います。

最後になりますが、私はこれ、とても希望という

か、沖縄県を評価している、教育委員会を評価して

いることなんですけど、離島読書活動支援事業とい

うのがあります。414ページなんですけれど、これに

ついての実績と課題を教えてください。

○山城英昭生涯学習振興課長 お答えいたします。

本事業は一括貸し出し、移動図書館、協力貸し出

しにより、地域離島への読書環境の提供を図る事業

でございます。平成30年度の実施状況としましては、

一括貸し出しが177件で２万5623冊、移動図書館が

24回実施して、1207名に対して9538冊、協力貸し出

しが221件で1077冊となっております。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。

空飛ぶ図書館ですね、私はこれ24カ所はちょっと

少ないと思うので、できれば小さな離島にはもっと

ふやして、本に触れる機会というのをふやしていた

だきたい。教育長に最後にお伺いしますけれど、沖

縄県は離島県ですので、せっかく県立図書館が旭橋

からそのまま直で行けるようになっている。離島か

ら出てきた人たちが借りる、できているのは何市町

村かあるんですけど、持って帰って自分の住んでい

るところで返却することができるというシステムが

できれば、気軽に離島の方々も図書館を楽しむこと

ができるんです。なので、返却システムというもの

を、急ぎ確立していただきたい。いかがでしょうか。

○山城英昭生涯学習振興課長 お答えいたします。

委員の御指摘のとおり、借りた図書を最寄りの市

町村立図書館に返却できる遠隔地返却サービスにつ

いては、平成29年度から４館で実施しているところ

でございます。離島を含めた他の市町村立図書館に

ついては、返却に係る市町村への負担等の課題がご

ざいますので、今後、意見交換をしながら検討して

いければと考えております。

以上です。

○狩俣信子委員長 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 こんにちは。よろしくお願いしま

す。

では、一応通告を出してありますので、それに沿っ

て質問したいと思います。まず、教育委員会からお

願いいたします。沖縄型幼児教育、先ほども質疑が

ありましたけれども、99％の執行率でございますが、

市町村立の、公立の幼稚園が認定こども園に移行し

ていると思いますけれども、公立の幼稚園が幾らあっ

て、認定こども園はこれまで何園に移行されている

のかということと、その割合は計算すればわかるこ

とですけれども、当初からどれくらい変化したのか

ということについて伺いたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 それでは、お答えします。

委員おっしゃるとおり、沖縄型幼児教育推進事業

は、平成28年度から平成30年度までの３年間実施し

ております。この期間中に公立幼稚園から認定こど

も園への移行は、平成28年度に７園、29年度は12園、

30年度は36園となっております。公立幼稚園の占め

る割合は、平成28年度は97％、平成29年度は95％、

平成30年度は83％となっております。

以上でございます。

○比嘉京子委員 おわかりでしたらと思いますけれ

ども、その公立幼稚園が認定こども園に変わって、

０歳から２歳までを受け入れている認定こども園は

あるんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 認定こども園130施設ござ

いますけども、公立から認定こども園になって０歳

から２歳児を預かっているか。たしか、預かってい

ないというふうに思います。ちょっと正確な数字は

把握しておりませんけども、130施設の認定こども園

全体で見たときの答弁でよろしいですか。

○比嘉京子委員 私が今、県内の小学校の敷地の中

にある幼稚園が認定こども園になっている状況で、

０歳から２歳を受け入れているところは多分ないの

ではないのかというふうに推察をしています。これ

は１つには、国が沖縄県の幼稚園のあり方を想定し
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て認定こども園をつくっていないというあかしです。

ここを踏まえて、私たちは幼児教育を考えないとい

けないと、私は一応ここは思っています。なぜかと

いうと、本土では、本会議でも言いましたけど、３歳

から５歳児を中心に、私立でこれまで幼稚園教育を

やってきたわけですよ。そこの中に、待機児童解消

として０歳から２歳を入れたらどうだというふうに、

量の解消のために国は考えたわけですよ。だけど、

沖縄県はそもそも歴史的にそういう、３歳から５歳

児を入れている幼稚園ではなかったわけですよ。そ

の同じ、沖縄を視野に入れた認定こども園ではない。

これは公立から認定に行った場合ですよ。そういう

ことを踏まえて、私は幼児教育を議論しないといけ

ないと思うのです。そういう意味で、先ほど亀濱委

員も言われた、言ってみれば沖縄型の幼児教育とは

何ですかというところに行き着くわけなんですよ。

その歴史的経緯が違う中で、国は沖縄を想定して認

定こども園をしたわけではないんですよ。でも、予

算的なインセンティブを与えて、そこに導いている

わけです。その状況においても、後で質疑をしたい

と思います。次に、公立認定こども園になると組織

体制はどうなるんでしょうか。公立が認定こども園

に、今、小学校の敷地内にある認定こども園ですよ。

○宇江城詮義務教育課長 公立幼稚園においては、

これまで校長先生が園長を兼ねておりました。認定

こども園になりますと、校長先生が園長ではないで

すので、専任の園長先生がおります。そういうとこ

ろが変わります。認定こども園、公私連携型の認定

こども園もございますので、その中でも、また法人

のほうが入ってきますので、そういった形で園長先

生も変わることになります。

以上です。

○比嘉京子委員 学校行事等の参加も含めてですけ

ど、幼小の連携は、これまでの公立の幼稚園と認定

こども園、特に公私連携型の認定こども園になった

場合に、どう変化しそうですか。

○宇江城詮義務教育課長 幼小接続はとても大事な

ことですので、これも組織的な連携体制も重要と考

えまして、市町村において、教育委員会と福祉部局

との連携体制が構築できるような仕組みづくりを、

県としても推進してまいりたいと考えております。

小学校と、公私連携の認定こども園が、これまでど

おり連携をしながら一緒にやっていけるように努め

ていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 それでも、私が、私はこういう連

携はとりませんといった場合に、歯どめはかけられ

ないわけです。ですから今、沖縄県は私たちが持っ

ていたすごくいい財産をなげうっているんです。そ

こを、私は問題意識を持って考えていかないといけ

ないということを、ぜひ提言したいと思います。そ

れで、認定こども園に対する教育長の見解、また、

教育委員会の見解を伺いたいと思います。

○平敷昭人教育長 認定こども園、公立幼稚園から

認定こども園に移行してきているという実態がござ

います。これにつきましては、各市町村のほうで、

延長保育とかそういう部分の対応という、ニーズへ

の対応。先ほど委員からもあった、財政的な話もご

ざいましたけれども、さまざまな要因を踏まえて、

市町村のほうで認定こども園への移行が進んでいる

のかなと思っております。そういう意味で、先ほど

来、御指摘のあります幼稚園と小学校との連携とい

う意味で、これまでは校長先生と園長先生が同一だっ

たというのが、人格も変わってきますし、そういう

意味で、また、法人が入ってくると、指定管理的な

部分になると連携にいろいろ課題が出てくる部分も

出てくる可能性もありますので、市町村によって体

制は違うんですけども、幼小接続のものについては、

幼児教育センターというものも次年度から考えてお

りますけれども、カリキュラムの策定であったり、

また、幼稚園、こども園、保育所という形で通して、

幼稚園教諭の保育士の資質向上、教育の質の確保と

いう意味で取り組みを行ってまいりたいと。大きな

流れで、こども園への移行というのが進んでいる中

で、教育委員会、福祉部連携して取り組んでまいり

たいと思っております。

○比嘉京子委員 よろしくお願いしたいと思います。

それで、今392ページの主要施策を聞いているわけ

ですけれども、この事業以降のと、先ほど亀濱委員

も聞かれたんですけれど、ことしの事業はどういう

ふうに移行されているんですか。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

沖縄型幼児教育推進事業というのは、平成30年度

で終了いたしました。今年度から、幼児教育連携体

制推進事業ということを始めております。

幼児教育連携体制推進事業の目的につきましては、

黄金っ子応援プランの中で提言している沖縄型幼児

教育を推進していくために、幼小接続アドバイザー

を市町村全体に配置し、公立幼稚園を所管する市町

村教育委員会と保育所、認定こども園等を所管する

市町村保育主管課との連携体制を構築することで、

幼児教育の充実と、小学校教育の円滑な接続に向け

た取り組みの推進を図ることを目的にしております。

以上です。

○比嘉京子委員 では、来年の４月からの幼児教育
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センターについて、期待をしております。

では、次に、子ども生活福祉部についてお伺いし

ます。主要施策の72ページ、73ページにおける待機

児童解消のための支援ですけれども、まず、それぞ

れに課題を出しておられますけれども、それらの課

題について、両施策について伺います。

○久貝仁子育て支援課長 待機児童の解消に向けて、

保育所整備、さまざまな事業を展開しておりますけ

ども、その課題については、まず、保育士の受け皿

の確保、保育士の確保、地域別・年齢別ニーズのミ

スマッチ、さらには、市町村の財政的負担、こういっ

た課題が上げられます。

○比嘉京子委員 72ページのほうの課題に、ミスマッ

チという言葉が課題の一つに上げられています。よ

く使われているんですけれど、そのミスマッチとい

うことを、県はどういう認識をされているんでしょ

うか。

○久貝仁子育て支援課長 これは定員割れとも関連

するわけですけども、地域別であったり、年齢別で

あったりのミスマッチです。

○比嘉京子委員 せんだっての本会議で、定員割れ

が3235名でしょうか、認可であると。公立ではとい

うと、1134名いると。両方合わせると4369名の定員

割れがあるわけです。これは、弾力化は入っていな

いわけですよ。弾力的に入れようと思ったら、もっ

と入るわけなんです。そのことを考えると、ミスマッ

チという言葉一つで片づけてはいけないのではない

かと。市町村にもっと、例えば人口動態であるとか、

ニーズ調査であるとか、もっと精度を高めて市町村

から出していかないと、どんどん保育園をつくって

いくということをしていていいのかと。今、公立の

認可園は、先ほど、正規雇用率が５割を切っている

というお話がありましたけれども、公務員の保育士

を１人募集するのに50人集まってくるんですよ。つ

い最近。そういうことをやっていながら、採ってい

ないんですよ。それでもなおかつ、保育園をつくり

つづけているんですよ。そこをミスマッチという言

葉一つでやっちゃうと、いけないのではないかと。

私は、市町村にもっと厳しく正確な数字を出させる

べきだと思うんですが、いかがですか。

○久貝仁子育て支援課長 確かに、せっかくの箱が

あるにもかかわらず、そういったミスマッチがある

というのは大変、県としても重要な課題と思ってい

ます。今、県では第２期計画の策定準備をしており

ますけども、市町村ではこの計画の策定に当たりま

して、地理的な条件、人口、交通事情、その他の社

会的条件、例えば大きなマンションができたりとか、

そういったさまざまな条件、現在の教育・保育の利

用状況等を勘案して、保育の量の地域別、年齢別も

含めた見込みを算出しているところです。こういっ

たことを、あと、保育の無償化もございますけども、

そういったニーズも踏まえた上で、新しい計画の中

に、こういったミスマッチが極力起こらないような

保育の定員の確保を目指していきたいというふうに

考えております。

○比嘉京子委員 既存の保育園が定員割れの中で、

公立はもっといきますよ、どんな形であっても。倒

れていく可能性だって十分考えられるわけですよ。

その責任は誰がとるんですかということになりかね

ないんです。そういうことを含めますと、今、市町

村で子ども・子育て会議等が行われていますね、新

しい計画のために。かなり私は、これは具体的な議

論がなされていないように聞こえてきます。そのこ

とも踏まえて、私は厳正な、または精度の高いニー

ズを出してくるようにということを、県が主導を持っ

て言わないといけないというふうに申し上げておき

たいと思います。

次に行きます。認定こども園の施設整備事業とし

て、74ページ。認定こども園に対する部の考え方を

伺います。

○久貝仁子育て支援課長 認定こども園は保護者の

就労の有無にかかわらず、利用することができます。

また、過疎地域においては、幼稚園、保育所を単独

で設置することが困難である場合の集団保育ができ

るというメリットがあります。各市町村においては、

ニーズ調査や地域の実情等を踏まえて策定した市町

村の子ども・子育て支援事業計画に基づき、教育・

保育施設の整備等に取り組んでいるところでありま

す。

○比嘉京子委員 では、平成26年度から継続事業を

している平成30年度までの年齢別児童数、特に年齢

別の児童数と１号、２号、３号認定についてお伺い

します。

○久貝仁子育て支援課長 直近の、平成30年度の統

計で回答いたします。認定こども園の年齢別児童数

についてはゼロ歳児が384名、１歳児が721名、２歳

児が920名、３歳児が1509名、４歳児以上が4581名と

なっております。また、認可定員数については、１号

については2383名、２号が4946名、３号が2220名と

なっております。

○比嘉京子委員 では、次に、課題解決に向け、国

に事務負担の軽減を要望していると。国の二元化に

対する事務手続の煩雑さ、それについて要望してい

るというふうに課題に書いてあるんですけど、どん
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なふうな国の対応でしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 認定こども園施設整備事

業については、幼稚園部分と保育所部分の整備補助

分があります。文部科学省と厚生労働省に分かれて

います。両方の整備計画の事前協議、交付決定や実

績報告の作成などに事務負担があるということが課

題になっていました。これに対しては、九州知事会

や、全国知事会を通して、窓口の一本化について要

望しております。現在、国においては、整備計画の

協議書、これは別々だった協議書を一本化して、受

け付けの時期、これは協議書提出の期限であるとか、

内示の時期であるとか、そういった受け付けの時期

を統一されています。一定程度、事務負担の軽減は

図られているところです。

○比嘉京子委員 認定こども園の許認可を与えてい

る部に確認ですけれども、黄金っ子応援プランの

25ページから27ページ、認定こども園に認可を与え

るときの考え方というのが出されているんですね。

先ほど、キャパがありながら、それだけ認可を与え

ていくのかという、私、質問をしたところなんです

けれども、ここの中には、それの需給バランスをよ

く見るようにと書いてあるわけですが、皆さんこれ

を十分承知の上でやっていると理解してよろしいで

すか。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど、年齢別の数字、

認可定員数、それぞれ述べました。これについても

１号、２号、３号それぞれ、あと年齢別含めて計画

をつくる予定になっています。市町村のさまざまな

地域の実情だとかありますけども、県も市町村に投

げているわけではなくて、常時ヒアリングを行って

いますし、実際に市町村の現場を訪れて、一緒になっ

て計画づくりに努めています。きちんとした数字を

出すためにも、今後も連携してやっていきたいとい

うふうに思います。

○比嘉京子委員 では、３番目の保育士の対策総合

支援事業についてお聞きします。この一つでありま

すけど、支援事業の実績について、先ほど、あれは

保育士試験の問題でしたけれど、これは資金の問題

なのでよろしくお願いします。

○久貝仁子育て支援課長 保育士資格取得支援事業

ですけれども、これは、幼稚園教諭免許状を有する

者の保育士資格取得支援事業として実施しています。

実績としましては、平成27年度から30年度までに37名

の実施計画を承認しており、そのうち14名へ補助を

行っております。実績は少ないんですけども、申請

期限については要綱上定められておりませんので、

年度を越えても引き続き呼びかけを行って、事業の

実施に取り組んでいきたいというふうに考えていま

す。

○比嘉京子委員 ２番目に、保育士修学資金等の貸

し付けといいましょうか、その事業についてお伺い

します。

○久貝仁子育て支援課長 保育士修学資金等貸付事

業です。大変ニーズの高い事業です。実績を述べま

すと、平成27年度は貸し付け決定人数は106人、平成

28年度は129人、平成29年度は144人、平成30年度は

160人ということで、着々とニーズはふえております。

○比嘉京子委員 その方たちはもう既に短大ならば

卒業していると思うんですけれども、保育士になっ

ているという実績はどうですか。

○久貝仁子育て支援課長 実際の現場への就労とい

うのは、フォローアップは大変大事だと思います。

先ほど、平成27年度は106人の決定と言いました。こ

の106人のうち、98人が保育士として就労しています。

あと、平成28年度から30年度までの決定者について

は、現在も在学中の方もいますので、正確な人数に

ついては把握をしておりません。

○比嘉京子委員 先ほどから、午前中から、新垣委

員も質疑がありましたけれども、保育士確保のため

に今のような支援も大事だけれど、根本的な問題は

国にあるんだと私は思っているんですが、保育士確

保の条件整備というのは、どういうことが必要でしょ

うか。

○久貝仁子育て支援課長 保育士の確保に当たって

は、まず給与等の処遇改善も大事です。あと、適切

な人的配置、労働環境の改善ですね。こういったこ

とで、職場としての魅力を高めるといいますか、や

りがいを感じる、施設に愛着を持つというふうなこ

とが大事だと思います。このため、県では独自事業

として、正規雇用化事業、一括交付金を使った年休、

休憩取得と、さまざまな事業を展開しております。

この給与については、これはもう全国的な課題です。

県は九州各県主管部長会議などを通して、現行の職

員配置基準より多くの保育士を配置した場合の新た

な加算制度の創設であるとか、全国知事会において

も保育士の処遇改善について要望をしているところ

です。ただ、午前中の新垣新委員にも述べましたけ

ども、こういった保育現場の抱える課題は、いつで

も確認しながら、処遇改善の参考になる施設、市町

村の取り組み、他県の状況も含めて情報収集を行っ

て、できることがあるかということを引き続き検討

していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 今、県の問題ではないと、私申し

上げたのですが、国にずっと九州担当者会議で言っ
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ているという答弁を何度ももらっているんですが、

国の対応はどうなんですか。

○久貝仁子育て支援課長 保育士の給与については

公定価格で年々向上しています。ことしも１％のアッ

プが図られています。国としても、地方の声を聞い

て、できるところから対応しているというふうには

認識しております。ただ、まだまだ足りないという

現場の声は、これも承知しています。

○比嘉京子委員 ちょっと待ってほしいと思います。

人的配置が現状に合っていない。時間が８時間労働

分しか来ていない。でも、11時間開所しろと言う。

そういう現場に合わない人的配置をした、その国が

決めた人的配置の分しかお金は来ていないわけなん

ですよ。だから、総理が、３万円アップしました、

４万円アップしたって、全員に来ていないんですよ。

それを1.5倍や２倍で分けているわけです。だから手

元に来ないんですよ。そのことがどれだけ国がわかっ

ているのかと思うんですけど、どうですか。伝わっ

ていますか。

○久貝仁子育て支援課長 保育士の配置についても、

例えば１歳児については６対１ですけども、これを

４対１とか、そういった形で保育士の負担軽減を図

るように、具体的に国に要望しているところです。

○比嘉京子委員 では、最後に、性暴力の被害者支

援事業について、ページ113、114についてお聞きし

ます。ことしの８月に開所いたしました。大変喜ば

しいと思っております。四、五年の経過を経ての開

所です。さて、今後どのような課題があるのでしょ

うか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたしま

す。

性暴力被害者ワンストップ支援センターが、病院

拠点型へ移行したことによりまして、性暴力被害者

の方に対し、被害直後から医療的な支援を含めまし

た総合的な支援を迅速に提供することで、被害者の

方の心身の負担軽減が図られていくものと考えてお

ります。ですけれど、被害後はできるだけ早い段階

で、医療的支援を含めました適切な支援を受けるこ

とが重要と考えておりますことから、今後も引き続

き、性暴力被害者ワンストップ支援センターの周知、

広報カードを活用した周知等の広報活動の強化を

行ってまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 終わります。ありがとうございま

す。

○狩俣信子委員長 平良昭一委員。

○平良昭一委員 子ども生活福祉部から、主要施策

の成果に関する報告書の77から82ページ。

先ほどの保育士確保対策事業についてであります

けど、無償化が進んでいく中で、保育士の処遇に対

する具体的な政策が余り見えてこないような感じが

しますけど、先ほどの労働環境の問題等もいろいろ

ありますけど、職員のね、その辺を含めて、具体的

な対策をどう行ってきたか。

○久貝仁子育て支援課長 保育士確保ということで

よろしいですか。

○平良昭一委員 確保だけじゃないさ。労働環境の

問題とか、処遇も含めてるんだよ。

○久貝仁子育て支援課長 処遇改善も含めてだと思

いますけども、保育士処遇改善については、毎年、

公定価格の改定が行われています。平成20年度から

30年度まで12％の改善が図られ、今年度さらに１％

の上乗せを行う予定です。また、平成29年度から技

能経験に応じて月額5000円以上４万円以下の処遇改

善を実施しています。さらに、県独自の施策として

保育士の正規雇用化事業、あと一括交付金を活用し

た年休取得、休憩取得、産休取得など、さまざまな

事業において支援し保育士の処遇改善に努めている

ところです。

○平良昭一委員 77から82ページというのは、全て

にかかわる問題ですよね、ページ数の。いわゆる労

働環境というのは、採用された職員の問題ですよ、

私が聞きたいのは。無償化というのは、保護者に対

する、子供たちに対するものかもしれませんけど、

この労働環境に対するものは、今、悪化してしよう

がないという現場からの意見があるんですよ。そう

いう中での問題提起を含めて、どういう努力をして

きたんですかということを聞きたいんです。

○久貝仁子育て支援課長 保育士の、まず離職する

理由としては、処遇もそうなんですけども、一番高

いのは時間外の勤務が長いとか、休みがとれない、

家庭との両立ができないといった労働環境に関する

もの、あと、人間関係といったものがございます。

そのため、県では、休憩がとりやすい、年休がとり

やすい、そういった事業をやろうということで、一

括交付金を使って、先ほどの年休取得、休憩取得、

また産休取得、そういったものを取り組んで休みが

とりやすい休憩がとりやすい労働環境の整備に努め

ているところです。

○平良昭一委員 やっぱり、いろいろ精神的な負担

があるわけですよ。いわゆる、これから無償化に向

けてやる対策の中で、給食費は保育園で取りなさい

と。これも、もう職員が取るわけですよね。同時に、

人間関係が悪くなる。これは大変危惧されるところ

なんですよ。そういう面を含めて、皆さんのほうで
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アクションを起こして、国を動かすような予算獲得

の方法もしないといけないと思いますよ。いかがで

すか。

○久貝仁子育て支援課長 今の質問は、無償化に係

る保育士の負担の話だと思います。実際、保育士の

処遇が悪化しているという声は聞いておりませんけ

ども、今回の無償化に伴って、施設がこれまでの主

食費に加えて副食費の徴収をする事務が出てまいり

ます。これらのことによって、現金を持つというこ

との不安、あと、保護者からの不払い時の対応、こ

ういったことに不安があるという声は聞いておりま

す。

○平良昭一委員 給与の問題もあると思うんですよ。

その給与の問題を含めながら聞きますけど、以前に

も聞きましたけど、企業主導型保育施設。これは２月

の議会の中で、県内に54カ所あると言っていますけ

ど、今はどうなっていますか。

○久貝仁子育て支援課長 企業主導型保育施設です

が、平成31年４月１日現在で58施設、入所児童数は

1117名となっております。

○平良昭一委員 いわゆる認可、認可外の中から、

こういうところで引き抜きが始まっているんですよ

ね。そういう条件等の苦慮もしないといけないです

よということの中で、かかわりますよと。幾ら内閣

府の予算の、総務省の予算の中であっても、これま

で皆さんのつくり上げてきた基礎的な部分が崩れる

という心配もあるわけですよ。そこをしっかりして

ほしいということは、ずっと前から言いましたよ。

それに対して、国のほうでも問題提起をされたよう

なこともございましたけども、これに対して皆さん

が対応してきたことはどういうことがありますか。

○久貝仁子育て支援課長 企業主導型保育施設の問

題は、さまざまな問題が検討委員会の中からも指摘

されています。その中で、自治体との連携不足とい

うのが上げられています。今回、３月の検討委員会

の報告書によりますと、まず、従業員枠については

利用者意向調査を求めるとともに、地域枠について

も保育需要を自治体から確認するというふうなこと

が方針としてあります。現在、国においては新たな

ルールづくりといいますか、ほかにもいろいろ提言

がございますけども、細かなルールづくりに取り組

んでいるところですので、県としてもこういったと

ころは動向を見守っていきたい。地域主導型保育施

設からのさまざまな声については、県は直接の窓口

ではありませんが、可能な限り拾っているつもりで

す。課題があれば、実際、この企業主導型の現場に

行って監査もします。これは認可外施設の一つとし

てですけども。必要とあれば、国の育成協会の職員

も同行して監査をするなど、企業主導型の質の確保、

課題に向けて、県も監査の中で取り組んでいるとい

うことでございます。

○平良昭一委員 先ほどの中で、公立の職員の正規

が５割しかいないという中で、これは、企業主導型

はあくまでも認可外保育園扱いですからどうなるか

わかりませんけれども、国からの職員配置の基準は

どうなっているのか。これは本来一緒になるべきも

のだと私は思っていますけど、どうですかこの３つ。

○久貝仁子育て支援課長 企業主導型は、定員が20名

の場合は、保育士は50％いればいいというふうな基

準になっています。ただ、先ほどの検討委員会の報

告会の見直しの中では、75％以上に引き上げようと

いうふうな方針も出されているところです。

○平良昭一委員 その引き上げに関して、皆さんは

認可外だということの扱い、いわゆる認可以外のも

指導しないといけない立場であるわけ。同じように、

私はやらないといけないと思いますよ。これは保育

の低下につながるんですよ、どうしても。全体的な

ものを見てバランスを考えないと、幾ら総務省の予

算だからということで、それが勝手に進んでいいよ

ということにはならないと思う。その辺に、この３つ

の立場の違うような状況がある中で、どう捉えてい

くかということを聞かせてください。

○久貝仁子育て支援課長 企業指導型は他の認可外

と比べて、国の補助を受けて運営をしているという

意味では、他の認可外とはちょっと色合いが違うと

思います。ただ、法律上、認可外保育施設の一つに

なっておりますので、県は年１回の指導監査、立入

調査をします。県のほうでは、どちらかというと環

境面の監査を中心にやっております。もともとは国

の補助を受けて建てられていますので、他の認可外

と比べるとかなり優遇された施設ではあると思いま

す。ただ、同じ認可外として質の確保というのは大

事ですので、他の認可外と同じように、問題があれ

ば厳しく指導していきたいと思います。

○平良昭一委員 優遇されてきたということだけで

済ませたけど、とにかく皆さんがしっかり積み上げ

てきたものが台なしになることだけは避けていただ

きたい。そういう要望をしながら、またこれは今後

とも議論しないといけない問題だと思います。

次に移りますけど、120ページの戦没者の遺骨収集

事業に関してですけど、このＤＮＡ鑑定の方法をい

ま一度教えていただきたい。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

戦没者遺骨のＤＮＡ鑑定につきましては、国にお
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きまして平成15年度より実施されております。平成

29年度からは、鑑定の対象が従来の歯に加えて、手

足の骨など四肢骨まで拡大されております。ことし

の８月でありますけれども、国の戦没者の遺骨収集

の推進に関する検討会議がございます。これを取り

まとめた中間報告では、ＤＮＡ抽出の可能性を高め

るため、頭蓋骨も鑑定の対象とすることが望ましい

との提言がなされており、それを受けまして、厚生

労働省において鑑定部位の拡大について見直しの検

討がなされました。それで、昨日10月16日に、今後

は頭蓋骨についても対象としていく旨の方針が示さ

れたところであります。

以上です。

○平良昭一委員 いわゆるフィリピン、南洋、先般、

慰霊祭に行ってまいりましたけど、そこではまだ遺

骨の収集が行われている最中なんですよ。そのまま

頭蓋骨も出てくるわけですよね。これが沖縄の方と

いう可能性が十分にあるということを聞かされまし

た。今後、県としては、そういう対応をどう行って

いくのか。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。

委員おっしゃるとおり、海外で沖縄の出身の方が

多く亡くなっております。国によりますと、国の事

業になるわけではありますけども、海外における遺

骨収集では、収骨した遺骨のうち先ほど従前の部位

であります歯と四肢骨については、ＤＮＡ鑑定のた

めの検体として、焼骨せずに焼かずにそのまま日本

へ持ち帰り専門機関において鑑定を行い、それ以外

の遺骨については、現地で焼いた上で持ち帰ってい

たところであります。それが、ことしの８月に、先

ほど申し上げました国の検討会が取りまとめた中間

報告では、海外で収骨された遺骨についても、全て

の部位を持ち帰って、これは沖縄県内で収集された

遺骨と同じ方法でありますけども、ＤＮＡ抽出後に

焼骨、焼くことが望ましいとの提言がなされました。

これを受けて、厚生労働省において、現地における

焼骨について見直しの検討がなされているところで

あります。

○平良昭一委員 これから見つかった国外、要する

にフィリピン、サイパン、テニアンとか南洋ありま

すよね。そこで見つかったものはそのまま持ち帰っ

てきてＤＮＡ鑑定をすると言いますけど、これまで

沖縄県にあるものの中で、そういう頭蓋骨が対象に

なるものもあるんじゃないですか、まだ。

○宮城和一郎保護・援護課長 厚生労働省は従来、

県内で収骨された骨については、その骨が見つかっ

た場所、何らか骨を特定するような遺留品があると

か、そういった限定的にやっていたんですけども、

現在はそういう制限なしに、遺骨―ただ、全て状態

が非常に悪いので全てがＤＮＡを抽出できるという

ものではないので、その中でＤＮＡが抽出可能なも

のについては、現在、厚生労働省としては、頭蓋骨

を含めＤＮＡ鑑定の対象にするということで取り組

んでおります。

○平良昭一委員 大体わかりましたけど、担当部署

としてお聞きしたいと思いますけど。慰霊祭が７月

にフィリピン、８月にサイパンでありました。今度、

それが遺族会が中心で、募集型の墓参団は最後にな

るという言い方をされていたんですけど、担当部と

してそれに対しては今後どういう対応をしていきた

いと思いますか。

○宮城和一郎保護・援護課長 これまで長きにわ

たって、そういった帰還者会とか、ダバオの会の皆

さんの御努力でこれだけ大きな慰霊事業が実施され

てきたわけであります。今後、県といたしましては、

こういった尽力された方々の御意見を伺いながら、

海外だけではないですが、県内も含めて、沖縄戦を

次世代にどういうふうに継承していくかというのが

大きな課題であると考えておりますので、次世代の

継承に焦点を当てながら、海外の慰霊のあり方につ

いても検討してまいりたいと思っております。

以上です。

○平良昭一委員 教育委員会のほうに移らせていた

だきます。

390ページの琉球王国外交文書等の編集刊行及びデ

ジタル化事業とありますけど、具体的に教えていた

だきたい。

○濱口寿夫文化財課長 お答えします。

まず、歴代宝案というものですけども、これは15世

紀から19世紀にかけての444年間にわたる、琉球王国

の外交資料です。これがあると、その当時の王国の

活動がわかるだけじゃなくて、東南アジア諸国の活

動の一部もわかります。物すごく重要な資料です。

ですが、残念ながら原本は沖縄戦等で焼失してしま

いました。ただ、この原本が焼失する前に、原本か

ら写本、つまり書き写したものであるとか、あるい

は鎌倉芳太郎先生とかが写真を撮ったものがありま

す。これらのものは全て断片的なんですけども、国

内外の図書館や博物館等に保管されております。そ

こで本事業では、現存する資料を可能な限り突き合

わせて、歴代宝案の復元を行う、これが中心です。

あとは、これにあわせて関連する資料の刊行を行っ

ております。現在のところ、歴代宝案の本体に関し

ましては漢文ですね、もともと全部漢文なものです
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から、漢文版の校訂本というものは15冊全て刊行は

終わっております。それから、これを日本語に読み

下した訳注本というのは15冊中の、あと３冊を残す

のみとなっております。今後は歴代宝案と関連事業

のデジタル化というのも今進めておりますので、令

和３年度にこれらのデジタル画像をインターネット

上で公開すると、このような事業内容になっており

ます。

○平良昭一委員 歴代宝案、これは非常に大事なも

のだと。いわゆる、これも一つの冊子の事業に入っ

ているわけですよね。読ませていただきましたけど、

これは大変すばらしいなと思って、いろいろ読んで

みますと、教育現場でこれは活用できないですか。

そういう方法はないですか。

○濱口寿夫文化財課長 お答えします。

今褒めていただきましたけど、歴代宝案は大変す

ばらしい資料であると自負しておりますが、ただ、

いかんせん内容がかなり専門的でありまして、今ま

で歴代宝案を刊行するたびに、県内の各学校、それ

から公共図書館等に寄贈して、県民の皆さんの手の

届くところには置かれております。それから今、委

員がお持ちになっていた歴代宝案のしおりですね。

そういう簡単な概略を説明する冊子も発行して、何

とか皆さんに使っていただきたいと思っているとこ

ろですが、なかなかそれだけでは普及が十分にいか

ないという課題があります。そこで、近年では、県

立の総合教育センターというのがありますが、そこ

で先生方対象の研修会で、歴代宝案を活用した授業

を提案させていただいたりとか、あとは、公文書館

や県立図書館、それから県庁の県民ホール等でパネ

ル展を行ったり、いろんな方法で普及に努めている

というところであります。

○平良昭一委員 これは琉球の歴史が一目瞭然だな

と思って。また、1424年から1867年までの444年間の

公的な資料ですよね。これは世界的にもまれである

というふうに評価はされているわけですよ。これを

生かさない手はないですよ。ぜひ教育長、これをもっ

ともっと教育現場に広めていって、沖縄に住んでい

ることが誇りになるというようなことを、これが十

分伝えられると思う。どうでしょうかね、これ。

○平敷昭人教育長 お答えします。

委員御指摘のとおり、この歴代宝案、琉球王国と

中国、また、東南アジア諸国との文書のやりとり、

外交文書の収集、保管したもの、これが散逸したも

のを今復元しているわけなんですけども、内容自体

は原資料ですので、その原資料をもとにして当時の

歴史的な背景とか、いろんな研究の基礎にもなると

思いますけども。これを教育の現場で、授業の中で

どのように使うかというのは、せっかくでき上がっ

た資料を生かせるように、今、文化財課のほうで、

いろいろパネル展をやったり、いろいろやっている

んですけども、また、授業案の提案という形で教育

センターのほうでやっているわけなんですけども。

そういった取り組みの中で、学校の授業でどのよう

に取り組んでいけるか。学校の授業も時数がかなり

限られている中で、歴史教育というか、社会科的な

ものの中でどのように取り入れていけるかは、引き

続き取り組んでまいりたいと思っております。

○平良昭一委員 わかりました。

ぜひ取り入れていただきたいなということを要望

しておきたいと思っています。

これは沖縄県内部の問題でありますけど、次に、

420ページの国際性に富む人材育成留学事業ですけ

ど、派遣時までの英語力の取得が課題だというふう

に言われていますけど、それに対して、どういう状

況になっているのかお聞かせ願います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。

本事業では、国際社会で主体的に活躍できる人材

の育成を目指して、高校生85名を米国、欧州、アジ

ア、南米諸国へ１年間派遣している事業であります。

１年間の留学に当たり、一定の英語力が求められて

おり、派遣国ごとに英語力の基準が設けられており

ます。したがって、応募者は英語の試験を受験し、

その点数が希望国の基準に達することが出願の要件

となります。状況としましては、平成30年度は195名

の応募者のうち、希望国の基準を満たすことができ

ずエントリーに至らなかった生徒が25名、約12％が

エントリーできずにいる状況です。

○平良昭一委員 非常に気になる事業、耳に挟んだ

んですけど。これ、沖縄県全域から募集されている

かということを耳に挟んだことがあるんですよ。一

部の地域からじゃないかということも聞かされたも

んですから、こういう平等性はちゃんと、しっかり

していますよねということ。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。

これにつきましても、県全域から募集をかけてお

ります。

○平良昭一委員 わかりました。

同じ教育にかかわる問題でありますので、知事の

公約でもあります中高校生のバス無料化について。

委員会の中でもいろいろありましたけど、来年度か

らいろいろ実施に向けて動きたいというようなこと

がありましたけど、どのような状況でございますか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
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中高生のバス通学無料化につきましては、現在議

会でも教育長が答弁いたしておりますが、実地調査

を行っているところでございます。この実地調査に

つきましては、10月末あたりで集計をいたしまして、

12月あたりには目に見える形になるかというふうに

考えております。その調査を踏まえて、持続可能な

支援のあり方を検討いたしまして、次年度も含めて

できる限り早期に実施したいというようなことで取

り組んでいるところです。予算につきましても、次

年度の予算に織り込めるよう、作業を急いでいると

ころでございます。

以上でございます。

○平良昭一委員 それにかかわるからちょっと聞き

たいんですけど、高校生を無償化にするというのが

県の姿勢であることは評価します。以前にも聞きま

したけど、小学校、中学校の義務教育の中でまだス

クールバスでお金を払ってやっているところがある

と。前回、１市１町２村の４団体ですかね。そうい

う地域が高校生は県の姿勢として無償化にしますと

している中で、義務教育に当たっているところが、

スクールバスにお金を出して学校に行くという、私

はアンバランスな現象が出てこないかなと心配する

んです。その辺を議論したときに、これはいわゆる

交付税の算定基準のものになるから、これは各市町

村単位の中で考えるべきだという答弁だったんです

よ。しかし、現実的に高校生を無償化にしようと動

いている中で、小中学生がスクールバスにお金を出

して乗るというのは、私はちょっとおかしいなと思

うんですよ。その辺もう一度議論したいと思います。

○横田昭彦教育支援課長 お答えします。

前年度の議会でしょうか、そういう議論があった

ということを聞いております。小中学校におきまし

ては、基本的に通える範囲で学校が設置をされてお

ります。統廃合により、通学が困難となることが生

じた場合は、スクールバス等を配置して、通学に備

えるという事業がございます。県立高校の場合には

ですね、校区が今、全県校区というのがございまし

て、通学が非常に困難な子供たちがいるということ

と、小中学校と違いまして徒歩で歩いて行ける学校

が限られるということで。バス通学の費用負担につ

きましては、小中学校ではなかなかなかった負担な

んですけど、これが高校生に上がるといきなりバス

負担が。これは県の調査によりますと、３万円以上

も出している子供がいるということがわかりました

ので、これはどうにかしないといけないということ

で、教育委員会のほうで事業化を進めているところ

でございます。

○平良昭一委員 県議会でも高校への出前講座をこ

としは３回やっているらしいですよ。その中でやっ

ぱり高校生から出てくるのは、バス料金のことなん

ですよ。今言っているのはわかりますよ。しかし、

これだけ無償にするということであれば、義務教育

も当然、無償であるべき。これは合併とかいう問題

じゃないんです。歩いて行ける距離だというのが学

校であれば、小中学校の範囲であれば、なぜスクー

ルバスに乗って行かないといけないのか。その理由

を聞かせてください。

○平敷昭人教育長 小学校、中学校の遠距離通学に

つきましては、統廃合を契機として遠距離になる場

合もありますし、もともと地理的な関係から遠距離

通学というのもございます。例えば、南部の市町村

で合併してしまいましたけど、距離的には近いんで

すけど、高低差が物すごくあって、ぐるっと回って

行かないといけないような場所もあります。そうい

うことで、もともとスクールバスがあると。それに

ついては、私の記憶では、普通交付税のほうでスクー

ルバスを持っていれば、その台数に応じて一定の金

額が、需要額というか、基礎数値に参入されて配慮

される、上乗せされるというふうな仕組みになって

いるかと思います。それを踏まえて、市町村によっ

ては、無料のところと有償、一部経費を負担しても

らっているところがあるというふうに聞いておりま

す。それについて、私どものほうで、これは無償化

すべきだという指導ができるのかどうかというのは、

またいろいろあります。これは市町村のいろんな判

断を踏まえてのことだと思いますが、交付税上の算

定というのは、あくまで標準的な経費という形でやっ

ていますので、あとは、周辺の、他の同様の市町村

の状況を踏まえて、取る場合は議会で条例とか恐ら

く制定していると思いますので、その辺でしっかり

議論されて必要な見直しを行うなら、見直すという

のを自治体としてやっていただくのが大事かなと

思っております。

○平良昭一委員 来年度から予算もかけて高校生を

無償にするというようなことを県がやるわけですよ。

やっぱり、県の姿勢を市町村は見本にしないといけ

ないと思うんですよ。そういう意味では、皆さんの

しっかりした姿勢があれば、それは条例改正を各市

町村団体でやると思います。多いところは月1500円

ですよ、１人、小学生。子供が３名いる親御さんも

いました。4500円出るわけですよ。これこそ子供を

教育するのに金がかかるということで、義務教育の

ところが月に4500円も出るというのは、これはちょっ

と、私はおかしいなと思うんですよ。その辺も指導
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的な立場の中で、県はあるべきだと思います。これ

はまた、これからの皆さんの課題にもなると思いま

すので、その辺でおさめておきたいと思っています。

最後に、ちょっと戻りますけど、98ページのひと

り親家庭の自立支援の件でマザーズスクエア、非常

にこれは評価していますけど、４市で同様の事業を

していると。これは県が出しているわけでもないし、

今後もっと広げたいという意向はありましたけど、

県の改めての考え方を聞きたいです。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたし

ます。

ゆいはぁと事業につきましては、ひとり親家庭が

地域の中で自立した生活を営むことを目的として、

一括交付金を活用して北部、中部、南部の３圏域で

生活支援、それから就労支援、子育て支援、子ども

への学習支援等を実施しているところでございます。

児童福祉法によりますと、母子保護の実施について

は県、市、福祉事務所を設置する町村が実施すると

いう役割分担が明記されてございます。それに基づ

き、現在うるま市、糸満市、宜野湾市、それから石

垣市の４市で一括交付金を活用して、ひとり親家庭

の生活支援を行う同様の事業を実施しているという

ところでございます。県といたしましては、市以外

の町村部分におきまして、３拠点、北部、中部、南

部の支援の充実を図るとともに、引き続き事業の充

実に向けて取り組んでまいりたいというふうに考え

ております。

○平良昭一委員 前回も聞きましたけど、いわゆる

国の10年間というものの区切りがあるといっていま

して、それで九州の各県の中でもこれを継続してい

きたい、話題にしていきたいということでありまし

たけど、その辺どう進んでいますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 この事業は一

括交付金を活用して実施しているところでございま

す。結構、全国的にも評判がよくて、かなり視察団

が頻繁に訪れているような状況でございます。その

辺も踏まえまして、九州知事会、それから全国知事

会のほうから要望を、全国民にしてくれということ

で要望を実施しているところでございます。今後も

引き続き各市町村の取り組み状況も踏まえながら、

要望を続けていきたいというふうに考えておる次第

でございます。

○狩俣信子委員長 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 休憩を返上して、最後の一人です

ので、よろしくお願いします。

通告している順を追って質疑をしたいと思います。

子ども生活福祉部のほうから質疑をします。

初めに、成果に関する報告書をもとに質疑します。

59ページに、地域福祉推進事業費、そのウで、外国

人介護士候補受入施設学習支援事業があります。こ

の外国人介護人材受け入れについては幾つかあるか

と思っておりまして、その事業について御説明をお

願いします。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

外国人人材の受け入れ制度につきましては、現在

４つの制度がございます。１つ目は、先ほど次呂久

委員の御質問にお答えした部分でございますけども、

ＥＰＡに基づきまして入国をしているものでござい

ます。介護施設等で就労をしながら介護福祉士資格

の取得を目指すものとしての受け入れとなっており

まして、資格を取得しましたら、永続的な就労が可

能となるものとなっております。２つ目のほうが、

出入国管理及び難民認定法で規定します介護の在留

資格取得による受け入れでございまして、介護福祉

士養成施設を卒業しまして、介護福祉士の資格を取

得しました外国人に与えられます在留資格となって

おります。資格を取得した後には、永続的な就労が

可能となっております。３つ目のほうが、外国人技

能実習制度による受け入れでございまして、就労自

体が目的ではなくて、日本から諸外国への技能移転

を目的とした制度となっていまして、在留期間は最

長５年となっております。４つ目のほうは、特定技

能１号による受け入れでございまして、一定の専門

性、技能を有して、即戦力となる外国人の受け入れ

を可能とするための制度でございまして、在留期間

は最長５年となっております。

以上です。

○金城泰邦委員 この事業、実績についてどのくら

いあるのか、御説明をお願いします。

○真栄城守福祉政策課長 この４つの制度、いわゆ

る介護職員として県内のほうに入国をしている実績

でございますけれども、まず、１点目のＥＰＡに基

づく入国につきましては、外国人介護福祉士候補者

が17名、在留資格、介護で在留している者が５名、

技能実習生が８名、現在いることを確認しておりま

す。それから、４点目の特定技能１号につきまして

は、現在は沖縄にいないということでございます。

以上です。

○金城泰邦委員 今後、介護は非常に重要ですから、

受け入れもふえると思います。恐らく、技能実習に

当たるのか、別の業種だと思うんですが、外国から

受け入れた、期間が５年間あるということで、受け

入れる業者の方が、その外国人の方の環境を整備す

るということで、寮も完備して受け入れる体制を整
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える。５年を見込んでやるわけですが、途中で引き

抜きにあっていなくなるという状況も、介護とはま

た違うんですけども、そういった事例も起こってい

るんですね。今後こういった介護の事業を進めるに

当たって、そこはしっかりと注意して見ていただき

たいと思いますが、いかがですか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。

委員のおっしゃるとおりです。技能実習制度につ

きましては５年間の期間でございますけども、３年

間は実習場所が縛られるようでございますけども、

４年目、５年目には場所を選んで、他の場所で実習

を受けることもできるという制度になっているよう

でございます。そういった関係で、移るという行為

が発生している事例があるかと思います。介護につ

きましては、制度がスタートしたのが、まだ３年たっ

ておりませんので、そういう意味では、まだ４年目、

５年目に達している方がいらっしゃいませんので、

現状ではそういう事案は起こっていないと思うんで

すけども、今後、例えば制度に違反した形でトラブ

ルが発生するようなことがないように留意してまい

りたいと思っています。

○金城泰邦委員 よろしくお願いいたします。

質問変わります。65ページの地域生活支援事業で

すね。障害児等療育支援事業、この事業の中で、医

療的ケアの必要な子を受け入れる事業所はどのぐら

いあるのか教えてもらえますか。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。

障害児等療育支援事業につきましては、県の委託

を受けた支援施設等が在宅の障害児者に対して地域

巡回や家庭訪問及び外来の方法で、必要な療育指導

や、療育に関する相談支援、また、障害児を受け入

れている保育所等の職員に対して技術指導を行う事

業となっておりまして、直接支援を行う放課後デイ

サービスとは異なるものであります。ただし、障害

児等療育支援事業を実施しているのが11カ所あるん

ですけれども、そのうちの４事業所において、医療

的ケア児にも対応できる医療型障害児入所施設や放

課後等デイサービス事業所等を運営しているという

ことで、そのような医療的知見、ノウハウを提供い

ただいているところであります。

○金城泰邦委員 こういった事業を通して、医療ケ

アが必要な受け入れ事業所をぜひふやせるような取

り組みもお願いしたいと思っております。

その下の（４）の、いわゆるナカポツセンター、

これまで拡充を求めてきております。就労支援、生

活支援がある中で、皆様の所管は生活支援だと思い

ますが、この辺の拡充はどのように行われたか伺い

たいと思います。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。

障害者就業・生活支援センターにつきましては、

これまで県内各圏域ごとに、生活支援担当員２名ず

つを配置し、支援を行ってまいりましたが、登録者

数の多い南部圏域については、平成30年度から１名

を増加配置し、さらなる支援体制の拡充を図ってい

るところであります。

○金城泰邦委員 今後、さらなる拡充が求められて

いると思いますが、それについては計画があればお

願いいたします。

○大城行雄障害福祉課長 南部圏域については、登

録者数も多いということもありまして、今後センター

の追加設置等に向けて、関係部局等で取り組んでい

るということであります。

○金城泰邦委員 その下の（５）の意思疎通支援者

の養成ということで、手話通訳とかが足りないとい

うことで、関係者の方からは増員の要望が出ている

と思いますが、その辺はどうなっていますでしょう

か。

○大城行雄障害福祉課長 意思疎通支援につきまし

ては、手話通訳者、平成30年度は２名の養成で、トー

タルで81名ということですが、まだまだそういった

対応、市町村からの要望に対する対応ができていな

いということで、この人材育成については、地域生

活支援事業を活用しまして、本島、石垣、宮古島で

の手話通訳者の養成研修を通して人材育成を図って

いるところでありまして、引き続き同事業を活用し

て養成に努めてまいりたいというふうに考えていま

す。

○金城泰邦委員 これについては、なるべくボラン

ティアということではなくて、行く行くはなりわい

として成り立っていくように考えていただければな

と思います。よろしくお願いします。

ページ変わりまして、86ページの放課後児童クラ

ブへの支援。来年４月から制度改正による入所困難

な方がふえる可能性があるというふうに伺っており

ますが、これについて県の見解を伺いたいと思いま

す。

○久貝仁子育て支援課長 放課後児童クラブについ

ては、市町村条例により設備基準が定められており、

専用区画の面積は児童１人当たりおおむね1.65平方

メートル以上とされております。放課後児童健全育

成事業を実施する27市町村の状況について確認した

ところ、10市町村で経過措置を設けており、そのほ

とんどが今年度末を期限としております。経過措置

の終了に伴い、一部クラブの運営者から待機児童が
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発生するおそれがあるとの声が出ていることは承知

しています。市町村においては、まず１つ目に公的

施設を活用した施設整備、２つ目に新設クラブへの

運営費等の支援、３つ目にあきのあるクラブへの入

所調整等を行っているところです。

○金城泰邦委員 制度改正による入所待機者につい

ては、対応ができる、カバーできるというふうに考

えていらっしゃいますか。

○久貝仁子育て支援課長 先ほど３つほど取り組み

をお話ししましたけれども、１つ目の公的施設を活

用した施設整備、これは県のほうで今やっておりま

すけれども、今年度から１支援単位を２支援単位と

いう形で、より量の確保ができるようにということ

でやっています。現在、浦添のほうでも沢岻小学校、

前田小学校、牧港小学校等で、こういった２支援単

位の事業を今取り組んでいるところですので、こう

いった県の事業を使いながら、待機児童が出ないよ

うな取り組みをしていきたいと思っています。

○金城泰邦委員 ぜひよろしくお願いいたします。

質問通告から107ページの安全なまちづくりの推進

ということで、ちゅらさん運動、平成30年度もアン

ケートをとって把握はされていると思いますが、そ

れ以降どのような取り組みが推進されましたか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 お答えします。

公共施設の防犯、安全点検のアンケートの意見欄

において、教育関係者の方から防犯カメラの必要性

を感じるとの意見などがあり、県教育委員会へ情報

提供するなど連携を図って対応しているところであ

ります。今年度は、地域の実情を把握している市町

村において設置が進むよう、ちゅらさん運動の一環

として、公共施設の防犯、安全点検の説明会を北部、

中部、南部、宮古、八重山の５圏域で開催したとこ

ろであります。また、来月には市町村や事業者等を

対象に防犯カメラ設置の促進に向けた講習会を開催

する予定であり、設置に向けた機運の醸成に努めて

まいります。

○金城泰邦委員 ９月６日時点でも、ある調査では

県内で公園、道路、駐車場、自治会、保育園、その

他要望が沖縄県全体で797件の要望が出ているという

調査もちゃんと出ておりますから、皆さんはこの取

り組みについては、子供たちの安全も含めてしっか

りと防犯対策に取り組んでいただきたいと思います

が、いかがですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 当部におきま

しては、県警察、県教育委員会と数回にわたって情

報共有、そういったいろいろな犯罪情勢なども情報

を共有し、意見交換を行っているところであります。

その中において、学校に係る防犯カメラについては

市町村が設置主体になることから、３者においてそ

れぞれ防犯カメラの設置が進むよう働きかけを行っ

ていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 ぜひよろしくお願いします。特に

那覇市が一番多くて、797件中271件は那覇市ですの

で、そういったことも那覇市と連携をとってやって

いただきたいと思います。

今度は教育委員会のほうに質問したいと思います。

397ページの学力向上学校支援事業、この取り組み

について説明をお願いします。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。

本事業は、学力向上推進室が学校を直接訪問して、

訪問校の授業改善を支援することで、学力の底上げ

を図ることや、それから各地区に授業改善支援員を

配置することで、さらに日常的、重点的な授業改善

の支援を行うものでございます。全国学力・学習状

況調査において、本事業の効果があらわれてきてい

ると考えております。それから、本事業を展開する

中で効果を上げている学校の傾向として、学校全体

で組織的に授業改善や学力向上に取り組んでいるこ

ともわかってまいりました。

以上でございます。

○金城泰邦委員 402ページ、就学援助周知広報事業

ですが、市町村で、私はばらつきはないかというこ

とでこれまで聞いてきましたが、市町村の基準はど

うなっているか御説明をお願いします。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

準要保護者に対する就学援助につきましては、三

位一体の改革の際に地方６団体の提言を踏まえて、

平成17年度から国庫補助事業に変わりまして、税源

移譲や地方交付税措置によって市町村事業となって

いるところでございます。現在、就学援助は市町村

の単独事業というふうになりまして、各市町村の実

情に応じて実施されているところであり、認定基準、

それから支給額、援助品目において、それぞれ異なっ

ている現状にございます。

○金城泰邦委員 この基準が違うことによって格差

があることは、私はおかしいと思っておりまして、

それを県がしっかりと格差をカバーするようにとい

うことを求めてきていますが、それについて何か動

きはありますか。

○横田昭彦教育支援課長 現在、市町村の実情に応

じて支援が実施されているところでございますが、

県教育委員会といたしましては、各市町村の優良事

例とか県外の優良事例等を市町村に情報提供すると

ともに、沖縄県子どもの貧困対策推進交付金を活用
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していただいて、支給単価等の引き上げを市町村に

促しているところでございます。

○金城泰邦委員 県独自の取り組みを期待していた

わけですが、この答弁だと非常に残念な答弁だとい

うふうに言わざるを得ません。

408ページのほうに移ります。これは特別支援教育

の推進ということで、医療的ケア児の件ですが、一

つの事例を取り上げますと、医療的ケア児は修学旅

行に行ったときに移動が大変であると。みんなと一

緒にバスに乗って移動することができない。介護タ

クシーを利用しないといけない。結果、費用が非常

に多くなる。しかも、親が一緒に行かないといけな

い。親の費用も自己負担で起こってしまう。こういっ

た事例を通して、やはり何かしら支援が必要だと思

いますが、どうでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 特別支援学校における

医療的ケアが必要な児童生徒の修学旅行については、

保護者の旅費は特別支援教育就学奨励費制度で必要

な援助が行われておりますが、通常の特別支援学級

に在籍している児童生徒の保護者への旅費補助は対

象外となっていることから、特別支援教育就学奨励

費の拡充について、全国都道府県教育長協議会を通

じて国に要望しているところであります。特別支援

学校に在籍しない医療的ケアが必要な児童生徒の保

護者の負担軽減について、どのような対応が可能か、

市町村教育委員会と今後、意見交換をしていきたい

と考えております。

以上です。

○金城泰邦委員 続いて、417ページの「知の拠点」

施設整備事業、図書館ですが、今、場所が変わりま

して、非常にモノレールとの連結等、利便性もよく

なっていると思います。新しくなったことによる効

果、そして課題について御説明をお願いいたしたい

と思います。

○山城英昭生涯学習振興課長 お答えいたします。

新館が開館後の効果についてでございますけれど

も、まず、路線バスやモノレールなどの公共交通が

結節する利便性の高い場所に立地していることから、

大勢の方々が来館しているところでございます。ま

た、開館時間の延長や３階の子どもの読書活動推進

エリアとして子供の専用フロアができたことや、４階

にビジネスエリアを設けたことで、親子連れや仕事

帰りの利用者も多いと考えられております。また、

開館の平成30年12月から令和元年７月末までの１日

平均入館者数は2448人、１日平均貸出冊数は1699冊

となっております。この数値は、平成29年度の１日

平均入館者数は1184人、１日平均貸出冊数は1205冊

であったことから、開館後の利用状況は、１日平均

入館者数は約2.1倍、１日平均貸出冊数は約1.4倍と

なっております。

以上です。

○金城泰邦委員 議会改革推進会議で高校生出前講

座をやったときに、高校２年生が図書館で受験勉強

をやりたいと思って行ったけど入れなかったという

か、遠慮するように言われたと。もうちょっと勉強

する環境づくりをしっかりやってほしいという声も

直接受けたものですから、それについて県の考えを

伺いたいと思います。

○山城英昭生涯学習振興課長 お答えいたします。

まず、県立図書館に関しましては、図書館法第２条

におきまして、「図書館」は図書、記録、その他必要

な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利

用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション

等に資することを目的とする施設であると定義され

ているところであります。

県立図書館は、基本的には図書館資料を利用した

読書や調査研究を支援する施設であると考えている

ところでございます。自主学習をする学生により、

本来の目的で訪れている来館者の利用に支障が生じ

ている現状が今ございます。それで対応に苦慮して

いるところではございますけれども、県立図書館と

いたしましては、利用する全ての皆様に気持ちよく

利用していただけるよう、調整を図っていきたいと

考えているところでございます。

○金城泰邦委員 みんなが公平にしっかりと利用で

きる、そのためにはやっぱりモラルをしっかりとやっ

ていくということが大事だと思います。しっかり頑

張ってほしいと思います。

最後に今、モラルに関する話もありましたが、恐

らく決算書でいきますと、高等学校費の中の学校管

理費の中には、役務費というものが款項目節でいけ

ば節の欄で出てくるかと思います。この役務費につ

きまして、ことしの７月12日から新聞で出ておりま

した小禄高校吹奏楽部の県費の不正使用についてで

ございます。これは新任でついた副顧問をしていた

教員が楽器業者と県費の予算、役務費をプールにし

て楽器の購入費等に回していた。それが約146万円

あったということが地元紙のほうで出ております。

これについて、当時、教育長のコメントとしては、

しっかりと調査をする必要があるということで述べ

ておられますが、その後、調査の状況はどうなって

いるのか伺いたいと思います。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。

小禄高等学校におきまして不適切経理があったと
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される事案につきまして、関係職員及び楽器販売業

者からの聞き取り、書類等の調査を行ったところで

ございます。その結果、現時点におきまして、平成26年

度から29年度にかけて、公費―これは今おっしゃっ

ていた役務費を中心としますが、公費それからＰＴ

Ａの部活動補助金及び学校徴収金から楽器の調整、

または修繕の名目で楽器販売業者２社に対し支払い

を行っているが、一部を業者に対し預け金として保

管させていたこと。それから、業者に保管されてい

た資金は、後日、楽器や消耗品の購入費、または他

の楽器の修繕、調整等に使用されたりすると、予算

の項目と異なる支出がなされておりました。現在、

こちらが把握しました事実について書面に取りまと

め、関係者に対し事実確認を行っていくところでご

ざいます。

○金城泰邦委員 これ小禄高校ということが出てい

ますが、恐らくこういった事例というのは、小禄高

校以外にもあり得るんじゃないかというふうに思う

わけでありますが、そういったところは調査の状況

としてはどうなっていますか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。

小禄高校以外の学校の調査等につきましては、教

育長から全ての機関につきまして調査するようにと

いうことで厳命を受けまして、県教育委員会では、

ことしの８月に全施設、県立学校を含めた施設につ

いて書面調査を行っております。また、８月中旬ご

ろから部活動を含めた私費会計に関する学校現場で

の緊急実地調査を行っております。これにつきまし

ては、吹奏楽部等の規模の大きい21校の訪問調査を

終えているところでございます。残りの県立高校に

つきましては39校ございますが、その39校につきま

しても部活動費を含めた書面調査を行いまして、必

要に応じて実地調査を行いたいというふうに考えて

おります。これにつきましては、11月までに調査を

完了する予定となっております。現段階ではござい

ますが、21校を調査しておりますが、小禄高校と同

じような事案につきましては、見つかってないとい

うことでございます。

○金城泰邦委員 そもそも、こういうことがなぜ起

こるのか、こういう不正が起こる背景にはどんなこ

とが要因としてあるのか、県はどのように考えてい

ますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 同校におきまして、不適

正な経理処理が４年度にわたって行われていた原因

としまして、予算の年度内消化を優先させていたこ

と、それから調達業務に携わる職員の公金等の取り

扱いの重要性というか、手続を踏むことの重要性に

関する理解及び認識が欠如していたことなどが挙げ

られると考えております。また、同校におきまして

は、音楽顧問が見積書の提出依頼、それから発注し

た役務や物品等の確認事務を行っており、職務の分

担による相互のチェックというか、相互牽制が機能

しにくい状況となっていたことも背景となっている

と考えております。

○金城泰邦委員 この件につきましては、いろいろ

調査もしているというふうに伺っております。マス

コミにも出ている元副顧問。この元副顧問は、この

ことに自分が関与している、そういったことに非常

に後ろめたさをもって、自分も首も覚悟で告発をす

るわけです。ということは、やっぱり再発防止とい

うことをしっかりやっていかないといけないですし、

原因究明、そういったものもしっかりやっていかな

いといけない。なかなかあり得ない話だなと思った

のは、業者と教員の間でプール金というものを扱う

関係、こういったものは明らかにコンプライアンス

違反であるというふうに思っているんですね。そう

いった部分はしっかりとした原因究明、再発防止、

これをしっかりとやっていかないといけないと思う

のですが、どのように考えていますか。

○平敷昭人教育長 お答えします。

学校人事課長、教育支援課長からもありましたよ

うに、特に公費の部分に関しましては、予算という

のは議会の議決を経て、その目的を定めているわけ

ですし、そもそもはその細かい中身については学校

で使途については、例えば役務費とか、学校に編成

をどういうふうに組むかという案を踏まえて、こち

らはまた予算案をつくっている部分も一定はござい

ます。そういう意味で、それは置いておいて、結局

予算というのは目的に従って執行しないといけない

し、執行に当たっては財務規則等の、財務会計の法

令に従ってやるのが当然でございますので、その部

分を徹底していくことは当然でございます。その部

分に関しましては、現在、今、名前が挙がっている

職員もそうですけれども、関係した職員にいろんな

こと、事情を聞いて、それが起こった背景も調査を

しっかり踏まえて、再発しないように他の職員にも

しっかり研修というか法令遵守の視点をしっかり浸

透させていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 今回たまたまこの副顧問がクロー

ズアップされていますが、やっぱり上司といいます

か、そういった方からのさまざまなアドバイスとい

うか指示というか、そういったものに倣って行動を

起こしたというふうにありますから、これはかなり

根が深い問題だと私は認識しているんですね。しっ
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かりとしたコンプライアンスを確立するための取り

組みをやっていただく一方で、この原因としてはや

はり購入した楽器というものが非常に高価なもので、

なかなかＰＴＡ費などでは賄えない、そういう現状

があってのことなのかなというふうに受けとめてお

ります。市町村などによりますと、こういった吹奏

楽部の楽器について一括交付金なども活用して頑

張っているところもあるというふうに伺っておりま

して、そういった楽器の取り扱いについては、そこ

も一方で研究すべきではないかと思いますが、県の

考えを伺わせていただけますか。

○平敷昭人教育長 市町村でさまざまな財源を活用

しているというのは伺っております。なかなか県の

ほうで財源を活用する理屈立てというのをつくれる

かというのもありますし、あと、この財源もともか

くなんですが、学校教育に関する予算としましては、

どうしても限られた予算をどちらに配分するかとい

う視点がございます。どうしても教育課程の円滑な

執行をという意味で優先して教育課程に重点的に充

てておりまして、部活動は、実は教育課程という形

の位置づけではなくて、生徒の自主的、自発的な参

加という側面がございます。確かにそういった意味

でも負担が大きいというのは承知しておりますけど

も、部活動では所属する生徒としない生徒、あと、

部活動の活動の内容によっていろいろな負担も違う

というのがございまして、そういった意味で一定の

家庭の負担というのが出てきている現状でございま

す。教育委員会としては、文化部活動もそうですし、

体育系の活動もそうなんですが、現在は高文連、中

文連、高体連、中体連を通して、大会派遣費という

形の支援、その部分について支援を、これでも足り

ないんじゃないかという意見はいただいていますけ

れども、そういう形でやっているところであります

けれども。楽器とか、その分となりますと、例えば

楽器もそうなんですが、スポーツ系のグラブとか、

いろんな部分をやっていくものに対して限られた予

算でどういうことができるかというのがあります。

そういう意味で、引き続きいろいろな議論は必要だ

と思いますが、現状としては公費執行の公平性とい

うか、そういう観点で教育課程を優先しているとい

う側面があるということで、一定の制約があるのか

なというふうに考えております。どのようなやり方

があるかというのを引き続き研究してまいりたいと

思います。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。

以上で、質疑を終わります。

○狩俣信子委員長 以上で、子ども生活福祉部及び

教育委員会関係決算に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

休憩いたします。

（休憩中に、新垣委員から明日の質疑時間５分

を照屋委員に譲渡するとの報告があった。）

○狩俣信子委員長 再開いたします。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子
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令 和 元 年 第 ５ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

年月日 令和元年10月17日 (木曜日)

開 会 午前10時２分

散 会 午後３時51分

場 所 第３委員会室

本日の委員会に付した事件

１ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県一般会計決算

第５回議会 の認定について（土木建築部所

認定第１号 管分）

２ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県下地島空港特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

３ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県下水道事業特

第５回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

４ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県宜野湾港整備

第５回議会 事業業特別会計決算の認定につ

認定第13号 いて

５ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港（新

第５回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

６ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港マリ

第５回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

７ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県駐車場事業特

第５回議会 会計決算の認定について

認定第18号

８ 令 和 元 年 平成30年度沖縄県中城湾港（泡

第５回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

出席委員

委員長 新 垣 清 涼君

副委員長 照 屋 大 河君

委 員 座 波 一君 具志堅 透君

崎 山 嗣 幸君 上 原 正 次君

赤 嶺 昇君 玉 城 武 光君

糸 洲 朝 則君 山 内 末 子さん

欠席委員

座喜味 一 幸君

※ 決算議案の審査等に関する基本的事項

４（６）に基づき、監査委員である座喜

味一幸君は調査に加わらない。

説明のため出席した者の職、氏名

土 木 建 築 部 長 上 原 国 定君

土 木 総 務 課 長 金 城 学君

技 術 ・ 建 設 業 課 長 多和田 真 忠君

道 路 街 路 課 長 島 袋 善 明君

道 路 管 理 課 長 島 袋 一 英君

河 川 課 長 外 間 修君

海 岸 防 災 課 長 新 垣 義 秀君

港 湾 課 長 桃 原 一 郎君

空 港 課 長 野 原 良 治君

都市計画・モノレール課長 謝 花 勉君

都市計画・モノレール課
仲 嶺 智君

都市モノレール室長

都 市 公 園 課 長 玉 城 謙君

下 水 道 課 長 渡真利 昌 弘君

建 築 指 導 課 長 野 原 和 男君

住 宅 課 長 與那嶺 善 一君

3ii4

○新垣清涼委員長 ただいまから、土木環境委員会

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る令和元年第

５回議会認定第１号、同認定第５号、同認定第７号、

同認定第13号及び同認定第16号から同認定第19号ま

での決算８件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、土木建築部長の出席を求め

ております。

まず初めに、土木建築部長から土木建築部関係決

算の概要説明を求めます。

上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 おはようございます。本

日もよろしくお願いします。

平成30年度土木建築部の一般会計及び下地島空港

特別会計外６特別会計の歳入歳出決算の概要を御説

明いたします。

ただいま、青メッセージで通知しました歳入歳出

土木環境委員会記録（第１号）
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決算説明資料（土木建築部）をタップし、資料をご

らんください。

それでは、画面をスクロールしていただき、説明

資料１ページをごらんください。

土木建築部の歳入総額は、予算現額（Ａ）1215億

1181万5361円に対し、調定額（Ｂ）905億1396万

7616円、収入済額（Ｃ）893億3824万2941円、収入未

済額（Ｅ）11億1636万8582円であり、収入済額の調

定額に対する割合、収入比率は98.7％となっており

ます。

また、不納欠損額（Ｄ）は5935万6093円となって

おります。

通知をタップして、２ページをごらんください。

歳出総額は、予算現額（Ａ）1354億285万639円に

対し、支出済額（Ｂ）964億1489万6560円で、支出済

額の予算現額に対する割合、執行率は71.2％となっ

ております。

繰越額（Ｃ）は356億2215万5470円で、繰越率は

26.3％となっております。

不用額（Ｄ）は33億6579万8609円で、不用率は2.5％

となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算状況について御説

明いたします。

通知をタップして、３ページをごらんください。

土木建築部の一般会計の決算について御説明いた

します。

歳入は、予算現額（Ａ）1070億3637万8590円に対

し、調定額（Ｂ）760億5030万2587円で、収入済額（Ｃ）

749億4811万6810円、収入未済額（Ｅ）10億4370万

9904円であり、収入比率は98.6％となっております。

また、不納欠損額（Ｄ）は5847万5873円となって

おります。

収入未済の主なものを款別に見ますと、（款）使用

料及び手数料の収入未済額が６億7486万1688円で、

県営住宅の家賃滞納による未収金等であります。

通知をタップして、４ページをごらんください。

（款）諸収入の収入未済額は３億6884万8216円で、

談合問題に係る違約金の未収金等であります。

次に、不納欠損額の主なものは、（款）諸収入の

4102万8267円で、県営住宅損害賠償金の除斥期間が

到来したことによるものであります。

通知をタップして、５ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）1209億2741万3868円に対

し、支出済額（Ｂ）839億1489万3824円で、執行率は

69.4％となっております。

繰越額（Ｃ）は343億8017万7170円で、繰越率は

28.4％となっております。

不用額（Ｄ）は26億3234万2874円で、不用率は2.2％

となっております。

繰り越しの主な理由としましては、計画の変更や

関係機関等との調整のおくれ等であります。

また、不用額は空港建設事業において直轄事業負

担金の繰越額が確定したことによる負担金の不用等

であります。

続いて、特別会計の決算について御説明いたしま

す。

通知をタップして、７ページをごらんください。

下地島空港特別会計の決算については、歳入が、

予算現額（Ａ）８億834万2000円に対し、調定額（Ｂ）

７億2284万1325円で、収入済額も調定額と同額であ

ります。

通知をタップして、８ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）８億834万2000円に対し、

支出済額（Ｂ）７億1224万3860円で、執行率は88.1％

となっております。

繰越額（Ｃ）は8439万2000円で、繰越率は10.4％

となっております。

不用額（Ｄ）は1170万6140円で、不用率は1.4％と

なっております。不用の主な理由は、下地島空港医

療資機材車購入に係る入札残等によるものです。

通知をタップして、９ページをごらんください。

下水道事業特別会計の決算については、歳入が、

予算現額（Ａ）115億5196万2640円に対し、調定額（Ｂ）

113億7747万9872円で、収入済額（Ｃ）113億2569万

6122円、収入未済額（Ｅ）5178万3750円であり、収

入比率は99.5％となっております。

収入未済の理由は、談合問題に係る賠償金の未収

金であります。

通知をタップして、11ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）115億5196万2640円に対し、

支出済額（Ｂ）は、100億1951万8045円で、執行率は

86.7％となっております。

繰越額（Ｃ）は11億59万7500円で、繰越率は9.5％

となっております。不用額（Ｄ）は４億3184万7095円

で、不用率は3.7％となっております。

繰り越しの主な理由は、工事で発生する残土の運

搬予定先区画整理造成工事がおくれたため、工事開

始がおくれたことによるもの等であります。

不用の主な理由は、維持管理業務委託における入

札残及び執行残等であります。

通知をタップして、12ページをごらんください。

宜野湾港整備事業特別会計の決算については、歳

入が、予算現額（Ａ）６億1331万円に対し、調定額

（Ｂ）７億2441万1811円、収入済額（Ｃ）７億1042万
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6473円、収入未済額（Ｅ）1358万7278円であり、収

入比率は98.1％となっております。また、不納欠損

額（Ｄ）は39万8060円となっております。収入未済

の理由は、談合問題に係る賠償金の未収金等であり

ます。

通知をタップして、13ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）６億1331万円に対し、支

出済額（Ｂ）が６億273万3401円で、執行率は98.3％

となっております。

不用額（Ｄ）は1057万6599円で、不用率は1.7％と

なっております。不用の主な理由は、消費税納付金

が想定より少なかったことによる公課費の減であり

ます。

通知をタップして、14ページをごらんください。

中城湾港（新港地区）整備事業特別会計の決算に

ついては、歳入が、予算現額（Ａ）５億3497万3200円

に対し、調定額（Ｂ）５億4337万5416円、収入済額

（Ｃ）５億4289万3256円、不納欠損額（Ｄ）48万2160円

であり、収入比率は99.9％となっております。

通知をタップして、15ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）５億3497万3200円に対し、

支出済額（Ｂ）が４億8015万5206円で、執行率は89.8％

となっております。

繰越額（Ｃ）は322万3800円で、繰越率は0.6％と

なっております。

不用額（Ｄ）は5159万4194円で、不用率は9.6％と

なっております。不用の主な理由は、工事費の入札

及び執行残等であります。

通知をタップして、16ページをごらんください。

中城湾港マリン・タウン特別会計の決算について

は、歳入が、予算現額（Ａ）３億4677万440円に対し、

調定額（Ｂ）４億8719万2108円、収入済額（Ｃ）４億

7990万4458円、収入未済額（Ｅ）728万7650円であり、

収入比率は98.5％となっております。

通知をタップして、17ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）３億4677万440円に対し、

支出済額（Ｂ）が１億5661万8467円で、執行率は45.2％

となっております。

繰越額（Ｃ）は3125万5000円で、繰越率は9.0％と

なっております。

不用額（Ｄ）は１億5889万6973円で、不用率は45.8％

となっております。

繰り越しの主な理由は、大型ＭＩＣＥ施設整備事

業のおくれに伴い、周辺の土地の公募に係る検討に

時間を要したことによるものであります。

不用の主な理由は、分譲した土地に対する買い戻

しに備えた公有財産購入費が不用になったことによ

るものであります。

通知をタップして、18ページをごらんください。

駐車場事業特別会計の決算については、歳入が、

予算現額（Ａ）1324万1000円に対し、調定額（Ｂ）8978万

8657円で、収入済額も調定額と同額となっておりま

す。

通知をタップして、19ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）1324万1000円に対し、支

出済額（Ｂ）が1245万7944円で、執行率は94.1％と

なっております。

不用額（Ｄ）は78万3056円で、不用率は5.9％となっ

ております。

通知をタップして、20ページをごらんください。

最後に、中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事

業特別会計の決算について御説明します。

歳入が、予算現額（Ａ）６億683万7491円に対し、

調定額（Ｂ）５億1857万5840円で、収入済額も調定

額と同額であります。

通知をタップして、21ページをごらんください。

歳出は、予算現額（Ａ）６億683万7491円に対し、

支出済額（Ｂ）が５億1627万5813円で、執行率は85.1％

となっております。

繰越額（Ｃ）は2251万円で、繰越率は3.7％となっ

ております。

不用額（Ｄ）は6805万1678円で、不用率は11.2％

となっております。

繰り越しの理由は、沖縄市による土地利用計画が

見直される可能性が生じたことにより、地盤改良工

事等の実施設計ができなかったことによるものであ

ります。

不用の理由は、主として沖縄市による土地利用計

画検証作業の影響を受け、予定していた土地造成工

事等ができなかったことによるものであります。

以上で、土木建築部の概要説明を終わります。

御審査のほどよろしくお願いします。

○新垣清涼委員長 土木建築部長の説明は終わりま

した。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について）に従って行う

ことといたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に規定する所管事務に係

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

要調査事項を提起しようとする委員は、質疑の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委員会

の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由の説
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明を求めることにいたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することにい

たします。

委員長の質疑の持ち時間については、決算特別委

員会に準じて譲渡しないことにいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、当

該ページをタブレットの通知機能により委員みずか

ら通知し、質疑を行うようお願いいたします。

さらに、答弁に当たっては、総括的、政策的な質

疑に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ

担当課長等の補助答弁者が行うことにしたいと思い

ますので、委員及び執行部の皆さんの御協力をよろ

しくお願いいたします。

なお、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あら

かじめ職、氏名を告げてください。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないよう簡潔にお願

いいたします。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

座波一委員。

○座波一委員 ハシゴ道路ネットワークの構築事業

についてですが、この事業は社会資本整備総合交付

金とか、沖縄ハード交付金とか使ってやっておりま

すけども、順調に進まないのが、土地の用地取得の

問題が大きいなという感じが見てとれます。その課

題の理由はほぼ一緒なんですけどね、用地取得にお

いて単価や補償内容に不満、相続人多数で交渉に時

間を要するとか、いろいろあるんですね。そこら辺

が進まない理由となっているということをもう一度、

説明をお願いします。

○島袋善明道路街路課長 本日はよろしくお願いし

ます。

まず、用地における課題ですけれども、単価や補

償内容の不満、あるいは相続関係人多数等で、交渉

に時間を要しているということであります。

○座波一委員 実際に県の職員が直接やっていると

いうのは少ないと思うんですよね。そういう中で、

実際にやっているところの話としてそうなんですか。

○島袋善明道路街路課長 委員御指摘のとおり、例

えば土地開発公社とかそういったところも我々は活

用して、実際に用地の交渉に当たらせていただきま

す。ただ、土木事務所の職員であれ、出向く土地開

発公社の職員であれ、やはり根本的なといいますか、

用地に関する問題というのは、やはり単価への不満

ですとか先ほど申し上げましたとおり相続関係だと

いうことで、問題自体は一緒だと認識しております。

○座波一委員 このハシゴ道路構築は、非常にピッ

チを上げて進めないと―沖縄県の今の交通事情とか

経済の振興発展状況に、非常に今タイミング的に遅

いんですよね。ですから、急ぐためにも用地買収が

おくれてはいけないんですよ。用地の買収が行われ

ないと、設計もできない、ひいては工事もできない

という、まず用地ありきなんですけどね、そこへの

取り組みがちょっと遅いんじゃないかなという気が

しますけど。

○島袋善明道路街路課長 この辺、土地開発公社の

活用につきましても、例えば事業執行の予定の前年

度から土地開発公社と協議等を進めて、なるべく早

い時期に問題点とか洗い出して、速やかに用地取得

をして工事着手できるように努めているところであ

ります。あと、土木事務所等とも執行会議等を密に

して、なるべく執行率が上がるように―特に用地に

関してもお互い連携しながら進めているところであ

ります。

○座波一委員 例えば、南部東道路の部分、17億円

ついている中で用地費と工事費の割合をお願いしま

す。

○島袋善明道路街路課長 31年度歳出予算でいいま

すと工事請負費が14億円……。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、座波委員が決算ベースで説明す

るよう求めたが、執行部が今手元に資料が

ないとのことであったため、後ほど資料と

して提供することとなった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

座波一委員。

○座波一委員 この用地取得の割合をどう決めるか

はかなり大きなポイントとなってくるわけですけど

ね。この部分で、決まった計画ですから、毎年度決

まった金額の中で工事と用地代を割り振りして、用

地が買えなければ、またこれが繰り越しとなると、

不用になるといったりするわけですね。非常に効率

が悪い、用地購入の。それを何とか改めて、用地を

安定的に購入できるような体制をつくる必要がある

のではないかと。用地購入の大切さがあるんですよ、

重要性があるんですよ。ですから、方法はないんで

すかね、債務負担行為をしてこれをしっかり確保し

て任すというようなやり方などないですかね。要す

るに、中途の補正は組めないんですよ、用地代とい

うのは。当初予算でしか組めませんよね。そこがあ
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る意味ネックとなっているんですよ。

○島袋善明道路街路課長 用地費に関しましては、

当初予算の段階で余裕を持った配分にしておりまし

て、例えば途中で新たな買い取り手が出てきて足り

ないといった場合にも、そういうときは工事費から

流用して予算確保をしてやるといったようなことも

考えております。行く行くは今おっしゃられる、例

えば大規模な補償物件ですとか、そういったものが

発生した場合は債務負担なども考慮しながら今後、

検討していきたいと思います。

○座波一委員 いずれにしても用地取得に対する、

やっぱりこういうやり方をもう少し工夫しなければ

いけないのではないかなと思っていますが、よろし

く。部長などの意見も聞きたいと思います。

○上原国定土木建築部長 やはり用地取得が円滑に

いかないと事業が円滑に進まないというのは確かに

ありますので、土木事務所ですとか土地開発公社の

活用もありますけれども、しっかり執行体制を強化

しながら取り組んでいきたいと思います。あと、外

部に委託する業務もやっていますので―用地の説明

業務とかですね、契約前の事業の説明業務を外注す

るというようなことも取り組みしていますので、土

木事務所、土地開発公社、外部への委託も含めてしっ

かり体制を整えた上で円滑にいくように取り組んで

いきたいと思っております。

○座波一委員 道路防災保全事業は、この財源はど

こから持ってきますか。

○島袋一英道路管理課長 よろしくお願いします。

道路防災事業につきましては、主にハード交付金

となっております。

○座波一委員 ハード交付金で道路の保全関係は

100％やっているんですか。

○島袋一英道路管理課長 はい、そうです。

○座波一委員 これはじゃあ保全計画というんです

かね、長寿命化計画というのは完成しているんでしょ

うか。

○島袋一英道路管理課長 橋梁関係について長寿命

化の計画を立てておりまして、平成30年度にその他

の道路施設―トンネルでありますとか、歩道橋関係

が終わりましたので、また、そういった施設も新た

に今年度から長寿命化計画を作成する計画をしてお

ります。

○座波一委員 南城市と八重瀬の境にある堀川、あ

るいは港川の境界にある橋があるんですよね。あれ

県道だと思いますけど、それの補修計画はどうなっ

ていますか。

○島袋一英道路管理課長 先ほどの堀川橋は、南城

市の市道にかかっている橋となっておりまして、令

和２年度からの新規事業の予定であります。

○座波一委員 次は、老朽化対策緊急事業なんです

が、これも長寿命化計画。ページが357です。これの

長寿命化計画もあるということですけど。中城湾港

港湾計画がありますね。港湾計画と、佐敷の湾岸の

護岸の問題があります。その佐敷の湾岸線がかなり

老朽化しているわけですが、その港湾計画と並行し

てここは整備する予定だったものが、この港湾計画

が変更になるというふうな動きで今来ていると思い

ますけど、その変更の考え方についてお願いします。

○桃原一郎港湾課長 中城湾港の港湾計画の件でご

ざいますが、現在、港湾計画の改訂に向けて取り組

みを進めてございます。その中で、佐敷一帯の当初

のマリン・タウン計画―都市的土地利用のための埋

め立てというのが計画されておりまして、要は、佐

敷地域が以前は海のほうに展開しないとなかなか土

地利用ができないというのがございましたので、平

成２年に港湾計画を策定した際に、地域と調整して

地元要望を反映して、住宅等の埋め立て、都市的土

地利用地域を設定してございます。しかしながら、

南城市に統合されたというところもございまして、

現在はあえて海を埋め立てて、都市的土地利用を得

る必要がないというところで、南城市とも調整して

ございまして、この港湾計画は見直しをしようとい

うところで、今進めているところでございます。

○座波一委員 変更になる理由はある程度理解して

いるんですけど、ただ問題は、そのときに変更計画

から外れてしまうと、この老朽化した海岸線が置き

去りにされてしまうということが心配されているん

ですよ。そういう可能性はないですか。

○新垣義秀海岸防災課長 当該海岸の護岸につきま

しては、長寿命化計画の調査を終えておりまして、

健全度でいいますと緊急に整備をやる必要があると

いうところに位置づけされておりませんので、今後、

経過を見ながら、港湾計画が仮に変更になった場合

にはそれに対応した護岸の整備計画などについて検

討してまいりたいと考えております。

以上です。

○座波一委員 港湾計画の変更と関係なく新たに整

備計画をするということでいいですか。

○新垣義秀海岸防災課長 関係なくといいますか、

やはり港湾計画と整合のとれた護岸の計画を検討し

てまいりたいと。

○座波一委員 あそこは海抜２メートルとか５メー

トルの非常に低地帯ですので、災害意識が非常に、

防災意識が強いところなんですね。そこで、またさ
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らに一部護岸がないところがあるんですよ、なぜか

知らないけど。用地買収ができなくて、200メートル

ぐらいないところがあって。ここも最近大潮のとき

に入ってきたりして住民が非常に心配していますの

で、そこはぜひ現場を見て、全体の計画も含めて検

討してほしいと思いますけど、どうでしょうか。

○新垣義秀海岸防災課長 そういった実際に被害が

あるのであれば、現場を調査しまして地元の意見な

どを聞きながら整備の可能性について検討してまい

りたいと思います。

○座波一委員 居住支援協議会事業推進補助金の件

ですが、30年度の実績では居住支援協議会が実施す

る事業に対して補助金を行ったとありますね。これ

は実際、補助金を出して活動を支えたわけですよね。

○與那嶺善一住宅課長 30年度は当初予算900万円の

予算額を居住支援協議会に対して補助をしておりま

す。

○座波一委員 その下のほうの４のその他で、「市町

村居住支援協議会設立に向けての勉強会、新たな住

宅セーフティーネットの周知に努めた説明会を行っ

た。」とある。設立に向けてということは、まだ設立

されていないところがあるのか。あるいは―何です

かこれは一つじゃないんですか、市町村単位でつく

るんですか。

○與那嶺善一住宅課長 現在、沖縄県の居住支援協

議会が一つで、その構成員として市町村は那覇市、

沖縄市、うるま市、宜野湾市、浦添市の５市を会員

として協議会を運営しているところですけども、今

後、市町村ごとの協議会設立ということで―現在は

市町村での協議会が設立されておりませんので、そ

れに向けた課題の整理とか、そういったものを市町

村と連携して勉強会を行っているところでございま

す。

○座波一委員 高齢者の居住困難問題は日増しにふ

えてきていると思いますけれど、これは土木部だけ

の問題ではなくて、福祉分野からの連携もあるんで

すか。

○與那嶺善一住宅課長 居住支援協議会の構成員に

は県の福祉の担当課及び先ほど申しました５市の福

祉部局も構成員として参加しております。それ以外

に、県の社会福祉協議会、沖縄県の地域包括在宅支

援センター協議会ということで、福祉関係団体も協

議会の構成員として一緒に連携して協議を行ってい

るところでございます。

○座波一委員 わかりました。

次に、空港の消防関連でお伺いします、消防体制

の。沖縄県那覇空港も非常に過密なダイヤになって

いて、非常に消防とか防災体制が大事なんですけど、

下地島空港もそうなんですけど。緊急の防災車両も

購入しましたよね。購入したのはいいんですが、県

管理の消防職員の教育訓練とかそういう体制は、平

成30年度はどれくらいやりましたか。

○野原良治空港課長 県管理空港においては、２年

に１回の総合訓練や部分訓練、年２回の図上訓練等

を実施しております。

○座波一委員 空港単位の訓練ですよ、年に１回で

すか。

○野原良治空港課長 ２年に１回の総合訓練や部分

訓練、年２回の図上訓練等を実施しているところで

す。

○座波一委員 那覇空港の過密さに加えて、沖縄県

の空港管理職員、空港消防隊員のレベルをもっと上

げるべきじゃないかという声もありますから、これ

はぜひ―今、日本でも長崎のほうに世界的にも有名

な訓練センターができているようですので、そうい

うところでしっかり訓練しておかないといけないん

じゃないかなと思いますが。

○野原良治空港課長 現在実施している訓練等も含

めて、そういった他県の状況とかも含めて、実施に

向けては取り組んでいきたいと考えております。

○座波一委員 ぜひ、当初予算からしっかり組んで、

訓練体制を整備したほうがいいと思います。

最後に下水道事業です。八重瀬町が公共下水等々

の整備がなかなか進まない状況なんですね。広域化

の可能性がかなり厳しいという議論もありますが、

今どのような打ち合わせになっていますか。

○渡真利昌弘下水道課長 よろしくお願いします。

広域化共同化計画については、来年度から計画策

定に向けています。令和４年度に計画策定をする予

定でして、この計画策定の中で、八重瀬町とかの意

見も聞きながら広域化共同化、農業集落排水とかも

検討していきたいと思います。

○座波一委員 農集排との併用という考え方がある

かと思いますけど、これが沖縄ちゅら水プランの方

針に入っていくということですか。沖縄ちゅら水プ

ランだと思いますけど、農集排の設備と広域下水道

を一元化していくような考え方も県は持っているん

ですか。

○渡真利昌弘下水道課長 ちゅら水プランにおいて

は、下水道等、農業集落排水、浄化槽も含めて効率

的に早期に整備する構想であります。今回の広域化

共同化においては、下水道、農業集落排水、あと漁

業集落排水も含めて、ハードの部分で統廃合も検討

していく計画となっています。その中で、八重瀬町
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も含めて、ほかの市町村の事業の統廃合も検討をし

ていくことになっています。

○座波一委員 これはですから、国の厚労省と農水

省とのそういった方針に沿った考えでいいんですか、

考え方。

○渡真利昌弘下水道課長 広域化共同化計画につい

ては、平成30年１月に総務省、農水省、国土交通省、

環境省連名による要請で、各都道府県において令和

４年度までに広域化共同化計画を策定することを求

めています。令和４年度までに策定することが、令

和５年度以降の交付金の交付要件となっています。

○座波一委員 さっき触れていましたけど、農集排

もかなり施設が多くなると維持費が大変になってき

ているんですね。こういった統廃合も含めて―公共

との合体というんですか、それもぜひ沖縄において

はやるべきだと思いますよ。そういう意味からいっ

てぜひ、令和４年までに計画をまとめるということ

ではありますけど、しかしながら喫緊の課題が八重

瀬にはありますから、それもまた急ぎながら対応し

てほしいんですが。

○渡真利昌弘下水道課長 八重瀬町の下水道事業に

おいては、ちゅら水プランで公共下水道で計画する

ということになっていまして、単独公共となってい

ます。令和５年度以降に計画ということになってい

ます。

○座波一委員 八重瀬のほうは、本当に下水道問題

は喫緊の課題です。例えば、屋宜原団地あたりは独

自の浄化槽も持っているんだけど、これがもうパン

ク状態に今なって、かなり心配されていますので、

県が積極的にその辺の技術的なアドバイスも含めて、

今の農集排と合体した中で解決するとか、そこら辺

も検討しないといけないと思いますからよろしくお

願いします。

○島袋善明道路街路課長 先ほどの338ページの南部

東道路の決算額の内訳ですね。16億4500万円のうち、

工事が約15億5000万円、用地補償費が9500万円となっ

ております。済みません、おくれまして。

以上です。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

具志堅透委員。

○具志堅透委員 よろしくお願いします。

30年度決算をこれから審査をするわけでございま

すが、その前に県全体の決算の資料等々を見ますと、

各資料おおむね良というふうな形で、健全的な財政

運営が行われているだろうというふうな評価もある

のですが、他方、予算現額7977億円余りに対して、

決算、歳入歳出それぞれ600億円から700億円程度の

減になっている、前年度を下回って決算を終えてお

ります。かなり予算確保に大きな課題を残したなと

いうふうな感想を持っております。

そこで、土木関係でいいますと、土木費が191億円

の減少によると。せんだって皆さんから資料提供し

ていただいた土木の執行額を見ると、267億円が平成

29年度から減額になっております。そのもろもろの

決算ベースで見る減額が大きな影響を与えているだ

ろうと思うんですが、部長として、その辺のところ

土木建築部としてどういった影響が決算であらわれ

てきているのか、今後どういうことが望ましいと思

われるのかというところを伺いたいなと思います。

○上原国定土木建築部長 決算額が前年度に比べて

約191億円、大幅な減額となっております。ただこれ

は、決算といいますのは前年度からの繰越金も含め

た額でございまして、平成29年度の決算で執行率が

上がったということがありまして、繰越額が平成29年

度から平成30年度に対しての繰越額は約122億円減っ

たということもありまして、今回、決算額で大幅な

減になっております。また、ハード交付金の予算が

沖縄都市モノレールの延長事業の終了に伴って減っ

てきているということもございまして、そういう数

字になっておりますけれども、今後しっかり減額の

影響を最小限にとどめられるように、事業効果を早

期に発現できるような箇所への予算の張りつけです

とか、翌債等をしっかり活用しながら、事業費を確

保しながらやっていくということもありますし、市

町村に対する配分もなるべく要望に合った形で配分

できるように、しっかり協議しながら取り組んでい

きたいというふうに考えております。

○具志堅透委員 予算確保に今後も努めていきたい

というふうな話ではあるんですが、今年度の見通し

としてはどんな感じですか。

○上原国定土木建築部長 現在、令和元年度予算―

繰り越しも約330億円抱えていまして、現年度予算と

合わせて1161億円持っております。上半期の執行も

執行目標に対して若干下回っている部分がございま

す。これは例年どおりでございますので。ただ、工

事等の執行がなかなかうまくいかない部分が―不調

・不落が多く出ているということもありまして、な

かなか予定どおりの事業の進捗にいっていないとい

うこともございますが、しっかり執行に努めて、で

きる限り繰り越しも圧縮しながらやっていきたいと。

ただ、建設業の業界団体からは、やっぱり工事発注

の平準化という要望もありまして―なかなか集中し

て発注して繰り越しも大幅に減るということよりも、

年間通して仕事があったほうがいいというお話もご
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ざいますので、その辺しっかり平準化にも取り組み

ながら、翌債手続等をとりながら、また次年度の前

倒しも考えながら、今年度もしっかり取り組んでい

きたいというふうに考えております。

○具志堅透委員 今年度の見通しを聞いたら、いろ

いろ言っているんですが、それはそれでいいでしょ

う。その中で、先ほどの説明の中で、繰り越しがちょっ

と気になっていて、先ほど部長は、計画変更あるい

は関係機関との調整のおくれ等々を言っていたので

すが、再度詳しく説明願えませんか。

○上原国定土木建築部長 繰り越しの要因別で見ま

すと、計画変更と関係機関調整のおくれといったこ

とが主なところでございまして、先ほども不調・不

落等があるということは申しましたけれども、繰越

額のうち計画の変更に伴って繰り越しとなったもの

が約４割ということになっております。また、関係

機関との調整のおくれということも約25％ほど、４分

の１ほどはその理由。あと、用地取得難ということ

も約９％がその理由でもって繰り越しに至っている

ということでございますので、用地取得についても

民間コンサルタントに委託等もやっているという話

をさせていただきましたが、そういったことも取り

組みながらしっかり執行に取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。

○具志堅透委員 あえてなぜそれを聞くかというと、

予算減による繰り越しになっているという工事がな

いのかですね。例えば、せんだって委員会で議論し

たら、国道449号で計画を立てて何年度完成というの

ができていたものが、今、完成年度がわからなくなっ

ている。そういった状況というのは、これやはり予

算が影響しているだろうと思うんですね。皆さん、

繰り越しをしていくんだけど、これは予算減による

ものがないのかどうか、その辺がちょっと懸念して

いるものですからあえてそのことを聞いているんで

すが、どうですか。

○上原国定土木建築部長 要望額どおりに予算がつ

かないというのは確かにございますけれども、その

辺もしっかり影響がないような予算の配分等を考え

ているところではございますが。委員がおっしゃる

ように、予算がつかないので繰り越しが出るという

ことはほとんどございません。あくまでも今回、決

算で出している繰り越しというのは、予算の単年度

主義の中で予定していた工事なり、用地補償なりが、

用地交渉の状況ですとか、工事の状況によって、次

年度に繰り越して完成せざるを得ないというような

ところで繰越手続をとってやっているところでござ

います。予算の減額があるからといって、繰り越し

がふえるというようなことは、基本的にはないとい

うふうに考えております。

○具志堅透委員 単年度の予算、あるいは決算とい

う中ではそういうことはないだろうと思いますが、

やはり県全体の予算の減というのは大きな―僕はや

はり課題だと思います。これは部長に言っても始ま

らない話ではあるんですが、しっかりと部長のほう

からも、知事、副知事等々へしっかりアピールをし

ながら、土木予算の確保、所要額の確保をしっかり

やっていただきたいなという思いで聞いております

のでよろしくお願いします。

それでは、主要成果のほうに移っていきたいと思

います。まず、宮古広域公園基本設計について伺い

たいんですが、地元住民というか、自治体等々と意

見交換等々終えながら基本設計が行われてきたんだ

ろうというふうに推察するんですが、どの程度のヒ

アリングをしたり、どう反映されているのかという

部分を少し説明願います。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 よろしくお願

いします。

宮古広域公園の基本設計につきましては、遊具広

場やレクリエーション施設等を検討する上で、市民

を対象としたワークショップを実施しております。

また、地域住民への説明会も実施し、それらの意見

を踏まえ遊具広場やレクリエーション施設等の配置

を検討しております。県では現在、基本設計に基づ

き、環境影響評価や都市計画決定に向けた手続に取

り組んでいるところであり、引き続き宮古島市と連

携しながら令和２年度の事業着手に向けて取り組ん

でまいります。

○具志堅透委員 この計画、基本設計の中に、僕ら

も意見交換させてもらって、そこの視察も行ったの

ですが、おもてがビーチになっていますよね。その

中で、そのビーチの活用等々も含めた中で公園計画

を立ててほしいみたいなお話もあったんですが、そ

の辺のところどうですか。宮古島市が管理している

ビーチがあると。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 このワーク

ショップの中で、森づくりとか、公園の遊び場、ス

ポーツパーク、そういったものの検討とか、あと、

ビーチというのは与那覇前浜のビーチだと思うんで

すけど、そことも隣接していまして、そこへのアク

セスもできるように公園のほうで計画をされていま

す。

○具志堅透委員 アクセスということではわかるの

ですが、そこの取り組んだ形での云々があったと思

うのです。今回の基本設計の中でどういったイメー
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ジをしているのか、絵があればわかりやすいので、

後ほど資料としていただければ幸いです。今後のス

ケジュール感なのですが、どういった形で進んでい

くのか伺っておきたいと思います。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 今現在、都市

計画案の縦覧、それから環境影響評価準備書の縦覧

を終えまして、環境評価準備書につきましては、今

後県からの意見書が出る予定になっています。それ

から、案のほうにつきましては公告・縦覧が終わり

まして、それと環境影響評価の評価書のほうの準備

をしまして、令和２年の―予定では２月ごろに都市

計画審議会を持ちまして、広域公園の都市計画決定

をしたいと考えております。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

次に移ります。次は、342ページの沖縄らしい風景

づくり促進事業なのですが、それの事業内容を書い

てあるんですが、少し細かく、詳しく説明願えませ

んか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 県では、沖縄

らしい景観、風景を次世代に守り継ぎ、個性豊かな

風景づくりに貢献できる人材を地域住民、地域活動

のキーマン、市町村職員と役割を区分し、それぞれ

の人材育成に取り組んでおります。風景づくりサポー

ターは、景観に係る地域活動に参加する幅広い次世

代の住民でワークショップを開催し、各地域の景観

のあり方や、そのためにどのような活動が必要かを

話し合っていただき、その中で提案された花壇の整

備や美化活動、地域の特色を生かした風景づくりの

取り組みなどに対し、おおむね４年をめどに活動費

の助成や講師の派遣などを行っております。地域景

観リーダーは、地域の意見をまとめ景観づくりの活

動を推進していくキーマンで、風景づくりのサポー

ターの中から人材を発掘し、学習会や情報交流会を

行うなど、地域間のネットワーク構築にも取り組ん

でおります。また、景観行政コーディネーターは、

市町村職員を対象にして、住民と行政と協力して地

域の風景づくりに取り組めるよう、研修会や先進地

の視察などを行っております。

○具志堅透委員 その実績を見ますと、人材育成等

々627名を実施した６地区という話があるんですが、

それは地区指定というのはどういうふうになってい

るのか。県全域を今のような事業目的でやろうとし

ていないのか。６地区において627名を養成したとい

うことではあるんですが、その辺のところはどうなっ

ていますか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 今、県内の中

で特に景観に配慮する地区ということで、沖縄ミュー

ジアムという地区を特定したものを考えているんで

すけど、その中で12地区ほどありまして、その中か

ら６地区を選定して、人材育成についても活動を広

めているということです。現在、取り組んでいる６地

区につきましては、壷屋地区、那覇市の金城町地区、

うるま市の浜比嘉地区、豊見城市の字豊見城地区、

座間味村の座間味地区、それから、竹富町の竹富島

地区の６カ所になっております。

○具志堅透委員 観光立県として非常にいい事業だ

なと思いながら、今質疑をさせてもらっているんで

すが、できるだけ県全体に広げるというふうな課題

があるんじゃないかなと思っています。その中で、

先ほど説明のあった沖縄ミュージアムの中から―候

補地区の中から選定をしているということであるの

ですが、それの候補というのかね、各全県へ広がる

候補というのはどんな形でしているのか。あるいは、

予算が限られているので６地区程度にしか絞られな

いということなのか、その辺のところ。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 先ほど、沖縄

ミュージアムについて候補が12地区と申し上げまし

たが、ちょっと訂正させていただきます。候補地と

しましては24地区ございまして、その中から先ほど

の６カ所を選定したところです。これから一応、人

材育成については大体４年間をかけてやるんですけ

ども、その４年後はまた違う地区に変えて、どんど

ん広げていきたいなと思っています。

○具志堅透委員 その事業、先ほども言ったんです

が、沖縄観光立県としては非常に今後もっと取り組

んでいただきたいなというふうな思いがありますの

で、できるだけ全県に広げられるように次年度以降

はやっていただきたいなと思います。

済みません、ちょっと通告の追加でお願いしたい

のですが、利便性の高い公共交通ネットワークの構

築、モノレールの云々が349ページになっているんで

すが、その事業の説明願えますか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 事業の中身と

しましては、まず、主要施策からの349ページに載っ

ていますように、１番目としまして、沖縄都市モノ

レール推進事業費としまして、モビリティーマネジ

メントの業務を１つ行っています。それから、沖縄

都市モノレール株式会社が延長整備に係るインフラ

外事業等に対し出資金を出しております。もう一点

が、沖縄都市モノレールの多言語化事業としまして、

多言語化のガイドブックを作成しておりまして、そ

れを必要な箇所に配布しております。以上が、推進

事業の主な概要になっています。

○具志堅透委員 事業費が５億3500万円あるので、
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かなり高額だなと思って見ているんですが、そのモ

ビリティーマネジメント云々はわかります。あと、

その出資という部分に関して、どういった目的で、

どういうあれでやっているんですか。金額まで含め

てわかりましたら。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 これは、モノ

レールの浦添までの延長整備事業でモノレール株式

会社が145億円の事業費が必要なんですけども、その

資金の調達の中で、県と那覇市と浦添市がその20％

は出資金で賄うという協定を結んでいまして、それ

の年度割りの配分がありまして、30年度は５億2395万

円の出資金をモノレール株式会社に行っております。

○具志堅透委員 これは平成31年、あるいは令和元

年、２年と続いていくものなのですか、出資金とい

うのは。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 平成31年度で

最終の精算をする予定になっていまして、今年度で

最終の精算になります。

○具志堅透委員 次に、がんじゅーどー事業につい

て。これは事業実施場所、県内２路線おいて弾性舗

装等とあるんですが、場所を教えてください。

○島袋一英道路管理課長 30年度につきましては、

宮古の高野西里線と石垣の石垣浅田線の２路線にな

ります。

○具志堅透委員 その場所選定に対しては、どうい

う経緯で行っておりますか。

○島袋一英道路管理課長 こちらにつきましては、

平成26年度に設計業務を行いまして路線選定を行っ

ております。

○具志堅透委員 設計業務をして路線選定はするん

だけど、例えば希望が、これも全県でほかでもある

んだろうと思うんですが、宮古と八重山に絞ったと

いうのはどういう理由なのか、これ何か基準がある

んですかということです。

○島袋一英道路管理課長 がんじゅーどー事業につ

きましては、北・中・南部、宮古、八重山で各１路

線となっておりまして、こちらにつきましては、先

ほど言いました設計業務の中で、利用状況を確認し

ながら各事務所１路線を設定しているところでござ

います。

○具志堅透委員 ということはこれまで、今回は宮

古、八重山になっているんですが、これまでの事業

の中で北・中部も行ったということで理解していい

ですか。

○島袋一英道路管理課長 そのとおりでございます。

○具志堅透委員 そこで、その事業を実施した後、

効果としてジョギングの運動人口増加に寄与したと

いうことになっていますが、それは確認はとれてい

ますか。大体利用率がどうあってとか、その辺のと

ころでどう活用されているかということは、とれて

いますよね。

○島袋一英道路管理課長 今年度、利用状況調査を

行っています。これは土木事務所職員のほうになる

んですけども、まず平成27年度の時点では平均して

１日187名でしたけども、今回の調査で約1.5倍の１日

平均288名になっております。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

それで今、これ令和３年度までの事業になってい

るんですが、今後の予定、これまで終わったところ

をお願いします。

○島袋一英道路管理課長 完了路線といたしまして

中部の沖縄環状線、それから南部の奥武山米須線が

終わっております。残りが北部の古宇利屋我地線、

それから先ほど申しました宮古と石垣島の２路線と

なっております。今後につきましては、現在の利用

状況を再度確認しまして効果を検証した後に、新規

路線についてはまた検討していきたいと思っており

ます。

○具志堅透委員 これはまだ新規をやる予定がある

んですか。

○島袋一英道路管理課長 この辺は、実際に維持管

理費用の面の絡みがありますので、その辺もまた考

慮しながら検討していきたいと思っております。

○具志堅透委員 それも、やはり健康長寿を目指す

中で必要な事業だと思います。しっかりとできるだ

け多くの、県全域でできるように努めていただきた

いと思って質疑をいたしました。ありがとうござい

ます。

次に、海岸環境整備事業に移ります。まず、今年

度の工事、事業に対する説明を少し加えてください。

それと翌年度の繰り越しが出ておりますが、そこも

合わせてこれも説明お願いします。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。

金武町のギンバル訓練場の跡地において、金武町

の金武町ふるさとづくり整備事業と連携しまして、

海岸部に人工海浜の整備を行っております。これま

でに南側突堤、一部護岸の整備を実施したところで

あります。平成30年度末の事業の進捗は約39％となっ

ております。令和元年度中に北側突堤、残る護岸の

整備を行い、養浜についても令和元年度から一部着

手することとしております。令和２年度につきまし

ては、残る養浜、飛砂対策としての植栽の整備を行

う予定となっており、令和２年度完成に向けて予算

の確保に努めていきたいと考えております。
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○具志堅透委員 繰り越しがかなりあるなという感

がするのですが、何か事業を進める上で弊害等々あ

りますか。

○新垣義秀海岸防災課長 繰り越しにつきましては、

現時点で約２億500万円、決算では繰り越しが２億

2709万7000円となっておりますけれども、そのうち

の約90％については契約済みとなっておりまして、

残額についても護岸の進捗に合わせて執行する予定

となっております。この年度末までには完成する予

定となっています。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

その中で、課題として皆さんが上げていることが

どういうことなのかなと。金武町が事業を進めると、

それと合わせて背後地で合わせてやる課題があると、

必要があるとされているんで、その辺のところの説

明願います。

○新垣義秀海岸防災課長 県が行います護岸の整備

に当たっては、まず、金武町が先に整備します町道

を工事用道路として使用する計画となっております。

また、護岸の整備後に金武町が護岸背後地の公園の

整備をする予定となっていますので、それぞれの事

業に遅延が生じないよう工事のスケジュール等の調

整を行っております。実際、町道のほうを工事用道

路として県の工事は現在のところは順調に進んでお

ります。今後もお互いに連携しながらスケジュール

調整を行っていきたいと、そういった意味でござい

ます。

○具志堅透委員 よろしくお願いします。

次に、無電柱化推進事業について伺います。その

事業は、令和３年までの事業になっているんですが、

これ計画的なものの中で進めているということでは

ないですか。要請者負担方式というのも理解はして

います。そういった中での県の計画等々があれば伺

いたいなと。

○島袋一英道路管理課長 沖縄県全域における無電

柱化推進事業は、沖縄21世紀ビジョン実施計画にお

いて、現在令和３年度までの整備延長目標を173キロ

としており、平成30年度末で154キロメートルの整備

が完了しております。無電柱化推進事業は、沖縄総

合事務局、沖縄県、関係市町村及び電線管理者で構

成される沖縄ブロック無電柱化推進協議会において、

整備箇所と整備延長等を定めた無電柱化推進計画を

策定し、それに基づき事業を進めております。です

ので、現在の目標は令和３年度になりますけれども、

そのブロック協議会のほうで、また随時、箇所とか、

延長がふえるということになります。

○具志堅透委員 これは３年度で終わっては困るな

という思いで、今後も続けていくというふうなこと

でありますのでいいでしょう。そしてその中で、無

電柱化の１と２、11路線と４路線、少し場所を説明

願いますか。そこを先にやった理由も含めてあわせ

て説明願えればありがたいですが。

○島袋一英道路管理課長 無電柱化につきましては、

合意路線につきまして、国道330号那覇市内、それか

ら、名護宜野座線の名護市内、東風平豊見城線の豊

見城市内、平良久松線の宮古島市内、それから、要

請者負担方式の中の工事の部分としましては、国道

390号の宮古島市内、それから、同じく国道390号の

石垣市内、それから、県道114号線の本部町内、それ

から、那覇糸満線の那覇市内となっております。

それから、要請者負担方式につきましては、県道

16号線のうるま市内、それから、県道49号線の那覇

市内、国道390号の宮古島市内、先ほど申しました国

道390号の石垣市内というふうになっております。

○具志堅透委員 次に進みます。

本部港の整備、337ページなんですが、事業期間と

いうか、令和２年度までになっていて、その事業の

中身と今どの程度の進捗でどうなのかという部分を

お願いします。

○桃原一郎港湾課長 本部港の整備の状況について

お答えいたします。本部港は国際旅客船拠点形成港

湾に指定されたことから、岸壁の改良、ジャケット

部の整備、ドルフィン部の整備を進めており、平成

30年度当初予算額につきましては、港湾改修事業費

が20億6128万円と、あと北部振興事業がありまして、

それが５億円となっており、合計は25億6128万円の

当初予算額があります。平成30年度決算額につきま

して、港湾改修事業費10億4697万円と北部振興事業

３億9433万円となっており、合計は14億4130万円の

決算額となっております。港湾改修事業費の内容で

すが、先ほどもお話ししましたように、岸壁マイナ

ス10.5メートルの整備及び泊地のしゅんせつ等を実

施しております。北部振興事業につきましては、防

波堤沖のケーソン製作、据えつけ及び上部工の施行

を行っているところでございます。

○具志堅透委員 クルーズ船寄港予定である整備に

関するものとは別のというか、それに付随する工事

でもあるんだろうと思うんですが、この部分に関し

てのおくれというのはないということでよろしいで

すか。

○桃原一郎港湾課長 実際、翌年度にわたる繰り越

しをしております。繰越額は９億1430万円でござい

ますが、これはジャケットの据えつけ―この前現場

で委員も一緒に見られたジャケット部の据えつけと、
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あとドルフィンの設置に関しまして―これは契約繰

越として７億円余りの繰り越しがあって、今年度完

了に向け事業を進めておると。あと未契約が１億

5000万円ありますけど、これは増額変更の予算とし

ておりますので、我々としてはこの事業につきまし

ては、今年度順調に進んでいきますというところで

す。

○具志堅透委員 しっかり取り組んでいただきたい

と思います。

最後に、圏域の拠点港湾等整備という―延命、緑

地、船揚場等々の整備があるんですが、場所と事業

内容の説明をお願いします。

○桃原一郎港湾課長 圏域の拠点港湾等の整備とい

う主要施策でございますが、沖縄県内の港湾管理者

は、沖縄県、那覇港管理組合、宮古島市及び石垣市

の合計４団体ございます。そこの港湾管理者に対し

て直轄事業を除いて、自主でやる港湾改修事業、緑

地等整備事業につきましては、県から間接補助を行っ

ておりまして、平成30年度当初予算２億3588万円に

対し、決算額が１億9475万円となっております。内

訳としましては、宮古島市は当初予算１億1400万円

に対し決算額は9589万円、石垣市は当初予算１億

2188万円に対し決算額9885万円となっております。

内容としましては、平良港の漲水地区におきまして、

多良間フェリーが新造船で大きくなるもんですから、

新たにそこの物揚場―要するに岸壁整備として物揚

場ブロックの工事及び泊地しゅせつ工事を行ってお

ります。石垣港におきましては、老朽化した係留施

設等の補修及び人工海浜及び緑地の整備をこの事業

で行っているところです。

○具志堅透委員 ありがとうございます。

済みません、最後と言ったんですけど１つ残して

いました。フラワークリエイション事業ですね。41路

線について事業を行っているんですが、それによっ

てほぼ主要道路というのですか、幹線というか、観

光地と補完できているのかという部分をお願いしま

す。

○島袋一英道路管理課長 41路線につきましては、

現段階でその路線で進めたいと思っております。あ

と、観光客に対しまして観光地の主要道路としてふ

さわしい道路景観であるかということをアンケート

調査を実施しております。そこで、平成30年度につ

きましては満足度92％を得ておりまして、ある程度、

一定の効果を得ているものと思っております。

○新垣清涼委員長 照屋大河委員。

○照屋大河委員 主要施策の成果に関する報告書、

ページ335の中城湾港の整備についてということで、

平成30年度の事業の実績の説明をお願いできますか。

○桃原一郎港湾課長 中城湾港の整備状況でござい

ますが、中城湾港におきましては現在、泡瀬地区の

事業及び人工島の整備事業と、新港地区において物

流機能強化の事業を行っております。泡瀬地区にお

きましては、スポーツコンベンション拠点の形成を

図るため、緑地道路、港湾施設整備と人工島へのア

クセス橋梁の整備を進めておりまして、平成30年度

は人工ビーチの養浜、緑地護岸、橋梁下部工等の工

事を実施しております。同区域では、環境に配慮し

海上工事の施行期間に制約があると同時に、県工事

と並行して国の埋立工事も実施していることから、

海上や仮桟橋上での作業に当たっては工事の錯綜が

起こりやすくなっております。そのため国等と連携

を図り、工程を確認しながら工事を進めているとこ

ろでございます。また、新港地区におきましては産

業支援港湾としての整備を進めており、東埠頭の荷

さばき施設の整備及び自動車貨物を一時保管する

モータープールの整備を行っております。同地区で

は京阪航路の定期航路就航に向けた実証実験にも取

り組んでおり、引き続き物流機能強化のための港湾

施設の整備に取り組んでいきたいと考えております。

○照屋大河委員 今、新港地区、泡瀬地区というこ

とで説明いただきましたが、範囲としては、うるま

市の州崎のほうから、今お話があった泡瀬の人工島

というのは埋め立ての賛否があった場所まで含むと

いうことですか、この中城湾港というのは。

○桃原一郎港湾課長 この主要施策では、泡瀬と新

港地区の両方の事業をやっております。

○照屋大河委員 先ほど泡瀬地区について、スポー

ツコンベンションの拠点の形成ということでありま

した。国の事業との錯綜もあってということではあ

りますが、この泡瀬地区の人工島の事業というのは、

今どれぐらいの状況なんですか。事業の実績状況。

○桃原一郎港湾課長 泡瀬地区埋立事業の現在の進

捗状況でございますが、平成30年度末時点で国は埋

立面積ベースで約70％、県は事業費ベースでござい

ますが約52％となっております。

○照屋大河委員 事業の完了見込みというのはいつ

ごろですか。

○桃原一郎港湾課長 埋立工事につきましては、令

和７年度の完成を予定としてございます。

○照屋大河委員 新港地区の定期船の実証事業等に

ついて、これはもう既に何年か経過していると思う

んですが、もう少し詳しく状況のほうを教えていた

だけませんか。

○桃原一郎港湾課長 中城湾港新港地区の―この主
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要施策の中でいえば物流拠点化促進調査という事業

を実施しています。これは定期船就航に向けた実証

実験を行っているというところでございまして、本

事業は中城湾港新港地区を含む背後圏の企業の活性

化及び誘致促進を図るため、定期航路化の実現を目

指し実証実験を実施しております。具体的には、那

覇港を発着する既存の京阪航路を中城湾港新港地区

に寄港するルートに延伸し、当該地区に寄港する運

航経費の一部について補助を行っております。現在

の貨物等の状況でございますが、平成30年度の実証

実験では31回の寄港があり、１航海当たり409トンの

荷物を運んでございます。これは周辺企業の生産品

や中古自動車、建設資材等での利用がございまして、

また今年度は新たに稼働した民間の物流倉庫の貨物

も利用されています。本事業により中城湾港新港地

区を含む背後圏の企業の物流コストが低減され生産

性の向上が見込まれることから、事業の拡大や新た

な企業の誘致促進が見込まれているところでござい

ます。

○照屋大河委員 この誘致促進という点ですが、こ

れは土木建築部のほうでやられているんですか。例

えば経済部とか、そういう皆さんとの連携というふ

うな形で成り立つんですか、この事業については。

○桃原一郎港湾課長 やはり定期船が就航するまで

にはある程度の呼び水といいますか―実証実験で

もって船を走らせてみて、背後圏から出る貨物を京

阪方面に出せれば、やはり船社のほうも今後―貨物

が見込まれれば継続していけるというものがありま

すので、この実証実験というのは我々のほうで担当

してございますが、県の商工労働部企業立地推進課

のほうとは当然連携してございます。背後地には、

やはりそういった港湾を利用する物流系の企業等が

立地していまして、船がないときには那覇港まで横

持ちをしていたのが―現在409トンという新たな貨物

を掘り起こしていますが、それが中城から貨物とし

て横持ちせずに京阪に向けて出荷できるというとこ

ろがございます。

○照屋大河委員 実証実験というのは、何年ぐらい

やられていますか。30年度が最初ですか。

○桃原一郎港湾課長 平成29年度から始めており、

３年度程度でめどがつくのではないかと考えてござ

いましたが、貨物量がまだ足りないのではないかと

いうのと、あと今ＲＫＫ、琉海さんが総合物流セン

ターを整備してございます。そういった背後地が今

どんどん貨物が出るような状況になってございます

ので、我々としては、あとしばらく継続したほうが

いいのではないかと考えてございまして、背後地に

立地する企業さん及び船社さんとも、その辺であと

どのくらい継続できたら航路が就航できるかという

のを現在、調整、検討しているようなところでござ

います。

○照屋大河委員 地域においても、地元においても

非常に期待の大きい事業です。今おっしゃられた継

続したほうがいいという現在の状況であれば、新港

地区における企業の皆さんの組織もあると思います

のでよくお話を聞いていただいて―なかなか３年間

という形で、短期で物流を確実にしていくというの

は厳しいと思いますので、ぜひ事業継続の方向で。

この中部地区、これは事業年度見たら昭和47年から

―埋め立ての時代からだと思うんですが、半世紀に

及ぶ事業ですので、中部地区の東海岸を活性化しよ

うという目標の中で進められた事業だと思っていま

すので、ぜひ先ほど言った実証実験なども継続し、

あるいは、今、課題とされる背後地における企業な

どの誘致も合わせてやっていただきたいと思うんで

すが、この点を改めてお伺いします。

○桃原一郎港湾課長 我々も東海岸地区の発展とい

うことで、中城湾港の整備は―先ほどもありました

ように古いときから継続して、今やっと航路、定期

船が就航できるのではないかというところまでこぎ

つけてございます。現在、我々のほうは中城湾港の

港湾計画の改訂というのを行っておりまして、その

中で、やはり那覇港と中城湾港のすみ分けをする必

要があるだろうと。今、中部地区で生産品とかあり

ますけれど、どうしても那覇港に横持ちをしている

という実態がございます。那覇港に一極集中という

ことで、その運ぶ道路も渋滞させている、那覇港も

現在手狭なので、彼らとしても事業展開ができない

というところがございます。我々は、那覇港と中城

湾港のすみ分け―要は中部で出る荷物は中部で出荷

しましょうというところを頑張って今やっておりま

すので、背後地の企業関係さんとも一緒になって、

関係する市町村も一緒ですけど、連携しながらどん

どん進めていきたいと考えております。

○照屋大河委員 ぜひよろしくお願いします。

この定期船は継続して進めていただいて。クルー

ズ船の入港というか、状況というのはいかがですか。

定期船と重ならないですか、そういう視点で。

○桃原一郎港湾課長 中城湾港は、実は人流として

のクルーズの位置づけは現在のところはありません。

マイナス13メートル岸壁という大きい岸壁がござい

まして、そこの既存ストックを活用してクルーズ船

が今、入港しているというところでございます。令

和元年度におきましては49回を予定しているような
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ところがございまして、今後、やはり今聞きますと

クルーズが大分人気で沖縄のほうに発着しておりま

す。那覇港も―要はバッティングがありまして、那

覇港を見ますと若狭の第８号以外にもガントリーク

レーンのところまで接岸されております。要はそこ

まで、那覇港のほうでたくさんあるものですから中

城湾港に回ってもらえないかとか、せっかく沖縄に

いらっしゃるのであればその辺をということで―今、

人流としての位置づけはございませんが、既存ストッ

クを利用してこういうクルーズ船を受け入れている

というところはございます。クルーズがどんどん伸

びる傾向が見込まれておりますので、我々としては

中城湾港でも人流の位置づけ、クルーズの位置づけ

ができないかというのを、現在港湾計画の改訂の中

で検討しておりまして、これにつきましても当該市

町村、地元と連携しながらやっていきたいと考えて

いるところでございます。

○照屋大河委員 その港湾計画の改訂作業は今どの

ような形ですか。いつごろにそれが示されるという

ような状況ですか。

○桃原一郎港湾課長 港湾計画の改訂に向けて、現

在は各自治体さんとか地域にヒアリングを行ってい

るという状況でございまして、昨年度から、平成30年

度から港湾計画の改訂に向けた作業は進めておりま

して、おおむね３年程度をめどに、令和２年度中に

改訂計画、来年度中にできないかなと思ってござい

ます。ただ、これからは港湾の長期構想検討委員会

と有識者を交えた意見交換会を設けたりして、先ほ

どもお話ししていましたように那覇港とのすみ分け

とか、今一番これがとても大きい話でございまして、

その辺を長期構想検討委員会の中で調査を進めてい

くというようなところでございまして、おおむね令

和３年度を目標に今、改訂の作業を進めているとこ

ろでございます。

○照屋大河委員 ぜひ、物流の視点、人流の視点を

含めて計画、地域の声も、先ほどからありますよう

によく聞いていただいて、実現できるようにお願い

をします。

続いて、345ページお願いします。

建設業経営力強化支援事業ということで、30年度

の事業の実績等について説明をお願いします。

○多和田真忠技術・建設業課長 よろしくお願いい

たします。

本事業は、経営改善や新規事業の取り組みなどを

気軽に相談できるよう相談窓口を設置し、いつでも

支援できるような体制を構築しております。平成30年

度は350件の相談、12回のセミナーに313名が参加し、

また、支援を受けた３社が経営革新計画の承認を取

得しているところでございます。

○照屋大河委員 相談窓口ということですが、事業

の目的、内容にも示されているように、厳しい経営

環境にある県内建設業者の経営改善等ということで

す。皆さんのほうにも届いていると思うのですが、

中小企業家同友会ですか、この平成30年度の事業を

踏まえても、次年度に向けて建設業の課題、生産性

の向上とか、建設業のイメージアップとか、将来の

担い手確保とか、切実な声が県政にも届けられてい

ると思うんですが、この事業、30年を通して、今後

この事業をどう効果をあらわしめるかという点につ

いてお伺いできますか。

○多和田真忠技術・建設業課長 この本事業の中で

は、経営力向上セミナーの中で、今、課題となって

おります人手不足等の求人採用とか人材育成に関す

るセミナーが３回。あと、専門家の派遣等いろいろ

やっているところでございます。また、今この事業

と合わせて担い手不足に対する課題対策として、建

設産業の魅力発信、建設現場親子体験バスツアーで

ありますとか、あと、沖縄建設フェスタ、高校の生

徒指導の先生を対象とした見学会、建設業団体が主

催する合同企業説明会開催への協力。この経営力支

援事業につきましては、これ以外に、今県のほうで

は沖縄県建設産業ビジョン2018というのを策定して

おりまして、建設企業、建設業界団体、行政機関、

それぞれで連携して、総合的、計画的に取り組んで

いくということにしておりしまして、その中の一つ

として現在の取り組みを行っているところでござい

ます。そういう中で県としましては、今、大きな―

委員がおっしゃられたように、人材の確保等であり

ましたら週休２日に向けての取り組みであるとか、

あと、社会保険の取り組みであるとか、技術者への

研修でありますとか、いろいろ総合的に、県だけで

はなくて業界とも連携しながら今、進めているとこ

ろでございます。

○照屋大河委員 沖縄、離島地域も抱えて、またそ

れぞれ地域の課題もあると思います。つい先日も宮

古から中小の代表者が人を探しに人夫さんを探しに、

沖縄本島に来たんだというような形でお話を伺う機

会がありました。そういうことも含めて、建設業の

皆さんに対する―その課題、提言・要望も具体的に

県に示されているというふうに思っていますので、

ぜひ、その辺の対応もしっかりやっていただきます

ようにお願いをして終わります。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

午後０時２分休憩
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午後１時15分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。

午前に引き続き、質疑を行います。

崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 歳出の決算の５ページの（款）土

木費の中の河川海岸費と、主要施策の362の河川海岸

費の治水対策事業について伺いたいと思います。

国場川の水系なのですが、これが明治橋から南風

原町の宮城橋の中の構想なんですが、決算の中で整

備箇所と、それから、その事業内容についての説明

をお願いしたいと思います。

○外間修河川課長 よろしくお願いします。

国場川に係る整備箇所、あと事業内容についてお

答えします。国場川の整備は河口の那覇港から、南

風原町字大名の県道南風原与那原線、宮城橋付近に

至る整備延長約8.3キロメートル、総事業費約393億

円の河川改修事業であります。国場川における平成

30年度の決算額に係る事業内容は、那覇大橋下流部

のしゅんせつ工事約5000立米、南風原町内の兼平橋

上流部の延長80メートルの護岸工事及び用地補償費

等であります。また、県では、平成18年度に関係自

治体と連携し、国場川水系水に親しむ川づくり整備

構想を策定しております。当該構想は、河川と管理

用通路及び周辺の公用地等について、都市部におけ

る自然ふれあいの場、オアシス空間の創出の視点を

取り入れた河川整備を実施するものであります。現

在、当該構想を踏まえた河川整備に取り組んでいる

ところであり、平成30年度末時点の進捗率は事業費

ベースで87％となっております。

○崎山嗣幸委員 ただいまの説明で、明治橋から南

風原を過ぎて宮城橋付近、8.3キロという壮大な事業

なんですが、昭和47年からだから、終わるのが令和

９年というからもう50年近くの事業になるんですか

ね。この構想を私も見て、河川敷を使っての管理用

道路、そこの散策路としての整備を進めてくれとい

うことで、従来私も話をしてきました。この事業そ

のものについての、今話があったように進捗が87％

ということになっているんですが、私はきのう、お

ととい、２回にわたってオートバイで明治橋から河

川敷をずっと走ったんですが、やっぱり寸断されて

いるところとか、一体的になっていないところがあっ

たので、この箇所をどうつなぐかについてが課題で

はないかなと思って。明治橋近辺からはすごく管理

用道路もいいんだけども、真玉橋近辺でまた寸断さ

れて、一日橋から途中から歩けなくなって、それが

上流側の南風原を過ぎたころからは極めてまた親水

性のある護岸になっていて、皆さんが言われるバル

コニーもそうなんだけど、親水用のテラスも含めて

整備されている感じがしました。でも、やっぱり明

治橋から最終的な宮城橋まで含めて、河川敷を使っ

て管理用道路の整備をして、これが人々が散策をし

たりウオーキングをしたり、健康増進にもなるし、

また交通渋滞緩和にもなるような意味で、そこを使

えるようなオアシスというか皆さんが目指す構想は

極めてすばらしいと思って、これを促進してもらい

たいということであります。今、言われた中で進捗

率もそうなんですが、きのう私が歩いたところで、

明治橋から管理用道路を渡って真玉橋のところを過

ぎたところで、真玉橋から国場に抜けるところの

100メートル近辺で寸断されていて、そこが通貫され

ると一日橋までずっと散策できるのではないかと私

は思ったんですが、これが皆さんが検討するという

ことでしたので、真玉橋の上流部の右岸、そこにつ

いての護岸工事と管理用通路についてはどうなって

いるか、そこをまた説明お願いしたいと思います。

○外間修河川課長 委員のおっしゃる真玉橋上流部

の右岸については約100メートルの区間が未整備と

なっておりましたが、去る９月に河川改修事業に契

約して着手しているところであります。当該事業の

実施により、那覇市内の護岸工事は全て完了する予

定となっておりまして、管理用通路についても連続

性が確保されることから、施設を管理するための機

能の向上と、あと散策路などの地域住民の利用に寄

与する施設としての機能も増進されるものと考えて

おります。

○崎山嗣幸委員 私が、今聞いている寸断されてい

る100メートルの工事の、皆さんの計画というか、こ

こを説明してくれますか。

○外間修河川課長 工事については、護岸と管理用

通路を一体的に整備いたしますので、護岸と同時に

管理用通路も連続するものと考えております。

○崎山嗣幸委員 これは工事予定されているのです

か、ここの区間。

○外間修河川課長 契約が９月で、契約工期として

は年度末の３月を予定しております。

○崎山嗣幸委員 工期はいつからいつまでですか。

○外間修河川課長 工期は９月27日から令和２年

３月24日までとなっております。

○崎山嗣幸委員 ここの100メートルの工事が令和

２年で完了すると、先ほど言ったように、管理用通

路を使って真玉橋から一日橋まではずっと歩けるよ

うに、そこはそういうふうになりますかね、皆さん

の考え方としては。

○外間修河川課長 この工事が終われば、連続が確
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保されると思っています。

○崎山嗣幸委員 それから、一日橋まで流れてそこ

からは県道ですかね、一日橋の県道に直面するんだ

けども、渡るときの河川は反対側になっていて、ま

たここで県道というか、渡らないといけないところ

があって、そこからは反対側の道路を渡って、それ

から左側の河川のほうから全部何百メートルかな、

500メートルぐらい草刈っているところあったんだけ

ど、そこにつながるような計画なんですかね。一日

橋からの通路の件です。一日橋からの先。

○外間修河川課長 一日橋の上流側ということで認

識していますけども、管理用通路については連続し

ている状況です。

○崎山嗣幸委員 まだ未整備じゃないかなと僕聞い

ているんだけど、そこは。

○外間修河川課長 左岸側については、一部通れな

いところがあって、右岸側については連続した状況

となっています。

○崎山嗣幸委員 今、真玉橋のところ聞きましたよ

ね。そこは今、工事をなされるというから、散策道

路が開通するから、真玉橋から一日橋までは、僕は

行くことができるということで、オートバイ乗って

着いた。そこから国道があって、一日橋でとまった

んですよ。そこで私は、そこからどこにつなげるか

なと思って、探し切れなくて、渡ったんだけど左側

のところに、左岸側のところで草刈っているところ、

約300メートルぐらいあったんだけど、そこにつなぐ

のかなと思ったんですが、違うのかねという確認を

したい。左岸。向かって左側、左岸側の管理用通路

ですよ。そこには橋は―どこかな、下茂橋というの

かな。

○外間修河川課長 委員のおっしゃる場所について

は、管理用通路としてはつながっております。

○崎山嗣幸委員 いずれにしてもつながっていると

いうことですから、私オートバイで行ったけど、と

てもじゃないけど管理用通路らしい道路ではなくて、

草刈っているだけだったんだけど、そこから一日橋

に上がっていく階段がないとここに上がれないわけ

よ、相当な高さがあったんで。つなげるんだったら、

そこはやっぱり階段つけて通れるようにやらないと

意味がないかなと思ったので、ここは改めて検討を

してもらいたいというふうに思います。これ何か考

えていますか、階段か何かで。上がりようがないし、

どうしようもないと思ったんだけど、これはそのま

まなのか。つなげるという皆さんの一体的な考え方

について、階段なり何か、つなげる考え方は持って

いるのか、そのままなのかどうかについては答弁を

お願いします。

○外間修河川課長 これについては現地を再度、確

認しまして、必要であれば階段等を検討したいと考

えています。

○崎山嗣幸委員 これはそれだけ。

それから、私は、これはメリットは、管理用通路

を使って、皆さんの書いてあるように、本当に連続

性のあるオアシスをつくって、都市部から南風原に

向かってウオーキングできたり、散策できたり、そ

こにバルコニーがあったり、親水性があるというこ

との構想はすばらしいと思うものだから。明治橋か

ら行くときというのは、そのまま、またそこに道路

ができたりすると、道路の橋の下を渡れないものだ

から。橋から上がって道路から通る那覇大橋とか幾

つかあるんだけども、架橋の下をやるというのは治

水の問題と関係すると思うんだけど、架橋の下が歩

けるところと、危ないからって道路を渡るところあ

ると思うんだけど、この辺はどんなふうに連続性を

持ってするのかについて答弁願えますか。

○外間修河川課長 管理用通路については、どうし

ても橋梁等にぶつかるところについては、橋梁の高

さとか、中をくぐれるかとか、あと、これを橋梁の

ほうにつないだ場合、安全性とか交通容量の問題が

ありますので、その辺、極力、連続性を持たすよう

に努めていきたいと考えています。

○崎山嗣幸委員 いずれにしてもこの国場川水系だ

けじゃなくて、また長堂川もあるようなんだけれど

も、特に国場川水域は都市部に入るという意味では、

今、部分的に切れてしまうと、きのう歩いていると

ころでも、ウオーキングしたり散策したりとか、やっ

ぱり一部なもんだから一部の区間で終わっていて、

一部はほとんどいなかったりするというところがあ

るから。先ほどから言っているように、連続的に明

治橋から南風原の最後の宮城橋近辺まで行くことが

できると、そういった、県民がというか、憩いの場

として河川敷使ったり、散策したり、それから水に

親しむ、親水性があるようなことができるんではな

いかなと。かつてはそこは、洪水であふれたりする

ことも含めて、皆さんの努力でここは解消されてき

ているわけだから、せっかくそこはきれいな河川敷

をつくってもらいたいということで思いますので、

ぜひ整備されていない箇所、幾つか寸断されている

ところがあるので、そこはぜひつながるように、い

ろんな専門的なことを駆使して、全体的につなげる

努力をまずしてもらいたいということを思いますの

で。結構、進捗はしているんだけど、残された区間、

つながらない部分についてはつなげる努力をしても
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らいたいと思いますが、そこは最後に答弁お願いし

たいと思います。

○外間修河川課長 今後、河川整備等の実施に向け

ては、委員おっしゃる管理用通路、地域に利用しや

すいような、極力連続性があるよう取り組んでいき

たいと考えています。

○新垣清涼委員長 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 通告した中で聞きたいんですけど、

過去５年間の入札の不調・不落について教えてくだ

さい。

○多和田真忠技術・建設業課長 お答えいたします。

土木建築部発注工事における入札不調・不落は、

平成26年度が20％、平成27年度22％、平成28年度

21％、平成29年度20％、平成30年度22％となってお

ります。

○赤嶺昇委員 よくこのことで質疑させてもらって

いるんですけれども、相変わらず20％台ですよね。

これが改善されない理由は何ですか。

○多和田真忠技術・建設業課長 不調・不落の原因

が、技術者不足、あと、積算単価と予定価格と現場

での必要経費との乖離というふうなのがアンケート

等で出ております。今、沖縄県につきましては、建

設工事の出来高、民間工事とも年々増加しておりま

して、平成26年度に比べますと３割以上増加してい

るという状況でございます。そういう状況の中で、

対策としましては、技術者の兼任、小規模工事をま

とめて発注する、あとは、離島における必要経費の

計上であるとか、対応はやっているところではござ

いますけれども、実際、先ほど説明したように、建

設投資がかなり伸びているということの中で少子高

齢化、そして、若い人の入職者が少なくて人手不足

というふうなもので、複合的な要素が加わって20％

で推移しているというふうなことが考えられます。

○赤嶺昇委員 他府県の状況はどうなんですか。

○多和田真忠技術・建設業課長 他府県につきまし

ては、申しわけございませんが、データとして持ち

あわせてございません。

○赤嶺昇委員 これ毎回聞いているし、５年間ほぼ

変わってないんですよ。皆さんの説明も変わらない

んですよ。５年間も同じような推移できていて、他

府県の状況も把握していないということは、今後九

州も含め、そこの状況も調べたほうがいいと思いま

すよ。いかがですか。

○多和田真忠技術・建設業課長 委員の提案のあり

ました他府県の状況、九州につきましても調査して

みたいと思います。建設産業ビジョンの中で、今こ

ういった建設企業、業界団体、行政機関と一緒に、

総合的に計画的に取り組んでいるんですけど、その

ビジョンの柱も人材確保、育成ということを柱に据

えて、連携しながら今、取り組んでいるところでご

ざいます。

○赤嶺昇委員 先ほど人材不足ということだったん

ですけど、積算単価が企業との乖離があるというの

が前から言われていて、その辺はどのように改善し

ていきましたか。

○多和田真忠技術・建設業課長 実施設計単価につ

きましては、年２回から４回の見直し、あと、離島

において職人等を手配する必要な経費の計上、変更

による対応、そして離島において積算単価に乖離が

あるものについては見積もりを採用する等の形で、

対応を今行っているところでございます。

○赤嶺昇委員 対応していると思うんですけど、やっ

ぱり20％台をずっと推移しているというのは、やっ

ぱり改善―数字がそうあらわしているので、だから

ここを県としてやっぱり、そもそも皆さんは何％ぐ

らいにしたいという目標みたいなものはあるんです

か。

○多和田真忠技術・建設業課長 具体的な数字は今、

何％というのは持ってはないんですけど、当然なが

ら不調・不落というのは県民の公共サービスにとっ

てもいいことではございませんので、しっかり改善

できるような形で取り組みたい。今の現況をしっか

り調査して対応を検討していきたいと、引き続き。

○赤嶺昇委員 要は、不調・不落はもうなくしたい

というのが、皆さんの本来の希望じゃないですか。

○多和田真忠技術・建設業課長 委員おっしゃると

おりでございます。

○赤嶺昇委員 そうだと思いますよ。だから、不調

・不落をゼロにしていくということを、やっている

ことは理解しているんですよ。ただ、やっぱり改善

されないというのは、５年間も変わらないというの

は、根本的に対応していかないとまずいと思います

よ。努力しているかもしれないですけど、やっぱり

これをゼロにしていくということは大事なことじゃ

ないかなと思っています。ちなみに過去５年間の入

札、応札ゼロについて教えてください。

○多和田真忠技術・建設業課長 応札ゼロについて

は、今調査できたのは過去３年分しかできなかった

んですけれども、平成28年度が56件、平成29年度が

33件、平成30年度が68件となっております。

○赤嶺昇委員 だから、応札ゼロが30年度が68件と

いうことで、前年度の33件の２倍以上ですよね。応

札すらしないというのは、県が発注かけてもゼロと

いうのは、やっぱり大変な問題だと思うんですよ。
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そもそも応札ゼロというのは、皆さんどのように分

析していますか。

○多和田真忠技術・建設業課長 応札ゼロの傾向と

して、主なものが小規模工事、あと、離島関係工事

になっております。

○赤嶺昇委員 応札しないというのは企業の皆さん

が、いわゆるこの工事をとっても割に合わないと思っ

ているからとらないんですよね。どうなんですか。

○多和田真忠技術・建設業課長 不調・不落のアン

ケート調査では、技術者が不足でありますとか、積

算と実際の工事に必要な予算の乖離でありますとか、

そういうのが原因ということです。我々としまして

も小規模工事をまとめたりとか、離島の単価の実際

の必要な経費の計上でありますとか、対応している

ところではございますけれども、実際、年度によっ

て小規模工事の数でありますとか、まとめられるも

のと、そうでないものでありますとか、離島工事の

数とか、いろんなものがちょっと影響しているのか

なと思います。

○赤嶺昇委員 決算の中で、平成30年で68件なんで

すけど、今年度、現時点での応札ゼロというのはわ

かりますか。

○多和田真忠技術・建設業課長 今年度のものは、

手持ちで持っておりません。

○赤嶺昇委員 不調・不落と応札ゼロについては、

引き続き対応をお願いしたいなと思っています。

次に、県道の除草の問題についてよく質疑等が出

るんですけど、除草について、相変わらず国道も含

めて伸びているなという実感を私はしているんです

けど、いかがですか。

○島袋一英道路管理課長 県管理道路においては近

年、除草等に係る県単独費を増額しまして、年２回

から４回程度の除草を実施しております。観光地へ

アクセスする主要幹線道路等においては、沖縄フラ

ワークリエイション事業を活用した重点的な植栽管

理を行っており、その他道路ボランティアとの協議

による道路の美化にも取り組んでいるところです。

また、各種イベントがある際には、国との連携が必

要な場合、除草時期について国と調整して実施して

おります。県としては今後とも必要な予算確保に努

め、良好な道路景観の創出、向上に向け、効率的、

効果的な維持管理に努めていきたいと考えておりま

す。

○赤嶺昇委員 それでは、過去５年間の除草作業に

かかっている経費というのは、それぞれ年度ごとに

出してもらっていいですか。

○島袋一英道路管理課長 除草にかかる費用としま

しては、平成27年度が約７億8000万円、28年度で９億

円、29年度も９億円、30年度10億円、令和元年度が

約12億円となっております。

○赤嶺昇委員 少しずつふえてはいるんですけれど

も、皆さんは今の年に２回から４回、今の予算でも

う十分という認識なんですか。

○島袋一英道路管理課長 今の予算では、はっきり

言って全体はできていないんですけども、基本的に

観光施設とか、あとは、イベントに関連しても、ど

うしてもメリハリをつけたような実施しかできてな

いというか、そういう状況であります。

○赤嶺昇委員 最近、会派で東南アジア、東アジア

をよく回っているんですけれども、視察に行ってい

るんですけど―シンガポールはもともときれいなん

ですけど、最近、深圳に行ってもかなりきれいなん

ですよ。そうなると、定期的に除草作業、道路もき

れいに整備されているものですから、沖縄は観光立

県として売っている以上、やっぱりそこは大事だと

思うんですけれども。皆さんとしては年に何回、除

草作業で、予算は幾らぐらいというのは本来あった

ほうがいいということを考えていますか。

○島袋一英道路管理課長 具体的な予算については

出しておりませんけども、現段階で２回から４回程

度しかできていないので、それの単純に1.5倍とか、

それぐらいになるのかなというふうには感じていま

す。

○赤嶺昇委員 今の回数を、要は何回やればこの除

草の問題は、いわゆる―多くの県民が指摘するんで

すよね、指摘されなくなるのは、何回やればできる

というふうに理解していますか、皆さんは。

○島袋一英道路管理課長 県の道路緑化計画の中で

は年４回程度ということにはなっていますけども、

近年どうしても亜熱帯地方は雨とかそういうものが

多いものですから、少しふえている状況―雑草が繁

茂する状況には少しなっているかと思っています。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、赤嶺委員から明確に答弁するよ

うにとの指摘があった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

島袋一英道路管理課長。

○島袋一英道路管理課長 全路線を４回やるという

のが理想であります。現在は年４回やるには予算も

ありますので、県のほうでは沿道景観ガイドライン

というのをつくっておりまして、その中で除草剤を

使ったりしてコスト削減をしたり、あとは植物自体

で雑草を抑えるアレロパシーという植物がございま

して、そういった植物を使うことによってコスト縮
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減を、下げられるような工夫がないかどうかという

のを検討しているところです。

○赤嶺昇委員 全路線、年４回やると予算は幾らで

すか。

○島袋一英道路管理課長 先ほどの、５年間の除草

にかかる費用訂正がございます。先ほど申しました

金額は、高木の植栽管理も入っておりまして、除草

剤だけだとすると大体、年平均６億円ございまして、

これを年４回、全路線行うとすると約10億円という

ことになります。

○赤嶺昇委員 ぜひ、この10億円獲得に向けて、そ

こはこれぐらい予算かかるよということ―除草だけ

じゃなくて別の対応も含めて、言われないような対

応をお願いしたいなということを要望しておきたい

と思っています。

次に、沖縄県建設産業ビジョンについてなんです

けれども、やっぱり今後、さっきの入札の不調・不

落も応札ゼロについても、課題はかなり分析されて

いるんですよね、この中身。この産業ビジョンにつ

いての、これやっぱりやっていくことが今後、県の

土木建築行政については大事だと思うんですけど、

部長、この件についてお聞かせください。

○多和田真忠技術・建設業課長 平成30年３月に沖

縄県建設産業ビジョン2018を策定し、建設企業、業

界団体、行政機関の各主体が連携を図りながら、各

種取り組みを連携、共同のもと、総合的かつ計画的

に取り組んでいくこととしております。将来にわた

り、重要な役割を担う建設産業の持続可能な発展を

推進するため、人材の確保、育成及び企業の経営力

強化等を取り組みの柱としております。雇用条件、

労働環境の改善や建設産業の魅力発信のための広報

活動の充実、さらに、建設企業の経営基盤、企業体

質の強化などに取り組んでいるところでありまして、

引き続き連携しながら取り組んでいきたいというふ

うに考えております。

○赤嶺昇委員 私は非常にいいものだと思うんです

よ。ですから、そこを着実に、せっかくつくってい

ますので、これをしっかりと業界の皆さんとやって

いくことが、今の課題を解決する。ただつくって終

わるんじゃなくて、そこは生かしていくことが大切

だと思いますので、しっかりやっていただきたいな

と思っています。中身についても通告しているんで

すけど、それはなしにして、ぜひとも今後これをベー

スにいろいろ聞いていきたいと思いますので、お願

いしたいなと思っています。

次に、最近の台風で、県外で川が決壊したり氾濫

していますよね。あれぐらいの台風が沖縄に来た場

合、あれだけの雨が来た場合に、沖縄は大丈夫なん

ですか。

○外間修河川課長 去る19号台風、最大の降雨量が

972ミリだったと思いますけども、これについては過

去最大の降雨量ということになっておりまして、現

在の河川事業の整備水準については、30年に１回か

50年に１回の整備水準で改良をしておりまして、今

972といいますと、数千年に１回というオーダーに

なってしまうので、現状の河川ではオーバーフロー

等あると考えます。

○赤嶺昇委員 そうすると、あの台風が万が一沖縄

に来ていたら、間違いなく氾濫したり、同じような

ことが起きていたということは予測つくんですか。

○外間修河川課長 現在、避難等について、考え得

る降雨量ということで浸水想定をしております。こ

れについては情報を、水位周知河川という―８河川

あるんですけども、都市部の河川ですけども、これ

については策定次第、市町村にも情報を提供してい

るところであります。

○赤嶺昇委員 今、県内の県管理の河川で、一番氾

濫、もしくは決壊の可能性があるのはどこですか。

○外間修河川課長 県内の河川の形態というのが、

内地の河川と比べて―流域面積とか、あと、護岸の

形態が河川の河床と住宅地と同じ高さだったり、途

中に堤防形式というのが内地では案外見られますが、

県内ではほとんどの河川が地盤よりも下のほうに河

川があって、決壊するとなるとこの一部分だけ浸食

とかになるんですけども、内地のそういう一箇所が

破堤したらこの流域全部浸水ということには、県内

では少ないのかなと考えています。

○赤嶺昇委員 西原町あたりで、よく西原町町民か

ら―小波津川ですか、よく水が氾濫するということ

を聞いているんですけど、いかがですか。

○外間修河川課長 今、小波津川については整備の

途中で、ちょうど下流側についてはほとんど概成し

まして、今、途中で平園ハイツという分譲住宅があ

るんですけども、この手前で橋梁整備がありまして、

この橋梁整備が立ち上がると川幅がぐっと広くなり

ますので、この時点で大分浸水については解消され

るのかなと考えています。

○赤嶺昇委員 この小波津川以外で、今現時点で、

いわゆるオーバーフローで水があふれたりするとこ

ろはほかにもありますか。

○外間修河川課長 今、整備着手している河川の中

では、与那国の田原川あたりは、早急にそれを改善

するために、今取り組んでいるところです。

○赤嶺昇委員 今回、毎日のようにニュースで見る
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と県外は大変だなと思って、形態は違っても、あれ

ぐらいの雨量が沖縄に来た場合に、これも千年に１度

とかと言わず、やっぱり少し沖縄に来ていた場合に

大変なことになっていたと僕は思うんですよ。それ

についてやっぱり想定しておくということは大事だ

と思うんですよ。このあたりについて、もう一度。

○外間修河川課長 委員のおっしゃるとおり、県で

はハード対策とソフト対策―ハードについては整備

水準を確保するためにやっておりまして、ソフト対

策としては河川のカメラとか、あとは水位情報とか、

これについてはインターネット等やホームページ、

あとはＮＨＫのほうにも情報を提供しておりまして、

地域の県民が早目に対応できるようにということで

今、取り組んでいるところです。

○赤嶺昇委員 ぜひ、皆さんだけの部署じゃないと

思うんですけど、防災担当も含めて、市町村との連

携も含めて―今回県外の70名以上の方が亡くなった

りとか、いろんな問題が出ているので、それはやっ

ぱり沖縄県にも来るということも含めて、しっかり

と教訓にしてもらいたいなということを、土木建築

部としてもやっていただきたいなと思っております。

最後にモノレール浦西駅、浦添線がオープンした

んですけど、駐車場、今スタートしたばかりなんで

すけれども、利用率って何％今占めていますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 パーク・アンド・ライド駐車場の利用率のこと

だと思うんですけれども、パーク・アンド・ライド

駐車場のほうですね、今現在なんですけれども、定

期駐車契約数が171名となっていまして、日常の車庫

の出入りに関しては約370台の車庫の出入りがあるよ

うな状況となっております。

○赤嶺昇委員 これは何台中ですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 1000台中です。約1000台のパーク・アンド・ラ

イド駐車場となっております。

○赤嶺昇委員 利用者数ですね、利用率というか、

浦添まで４駅できましたよね。現在がどれぐらいの

量か、皆さんの見込みと比較していかがかというの

を教えてください。

○仲嶺智都市計画・モノレール課都市モノレール室

長 ４駅開業しまして、１万2000人需要が伸びると

いうことを予測しているところなんですけれども、

今現在、開業から14日までの推計なんですけれども、

こちらのほうで約9600人の方の利用がありまして、

ただし、その間には那覇まつりとかそこら辺を含ん

でいるものですから、もうしばらく様子を見ないと

いけないかなと考えております。

○赤嶺昇委員 以上です。

○新垣清涼委員長 上原正次委員。

○上原正次委員 主要施策の成果に関する報告書を

見て、352ページの公営住宅整備事業について伺いま

す。事業の内容として、健康で文化的な住民生活基

盤とする住宅を確保するとありますので、なかなか

表に出ない部分の今回の質疑になると思いますけど、

ちょっとかかわりありますので、あえて質疑させて

いただきます。糸満のほうで先々週に、糸満の県営

住宅のほうで飛び降りの自殺がありましたけど、住

宅課としては把握していますか。

○與那嶺善一住宅課長 指定管理者のほうから報告

は聞いております。

○上原正次委員 10月８日だったと思っていますけ

ど、９日に私のほうに電話がありまして、住民の方

からお話がありました。築20年になります―今、団

地名は言わないですけど、築20年で結構あるという

ことで、今、件数自体は私たちも把握していないん

ですけど、築20年でこの自殺の件数がわかれば答弁

いただきたいんですけど。結構あります。

○與那嶺善一住宅課長 正確な統計とかはとってい

ないんですけれども、最近３年間で、県営団地の中

で26件発生していると報告……。

○上原正次委員 26件とは１団地の話ですか。

○與那嶺善一住宅課長 県営団地内で発生した過去

３年間の件数でございます。

○上原正次委員 私も以前団地に住んでいまして、

高層階にいました。今、築20年の団地ができて、そ

の団地は13階建て、私が住んでいたところは10階建

てで、築30年ちょっと超していますけど、頻繁にあっ

たんですね。私のうちも10階で、朝早い時期に女性

の方、若い子が立っている状況を見て、住民じゃな

いのはすぐわかりました。声をかけて、ちょっと気

になって―頻繁にありましたから、声をかけたんで

すけど、その後ちょっと急いでまた帰ってみたら何

ともなかったんですけど。その後、今の13階建ての

団地ができて―亡くなった方には申しわけないです

けど、私が住んでいた団地よりはやっぱり高いとい

うことで、そこの築20年の団地のほうで、結構、頻

繁に話を聞きます。これはなかなか表に出ない部分

で、警察等も調べて、住宅課も表に出さないような

こと、なかなか新聞紙面もマスコミ等も報道ないん

ですね。あるのは、身元がわからない場合とか、そ

ういったことについては市の広報とか、糸満ですの

で市の広報とかで載ったりはしていました。高層階

ですので、糸満だけではなく、県内の高層県営住宅

ができて、ずっと３年で26件ですから、なかなか―
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これ本当に20年、30年前からある高層階を調べたら、

怖いぐらいなんですね。住んでいる方はやはり、高

層階の方は、私も以前住んでいましたし、夜帰って

きてエレベーター乗ってきたりしたら、夜は皆さん

怖いということで、これはもうつくづく感じました。

１階―下のほうの方々も、やっぱり余りいいもんじゃ

ないということで、地域の方々はそういったことを

余り表に出さないでそのままきていますけど。各県

営団地の自治会からはそういった対策をとってくれ

とは―どうなんですか、こういった高層階の対策を

してくれとか、そういった要望等は自治会からはあ

りますか。

○與那嶺善一住宅課長 現在のところ、自治会から

そういった要望は上がっておりません。

○上原正次委員 住宅課として対策をとらないと―

これだけ３年で26件、本当に20年、30年前のものを

調べたらとんでもない数だと思うんですけど。県営

団地ですから、不特定多数の方々が出入りするのは

簡単なんですよね。今、民間の大きなマンションも

ありますけど、なかなかセキュリティーがあって簡

単に入れない状況があるということで、言い方悪い

んですけど、県営住宅の高層階に来ている状況はあ

ると思うんですよね。それはやっぱり、柵をやると

か、金網をやるとかというのは―例えば今回あった

13階だったら、10階から上のほうとか、そういった

対策はとるべきだと思うのですが、どうでしょうか

ね。

○與那嶺善一住宅課長 先ほど26件と言ったのは、

転落事故も含んでおりまして、その辺の詳細につい

ては警察や消防のほうから県のほうに情報はないと

ころですので、確実な数字というのは―いわゆる飛

び降りというものについての数字というのは把握で

きない状況でございます。委員がおっしゃる対策に

ついてなんですけども、県営住宅の団地の中では、

一部の団地では部外者立入禁止とかそういった広報

とかをしているんですけども、全ての団地でできて

いない状況ではあります。転落防止柵の設置につい

てですけれども、県内の県営住宅で約３分の１程度

が高層階をもっている団地でございますので、数的

にも多いということと、高層階への柵の設置ですね、

あと、それに関する維持管理とか、そういった課題

もあるものですから、他県の情報も踏まえて、今後

研究していきたいと考えています。

○上原正次委員 私が今―答弁で転落事故も含めて

とあるんですけど、今言っているのは、みずから命

を絶っている方々が多いということなんですね。私

が住んでいたところも警察が来て調べている状況と

いうのは、靴を置いて飛び降りたと、こういうのは

実際起きています。築20年のところも、何かのはず

みで転落したという事故ではないんですね。あえて、

住宅のベランダ側からとは違って通路側からの―こ

れは大人だったら自分で飛び越えないと、子供たち

にはまた高いしふざけて遊ぶとかそういった状況で

はないんですよね、10階から13階というのは。子供

たちもそれはもう危険だと思っています。先ほど言っ

た転落、事故みたいな言い方していますけど、それ

はちょっと考え方が、自分からしては甘いんじゃな

いかなと思うんですけど。他県の事例とか言ってい

ますけど、これは沖縄県で実際に起きていることな

ので、真剣に考えてほしいと思っています。なかな

か表に出ていない部分がありますので、これは本当

に対策として、予算的にもそんなに全階やりなさい

と言っていることではないので、地域から自治会か

ら要望がないということなので、今、私のほうから

やりなさいとは言いませんけど、住民の方は高層階

の２、３階でも何かやってもらったほうがいいんじゃ

ないかというお話でしたので、ぜひ真剣に考えてい

ただきたい。20年、30年先から調べたらとんでもな

い件数だと。私は、糸満だけで結構ありますから、

全県下含めたらすごい数あると思っています。

ちょっと話は変わりますけど、県営団地の老朽化

した団地内の公園遊具の撤去があるんですけど、撤

去した後の遊び場、子供たちが遊ぶ遊具が古いとい

うことで撤去して、そのままの状態が多いので、各

自治会から要請等があると思いますけど、いかがで

すか。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅におきましては、

これまで新規の建設時に遊具や東屋などの整備を実

施しております。その後、維持管理しながら使って

いるんですけども、老朽化により安全性の観点から

耐用年数が経過した場合は修繕自体も難しいという

ことで、撤去を実施しているところでございます。

住民からの設置の要望も指定管理者のほうにあると

聞いておりますので、その辺の要望の状況も踏まえ

て、あと、維持管理費の予算の状況、そこも指定管

理者と検討しないといけないんですけども、その辺

を勘案しながら、再設置について団地の自治会から

要望があれば検討していきたいというふうに考えて

おります。

○上原正次委員 ぜひ、早目に対応をお願いします。

続きまして367ページの急傾斜地崩壊対策事業につ

いて、糸満市議会から意見書が上がっています。武

富地域の急傾斜地崩壊危険区域（武富ハイツ内）の

防災対策工事を求める意見書。長年にわたって武富
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ハイツの方々が大変苦しんでいる状況がありますけ

ど、県の部分は今、工事を進めています。今、糸満

市とずっと協議をしているＣ・Ｅブロックに関して、

県のほうに―県区分へ移行して速やかに実施するこ

とを強く要望するとありますが、これ上がってきて

まだ日にちたっていませんけど、県の所管課として

の考え方をお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 武富ハイツについての県

の対応状況についてお答えします。武富ハイツ北側

斜面の一帯は、過去に県と那覇市が急傾斜地崩壊対

策等の工事を実施した区域であります。近年、その

一部区域において施設の老朽化、斜面の変状等が見

られ、県ではこれまでにも現地調査を行い、維持補

修工事を実施したところであります。平成27年度か

らは新たに老朽化した施設の改良工事を行っており

ます。

一方、糸満市が道路災害復旧事業―市単独事業で

対策を行った地区については、糸満市の事業として

対策を行うよう糸満市と協議を行い、一部について

は糸満市のほうで事業化しております。今後、引き

続き残りの地区について、県としましては糸満市の

事業化に向けた支援を行ってまいりたいと考えてお

ります。

○上原正次委員 今、県が行っている部分に関して

は、もう工期は終えたのですか。今、県の部分やっ

ていますよね。これはもう、工期はいつまで、抑止

工の部分は、向こうは何ブロックなのかな。

○新垣義秀海岸防災課長 現在、県で行っている事

業につきましては、平成27年度から令和４年度まで

を予定しております。

○上原正次委員 ぜひ、早目の対策をお願いします。

それと、武富ハイツの自治会のほうに説明会―今、

イエローゾーンということで、レッドゾーンに指定

するみたいな話が、説明会を開きたいということが

あるんですけど。これはレッドゾーンに指定―今、

基準はあると思うんですけど、指定するということ

は危険な状態だからイエローゾーンからレッドゾー

ンに指定するのか、その部分をお聞かせ願えますか。

○新垣義秀海岸防災課長 これは土砂災害警戒区域

指定についての御質疑だと思いますけども、現在、

イエローゾーンについては全県でほぼ1000カ所ほど

指定されておりまして、これが一巡、一回りしまし

て、現在は昨年あたりからレッドゾーン―危険箇所

の中でも特に危険性がより高い箇所については、レッ

ドゾーンの指定を平成30年度から進めているところ

であります。委員がおっしゃいました武富地区につ

いても、レッドゾーンに該当する箇所が実際にござ

いまして、地元説明会とかそういったものを計画し

ているところであります。

○上原正次委員 レッドゾーンに指定されるという

ことは、相当危険な状態だと県も把握していますの

で、ぜひ糸満市と協議をして早目にハイツの方々を

安心させてください。

以上で終わります。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

（休憩中に、委員長から自殺に係る県営住宅

の高層階への対策をしっかり検討してほし

い旨の話があった。）

○新垣清涼委員長 再開いたします。

玉城武光委員。

○玉城武光委員 成果報告書の337ページ、本部港の

整備。先ほど具志堅委員からもあったと思うんです

が、そこの執行率が58.6％ということになっている

んですが、その要因は何ですか、執行率の悪さ。

○桃原一郎港湾課長 本部港の執行率の低さについ

て御回答いたします。本部港は国際旅客船拠点形成

港湾に指定されたことから、20万トン級のクルーズ

船の接岸に向け、ジャケット式桟橋、ドルフィン式

桟橋の整備を進めております。ジャケット式桟橋に

つきましては、波の繰り返し荷重の検討の必要がご

ざいまして、その設計を見直して部材規格がちょっ

とふえるなどありましたので、その検討に時間を要

したことと、あとドルフィン部がございますが、ド

ルフィン部については航行安全検討委員会の中で、

船が風に影響を受けて接岸する際にぶつかる可能性

があるので、防舷材をもうちょっとしっかり見直し

なさいという指導がございました。そのため、工事

発注がおくれたことによりまして、当該年度の執行

率が58.6％となっております。しかしながら、ジャ

ケット部の据えつけに、繰越額として３億6430万円、

ドルフィン部については３億9815万円の繰り越し、

これは契約繰越として令和元年度に７億6245万円の

繰り越しをしておりまして、あと、未契約が１億

5000万円余りありますので、合計金額として９億

1400万円の繰り越しがありますが、これは全て今年

度、契約繰越の中で全て執行していきます。今、繰

り越しのこういった理由でもって時間を要して工事

発注がちょっとおくれたところがございます。

○玉城武光委員 繰り越しをしたから、令和元年度

で工事の完了は見込んでいるわけですね。

○桃原一郎港湾課長 翌債工事で実は昨年度から

やっておりますので、一発で契約して、今年度、全

てこれは未契約分も増額して全部全て執行するとい

うことになります。残工事につきましては、約13億
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円ほどあります。最後のドルフィン部の上部工とか、

あと、しゅんせつ工とかが残っていますが、これは

現在国のほうに予算の要望をしておりまして、我々

が船社と今連携してやっているクルーズの事業の中

で、確実に令和３年度にはクルーズを就航させたい

というところで、目標を持って事業執行していると

ころでございます。

○玉城武光委員 次に、338ページのハシゴ道路の件

です。用地取得に相当な時間を要しているという課

題を上げているのですが、先ほど座波委員にも答え

ていたんですが、用地買収がなかなか進まないとい

う話の中ですが、これは事業開始する前に、事前に

地権者との相談という形ではやったんですか。

○島袋善明道路街路課長 今おっしゃることですけ

ども、例えば土地計画決定の手続等において原案を

作成した後に、住民の説明会や公聴会を実施してお

ります。当然、地元市町村への意見照会の実施等、

事業を円滑に進めるために作業を行っています。ま

た、実施設計が終わった段階で地権者に対し説明会

を行い、用地交渉に臨んでおります。しかしながら

委員御指摘のとおり、個別交渉に入ったときには―

やはり単価とかあるいは補償内容、相続関係人が多

いとか、こういった不満等も出てきますので、相当

な時間を要しているのが現状でございます。今後の

対策としては、用地買収の業務等は一部、補償コン

サル、民間のコンサルタントを活用しながら、あと

地元の協力も必要不可欠になりますので、事業の推

進を図っていきたいと考えております。

○玉城武光委員 用地費の不満というのは何ですか。

大体私が思っているのは、単価というのはある一定

―変わらないですよね、その場所的には。そこに何

で不満が出るんですかね。

○島袋善明道路街路課長 一例を申し上げますと、

御本人が例えばここは宅地見込みではないかとか、

我々としては例えば雑種地ではないかという不動産

の鑑定とかやりますよね。そういったときにやはり

お互いの意見の相違等があったり、その辺で単価に

開きが出たりする場合がございます。

○玉城武光委員 事前にそういう説明もしたわけで

すよね。その中で、単価に対して不満が出ると。こ

れ、解決できない場合は、どういうことをするんで

すか。

○島袋善明道路街路課長 基本的には、粘り強く用

地交渉を重ねていきますけれども、どうしても交渉

決裂とか、そういった場合には収用裁決申請という

手続もございます。

○玉城武光委員 最終的には強制収用するという方

向でいくという方針ですか。

○島袋善明道路街路課長 ある程度期間も要して、

例えば８割ぐらいの地権者の同意もいただいている

と。残り分、困難といいますか、用地獲得が困難な

場合については、今おっしゃったとおり収用裁決も

一つの手続ですので、念頭に入れていきます。

○玉城武光委員 何割ぐらい今、用地の取得はでき

ているんですか、交渉の中で。

○島袋善明道路街路課長 今、全体的な話は手元に

ないんですけど。例えば338ページにある代表的な南

部東でいいますと、今現在３工区、４工区、５工区

で事業を実施していますが、４工区については用地

は100％、３工区は23％、５工区については32％の取

得状況になっています。

○玉城武光委員 ２割、３割の用地取得で、今、３工

区、４工区は２割、二十何％、これは事業年度に完

了する見込みありますか。

○島袋善明道路街路課長 現在、令和８年度の暫定

供用開始に向けて職員一同頑張っているところであ

ります。

○玉城武光委員 ぜひ頑張って、あちら辺を見たら

なかなか進んでいないなということが地元からもみ

んな出ていますから、先ほど座波委員もおっしゃっ

ていたから、ぜひこれは頑張っていただきたいとい

うことを要望します。

次は、354ページの住宅リフォーム促進事業。これ

は平成30年度、13市町村にふえたと言っているんで

すが、この13市町村名を教えてください。

○與那嶺善一住宅課長 平成30年度実施市町村は、

宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、宮古

島市、伊江村、読谷村、北谷町、西原町、与那原町、

南風原町、竹富町の計13市町村となっております。

○玉城武光委員 この住宅リフォーム促進事業が、

まだ13市町村ですが、この事業の概要を教えてくだ

さい。

○與那嶺善一住宅課長 この事業は、沖縄県内にあ

る住宅につきまして、その住宅のバリアフリー化、

あるいは省エネ、耐久性向上などの改修工事を行う

に際しまして、市町村が補助する額―これがおおむ

ね工事費の20％を市町村が補助しておりますけれど

も、その20％のうちの45％を国費で補助しまして、

残りの55％を市町村と県で半分ずつ負担するという

制度になっております。

○玉城武光委員 今おっしゃったのは、県が45、国

が。

○與那嶺善一住宅課長 ８割は民間がやりまして、

２割のほうを、20％を市町村が補助します。その20％
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のうちの45％が国、20％のうちの55％を市町村と県

でやるということで、55％のうちの半分を県が支援

しているという事業でございます。

○玉城武光委員 この事業がなかなか進まないとい

う、事業実施しないというのは、80％は自己資金で

すよね、自分で出すんですよね。あとの20％は国が

55、県が45という補助率ですよね。この補助率を変

えたらもっと進むと思うんですが、リフォーム事業

が。どうですか。

○與那嶺善一住宅課長 市町村から事業を実施しな

い理由としまして―過去にアンケートをとりました

けども、その中では、市町村としてはやりたいけど

も財政的に厳しいでありますとか、あるいは事務負

担が大きいために現在のマンパワーでは対応ができ

ないという回答があります。市町村の中ではアンケー

トとった中では、前向きに今後やりたいという市町

村もございます。

○玉城武光委員 事業をぜひ推進してほしいという

のは、これ工事受けるのは大体、中小企業の皆さん

ですよね、一人親方とかね。仕事量がふえて非常に

いいことが生まれるんですが、ぜひ市町村の要望も

聞いて取り組んでいただきたいと思います。

次は356ページ、そこの橋梁補修の部分ですね。15路

線を補修、長寿命化計画に係る設計を行った。この

15路線名、教えてください。

○島袋一英道路管理課長 道路保全事業における橋

梁補修は、沖縄県が管理する橋梁長寿命化修繕計画

に基づいて工事を進めているところです。平成30年

度につきましては、北部のほうで国道331号、それか

ら、国道449号、それから、国頭東線、名護運天港線、

県道104号線、県道９号線。それから、中部におきま

しては、県道37号線、県道26号線、県道146号線。そ

れから、南部地区におきましては、那覇糸満線、県

道39号線。宮古におきましては、池間大浦線、下地

島空港佐良浜線。八重山のほうで、国道390号、白浜

南風見線の15路線となります。

○玉城武光委員 橋の長寿命化。

○島袋一英道路管理課長 橋梁名が、北部から伊是

名橋、それから、安和橋、炭焼橋側道橋、それから、

名護運天港線の１号橋、伊那嘉原橋、それから、大

保大橋。中部におきましては、屋慶名橋、平田橋、

若松橋。それから、南部が東風平大橋、むつみ橋。

宮古のほうが、池間大橋、国仲橋。八重山のほうが

宮良橋と浦内橋となります。

○玉城武光委員 これまで終わったと。今後の計画

は、どういうところが残っていますか。

○島袋一英道路管理課長 橋梁長寿命化につきまし

ては平成22年度に策定しておりまして、この中で平

成24年度から10年間ということで計画しています。

ここで672橋のうち544橋を対策することが必要と

なっておりまして、30年度末時点で198橋、約36.4％

となっておりまして、その他の橋についてはまだこ

れから実施していくということになります。

○玉城武光委員 なかなか予算がつかなくてという

話もあるんですが、予算はどういう状況ですか。ふ

えているんですか、減っているんですか。

○島袋一英道路管理課長 橋梁補修につきましては、

少しずつですがふえている状況にあります。ただ、

国のほうから法定点検として５年の点検というのが

ありまして、その点検にも費用がかかっている状況

ですので、全てが橋梁補修の工事に回っている状況

ではありません。

○玉城武光委員 ぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

先ほど座波委員に説明していた、南城市の市道に

なっている橋の堀川橋、あれの計画が令和２年。

○島袋一英道路管理課長 令和２年度から新規事業

として要望しているところです。

○玉城武光委員 要望ですか。

○島袋一英道路管理課長 現時点では要望です。令

和２年ですので。

○玉城武光委員 これは南城市からあったわけで

しょ、要望が。

○島袋一英道路管理課長 各市町村からヒアリング

を受けまして、その要望については全て要望する形

でございます。

○玉城武光委員 次、357ページ。このほうに、海岸

老朽化対策事業ということで、そこの中の沖縄県内

といって、水管理・国土保全局所管というのがある

んですが、これは、所管というのは教えてもらえま

すか。水管理・国土保全局所管というのは、川の管

理なのか、どういうことですか。

○新垣義秀海岸防災課長 海岸には、海岸法に基づ

く管理する分につきましては、国土交通省が管理す

る海岸、その中に水管理・国土保全局の管理する海

岸と、あと港湾局、一般的な港湾区域とか、そういっ

たところで管理する港湾海岸と、あと、農林水産部

が管理する海岸、３種類の海岸がございます。

○玉城武光委員 そこの水管理・国土保全局所管と

いうのは、どこの地域ですか。

○新垣義秀海岸防災課長 今この357ページの30年度

の事業の予定としましては、宜野湾市の伊佐海岸、

嘉手納町の兼久海岸が対象となっています。

○玉城武光委員 ほかに水管理・国土保全局所管と
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いう海岸はあるんですか、ほかの地域に。

○新垣義秀海岸防災課長 水管理・国土保全局所管

の海岸保全区域としましては、沖縄県全体で87海岸

ございます。

○玉城武光委員 具体名は後で聞きます。

最後に361ページ。この耐震化対策、民間住宅・建

築物の総合的な耐震化対策というのですが、この対

策も執行率が44.9％。予算をつけてもなかなか執行

できないという理由は何ですか。

○野原和男建築指導課長 お答えします。

民間住宅建築物等の総合的な耐震化対策のうち、

住宅・建築物安全ストック形成事業の執行率が低い

理由は２つあります。１つ目は、耐震改修工事にお

ける工事期間の変更や、建てかえ工事に伴う設計段

階において不測の時間を要したことによる工事着手

のおくれ等により、年度内に完了できず次年度に繰

り越したものです。２つ目に、耐震改修工事に係る

設計作業を予定していた建築物について、建築主等

の都合で着手できなかったことにより、不用となっ

たものであります。

以上です。

○玉城武光委員 その事業の概要、補助率が何％な

のか、そういうのを教えてもらえますか。

○野原和男建築指導課長 耐震診断事業の補助率は

３分の２で、補助限度額が１件当たり８万9000円と

なっております。

○玉城武光委員 この８万9000円の補助というのは、

１件につきですよね。１件につき８万9000円をつけ

て、これは設計費用ですか、設計の費用に対する補

助ですか。

○野原和男建築指導課長 耐震診断に要する費用で

あります。

○玉城武光委員 耐震診断に対する費用が８万

9000円の補助ですね。これは上限ですか、最大で８万

9000円ですか。

○野原和男建築指導課長 はい、上限です。

○玉城武光委員 耐震化工事した場合は、そこには

補助とか、そういうのはないんですか。

○野原和男建築指導課長 耐震診断の後に、耐震設

計の費用に３分の２の補助もありまして、その後に

改修や建てかえをするときに、これはまた補助率23％

で、補助限度額が823万円の補助制度があります。

○玉城武光委員 沖縄で耐震診断して工事した率と

いうのはわかるんですか。件数でもいいですよ。

○野原和男建築指導課長 住宅の耐震診断の実績は

ゼロ件です。

○玉城武光委員 耐震化工事したところは公共です

か。これは全部、公共施設を耐震化したということ

ですか。

○野原和男建築指導課長 民間建築物です。

○玉城武光委員 民間住宅を耐震化した件数は何件

ですか。

○野原和男建築指導課長 民間住宅における耐震診

断と改修の実績は現在、ゼロです。

○玉城武光委員 予算もあるわけですから、そうい

うのを周知徹底して、耐震化に備える事業をぜひ促

進していただきたいと要望して終わります。

○新垣清涼委員長 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 主要施策のもので通告も出してお

りますので、まず、那覇港の整備に関する件で。こ

れは那覇港管理組合が主体的に取り組んでいる事業

なのですが、県は６割を負担している立場上、やは

りこの辺はきちんと掌握しているものだろうと、ま

た、しないといかんという視点からお聞きします。

皆さん方の課題の中にもありますように、かなり輸

入という面では、随分観光客もふえているんですが、

逆に輸出、移出については、輸出で５割、移出につ

いては９割が空コンテナという、これが実際の実情

だというふうに皆さんも課題として上げております

が。まず、空コンテナに対する対策についてどのよ

うに取り組んでおられるか伺います。

○桃原一郎港湾課長 空コンテナ対策は、那覇港に

おける人流・物流拠点港湾整備事業のうち那覇港輸

出貨物増大促進事業の中で実施されております。那

覇港では、コンテナ貨物のうち、輸出が約５割、移

出の約９割を空コンテナが占める状況でございまし

て、輸入・移入超過の片荷輸送の状況でありまして、

海上輸送コストが割高になる一つの要因となってい

るものと考えられます。那覇港管理組合によります

と、片荷輸送の解消の対策として、荷主を対象とし

た支援事業に加えて、那覇港へ寄港する外航船社へ

海上輸送に係る費用の一部を負担する支援事業を実

施しているとのことであります。また、ことし５月

に那覇港総合物流センターの供用が開始されたこと

から、物流機能の高度化等が図られ、集荷・送荷が

促進されることで、貨物量の増大につながるものと

考えております。

○糸洲朝則委員 私も１期は那覇港管理組合にいま

したからよくわかるんですよね。ずっともう同じ状

態なんです。管理者も変えたり、いろいろやって何

とか荷物をつくろうと頑張るんだけど、全然改善さ

れない。というのは、荷物をつくる―例えば沖縄は

製造業が弱いというんだけど、そういったものがや

はり那覇港だけの中でやっている間は、絶対解決し
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ないんです。全庁的な取り組みをしないといけない

と思うんです。企画も農林もみんな全て、商工も含

めて、いかにすれば荷物をつくることができるかと

いうことのほうが、取り組みがされていない。これ

は部長どう思われますか。これは土建部だけの問題

じゃないと思うんですけどね。

○桃原一郎港湾課長 那覇港の取り組みを、直近の

状況をお答えしたいと思います。先ほど荷主支援に

係る輸出貨物増大促進事業が、平成25年から那覇港

の単独費の中で実施しているところでございます。

荷主がコンテナ単位などで輸出する状況において社

会実験を実施しておりまして、コスト、リードタイ

ム等の検証を行いまして、物流コストの低減、輸送

システムの改善等の検討を行い、輸出貨物に対して

補助を実施しておりまして。最近の状況でございま

すが、平成30年度の社会実験では、県内外の荷主企

業21社が参加したとのことです。ドライコンテナで

4938ＴＥＵ、リーファーコンテナで33ＴＥＵ、混載

貨物で36.4立米、中古車で131台、今支援をしたとい

うところでございまして、品目で見ていきますと、

中国の輸入規制がありましたことで古紙などは減少

しましたが、泡盛、ビールについては、好調に輸出

量増大が図られているとのことあります。

○糸洲朝則委員 泡盛とビールの話をしたかったけ

ど。さっき出た那覇総合物流センター、これは送荷

という意味では大きなインパクトを期待しているん

ですが、これの入居企業も含めた現状について、ま

た、今後の取り組みについて、まず皆さんの掌握し

ている範囲で結構ですから教えてください。

○桃原一郎港湾課長 那覇港総合物流センターの現

状と今後の見通しでございますが、那覇港管理組合

に確認したところ、那覇港総合物流センターは、開

業初年度の集荷・送荷計画として、来年３月までに

７万7910フレートトンの集荷、及び4537フレートト

ンの送荷を行うこととなっております。

５月から７月までの取り組み状況としては、集荷

量は冷凍食品や家電など１万2250フレートトンであ

り、１年度の計画貨物量に対して３カ月で16％程度

の達成状況とのことであります。送荷量については、

冷凍食品へのラベル張りや電子機器の簡易組み立て

など、付加価値を高めた貨物が728フレートトンと

なっており、こちらも１年度の計画貨物量に対して

３カ月で16％程度の達成状況となっているとのこと

であります。施設開業直後の状況としては順調に推

移しており、今後、物流センターの稼働が本格化し、

計画貨物量を達成する見込みとのことでございます。

○糸洲朝則委員 希望のあるお話をしていただきま

したけど、今の物流センターの入居企業、何社でど

ういった業種が入っているか、それはわかりますか。

○桃原一郎港湾課長 入居企業でございますが、

１階、２階が冷凍・冷蔵設備対応、３階がドライ対

応となっておりまして、テナントとしましては、７社

の企業が入居しているとのことです。入居状況とし

まして、全ての区画―これは15区画ございますが、

全て埋まっている状況とのことでございます。

○糸洲朝則委員 全て埋まっている―結構なことで

すが、これは２期、３期と続く予定なんですよね。

だから、そうなると２期を前倒しでやるとか、３期

を前倒しでやるとか、そういったことは考えていま

せんか。

○桃原一郎港湾課長 総合物流センターの第２期予

定及び第３期予定の件でございますが、那覇港総合

物流センターの２期、３期の整備につきましては、

那覇港管理組合において―実際、地盤状況が悪かっ

たところもありましたので、ボーリング調査を実施

しまして、概算事業費等をはじいて、その結果を踏

まえて、平成30年12月から、実は民設民営を含めた

事業化の可能性調査業務を実施しておりまして、入

居が想定される企業の実態調査、分析、本センター

に付加できる新たな機能や民設民営の可能性の検討、

課題等の把握の検討を行っているとのことです。

那覇港管理組合においては、引き続き、調査結果

の内容を精査するとともに、入居の可能性が高いと

見込まれる企業へのアンケートやヒアリング等、マー

ケット・サウンディングや、公募要件の設定に向け

た取り組みを進めていくとのことであります。

○糸洲朝則委員 今、民設民営の話が出たんですが、

現在運営している会社がやるのか、それとも別法人

がやるんですか。予定として。

○桃原一郎港湾課長 そのあたりも現在、検討して

いるということでございます。

○糸洲朝則委員 何でそういうこと聞くかというと、

今言われるボーリング調査の云々という話が出たん

ですけど、向こうは70メーターから80メーターの、

コンクリートのくい打ちをやっているんです。つま

り地下の―地盤から下の工事だけでも大変難工事で

大変な費用がかかる。果たしてそれを、民設民営で

やれるのかとちょっと疑問に思いましたけど。公設

民営ならわかりますが、いかがですか、再度。

○桃原一郎港湾課長 その点も含めて検討している

とのことでございます。

○糸洲朝則委員 宮古広域公園。午前中に具志堅委

員が質疑をしておりました答弁で、都市計画決定に

向けた取り組みと環境影響評価の話が出ました。か
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なり具体的に取り組みをしているなと思って聞いて

おりましたが、今後の工程というか取り組みについ

て、その先を教えていただけますか。

○謝花勉都市計画・モノレール課長 お答えします。

宮古広域公園につきましては、去る６月に環境影

響評価準備書の公告・縦覧をしまして、その後、県

からの意見書が出る予定になっています。それを受

けて、次に環境影響評価書のほうの作成を行います。

都市計画の案につきましては、同じように公告・縦

覧をしているところで、それにつきましては、環境

影響評価書の提出とあわせて、最終的に都市計画決

定審議会に持ち込む予定になっています。その予定

としましては、令和２年２月を予定しています。

○糸洲朝則委員 都市計画決定、環境影響評価、そ

ういったものが整って令和２年の２月からという。

その先はどうなりますか。実際、着手とか、いろい

ろ設計等もあると思うんですけど。

○玉城謙都市公園課長 今、都市計画・モノレール

課のほうで、２月までに都市計画区域決定を行って、

うちの都市公園課のほうが現在、令和２年度の新規

事業ということで予算を要望しているところであり、

計画決定が終わりましたら事業認可をいただいて、

４月以降、事業に着手していくという計画でありま

す。

○糸洲朝則委員 今のそういったフローチャートと

か工程とか、あるいはまた具志堅委員が要望したマ

スタープラン的なものがあるはずなんですが、それ

を後でいただけますか。これをいただいた後に質疑

したいけど、今回はいただくので。

次に、モノレール旭橋駅周辺の再開発事業。立派

な再開発ビルができているわけでございますが、ど

うですか、再開発事業の差し当たっての効果、どう

いったものが出ておりますか。

○野原和男建築指導課長 お答えします。

モノレール旭橋駅周辺地区再開発事業については、

平成15年度に事業を着手して以来、平成30年９月に

北工区の施設建築物が完了し、補助事業としては完

了しております。本事業の実施により、バスターミ

ナルの利便性向上による公共交通結節機能の強化が

図られ、また、各施設をデッキでつなぐことでバリ

アフリー化された安全で快適な歩行者空間も整備さ

れました。また、施設については高度利用を図り、

業務、商業、宿泊、居住等、多様な都市機能を導入

することで、風格ある那覇市の玄関口にふさわしい、

豊かで彩りのある都市空間が形成されております。

本事業により、施設完成後はモノレール旭橋駅周辺

地区の１日当たりの平均乗客数や、地区内での就業

者数が増加するなどの効果が出ております。今後は

10月に延長開業した沖縄都市モノレールの連携によ

り、さらなる交通結節機能の強化、観光客増加に伴

う周辺への消費拡大、那覇市への税収効果等の波及

効果が期待できるものと考えております。

以上です。

○糸洲朝則委員 たしか地下は駐車場か何かになっ

ていると思うんですが、それはどういうような―僕

もまだ現場を見ていないので具体的にはわかりませ

んが、地下の状況、駐車場なのか。

○野原和男建築指導課長 施設の地下には、バスター

ミナル駐機場が入っております。バスの駐機場です、

失礼しました。

○糸洲朝則委員 きのうあるところで、実はその駐

車場に入る車路が狭くて急だと。本当は僕はこれを

質疑する前にきのう行きたかったんですよ。残念な

がら時間がなくて、見ていないんですが。ましてや、

今、聞いたらバスでしょ。これはね、よもや設計ミ

スじゃないか。それ確認したほうがいいと思います

よ。そういう声がありましたが、あるところから、

あれ厳しいですよと。これはちゃんと確認はしてく

ださい。

○野原和男建築指導課長 早速、確認してまいりま

す。

○糸洲朝則委員 次、建設リサイクル、ゆいくるの

制度活用事業ですが、これは前もやりましたので、

今の循環型社会を形成していく中で大事な事業だと

思うんです。したがって、ゆいくる事業、これの普

及啓発、またこの効果、これは当然皆さん方はそこ

ら辺を想定してこの事業を展開していると思います

が、ここら辺について御説明お願いします。

○多和田真忠技術・建設業課長 お答えいたします。

土木建築部においては、公共事業におけるゆいく

る材の利用促進を図るため、路盤材やアスファルト

等について、原則ゆいくる材を使用することとして

おり、またホームページ等でゆいくるの材の認定資

材の状況を公開し、関係者を対象とした研修会や県

民環境フェアでのパネル展示等で、建築リサイクル

資材認定制度の普及を図っております。ゆいくる材

は平成17年度から本格的に利用されており、全体の

出荷量としては、平成17年度52万トン、平成29年度

は172万トンとなっており、120万トンの増加で３倍

の伸びとなっております。また、コンクリート破片、

アスファルト破片と瓦れき類の再利用率は、平成15年

度88％、平成29年度98％と10％上昇しており、再資

源化が図られております。

○糸洲朝則委員 ちなみに、このゆいくる認定を受
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けた事業者はどれくらいありますか。

○多和田真忠技術・建設業課長 今、手元に認定し

た会社数はわからないですけど、認定した資材の数

としましては566資材となっております。

○糸洲朝則委員 これは推進をしていただきたいと

思います。それで、皆さん方の事業内容の中に、沖

縄県リサイクル資材評価委員会の設置と運営とあり

ますが、これがゆいくる認定作業の機関になるかな

と思うんですが、まず、これについての説明をお願

いします。

○多和田真忠技術・建設業課長 今の御質疑の前に、

先ほどお答えできなかった製造業者の数ですけれど

も、今手元にございまして、製造業者は85になって

おります。

それでは、評価委員会について御説明いたします。

沖縄県リサイクル資材評価委員会は、県が実施する

リサイクル資材の評価に関する事項を審議するため

設置しており、学識経験者、業界関係者、行政関係

者で構成されております。評価委員会においては、

認定申請されたリサイクル資材について、品質、性

能、再生資源の含有率、環境に対する安全性、環境

負荷、コストなど、建設資材として総合的妥当性を

審議することとなっております。

○糸洲朝則委員 ぜひ頑張って、どんどん県も普及

してください。

重複したり、あるいはいろいろありますので、全

部はできないので飛ばしまして、下地島空港の周辺

用地の有効利用促進事業について質疑いたします。

これについては、通告で公共施設の整備についてと

いうことで出しておりますが、そこら辺から現状と

今後の取り組みについてお願いします。

○野原良治空港課長 公共施設の整備についてです

けれども、利活用業者であります三菱地所株式会社

が実施する旅客ターミナルの整備と連携した駐車場

や空港内道路の整備など、県として取り組むべき関

連公共施設の整備を実施しております。旅客ターミ

ナル施設の供用、平成31年３月までに工事を完了さ

せております。

以上です。

○糸洲朝則委員 今、三菱地所のお話が出ましたけ

ど、ちょうど土木環境委員会で富士山静岡空港の視

察に行ったとき、向こうは本当に民営化された空港

で、しかも国際路線を多く取り入れているという。

向こうで聞いた話が、下地島空港も同じ三菱地所だ

から、そことの路線開発というのはぜひやりたいと

いうお話も記憶にありますけど、そこら辺の取り組

みというのはどんなですか。実際、動いていますか。

路線開設の。

○野原良治空港課長 新規路線の開拓につきまして

は、観光部局のほうで取り組んでいるということで

聞いております。

○糸洲朝則委員 わかりました。

これは、皆さんは施設をつくる、あるいはまた、

運営を担う部署だと思いますので、それについては

それ以上は聞きません。しかしながら、間違いなく

あの空港は国際線を中心にした路線拡張、あるいは、

国内でも地方空港との、今静岡の話を出しましたよ

うに、そういう可能性というのが出てくる。当然、

施設も、三菱地所さんのほうは広げていくでしょう。

そこに対する皆さんの対応というのが問われると思

いますが、今後の取り組みについてお願いします。

○野原良治空港課長 今後の展開ということについ

てですけれども、平成30年度予算で完了して、整備

は一旦完了しているのですけれども、旅客ターミナ

ル開業後の利用状況により、旅客ターミナル事業者

や、旅客関係機関等から駐車場の拡張整備や空港内

道路の延長整備など、新たなニーズがあれば必要な

施設整備を検討していきたいと考えております。な

お、現時点で旅客ターミナル事業者などからの新た

なニーズはない状況です。

以上です。

○糸洲朝則委員 最後に、離島空港保安管理対策事

業、これは権限の一部移譲云々というふうに書いて

ありますが、それについて御説明をお願いします。

○野原良治空港課長 県が管理する12空港のうち、

訓練飛行場として設置された下地島空港を除く11の

空港については、沖縄県空港の設置及び管理に関す

る条例及び同条例施行規則に基づき、当該空港の所

在する市町村へ空港管理に関する権限の一部を移譲

しております。移譲している主な事務の内容ですけ

れども、空港使用届け出の受理及び使用許可、航空

機の停留する区域の設定等に関すること、空港内で

の禁止行為及び許可に関すること、航空機事故等に

よる消火救難活動に関すること、空港施設の維持管

理等となっております。

○糸洲朝則委員 ２点目の空港保安管理規程、これ

よくわからないけど、これはどういうことですか。

○野原良治空港課長 空港保安管理規程は、空港法

第47条の２に基づき空港の保安を確保するための管

理の方針、体制及び方法を定めた規程となっており

ます。空港保安管理規程には、空港制限区域内への

立入許可や空港施設の維持管理、空港内での車両運

転規則など、具体的な空港の運用手順が定められて

おります。また、航空機事故発生時の対応計画や危
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険物及び高圧ガスの取り扱いなど、安全対策の詳細

についても定められているものであります。

○糸洲朝則委員 小さな空港で事件・事故は起きな

いだろうという安心はあるかもしれませんが、やっ

ぱり空港ですから、一定のきちんとした安全管理と

いうものはやるべきだろうということでこういった

事業があると思いますから、引き続き頑張ってくだ

さい。

終わります。

○新垣清涼委員長 山内末子委員。

○山内末子委員 通告はしていないんですけど、先

ほど午前に照屋大河委員のほうからありました中城

港湾整備事業の中で、新港地区の定期船就航につい

ての実証実験のことがありました。私きのう、たま

たまですけど、ＲＫＫの物流センターを視察してき

ましたので、大変可能性が高いということを感じな

がら、期待を込めて質疑をさせていただきます。先

ほど課長のほうから、これまでの利用回数というの

が31回の寄港とありましたけれども、ルートという

んですか、どことの寄港になっているのか教えてく

ださい。

○桃原一郎港湾課長 今、実証実験を行っていると

ころは、京阪航路でございまして、まず、県内への

移入としては那覇港に一度寄ります。那覇港からリー

ドタイム―そんなに、ちょっと時間かかってもいい

ようなお荷物が乗ってきて、南回りで中城に入港し

て、それから京阪向けに北上しているという航路で

ございます。

○山内末子委員 これは今そういうルートですけれ

ど、今後のルートの拡大可能性、展開というのは今

のままでそのままやっていくのか、それとも新たに

航路を開設していくのか、その辺についてスケジュー

ル感を教えてください。

○桃原一郎港湾課長 やはり、荷主さんとのお話、

調整が必要かなと。要するに、関東方面に主力で出

している荷主さんがいたり、九州方面とかもありま

す。要は、それだけ航路として必要、ニーズがある

とわかれば、船社さんと調整して、そういった京阪

以外にも、九州の航路というのはあり得るのかなと

考えております。

○山内末子委員 国内だけではなくて、やっぱりア

ジアに向けて、海外に向けてということではどうで

すか。

○桃原一郎港湾課長 これまで、中城湾港での外貿

の状況としましては、県のアジア経済戦略課で中古

車ビジネスモデル実証事業というのを行いました。

平成28年度には、自動車専用船を使ってレンタアッ

プ車320台をスリランカへ輸出してございます。あと、

うるま市のほうが国際トライアル推進事業という実

証事業を現在行っておりまして、それでは台湾航路

をトライアル事業として実施しているというところ

がございます。このように、うるま市さんもやはり

国際物流拠点形成の一環として航路は必要と考えて

おりまして、このような実証実験に取り組んでおり

ます。中城湾港から呼び水として少しでもこういっ

た貨物、荷物が出るようであれば、やはりそこから

要は、先島から今、台湾、アモイと行っている航路

がありますので、それもうまく使いながら外貿の展

開というのは可能性があると思っております。

○山内末子委員 せっかくの航路、そこの施設を―

例えばこのセンターなんか、すごいアジア最大、沖

縄県でも最大の物流設備ではあるんですけど、物が

入ってこないと、船がまず入ってこないと何もでき

ないということを考えますと、実証実験ではなくて、

定期的にきっちりと確実に入ってくるというのを予

想しながらスケジュール感を見ながらやっていかな

いといけないと思うんですけど、その辺の見通しと

いうか、いつごろまでには定期的に船をこの中に入っ

ていくのかと。それがないと、このセンター、宝の

持ち腐れになってしまうんですよね。その地域でど

れだけ物流の拠点をつくったとしても、物が入って

こない限りはその効果、活用ができてこないという

ことを考えますと、その辺の事業についての効果性

というのが、ちょっと危険性が出てくるかと思うん

ですけど、それについてのお考えはどうでしょうか。

○桃原一郎港湾課長 午前中もお話ししましたよう

に、我々、実証実験は平成29年度から取り組んでい

るところで、１航海当たり平成29年度が428トン、平

成30年度が409トンというところで、まだ始めたばか

りでございまして、まだ微々たる、数量は変わるん

ですけど、まだこの伸びが見えないということで、

我々はまだ継続してやる必要があるのではないかと

考えております。今後の見通しでございますけど、

中城湾港新港地区におきましては企業の集積が進ん

でおりまして、今年度から民間の物流倉庫が２棟稼

働しているほか、隣接地におきましては大手コンビ

ニストアのデザート工場が稼働しております。また、

今後も建設資材や食品を製造する企業の立地も予定

されております。これらの企業活動が活性化するこ

とで、今後、実証実験の取り扱い貨物量が増加する

ことが期待されるため、定期航路化の可能性もさら

に高まると考えております。

○山内末子委員 そのためには、どうしてもハード

の部分の整備というのがとても大事になってくるか
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と思いますので、今のままでは、もう少し大きな大

型船の着港が厳しいかと思います。そういう意味で

のしゅんせつの事業ですとか、周りの道路の整備と

か、そういうハード部分についてもやはり総合的な

考え方を持っていかないといけないのかなと思うん

ですけど、その辺の計画については何か持っていま

すでしょうか。

○桃原一郎港湾課長 現在、中城湾港新港地区の東

埠頭につきましては、マイナス7.5メートル岸壁の延

長が780メートル及びマイナス11メートル岸壁の延長

が190メートル整備済みでございます。しかしながら、

実際、実証実験で就航している琉球海運からお話を

聞きますと、ＲＯＲＯ船が大型化しておりまして、

実証実験船が泊まる―マイナス11メートル岸壁の

190メートルは係留はできるものの、船舶延長に対し

て岸壁延長が少々不足しておりまして、ＲＯＲＯ船

は両方で乗り入れができるような構造になっており

ますが、現状は片口のランプでの荷役となって効率

が悪いというところがございます。このことから、

両口ランプでの荷役が可能となる岸壁整備が必要と

いうことで琉球海運からは聞いております。あと、

やはり東埠頭に至る航路でございますが、現状では、

港湾計画上は岸壁の延長が位置づけられております。

航路のしゅんせつも位置づけられておりますが、ま

だ―要はそれだけ航路、船が入ってきておりません

ので、航路としては幅員が240メートル程度で整備を

行っております。暫定的な施工というところで、先

ほど言いましたように、マイナス11メートル岸壁

190メートルに入港できる船の基準の規格で整備はし

てございますが、実際運航されている琉球海運から

は、要は、夜間に入港するものですから、もうちょっ

としゅんせつ、拡幅をしてほしいという要望は伺っ

ております。やはり航路の安全就航のためにはそう

いったお話もありますので、我々としましては、こ

の整備につきましては直轄事業になりますので、国

と相談しながら、あと船社さんや地域の市町村さん

とも連携しながらこの要望を聞いていきたいという

ことで、今後、検討課題の一つとして捉えていると

ころでございます。

○山内末子委員 ハードの部分については相当な予

算もかかることでしょうし、国の協力も得ないとい

けないと思いますし、いろんな意味で、とにかく可

能性が高い地域でもありますので、この事業の確実

性を早目に定期的なものができるような形でぜひ頑

張っていただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

次に、主要施策の成果のほうから344ページ、沖縄

建設産業グローバル化推進事業について伺います。

この事業の概要から、まずお聞かせください。

○金城学土木総務課長 沖縄建設産業グローバル化

推進事業について、事業内容をお答えいたします。

沖縄建設産業グローバル化推進事業は、島嶼性、亜

熱帯性などに対応した沖縄独自の建設技術を海外に

販売、展開する県内建設関連企業について、旅費や

通訳料等の支援を行うものでございます。

○山内末子委員 何を売るんですか。この事業の内

容の、何をアピールしているのか。

○金城学土木総務課長 例えば赤土流出防止等の技

術やのり面の工事技術でございます。

○山内末子委員 どこの国に、何カ国に今やってい

ますか。

○金城学土木総務課長 現在やっているところは、

フィジー共和国とかバヌアツ共和国、ミクロネシア

連邦とか、あと台湾などでございます。

○山内末子委員 これは、この技術をその国に販売

するという形―それを教えながら、指導しながら販

売をしていく形というふうに捉えていいんですか。

○金城学土木総務課長 技術的な支援ということに

なります。

○山内末子委員 これによって、どういう効果が出

ておりますか。

○金城学土木総務課長 成果といたしましては、例

えば先ほど台湾とお答えしましたけど、そこでの設

計業務を受託するような、受注を受けるという成果

が出ております。

○山内末子委員 余り理解ができていないですけど。

とにかく技術を提供して、技術を売っていく、これ

がこれからも外国の幅を広げていって、どんどん技

術を売っていくという、そういうふうに理解してい

いんですか。

○金城学土木総務課長 今後この技術を広げていく

というか、展開していくという方向で進んでいくこ

とになります。これまでの成果といたしまして、先

ほどの台湾では、企業が独自で保存するのり面対策

法について、現地の大学の協力のもと試験施工及び

モニタリングを実施して現地に適合した商品開発を

行うとともに、現地での工法採用に向けて取り組ん

でいるところでございます。あと、サモアにおいて

は、ヤシ繊維を活用した汚濁処理対策が平成28年度

のＪＩＣＡ中小企業海外展開事業に採択されて、平

成29年度から次の段階の普及実証実験に進んでいる

という効果が出ております。

○山内末子委員 余りわからないんですけど、とり

あえず海外に行って、ちゃんときちんと私たちの持っ
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ている技術を提供しながら、そちらで設計だとか、

いろんな効果を出しながら寄与しているというふう

に考えてもいいですか。

○金城学土木総務課長 そういうことになります。

○山内末子委員 ありがとうございます。

進みます。

公営住宅整備事業についてですけれど、先ほど少

しありましたけど、今の公営住宅の待機者の推移に

ついて、この３年ぐらいの推移についてお聞かせく

ださい。

○與那嶺善一住宅課長 お答えします。

待機者という言葉は使っていないんですけど、入

居倍率ということで表現いたしますと、平成29年度

の入居倍率は6.1倍、平成28年度の入居倍率は5.8倍、

平成27年度の入居倍率は7.4倍となっております。

○山内末子委員 どちらも、ここ６倍ぐらいと大変

高い倍率の中で入居が決まっていくということで、

今、本当に低所得の皆さんたちの公営住宅に対する

希望者の高さというのを感じておりますけれど。今

この公営住宅の県営住宅については、今回の事業も

含めて、これから先、あとどれくらいの住宅の建て

かえ、あるいは新築、それが今、計画されているの

かお聞かせください。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅の建てかえにつき

ましては、令和８年度までを期間とする沖縄県公営

住宅ストック総合活用計画というものに基づいて事

業を実施しておりまして、現在実施している事業、

工事中の団地が４団地、設計中の団地が５団地、個

別団地再生計画作成中―設計前段階の計画策定中の

団地が５団地となっておりまして、現在、事業が決

まっているのはこの団地でございます。それ以外に

もこのストック総合活用計画の中に位置づけており

ますけども、まだ事業の実施時期のめどが立ってい

ないという団地もございます。

○山内末子委員 先ほどは、公営住宅への入居希望

者がやっぱり６倍ぐらいで推移しているということ

を考えますと、これから建てかえというのはあった

にせよ、なかなかこれが低くなる状況ではないと思

うんです、入居の希望者が。それについては、低所

得者の皆さんへの住居の確保ということで、県とし

ては計画性を持って、やはりその率を下げるという

ことをどのように捉えながら、どのように計画して

いくかということをお聞かせください。今の関連で、

今の率で、先ほど答えておりました、幾つか、５団

地ですとか、計画。これができ上がったときに、こ

の今の６倍ぐらいの倍率が低くなるのかどうか、こ

の辺をお聞かせください。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅の供給戸数といい

ますか、どれぐらい県営住宅を整備・供給するかと

いうことにつきましては、住生活基本計画というも

のの中で計画しておりまして、これは住宅土地統計

調査というものに基づきまして数字を算定しており

まして、その中では２万1000戸という数字を目標に、

今、県営住宅の建てかえ、あるいは空き家待ち募集

とかですね。それ以外にその２万1000戸の中で、公

営住宅の供給は１万4400戸、それ以外、公営住宅以

外の公的賃貸住宅も6600戸供給するという目標を立

てております。ですから、公営住宅だけではその住

宅確保要配慮者というものに対して対応できないと

いうことで、民間住宅も活用しながら、住宅確保要

配慮者についての入居促進について推進していると

ころでございます。

○山内末子委員 わかりました。

続きまして、地すべり対策について、365ページ。

まず、この事業の概要についてお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。

まず、地すべり対策事業は、地すべり防止区域内

において、地すべりの崩壊による被害を除去し人家、

耕地、公共施設等を守るために、地すべり防止施設

の整備を行うことを目的としております。平成30年

度は地すべり対策事業費により、豊原地区ほか６地

区で工事、調査、測量、設計などを行っております。

また、総合流域防災事業費（地すべり緊急改築）に

より、南風原兼城地区で、工事、調査、測量、設計

などを行っております。

以上です。

○山内末子委員 執行率が45.7％となっていますけ

ど、この要因についてお聞かせください。

○新垣義秀海岸防災課長 主な要因としましては、

事業用地の同意取得に時間を要したこと、また、台

風により現在調査中であった斜面に変状が生じまし

て、その設計調整に不測の日数を要したこと、また

さらに補正がございまして、２月の補正となりまし

て所定の工期がとれなくて繰り越しをしたと、そう

いったものが主な要因となっております。

○山内末子委員 ではその地域については、今後の

見通しというのはもうついたんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 工事につきましては、来

年３月までには完了する予定となっています。

○山内末子委員 ありがとうございます。

続きまして無電柱化推進事業について、先ほども

場所についてはありましたけど、先ほどから台風の

件でありますけれど、やっぱり沖縄もいつでも、毎

年、台風の被害というものは免れないということを
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考えますと、これからの台風というのが、これまで

の想定外ではなくて、もういつでも大きな台風が想

定内ということを考えていかないといけないという

ことを考えると、やっぱりこの無電柱化というのは

とても沖縄県の問題としては大きな、防災対策も含

めて必要なんじゃないかというふうに思っています。

今の現状としては、この無電柱化になっているとこ

ろは県全体のどのぐらい、何％が今、無電柱化になっ

ているのか、その辺お聞かせください。

○島袋一英道路管理課長 無電柱化の整備率につき

ましては、先ほど申し上げました沖縄地方ブロック

推進協議会のベースでいきますと約75.3％です。こ

れは現時点での合意の延長ですので、先ほど申し上

げましたように、協議会においてまた随時、箇所で

あるとか延長とか変わってきますので、整備率もそ

のたびに少し変わってくることになります。

○山内末子委員 今までの中ではこのままでいいか

なとは思うんですけど、先ほどから言うように、やっ

ぱり今、この無電中化を進めていく、推進していく

という作業が急務ではないのかなというふうに思う

んですけれど、この辺についてはどうなんでしょう

か、部長。

○島袋一英道路管理課長 無電柱化推進についてで

すけども、全国的なベースをお話しいたしますと、

全国の平均が１％に対しまして、県は約1.6％、全国

10位、九州では１位となっております。ちなみに、

最も無電柱化率が高い東京都でもまだ５％という状

況ですので、沖縄県についてもどんどん合意路線に

ついて進めていきたいと思っております。

○山内末子委員 部長が早くやれって言えばいいさ

という言葉を聞いていいか、その気持ちが確実にあ

るというふうに理解してよろしいですね、部長。

○上原国定土木建築部長 必要な事業だと思ってお

りますので、しっかり進めていきたいと考えており

ます。

○山内末子委員 もう一点だけ、下水道事業につい

て。先ほどの台風に関連して、河川の氾濫ですとか、

それから先ほど赤嶺委員からもありましたけど、沖

縄県の場合にはある意味、浸水とかについては本土

と構造が違うということはありますけれど、雨水・

排水で下水道とのこの関連の中で、これまでの下水

道のあり方と、余りにも大雨であったり、台風の大

雨の被害とか、河川のとても大きな氾濫とかという

のは、やっぱり今出てきているじゃないですか。そ

ういう流れの中でのその排水の下水道との関連性と

いうんですか、その辺の心配というものは、今の敷

設管の状況の中で大丈夫なのか。今、本土のほうで

あるのは、やっぱりその雨水と排水が一緒になって

かなり大きな被害になっているということがありま

すので、この辺は沖縄県の場合には大丈夫なのかど

うか、どうなっているのかお聞かせください。

○渡真利昌弘下水道課長 今回の台風の災害は、広

域的な雨によって河川が氾濫というものでこういっ

た災害が起きているんですけど、下水道の雨水の排

水の考え方は、内水の整備―外水の氾濫に対しての

防除・整備ということで、集中豪雨とかで河川から

流れてきたものを想定して排水を考慮しているわけ

ではなくて、内水で降った雨、集中豪雨で入ってき

た雨を排除するために整備しています。今の河川の

氾濫に対して、雨水の整備というのは、今の下水道

では検討には入っていません。下水道の排除方式に

は、合流式と分流式の２種類があります。合流式と

は、雨水と汚水を同一管で収集するものであり、分

流式は雨水と汚水を独立したタンクで収集する方式

です。合流式下水道は、一定以上の降雨時に一部の

汚水が汚水終末処理場へ送られず、未処理のまま河

川に放流されるため、公衆衛生、水質保全、景観に

影響を及ぼします。本県では全市町村において、雨

水と汚水を区別した分流式を採用しております。そ

のため、汚水は全て終末処理場で処理をした上で海

域へ放流していることから、大雨においても公共用

水域の水質環境に影響を与えることはありません。

以上です。

○山内末子委員 それを確認をしたかったんです。

本土のほうではこれが統合されているところが多い

ということがありましたので、そういうことが県内

ではないことを確認したかったということです。部

長、これからの土木の中で、どうしても台風、災害、

大きな被害に対することが、これまでの計画の中で

さらに上回った対策が必要になっていくのかなと思

いますけど、この辺のことを21世紀ビジョンやその

形の中で、何らかの形で改める時期にきているんじゃ

ないかと思いますが、どうでしょうか。見直しをす

ること。

○上原国定土木建築部長 今21世紀ビジョン基本計

画の総点検報告書の中でいろいろ内容を吟味しなが

ら、基盤整備部会という部会の中で議論を進めてい

るところでございます。この防災対策につきまして

も、やっぱり時代とともに変化していかなければな

らないのかなという気はしておりますけれども、議

論はまだこれから進めていく段階でございますが、

近年のこういった気象状況の変化をしっかり踏まえ

た上で、計画の変更の必要があればしっかり対応し

ていきたいと考えております。
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○野原和男建築指導課長 先ほど、玉城委員の住宅

建築物安全ストック形成事業について、補足訂正を

させていただきたいと思います。民間住宅の実績は

ゼロ件なんですが、民間建築物、これはホテルです

が平成30年度は３件ありまして、耐震改修工事を平

成30年度に３件行って、執行率44.9％で繰り越しを

行っているという補足です。大変失礼しました、済

みません。

以上です。

○新垣清涼委員長 以上で、土木建築部関係決算に

対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 金曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。
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